
決算特別委員会の審議方法について 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

９月９日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

平成３０年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・監査委員 

・議会事務局 

・総務課 

・企画財政課 

・会計室 

９月１１日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

平成３０年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・町民生活課 

・税務課 

・住民課 

９月１３日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

平成３０年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・福祉課 

・子育て支援課 

・健康介護課 

・産業観光課 

９月１７日（火） 

１０：００～ 

議  会  室 

平成３０年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

・教育委員会 

９月１９日（木） 

１０：００～ 

議  会  室 

１．平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

２．平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

３．平成３０年度宮代町介護保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・健康介護課 



日   程 審 議 順 番 

 ４．平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計決算の認定について

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

５．平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算の認定について

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

６．平成３０年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 
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開会 午前１０時０１分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 改めまして、おはようご

ざいます。 

  決算特別委員会委員長の丸山妙子でございます。 

  本日、９月９日から19日までのうち、５日間に

わたりまして委員会が開催されるわけでございま

すが、円滑な運営にご協力をよろしくお願い申し

上げます。 

  決算審議の方法につきましては、先日お手元に

配付しました決算特別委員会日程及び審議方法に

ついてのとおり、一般会計決算、各特別会計の決

算、水道事業会計の順に審議を進めていきたいと

思います。また、審議につきましては、最初に監

査委員に対しての質疑、その後一般会計について

は、課ごとに議会事務局、総務課、企画財政課、

会計室、町民生活課、税務課、住民課、福祉課、

子育て支援課、健康介護課、産業観光課、まちづ

くり建設課、教育委員会の順に審議をお願いいた

したいと思います。議事進行の都合により変更も

あると思われますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  なお、委員会開催期間中、町長及び会計管理者

が出席いたしますが、町長におかれましては、公

務のため席を離れることもありますので、よろし

くお願いいたします。 

  それから、委員会の運営上のお願いがございま

す。質問者、答弁者とも発言されるときは、必ず

挙手をして、委員長の許可を受けてから、質問者、

答弁者の氏名を述べていただき、発言をしていた

だくようお願いいたします。 

  最後に、委員皆様のご協力をいただきまして、

委員会が慎重審議かつ効率的な運営が図れますよ

う特段のご配慮をお願い申し上げまして、あいさ

つとさせていただきます。 

  開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎開議の宣告 

○委員長（丸山妙子君） ただいまの出席委員は11

名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに決算特別

委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎諸般の報告 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員におかれまし

ては、本日、委員会欠席の連絡を受けております

ので、ご報告申し上げます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議長挨拶 

○委員長（丸山妙子君） これより議事に入ります。 

  それでは、議長、ごあいさつをお願いいたしま

す。 

○議長（中野松夫君） おはようございます。 

  決算特別委員会の決算審査となりますけれども、

皆様、既にご承知のとおりですが、予算が適正に

執行されたかどうかを審査するとともに、その行

政効果や経済効果を評価することにあるとされて

おります。 

  さらに、審査の結果は次の予算編成や行政執行

に生かされるよう努めることともされております。

決算特別委員会の皆様には、慎重な審査とともに、

効率的かつ効果的な審査をお願い申し上げます。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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  以上です。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５０号の審査（監査委員・

議会事務局・総務課・企画財政

課・会計室） 

○委員長（丸山妙子君） では、本日は新祖代表監

査委員に出席いただいておりますので、一般会計

と特別会計について代表監査委員に質疑がござい

ましたら、よろしくお願いいたします。 

  質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） おはようございます。 

  監査委員さんに１点だけ、質問というか、むし

ろ確認と言ったほうがいいかと思うんですけれど

も、宮代町、ほかの自治体もそうなんですけれど

も、予算編成のサイクルでは、予算編成が本格的

に始まる前に開かれるのが９月議会、あるいは決

算議会であります。 

  議会における決算の審議において、基本的な手

順として注目しなければいけないのは、１つは計

数の確認、２つは適法性、違法性の吟味、３つ目

が予算執行の適否、４つ目が予算の適否に従った

事業かどうだったか、５点目が効果的、効率的、

経済的に執行されているかという、こういった観

点から審議するわけなんですけれども、今、議長

が、冒頭お話があったように、私ども議会からす

れば、決算審議では前年度予算の使われ方を質疑、

審議を通じて、来年度予算へどう住民要求をかな

えていくか、前進させることができるか、議員の

場合はそういう観点から審議に臨むわけなんです

けれども、新祖監査委員さんは、監査委員の立場

から、どういうふうな観点から決算を見てこられ

たのか、その点だけお聞きしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） おはようございま

す。 

  代表監査委員の新祖でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  じゃ、座って発言させていただきます。 

  今の丸藤委員さんのご質問でございますけれど

も、昨年度もお話ししたことがあるかと思うんで

すが、決算審査、今、おっしゃられたように計数

の正確性とか、あるいは予算の合法性、そういっ

たものについて審査をしていくわけでございます

けれども、計数の正確性でいえば歳入歳出決算書

を初めとして、各提出書類が、いわゆる法にのっ

とって、失礼しました、記載された数字が一致し

ているかどうか、それからまた、予算の合法性に

ついていえば、適法な形で書類が提出をされてい

るかどうか、また、中身については違法または不

当な収支がないかどうか、それから、あとはお話

にありましたように予算の執行の中で、事務の効

率化とか、経費の節減に努力をしているかどうか、

あと、歳入につきましては、予算現額や調定額に

比べまして収入済額に著しい差異がないかどうか、

それから収入未済額、不納欠損や滞納処分の処理

は適切か、歳出では予算額に比して多額の不用額

を生じているものはないか、また、不用の生じた

理由は何か、当面必要としない物件を購入してい

ないかというような視点で審査を行ってまいりま

した。 

  私のほうは、監査委員の立場としましては、予

算はやはり自治体の方針、計画でございますので、

それはもう議会のほうで決めていただいたものが

前提といたしまして、それが適切に執行されてい

るかどうかというところに、やはり主眼を置いて

監査をするということで、ご案内のように地方自
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治法の第２条で、住民の福祉の増進に努めるとい

うこと、あるいは最少の経費で最大の効果を挙げ

ていると、その辺を基本的な視点としまして監査

については行ってきております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ありがとうございました。そういう観点から見

ているということで、監査委員さんの視点という

か、それはよくわかりました。 

  私どもは新年度予算、つまり来年度予算に向け

て、特に住民要求との関係で、やはりどうだった

のかということをよく見ていかなければいけない

と思っていますし、監査委員さんは監査委員さん

で、それが適切に執行されているかどうか、計数

だけではないですけれども、ややもすると政策的

なものよりも計数的なものの見方のほうが重点的

だと思います。また、今の答弁からもそういうふ

うに感じました。 

  それから、もう一点なんですが、今、これから

一般会計決算をするわけなんですけれども、監査

委員さんは今日だけですので、特別会計のほうも

含めてお聞きするんですが、今回、従来と変わっ

た点なんかはあるんでしょうか。特に変わった点

だとか、そういった点があればお願いしたいと思

うんですけれども。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 監査委員の新祖で

ございます。 

  私、昨年、監査委員をお引き受けいたしまして、

２年目ということで、今回２回目の決算審査をや

らせていただいたんですけれども、そういう意味

では、それ以前の決算については不勉強なもので

すから余り存じ上げないんですが、昨年との比較

でいえば、29年度の決算との比較で言いますと、

平成30年度決算というのは数字にもあらわれてお

りますように、歳出決算額については減額となっ

て、一応、約10億2,000万ぐらいの減額になって

おります。その前の28年度から29年度、29年度決

算で28年度比でいえば逆に増額になっていると。

大体ほぼ同じぐらいの増になって、また29から30

には減になるという形で、これは、もうご案内の

ように防災行政無線のデジタル化整備工事とか、

それから小・中学校へのエアコン設置工事、監査

委員の立場からしても非常に時宜を得た事業だっ

たと思いますけれども、それについて、やはりど

うしてもお金がかかるということで、29年度につ

いてはかなり伸びを示して、さらに今30年度では

それがなくなったために落ちついたといいますか、

そういうような、ちょっと印象を持っております。 

  それから、国民健康保険の特別会計については、

財政運営の都道府県化という大きな制度改正が行

われたということで、減額になった主な要因とい

うことがいえるかなというふうに思います。ただ、

いずれにしても、介護、医療、福祉といったよう

な社会保障関連費というのは引き続き増加傾向に

ありますし、中でも子育て支援に関する経費とい

うのは高い伸びを示しておりますので、この辺が

やはりこの30年度決算をやってみての特徴でござ

います。 

  やはり、限られた予算の中ということになりま

すので、どこに優先順位をつけるかというのはな

かなか難しいところがあるかと思うんですけれど

も、やはり社会保障関係というのはどうしても、

もちろん外せないものでございますので、ただ、

それが新たな事業に対する予算化というのを、や

はりちょっと妨げるといいますか、阻むみたいな

形になってしまうのもまずいので、その辺はうま

く、執行部と、あるいは議会のほうとで検討され
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て、調整していただくのがよろしいのかなという

ふうに思います。 

  あとは、これは常日ごろ感じているんですけれ

ども、この決算審査でも、やはり限られた予算の

中で、職員の皆さんが日ごろいろいろ創意工夫を

されて、いろんな事業に取り組んでいられるなと

いうのを強く今回も感じたところでございます。 

  以上です。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はないようですので、

以上で代表監査委員への質疑を終了いたします。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１６分 

 

再開 午前１０時１８分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第50号 平成30

年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について

審査を行います。 

  初めに、議会事務局から始めたいと思います。

本日出席している説明員の紹介をお願いいたしま

す。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） おはようございま

す。議会事務局長の佐藤賢治でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  自己紹介させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議会事務局主査（小林賢吉君） おはようござい

ます。議会事務局主査の小林です。よろしくお願

いいたします。 

○議会事務局主任（岡村恵美子君） 議会事務局主

任の岡村恵美子です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに審議に入

ります。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、議会費について

２点ほどお尋ねします。 

  一応、改めて確認をさせていただきたいんです

が、45、46ページの議員研修事業なんですけれど

も、昨年は２泊３日の議員研修になりました。一

部では唐突みたいな感じもしたんですけれども、

これまでは合同、広報にしても議運にしても、そ

れから福祉産業、それから総務文教にしても、１

泊２日、それぞれだったんですけれども、昨年だ

け２泊の議員研修になったということで、その辺

の経緯についてだけ、もう一度お尋ねをしておき

たいと思います。 

  それから、もう一点は、会議録調製事業なんで

すけれども、会議録検索システム委託料、これは

昨年度とも変わっておりません。私どもはいつも

議会広報の関係から粗原稿を早く出してほしいと

いうことで、いつも無理なお願いをしているんで

すけれども、この会議録の委託先なんですけれど

も、もう何年ぐらいになるんでしょうか、ここに

委託して。その点だけお尋ねしたいと思います。

２点。 

○委員長（丸山妙子君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  昨年度の研修についてでございますが、これま

で１泊２日でしばらく続けてきたわけでございま

すが、１泊２日ですと、やはり見る場所について

限られてしまうというようなところがございまし
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て、４年に一度ぐらい２泊の予算をとりまして、

本当に行ってみたいところがあったとしても今ま

で我慢していたところなんかがあるかと思うんで

すが、そういった件もありまして、遠くまで行け

る予算を確保いたしまして、皆さんにお計らいし

て、充実した研修をできるようにということで、

また、３年目、４年目という形になりますと、な

かなか時期的な問題もございますので、なるべく

早めに議員さんにも出ていただくという形をとり

まして、ごめんなさい、３年目だったですね、昨

年は３年目なんですが、３年目であれば、また次

の年いろいろな報告とかもできるかと思いますの

で、そういった形で昨年度は予算２泊分をとらせ

ていただいたところでございます。 

  それから、会議録検索システムの委託、何年か

というの、今、調べておりますので、ちょっとお

待ちいただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２３分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  会議録検索システムの関係でございますが、平

成14年からは少なくとも議事録、検索システム載

っておりますので、そのあたりからは会議録研究

所のほうに委託しているかというふうに考えられ

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  議員の研修事業なんですけれども、視察につい

ては、それはわかります。しかし、予算というの

はもう、もともと限りある中で、どのようにして

研修を高めていくかだと思うんですね。そういう

意味では、４年に１回というふうに言われました

けれども、これは４年に１回は２泊をする議員研

修にしようと、これは普通は、議員から出たもの

なんでしょうか。少なくとも私どもは４年に１回

はこういう形でというふうに言った覚えはないん

ですけれども。それは議員のほうからなのか、議

長からなのか、それとも議会事務方からなのか、

それとも執行部のほうから、事務方というのは執

行部にも入りますけれども。その辺で、どこから

出たのか、その点だけお尋ねしたいと思います。 

  それから、会議録の関係なんですけれども、な

かなか平成14年からというと、もうかなり、少な

くても16年以上かかわっていて、広報の、やはり

議会だよりについても、時たま、やはり業者をか

えたりしなければいけないこともあろうかと思う

んですけれども、そういった点では、今なぜこう

いう質問したかというと、議会だよりなんかは、

視察なんかに行くと会議録をつくっている会社な

どが議員と一緒になって、要するに議会と一緒に

なって、よいものをつくるという点では一面ある

かと思うんですけれども、そういった形態でやっ

ている議会も埼玉でもあるんです。どことは言い

ませんが。そういった意味では、会議録を宮代が

頼んでいるところの業者、これはそういうことを

やっているのか、やっていないのか、その点お尋

ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 
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  まず、研修の関係でございますが、話はどこか

ら出たかということでございますが、執行部から

でございます。 

  それから、２番目の会議録をつくっているとこ

ろが広報をやっているかどうかということでござ

いますが、私の知る限りではやっていないという

ように考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  今回の視察については執行部ということですの

で、それなりの考えでこのようになったと思うん

ですけれども、ややもすると、予算がない、予算

がないと言う、これはよく出る話です。私どもの

自治会の方々も、町に要求すると予算が予算がと

言われてしまう、そうすると何も言えないという

ようなことにもなるんですけれども、予算がない

というふうな、理由に言う割には、じゃ、議員さ

んは、それは悪いことではないですよ、議員研修

ですから。決して。そういうことは言いませんが、

やはり限りある予算の中で、どういうふうにして

いこうかというのが普通考えることなんですけれ

ども、予算がない割には議員さんは、研修なんだ

けれども、そういうふうな予算をつけていくんだ

みたいなね、また誤解をされては困るので、そう

いった点では、それは議員さんから出た要求なん

ですかということであれば、これはまた、うがっ

た見方されるかもしれませんが、今回の場合は執

行部からということなので、ただし、そういった

声もあるということで、私はこれについてはもう

少し慎重にすべきだと。議員とももっと相談して

やっていただければなというふうに思います。こ

れは要望で。 

  それから、会議録の事業なんですけれども、や

っていないということなんですけれども、ここの

業者は県内では相当なシェアを持っているんでし

ょうか。そういった点ではどうなのか。それから、

私は、こういう、今、だんだん議会広報のあり方

も変わってきました。宮代の場合は議員が独自で

つくってきましたし、そういった点では、そうい

うふうな経過もあってやってきたんですけれども、

先ほど言ったように、埼玉県内でもそういった会

議録調製している業者とも協力してつくっている

という議会もありますので、そういった点ではこ

れから、これからのことですけれども、そういう

ことも視野に入れて、なるべく、それは長いとこ

ろと、委託しているところはいろいろな面でいい

点もあると思うんですけれども、またそういった

点で考えなければいけない部分も出てくるかと思

いますけれども、今後、今、宮代が委託している

業者についてはそういった方向も考えているのか

どうか、その辺は聞いたことありますか。なけれ

ばないで結構なんですけれども。そういった、な

ければ、そういった方向にもなっているので、そ

ういうことも考えられないかどうかということを

要望してもいいと思うんですけれども。その点で

お答えいただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  業者のシェアでございますが、具体的な数字に

ついては把握しておりませんが、全国的に事業展

開をしておりますので、かなりのシェアがあると

いうふうには予測されます。 

  それから、もう一つでございますが、広報の関

係で、会議録をつくっているところとのタイアッ

プとかということでございますが、こちらにつき

ましては、広報委員さんのそういった要望とかが

ございましたら、いろいろ話し合いの中でこれか



－８－ 

ら調整をさせていただきたいなと思いますが、ち

ょっとやっているかどうかについても、改めまし

て今度確認をさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。２点、質問です。 

  超過勤務手当16万4,000円、これは月にすると

１万4,000円、２人で割ると7,000円、何か５時15

分過ぎに結構いらっしゃるような気がするんです

けれども。何でこんなに安いのか質問です。 

  ２点目は、タブレット議会の導入。 

  私、個人的に言ったり、議場で発言したりして

いますけれども、データの共有化、あとスピーデ

ィーな議会運営にはぜひとも必要だと思うんです

けれども、議会運営委員会で検討されたことはあ

るんでしょうか。 

  以上、２点です。 

○委員長（丸山妙子君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  まず、超勤の関係でございますが、基本的には

５時半以降を、超過勤務をする場合につきまして

は、上司である私のほうから今日はこれこれこう

いう仕事で残って残業してくださいといった形で

指示をして、それから初めて残業ができるという

形になっております。ですから、たまに５時半以

降も、ちょっと諸事務ですとか、そういった形で

残っている場合もあるかもしれませんが、基本的

には議会事務局のほうは、こういった委員会が長

引いたときですとか、議会が長引いた、あるいは

特別なイベントがあってどうしても作業が間に合

わない、そういったとき以外は超過勤務のほうは

特に命じておりません。その辺のことから、超過

勤務については少なくなっております。 

  それから、タブレットの導入についてでござい

ますが、こちら議会運営委員会のほうで話題とし

ては出たこともあるかと思いますが、お金のほう

もかなりかかるかということもございますので、

できましたら特別委員会とか設置しながら、そう

いった中で皆さんの議員間討議とか含めまして、

方向性を決めていただくのが一番よろしいかなと

いうふうに考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） よくわかりました。 

  ぜひともタブレット議会を特別委員会、今年度

以降に開いていただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） １問だけ、山下です。 

  １問だけ、ちょっと質問させていただきます。 

  44ページの一番下、19節負担金、補助及び交付

金なんですけれども、これは全部見ていると負担

金だけなんですけれども、どういうところに使わ

れているのか、ちょっとお聞きしたいんですけれ

ども。 

○委員長（丸山妙子君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  負担金につきましては、ここの備考欄に書いて

ございますが、埼玉県町村議会議長会負担金と埼

葛町村議会議長会負担金、それから埼玉県の町村

議会議長会役員会の県外研修負担金となってござ

います。 

  埼玉県町村議会議長会のほうでは、事業といた

しましては、毎年、吉見町のほうでやっておりま

す議員研修ですとか、あとは県議会ですとか、国
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のほうに要望活動をしたりとか、そういった事業

を行っておりますので、そういったところの事業

費の中に負担金として納められております。 

  それから、埼葛町村議会議長会負担金でござい

ますが、こちら松伏と宮代と杉戸町の３町で組ん

でおります埼葛の町村議会の負担金でございます

が、こちらにつきましても年に一度の研修会、そ

れから議長の県外研修、それから事務局のほうの

勉強会、そういったところでの事業をやっており

ますので、そういったところの負担金となってご

ざいます。 

  それから、埼玉県の町村議会議長会役員会県外

研修につきましては、議長が研修会に参加すると

きの負担金となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） この負担金の残額が１万幾

らになっているんですか、脇に書いてあったのか

な、１万と700円ですか。110万で、これ１万ちょ

っとしか残らなかったんですけれども、これは、

ほとんど全額そういうものに細かく使われたとい

うことでよろしいんですね。 

○委員長（丸山妙子君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  負担金につきましては、算出基準というのがご

ざいまして、例えば埼玉県の町村議会議長会の負

担金でございますが、各町村一律平均割として26

万円、プラス人口割としまして15円掛ける人数分、

それから議員の定数割としまして16万8,000円、

人数掛ける金額という形になっておりまして、そ

ういった形でそれぞれ負担金の割合が決まってお

りますので、そちらに応じまして支払いのほう、

しておるところでございます。そういった残りが

１万円あったというところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 宮代町ではこれだけの負担

金を出したということは、数字上じゃわかるんで

すけれども、これだと上部団体では負担金が余る

ということはないんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  各上部団体とも毎年総会を開きまして、会計報

告がなされております。今、ちょっと手元に資料

がございませんが、若干余剰金が出て、それが次

年度へ繰り越しがあったというふうに記憶してお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で議会事務局の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４３分 

 

再開 午前１０時５９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより総務課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○総務課長（大橋洋巳君） おはようございます。

総務課でございます。 

  それでは、自己紹介の形でご紹介させていただ

きます。 

  私は総務課長の大橋でございます。よろしくお
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願い申し上げます。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木と申します。よろしくお願いし

ます。 

○総務課人権推進室主幹（柴﨑記代子君） 総務課

人権推進室主幹の柴﨑と申します。よろしくお願

いいたします。 

○人権・男女共同参画担当主査（齋藤幸成君） 総

務課人権推進室の齋藤と申します。よろしくお願

いいたします。 

○庶務職員担当主査（川﨑章人君） 総務課庶務職

員担当主査の川﨑と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○庶務職員担当主査（田邊和美君） 総務課庶務職

員担当主査の田邊と申します。よろしくお願いい

たします。 

○広報担当主査（平向優子君） 総務課広報担当主

査の平向と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  主要な施策に関する説明書の59ページなんです

けれども、こちらに平成30年度は、広報「みやし

ろ」の特集ページやツイッターの充実を図りまし

たとありまして、アクセスが３万件増の86万件で

累計701万件となりましたとあり、こちらの動画

も年間50本を大きく上回る103本の動画というこ

とがあるんですけれども、これ前年度もちょっと

お聞きしたんですけれども、その動画の中で一番

アクセス数があったのは何ですかと聞いたら、前

年度はたしか消防関係だったと思うんですけれど

も、こちらは今年度も103本に増えた動画の中で、

一番アクセスが多かったのはどういったものにな

ったでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  ご質問ですけれども、インターネット放送局の

動画の再生数についてでございますが、こちらに

つきましては、さまざまな動画をユーチューブに

て今公開をいたしております。昨年も今、お答え

を求めたというふうにお話いただいたんですが、

30年度の１年間につきましては、やはり同じ傾向

が出ておりまして、全部で約２万1,000回ござい

ましたが、こちらの中で第１位は消防署の関連す

る動画でございます。２万1,000回のうち9,300回

という、かなり大きなウエートを占める割合とな

っております。２位以下でございますが、２位に

つきましては、同じく消防関連になるかもしれま

せんけれども、救助技術大会、こちらが約2,300

回、それから、上棟式、おうちを新しく建てたと

きの上棟に関する動画の視聴がこちら約2,200回

ございました。 

  その次に、宮代町のＰＲ動画でございまして、

こちらが1,800回、それ以降につきましては、ほ

ぼ大体同じような回数で並んでおります。ですか

ら、去年とほとんど同じような上位のランキング

というふうになっております。 

  それから、インターネット放送局につきまして

は、つい先日なんですけれども、広報の特集記事

で宮代町のインターネット放送局を紹介させてい

ただきました。こちらの中にもちょっと触れてい

るんですけれども、平成30年度の再生数の動画を
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ベスト10という形で挙げております。ただ、こち

ら広報に載せましたものにつきましては、去年１

年間で新たに動画をアップされたものということ

になりますので、２年前以前のものについては含

まないで、全く新しく去年１年間で新規にアップ

された動画のベスト10を特集に出させていただい

ております。 

  参考までに上位幾つか挙げさせていただきます

と、第１位が親子ふれあい遊び、こちらが再生回

数4,433回です。それから、第２位でございます

が、袋つまみのブローチづくり、それから、第３

位が宮代町弓道連盟の稽古始めという形で、４位

以下のほうも広報には掲載をさせていただいてお

りますけれども、ちょっとこの場では割愛をさせ

ていただきたいと思います。再生回数の上位につ

きましては以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  また、再質問させていただきます。 

  そちらの日本工業大学と連携し、これまで取り

上げてこなかった地域の商店などを積極的に取材

しとあるんですけれども、こちらの商店などの動

画は大体どういう感じの再生回数になっているん

でしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  今、ご質問いただきました日工大生の作成した

動画でございますけれども、こちらについては、

個々の動画の再生回数というのはちょっと申しわ

けございません。こちらでは今現状では把握はい

たしていないところなんですけれども、内容につ

きましてですが、日工大生の方々と連携をとりま

して、動画のほうを幾つか作成していただいてお

ります。 

  内容につきましては、多かったのは町民まつり

に関係しての動画でございまして、こちらにつき

ましては、全部で28本の町民まつりに関係する動

画を日工大生の方に作成をいただいております。 

  それから、そのほかでございますが、今、ご質

問にありましたように、商店街の方に関連しての

動画ということで、２月から３月に行われました

おひな祭り、こちらにつきましては、町内の商店

会の方と協力をいただいて運営していたものなん

ですけれども、こちらに関連して商工会、商店会

の方とか、おひな祭りの動画を紹介するというの

を３本作成していただきました。その他にも１本

作成していただいておりまして、合わせて全部で

年間で日工大生の方には32本の動画を作成してい

ただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  こういう動画は本当にお金も余りかけずに宮代

町を紹介できるいい試みだと思うんですけれども、

先日、やはり宮代町のある商店に行ったら、ちょ

っと久しぶりだったので、１年ぶりぐらいに行っ

たら、１年前は結構地域の地元のお客さんがすご

く来てくださるので、ありがたいですという感じ

だったんですけれども、今回行ったら、だんだん

減ってきてしまって、早く店を閉めて残ったのは

春日部のイオンに売りに行くんですということを

ちょっと聞いたばかりなので、やはり宮代町内の

お店、地域もそうですけれども、町外に何とかし

て紹介していきたいと思いますので、この先、も

う少し練っていただいて、アクセス数を増やして

いけるようにしていただけたらと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はありますか。 

  唐沢委員。 
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○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、何点か

質問したいと思います。 

  特に主要な施策に関する説明書の中身の中から

何点か質問したいと思いますけれども、若干前後

すると思いますけれども、まず、第１点でござい

ますけれども、決算書の52ページのほうの町長へ

の手紙なんですけれども、この何年か増減がある

んですけれども、ちなみに件数については、昨年

63件ということで12件ほど増えておるんですけれ

ども、この町長への手紙の内容が若干変化はある

のかどうか。この数年の中で、その点をまずお聞

かせ願いたいというふうに思います。また、同時

に手紙の出し主というんですか、差し出し人の年

齢、男女、また、いつも出しているような人もい

ると思いますけれども、同一人物はどのような中

身になっているか。ひとつお聞かせをいただきた

いと思います。 

  それから、２点目なんですけれども、同じく決

算書の52ページのほうの顧問弁護士の委託事業と

いうことで、この中身がこの数年全く予算と決算

が同額なんですけれども、この同額、何年前から

このような同額になっているのか。ひとつお聞か

せ願いたいというふうに思います。特にこの中で

法律相談の中身、この数年、中身の変化はあるの

かどうか。もう一つお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、決算書の48ページの職員研修の関係

なんですけれども、これについても若干増額にな

るんですけれども、参考までにお聞かせ願いたい

と思いますけれども、実施の中身ということで、

内部研修、共同研修、派遣研修、さらにはその前

は自主研修というものがあったと思いますけれど

も、この研修の中身、また対象する職員の基準は

あるのかどうか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

  とりあえず以上です。答弁によっては、また若

干再質問したいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  町長への手紙についてのご質問について、お答

えをさせていただきたいと思います。 

  まず、ここ数年の内容の内訳の変化というとこ

ろでございますが、昨年度と比較しまして大きく

数字として違うのは、特に増えているところでご

ざいますけれども、環境についてのご質問、ご意

見というのが前年は７件でございましたが、今年

度につきましては、14件というふうにかなり数が

多くなっております。あとは保健や健康の分野に

おきましても、その前の年は１件でございました

けれども、30年度は６件といったところでござい

ます。この辺は29年度と比べまして、大きく違っ

ているところかなというふうに考えております。 

  あとは、ハード系ですけれども、道路ですとか

都市計画、水道、こういったものについては、同

じ件数となっておりますので、変化は特にござい

ません。 

  それから、年齢や男女別についてでございます

けれども、町長への手紙をいただくときの様式と

しまして、年齢や男女別、そういったものは特に

必要項目として挙げておりませんので、その方が

年齢がお幾つかとか、男女どちらかというところ

については、こちらとしては把握はいたしており

ません。 

  それから、同一人物からのお手紙というところ

でございますが、確かに何件かあるケースもあり

ます。１回ご意見をいただきまして、こちらから

その方に返信をさせていただいた後、その内容に

ついて、再度、あるいは再々度というふうに何回

か、ご質問があるケースも中にはございます。た
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だ、そういった場合も、できるだけこちらでは真

摯に対応させていただきたいということがござい

まして、町長のほうで中身を拝見いたしまして、

なるべくその方がご納得のいくようにお返事のほ

うはさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木と申します。よろしくお願いし

ます。 

  研修の関係ということでございますが、まずは

成果書のほうの64ページに大まか概要は載せさせ

ていただいてはおるんですけれども、内部の研修

といたしましては、主に新採用職員研修ですね。

あとは女性職員のためのキャリアデザイン研修と

いうことで行っております。特徴的なのは、新採

用職員の育成塾ですかね。こちら新採用職員を対

象として、講師は職員のほうを募集して、みずか

ら手を挙げていただいて、講師も勉強するような

形で若手職員に伝えていこうということで、さま

ざまな経験を積んだ職員から若手職員に日ごろの

事務以外の部分の研修というのを行っているとこ

ろでございます。 

  また、共同研修ということで、近隣の３市１町

研修を行っているんですけれども、その中で階層

別ということで初級職員の研修ですとか、上級職

員の研修、係長級の研修ですとか、経験年数に応

じて各種の研修を設けております。それ以外にも

民法の研修ですとか、法制執務研修、そういった

ものも行っている状況にあります。 

  それと、自主的にみずから学びたいものを選ん

でいっていただくものとして、大きなものが彩の

国さいたま人づくり広域連合主催の研修ございま

して、こちらさまざまな研修の科目があるんです

けれども、昨年度につきましては、36科目に対し

て出席したいという話がありまして99人が参加し

ているようなものがございます。 

  概要は以上でございます。 

  それと、顧問弁護士の委託料の関係なんですけ

れども、こちらにつきましては、今手元で何年ご

ろからというのは申し上げるような資料がないん

ですけれども、相当前から予算額と決算額ほぼ同

額となっているような感じで推移してきているん

ではないかと思います。変更があったものとして

は、消費税絡みで額が変わったときぐらいかなと

いうふうに記憶しております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  何点か再質問したいと思います。確認も含めて。 

  まず、町長への手紙の関係なんですけれども、

確かに余り中身については変化がないのかなとい

う感じがするんですけれども、この中で、その他

ということで載っておるんですけれども、若干昨

年の決算よりも増えておるんですけれども、その

他の中身について、過去にも聞いた記憶があるん

ですけれども、確認の意味で、その他とはどのよ

うな中身があったのか、ひとつお聞かせ願いたい

と思います。 

  それから、職員の研修の関係なんですけれども、

自主研修ということで、今年のこの成果書には載

っていないんですけれども、過去には自主研修と

いうことで、職員のライセンスを取るのに若干の

補助をしたというふうな経緯があるんですけれど

も、例えば職員の資格を取得した方は過去に何人

ぐらいいるのか。また、どのようなライセンスを

取得していたのか。ひとつ、その点をお聞かせ願

いたいと思います。 

  それから、町の職員がいつも言っているとおり、

サービス業だということになっていますよね。住
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民に対してやっぱりサービスをする。相談ごとに

対しても真摯に受けとめて対応する。そういう意

味では、過去にあったかどうか知りませんけれど

も、民間の例えば接客の研修なんかを実施した経

緯はあるのかどうか。例えば、やっぱり日本の場

合は「あいさつ社会」ということで、あいさつに

始まってあいさつに終わるということで、宮代町

の職員さんはあいさつができない人がいないと思

いますけれども、上を向いて歩いている人は余り

いないと思います。町民の前では常に受け入れ態

勢をとっていると思いますけれども、こういう民

間への研修は、過去にやった経緯はあるのかどう

か。ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、民間は入社後５年、10年、15年とい

うことで、定期的に職員の研修をやっている民間

会社は圧倒的に多いんですけれども、宮代町の場

合、この研修制度、もう少しきめ細かくやる用意

はあるのかどうか。ひとつお聞かせ願いたいと思

います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  ご質問にお答えいたします。 

  町長への手紙につきまして、その他の中身でご

ざいます。30年度におきましては、その他の項目

として挙げているのが12件でございます。その前

の29年度は８件ということで、件数が増加をいた

していますけれども、具体的なその他の中身でご

ざいますが、内容につきましては、ほかの項目で

あります、例えば町政方針とか、環境、健康保険、

道路、都市計画、水道、そういったものに当ては

まらない項目ということで、こちらその他に分類

をいたしております。その中身でございますが、

主なものとしましては、全体的に、その町の行政

にかかわりがないもの、例えば県とか国とか、そ

ういったところで判断されるようなもの、町の直

接管轄しているものに当たらないものが多くあり

ます。 

  また、そのほかにでございますけれども、例え

ば民間の企業とか、そういったものについての要

望とか、そういったものも入ってきているところ

でございます。 

  具体的に申し上げますと、例えば郵便ポストの

設置の要望ですとか、銀行・郵便局のＡＴＭの設

置の要望ですとか、こういったふうに直接町のか

かわっている分野に当てはまらないものというこ

とで、お考えをいただければというふうに思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木と申します。 

  再質問いただきまして、自主研修ということで

公的資格制度の補助金の制度ということで、現在

も行っているところであります。その制度を利用

して取得した件数の総件数というのは、ちょっと

今手元にないのでお答え申し上げられないんです

けれども、例えば、土木施工管理技師ですかね、

それの１級を取った職員とか、あとはケアマネジ

ャー、こちらの資格を取った職員がおりまして、

過去にはこの制度で補助金を出しております。 

  ただ、30年度中につきましては、この制度を利

用して資格を取った職員は、残念ながらいなかっ

たというところでございます。 

  あと、民間の企業を利用した研修ということで

すと、ここ何年かは実施していないんですけれど

も、昔、民間の店舗ですね、イトーヨーカ堂とか

に職員が研修のために行って、何日間か売り場の

体験ですとか、裏方ですかね、そういったものを
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実際体験してくるといったような研修を行った経

緯はあります。 

  あと、民間ですと、きめ細やかにということで

研修が行われているということではありますけれ

ども、先ほどちょっと説明が足らなかった部分が

あるんですけれども、３市１町で共同で研修を行

っている部分で、例えば初級職員研修というのは、

在職の２年目から５年目を対象として行っており

ますし、あとは９年以上在職している者に上級職

員の研修会に参加していただいたりとか、あとは

在職５年以上の職員を対象として法制執務研修で

すとか、民法研修、こういった職員の在職の年数

に応じた研修というのも行っているところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  職員の研修の関係について確認の意味で何点か

質問したいんですけれども、研修というのは、自

主的に手を挙げた方が研修をしているような、そ

んな先ほど説明もあったと思うんですけれども、

研修というのは、大体強制的というとおかしいん

ですけれども、ある程度決められた年数、年度、

また、職種の関係もあるでしょうけれども、自主

的に手を挙げてなかなか研修どうですかとかとい

うふうな形ではどうなのかなと。 

  先ほど、民間ではある程度半強制的ですよね。

５年に一回、10年に一回研修するということで、

泊まり込み研修もあるだろうし、いろいろな形の

研修があるんですけれども、そういう形で、やは

り先ほどサービス業だということで言いましたけ

れども、やっぱり人の相談に乗る。そういう意味

で、やっぱり自分も磨いていかないといけないの

かなというふうに思いますので、できる限り、強

制的というとおかしいんですけれども、決められ

た基準で、やっぱり今宮代町の職員が約200人い

るわけですから、ちゃんと限られた期間できちっ

と研修できるような、そういう体制をとっておく

べきだろうというふうな感じがするんですけれど

も、そんな考えがあるのかどうか、お聞かせ願い

たいと思います。 

  それから、いつも言っているとおり、研修する

方の年齢構成、男女比率ということでいつも言う

んですけれども、また、同時に研修しても、その

まま終わったのではやっぱり研修の意味がないの

で、どのような形で生かされてくるのか。また、

発表の場はあるのかどうか、ひとつその点もお聞

かせ願いたいと思います。 

  それから、先ほど自主研修ということで、それ

ぞれライセンスを取る意味で若干の補助を出して

過去に何人ですかという質問には、なかなかデー

タがないということなんですけれども、やっぱり

仕事に生かされて初めて研修になるので、できた

ら、この自主研修、どういうライセンスを取った

方が何人いるのか。それがいかに仕事に生かされ

たのか。そういうものを、きちっとやっぱりデー

タに残しておいてもらいたいなという感じがする

んですけれども、そういうものは、とっていない

のか。確認も含めてもう一回、ひとつお聞かせ願

いたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木と申します。 

  まず、研修は大事ということで、総務課として

も１人でも多く自主的に研修を受けてもらいたい

というのは考えているところでございまして、多

く今参加していただいているのは、さいたま人づ

くり広域連合、こちらの研修ということで、昨年

度は75人の受講だったんですけれども、一昨年度
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ですね、29年度。30年度につきましては、延べ99

人が参加しているということで、人数的には受講

者は増えていると。延べなので、職員の半分とい

うのは何とも言えないですけれども、多くの職員

がこの研修というのを利用しているのかなという

ことで考えております。 

  またあとは、市町村職員中央研修所ということ

で、アカデミーのほうですね。こちらも何名かで

すけれども、昨年度、平成30年度におきましては

２人泊まり込みで研修のほうを受けてきている。

そういった状況にございます。こういった研修会

場のみならず、各担当の分野別に行われている研

修というのもあります。総務課が主となってやる

ものではなくて、例えば税の分野ですとか、介護

の分野ですとか、そういう分野ごとの各担当ごと

に研修の案内が来て、それに参加しているという

のも非常に多くありますので、そういったものも

トータル的に考えますと、職員の研修の参加とい

うのは、少ない状況にはないのではないかなと考

えているところです。 

  また、こういった研修に行って、それをどう生

かすかというのが一番大事で、ただ受講するだけ

で終わってしまってはいけないので、必ず受講す

るに当たっては、前もってどういった内容の研修

を受けてきますと上司のほうに確認を経て、研修

を終わった後には研修報告書ということで、本人

の学んできたこと、それに対する上司のコメント、

全て出して総務課のほうで取りまとめているとこ

ろでございます。 

  また、公的資格取得の人数、件数なんですけれ

ども、ちょっと総務課の事務室のほうに戻ってみ

ないと何ともいえないですけれども、この制度も

しばらく前から実施しておるんですけれども、全

ての人数について統計的に数字ですかね、そうい

ったものがあるかどうかというのはちょっと確認

してみないと何とも言えない状況にあるというこ

とで、ご了承いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  最後、ちょっと要望的なものになるんですけれ

ども、この数年、宮代町の職員、本当に一般住民

から聞くと、よくなったなと。窓口もよくなった

し、笑顔で迎えてくれて宮代町の職員さん、随分

よくなりましたねというような声が聞かれるわけ

です。もう一歩、頑張ってもらいたいなというふ

うな気がして質問しているんですけれども、それ

でいきますと、この研修費用150万、ちょっと少

ないのかなと。もう少し予算を頑張ってとっても

らって、職員の向上に努めてもらいたいなという

ふうに思います。 

  宮代町を変えるのは、やっぱり職員さんが中心

なので、職員さんがよくなれば宮代町がよくなる

というふうなことなので、ひとつぜひとも研修費

をもう少し増やしてもらって、質のよい研修をさ

らに広げてもらいたいなということを要望して、

終わりたいと思います。ありがとうございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、45、46ページの一般管理人件費なんです

が、昨年は職員の人件費、人事院勧告に基づく給

与条例の改正等々がありまして、職員の給料、そ

れから勤勉手当が上がったと思うんですね。この

上がった部分の金額をお示し願いたいと思います。 

  もう一方で、47ページ、48ページの市町村総合

事務組合負担金、これが職員手当負担金の率の引
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き下げがあったということなんです。ですから、

増減あると思うんですが、特に昨年は一般管理の

中の人件費なんですけれども、職員がたしか40人

だったと思うんですけれども、今回は１名減って

おりますけれども、これらもあわせてどうなった

のかということで、お尋ねしたいと思います。こ

れらも含めて全体では減になったんだと思うんで

すけれども、そのあたりの中身についてお示し願

いたいと思います。 

  それから、47、48ページの総務管理事業なんで

すけれども、これは職員の健康管理を初め、職員

の採用試験の委託なども含まれておりますが、ま

ず、職員の健康管理はどのようになっているのか

ということと、それから、職員の採用試験なんで

すけれども、どのように行われているのか。そし

て、これはどこに委託しているのか。その辺の状

況についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、主な総務管理事業の増額理由ですが、

これは任用職員制度導入に伴う法改正だというこ

とで増えているということなんですけれども、こ

の制度に伴う法改正の対応で委託料が増えたとい

うことなんですけれども、具体的に、もう少しお

示し願いたいと思います。 

  それから、47、48ページの職員研修事業なんで

すけれども、今前段の議員の質問でよくわかりま

した。この中で若手職員研修の中身なんですけれ

ども、町独自で実施したというふうに説明もあっ

たんですけれども、この点町独自で実施したとい

うのはどういう研修なのか、どういう内容なのか、

お尋ねをしたいと思います。 

  それから、49、50ページの文書管理事業なんで

すけれども、これは文書のファイリングに必要な

個別ファイル、個別フォルダーとか保存箱の購入

ということなんですけれども、これは別にこうい

うものが必要なのかどうか。その点、伺いたいと

思います。どうも既存の職員さんの事務的な箱の

中に入れるのかなというふうにイメージしている

んですけれども、何か特別そういった保存箱が必

要だったということなので、その点お尋ねしたい

と思います。 

  それから、51ページ、52ページのオフィスサポ

ーターの雇用事業なんですけれども、これは最低

賃金が改定されました。これによる引き上げです

が、もう一度確認で金額をそれぞれ示していただ

きたい。 

  それから、年度途中の職員の退職などによる欠

員補充というような説明もされておりました。そ

れはどういった方の退職なのか。また、それはす

ぐ対応できるような補充になっているのかどうか。

その点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく51、52ページの下の情報公開

推進事業なんですけれども、これは情報公開個人

情報保護審議会に諮るということになっているん

ですけれども、そういった案件がないという説明

でしたが、これは本来あればどういう内容の案件

なのか。例えばということで結構ですので、事例

があれば教えていただきたいと思います。 

  それから、同じく一番下の51、52ページの広聴

広報事業なんですけれども、これは何か広報編集

用のパソコンの故障だということで言われました

けれども、これは金額出ていますね。29万1,384

円、これに当たるのかどうか。 

  それから、たしか町の広報はマックだと思うん

ですけれども、それでソフトウエアが必要だとい

うことで、これによる使用料が12万円、16カ月分

で12万円ということは約１万円弱なんですけれど

も、これも増えた理由の一つになっておりますけ

れども、これはどういうふうなものなのか。 

  それから、これも確認なんですが、これから広

報紙変わりますよね。すごく大きな広報紙になる
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ということだった。これは10月からでしたか。も

うそろそろ始まると思うんですけれども、その辺

の確認もお尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく秘書事務事業なんですが、こ

れはきちっとやられていると思うんですけれども、

どうしても町長の仕事というのは平日ばかりでは

ありません。土日出ることが多く、これは職員で

分担してやっていると思うんですけれども、特に

秘書の副課長は一緒にすることが多いと思うんで

すけれども、この点で時間の割り振りですよね。

土日なんか出ることが多いと、どうしてもその分

の仕事が平日に来てしまうということになろうか

と思うんですけれども、その辺で休暇のとり方で

すよね。これはどういうふうにされているのか。 

  その点と、それから、寄附金があります。昨年

の７月、豪雨見舞金、それと北海道胆振東部地震

見舞金、10万ずつになっていますけれども、これ

はもちろん予期しない見舞金ですので、予備費充

用なんですけれども、これは金額というのは大体

議会のほうもそうなんですけれども、金額を決め

る際は、やっぱり近隣の特に町と相談しながらと

いうとおかしいんですけれども、そういうふうに

しているのかどうか。していると思うんですけれ

ども、この金額の決め方ですよね。あり方につい

てもお尋ねしたいと思います。 

  それから、61、62ページの男女共同参画社会推

進事業、これは成果書にも出ておりますけれども、

特に一時保育の利用件数が増えてきているという

ことの増額理由も言われておりますが、政策的に

変わったところはあるんでしょうか。その点につ

いてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、61、62ページのまちづくり交流事業

なんですけれども、前年度まで公募制補助金制度

によって補助金を交付しておりましたけれども、

これが平成30年度から補助金制度が廃止されまし

た。そのかわり謝金として団体に支出するという

ことなんですけれども、これで何か、これによる

意見等々とか、これをイベント開催をしている団

体の方から、何かその補助金について変わったと

いうことでの意見だとか、そういうのはどうなっ

ているんでしょうか。お尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  ご質問にお答えをいたします。 

  まず、パソコンについてでございますが、今回

備品購入費の中で29万1,384円の広報用ＯＡ機器

ということで決算額が出ております。これは議員

さんのご質問にありますように、広報編集用のパ

ソコンを購入したものでございます。 

  今回の購入に当たりましては、それまで使って

いたパソコンがかなり年数の経過したものでござ

いました。実は故障をしてしまいまして、通常職

員２人の編集体制でやっているんですけれども、

それぞれ１台ずつパソコンを使用しておりまして、

今回パソコンが急に壊れてしまったということで、

故障になってしまったんですが、修理もできない

かということで業者のほうに確認をしたんですけ

れども、もう古い機種ということもありまして、

修理ができないということがございました。２台

中１台が使えないということになりますと、広報

の編集に大きな支障が生じるということがござい

まして、急遽パソコンを購入したものでございま

す。 

  基本的には、今使っているパソコンと同じ種類

のものでして、アップル社のアイマックというパ

ソコンになります。これ本体一体型の27インチの

ディスプレイということで、結構大きな画面のパ

ソコンなんですけれども、こちらを１台購入いた
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しました。あわせて外づけのハードディスクも１

台購入をしているところです。 

  もう一つ、それに関連してなんですけれども、

広報編集用のソフトウエア使用料というのがござ

います。こちらですけれども、パソコンにつきま

しては、当然そのパソコンだけですと、全然動か

ないということで、必ずソフトウエアがあって編

集ができる。動くというふうになりますけれども、

従来マックで編集をしていたときに当たりまして、

使っていたソフトウエアというのは買い取り型で

した。パソコンを買ったときに、そのソフトウエ

アも購入をします。当然、そのソフトウエアとい

うのは、年月がたつにつれまして改良がされてい

って、バージョンが変わっていくんですけれども、

そのたびにバージョンアップということで、それ

に対応するためには、別途お金をその都度その都

度支払っていって改良をしていくというふうな形

になります。ただ、今回パソコンの購入に当たり

まして、ソフトウエアのほうも業者に確認をして

みたんですけれども、以前行っていた、その買い

取りの方法というのが今は全くなくて、クラウド

型と申しまして、インターネットを通じてそのソ

フトウエアを購入して、新しいバージョンどんど

ん改良がされれば、そちらから自動的にインター

ネットのほうで新しいバージョンのダウンロード

をすれば、どんどん新しいバージョンに変わって

いって、常に最新の新しいものが使える。その契

約の形態しか今行っていないということで、今回

パソコンの購入に合わせてソフトウエアの使用料

を計上したというものでございます。 

  それから、タブロイド判の広報についてですけ

れども、今年度予算計上させていただいているん

ですけれども、今まではＡ４の用紙のものでござ

いました。今回広報については、よりわかりやす

く、より見やすくというのを目標に、タブロイド

判という今Ａ４判よりもちょっと大き目のものに

変更を予定しております。また、内容も今までは

２色刷りのものでしたけれども、今回はタブロイ

ド判の変更に伴いまして、全ページフルカラーの

広報紙を予定しております。 

  変更につきましては、来年の１月号からという

ことになりますので、実際に年末年始のお休みが

ございますので、区長さんなどのほうに配布をす

るのは12月27日になります。このときからが新し

いタブロイド判の広報の作成配布ということで予

定をいたしております。 

  それから、町長の土日の公務についての対応な

んですけれども、議員さん、ご質問にありました

ように、町長の公務の場合ですと、平日、平日の

夜間、それから、土曜、日曜、それから、その夜

間というふうに、特に曜日のほうが決まっている

わけではありませんので、いろいろなケースで、

いろいろな場所に行くというのが１年通じてござ

います。 

  土日の町長の公務につきましては、随行に当た

っては、一応担当課のほうでかかわっているよう

な公務の場合というのは、随行が必要な場合には

担当課のほうにお願いをしているケースもよくご

ざいます。ただし、そうでないケース、担当課が

所管していないような場合の公務ですと、秘書担

当のほうで職員が１名、私のほうで随行させてい

ただくことが多いというケースがございます。 

  ただ、勤務に当たりましては、例えば私のほう

で随行ができない場合には、ほかの秘書広報の職

員の中でお願いをすることもございますし、また、

町長がみずから近いところの距離の公務の場合で

すと、ご自分で行っていただいていることも多々

ございます。また、必要な場合にはタクシーを使

ってということもございまして、支障のないよう

に、その辺は運用しているところでございます。
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仮に職員のほうで土日に出た場合には、振りかえ

休日ということで平日に半日振りかえ、または１

日振りかえという形で振りかえをとっているとこ

ろでありまして、仮にその振りかえをとったとい

うときなんですけれども、通常の業務に支障がな

いように、同じ秘書広報の担当の職員の中で仕事

を手伝ってもらったり、お願いをして支障がない

ように業務の運営を図っているところでございま

す。 

  それから、最後に寄附金でございます。 

  30年度におきましては、２件の寄附がございま

した。 

  １件目は、平成30年７月の豪雨見舞金というこ

とで西日本を中心とした大きな災害がございまし

たので、こちらに10万円の支出をいたしました。

それから、もう一つは、同じように平成30年でご

ざいますが、北海道の胆振東部地震の見舞金とい

うことで、こちらも同じ金額の10万円を支出いた

しております。 

  こちらの金額の決め方なんですけれども、両方

とも埼玉県の町村会を通じて見舞金を支出してい

るものでございます。ですから、例えばその金額

を決めるに当たりましては、ある程度金額的な基

準といいますか、おおよその額というのが町村会

から示されることもありますが、あとは近隣の町

と相談をして金額を同じようにして支出している

ところもございますし、ほぼというか、この２件

につきましては、県内の全町村はそれぞれ同じ金

額10万円ということで支出したというふうに聞い

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木と申します。よろしくお願いい

たします。 

  まず、決算書45ページ、46ページの一般管理人

件費の関係ですけれども、ちょっと今手元に昨年

度の人事院勧告に基づいて給与改定行った部分で

すね、全体ですと、約950万円ぐらいの増という

ことになっております。 

  続きまして、次のページ、47ページ、48ページ

の総合事務組合の負担金の関係ですけれども、こ

ちらは負担金の率につきまして、平成29年度につ

きましては、1000分の155、平成30年度につきま

しては、1000分の140ということで、この率の見

直しがありました関係で減ったというのと、あと

は退職者が平成30年度は少なかった。平成29年度

に比較して少なかったというものが大きな要因か

なということで考えております。総額で1,100万

円ほど減少している状況にございます。 

  同じページの職員の健康管理ということですけ

れども、事業所においては、健康診断は必ず１回

は実施しないといけないということで、職員の健

康診断を実施しております。それを受診しないで、

みずから人間ドックということで、そちらを選択

して受ける職員もおります。こちらは健康診断に

つきましては65人受診しておりまして、人間ドッ

クを受けている職員が138人ということで、合計

203人の職員が健康診断もしくは人間ドック、ど

ちらかを受診している状況にあります。こちら職

員数との関係で、全体でどの時点で捉えるかとい

うのはあるんですけれども、207人中203人がどち

らかを受診しているということで、おおむね98％

の職員が受診しているような状況になります。そ

の中で、やはり何かしらの結果ですね、再度詳細

な受診が必要という結果が出た職員については、

個々に別の病院にかかるなり精密検査を受けるな

りということでやっているところでございます。 

  続きまして、採用試験につきましては、こちら

毎年おおむね９月に町村会のほうの共同の合同の
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試験ということで行ってはいるんですけれども、

試験問題、採用試験につきましては、町村会のほ

うに委託ということで行っております。昨年度に

つきましては、さまざまな職種を募集しましたけ

れども、合計81人応募があったところでございま

す。 

  続きまして、こちら若手職員の研修の関係です

けれども、成果書64ページに若手職員研修という

ことで２人ということで挙げてはいるんですけれ

ども、こちらはまずこれをやる以前に、町村会の

ほうで100周年の記念ということで、海士町のほ

うに視察の研修ということで各町１人、募集する

ということであったんですけれども、それに若手

職員合計３人応募がありまして、１人は海士町に

行っていただき、残った２人ですね、残念ながら

海士町のほうには行けないということで、その２

人でどういった研修を別でできるかということで、

その２人で研修の工程等をいろいろ考えまして、

山口県光市に研修に行っております。地域のふれ

あい協力隊の活動の状況とかを聞いてきたりとか

して、その結果につきましては、報告書としてま

とめていただいて課長会で報告をいただいたとこ

ろでございます。 

  続きまして、決算書49ページ、50ページ、文書

管理のファイリングの関係ですね。この用品なん

ですけれども、大きくはファイリング用の個別の

フォルダー、これと保存用の保存箱ということで

購入しているんですけれども、個別のフォルダー

については、毎年不足分を購入してリサイクルに

努めてはいるんですけれども、それなりのものを

買っておかないと、すぐに折れ曲がったりしてし

まうので、専用のというんですかね、個別フォル

ダーを購入しているところです。保存用の段ボー

ルにつきましては、こちらも見積もりをとって、

安価なものということで購入している状況であり

ます。 

  また、この個別フォルダーに張るラベルのシー

ルですね。こちらにつきましても、プリンターで

専用のプリンターというか、今町で使っているプ

リンターで印刷が可能なものということで、毎年

定期的に購入を続けているものでございます。 

  続きまして、決算書51ページ、52ページのＯＳ

の賃金、オフィスサポーターの賃金の関係ですけ

れども、こちら最低賃金の見直し等ございまして、

現在は940円ということで賃金のほうを定めてい

るところです。 

  今年度におきましても、最低賃金の見直しのほ

うされておりまして、恐らく926円になるのでは

ないかということで見込まれておりますけれども、

現在宮代では、一般事務職につきましては940円

ということで設定しておりますので、現段階では

今年度の見直しがされた状況でも水準は満たして

いるのかなというところでいるところでございま

す。 

  続きまして、その年度途中の職員の退職の関係

ですけれども、昨年、７月に主査と主任、８月に

主事１人が退職したところでございます。その退

職に当たって、やはり職員が１人欠けるというこ

とは、非常に事務周りの職員にとっては大きな事

務負担が増えるわけですけれども、なかなかその

時点で新たな職員を採用するというのも難しい状

況にはあるんですけれども、任期つきの職員を充

てたりとか、あとはオフィスサポーターで対応し

たりということで、その他周りの職員でその欠け

た職員の分を補う、そういった対応をとっている

ところでございます。 

  決算書51ページ、52ページの情報公開推進事業

でございますけれども、平成29年度につきまして

は、一度情報公開個人情報報告の審議会を開催し

たんですけれども、30年度についてはございませ
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んでした。 

  どのような内容のものを審議するかといいます

と、主には制度改正、条例改正をするときに、こ

ういった内容で改正を考えているということで審

議会のほうに諮りまして、内容の確認をしていた

だくと。それをもって議会のほうに、条例改正案

ということで提出をさせていただいているような

状況でございます。ここのところ、昨年度はなか

ったんですけれども、それ以前、何度か条例改正

を行ってはいるんですけれども、ほぼ国のほうで

の動きに合わせた改正ということになっているの

で、その国の改正動向を説明して、それに沿って

条例をこのような形で改正させていただきたいと

いうことで審議をいただいている状況にございま

す。 

  続きまして、決算書61ページ、62ページの男女

共同参画推進事業でございますけれども、こちら

一時保育の増加ということですけれども、政策と

して大きく変わったところ、あるかどうかという

ところでありますけれども、町民の声を聞く事業、

あとは市民とともに一緒に開催していく事業とい

うのが増えてきているのかなというのがありまし

て、それに伴って一時保育の利用者が増えている

ものと捉えております。多くの市民が若い方も参

加していただいているということで、いい方向で

はあるのかなということで認識しているところで

ございます。 

  また、国際交流宮代まちづくり交流事業のその

補助金の関係ですけれども、実際主催者側のこち

ら補助金の事務の処理ですね、手続が簡素化され

た、簡単になったということで、イベントのほう

に集中ができるということで、非常にというか、

喜んでいただいている状況にあります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） す

みません。回答が漏れていた部分があるので、補

足して回答させていただきます。 

  こちら事業が総務管理事業の増の理由というこ

とで、会計年度任用職員制度、こちらの導入に伴

って増えてはいるんですけれども、その内容とい

うことですけれども、こちら内容につきましては、

まず、委託先こちら株式会社ぎょうせいに委託を

しております。 

  平成30年度におきましては、町の現状の調査と

いうものと、あとは職員向けの研修、この会計年

度任用職員制度の内容について、弁護士の先生か

ら研修をいただいたところです。 

  また、例規整備に向けた支援ということで、現

状の町の例規の内容というのを分析していただい

て、こういった例規の改正が必要なのではないか

ということでサポートをいただいて、その内容に

伴って増加したということになります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、45、46ページの一般管理人件費の関係で、

先ほど職員の人件費で人事院勧告に基づく条例の

改正ということで、大まかな数字950万の増とい

うことで言われましたが、ここで言ういっぱいあ

りますけれども、大きくどのように変わっている

のか、変わった部分だけ、先ほど資料を持ってい

ないということですので、午後はその点をお願い

したいと思います。 

  それから、47ページ、48ページの総務管理事業

の関係で職員の健康管理なんですけれども、先ほ

ど、ちょっと具体的にお聞きできなかったんです

けれども、特にメンタルヘルス委託料などで不用

額が出ておりますけれども、これらの関係でどう
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いった状況になっているのか、この点お尋ねした

いと思います。 

  それと、職員207人中203人受けていると、どち

らか。人間ドックも含めてこれで受けていない人

の職員の管理というのは、どういうふうになされ

ているのか。その点100％でないので、お尋ねし

たいと思います。 

  それから、すみません、一般管理人件費、前後

しますが、職員数の増減についてもお尋ねしたい

と思います。途中で退職なさっている職員もおり

ますので、平成30年度、前年度はどういう状況に

なっているのかということもお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、47、48ページの職員研修事業なんで

すけれども、先ほど、前段の議員からも言われま

したけれども、山口県の事例も話されたんですけ

れども、町独自で実施している若手職員研修の参

加状況なんですけれども、これが山口県光市とい

うことですか。ちょっと違うのかなというふうに、

それはそこに行っての参加負担金だとか交通費だ

とか、そういうものは、もちろん出ると思うんで

すけれども、私が聞いたのは、町独自で実施して

いる若手職員への研修は、それがなされていると

すれば、どういう内容かという質問をしたつもり

です。質問の仕方が申しわけありません。お願い

したいと思います。 

  それから、49、50ページの文書管理事業、これ

は聞いているだけではわからないので、あとで個

別で教えていただきたいと。実際ファイリングで

必要な個別ファイルだとか保存する箱ですね、そ

れらを見せていただきたいので、これはこれで結

構です。 

  それから、51ページ、52ページのオフィスサポ

ーター雇用事業なんですけれども、一般事務は先

ほど940円ということですが、これは現在の金額

で、昨年は10月から変更されているという話だっ

たと思うんですけれども、幾らから幾らに引き上

げられているのか。その点について、もう一度確

認したいと思います。 

  あと、51ページ、52ページの広聴広報事業なん

ですが、広報編集用のパソコンの故障ということ

で古い機種ということで、直すこともできないと

いうことでかえたということで、それは承知する

んですけれども、このソフトウエアの使用料なん

ですが、答弁ですと、従来は買い取りだったけれ

ども、今は買い取りではないということで、イン

ターネットで、しかもできるということなんです

けれども、それで使用料が月１万弱なのか。これ

は買い取りだったほうが、ないということですか

らちょっと質問は愚問になるかもしれませんが、

買い取りのほうが安かったのか。それとも、こう

いうふうに毎月毎月の使用料を払っていたほうが

支出は低く抑えられるのか。その点についてもお

尋ねしたいと思います。あとはわかりました。 

  あと、まちづくり交流事業、61ページ、62ペー

ジの関係なんですが、これは事務の簡素化という

ことなんですけれども、補助金制度が廃止された

ほうの団体にとっては、謝金として支払われるよ

り、やはりよかったのかなというふうに思ったん

ですけれども、事務の簡素化で喜んでもらってい

るというのは、どういうことなんでしょうか。補

助金制度が廃止されて、その見返りとして団体へ

謝金に変わったわけですよね。ですから、普通は

その辺の変わったことでの意見だとか出ていない

のかどうかということでお聞きしたんですけれど

も、その辺、ちょっともう一度確認をさせていた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） では、休憩いたします。 
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休憩 午後１２時２０分 

 

再開 午後 １時１９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お一人、職員さんの自己紹介をお願いいたしま

す。 

○文書法規担当主査（松井美絵君） 総務課文書法

規担当、松井と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課、鈴木と申します。 

  午前中、再質問いただいた件につきましてそれ

ぞれお答え申し上げます。 

  まず、決算書45ページ、46ページの一般管理費

の一般管理人件費の関係でございます。 

  こちらにつきましては、総額で950万円という

ことで申し上げたんですけれども、その内訳とい

うか詳細になりますけれども、給料への影響が

164万9,000円、期末手当につきましては108万

2,000円、勤勉手当につきましては389万4,000円、

また、共済費等にも影響しますので、その影響額

といたしまして133万2,000円、退職手当への負担

金の影響ですか、こちらが152万9,000円、内訳は

このような状況になっております。 

  また、職員の増減ではあるんですけれども、平

成30年４月１日現在の職員数は207人でございま

した。年度の途中での退職や任期付職員の採用等

ございまして、年度末現在ですと208人というこ

とになっております。職員が３人退職いたしまし

て、任期付ということで４人採用しております。 

  続きまして、47ページ、48ページの職員の総務

管理事業の中の職員の健康管理に関してなんです

けれども、メンタルヘルス関係でこちら不用額と

いうことで多少多目に出ているということですけ

れども、こちらは見積もり合わせ等をして委託料、

こちらが安く済んだということになっております。 

  それと、午前中、健康診断の関係で受診者が

207人中203人ということで申し上げたんですけれ

ども、ちょっと私のほうで数字の積算の誤りがあ

りまして、正しい数字を再度お答えさせていただ

ければと思います。 

  総職員数207人は変わらないんですけれども、

健康診断、人間ドック、こちらどちらかを受けた

職員というのが先ほど203人ということで申し上

げたんですけれども、正しくは191人。中には健

康診断と人間ドックを両方受けている職員もおり

ましたので、これいずれか一方のみでも受けてい

る職員ということで数え直しまして191人。そう

しますと92.3％の職員が受けているということに

なります。 

  健康診断等を受けていない職員が16人ほどいる

んですけれども、こちらは所属長を通じて健康診

断もしくは人間ドックを受診するよう呼びかけて

いるところです。昨年度も行いましたけれども、

今年度はちょっと早目に既に行っているところで

ございます。 

  あとは、職員研修事業ということで、町独自で

実施している若手向けの研修といたしましては、

成果書のほうに挙げております。成果書64ページ

になりますか、こちら上段のほうで内部研修とい

うことでございます。内部研修の上から２番目、

新採用職員研修ということで前期と後期に分けて

行っているものと、それとその２つ下、新採用職

員育成塾、こちらを行っています。あとはＯＪＴ

実践プログラムということで、主にこの３つが新

採用職員に対して町独自でやっているものという

ことになります。 

  育成塾というものは、こちらどういった内容の
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ものをやっているかと申し上げますと、先輩職員、

入って２年目になった職員が１年目の職員に対し

て、１年経験して今感じていることとかそういっ

たものを伝えたり、あと日ごろ自分の担当の仕事

では教わらないような内容のものというのをぜひ

伝えたいという先輩職員、そういった者がみずか

ら手を挙げて、新人の職員に教えているといった

内容となります。 

  それと、続きまして、決算書で言いますと、こ

ちら51ページ、52ページのオフィスサポーター雇

用事業の賃金の単価の関係ですけれども、先ほど

私のほうで940円ということでお答え申し上げた

のは間違いでございまして、昨年９月までは880

円でした。これを10月から900円に上げておりま

す。それで４月、今年度に入りまして940円に変

えているということになりましたので、訂正をさ

せていただきます。 

  続きまして、まちづくり交流事業に関してなん

ですけれども、決算書で言いますと61ページ、62

ページ、こちらは国際交流みやしろと共催でこの

イベントをやっているわけなんですけれども、こ

の国際交流みやしろにとって、その公募制補助金

の交付を受けるときの手続、その手続の流れとい

うのが随分変わりまして事務量が大幅に減ったと、

非常に使い勝手がよくなったということで好意的

に受け入れられているというようなことです。 

  ただ、１点だけマイナスな点を申し上げれば、

謝金というものなので、事業完了後にこちらのほ

うから謝金を交付するというのがありますので、

事業の実施に当たっては、それまでその国際交流

みやしろの中でちょっとお金のやりくりが必要に

なるといったところがちょっとマイナスな点とし

てはあるのかなということで考えておりますけれ

ども、おおむねこちらについては好意的に受け入

れられているということで認識しておりますので、

そのような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  パソコンのソフトウエアの使用についてでござ

いますが、買い取りで行った場合とクラウド型で

行った場合との金額の比較でございますが、まず、

買い取りで行った場合、そもそも今回買い取りと

いう形態が、そもそもがもう存在しないというこ

とでしたので、今現在との比較というのはできな

いんですけれども、古いパソコンを購入したとき

に一緒にソフトウエアを購入しておりまして、そ

の金額を確認しましたところ、ソフトウエアの金

額は約50万円ほどでございました。今回のソフト

ウエアの使用につきましては金額で12万614円、

これは16カ月分の金額でございますので、単純に

それを16で割ると１カ月当たりが7,500円ほどに

なると思います。パソコン、あとは何年使うかに

よるんですけれども、一般的にはパソコンは５年

ぐらいは使えるものというふうに考えますと、月

7,500円の60回で約45万円ほどということになり

まして、先ほどの買い取りの場合の50万円ほどと

大体５万円ぐらいの差が出るというふうになりま

す。５万円が安くなるというところです。 

  あわせまして、ソフトウエアのアップデートが

行われた場合の費用というのがございます。買い

取りの場合ですとそれは買い取り額とは別途かか

ってくるものですので、内容にもよるかとは思い

ますが、恐らく１回当たり数万円はかかるのでは

ないかと思います。 

  今回のクラウド型につきましては、ソフトウエ

アのアップデートはもう込みでの金額となってお

りますので、毎月のこの支払いの中に含まれてい

るということになりますので、全体的に考えます
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と、買い取りよりは今回のクラウド型のほうが費

用的には安く済むのではないかというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  じゃ、２点かな、再々質問させていただきます。 

  まず、47、48ページの総務管理事業の職員の健

康管理の関係なんですけれども、先ほどの答弁と

変わりました。健康管理されなかった職員は所属

長から直接、これは受けるようにということで促

すんでしょうけれども、管理職は当然、下の者に

言うわけですから、管理職はきちっと受けられて

いるんでしょうねということで確認なんですけれ

ども、それをお願いしたいと思います。 

  重大な健康を害されていなければいいんですけ

れども、やはり受けるというのが基本だと思いま

す。町民もそうなのでね、必ず受けていただくよ

うに、これはもう当然だと思うんですけれども、

お願いしたいと思うんですけれども、その点、管

理者─課長からでしょうけれども、言って

100％になっているのかどうか。なっていないか

らこういうふうになっているので、その点ぜひ向

上アップしていただきたいと思うんですけれども、

その点も含めてお願いしたいと思います。 

  それから、47、48ページ、同じく、職員研修事

業で、先ほど町独自の若手職員研修ということを

伺いましたが、１年先輩から、先ほどの説明を伺

いましたら、それはそれで研修ですかね。何か研

修に値するのかなと、１年先輩の、そうですよね、

１年先に入った先輩が若手職員というので、その

１年先輩も全部若手になるのかなというふうに思

うんですけれども。それで、それは１年先輩です

からいろんな経験を積んで後輩に教える、それも

教えるということで研修になるのかもしれません

けれども、それは研修に値するんでしょうか。ち

ょっとその辺、もう一度お尋ねしたいと思います。 

  あと、51、52ページのオフィスサポーター雇用

事業なんですけれども、先ほどの数字は現在の数

字ということでわかりました。 

  もう一点なんですけれども、これは職員数の増

減との関係、それからやはりもう新年度予算で途

中の退職の関係なんですけれども、これはオフィ

スサポーターはそれに見合った、何というんです

か欠員補充のためにやるんですけれども、年度途

中の職員の急な退職ということなんですけれども、

これはある程度やはり連携がうまくいっていれば、

例えば、私はもうこういうことで仕事に詰まって、

こういうふうに転職して、こういうふうな考えを

持っているとか、そういうふうにストレートに言

ってくれた場合はある程度この補充のやり方もあ

ると思うんですけれども、そういった点では予期

せずに退職されているのか、内容によってはいろ

いろだと思うんですけれども、いずれにしてもそ

ういう予想もできなかった退職、急な、その人し

かできないような事務方であれば大変だと思うん

ですけれども、その辺の関係でやっぱり仕事はス

トップさせるわけにいかないと思うんですけれど

も、その辺の連携のあり方とか、それから退職す

るに当たっての何というんですか、そういった関

係ですよね、やっぱりその辺もうまくしないと大

変なんだなというふうに思いますけれども、その

点どのように日ごろ接して情報なんかも得ている

のか、その点も踏まえてお願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課、鈴木と申します。 

  まずは、職員の健康管理の関係で健康診断等の

未受診者が管理職にいるのかいないかというとこ
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ろでございますけれども、宮代町の場合には課長、

副課長、主幹が管理職という位置づけにはなって

はいるんですけれども、その管理職の中で未受診

者というのが４人ほどおります。それ以外は主査

級以下ということになります。 

  議員さんおっしゃるとおり、健康あっての仕事

ということになりますし、ましてや今、健康管理、

健康寿命というのも叫ばれております。町民に向

けて町として事業を、健康であるというのを維持

するためにこういうふうにしていきましょうとい

うことも言っている立場もありますし、やはり健

康でないと自分の仕事もできないというのはあり

ますから、管理職だけではありませんけれども、

これが100％になるよう引き続き受診していない

職員に対しては、今年度中から周知徹底を図って

まいりたいと思いますので、ご理解いただければ

と思います。 

  職員研修事業の関係ですけれども、１年先輩の

職員が講師となってやるのが新人の研修─研修

に値するかというところではあるんですけれども、

さまざまな職員がおりますけれども、１年、実際

仕事を体験して、改めて今まで描いていた仕事

─仕事の内容もそうですけれども、そういった

ものを振り返って新人に伝えるというのは、一つ

の研修には値するのでないかなと。 

  また、２年目のその教える側にとっても研修に

なると考えております。この新採用職員の育成塾

ではありますけれども、２年目の職員からという

ことで申し上げましたけれども、２年目の職員以

外の、そうですね、実際の内容といたしましては、

福祉系というんですか、高齢者や障がい者への対

応のためということで手話の講習会みたいなもの

を育成塾の中でやっていたりもします。 

  あとは余りふだん触れ合うことがない、知る機

会が少ない上下水道の仕組みというんですか、そ

ういった内容のものについても育成塾の中でやっ

ている状況にあります。 

  さまざまな角度からいろんな経験を積んでいた

だくというのは大事なことだとは思っていますの

で、内容というのは考えていかなくてはいけない

部分というのはあるかと思うんですけれども、こ

ういった研修も一つあってもいいのかなというと

ころで、引き続き若手職員、特に新採用職員に効

果があるような研修というのを研究していきなが

ら、見直しも図っていきたいとは考えております

ので、ご理解くださいますようお願いいたします。 

  また、ＯＳ、オフィスサポーター雇用事業の関

連で、職員の退職、実際のところ職員の退職とい

うのをあらかじめ把握できるのが一番いいんです

けれども、なかなかそういう状況にない退職とい

うのもそういうケースのほうが多いかなと感じて

おります。大概予期しない退職ということになっ

てしまうので、それをどうやって事務を穴埋めし

なくてはいけないかというのを総務課もそうです

けれども、その退職した職員の所属する課ですね、

そこら辺は所属長なり、担当職員なりとよく相談

しながら、どういった補充の仕方がいいのか、場

合によっては職員の異動というのも考えなくては

いけないケースというのも出てくるのかなという

ところではあるんですけれども、昨年度について

は主にオフィスサポーターで対応した部分と、あ

とはオフィスサポーターではちょっと仕事が十分

に全体として回らない部分もあるだろうとういう

ことで、担当課のほうと協議しまして、任期付職

員、これを雇って対応している状況にあります。 

  やはり職員の退職というのは、本人にとってみ

れば急にということもあるかもしれないですけれ

ども、前々から頭の片隅にどこか持っていてタイ

ミングをうかがっている、どの時期でもやめても

いいと考えている職員も中にはいるのかもしれま
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せんけれども、そういったものがうまく聞き出せ

れば一番いいんですけれども、なかなか難しい部

分もあるのかなという気はしております。 

  ただ、一番はやはり事務に穴があかないように

どうやって周りで補っていくか、日ごろから自分

の仕事だけではなく、周りの仕事も注意しながら

やっていく必要があるのかなという気はしており

ますけれども、そういったことにも周りの職員、

一つの、一丸となって対応していかなくてはいけ

ないというところで、引き続き協力のもとにやっ

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

した。 

  普通３問で終わっているんですけれども、すみ

ません確認なんですけれども、先ほど健康診査の

関係ですが、健康診断、受けられていない職員に

幹部職員から言ってもらうということなんですけ

れども、それで幹部職員は、少なくとも課長は全

員受けていますねということで、課長の状況はど

うですかと聞いたつもりなんですけれどもその辺

と、それからすみません、職員の退職の関係なん

ですが、そのとおりだと思うんですけれども、昨

年は、先ほど、７月中旬に２人、８月に１人とい

うことなんですけれども、これは退職手当負担金

率の引き下げとの関係でも退職者が少なかったと

いうことなんですけれども、宮代は３人でも少な

いほうということで理解してよろしいんでしょう

か。もちろんそれ以上のときもあったと思うんで

すけれども、その点での退職した職員の動向です

よね、どうだったかということですみません、昨

年は少なかったという評価なんでしょうけれども、

少ないのかどうか。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課長。 

○総務課長（大橋洋巳君） 総務課長の大橋でござ

います。 

  １点目の課長の健康診断受診なんですけれども、

実際に先ほど管理職４人が未受診という形でお話

ししましたけれども、課長では１名です。その理

由なんですけれども、通常は毎年受けている課長

なんですが、たまたまその年、少し定期的にちょ

っと病気のために受診をしておりまして、そうい

った関係でたまたま受けられなかったということ

です。毎年受けている課長ですが、たまたま受け

られなかったということがございました。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木です。 

  退職の関係ですけれども、近隣に比べて、ほか

の自治体と比べて多いかどうかというのは、ちょ

っと手元に資料もございませんので、一概にはち

ょっと何とも言えないですけれども…… 

○委員（丸藤栄一君） 近隣に比べてということで

なく、評価として、先ほども少ないというふうに

言っていたので、３人が少ないのかどうかという

ことをお願いしたいと思います。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 先

ほど、午前中になるんですけれども、退職手当組

合の総合事務組合の負担金の関係で、前年度より

も少ないということで申し上げたのは、平成29年

度につきましては退職者は８人おりました。平成

30年度につきましては４人ということで少なくな

ったというところではあるんですけれども、ただ

この、あくまでもこちらにつきましては中途での

退職者というのを含めていない数字ですので、年

度末の退職者がそれぞれ８人、４人ということに
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なるので、平成30年度中につきましては、年度末

の定年退職者は４人、途中での退職者というのは

職員は３人おります。こちら３人というのは、私

個人的にはちょっと多いのかなと、中途での退職

というのは基本的には余りない例なのかなという

ことで考えております。この退職というのがどう

いった理由なのかというのは個々には詳しく、現

段階では私のほうでは把握していないので何とも

言えませんが、職場の環境とか、仕事の内容とか、

本人にどうしてもやりたいことがあってやめたと

いうのであればやむを得ないのかなということが

ありますけれども、仕事、そういった環境につい

て何かあるようであれば、何かしら改善は必要な

のではないかなと、そのような認識でおります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません、２点お願い

します。 

  大体本年度の成果は59ページでわかりましたが、

ちょっと質疑なので、質疑をさせていただきます。 

  １点目が、市民の活動をつなぐインターネット

放送局というのがあります。これ後期実行計画に

つながっているんですが、これが総務課に移って

何年目でしたかというか、総務課とＭＣＡサポー

トセンター進修館で行っているということなんで

すけれども、この決算の39ページ、一応進修館管

理事業に含むということで、財源というか決算と

してはゼロ円になっています。一応予算としては、

平成29年度の予算は79万円という形では聞いてい

たんですが、それをここの進修館の委託に含めて

いるから書きませんよということなのかどうかと

いうことを確認するのと、あと実施内容で、この

中で、じゃ総務課がやっているのはどれなのかと

いうことをお伺いしたいなというふうに思います。 

  それから、秘書事務事業のうちの町長交際費な

んですけれども、予算のときに総務課からいただ

いた資料によりますと、町長交際費の支出明細と

いうので、香典、花輪等、見舞金、会費、祝い金、

賛助金、その他というふうにありますが、その他

３件が9,000円となっていますが、これについて

お伺いしたいと思います。 

  以上、２点お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮です。 

  まず、１点目のご質問でございますが、市民の

活動をつなぐインターネット放送局事業でござい

ます。こちらは町の第４次総合計画の後期実行計

画にも位置づけられている事業でございまして、

当初からは総務課のほうで所管している事業とい

うことで、総務課で予算を持っておりまして、事

業も執行いたしておりました。 

  こちらは今回から予算のほうはゼロ円というふ

うになっておりまして、進修館の管理事業に含む

というふうになっております。ですので今回、平

成30年度から変更となりまして、進修館の管理の

ほうの事業に全部含めての金額というふうになっ

てございます。こちらはだから平成30年度からに

なります。 

  ただし、事業の実施主体につきましては、担当

課のほうは進修館を所管しております町民生活課

ではなくて、従来どおりの町の広報担当で所管を

しているものでございます。 

  実際に、じゃどの辺の事業を総務課のほうで担

当しているかというところでございますけれども、

成果書の39ページに書いてありますインターネッ

ト放送局の実施内容、幾つかの事業でございます

が、こちらは全て町の総務課の広報担当で携わっ

ている事業でございます。 
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  それから、２点目の町長交際費でございますが、

今、議員さん、ご質問にございましたように、予

算のときの資料で、種類別な明細を資料として提

出をさせていただいているところでございまして、

その中で香典、見舞金、会費、祝い金、賛助金の

ほかに、おっしゃられるようにその他というとこ

ろで支出がございます。こちらは件数は３件、そ

して支出額は9,000円となっておりまして、中身

につきましては新盆参りのときに支出している御

仏前になります。 

  こちらはその前年度、平成28年度でも同じよう

に３件で9,000円支出をさせていただいておりま

す。 

  これは、その年の８月に新盆を迎えられる方、

過去１年間の中で町長交際費の支出があった場合

の対象者の方の中から、直接町長がご自宅のほう

にお伺いいたしまして、御仏前を置いてまいった

というものでございます。 

  ただ、こちらのほうにつきましては、ちょっと

近隣の町にも確認はしているところなんですけれ

ども、杉戸町や松伏町のほうではこういった形で

新盆参りというのはやっていないというふうに聞

いております。 

  また、亡くなられた特別職のような方について、

お通夜ですとかお葬式のときに御霊前を出してい

るというのがありまして、また新たに新盆のとき

にも支出となりますとほかの方とのちょっと公平

性が保てるのかと、その方だけ２回払うのかとい

うふうな話も出ておりましたので、こちらにつき

ましては町長とも相談いたしまして、今年度、令

和元年度につきましては、もうお盆は過ぎてしま

いましたけれども、こちら新盆参りのほうは行っ

ておりません。そのような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  総務課の今年度の成果で、ホームページが86万

件ということで、３万件増ということで、本当に

情報化で今、スマホだとかパソコンで情報を見る

という方も多いかなというふうに思いますので、

広報みやしろを見るために開くという人もいると

思いますので、これは充実してきたなというか、

見やすくなってきているというのはそれはそれで

いいと思います。 

  今のインターネット放送局事業、予算のほうで

は78万とあったんですが、その2018年、平成30年

度の予算として78万と立てたんだと思うんですが、

その前の年が89万円だったのかなというふうに思

いますけれども、第４次総合計画の後期実行計画

ももう今年度と来年度で終わる予定です。そうい

う中で、この２万5,000回ということに対しての、

一応成果目標になっているので、これに対して後

期の実行計画上、後期、今２万800回と書いてあ

りますが、ちょうど27年くらいからどうでしょう

か。私が決算で、前年度の決算で聞いたときは、

27年が２万4,000回、28年が３万5,000回、29年が

２万1,000回、今回決算だと２万800回というと

年々減って、年々というか今回減ったかなという

ように思うんですが、これは予算が減ったから減

ってしまったのかなということなのか、それとも

特派員は増えているので、特派員はＭＣＡさんが

してくださっているということを確認したいのと、

つくっている動画、動画としては103本というこ

とで、まあ大変多いなと思っているんですが、視

聴の成果目標というのがあるので、それに対して

のことに対してお伺いします。 

  後期実行計画、もうそろそろ終わる実行計画で、

この成果目標が高過ぎたんですよということだっ

たらそれはそれで大丈夫なんですけれども、その

辺を伺うことと、それから新盆参りの話なんです
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けれども、私の郷里は山梨県なんですけれども、

山梨県の山梨日日新聞という、こちらで言う埼玉

新聞みたいなものがあるんですが、その１面に山

梨県市長会というところで申し合わせ事項という

広告みたいなのが、広告というか記事、１面にち

ょこっと広告的な記事があったんですが、新盆の

あいさつ回りにつきましては、公職選挙法に抵触

するおそれがありますので、県下13市の市長は自

粛することを申し合わせております。平成何年と

いうふうに書いて、新盆参りは行いませんよとい

うそんなふうな記事というか、広告というか、宣

言というかそういうのがあったんですが、そんな

ことがあって、今、伺っているんですが、今年31

年、令和元年度はしていないということで、もう

これからその新盆参りというのはそういう、そん

なふうな多分範例というかそういうのも出たのか

なと思うんですけれども、それでもうじゃ今年か

らしないということで決めてしまうということで

よろしいのかどうかお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  まず、１点目のインターネット放送局について

でございます。 

  こちら成果書にもありますが、平成30年度の視

聴回数というのが約２万800回ございました。確

かにここ数年、一時は３万回を超える回数がござ

いましたが、だんだんこうちょっと減少傾向にあ

るというのが事実でございます。もちろん特派員

の皆さん、一生懸命頑張っていらっしゃっていて、

工夫をして、勉強もして、より多くの人に見てい

ただけるような動画をたくさんつくっていただい

てはいるんですけれども、ある程度事業が進むに

つれて、割とこう同じテーマで動画をつくったり

とかいうところが新しくその視聴回数を増やすと

いうところになかなか結びついていないのかなと

いうところがございます。 

  新しい取り組みのほうもインターネット放送局

ではいろいろやっておりまして、先ほど前段の委

員さんのご質問にもお答えしましたけれども、日

本工業大学と連携いたしまして動画をつくったり

ですとか、あと、今まではイベントがあった後に

そのイベントの様子などを放送することが多かっ

たんですが、今回、告知動画ということで、事前

にこういったものをやりますといったものを10本

ほどつくって公開をしております。 

  また、内部の研修なども盛んにやっておりまし

て、一生懸命皆さんやっていただいているところ

であるんですが、後期実行計画のほうももうすぐ

終わりに近づいておりますが、視聴回数を上げて

いくというのは大きな課題の一つであるかなとい

うふうに考えておりますので、放送局とも相談を

しながらよい方向に向けてやっていきたいという

ふうに考えております。 

  また、動画の本数でございますが、後期実行計

画では年間50本ということで掲げておりますが、

実際毎年100本ぐらいの動画の公開の数を上げて

いることができております。また、たくさん数を

上げればいいというものではございませんので、

もちろんその内容の質の向上というのも不可欠な

ものになってまいります。そのためにも皆さん内

部で勉強したりとか、講師を招いての研修会をや

ったりしてよりよい動画ができるように、数だけ

ではなくて質の高い動画ができるように皆さん頑

張っていただいているところですので、今回は回

数ではちょっと少なかったというところがありま

すが、今後の課題とさせていただきたいと思いま

す。 

  それから、２点目の新盆参りの関係なんですけ

れども、こちらにつきましては以前から町長交際
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費の中でここ数年ずっと新盆参りをしていたとこ

ろではございます。先ほど、公職選挙法に抵触す

るおそれがあるということでやめたという話がご

ざいましたが、一応現状のところでは、うちの宮

代町のほうでは抵触するというふうには認識して

おりませんので、ちょっとそういったご意見もあ

りますので、何かそういった範例があるのかとか

そういったところも含めてちょっと検討させてい

ただいて、今後につきましては、今年そういった

ほかの近隣の市町村でもやっていないことが多い

という話がありますので、現状のところでは今年

度も含めてやらないというふうに考えているとこ

ろです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） インターネット放送局に

つきましてはまだ１年半ありますし、市民の活動

をつなぐという当初の目的のとおり、今回新たに

動画ベスト10のうち、親子触れ合い遊びだとかが

多かったというので、自分たちが映っているかな

というのをもう一回確認したいというそういうの

もあるのかなと思いますので、その辺を、つくる

ほうの人のこだわりもあるのかもしれないですけ

れども、見るほうの人の思いも酌んでもらってつ

くってもらえば視聴回数も多くなるのかなという

ふうに思いますので、その辺、工夫していただき

たいなと思います。 

  あと、その特派員、特派員はＭＣＡサポートさ

んのほうの絡みで11人がなっていますが、決算書

の54ページの広報サポーター謝礼２万4,000円と

ありますよね、これは広報のためのなんですが、

こっちはボランティアで、こっちはきちんとお願

いしてやっているというそういうことでよろしい

んですか、ちょっと確認します。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮です。 

  まず最初に、インターネット放送局の動画でご

ざいますが、今後はより幅広いジャンルで、今ま

での既成概念にとらわれずに新しい動画、取材を

して、皆さんが興味を持っていていただけるよう

な動画づくりに努めていきたいというふうに考え

ておりますので、インターネット放送局とは定期

的に打ち合わせなどを行っておりますので、その

中で話を伝えていきたいというふうに考えており

ます。 

  あと、２点目の広報サポーターの関係でござい

ますが、こちらは主として町の広報紙のほうです。

紙の広報紙のほうに広報サポーターさんに取材し

ていただいた内容を掲載しているもので、こちら

は１回当たり1,000円、年間で１万2,000円を上限

として、お二人に支出をしております関係上２万

4,000円という決算額となっております。 

  もう一方のこちらのインターネット放送局につ

きましては、当初からあくまでもこれは町がやる

事業というふうには考えておりませんで、将来的

にはその市民の活動をする団体の中で行っていく

事業として考えておりましたので、特に町のほう

から特派員さんに報償費を、謝礼を出してやって

いただくということではなくて、いずれは独立と

した活動としてやっていただきたいということで、

当初からこちらはボランティア、報酬なしとして

やっておるものでございます。 

  あと一点、つけ加えますと、放送局の特派員さ

んの取材活動におきましては、少額ではあります

けれども、実費として特派員の方に放送局のほう

から謝礼程度のものは支出をしている状況でもあ

ります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 
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○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  今、ネットで広報を見る人も多くなってきてい

るというのが事実だと思います。自治会に入って

いない方も、前回64％という一般質問でのご答弁

ありましたけれども、そういう方々も多分指１本

で開こうということで、そっちを開くということ

で、広報みやしろの広報サポーターと、やっぱり

特派員との余り差が出てはいけないのか、まあこ

っちはインターネットだからちょっと違うんです

けれども、内容的にはあったことを情報として発

信しているということで、内容、変わるわけでは

ないのかなというふうに思いますので、その辺公

平性を考えながらやっていただきたいなというこ

とで要望しておきます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑ございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。幾つかお聞きし

たいと思います。 

  １つ目は、50ページの文書通信庶務事業です。

これ、説明の中ではたしか厳格化ということで上

がってしまったというんですけれども、この上か

かな郵便のほうに郵便料が厳格化によって上がっ

てしまったんだと言っているんですけれども、こ

の郵便料というのは１つは郵便局とか、宅配だと

かいろいろあると思いますけれども、その辺のと

ころでどういうふうなあれが厳格になったのかち

ょっとお聞きしたいなと思っております。 

  それと、町としては、じゃこの上がったことに

ついてどのように対処してきたのか、もう一度ち

ょっと細かくお願いします。 

  それから、地域コミュニティーの活性化事業で

ございます。自治会長の報償金が下がっているん

ですけれども、一般質問の中の説明だと思います

けれども、自治会５つが合併したということで聞

いたんですけれども、それと同時に、町民生活課

かこれは、ごめんなさい、失礼いたしました。 

  図書追録整備事業です。この中で委託料で、例

規集データベース更新委託料が、使用料ですか、

使用料及び賃借料の例規執務サポートシステム使

用料が下がっているんですけれども、これは28、

29年度として159万ずつということでなって、急

に今年、30年度の決算では140万になっているん

ですけれども、その辺のとこの理由というのがわ

かれば教えていただきたいと思います。 

  それと、同ページの人権平和推進事業でござい

ます。この中で52ページになってくるんですけれ

ども、越谷人権擁護委員会協議会負担金、越谷人

権擁護協議会杉戸部会負担金が昨年度よりかほん

の少しですけれども上がっているんですけれども、

これは理由か何かあるんでしょうか。 

  それと、役務費です、クリーニング代、これも

倍ぐらいになっているなと思います。たかが知れ

ているんですけれども、これは何のためにこれを

倍になってしまったのかお願いしたいと思います。 

  それと、オフィスサポーター雇用事業なんです。

報酬の単価なんです、子育て指導員１人166万で

すか、それが何年間ぐらいこれが同じ賃金でやっ

てきているのか。私が調べた結果は３年間は同じ

値段だなと感じます。かといって賃金、臨時職員

賃金がこれは上がった分だけ上がっていますね。

その辺の理由、こっちは上がってもこっちは上が

らない、ちょっと私には理解ができないんですけ

れども、その辺のところを、理由とかそういうの

があったら教えていただきたいなと思っておりま

す。 

  それと、情報公開推進事業でございます。去年

まではこれは案件がなかったということで前段の

人に答えているんですけれども、案件がないとや

っぱり会長とか委員のほうにはこれは必要ないと
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いうことで省いてあるんでしょうか。臨時という

ところもありますよね、案件というのは。臨時に

こういうことは案件が出てきた、そういうときは

どうするんですかなと思いまして、ちょっとお聞

きしたいんですけれども。 

  それから、61ページです。男女共同参画推進事

業ですか、委託料で一時保育業務委託料というこ

とで書いてあるんですけれども、これはどこの業

者に頼んでいるのか、それとも町が雇ってやって

いるのかちょっとわからないんですけれども、何

回ぐらいやったのか、ちょっと去年と比べたら倍

近くになっていますね。あ、違う29年と比べたら。

何回ぐらいこれやったのか、増えているというこ

とでは喜ばしいことなんですけれども、ちょっと

その辺のところも詳しいことを教えていただきた

いなと思っております。 

  それと、79ページです。監査委員の審査を今年

もやったわけなんですけれども、私個人からする

とちょっと、個人ですよこれはあくまでも、監査

委員の、81ページ、監査委員の報酬ということで

25万8,800円ということになっているんですけれ

ども、私ちょっと感じたんですけれども、これの

分厚いやつをだって幾日監査しているのかちょっ

とはっきりわかりません。私はちょっと低いので

はないかなという感じはしないでもないですよ。

いろんなことを調べたりなんかして、町としての

この報酬は適当と感じているのかどうか、その辺

のところどんなふうなのか、ちょっと教えていた

だきたいなと思っております。 

  それと、101ページの保育園の人件費です。こ

の辺のところはちょっとわからないんですけれど

も、これ、人件費としては増えているんだと思い

ますけれども、給料としてはどうなんでしょうか、

これは増えているんでしょうか、減っているんで

しょうか、それとも横ばいなんでしょうか。 

  あと、人数、この保育園の先生ですよね、職員、

この人たちというのは増えているんですか、入っ

ているんですか。ちょっとその辺のところをわか

ったら教えていただきたいなと思っております。 

  それと、121ページの農業総務人件費です。こ

れは何人分かちょっとよくわからないんですけれ

ども、８人になったり、９人になったりしている

んですけれども、これは何人分のあれになってい

るのかなと思って、29年と比べてどういうふうに

変わっているのか、その辺のところも教えていた

だきたいなと思っております。 

  最後になりますけれども、道路橋りょう総務人

件費、133ページです。この辺のところもちょっ

とわからないところがあるんです。総務ですよね、

これはね、総務ですよね、133ページの道路橋り

ょう総務人件費。給料が何か下がっているような

感じがするんですけれども、これはなぜ下がって

しまったのか、普通だったら上がっているんです。

それとも安い人がここに入ってきているのか、や

めていってしまったのか、ほかに異動したのか何

人だかちょっとわからないんだけれども、その辺

のところの理由を教えていただきたい。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

 

再開 午後 ２時３４分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木と申します。よろしくお願いし

ます。 
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  まず、文書通信事業の郵便料金の関係なんです

けれども、こちら郵便料金の扱いについて、郵便

局の厳格化ということで増減のときに説明を申し

上げたかと思うんですけれども、こちらの厳格化

の取り扱いというのが主に割引制度の適用の厳格

化でございまして、例えばですけれども、封書で

82円通常かかる封筒のもので郵便物、これをまと

めて100通以上とかになりますと一定の率、割引

がされて多少安く出すことができるんですけれど

も、それを出すに当たって、その封筒の取り扱い、

例えば封筒の大きさが同じであるとか、形が一緒

であるとか、そういう扱いが今まで特に指摘はな

かったんですけれども、細かいところまで指摘が

ありまして、割引制度が受けられなくなってしま

ったと、そういったことが大きな影響ということ

であります。 

  ただ、この取り扱いにつきましては、こちらと

しても今まで大丈夫だったものがなぜ急にだめに

なってしまったのかというところで確認等をして

おったんですけれども、全国的に基本的にはその

取り扱いというのは一緒にしなくてはいけないと。

郵便局は郵便局で監査等も受けているということ

なので、そういったところで指摘が結構あって、

どうしても今までは大丈夫だったんですけれども

今後は通常どおりというんですか、ほかと同じよ

うにやっていただきたいということでありました。 

  ただ、またちょっと取り扱いも変わってきてお

りまして、こういう出し方をすればもうちょっと

割引受けられるようになりますよというのもアド

バイスを受けたりとかして、一時期よりは多少割

引が受けられるような形で出せるようにはなって

きているのが現状でございます。 

  この値上がりに対して、やはりなるべく割引を

適用して出したいので、全庁的にこういうふうに

なるべく出してくださいというお願いをして、少

しでも安く出せるような取り組みというのはやっ

ているところでございますので、ご理解ください

ますようお願いします。 

  続きまして、図書追録の関係、例規システムの

使用料、こちらが29年度よりも30年度決算の額が

下がったということで、こちらにつきましては毎

年度業者と交渉はしているんですけれども、金額

というものがなかなか変わってこなかったんです

けれども、平成30年度につきましては多少使用料

を下げていただけたということもありまして、決

算額が下がっているというところになっておりま

す。 

  続きまして、人権平和推進事業、決算書でいう

と52ページの、こちら越谷人権擁護委員協議会の

負担金と、同じく人権擁護委員協議会杉戸部会の

負担金なんですけれども、こちら人口をもとに積

算している関係がございまして、約なんですけれ

ども、240人ぐらい宮代町人口が増えている関係

がございまして、多少負担金が上がっているとい

うような現状でございます。 

  また、クリーニング代、こちらなんですけれど

も、クリーニングは毎年度人権を考える集いで使

用しているんですけれども、はっぴ、このクリー

ニング代ですとか、あとは人権擁護委員のジャン

パー、こちらをクリーニングで出した関係で使用

しているものでございます。 

  続きまして、決算書52ページのオフィスサポー

ターの雇用事業に関連して、子育て指導員の報酬

なんですけれども、こちら報酬につきましては今

年度、令和元年度からなんですけれども15万

3,000円に引き上げているところでございます。

平成30年度は13万9,000円だったところを、令和

元年度につきましては15万3,000円に引き上げを

しております。 

  続きまして、情報公開推進事業の関係ですけれ
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ども、案件がなかったから開催していないという

ことではあるんですけれども、仮に、臨時で急に

案件が発生した場合であっても、予算としては審

議会の開催できるような形で持っておりますので、

その際には委員さん調整して、審議会のほうをき

ちんと開くような体制はとっておりますので、ご

理解くださいますようお願いいたします。 

  続きまして、男女共同参画推進事業でございま

す。一時保育の利用状況でございます。こちらに

つきましては、件数として全部で17件、延べ54人

の子供たちが利用している状況にあります。こち

ら委託先につきましては、きらりびとみやしろに

お願いをしております。 

  続きまして、監査委員の事業でございますが、

こちら報酬に関連してということでございます。

監査の日数ではあるんですけれども、年間通じて

毎月例月の出納検査、あとは時期に応じて決算審

査、定例監査等を行っておりますけれども、日数

に換算しますと大体30日前後毎年度監査を行って

いる状況にあります。 

  それに当たって、監査委員さんの報酬ではある

んですけれども、以前も委員さんからご指摘いた

だきまして、安いのではないかということでご意

見をいただいているところでございます。町のほ

うでも県内の町村、こちらの監査委員の報酬のほ

うを全体的に確認してみても、宮代町は非常に安

い水準でやっていただいていると。そういったこ

ともありまして、監査委員さんもそうですけれど

も、ほかの委員も含めて見直しのほうを検討して

いるところでございますので、ご理解くださいま

すようお願いいたします。 

  続きまして、保育園の関係ですか、102ページ

の人件費ですとか、あと121ページ、133ページの

この人件費の関係というのは、保育園につきまし

ては平成30年度、こちら任期付ということで保育

士を２人ほど雇用しております関係で人件費が上

がっているのかなと考えております。 

  あとは、農業関係、道路関係の人件費分につき

ましては、毎年度職員の異動がございまして、そ

のときの職員の張りつきぐあい、それによって人

件費が増減している状況にありますので、そのと

きのその年度ごとで若い職員が担当することもあ

りますし、逆に年配の職員が担当することもある

ので、そういった影響が大きいかなということで

ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それでは、ちょっと再質問

させていただきます。 

  最初に、職員の数なんですけれども、これ農業

総務ということで29年度はたしか８人だと思った

んですけれども、30年度では９人になっているん

ですけれども、それの増やした理由をちょっとお

聞きしたいんですけれども、１つは。 

  それと、文書通信庶務事業なんですけれども、

その辺のところは郵便局との関係でということで、

ほかのあれは入っていないんですよね、これは例

えば宅配便とかそういうやつは入っていないとい

うことでよろしいですね。確認の上でちょっとお

聞きしたいと思います。 

  それと、図書追録なんですけれども、これは減

らしたんだということで、毎年、今年は業者との

あれで減らしたということで、これはじゃ、今ま

ではやっていなかったんですか、そういうことは。

毎年毎年。今年はというように聞こえたような感

じがしたんですけれども。ずっと同じ値段で来て

いて、今年は下げたんだということなんですけれ

ども、今まではやっていなかった、そういうこと

でよろしいですか。それとも毎年やっていたんだ

けれども、結果的にはこう下がらなかったんだよ
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ということなんでしょうか、そういう努力はして

いなかったということなんでしょうか、努力はし

ていたんでしょうか、お願いします。 

  それと、人権のやつは人数が、人口が増えたと

いうことで、その分で計算しているのでなったん

だということはわかりました。 

  あと、情報公開のオフィスサポーター、それと

子育て指導員、これは今年は上げたんだというこ

となんですけれども、これはここだけのオフィス

サポーターだけ上げたんでしょうか、それともほ

かのそういうところの人件費も上げたんでしょう

か。質問ではオフィスサポーターは上げたんです

けれども、これ全体的に上げたから上げたんでし

ょうか、それともこの子育て指導員だけ上げたの

かなと思って、ちょっとその辺のところがわから

ないというのが、お願いします。 

  情報公開推進事業については、予算は持ってい

るから大丈夫なんだということなんですけれども、

これを使わないときは使わないということだと思

うんですけれども、これ臨時で何かあったときは

その予算を執行するから大丈夫なんだと思います

けれども、こういう前のあれもあったんですけれ

ども、これ情報公開というのはいろいろな情報が

あると思うんですよ、情報公開のするかしないか

ということで、町が決めたやつだけではなくて、

町民からも言われたことがあると思うんですよ、

そういうのは１件もなかったのかなと思って、今

ちょっとお聞きしたいんですけれども。今まで過

去にそういうことはなかったということは、じゃ、

町民のほうから情報公開制度で制度として活用し

たいんだけれどもどうなんだということ、そうい

う町民からの要請というのはありましたか、そん

なところも。何かあったけれども知らなかったと

か、いろいろあると思いますけれども、あるのか

ないのか、なかったのか、その辺のところだけは

お聞きしたいなと思っております。 

  あと、男女共同参画事業で委託料、きらりびと

に委託しているんだということなんですけれども、

17回やって54人のお子さんを見たということは、

17回ということは、１回につき幾らということで

決まったんですか、それとも回数で決めているん

ですか、それとももう値段が決まっているんです

か、何回でも。１回ですれば17回だとすれば

5,800円ということになってしまうんですけれど

も、これは値段というのはどのように決めている

のかちょっとわからないなという感じはします。

その辺のところをもう一度詳しくお願いします。 

  監査委員については、皆さんから言われている

ということで了解をいたしました。 

  いろいろな人件費、それは先ほど言われました

人数だとかいろいろなことで毎年毎年変わってい

くんだということなんですけれども、人数が何か

増えたり減ったりするんですよね、人件費が変わ

るのはわかるんですけれども、人数が増えたり減

ったりする理由というんですか、その辺のところ

をもう一度詳しくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木と申します。 

  まず、職員の数、農業関係の人件費の職員の数

ですとか、あとは道路関係のということでありま

すけれども、農業関係のほうで29年度が８人、30

年度が９人ということでありましたけれども、新

しい村の関係ですね、先日の全員協議会等でも話

があったかと思うんですけれども、指定管理者に

向けての対応ですとか、そういったために１名増

ということでやっているということで、これはま

た令和２年度でどうなるかというのはまたこれか

ら調整してやっていくというところで、毎年度そ
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れぞれの担当の職員については、１年限りで増減

するような事務ですとか、数年単位で増える事務、

または事務の統廃合等によって１名ないし２名増

減というのは、その時々の事務量に合わせてやっ

ている状況にあります。それに伴って人件費も変

わってくるというところでご理解いただければと

思います。 

  また、文書通信庶務事業の宅配便ですか、基本

的に町から出すものは郵便局を通してやってはい

るんですけれども、町といっても総務課のほうで

一括して出しているのは郵便局のほうですね、た

まに１カ月に１件か２件ゆうパックを利用して出

していますけれども、それはめったに使わないも

のなので、そういった宅配関係、それは大きい影

響は特に受けていないかなと考えております。 

  あとは図書追録事業の関係で、例規システムの

金額の見直しの関係、今まで交渉しなかったのか

ということでご指摘ありましたけれども、これは

毎年度、翌年度の予算に向けて、どうしても例規

の業者というのは限られてしまうので、毎年度交

渉はしておりました。料金が下がるほうになるの

か、もうちょっとサービスの拡充、それはできな

いのかということで話をしておりまして、平成30

年度にやっとというんですか、30年度からは使用

料の見直しをしますということで対応していただ

けたので委託料が下がっていると、そういう状況

になりますので、ご理解くださいますようお願い

いたします。 

  子育て指導員の報酬、こちら見直しを行ったの

と同時に学童保育指導員ですとか、子育て指導員、

学校用務補助員なども同時に報酬の見直しという

のを行いまして、今年度４月から新たな料金体系

で報酬のほうを支払いをしている状況でございま

すのでご理解ください。 

  あとは、情報公開推進事業の関係で、臨時の場

合ということで、当然、臨時で案件があった場合

には審議会に諮るものについては審議会を通して

行うという体制は整えております。 

  情報公開請求、各担当に町全体としても請求は

あります。これに対してどういう公表、公開をす

るかというのを判断して、その公開の回答に対し

て不服がある場合というのは、情報公開個人情報

保護の審議会ではなくて審査会のほう、こちらに

決定の内容が不服がある場合には申し立てをする

ことができると、そういう仕組みになっているん

ですけれども、ここしばらくその結果に対する不

服というのは申し出が出ていない状況でございま

すので、情報公開請求はありますけれども、そう

いう不服の審査をする審査会については開いてい

ない状況ということになっております。 

  また、男女共同参画社会の推進事業の一時保育

の関係ですけれども、保育士１人に対して、時給

950円ということでお願いしている状況です。た

だ、こちらも今年度、令和元年度から見直しのほ

うを行いまして、町の保育士と同じ1,100円とい

うことで、今年度４月から1,100円ということで

行っております。 

  ただ、この保育の時間というのは、各課のほう

でイベントの際に一時保育はやってはいるんです

けれども、そのイベントの時間、ただの会議であ

れば２時間程度かなとか、実際町のイベントであ

れば４、５時間あるのかなとか、そういうところ

で時間の短い、長いはありますけれども、そのよ

うな体制でやっておりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 人件費のことについては大

体わかりました。 

  あと、今言われた男女共同の参画事業なんです
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けれども、1,100円に上げたということなんです

けれども、これは、すると17回やって、これ時間

がみんな別々だということで、計算がちょっと難

しいですね、じゃ、わかりました。１回につき17

回やると5,800円くらいになるなという感じでち

ょっと計算したんですけれども、この予算と決算

との割合で、わかりました。一応時給でやるとい

うことで確認をいたしました。 

  文書については、基本的には総務としては郵便

局でやっているんだということで、そういうこと

でよろしいんですね。はい、わかりました。 

  わかりました、全体的に。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  国は圏域の法制化へ議論を始めました、平成31

年度。 

  ちょっと読み上げます。 

  安倍晋三首相の諮問機関、第32次地方制度調査

会は2018年７月31日専門小委員会を開き、複数市

町村で構成する圏域の法制化に向けた議論を始め

た。ここで人口減少が進む2040年ごろにはさらに

少ない職員数での行政運営が必要になる、と述べ

ています。 

  たしか事務公務員を半減にするとかという記事

で、大変センセーショナルな記事だったことを覚

えているんですけれども、そのときに全国自治体

にこの圏域に関してどう思うかという問い合わせ

が全国の自治体にあったはずなんです。総務省が

行ったのだか、新聞社が行ったのだかちょっと記

憶はないんですけれども、どういう内容で、どの

ように答えたかお答えいただきたいんですけれど

も。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課、鈴木と申します。 

  圏域というのはここら辺のエリアを指した行政

運営ということと思うんですけれども、おそらく

企画財政課のほうに照会文書等が行っているので

はないのかなと思うんですけれども、ただ、確か

に少子高齢化に伴って行政運営というのは小さい

自治体は厳しい状況が続いているというのは認識

しているところですし、広域行政ということで国

のほうも推進しているというのは理解していると

ころでございます。 

  それに対して具体的に総務課で何か今、取り組

みをしているかというと、現状では広域でという

ことで何かを取り組んではいないので、将来的に

は何かしら考えていかなくてはいけないのかなと

いうところではありますけれども、ただ総務課と

いうわけではなくて、やはりほかの自治体の考え

もあるでしょうから、宮代町の近隣自治体を含め

て、その広域的にそういう方向性というんですか、

同じ方向を持てれば広域行政ということで、何か

をきっかけにして事務でつながってやっていける

機会もあるのではないかなと認識してはいるとこ

ろですけれども、実際その調査というものが手元

に来ていないので、明確なちょっと答えにはなっ

ていないかもしれないですけれども、現在の個人

的な見解にはなってしまうかもしれないですけれ

ども、そのような状況にありますので、ご理解い

ただければと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 小さな自治体は特に厳しい

ということはよくわかりました。 

  そうしまして、今年はデジタル手続法、行政手

続のオンライン化というものが８月に発表されま

して、総務省の試算では2040年に市町村職員は
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10％から20％減る。これでいきますと宮代町は20

年以内に40人減らすということです。昨年度は何

人減らしたんでしょうか、平成29年度比で。減ら

し続けなければいけないんです、20年間。まさか

増やしていないでしょうね、質問です。 

○委員長（丸山妙子君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（鈴木淳史君） 総

務課副課長の鈴木です。 

  平成29年度につきましては、再任用職員含めま

して203人ということでやっておりました。平成

30年度につきましては、同じく再任用職員含めま

して207人ということでやっております。 

  確かに職員数というのはなかなかどこまで増減

というんですか、できるかというのは難しいんで

すけれども、町といたしましても、やみくもに増

やすという選択肢はとっているわけではなくて、

なるべくオフィスサポーターさんに任せられるも

のは任せる、あとは短期的に事務が増えるものに

ついては任期付ということで、期限を限った職員

で対応する。それでもどうしても私どものような

一般の職員が必要な場合というのに限って、その

不足が生じるだろうと思われる人数分だけ採用す

ると。 

  今後10年で職員のほうが60人ぐらい定年退職を

迎えます。その年々によって定年を迎える人数と

いうのは変わってきますので、当然、極端に人数

が多いときにその定年される方の人数に合わせて

採用するというのも一つの方法ですけれども、こ

こ何年か方向性として持っているのは、それをな

るべく浮き沈みがないように、要は新しく採用さ

れる方が、例えば極端に少なく２人であるときも

あれば、10人以上採用するときもあるとか、そう

いうことがないように、なるべく平準化して職員

数というのを考えていこうということでやってき

ていますので、単年度の比較ではもしかしたら多

く増える年もあるかもしれないですけれども、基

本的には職員を多く、段階的に増やしていく、そ

ういうやり方でやっているわけではないので、ご

理解いただければと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  前年比で４人増えたということですけれども、

単純計算で２人減らなくてはいけないところを４

人増えたということは絶対値でいうと６人です。

ということは来年度は８人減らさないと数字が合

わなくなってくるんです。確かに浮き沈みがある

のはいけないかもしれないけれども、浮くのはだ

めなんですよ。沈み続けるという事実があるんで

すから、事実に合わせる。このまま小さな町でや

るんだったら縮んでいくしかないんです。ですか

ら役場にも縮んでほしい。合併は嫌だ、単独行政

で頑張る、どちらの覚悟もない、そういう中途半

端な行政はやめていただきたいということで質問

を終わりにします。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で総務課の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０８分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより企画財政課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 
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○企画財政課長（栗原 聡君） それでは、順番に

自己紹介という形で、私、企画財政課課長の栗原

です。よろしくお願いします。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東といいます。よろしくお願いいたします。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。よろしくお願いします。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。よろしくお願いいたします。 

○管財担当主査（島村 剛君） 企画財政課管財担

当主査の島村と申します。よろしくお願いします。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 企画財政課情報担

当主査、富永と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○対話のまちづくり推進担当主査（小川雅也君） 

対話のまちづくり推進担当主査、小川です。よろ

しくお願いいたします。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いします。 

  歳入歳出一貫して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた

だきます。 

  ２点ほどなんですけれども、成果書のまずは69

ページの一番上で、ふるさと納税についてお伺い

します。 

  28年度、29年度、30年度と寄附金額がどんどん

減り続けているということになっているので、そ

の要因というのはどういうところにあるのかとい

うのが１つと、あと成果書の72ページで、これ、

説明していたら恐縮なんですけれども、情報通信

機器を適切に管理運用するとともに、延長保守サ

ービスや事務の効率化に努めることでコストダウ

ンを図りましたとあるんですが、この具体的など

ういうことやってコストダウンにつながったのか

という、詳しく具体的なところをお伺いしたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東でございます。 

  まず、１点目についてでございます。 

  合川議員さんからいただきました成果書69ペー

ジの寄附金額の減少ということについてのご質問

でございますが、大きくは、やはりふるさと納税

に関する各自治体の競争が激しくなってきたとい

うのが、まずもって一つの大きな要因かなという

ふうに考えております。 

  また、その返礼品の競争の激化といいましょう

か、そういったこともあって、総務省も見直しに

ついて、過去を機に、昨年度から地方税法の見直

しも行われましたけれども、例えば寄附金額に対

する返礼品の割合を今年度から３割以下に抑えな

さいといったような話もあったということもあり

まして、そういった見直しに伴って、よりその返

礼率のぎりぎりのところでせめぎ合いが行われて

いるといったことがあって、競争激化と合わせて、

返礼品の見直しも求められてきたと。特に、宮代

町のふるさと納税の中に「ありがとう券」みたい

なものを含んでいた過去がありますけれども、そ

ういったその金品については、見直しを大きく求

められたというのもありまして、そういった返礼

品の見直しも行われた結果として、こういった減

少になっているのかなというふうには思います。 

  しかしながら、この特産品の送付件数6,116に
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ついては、県内町村の中でも２番手を担っており

まして、金額的にも上位を占めていると、これは

その競争の中で、宮代町も頑張らせていただいて

いるという結果なのかなというふうに考えておる

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 合川議員さんか

らの２点目のご質問でございますけれども、成果

書の72ページ。ＯＡ管理事業の成果のところでの

コストダウンを図りましたということに関しまし

て、お答え申し上げます。 

  こちらのほうに関しましては、平成30年度にお

きまして、ＬＡＮの配線の強化工事のほうを行っ

たところでございます。 

  それを行ったという理由が、いろいろ庁舎内の

組織の改編等がございまして、庁内ＬＡＮがいろ

いろ下のフロアカーペットを剥がして、いろいろ

やりとりをして、断線をするようなおそれも生じ

るということで、30年度については、そちらのＬ

ＡＮのケーブルの配線工事を行ったところでござ

います。 

  それに伴いまして、金額的には安価でできたと

いうことで、コストダウンのほうを図れたという

ことで認識しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。 

  ありがとうございます。 

  ふるさと納税については、その要因については

わかりましたんで、今後、また頑張って増やして

いくということを考えていかなければいけないな

と思いまして、２点目につきましては、このコス

トダウンというのは、そのＬＡＮを整備するに当

たって安価でできたというコストダウンであって、

ランニングコストのようなものがコストダウンに

つながったというわけではなくて、工事費が下が

ったというコストダウンというだけで……。 

  はい、わかりました。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  まず、歳入のほうで質問させていただきます。 

  こちら、決算書の37、38ページの雑入のところ

で、循環バスの違約金５万9,900円とあるんです

けれども、こちらはどういった違約金なのか教え

ていただきたいです。 

  あと、成果書の67ページですね。 

  便利バスが走る事業が、毎年度利用者が増加し

ているということで、喜ばしいことだと思うんで

すけれども、高齢者の免許返納がありまして、こ

れからもっと増えるのかなと思うんですが、その

部分で、成果書の71ページになります。こちらの

便利バス委託料のところで、降車ボタンの設置と

いう54万8,640円がありまして、こちらのほうが、

去年降車ボタンの設置をしたと思うんですけれど

も、そちらの設置料金がこちらのここに入ってい

るということは、バス会社持ちになったのかとい

うことと、あとは今年も料金箱が設置されたんで

すが、それも同じようなことになっているのか。 

  あと、庁舎等管理事業のところ、71ページの下

なんですけれども、こちらのほうが光熱水費のと

ころで、29年度、30年度がかなり値上がりという

か上がっているんですけれども、こちらの要因は

何だったのか。 

  あと、決算書の63、64で、みやしろ定住促進作

戦、こちらが成果書は41ページになるんですが、
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こちらで12月と２月に東京で開催された定住促進

イベントに出展し、宮代町をＰＲしましたとあり

ますが、どのようなＰＲをしたのか、具体的に教

えてください。 

  こちらの「みやしろ初めてツアー」が７世帯、

千葉県、宮城県、東京都とありますが、こちらは

どちらが何件あったのかの内訳と、こちらから例

えば実際、移住してくるということになったのか

どうか。つい最近だとすれば、ちょっとわからな

いかもしれませんが、それを教えてください。 

  あと、こちらの「みやしろで暮らそっ」のアク

セス数が年間16万7,104件であったと。そのうち

のこちらの「初めてツアー」７世帯だけというの

はちょっと少ないような気がしていて、今度の下

にある後期実行計画にある目標ですね、こちらが

ツアー参加、転入家族が年間20件という目標に対

して、アクセス数が年間20万件とあるんですけれ

ども、簡単に計算すると、これだけではとても少

なく、本来だったら50万アクセスがないと20件に

ならないんじゃないかなと思うんですが、そのあ

たりはもう少し、内容を向上させるのか、そのあ

たりを教えてください。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） まず、１点目の

決算書の37ページ、38ページ、歳入におけます雑

入の関係でございますけれども、こちらのほうに

バス違約金ということがございますけれども、こ

ちらのほうの説明のほうさせていただければと思

います。 

  循環バスにつきましては、平成30年度から新た

に５カ年契約におきまして、業者さんと契約を締

結させていただいたところです。４月１日から新

たなバスを使いまして運行のほう開始したところ

でございますが、４月１日からの納車時に、一部

不適切で間に合わない部分があったということで、

そちらのほうが契約上違反しているということで、

契約に基づく違約金という形で、違約金のほうを

徴収させていただいたところでございます。 

  そちらのほうの内容につきましては、循環バス

の表の表示にどこどこ行きという表示が出たり、

バスの車内で、次はどこどこのバス停ですという

表示がアナウンスされるような仕様にさせていた

だいたところでおったんですが、配線の関係で、

ちょっと間に合わなかったということで、料金箱

の設置の関係で間に合わなかったということで、

それら全ての配線において、うまくいかなかった

ということで、運行開始当時にそういったものの

表示ができなかったということで、仕様で間に合

うようにということでやっておったんですが、間

に合わなかったという形で、ちょっと違約金とい

う形でその分も徴収させていただいたところでご

ざいます。違約金につきましては、車両調達のみ

の部分での適用とさせていただいているところで

ございます。 

  その他の仕様に基づく運行については、きちん

とできているということで、先ほど申し上げたよ

うに、車両調達に係る部分での違約金の計算をか

けて徴収させていただいたところでございます。 

  続きまして、成果書の71ページですね。 

  こちらのほうの同じく便利バスの関係でござい

ますけれども、降車ボタン設置という形での記載

があるところでございますけれども、こちらのほ

うにつきましては、先ほど来から申し上げている

とおり、30年度から新しい車両のほう入れさせて

いただいたところでございます。 

  しかしながら、スタートしてみれば、利用者の

方から、降車ボタンの位置がちょっと高いんでは

ないかとか、いろいろなお話をいただいたもので

すから、そちらのほうを少し利用者の方の面を考

えて、少しでも利便性を高めるために、降車ボタ
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ンを若干低い位置に新たに設置をさせていただき、

対応させていただいたところでございます。それ

に伴う設置費のほうを受託会社のほうにお支払い

をしたところでございます。 

  最後になりますけれども、同じく成果書の関係

で71ページの庁舎等管理事業、こちらのほうの光

熱水費の関係で、電気料、上下水道料等ございま

すけれども、前年に比べて上がっているというご

指摘でございます。 

  こちらの上がりの理由でございますけれども、

まず、電気料につきましては、前年比で81万

1,064円の増額となっているところでございます。

こちらのほうにつきましては、平成30年度につき

ましては、酷暑日が続く中で、来庁者ですとか、

職員の体調を第一に考えた場合、どうしても空調

機を稼働せざるを得ない状況にございました。そ

ういった状況で稼働状況が高かったせいもありま

して、電気料が増額してしまっていると理由があ

るというふうに認識しているところでございます。 

  また、議員様、皆様ご存じだと思うんですけれ

ども、庁舎の入り口の正面玄関に「まちのクール

オアシス協力施設」というようなシールも張って

ありますことから、来庁者の方も真夏時につきま

しては、暑いところから中に入って少しでも涼ん

でいただければということで稼働のほうさせてい

ただいたところでございます。 

  また、上下水道料の使用料につきましても、前

年比で25万4,541円、こちら増額となっていると

ころでございますけれども、こちらのほうにつき

ましては、雨水をためるタンクがございまして、

そちらのちょっと電気系統がうまく作動していな

かったということで、本来は雨水をためて、トイ

レの水ですとか、植木にやる散水については、再

利用した雨水を使っているところでございますが、

こちらの中水をためる電気系統がうまく動いてい

なかったということで、トイレを使っている水に

ついても通常の水が流れてしまったということで、

水道料が増加してしまった状況にございました。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  定住促進の関係についてお答えします。 

  12月、２月のイベントはどのようなＰＲだった

かということなんですが、会場については、一つ

は日比谷の交通会館に移住サポートセンターとい

う埼玉県の施設がありまして、そちら主催で行っ

たＰＲイベントが一つと、もう一つ、東武鉄道さ

んと県、それから自治体が共同で行ったスカイツ

リーのソラマチで行ったイベントがあります。 

  どちらも希望する自治体が参加しまして、各自

の自治体のＰＲするんですが、ブースを設けまし

て相談を受ける、そういったコーナーと、あと県

が埼玉県に移住された方の体験談みたいなもので

すとか、あとは銀行でお金を借りて、家を建てる

ためのファイナンスのお話ですとか、そういった

ものとセットで行ったイベントに参加をさせてい

ただいています。そちらでは、町のＰＲパンフレ

ットですとか、町では、先ほどお話もありました

「みやしろで暮らそっ」というウエブサイトがあ

りますので、タブレット端末を持っていきまして、

そちらを使って、お話をさせていただいたという

経緯があります。 

  それから、定住ツアーの関係ですが、昨年７件

の内訳を申しますと、東京のほうでは調布市、八

丈島の八丈町、それから杉並区、それから千葉県

の松戸市、宮城県の富谷市から来ていただいてお

ります。 

  数カ月前に確認した段階では、まだ実際に住ん

でいる方はいらっしゃらないんですが、昨年ツア
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ーを行った際には、たしか１組宮代町に引っ越さ

れたというのを確認しています。 

  20万件のアクセス数を目標にして、16万件とい

うことで、少ないというご指摘もいただきまして、

目標のツアー数も20件ということで、確かに届い

ておりませんので、こちらとしても何かしらの対

応をしなくてはいけないというふうに考えている

ところです。 

  そこで、昨年度、サイトの見直しを行っている

んですが、もともと定住サイトについては、道佛

の区画整理とあわせて道佛の街並みですとか、物

件を紹介するサイトとしてできた経緯があります。

道佛の区画整理については、購買がほとんど終了

しておりまして、それまで転入される方も非常に

多かったんですが、ここへ来て、転入される方と

いいますか、総人口も少し横ばいに、少し下がり

ぎみになっているというところもありまして、そ

れとともにアクセス数も減っているというのが現

状です。おそらく、その紹介する物件の情報とい

うのが少なくなってしまったということもありま

して、新しく見直したサイトでは、物件情報では

なくて、実際に住んでいる方の様子ですとか、こ

ういった暮らしぶりができるという、そういった

ことに着目したサイトに昨年度から見直しを行っ

ております。そのサイトの中でも、当然ツアーを

申し込むサイトが誘導できるようになっておりま

して、どの記事に行ってもそういったツアーの申

し込みができるようなサイト構築にちょっと見直

しを行っています。 

  実際にツアーに参加された方に聞きますと、職

員の話を直接聞ける機会というのはいいんだけれ

ども、なかなか電話をしてまで申し込みづらいと

いうお話を聞いておりましたので、今回、資料請

求というボタンもつくりまして、そういった方を

逃さないように、接点をツアーの申し込みだけで

はなくて、そういった資料請求ですとか、ちょっ

と気軽な申し込みの仕方も加えて、今年度運用し

ているところです。 

  説明については以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  では、何点か再質問させていただきます。 

  循環バスの歳入のことはわかりました。 

  降車ボタンなんですけれども、こちら、50万

8,000円もかけて、また再度つけていたんですけ

れども、割とこれ、始まってからすぐにこの問題

視されたというか、私も乗ってみましたけれども、

前のバスのときよりもたしかボタンも少なくて、

押しづらくて、今回、料金箱のほうも移設という

か、されていますけれども、これはバスを調達す

る前にそこのところを気づけなかったのかなとい

う、確認されなかったのかなということと、次は、

光熱水費のところなんですけれども、こちら上下

水道の雨水でなく、水道水が使われてしまってい

たというところで、今はもう大丈夫なんですかと

いうところと、あと、こちらみやしろ定住促進で、

さっきちょっと聞きはぐっちゃったんですが、

「みやしろ初めてツアー」は７世帯申し込まれて、

そのうちの問い合わせ数、７世帯は来てくれたと

は思うんですけれども、実際、問い合わせのみで

は何件あったのか、お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  まず、１点目のバスの関係でございます。降車

ボタンで費やした費用が54万8,640円ということ

で、こちらのほうについては、すぐに納車時に問

題視されていたですとか、ボタンが押しづらいと

かいうようなご指摘がございました。また、料金

箱についても、今年度移設したというご指摘がご
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ざいました。 

  こちらのほうにつきましては、担当として、業

者さんのほうに依頼したわけでございますけれど

も、私たちのほうでここまで細かな指定が、指示

ができなかったというのが現状でございます。担

当といたしましても、当然のことながら、相手方

はプロなので、利用者のこと考えたボタンの位置

とかをきちんと設置していただけるだろうですと

か、料金箱についてもきちんと設置していただけ

るだろうというような考えでおったところで、こ

ういった状況が発生してしまったということで、

大変申しわけなかったという気持ちでございます。 

  それで、今後また契約が切れて、次回見直しす

る際については、こういったことを踏まえまして、

きちんと導入時から利用者の方に迷惑をかけない

ようなバスを導入させていただければと思います

ので、ご理解賜ればと存じます。 

  また、庁舎管理の光熱水費、こちらのほう、中

水のほうを直して、今は大丈夫かというお話でご

ざいますけれども、現状は中水きちんと機能して

いる状況でございますので、トイレの利用の際に

はきちんと上の水道でなく、中水が使われている

ことで、水道料のほうも通常どおりに戻っている

ような状況を確認しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  先ほどの７件の内訳で、東京都のほうで２件ほ

どちょっと漏れありましたので、申しわけありま

せんでした。 

  東京都のほうで、調布市と北区が漏れておりま

した。申しわけありません。 

  それと、１つ訂正をさせていただきたんですが、

そのうちの１組、昨年の10月に転入をしておりま

したので、申しわけありません、訂正をさせてく

ださい。１組、宮代町に転入をされています。 

  それから、電話も含めました問い合わせ件数は、

ツアーも含めて９件です。ですので、電話の問い

合わせが２件ほどあったということです。 

  以上です。 

○委員（野原洋子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  バスの降車ボタン、あと料金箱のほうもちょっ

と考えるとわかるところなので、ぜひ次回気をつ

けていただきたいと思います。 

  あと、光熱水費、こちらで中水の制御盤の修繕

工事のところだと思うんですけれども、こちらも

よくチェックして、こういうことのないようにし

ていただけたらと思います。 

  あと、みやしろ定住のところですが、９件電話

があって、７世帯来てくれて、そのうち１件転入

があるというのは、ここは確率がすごくいいなと

思うんですね。ですから、先ほど言っていただき

ましたけれども、電話するのはちょっとと思って

いる方に、すぐやってみやすいというか、そうい

う感じにしていただけたら、もっと問い合わせが

多くて、ツアーのほうにも来ていただけるとさら

に上がると思いますので、それはそのようにして

いただけたらと思います。 

  あともう一つ、12月、２月のイベントですね。

こちらのほうも宮代町、道佛とかのあの町並みも

すばらしいんですけれども、トウブコフェスティ

バルとか、あのあたりは本当にすばらしいので、

ぜひぜひもっとＰＲしていただいて、あとよくあ

るのは、最近、自治体の役場の職員さんたちがか

なり積極的にダンスでアピールしたりとか、そう

いう傾向もありますので、そのあたりもこれから

どんどん考えていっていただけたらいいと思いま

す。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございませ

んか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  簡単なやつを何点か質問させていただきたいと

思います。 

  予算書のほうの58ページなんですけれども、庁

舎の自動車の関係なんですけれども、今、おそら

くデータとかに載っていると思うんですけれども、

現在宮代町の管理している自動車、正確に何台あ

るのか、それからその車の車種、種類、それをひ

とつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、自動車の保険料なんですけれども、

それぞれ契約月日が違うと思うんですけれども、

この保険の中身は全て同じような保険の内容にな

っているのか、それから保険会社はどのような会

社、１社なのか、それぞれまちまちなのか、その

保険の中身をひとつお聞かせをいただきたいと思

います。まず、それが１点。 

  それから、一応庁舎内の植栽の関係なんですけ

れども、これ、年間通すとやはり700万近いお金

で管理をされているんですけれども、年何回、業

者はどういう業者で依頼をしているのか、過去に

何回か質問しているんですけれども、この植栽の

管理の状況をひとつお聞かせをいただきたいと思

います。 

  それから、成果書のほうの71ページのほうなん

ですけれども、若干、前段者も質問したと思うん

ですけれども、電気料の関係、特に庁舎内の電気

料が若干上がってきているというふうに思ってい

るんですけれども、今、庁舎のこの電気、特にこ

の照明の関係、ＬＥＤはどのくらい入っているの

か、もう全部入っているのか、それともＬＥＤは

何％今普及しているのか、その中身をひとつお聞

きかせをいただきたいと思います。 

  とりあえずよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  まず、１点目、決算書58ページの庁用自動車管

理事業の関係でございます。 

  町のほうにおいては、今、車を何台所有をされ

ているのかというご質問でございますけれども、

公用車全部で59台でございます。こちらの車の車

種でございますけれども、トヨタですとか、ホン

ダ、スズキ、日産、ダイハツ、スバルといった各

自動車会社の車両が役場のほうに入っているとこ

ろでございます。 

  こちらのほうの車なんですけれども、まず、私

どものほうの管財で管理している車が59台のうち、

34台ということでございます。内訳につきまして

は、総務課の所管ですとか、こちらの企画財政課

の所管ですとか、税務課、町民生活課、健康介護、

産業観光、まちづくり建設、教育委員会さまざま

なところが使っているところでございますけれど

も、こちらのほうの34台については、企画財政課

の管財のほうで全て予算管理をして、対応のほう

をさせていただいているところでございます。 

  また、車の保険料についてでございますけれど

も、車両保険につきましては、町村会のほうを利

用さていただいておりまして、対人・対物につき

ましては、民間の会社の保険会社を利用している

ところでございます。 

  対人・対物につきましては、毎年、見積もり合

わせをさせていただいているところでございまし

て、３社の業者さんのほうから見積もりを徴しま

して、一番安価な業者さんと契約をさせていただ

いているような状況でございます。 

  続きまして、庁舎管理の植栽関係でございます
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けれども、植栽については、年何回ぐらい、業者

はどこかというようなご質問でございます。 

  植栽については、庁舎の周辺で96本、進修館周

辺で197本、合計293本の植栽の管理をさせていた

だいているところでございます。生け垣の刈り込

みですとか、除草のほうを年２回、薬剤散布のほ

うを年３回、高木剪定を年１回ということで、管

理のほうをさせていただいているような状況でご

ざいます。また、業者選定に当たりましては、毎

年、入札のほうを実施させていただいておりまし

て、入札の結果、一番安価な業者さんとの契約を

させていただいているような状況でございます。 

  最後になりますけれども、成果書の71ページ、

庁舎等管理事業、こちらのほうの光熱水費の電気

料の関係でございます。 

  庁舎内において、ＬＥＤはどれくらいを入って

いるのか、何％ぐらい有しているのかというお話

でございますけれども、現在、庁舎内の執務室、

会議室等々で、ＬＥＤが入っているのはほとんど

ございません。しかしながら、健康介護課で１カ

所、企画財政課の管財のところで１カ所、税務課

のところで１カ所ということで、庁舎内において

は３カ所でＬＥＤを設置しているような状況にご

ざいます。ですので、パーセンテージにしたら、

ほとんどない状況ということで認識していただけ

ればと思います。 

  また、ＬＥＤ化につきましては、現在、担当と

して、蛍光灯から全てＬＥＤ化にかえていきたい

ということで、検討を進めているような状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  何点か再質問をさせていただきたいと思うんで

すけれども、まず、庁舎内の自動車の関係なんで

すけれども、管理しているのは34台で、あとは各

課にそれぞれ管理を委ねているようなんですけれ

ども、例えば現在ある庁舎の自動車、駐車場は完

全に確保されているのか、この34台、とりあえず

全部で59台という話、もちろんこの中には消防自

動車も入っていると思うんですけれども、とりあ

えずこれらの自動車の駐車場は完全に確保されて

いるのかどうか、それから自動車に対して、私も

これ、過去に一般質問でさせていただいた経緯が

あるんですけれども、宮代町の俗に言うロゴマー

クですか、昭和60年に町制30年施行で宮代町の町

章ができているんですけれども、残念ながらこの

宮代町の車で、この町章のロゴマークが入ってい

るのは何台あるのかどうか。 

  職員の皆さん方はシンボルマークとして、胸に

つけているというふうに思っておるんですけれど

も、ちょっと見当たりませんけれども、そんな中

で、このロゴが入っている、宮代町の道路であそ

こで走っていたら、少なくともやはりこのマーク

が入っている車は現在何台あるのか、ひとつお聞

かせ願いたいと思います。 

  それから、ＬＥＤの関係なんですけれども、今、

まさに各家庭はほとんどもうＬＥＤが普及されて

いますよね。これは電気料は随分やっぱり違いま

すよね、ＬＥＤの場合は。やっぱりぜひとも、Ｌ

ＥＤは明るいし、電気料も安くなるし、こういう

ものはぜひひとつ先進的に庁舎は導入してもらい

たいなと、財政的にはもちろん関係もあるんでし

ょうけれども、今、準備段階に入っているという

ことなんですけれども、準備段階じゃなくて、も

う既にＬＥＤが普及してもう何年たつかわかりま

せんけれども、明るくて、電気料が安いというこ

となんで、ぜひひとつこれに力を入れてもらいた

いなというふうに思いますけれども、そんな考え

があるやなしや、ひとつお聞かせ願いたいと思い
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ます。 

  それから、ちょっと質問が漏れたんですけれど

も、実は、この決算書の中の190ページのほうに、

宮代町の出資による権利ということで、それぞれ

町が出資している権利があるんですけれども、こ

の中で株式会社ＴＭＯ、宮代町の出資金が990万

円とこれ、計上されておるんですけれども、とり

あえず、これらの出資の権利のひとつ中身をお聞

かせをいただきたいと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５３分 

 

再開 午後 ４時０８分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求める前に、先ほど唐沢委員から出まし

たＴＭＯに関しては、産業観光課の所管になりま

すので、その分は産業観光課のときの答弁という

ことでよろしいですか。 

○委員（唐沢捷一君） 全体の出資に関する権利に

ついて、だからこの中にＴＭＯが入っている。 

  指定したのではなくて、全体の。 

  幾つある、10幾つあるでしょう。 

○委員長（丸山妙子君） じゃ、わかりました。じ

ゃ、全体の権利ということで。 

○委員（唐沢捷一君） この中で、ＴＭＯが入って

いますから、一つだというふうに理解してもらえ

れば。 

○委員長（丸山妙子君） わかりました。 

  では、では答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  公用車の駐車場の確保はされているのかという

ことでございますけれども、前段のご質問で公用

車について全部で59台、うち企画財政課の所管で

管理させていただいている台数が34台ということ

で申し上げました。この公用車34台については、

きちんと駐車場のほうは確保できていると認識し

ているところでございます。 

  また、公用車のロゴマーク、町章というお話が

あったんですが、唐沢委員さんが考えていらっし

ゃる町章というのは、三角の町章ということでよ

ろしいですか。 

  そうしますと、今の公用車については、その三

角の町章については入っておらず、そのかわりに

宮代町ということで、公用車のほうは対応させて

いただいているのが現状でございます。 

  マークが入っているのは、町章については、で

すので入っていないということで、宮代町という

ロゴが入っているということで認識していただけ

ればと思いますので、ご理解のほうよろしくお願

いいたします。 

  また、最後でございますけれども、庁舎のＬＥ

Ｄ化、こちらのほう全体的に入れかえれば電気料

が下がるですとか、執務室内が明るくなるという

ようなお話でございますので、先ほど申し上げた

ように１年でも早く庁舎内のほうがＬＥＤ化にな

るように、検討させていただければと思いますの

で、ご理解賜りますようにお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東でございます。 

  唐沢委員からいただきました予算書190ページ、

(2)出資による権利というところでございます。 

  それぞれの課で所管をしているというところ、
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例えばＴＭＯですとか、新しいものですと、産業

観光課といったところ、例えば金融機関との預託

金については、例えば納税等の関係で、預託金を

出資させていただているといったことでございま

すので、大変恐縮でございます、それぞれの所管

のところで、改めてまた詳細についてはご確認を

いただければと思います。恐縮でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  わかりました。では、そういうことで。 

  それから、ちょっと確認なんですけれども、車

のことで、再度お聞きしたいんですけれども、こ

れ、車を買うときには、我々が買うときには車庫

証明というのが必ず必要なわけで、町が買う場合

は車庫証明というのはどうなっているのですか。

ここに必ずとめますよというふうな証明を警察の

ほうに提出すると思うんですけれども、これはち

ゃんとした場所に、例えば番号を振ってあって、

１番のここにとめますよという車庫証明を出すと

思うんですけれども、町が買う場合はそういう手

続はとっているのかどうか、参考までにひとつお

聞かせ願いたいと思います。 

  それから、ＬＥＤの関係なんですけれども、確

かに巨額のお金がかかりますよね。これ、大変だ

と思います。１年で全部というわけにはもちろん

いきませんから、計画的に導入すると思うんです

けれども、ちなみにこれ、どのくらいのお金がか

かりますか、庁舎全体をＬＥＤにした場合、どの

くらいのお金が歳出されるのか、ちょっと参考ま

でにわかればひとつお聞かせ願いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  以上。 

○委員長（丸山妙子君） 答弁を求めます。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  町が車を購入する際の車庫証明の手続方法とい

うことでございますけれども、町が買う場合につ

いても、個人で買う場合と同様に、車庫証明のほ

うを警察のほうに届け出ているような状況でござ

います。個人で買うのと同じように、地図のほう

を、ここにとめますということで添付させていた

だいた上で、警察のほうに届けているような状況

でございます。 

  また、ＬＥＤ計画的に導入するかということで、

どれぐらい入れる場合についてはかかるかという

ことでございますけれども、大変恐縮でございま

すが、ざっくりでございますが、1,200から1,300

ぐらいということで、今考えているような状況で

ございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ちょっと２点ほどお聞きし

たいと思います。 

  １つは58ページ、庁舎自動車管理事業でござい

ます。 

  自動車の購入費ということで、406万4,185円、

その中で軽自動車、トラック、あと電気自動車で

すか、買うことなっているんですが、それぞれの

値段というのは幾らぐらいしたのか。また、電気

自動車、もしこれが新車として買う場合は幾らぐ

らいするものなのか、ちょっと教えていただきた

いと思います。 

  それと、82ページになります。 

  統計調査事業なんですけれども、今回３つの事

業を調査ということで、報酬25人、４人、２人に

出したわけなんですけれども、これに対して、調
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査する人物のそういう規定というのか何かあるん

でしょうか、条件というか。こういうことで、こ

ういう免許と持っている人は調べるとか、大学以

上だとか、そういう規定みたいなものはあるんで

しょうか。その辺のところを詳しくお願いしたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  決算書の58ページ、公用自動車の関係でござい

ますけれども、こちら購入金額ということでござ

います。 

  平成30年度におきましては、車のほうを３台購

入という形をとらせていただきました。まず、１

台目につきましては、軽自動車スズキワゴンＲ、

こちらのほうの購入金額でございますが109万

6,956円でございます。２台目、ボンゴトラック、

こちらのトラックのほう購入させていただきまし

た。こちらの購入金額でございますけれども、

223万9,139円でございます。最後、３台目という

ことでございますけれども、こちらのほうは電気

自動車、３年間のリースの満了を迎えましたので、

町のほうで電気自動車を買い取りという形で買い

取ったものでございます。買い取り金額72万

8,090円でございました。また、電気自動車の関

係でございますけれども、こちら、当初もし購入

した場合には、どれくらいの金額が車両本体でか

かるかというお話でございますけれども、こちら

の当時の買い取り金額、カタログ上の値段で申し

上げます。そうしましたところ、約462万4,000円

でございました。 

  続きまして、決算書の82ページ、統計調査事業、

こちらのほうで報酬があったというお話でござい

ますけれども、こちらの報酬に伴う人的なもので

ございますけれども、配置に当たりましては、特

段年齢制限等はないような状況です。平成30年度

においては５年に一度の住宅土地統計調査、こち

らのほうが大きな国の統計調査がございましたの

で、そちらのほうでいろいろ人を集めたというよ

うな状況がございますけれども、特段こういった

人ではないといけないというような制限はありま

せんでした。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） いろいろとわかりました。 

  軽自動車で109万円、ワゴントラックで223万で

すか、中古の電気自動車、３年使用ということで

72万、ちょっとこれ、説明の中で２年間と聞いた

ような感じがするんですけれども、その辺のとこ

ろが３年間使用なんでしょうか、２年間使用なん

でしょうか。 

  このリース料というのは毎年幾らぐらい払って

いたのか、ちょっとお聞きしたいなと思っており

ます。 

  それと、統計で、年齢制限とかそういう特段制

限はないということなんですけれども、これは誰

でも構わないということを意味しているのでしょ

うか。町として責任というものがあると思います。

各家庭に訪問するんですから、やはり何かの条件

があるんじゃないかなと思っているんですけれど

も、そういうことは全然なしで、来た人をどうい

うふうに決めているのか、もう一度ちょっと教え

ていただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 

  先ほど私のほうで、電気自動車のリース３年と

いうことで申し上げたところでございますけれど
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も、３年です。２年ではなく３年です。大変失礼

いたしました。 

○委員（山下秋夫君） ３年でいいですか。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） ３年ですね。こ

ちら当初平成28年２月からのスタートでございま

した。モニターとして参加して、３年間のリース

という形ですね。 

  それと、その間の費用の関係でございますけれ

ども、無償でございました。一切かからないよう

な状況です。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当、富永で

す。 

  住宅都市統計調査等の調査員さんの条件という

ことでお答え申し上げます。 

  すみません、１点、年齢制限等はないんですが、

何点か調査員さんや指導員さんやるということで、

示されている基準はあるんですが、ちょっとすみ

ません、１点だけしかちょっと今、間違いなく記

憶にあるのが１点だけでして、徴税吏員はなれま

せん。なので、税務を担当する人間、例えば徴収

の職員がやるというようなことはできないという

ふうになっております。そういったところの人間

は、この調査員にはなれないというふうなルール

がございます。 

  あと、もう１点、どういった人間でもいのかと

いうご質問につきましては、今まで、例えば役場

職員、元役場職員（ＯＢ）だとか、現在調査員や

指導員さんをやられている方の中で、特にこの方

だったらこういった仕事に関して責任を持ってき

ちんとやっていただけるよという方がご紹介をい

ただける場合がございますので、そういった方々

のお話を聞いて、かつその方と少しずつ面談等の

接点があった際にお話をして、できるなというこ

とで、こちらも感覚で恐縮なんですが、できると

思った際にお願いをしているような状況でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  庁用自動車については大体わかりました。一応

電気自動車の場合は、無償で借りていたんだとい

うことで、これ、自動車会社の宣伝のためだと思

うんですけれども、そういう点で、モニターとし

て、説明の中では２年ということで言ったもので

すから、あれ、３年なのかなというふうにちょっ

と勘違いしたんですけれども、３年でこれは間違

いということですね、２年じゃなくて。はい、わ

かりました。じゃ、説明のとき間違えたというこ

とでよろしいですね。はい、わかりました。 

  一応、大体、46万で買ったということでわかり

ました。 

  それと、統計調査事業なんですけれども、いろ

いろと年齢制限、一つの条件はあるにしても、こ

れは何かあったときに各家庭に行くわけですよね、

調査に。人間ですから、間違はないということは

ないと思うんですけれども、その責任というのは、

町でこれは負うということでよろしいですか。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当、富永で

ございます。 

  お答え申し上げます。 

  基本的に、調査委員さんが直接やられて、それ

が町に帰属するものに関しましては、町が責任を

持つということになります。ただ、こちらが調査

そのものが国から来ているものですので、内容に

よっては、例えば国や県の指導ということが万が

一あった場合にはそういったところにも責任とい

うか、そういったことも関係するんではないかと
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いうところで認識しております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） これは責任の問題になると

思うんですけれども、立場立場によって国の調査

だったり、県の調査だったり、町の調査だという

ことで。これは、でも、調査員というのは町で雇

うわけですよね。違うんですか、全部。 

○委員長（丸山妙子君） 情報担当主査。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当、富永で

す。 

  ちょっと少し細かくなってしまうんですが、身

分は実は県のほうで任命する調査員になります。

何でかというと、身分の証明がこちらは全て埼玉

県人事ということになっておりまして、それに対

して、推薦するという形になっておりまして、そ

の人にお願いして大丈夫そうですよというところ

は町が責任を持って推薦をして、それに対して最

終的な承認をして、この方たちが調査員ですよと

いう任命をするのが県の責任になっておりまして、

なかなか説明しづらいところがあるんですが、そ

ういった切り分けとなっております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  説明書の71ページをお願いします。 

  便利バスの委託料についてです。委託業者に支

払った委託料が2,687万4,490円、運賃収入は349

万6,000円、そうしますと、変な言い方ですけれ

ども、回収率は13％なんです。つまりバスに乗っ

た方が13％払ってくれているんです。残りの87％

は誰が払ったのか。これはバスに乗っていない人

が残りの2,300万を負担しているんです。 

  この13％回収するという率が適正なのかどうか、

教えていただきたいです。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東でございます。 

  金子委員さんの質問にお答え申し上げます。 

  確かにこの契約額2,900万に対する運賃収入と

しては13％ということでございますけれども、残

りの８割については、交付税算入されるというふ

うになっておりますので、基準財政収入額と需要

額と収入額の差額で出る……、すみません、特別

交付税ですね、失礼しました、訂正させていただ

きます。特別交付税で算入される。特別交付税と

いうのは、交付税全体の６％分に当たるわけです

けれども、いわゆる地域内の交通弱者に対応する

ようなバスを運行する場合には、特別交付税とし

て措置される６％分に含まれて算入されるものと

して理解をしていただければというふうに思いま

す。 

  これ、あくまでも税金で成り立っているという

ことは変わりはないんですけれども、国全体で賄

われているという部分もあるというふうに理解を

しているところでございます。 

  町民が、全てがその８割を、乗らない人の８割

分を残りの人が払っているというわけではなく、

国全体で面倒を見てもらっているというふうにご

理解をしていただければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） よくわかりました。 

  そうしましたら、せっかくそんなに優遇される

んでしたら、例えば北ルート、南ルート、東側は

東ルート、１周ルート、もっと便数を増やして、

仮にこの４倍、１億使って、それで８割いただく

ということも可能なんですか。 
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○委員長（丸山妙子君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東でございます。 

  特別交付税というのは、全体交付税の約６％と

見込まれていますけれども、それ自体は当然交付

税全体の割合というのは、年に変動するわけでご

ざいまして、確実にそれが確保できるわけではな

いというのもありまして、当然措置としてはあり

ますけれども、その全てが賄われるわけではない

ということを考えれば、青天井ではないというふ

うに理解しておりまして、もちろんそのルートに

ついては、いろいろと課題があることについては、

認識はしておりますけれども、青天井ではないと

いうことは我々も認識をしておるといったところ

でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 余り欲張っちゃいけないと

いうことですね。わかりました。 

  次の質問なんですけれども、対話によるまちづ

くりの推進、ちゃぶ台トークとワークショップの

件なんですけれども、町全体、有権者２万9,000

人に呼びかけて、参加者84人、64人といいますと

0.何パーセント、非常に少ない人数なんですけれ

ども、告知はどのようにしたんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  まず、周知方法でございますが、昨年10月号の

広報でやらせていただいております。その実施時

期とその兼ね合いも含めまして、広報10月号でこ

ういった形でお知らせをさせていただいて、４カ

所の実施をさせていただいた結果として、これ自

体は会場の周知、時間の周知だけでございますの

で、その中でも84人来ていただいたというふうに

認識をしておるといったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員、質問は一問一

答というより、全部まとめて初めに出していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員（金子正志君） わかりました。今回は一問

一答で。 

  回覧板には入れたんでしょうか。告知ですね、

回覧板に。 

  それから、ワークショップに参加した人に何か

お土産は差し上げたんでしょうか。 

  これ以上はないです。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  先ほど広報でということでお話をさせていただ

きましたが、私の説明不足で恐縮です。あわせま

して、地区連絡会のほうで、各区長さんに周知を

させていただいたということ。 

  参加者に対しては、和やかな話をしていただく

という意味で、お茶菓子等は提供させていただい

ておりますけれども、何か持って帰っていただく

のは、その中で会話をしていただいて、その中で

の収穫を得ていただいたというところも含めて収

穫があったんではないかというふうに思っており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません、ちょっと調

べていないんで、教えていただきたいんですが、

188ページの財産に関する調書なんですが、この

普通財産の土地の地籍ほうで１万1,248増減があ

るということ、これについて教えていただきたい

と思います。 
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○委員長（丸山妙子君） 角野委員、今の質問のみ

でよろしいですか。はい。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  決算書188、189ページの財産関係でございます

けれども、こちらの中で普通財産１万1,248平米

の増ということでございますけれども、こちらの

中身につきましては、主に西原自然の森を買収し

たことが大きな面積増の要因でございます。 

  また、あわせまして、区画整理地内の道佛１丁

目の保留地ですとか、そういったものも全部加味

した形での面積表示となっておりますので、前年

比増額となっているような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  西原で増えたのは何平米なのかお伺いするのと、

それから、聞きそびれて、もう一つ、西粂原のグ

ラウンドの増減が30平米減っています。所管がえ

ということで、これはどちらの所管に。所管がえ

で減ったというふうに聞いたような気がするので

すが、それ、違いますか。 

  それから、それにあわせて、30ページの不動産

売払収入が1,776万円入って、これについても教

えていただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  普通財産の１万1,248平米のうち、西原自然の

森の買収面積でございますけれども、こちらのほ

うは１万1,449平方メートルでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  先ほどご質問いただきました決算書30ページの

普通財産売払収入の件なんですけれども、こちら

につきましては、都市計画事業の代替地としまし

て、東武動物公園西口の公園の脇にあります土地

を売却したものによる収入でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  先ほどお問い合わせいただきました東粂原グラ

ウンドの財産の減につきましては、消防団小屋を

つくったことによりまして、減となったものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  今のスポーツグラウンドのところで、消防団詰

所が30増えたという、そういうところでよろしい

んですかね。 

  東粂原の消防の詰所が建つときに見に行ったん

ですけれども、これ、詰所自体の平米、これ土地

ですよね。駐車場という意味でなくて、詰所の敷

地ということなんでしょうか。敷地というか、敷

地の一部ということで見ていいのか、ちょっと聞

かせてもらいたいのと、それから、都市計画事業

の代替地ということで、これは代替地をどこか準

備してといって、そしてその個人が買った金額と

いうことでよろしいんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  東粂原グラウンドのマイナスと詰所の増という

お話でございますけれども、こちらの詳細につい

ては、大変恐縮でございます、町民生活課のほう
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になってしまうので、私どものほうでも細かいこ

とちょっと把握できておらないということで、ご

理解賜ればと思います。申しわけございせん。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） もう一点の都市計

画事業によって、個人の方からご購入いただいた

金額の収入ですかというお問い合わせだったんで

すけれども、今、お話しいただいたとおりでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  西口の都市計画事業に関して、代替地をという

ことで用意したということですか。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  そちらにつきましては、東口の都市計画事業で

すね。そちらの代替地としてご用意させていただ

いたものでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） わかりました。 

  では、東口都市計画事業の方の代替地として、

西口の公園の横を売ったということでいいんです

ね。はい、わかりました。 

  それから、先ほどの西原の森のことなんですが、

買収したのは１万1,440平米ということなんです

が、この上に郷土資料館とありますよね。そうす

ると、郷土資料館は１万1,449から4,992を引いた

額がここに入っているという理解でよろしいです

か。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  私の説明不足だと思うんですけれども、まず、

上のほうに郷土資料館部分ということで4,992平

米、こちらのほうが行政財産のほうになります。

普通財産として、私のほうで西原自然の森を１万

1,449平米ということで申し上げました。あわせ

まして、西原自然の森を平成30年度中に買収した

のが約１万6,441平米ぐらい、こちらのほうを買

収させていただきまして、普通財産と行政財産に

分けた関係で数字がこのように分かれているよう

な状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  では、行政財産と普通財産で、普通財産の中で

は１万1,449平米ということで、そうすると１万

1,449増えたんだけれども、区画整理保留地もあ

って、その増減が結果的に１万1,248ということ

なんですよね。 

  それで、きっちり教えてもらいたい、どうせな

ら教えてもらっちゃっていいですかね。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  今のお話で出てくる１万1,449平米、それから

先ほど話に出ました東口の代替地が232平米なん

ですけれども、これ以外に道仏区画整理事業でこ

ちらに所管が、企画財政課に財産が移ってきたも

のが、付け保留地というものがございまして、そ

ちらがその差となるわけなんですけれども、付け

保留地、ちょっと矮小な区画がございまして、そ

ちらを合計しますと171平米ございます。それら

を合計しますと、すみません、今の東口代替地の

分は逆にマイナスしております。232平米はマイ

ナスとなりますから、そちらの合計をしますと１

万1,248平米となるものでございます。 

  内訳については以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  まず、15、16ページの地方交付税の関係でござ

います。 

  地方交付税については、基準財政需要額が増額

しているということで、大まかに保育需要の拡大、

それから高齢者人口の増加ということなんですが、

これはちょっと大ざっぱ過ぎて、成果表にも書い

てありますけれども、この地方交付税が増えた要

因ですね、もう少し詳しくご説明していただきた

いと思います。 

  それから、先ほど循環バスの関係も言いました

けれども、省令算定分は、前年度同水準で交付さ

れていますが、その他特殊財政事情分の影響によ

りというように、この成果表でも書いてあります

けれども、それぞれ、じゃ、どのように配分され

ているのか、その点もお尋ねいたします。 

  それから、29ページ、30ページの16款の寄附金

でございます。この前段の中で答弁されておりま

すけれども、国からの返礼品に関する見直しの要

請だとか、商品券の廃止、それから寄附金額の引

き上げ等々いろんなそれぞれ全国的にも過熱ぎみ

の中で、宮代はこの寄附金の使い道というか、大

変マスコミでも一時取り上げられて、非常に健全

にやってきているんですけれども、これは国から

の返礼品に関する見直しというのはたしか２回ぐ

らいやられているんですけれども、これは宮代町

に特別来たわけでないでしょう。宮代はきちんと

そういう点では返礼品にしても、地元産とかをき

ちんとしたそういった中で返礼品として、これま

でやってきておりますけれども、これは全国一律

に返礼品に関する見直しの要請というのは国から

来たんだと思うんですけれども、これは特に宮代

に当てはまることではないですよね。それだけち

ょっと確認したいと思っております。それが第２

点。 

  それから、歳入で39ページ、40ページの臨時財

政対策債なんですけれども、私、これは前年度と

比較して１億3,025万円、町債の現在高、わかっ

ているんですけれども、この臨時財政対策債４億

5,115万円発行しております。このままいくと、

ほかの債権と違ってどんどん膨れていくような、

もちろん古いものについては返していきますから、

減ってはいきますけれども、臨時財政対策債とい

うのはどんどん増えてきているし、また増えてい

くんじゃないかというそういう危惧もあるんです

けれども、これについてどのように町としては考

えているのかどうか、その点、お尋ねしたいと思

います。 

  それから、歳出のほうの51ページ、52ページの

便利バスの運行、循環バスですが、利用者が増加

して、前年度よりも平成30年度は９％増となって

いるということで、それはそれで喜ばしいんです

けれども、もう一方で特に循環バスが通らない地

区の問題は依然としてあるわけなんですけれども、

デマンドバス等々も含めて、その辺、特に循環バ

スが回ってこない地域においては、町なかで、し

かも駅に行く循環バスもあって、非常にいいとこ

ろはいいと、しかし全然回ってこない地区につい

ては全く町のサービスとはいえ、ちょっと差があ

り過ぎるんじゃないかとそういう声も聞くわけな

んですけれども、時間がありませんので、私はそ

ういった点については、どのように改善していこ

うと考えているのか、その点、お尋ねをしたいと

思います。 

  それから、もう一つは、55ページ、56ページ、

庁舎管理事業としていいのか、企画財政ですので、
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やはり駐車場の問題ですよね。最近、駐車場が手

狭、全くなくて、一体どうなっているんだと、私

も一般質問の中で町民の声、ストレートに言われ

たんですね。何だ、この駐車場が全然できなくて、

困っているというようなお叱りを受けて、これは

質問で言いましたけれども、これは依然あるんで

すよ。 

  駐車場の確保ですね。今回新しい話としては、

社会福祉協議会がややもすると、西原自然の森の

ほうに順調にいけば行くと。そうすれば、そこの

敷地のあいた場合、駐車場になるのかなと、だか

ら一石二鳥という考えもあるんですけれども、こ

れはまだあくまでも予定なんですけれども、最近、

社会福祉協議会が独自でポール立てているんです

よ、「ここは駐車禁止」と。やはりあれも社会福

祉協議会がやむにやまれず立てたものかなと。や

っぱり社会福祉協議会だって、車も公用車もあり

ますし、いろいろ来る来客へのやはり確保もしな

ければいけない。 

  そういうふうな状態になっていますよね。です

から、これをどうするのかという問題ですよね。

それについても次年度にぜひその考えを生かして

いきたいという意味からお聞きしたいと思います。 

  それから、59ページ、60ページの契約事務管理

事業の中で、入札参加資格申請受付業務が隔年で

実施され、そのための増額ということなんですけ

れども、これはすみません、今ごろこういう質問

というのはおかしいんですけれども、なぜ隔年に

申請しなければいけないのか、これはどこの自治

体も同じなんでしょうか。 

  毎年やっても考え方としては、参加したいとい

うことで、受付業務、毎年してもいいような感じ

もするんですけれども、その辺のなぜ隔年になっ

ているのか、その点、お尋ねしたいと思います。 

  それから、63ページ、64ページのみやしろ定住

促進作戦でこれも冒頭、前段の議員から質問が出

ました。 

  成果書の41ページに確かに「みやしろで暮らそ

っ」の運営の中で、アクセスが年間16万7,104件

ということなんですけれども、これはあくまでも

アクセスで、実際、定住促進に結びついているの

かというと、これはもうパーセンテージにすると、

もう本当のわずかというふうになっていると思う

んですけれども、この定住促進というのは、これ

だけで定住させるためのもう決定打だというわけ

でもありません。 

  それはわかるんですけれども、余りにも定住促

進に結びついているのかなというふうに感じるも

のですから、その点、どういうふうにこれを評価

していいのか、その点もあわせてお尋ねしたいと

思います。 

  それから、181、182ページの町債の関係であり

ますけれども、償還額が元金につき4,041万の増

額、利子については逆に684万円減額となってお

ります。 

  こういうふうな状況なんですけれども、やはり

これも先ほど言った臨時財政対策債の償還期間が

大きく影響していると思うんですけれども、その

点、利子の主な減額理由は過去に借りた地方債の

償還が済んだこと、それと10年経過後の利率見直

しより借り入れ利率が低くなったと、そういうふ

うにおっしゃっておりましたけれども、この辺の

関係ですよね。しかし、依然、元金が大きくなっ

ている、その関係、歳入との関係でも言いまたが、

これについてのご説明もお願いしたいと思います。 

  それから、最後ですが、成果表の11ページ、財

政力指数ですね。同じく成果表の15ページの単年

度財政力指数、これの３年間の平均で財政力指数

というのが出るわけなんですけれども、単年度で

言えば減っていますよね。これは、財政力指数は、
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３年間の平均でもあるし、一緒くたによくすると

いうわけにはいきませんけれども、これはいつま

でも、いつも言っていますけれども、財政力指数、

県内でも本当に下から何番目なんですよ。そうい

った点では非常に厳しい状況だと思うんですけれ

ども、これをどうやってアップしていくのか、そ

の点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、本当に最後なんですけれども、これ

から予算編成の時期でもあります。私、監査委員

さんのときにも冒頭言いましたように、これから

予算編成に向けての９月議会、特に決算の議論と

いうのは、特に新年度予算に生かしていくために

も、非常に重要な議会でもあるし、重要な審議で

もあると思うんですけれども、その点で予算編成

に向けての大まかな日程で結構ですので、どうい

うふうに予算編成、予算がつくられていくのか、

これから予算編成方針が示されていくんだと思う

んですけれども、その大まかな日程でも結構です

ので、どういうふうになっているのか、改めてお

尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  それでは、財政担当所管分のご質問につきまし

て、一つずつご回答させていただきます。 

  まず、１点目の普通交付税の基準財政需要額が

増加した中で、保育所の入所児童数が増えたりで

すとか、あと65歳以上の人口が増えたと補足説明

で申し上げましたけれども、実際に30年度の普通

交付税の算定に使われました保育所の入所数で申

し上げますと、平成29年度の算定のときには430

人という人数で算定されていたところ、30年度の

普通交付税の算定につきましては464人というこ

とで、34人増加しております。それ以外にも社会

福祉費影響あるんですけれども、最も大きいのが

この影響で、それで、社会福祉費全体で6,665万

8,000円の基準財政需要額の増加がございました。 

  もう一点の高齢者保健福祉費、65歳以上の人口

ですけれども、これも基準となっている65歳以上

の人口で申し上げますと、平成29年度が１万79人、

こちらが30年度の算定で１万616人ということで、

この増分が基準財政需要額の増につながっており

まして、これで高齢者保健福祉費が需要額ベース

で3,159万5,000円ですので、先ほど申し上げた社

会福祉費と高齢者保健福祉費で基準財政需要額が

約9,800万ほど増えてございます。 

  一方、減も当然ございまして、一番大きく減っ

ているのが、基準財政需要額の中の包括算定経費

と呼ばれるものでございまして、簡単に言うと窓

口ですとか、あと議会事務とか、総務費とか、い

わゆる一般的な管理事務全体、これは今、毎年逓

減の見直しが行われているんですけれども、その

見直しで3,606万6,000円のこちら基準財政需要額

で減となってございます。 

  先ほど言いました基準財政需要額の増分が約

9,800万で、今申し上げた包括算定経費の経費の

減分が約3,600万ですので、この差し引きでおよ

そ6,200万ほど交付税が増えたというのが、ちょ

っと簡単な説明ですけれども、一番の増加の理由

となります。 

  続きまして、２点目の特別交付税の省令算定分

とその他特殊財政事情分の増につきましてですけ

れども、省令算定分というのは、先ほど出ました

ように、例えばバスとかある程度省令で算定項目

が決められていて、金額もこちらから算出資料の

紹介があって、実際に契約額とかを提出して、そ

の一定割合で算入されますので、比較的わかるん

ですけれども、その省令算定分が平成29年度で

4,435万6,000円、30年度の省令算定分が4,615万
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4,000円ということで、こちらは約180万の増とい

うことで、特別交付税の全体の増額からすれば、

省令算定分は少ないということになります。 

  残りのその他特殊財政事情分というやつなんで

すけれども、これはその年にその市町村で生じる

特殊財政事情を県に報告をして、埼玉県知事が総

務大臣と協議して決まってくる、交付が決まると

いうところで、実際にどのように算定されている

かはブラックボックスと言われるところでござい

まして、それの平成29年度の金額が6,918万8,000

円で、30年度のその他特殊財政事情分が7,777万

6,000円というふうになっておりまして、こちら

が増加額が858万8,000円ということで、先ほど申

し上げました省令算定分よりもこちらのその他特

殊財政事情分のほうが大きいということからも、

このように成果書のほうに理由を表記させていた

だいております。 

  ただ、いずれにしても特別交付税は地方交付税

の決算額から見れば、およそ毎年６％程度で来て

おりますので、この内訳が増減していくというの

が、ここ最近の状況でございます。 

  続きまして、２点目の寄附金の見直しに関して

でございますけれども、総務省からいわゆるふる

さと納税の見直しで求められているは大きく２点

でございまして、返礼品の中でも返礼割合、例え

ば３割以下と決められて今おりますので、１万円

の寄附額だったらもう3,000円以下にしなさいと

いう見直しと、あともう一個求められているのが、

いわゆる地場産のものにしなさいという見直しの

２点でございます。 

  地場産のものにつきましては、宮代町は全然問

題なく、「メイドインみやしろ」を中心に第１次

産業でとれたもの等を返礼品にしておりますので、

こちらについては問題はないということだったん

ですけれども、返礼割合については、３割を超え

ているものが幾つかございましたので、これにつ

きましては、実際総務省から宮代町個別に通知を

いただております。 

  それもあって、昨年の11月からは返礼割合の見

直しということで、実際には返礼品の調達価格を

下げたり、あとは実際に寄附金額を上げたりして、

この３割以内におさめたというところでございま

す。 

  続きまして、３点目の臨時財政対策債でござい

ますけれども、臨時財政対策債につきましては、

ご指摘いただいているとおり、平成14年に発行以

来毎年、億単位での借り入れを行っておりまして、

平成14年度に借り入れたものが20年償還となりま

すので、平成34年度までは膨れ上がってくるとい

うふう現在見込んでおります。 

  ただ、実際には、成果書の８ページと９ページ、

地方債現在高の状況というところを見ていただき

たいんですけれども、この中で一番下にある臨時

財政対策債を見ていただきますと、30年度の発行

額が４億5,115万2,000円です。それに対しまして、

返済のほうも大分上がってきておりまして、今４

億132万2,000円ということで、一時期は億単位で

の借入金の上昇だったんですけれども、今はむし

ろ返済と借り入れの額が近づいてきておりまして、

増えてはいるんですけれども、増えている金額自

体は実質5,000万に今おさまっております。 

  ですので、だんだん毎年、借り入れと返済の額

は縮まってきておりまして、実際には例えば今年

令和元年度の算定は既に終わっておりまして、令

和元年度は、臨時財政対策債は３億7,201万1,000

円ですので、返済のほうは恐らく４億を超えてき

ますので、実際には臨時財政対策債の残高は今年

は減る見込みでございます。ですので、実際には

平成34年度と言いましたけれども、もう今高どま

りに来ている状況でございます。 
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  続きまして、引き続きすみません、財政担当の

所管でいきますと、町債全体の返済についてとい

うことになっておりますので、引き続き成果書の

８ページと９ページを見ていただきたいと思いま

す。 

  こちらも最近の傾向で、毎年ちょっと同じ答弁

になってしまうんですけれども、普通債につきま

しては、実際には、今借り入れについては、普通

交付税の措置があるものしか借り入れを原則行っ

ておりませんので、実際には有利なものしか借り

ていないので、借りてはいるんですけれども、今

年度地方交付税措置されます。 

  実際に発行額よりも元金償還額のほうが大分大

きくなってきておりますので、普通債につきまし

ては、減少傾向にございます。ただ、一昨年です

か、29年度に限っては、防災行政無線のデジタル

化と、あと、小・中学校の普通教室のエアコンと

いう大きな普通建設需要が２本ございましたので、

29年度に限ってはこの傾向がなくて、増加してし

まったということはございますけれども、それを

除けば普通債については、今減少傾向でございま

す。 

  臨時財政対策債は先ほど言いましたとおり、今、

高どまりしつつございますので、全体としては、

地方債は今大体上限といいますか、今ここが大体

上限かなと見ておりまして、今後につきましては、

普通債の減少と臨時財政対策債も緩やかですけれ

ども、平成34年度を過ぎれば減少に転じるかなと

思っておりますので、横ばいかもしくは緩やかに

減少するというふうに今後は見込んでございます。 

  続きまして、財政力指数ですけれども、こちら

も成果書の15ページにございますとおり、ご指摘

いただきましたとおり、単年度では昨年度よりも

実際には減少しております。 

  財政力指数につきましては、短期的に上げると

いうのは非常に難しい指数でございまして、実際

に上げる手段といいますと、やはり町税等を確保

していくことしか実際ない状況です。 

  ただ、平成25年度以降は区画整理の影響もあっ

て、町税は実際伸びてきておりまして、見ていた

だくとわかるように、決算ベースで見ましても、

30年度の決算は町税は宮代町としてはかなり高い

水準で確保できたところです。 

  すみません、成果書に戻って、11ページでござ

いますけれども、財政力指数を見ていただくと、

これは３カ年平均で実際にはこれが公表値になる

わけですけれども、28年度、0.629から29年度

0.633、30年度が0.636と単年度では下がってしま

ったんですけれども、３カ年平均の公表値では緩

やかに上昇しておりますので、今後、横町等の影

響で町税が増えてくれば、こういった財政力指数

の向上も期待はできるかなというふうに考えてご

ざいます。 

  私のほうから最後ですけれども、予算編成に向

けての決算をどうしていくのかというところと、

大まかな日程というところですけれども、実際に

予算編成に向けて決算はご指摘いただいたとおり、

重要な審議ですので、実際にはこちらの決算でい

ただいたご意見等を踏まえて、来年度の予算編成

方針に反映していきたいというふうに思っており

ます。 

  あとは来年度に向けて、大まかな日程というと

ころですけれども、実際、先月８月に全庁的には

一度来年度に向けた新規拡充の事業の調査は行っ

ております。その新規拡充を行った事業につきま

して、今月各担当者と財政担当のほうでちょうど

今週からヒアリングを実施する予定です。 

  あと、すみません、先月、新規拡充とあわせて、

今後５年間の財政推計の調査もかけておりますの

で、今月かけて、今後５年間の財政フレームとい
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うのを作成しまして、それと新規拡充の内容を踏

まえて、実際には10月の中旬から予算編成をスタ

ートしたいというふうに考えてございます。 

  その後、11月にもう一度ヒアリングをして、最

後は12月で来年度の新規拡充事業を町の経営会議

の中で決めて、実際に予算化していくという手順

で進める予定でございます。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  私のほうからは、質問のございました便利バス、

庁舎管理について、この２点についてお答え申し

上げます。 

  まず、便利バスにつきましては、議員さんご指

摘のとおり、利用者については前年比で約９％の

伸び率がございました。しかしながら、通らない

地区の問題があるということで、今後どのように

改善していくのかということでございます。 

  現在の便利バスにつきましては、市街地を中心

に西原自然の森から北側のぐるる宮代までの直線

を結んだもので、バスの運行をさせていただいて

いるところでございます。 

  そのため、当然のことながら、市街化調整区域、

いわゆる空白地帯ができているのが事実でござい

ます。そのバスが通らない空白地域を今後、どの

ようにカバーをしていくかということが担当での

今、課題となっているところでございます。 

  例えば、デマンド交通を走らせて対応していく

べきだとか、そういう話もございます。全てが全

町的に循環バスでカバーできるとは思っておりま

せんので、循環バスでカバーできない地域につき

ましては、先ほど申し上げたとおり、デマンド交

通等で、空白地域についてはカバーをできればと

いうふうに考えているところでございます。 

  続きまして、庁舎管理の駐車場問題についてで

ございます。こちらのほう、駐車場につきまして

は、現在、役場の正面駐車場63台、進修館駐車場

として47台、社会福祉協議会のほうでとめられる

台数として８台ということで、全体的に来庁者の

方がとめられるスペースは現在118台ということ

で認識しているところでございます。 

  しかしながら、役場に来るお客様についてはさ

まざまな理由でご来庁されます。戸籍をとりに来

たり、税の相談ですとか、それ以外にも進修館で

大きなイベントがある場合については、当然のこ

とながら、駐車場が足りなくなる状況が発生して

いるところでございます。 

  進修館でイベントがある場合については、例え

ば主催側の原課のほうにおいても、参加される皆

様方のほうに、例えば公共交通機関を利用してい

ただきたいとか、できれば相乗りで来ていただき

たい、近い方については、なるべく徒歩で来たり、

自転車で来ていただきたいというようなお願いを

しているような状況でございます。 

  しかしながら、天候によっては、雨天等の場合

については、徒歩で来よう、自転車で来ようと思

っても、悪天候のために車で来られる方も多々い

らっしゃると思いますので、そういった場合につ

いては、当然のことながら、駐車場が足りなくな

るような状況が発生しているということで、捉え

ているところでございます。 

  引き続き、こちらの駐車場問題については、足

りないということで、担当しても認識しておりま

すので、どのように駐車場を確保していくかとい

うことが課題でございますので、先ほど来から申

し上げているとおり、主催者側から参加される

方々へのできる限り公共交通機関を利用していた

だきたいとか、相乗りで来ていただきたいという

ことでお願いをしていければというふうに考えて
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いるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  私のほうから、決算書59ページ、60ページ、契

約事務管理事業の中の入札参加資格について、２

年置きに受け付けを行っているのはなぜかという

ところでご回答させていただきたいと思うんです

けれども、入札参加資格事務につきましては、建

設工事に関しましては、埼玉県が運用するところ

の電子入札システムを使わせていただいておりま

す。これは宮代町だけでなく、埼玉県内市町村の

建設工事に関して言えばどこの市町村も同じよう

な状況でございますけれども、そのような形です

ので、県のほうで当初の受け付け、一番最初の受

け付けが２年置きとしているものでございます。 

  ただし、随時変更の中間の手続がございますの

で、ある程度区間を区切って、新規の受け付けも

しておれば、変更の手続も必ずしも２年置きとい

うことではなく、定期の中で、定期で区切って、

受け付けをさせていただいている次第でございま

す。 

  入札参加資格の２年置きの理由につきましては、

以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  定住政策の関係でお答えします。 

  定住促進作戦、定住に結びついているのかとい

うご質問だったかと思いますが、ここのところ、

宮代町については人口が微増もしくは維持を続け

ているところなんですが、詳しく分析してみます

と、転入についてはやはり近隣からの転入が多い

状況です。 

  そのほか県外からの転入で最も多いのはやはり

東京都になっておりまして、東京都から30年分は

153人転入をされていらっしゃっています。 

  この定住については、やはり皆さん、お住まい

になるところを探そうと思ったときに、ホームペ

ージを調べるという方がやはり多いということで、

近隣から来られる方については、宮代町はもうご

存じですので、改めて調べる機会は少ないかと思

います。そういった意味では、宮代町を知らない

方にどれだけ町の情報が届いているのかというと

ころが大変重要なのかなというふうに考えている

ところです。そういった意味で、ホームページの

情報というのは大変有効ではないかなというふう

に考えております。 

  こちらについては、昨年７件ほどツアーの申し

込みがあったとお話をさせていただきましたが、

７件中３件が東京都内の移住サポートセンターか

らの紹介になっておりまして、このサポートセン

ターの方の担当者の方にお話を聞きますと、埼玉

県の西部についてはもともと相談の件数が多いん

ですが、東部地区についてはもともと相談件数そ

のものが少ないということで、どういったときに

紹介するのかと聞きますと、やはりサポート体制、

受け入れ体制がしっかりあるところでないとなか

なか紹介しづらいということで、当然だとは思う

んですが、近隣でも幾つかそういった担当を置い

ている自治体も私の知る限りでは幾つか、例えば

蓮田市さんですとか、あるんですけれども、やは

りこういったところに力を入れて、実際にツアー

を行って、参加者の声などをサポートセンターの

ほうに聞いてみますと、やはりそういったウエル

カム感のあるところに紹介しないと、行った方が

ただ行くだけになってしまって、来るんじゃなか

ったなという思いをしてもらうようであれば、し

っかり受け入れてくれるところに紹介をさせてい
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ただきたいということで、恐らくこの東部地区の

紹介はほとんど宮代町はいつも紹介していただい

ているというふうに聞いております。 

  これを数値化して評価するというのは、なかな

か難しいところなんですが、今回、第５次総合計

画にあわせまして、アンケート調査を行っており

ますが、この５年間に転入された1,000件の方に

調査を行っております。その中では、「以前から

宮代町を知っていたか」ですとか、「どちらから

いらっしゃいましたか」とか、「直接的にこうい

ったウエブサイト「みやしろで暮らそっ」を知っ

ていましたか」ですとか、そういった質問を設け

ておりまして、つい先日、コンサル業者のほうか

ら７月１日が期限だったものですから、速報とし

てデータが来ておりますので、そちらの分析も進

めまして、その結果を定住施策のほうに結びつけ

ていきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東でございます。 

  先ほどの駐車場の関係で、丸藤委員さんから社

協の話をいただいたかと思います。 

  それについて、ちょっと補足を説明させていた

だきますと、現に６月議会から複数、ご質問いた

だいておりまして、町としては、旧ふれあいセン

ターにつきましては、福祉的利用を第一義的な目

的として、今、調整をしているというお話をさせ

ていただいたところでございまして、現に社会福

祉協議会ですとか、作業所等の関係団体等を調整

をさせていただいているという状況でございます。 

  その結果、その目標は持ってはいながらも、当

然社会福祉協議会という団体がどういう意向なの

かも含めて、その実現可能性を現に探っていると

いう状況でございますので、その実現が可能にな

ったときには、確かに駐車場になる可能性はなき

にしもあらずですけれども、現状としてはあくま

でも調整段階ということで、イコールというふう

にはならないということについては補足をして説

明をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２７分 

 

再開 午後 ５時３７分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいのような

ので、再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、確認をしながら、若干再質問もした

いと思います。 

  まず、ページ数で言えば15、16ページの地方交

付税の関係でございます。地方交付税については、

保育所関係と高齢者福祉費の増額ということで、

私はこんなに、例えば保育所入所児童数が34人増

えたということだけで6,665万8,000円も増額にな

る、それから65歳以上人口の増による高齢者福祉

費の増額、これが500何人ですよね、これで3,159

万5,000円と、こういうふうに増えるというふう

には具体的に聞いてびっくりしているんですけれ

ども、これはこれでわかりました。 

  それと同時に、特殊財政事情分の影響というの

は、これはもう担当のほうでも実際わからないで

すね。これは国のほうのさじかげんということで、

理解しました。いずれにしても、普通交付税の

６％枠ですから、その差での金額だと、それがさ

じかげんだというふうに理解しました。交付税に
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ついてはわかりました。 

  それから、29ページ、30ページの寄附金の関係

でございますが、この返礼の割合が３割以内とい

うことで、宮代は、先ほどの説明だと出たことが

あるということなんですけれども、それはここの

ところずっとですか、それともいつの話なんでし

ょうか。そうすると、国からの返礼品に関する見

直しの要請というのは、一律にやるんだと思って

いたんですよ。ですから、そういう意味で一応受

けたというふうに私は理解していたんですけれど

も、返礼割合を超えたことがあるということで、

そういうところにだけしか国の総務省ですか、要

請はしていないのか、さっき言ったように、とに

かく守っていてもこれはこういうふうな流れで要

請文が来ているのかどうか、その点あわせて。返

礼の割合が３割を超えて、具体的に来たんだとす

れば、これはレッドカードというか、黄色なのか、

なかなかわかりませんけれども、それはきちんと

守られているんでしょうねということの確認もし

ていきたいと思います。その点、もう一度お願い

したいと思います。 

  それから、39ページ、40ページの町政の関係で、

これは臨時財政対策債については平成14年度以降

で、高どまりで推移していくということで、高ど

まりということは今がピークだということなんで

しょうけれども、先ほど何か気になった年数、平

成34年までなんでしょうか。ちょっとその辺、聞

き取れなかったので、今が高どまりということな

んですけれども、それがどこまでいくのか、その

点で先ほど34年と言っていましたね。その点につ

いてもすみません、もう一度お尋ねしたいと思い

ます。 

  私はなぜこういう質問をしているかというと、

やはり財政力指数もそうなんですけれども、義務

的経費というのは、職員数の増加、あるいは給与

の改定によって人件費はどうしても増えますよね。

そのほか公債費も、こういうふうに増えていくと、

やはりさらに投資的経費も増えていくわけですか

ら、これはやはり財政をどういうふうにしていく

かというそういう考え方もやはりきちんとしない

と、もちろんそういった点では、だからこそそう

いった町債についてもきちんと５年後、10年後の

スパンで捉えているとは思うんですけれども、そ

ういった心配もあるものですから、じゃ、高どま

りで推移するから、当面はいいのかどうか、これ

から考えられる公共施設等々の老朽化による建設

などもあるんですけれども、それらも含めてどう

なのかということで、もう一度確認させていただ

きたいと思います。 

  それから、循環バスの関係ですが、もちろん担

当としても課題だというのはよくわかります。た

だし、改善の関係で、じゃ、相乗りでお願いしま

すとか、そういったお願いとか、どれだけそうい

ったことで町民というのは、それらのことを言わ

れたから、じゃ、そのことを気をつけて、じゃ、

駐車場利用しようなんていうふうに思いますか。

私は、これはそういった、それだけでは改善にな

らない。これは抜本的な改善が必要だと思います

よ。 

  これまでも少なくても何人もの議員が駐車場の

確保ということで取り上げていますよ。これはや

っぱり私は質問のときは、急いでやるべきだとい

うふうに思うんですけれども。 

  これは嫌みじゃないんですけれども、社会福祉

協議会でもやはり困っているあらわれですよ、あ

れは、あのポール。最近、入れようと思ったらポ

ールが立っているんですよ、入れないんですよ。

それもやはり苦肉の策でああいうふうにやったん

だと思うんです。みんながそう思っているわけで

すよ。社会福祉協議会に来ている方たちはああい
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う形でしないと、確保できない。進修館だって利

用してもらえば利用してもらうほどやっぱりいい

わけですから、できるんだったらそういうにした

いと思っていると思いますよ。 

  私、これは埼玉県の庁舎へ行ったときに、私、

たまたま議員バッジしていたものですから、背広

着ていったら、「やあ、議員さんはこちらです」

と言って県議のほうになんかややもすると案内し

ようとしていたんで、私は普通の町議会議員なん

でということで、「ああ、それは失礼しました」

みたいになっていたんですよ。やっぱり県議会だ

ってそういうにやっていますし、これはみんなそ

ういうふうに……。 

  とにかく、やはり町がきちんと、借地のままに

なっているから、町の公用車だって家を建てられ

て、駐車場が狭くなった。そういう要因もあるん

ですけれども、社会福祉協議会はあくまでも予定

ですけれども、抜本的な解決をしていかないとし

ようがないと思うんです。そういった点では、せ

んだっても利用している方、ただ置いて、電車に

乗っていく、その辺の分け方もきちんとするみた

いな答弁していますけれども、抜本的なやはり必

要だと思う。 

  実際、これ以上の拡張はできない。あるいはそ

の辺の考えをということで、私はお願いだけじゃ、

それはお願いもしなければいけないけれども、そ

れは抜本的な解決にならないと思うんです。その

点についてお尋ねしたいと思います。 

  それと、59ページ、60ページの契約事務管理事

業、答弁でわかりました。そうしますと、中間手

続期間、限定だけでも新規で、不定期で受け付け

るということであれば、じゃ、隔年でなくて、期

間限定だけれども、いつごろ受け付けるんでしょ

うか。この辺は徹底しているんでしょうか。私は

たまたまちょっと隔年で入札参加資格申請受付と

いうことで、何でだろうというふうに思ったんで

すけれども、そういった点では、できるんであれ

ば、きちんとできますよというような知らせも必

要かなと思うんですけれども、そういった点で、

もう一度お尋ねしたいと思います。 

  63、64ページの定住促進作戦ということで、今

後、転入した方にアンケートをとって、分析し、

それを政策的にしていくということなんで、それ

も見て、注視するしかないと思うんですけれども、

この点については了解しました。 

  財政力指数の関係ですけれども、担当者がおっ

しゃったとおり、基準財政需要額と基準財政収入

額で、基準財政収入額が大きくなれば、それは文

句ないですよ。ですので、そうなればということ

なんです。なるようにというふうになればいいん

ですけれども、そうならないのが実態だと思いま

すんで、やはりそれは数字上ではそうなりますけ

れども、実際、難しいことですんで、それはむし

ろ町収入源が減れば交付税もそれに見合って増や

していくと思うんですけれども、そうじゃなくて、

やはり財政力指数、単年度財政力指数も上積みし

ていかないと、結果的にはいい方向にいきません

ので、そういった点では、この基準財政収入額、

要するに町税ですよね。それが上回ればいいんで

すよ。上回らない場合もやはり考えていかなけれ

ばいけないので、それ以外の財政力指数のアップ

の方向というのはどういうんでしょうか。 

  それと、悪い悪いというんですけれども、やは

り下から２番目なんでしょうか。それも去年の決

算ですので、宮代の財政力指数の位置についても

お尋ねしたいと思います。 

  新年度予算に向けての先ほど大まかな日程を伺

いました。宮代は８月には新規拡充の調査はいつ

もやっていることなんですか。私、ちょっと改め

て聞いたことがなかったんで、今、改めてその点
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聞いたんですけれども、これは従来から、聞けば、

ああやっているのかという気がするんですけれど

も、これはここのところ始めたのか、従来からや

っているのか、その点。 

  それと10月中旬に、それで予算編成方針が一応

示され、10月各課予算要求書作成だとか、各課と

財政担当の協議、査定ですかね、要するにヒアリ

ング。これは11月から年内ぐらいですかね。11月

中にやっちゃうんですか、その点。 

  それから、国と地方財政の、国との関係もある

と思うんですけれども、その辺の内部調査という

か、その辺はいつごろやられるのか。 

  新年度に向けてなんですけれども、町長にこの

予算の査定というか、それは最終的にはどの─

来年度になってからだと思うんですけれども、い

つごろになるんでしょうか、その点だけ確認した

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  じゃ、財政担当所管の再質問につきまして、お

答え申し上げます。 

  １点目の寄附金についてですけれども、経過を

詳しくということですので、お話しさせていただ

きますと、総務省からの全団体への見直しという

のは、平成29年４月から行われております。その

ときにあったのが返礼品の３割以下ということと、

金類似性の高い、いわゆる商品券のようなものを

やめてくださいよということとか、あと高価なも

の、いわゆる高額家電と呼ばれるようなものは自

粛してくださいというのが平成29年度から要請と

いう形で来ております。それが引き続き30年度の

４月、30年４月にも同様の通知が行われまして、

その中では、３割以下は引き続きというところと、

あと地場産が新しく入ってきたというのが、30年

度でございます。 

  もともとふるさと納税の取り組み自体は、ご存

じのとおり、宮代町は地場産のみのものしか返礼

品として扱っていなかったということと、また返

礼割合についても３割については、具体的な根拠

というのが国から一切示されてはきませんでした

ので、なぜ３割にしなければいけないのかという

ところを、内部で検討したところ、宮代町ではそ

の当時のやり方自体は何の非もないという判断の

もとでやっていたので、返礼割合が３割を超えて

いた時期があったというところでございます。 

  ただし、最終的には30年に入ってからは、実際

には３割以下にしなければ、対象団体としないよ

うな税制改正の流れもありましたので、昨年の11

月からはその３割以内におさまるように、先ほど

申し上げたとおり寄附金額を上げたり、あとは調

達価格を事業所さんと調整して下げたりして、い

わゆる総務省が定める基準の中におさまるような

取り組みにかえたというのが経過でございます。 

  ただ、ほかのいわゆるマスコミ等で出てくるよ

うな例えば返礼割合が非常に高いとか、そういっ

たものはなくて、例えば宮代町の見直しというの

は、１万円で3,600円だった調達価格を、600円を

抑えて3,000円にするとか、その程度の見直しで

すので、マスコミで取り上げられるような派手な

ことは全然やっていなかったというようなもので

ございます。 

  ２点目の臨時財政対策債についてですけれども、

一つ、34年までと申し上げたのは、平成14年度に

借り入れたものが臨時財政対策債の償還期間が20

年ですので、最初に借り入れたものの返済が終わ

るのがちょうど34年ということになります。そう

しますと、新しい地方債を借りても、１本返済が

終わっていくので、そういう意味で34年度を高ど
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まりの目安と捉えているというところです。 

  ただ、上昇していく金額については、先ほど言

ったとおり返済額と借り入れの額の差が、大分縮

んできておりますので、それほど単年度では大き

くはもう増えてこないのかなというふうに見てい

るということで、34年の目安というのは、その返

済が最初のが終わるというところで、一つ目安に

しているところでございます。 

  ３点目の財政力指数ですけれども、なかなか単

年度基準財政収入額を上げる以外の見直しという

のは非常に難しいので、今すぐにちょっと思いつ

くのはないんですけれども、今後につきましては、

先ほど言いましたとおり、町税をやはり確保して

いくしか手段はないのかなと。それに、あとは先

ほどもちょっと申し上げたとおり、今後、横町等

の開発で、宮代町はもともと法人町民税と固定資

産税が工業団地等がないので、同規模自治体に比

べて大分低い水準にありますので、横町の開発で

固定資産税ですとか、法人町民税等が増えてくれ

ば、基準財政収入額は必然的に上がってくるかな

というふうに考えているところでございます。 

  あとは、財政力指数の順位ということだったん

ですけれども、県内で下から低いというのは、実

は経常収支比率でございまして、財政力指数も決

して高くはないんですけれども、財政力指数はす

みません、30年度の実績が出ておりまして、県内

で63団体中52番目です。財政力指数が高い順から

見ていて52番目。町村ですと、23団体中13番目と

いうことで、参考に申し上げますと、町村の平均

が0.645ということですので、0.636よりかは町村

平均よりも下回っているという状況でございます。 

  次、４点目の予算編成に向けてのスケジュール

というところですけれども、８月に新規拡充の調

査を行っているのは、平成28年度、すみません、

その以前からも、例年やっております。私が担当

になる以前からやっていましたので、少なくとも

平成28年度以降はずっとやっております。 

  その内容ついて一度９月にヒアリングをやりま

して、先ほど言ったとおり、10月の中頃に予算編

成方針を打ち出しまして、各課の要求は10月の中

旬から11月の上旬、これが各課の予算要求期間に

なります。 

  その予算要求期間を経まして、11月中旬から、

上旬に締め切りますので上旬から大体11月いっぱ

いをかけて財政担当とのヒアリングで調整を行い

ます。 

  そこの中で、一般行政経費等、政策的経費等々

についてはおおむね調整を図りまして、12月の上

旬の経営会議で、来年度の新規拡充事業について

何をやるかというのを経営会議に諮って、来年度

予算に計上するものをそこで審議をすると。そう

すると、一般行政経費と大体新規拡充の経費がま

とまりますので、12月の下旬に財政担当案、財政

内示というものを出しまして、その財政内示とあ

と財政担当とあとはその担当課でどうにもちょっ

と調整がつかないものにつきましては、最後１月、

年明けに町長査定で、最後は町長にご判断をいた

だくというような流れで予算編成を進めておりま

す。 

  私からは以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課、押

田と申します。 

  駐車場の確保問題でございますけれども、こち

らのほうについて、先ほど答弁させていただいた

ところでございますけれども、参加する町民に対

して公共交通機関を利用していただきたいという

ようなアナウンスをするだけでは、抜本的な改善

にはなっていないというようなご指摘でございま

す。 
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  では、どういった改善をしたらよろしいかとい

うところでございますけれども、これは担当だけ

の考えではなく、組織として考えていかなければ

ならないと思っているところではございますけれ

ども、まず、一提案としては、今、庁舎の駐車場

が借地となっているところでございますので、ま

ずそちらを地権者から買い取ると、そういった手

続をさせていただきたいと。それに伴って、町の

土地になるということで、いかようにでも手を入

れることができるということで、これは景観的な

ものも考えられることではございますけれども、

例えばですが、立体駐車場をつくって、台数分を

確保するといったことも一手段として考えられる

のではないかというふうに今考えているところで

ございます。 

  しかしながら、これは組織的な問題ですので、

一担当者ないしは担当内での考えでは話が進みま

せんので、そういった駐車場確保問題が従来から

出ているということでございますので、そういっ

たものを確保すべく、緩和すべく、考えていかな

ければならないということで、今、一提案として

立体駐車場も視野に入れたいということで申し上

げたところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  先ほど再質問いただきました入札参加資格の件

でございます。そちらの告知の件でございますけ

れども、そちらにつきましては、まず、便宜上追

加の受け付けとなりますけれども、そちらにつき

宮代町は年に２回行っております。そちらの告知

の点となりますと、宮代町のホームページ上に埼

玉県のリンクを張らせていただいて、そちらに入

っていただくと、その締め日がわかるような形に

はなっておるんですけれども、宮代町のホームペ

ージの中でそういった告知がございませんので、

そちらにつきましては、内部でちょっと必要性を

検討させていただきまして、なるたけわかりやす

いようにやらせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当の青栁で

す。 

  すみません、１点ちょっと答弁が漏れましたの

で、追加させていただきます。 

  最後のご質問にありました予算編成のスケジュ

ールの中で、国との関係についてですけれども、

例年８月末に概算要求というのが出まして、来年

度の歳入につきましては、現時点では総務省から

出る概算要求というのを参考に、こちらで出てく

るのは主に地方交付税なんですけれども、そうい

った来年度の歳入の見込みをその総務省の概算要

求に基づいて現時点では立てております。 

  その後、最終的な地方財政計画は12月の末まで

示されませんので、歳入の見通しについては、こ

の総務省の概算要求プラス逐一出される情報をも

とに予算編成の段階では歳入はそれで見積もって

いくというような流れでございまして、最終的に

は11月、12月末に出る地方財政計画に基づいて、

１月上旬に、町長査定前に、最後歳入の見込みを

もう一度見直すという作業を行います。 

  国との関係については、すみません、以上にな

ります。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） １点、ふるさと納

税のほうで少し補足なんですけれども、国と地方

の関係がございますので、ふるさと納税について

は、国から来る文書というのは、技術的要請とい

う言い方で、29年度、30年度ということで来てい
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ました。 

  なぜかというと、国のほうで特産品を３割にせ

よというふうなことは言い切れない国と地方の関

係がありますので、それなんで、地方分権なんで、

技術的要請という言い方をしていました。 

  特に、米なんかはどこのところでもお米はとれ

ますので、お米なんかで言いますと、３割という

よりかも４割とか、５割とかそれぞれ競争し合っ

て、どんどん上がっていっちゃって、米なんか返

礼品でもらうと日常の生活に使えるということで、

米なんかですともうとても３割でやっていくと、

ほかの自治体みんな４割、５割なんで、とてもほ

かに流れていってしまうというのがあって、全国

的にもどんどん返礼品の割合が、競争が激化した

というのが１点あったというところで、その関係

で宮代町についても一時３割を超えるような時期

があったということで、最終的には国のほうで技

術的要請ではなくて、地方税法を改正するという

ことで、もう要請ではなくて、税法的にそうする

んだということで来たので、今日に至っているわ

けで、泉佐野市の昨今の新聞の報道なんかを見る

と、その技術的要請の部分でどうだったかという

関係で、国と地方の係争委員会なんかで出ている

のかなというところになって、今日に至っている

かなと思います。 

  宮代町は特段、牛肉とか、カニとかそういうの

がとれるわけではないんですが、県内では常にベ

ストテンに入っていて、例えば近隣の自治体です

と、春日部市が年間の寄附件数が991件、越谷市

が200件、幸手市が130件、杉戸町がいわゆる130

件ぐらいなのに対して、宮代町は6,000件寄附を

いただいていますので、この寄附の件数というの

は町の中にある中小のお菓子屋さんとかそういっ

たところの特産品ですので、地域振興になってい

るというとこで、ちょっと担当が言った後に余談

かもしれませんけれども、担当も含めて、商店の

皆さんも頑張っているというところでちょっと報

告をさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

した。 

  聞きおきということになってしまいますけれど

も、まず、駐車場の確保の関係ですが、１つは庁

舎の借地の買い取り、それから２つ目、立体駐車

場も視野にということで、これはこれまでも一般

質問の中で出てきた問題ですので、これは当然だ

と思うんですけれども、あと、さらに社会福祉協

議会、今後の推移もありますけれども、その辺も

見ていきたいと思うんですけれども、それでも立

体駐車場にした場合は、規模にもよりますんで、

それでもう抜本的にできちゃうのかもしれません

けれども、あとは景観もありますし、春日部市役

所みたいにすぱっと建てればいいんですけれども、

その辺もやはり進修館の建物とその辺の関係もあ

りますんで、それがいいかどうかというのはある

と思うんですけれども、これらも含めて、早く解

決していただきたいと、これは要望ですけれども。 

  それと、先ほどすみません、循環バスの関係な

んですけれども、空白地域が課題だということで、

カバーできないところをデマンド交通も考えてと

いうこと、これはもうずっとデマンド交通も課題

なんですよ。今、急にそういった問題が出たわけ

ではありませんので、これもやはり複数の議員さ

んから出ていますよね。私はもう当然、このこと

は考えて改善していかなければいけないというふ

うに思っていますので、デマンド交通にすればし

たで、またいろんな問題も出ていますけれども、

近くでは久喜や幸手でやっていますので、これは

ぜひその辺の問題も含めて早くやっぱり取り組ん



－７１－ 

でもらいたいというふうに思います。 

  これ以上の答弁は出ませんので、要望にしかな

りませんけれども、ぜひお願いしたいというふう

に思います。 

  それから、財政力指数については、先ほどの答

弁より一歩、法人の関係も出ましたんで、わかり

ました。これ以上出ないと思いますので、とりあ

えず考え方についてはわかりました。 

  それと、新年度予算の関係なんですけれども、

私もメモしましたが、こういうふうな大まかな日

程でなっているということで、後でこれは私だけ

でなくて、全議員さんに予算編成までの日程につ

いては資料として配っていただきたいと思います。 

  先ほど、翌年の１月に戦略会議を経て、町長に

ということなんですけれども、これは従来町長と

副町長でしょう。町長だけでいいですか。町長、

副町長、要するに三役ぐらいには予算の査定をし

てもらっているということでいいですか。 

  先ほど町長にもって聞いたんで、そういう答弁

になってましたので。その点。 

○委員長（丸山妙子君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 大昔はというんで

すか、町長査定というので予算を１日、２日缶詰

になってやっているという時期もあったんですが、

もう最近はといいますか、町長がトップというこ

とで、あとは副町長、それと課長級職員がテーブ

ルを囲んで予算編成、的を絞った話をして、イエ

ス、ノーを決めていくと。もちろん町長が議長に

なりますので、それぞれの意見を聞いて、最終的

に町長が判断するということですが、余り密室に

こもって缶詰になってやるというような従来型の

やり方というのはもうしていないということ。最

終的には、その場で全ての関係者がいる中で、話

を、議論をして、町長がもう決めていくというよ

うなやり方をとっているところでございます。 

  よく、テレビのニュースなんかで財務省が缶詰

になって何かやっているみたいな映像があります

けれども、ああいう形では町のほうは今はやって

いないという形になりますけれども。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で企画財政課の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時１６分 

 

再開 午後 ６時１７分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続きまして会議を開きます。 

  これより会計室の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○会計管理者兼会計室長（瀧口郁生君） 会計管理

者兼会計室長の瀧口でございます。よろしくお願

いいたします。 

  自己紹介をさせます。 

○会計担当主査（加藤智浩君） 会計主査の加藤で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 
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  １点だけ確認なんですけれども、これまで会計

室で、町民との関係で特に変わった点はありませ

んよね、と思います。ですから、そういった点で

は問題はないんですけれども、一時、事故があり

ましたね、国保税の関係で。それはあってはなら

ないということで、十分反省はしていると思うん

ですけれども。そういった点の注意だけは、二度

とあってはならないと思うんですけれども、そう

いった点での反省を踏まえての教訓といいますか

ね、それはどういうふうに考えているか。その点

だけお聞きしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 会計室長。 

○会計管理者兼会計室長（瀧口郁生君） 会計管理

者兼会計室長、瀧口でございます。 

  ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

  実は今、委員さんおっしゃいましたとおり、会

計室のほうでは二重支払いというふうな形で過去

にあったわけでございますが、それ以降につきま

しては、会計職員４人でございますが、全員とも

そういったちょっとした手違い、そういったこと

がないように十分時間をとって、落ちついた入力

等をしておりまして、現在のところも、今後もそ

ういったことがないように十分注意をして進めて

いきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で会計室の質疑を終了といたします。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月11日水曜

日、午前10時から委員会を開き、引き続き町民生

活課関係の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ６時２０分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は11名であります。定足数

に達しておりますので、９月９日に引き続き、決

算特別委員会を開会いたします。 

  小河原委員におかれましては、本日、委員会欠

席の連絡を受けておりますので、ご報告申し上げ

ます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５０号の審査（町民生活

課・税務課・住民課） 

○委員長（丸山妙子君） これより町民生活課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○町民生活課長（齋藤和浩君） 改めましておはよ

うございます。 

  町民生活課長の齋藤と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  本日出席の担当者につきましては、自己紹介と

いう形でさせていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 皆様、おは

ようございます。町民生活課副課長の小川と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 皆さん、おはよ

うございます。町民生活課主幹の山﨑でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○生活安全担当主査（横溝秀武君） おはようござ

います。町民生活課生活安全担当主査の横溝と申

します。よろしくお願いいたします。 

○生活安全担当主査（田代宇隆君） おはようござ

います。町民生活課生活安全担当主査の田代と申

します。よろしくお願いします。 

○環境推進担当主査（小林知弘君） おはようござ

います。町民生活課環境推進担当主査の小林と申

します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） おはようございます。野原

でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  成果書の87ページ、こちらの中ほどに防災士の

資格取得の経費について補助金を交付し、自主防

災組織の育成に努めましたとありますけれども、

こちらは決算書70ページの防災活動事業に含まれ

ると思うのですが、こちらは何人ぐらいの申請が、

実際活用されたのか、活用されたということであ

れば何人の方に活用されたのかを教えてください。 

  あと、決算書70ページの防犯活動事業のほうで、

こちらの施策に関する説明書のほうでは95ページ

の防犯パトロールにおいては、犯罪の抑止力や事

件の早期解決に活躍するドライブレコーダーをパ

トロール車両に設置して、動く防犯カメラとして

町内の警戒に当たりましたとありますが、こちら

のドライブレコーダーが何台の車についているの

か。その場合、そちらにドライブレコーダーがつ

いていますというステッカーのほうは張られてい

るのか教えてください。 

  あと、決算書の72ページの進修館管理事業でご
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ざいます。こちらが、説明書のほうでは97ページ

なんですけれども、こちらに進修館の利用状況の

ところで、大ホールと談話室こそ活動状況が増え

ているんですけれども、あとは軒並み減少傾向に

あって、こちらの減少の理由を考察されているの

か、以上よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  順次お答え申し上げます。 

  まず、初めの防災士に関するご質問でございま

すが、こちらにつきましては、活用された方が２

名でいらっしゃいます。その２名につきましては、

地区が切戸地区の方が２名でございまして、そち

らを活用されております。 

  それから、次に防犯活動事業の関係でございま

すけれども、防犯パトロール車にドライブレコー

ダーが何台ついているかというお問い合わせでご

ざいましたが、こちらにつきましては生活安全担

当のほうで所管しております防犯パトロール車は

１台でございます。ステッカーにつきましては、

カメラがついているということはちょっとステッ

カーでは表示はしていない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  進修館の利用状況につきましてご説明のほうさ

せていただきます。 

  まず、食堂、和室、茶室でございますが、こち

らは談話室ができた関係で、会議でお使いになる

方は談話室のほうに移行された状況が確認のほう

させていただいているところでございます。また、

研修室におきましては、平成29年度は選挙があっ

た関係で利用が多かったということのお話を確認

をさせていただいております。その分の人数の減

ということですね。小ホールにつきましては、純

粋にそのイベント等活用が少なかったという形で

確認のほうをさせていただいているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  防災士の補助金は、多分これ１年目だと思いま

すので２名ということですが、その後、告知とい

うかそういうものを積極的にやられているのかお

聞きしたいです。 

  あと、ドライブレコーダーについては、１台と

いうことでちょっと少ないなと。ドライブレコー

ダー、かなり安価になってきているので、できれ

ば全車つけていただきたいぐらいで、あと、ほか

の自治体とかでもステッカー、町とか市独特なス

テッカーをつくったりとかしてパトロールをして、

カメラがついているということをアピールしてい

るような取り組みもしているということで、その

あたりお考えなのかお聞きしたいです。 

  あと、進修館のほうは小ホール、減っていて、

そちらに対するもう少し増やすような努力をされ

ているのかお聞きしたいです。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  お問い合わせの防災士の関係でございますが、

積極的に告知しているのかというご質問でござい

ましたけれども、年に２回開催しております自主

防災組織連絡協議会、各地区の会長さんが集まる

会議でございますが、こちらで補助金のメニュー

の中で、防災士の資格取得について補助がされる

ということを、昨年度から周知をさせていただい

ております。また、防災に関する取り組みで積極
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的な方というのがいらっしゃいますので、そうい

った方にも直接窓口でこういう制度がありますと

いうことで、ぜひご活用くださいということで周

知のほうはさせていただいているところでござい

ます。 

  今後、多分、これは想定ですけれども、こうい

った制度がございまして、防災士資格取得には約

６万円の費用がかかる、こちらを補助で賄えると

いうことで今後増えてくるんじゃないかなという

ふうには考えております。 

  続きまして、ドライブレコーダーを全車につけ

てほしいというご質問でございましたが、こちら

については、今のところ町民生活課で管理をして

おります防犯パトロール用の車両にドライブレコ

ーダーを１台つけてございます。ほかにも公用車、

管財担当のほうで管理しているものもございます

ので、管財担当のほうとも相談して今後つけられ

るかどうかということを検討してまいりたいと思

います。 

  また、ステッカーにつきましてはもう市販で安

価で売っているものだと思いますので、今後そう

いったものを購入して車につけて、この車にはド

ライブレコーダーがついていて、防犯パトロール

をしているんだよということで周知をしていきた

いなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  進修館小ホールの利用促進の関係でございます

が、昨年29年度から比べますと、27件、356人の

減ということでございますが、28年から比べると

随分の増が図られているところでございます。そ

の年によって若干の変動が生じるのは施設につい

てそういう状況があるということでございます。

ただ、結果そういうことでございますが、今後に

おきましても、進修館の利用促進に当たりまして

は多くの方に利用しやすい環境は整えていきたい

と考えているところであります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） わかりました。進修館の小

ホール、そのほかのお部屋のほうもいろいろ改善

点はあると思いますので、そちらのほうをやって

いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） おはようございます。唐沢

でございます。 

  簡単な質問をまず１点だけさせていただきたい

と思います。 

  進修館の関係でございますけれども、決算書の

72ページのほうなんですけれども、成果書では97

ページですけれども、進修館について何点か質問

させていただきたいと思います。 

  進修館は昭和55年、1979年、ちょうど今年で40

年を迎えたわけなんですけれども、町のほうのメ

ンテナンスが徹底して進修館はきれいに使われて

いるなというような感じがもちろんしているんで

すけれども、その中で、進修館、大分、大ホール

なんかも改良してもらっているし、談話室のほう

も去年でしたか、きれいになって随分喜ばれてい

るなというふうに思っていますけれども、しかし

まだまだちょっと隅を見ると、特に進修館のシャ

ワー室の関係、左側に当たると思うんですけれど

も、あのシャワー室がどのように今使われている

のか、一つお聞かせをいただきたいというふうに

思います。 
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  それから、進修館はもちろん宮代町のシンボル

的な建物でございますから、きれいに使われてい

るというふうに思っていますけれども、特に家具、

この家具はやはり進修館の家具はこれなかなか手

づくりで立派な家具がそろっておるんですけれど

も、これの台帳、できたときから椅子の関係も含

めて台帳はちゃんとしているのかどうか、それを

一つ確認をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

  やはり使用する側は、家具をそんなに評価して

いない方がたくさんいるんですよね。そこらのホ

ームセンターで買ったような家具じゃないかなと

いうふうな人もいるんですけれども、少なくとも

立派な家具ですので、もう少し町民に宣伝しても

いいのかなというふうな感じがするわけなんです

けれども、その関係、もっと立派な家具ですよと

いうことを町民に知らせてもらいたいなというふ

うな感じがするんですけれども、それらを含めて

一つお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、決算書の72ページ、工事請負費の関

係なんですけれども、これが247万6,000何がしか

の工事費ということで決算をされているんですけ

れども、成果書のほうの数字と若干違うなという

ふうに思っていますけれども、これに何かプラス

アルファして、いろんなものが修理をされたのか

どうか、具体的に一つお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。 

  とりあえず、以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、進修館のシャワー室の利用でございます

が、あそこは倉庫として今現在使わせていただい

ているような状況がございます。特に、従前長い

期間シャワー室という利用がなかった関係で、倉

庫という形で使わせていただいているところでご

ざいます。 

  ２点目の家具の台帳でございますが、こちら家

具の台帳は整備してございます。こちらのほうは

整備しているような状況で管理のほうはさせてい

ただいているというところでございます。 

  また、ＰＲでございますが、今までそのＰＲと

いうのは特に進修館としてさせてはいただいてい

なかったんですが、ご指摘のとおり、進修館の家

具の管理につきましては、やはり家具そのものが

手づくり、特殊ということで、これから利用者の

方でいろいろ家具の手入れについても考えていこ

うという進修館ファンクラブという、そういう事

業、進修館のほうで自主事業をしておりまして、

そういう中で家具のそれをつくられた方をお呼び

して、その手入れの方法とかそういうものも聞い

ていこうじゃないかというような取り組みをして

いるということは、確認のほうをさせていただい

ているところでございます。 

  続きまして、３点目の成果書と決算書の違いで

ございますが、成果書のほうでは大ホールの扉の

み改修の金額を載せさせていただいているところ

でございますが、決算書のほうでは進修館の中の

エレベーターのバッテリーの交換のほうも含めて

表記のほうをさせていただいているところでござ

います。大ホールの扉のほうが213万8,400円、エ

レベーターのバッテリーの交換のほうが33万

8,018円ということで、こちらの集計のほうが決

算書のほうに計上させていただいているところで

ございます。決算書、成果書の金額の差につきま

しては以上でございます。 

  ご質問いただきました３点、以上でございます。

よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 
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  何点か確認も含めてお聞かせ願いたいと思うん

ですけれども、進修館、冒頭言ったとおり40年間

が経過しましたから、いろんな意味でやっぱりメ

ンテナンスが年々大変なのかなという感じがする

んですけれども、今まで進修館に投じたメンテナ

ンス費というのはどれぐらいかかっているのか、

今後、進修館をこういうところを改良したい、こ

ういうところを補修したいというものがあったら、

何か先月の台風の影響で雨漏りが７カ所ほどあっ

たようですけれども、これらの関係も含めて何か

原因があるのかどうかというふうに思っておりま

す。 

  それから、家具の設計なんですけれども、あれ

は方圓館といいましたかな、タカハシ家具といい

ましたかな、ちょっとうろ覚えで、40年前ですか

らちょっとうろ覚えなんですけれども、有名な家

具屋さんがあれつくったものだと思いますから、

ぜひとも一つ、もう少し宣伝してもらえればとい

うような感じがするわけです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  進修館の歴年の工事費の累計のほうは申しわけ

ありません、資料として用意しておりませんので、

用意できるかどうか確認のほうをさせていただき

たいと思います。 

  また、これからの進修館のメンテナンスの考え

方でございますが、今お話しいただきました屋根

の防水も必要と感じておるところでございますし、

大ホールのエアコン、２階ロビーのエアコン、こ

の辺はフロンの関係等もございますので、比較的

早い時期に改修のほうが必要、エアコンそのもの

も傷んでいるということもございますので、その

辺は比較的早い時期に改修が必要という理解はし

ているところでございます。 

  その他、40年を経過する中でいろいろ傷んでい

るところがございますので、指定管理者のほうと

は確認させていただきながら、メンテナンスにつ

きましては予算の確保に向け調整していきたいと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  もう１件ちょっとお聞きしたいんですけれども、

大ホールのほうが椅子とテーブル、実は、年間、

我々も何回か大ホールを使わせていただいている

んですけれども、老朽化した椅子が、壊れた椅子

なんか随分残っている、ある。もう高齢者があそ

こをセットするのに大汗かいてセットするんです

けれども、椅子だとかテーブルのチェックはちゃ

んとしているのかどうか。 

  例えば、先ほどシャワー室が物置になっている

というふうな感じがするんですけれども、実は私

あそこ何回か見せていただきました。浴槽がその

まま、シャワー室がそのまま、そこにもういろん

なものが、言葉は悪いんですけれども、放り込ま

れている。そういう状況の中で、もう少しあそこ

ら辺を整備すれば、出し入れももっとよくなるし。

実は８日に大ホールを使わせていただいたんです

けれども、準備から後の整理まで大変な作業なの

で、ここらをもう少しそういう工夫をして、収納

の関係も含めてもう少し考えてもらえればありが

たいなというような感じがするんです。 

  それから、今、委託をしているわけですけれど

も、委託している、例えば事業は今どのぐらいで

運営されているのか、その点を一つお聞かせをい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 
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○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  大ホールの椅子、テーブルの管理でございます

が、進修館におきましても収納という関係で、テ

ーブルのラックに番号のほう振らせていただいて

おります。テーブルのほうにも番号のほう、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄという形で番号のほう振らせていただ

きまして、テーブルはそのラックのほうに同じ番

号のもので同じ記号のものを入れるということで、

徹底のほうをさせていただいておるところでござ

います。 

  椅子につきましては、今、従前からお話しいた

だいている状況もございますけれども、そうです

ね、今、テーブル、椅子についても老朽化してい

るという認識のほうは町のほうもしておりまして、

テーブル等につきましては角が剝がれているよう

なものにつきましては、修繕等をさせていただく

中で使用のほうをさせていただいているというと

ころでございます。 

  シャワー室につきましては、今、お話し改めて

いただきまして、私も頻繁に使わせていただくん

ですが、状況の確認をさせていただいているとこ

ろでございますので、もう少し整理をするように

話のほうをさせていただきたいなと思うところで

ございます。 

  大ホールの収納を含め、指定管理者のほうとも

う少し話し合っていきたいなと考えておるところ

でございます。 

  以上でございます。 

  すみません、あと人員の関係なんですが、今、

清掃の職員を含めて17名で運営をしているという

ことは聞いております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  ちょっと、もう１点なんですけれども、使用料

の関係なんですが、例えば一般に使う人、例えば

地域敬老会で使う場合と全く料金が同じなんです

ね。例えばこのマイク１本幾らなんですかね、

500円ですよね、１本500円。結構そういう使用料

の、まずこれで見るといろんなもので物すごく金

がかかるわけですよ。少なくとも、やっぱり借り

る側の高齢者なり地域敬老会だとかサロンだとか、

いろんなものがあるんですけれども、進修館だけ

もう少しちょっと一般の関係と使用料の関係、見

直しをしてもらいたいなというふうな感じはする

んですけれども、そういう考えがありやなしや。

これはもう当初から料金はほとんど変わっていな

いと思うんですけれども、使用料をもう少し見直

していただきたいなというふうに思いますけれど

も、そのような考えがあるのかどうか一つお聞か

せ願いたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  進修館を初め、公共施設の利用料金の減免に対

する考え方につきましては、町全体で同じ考えを

基本的にはとらせていただいております。今お話

しいただきました内容につきましては、町民生活

課のみならず、ほかの課の話もございますので、

その課も含め調整というかお話のほうをさせてい

ただきながら考えさせていただければなと思うと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） おはようございます。 

  それでは、何点か質問させていただきます。 

  65、66ページの交通安全対策費で、その中の、



－８０－ 

次のページの67、68ページの工事請負費なんです

けれども、これが不用額が106万2,000円となって

います。駐輪場の工事請負費に余りが出たという

ことなんですけれども、これについてのもう少し

詳しい説明をお願いしたいと思います。 

  それから、成果書の91ページ、ここにそれぞれ

交通安全施設の新設、修繕ということで説明され

ておりますけれども、まず、道路標示等工事、こ

れが昨年よりも増えております。道路照明灯整備

工事がないということで、これについては昨年も

なかったわけなんですけれども、もう設置すると

ころがないということなのか、危険箇所がないと

いうことなのか、この辺についてもご説明をお願

いしたいと思います。全然ないので、設置基準は

ということでどのようになっているのか確認した

いと思います。 

  それから、その下の道路反射鏡設置及び修理工

事、これは３倍になっています。増えております。

これについてはどうしてこういうふう増えたのか。

道路標示等工事とあわせてお尋ねいたします。 

  それから、同じく公害防止対策事業なんですけ

れども、成果書では93ページですよね。これにつ

いては、家電４品目の不法投棄状況は昨年１台か

ら２台と、不法投棄処理状況なんですけれども、

これについては家庭ごみが半分になっている、そ

の他というのもあるんですけれども、この要因に

ついてもお尋ねしたいと思います。 

  ごめんなさい、交通安全対策費の中の自転車対

策事業について抜けました。 

  放置自転車撤去台数、これは81台増えているん

ですよね。それで、それぞれ放置自転車撤去台数、

地域ごとにも列記されておるんですけれども、特

にその他というのが増えております。昨年が127

台、平成30年度が201台ですから前年度より増え

ております。この辺の要因についてもお尋ねしま

す。 

  結局は、放置自転車の有効活用ということで、

販売台数が12台で１万200円、これは前年度と全

く同じなんですけれども、その辺についてもお尋

ねしたいと思います。 

  それから、67ページ、68ページの環境管理費の

関係なんですけれども、飼い主のいない猫対策と

いうことで、ＴＮＲ実施準備のためということで、

このＴＮＲ、成果書の94ページですね、これにつ

いてご説明お願いしたいと思います。 

  それで、推進事業費として猫対策の捕獲器の購

入ということなんですけれども、これはどれぐら

い捕獲できたのか、すみません、細かいんですが。

捕獲できたのはどういうふうに引き渡しを行って

いるのか、その点についてもお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、69ページ、70ページの防犯活動事業

なんですけれども、防犯灯の新設なんですけれど

も、これが昨年が７カ所でした。今年度は１カ所

減っているんですけれども、減った割には金額は

そのままなんです。その辺のなぜそういうふうに

なっているのか。 

  それから、町全体からいくと６カ所というのは

非常に少ないのかなというふうに思いますが、こ

れはやはり自治会からの要請だけで設置されてい

るのか、その辺もお尋ねしたいと思います。 

  それから、94ページ、成果書の防犯等維持管理

の実施ということで、大幅に金額も増えておりま

す、それぞれ。防犯灯電気料が126万1,000円、器

具交換が89万8,000円、器具交換ＬＥＤのほうで

すが85万1,000円と、その他が28万3,000円と、そ

れぞれ増えておりますけれども、その辺の要因と、

それから昨年度はＬＥＤの設置率というか、これ

が95.4％なんですけれども、これが平成30年度で

どうなったのかということもお尋ねします。 
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  それから、同じく防災対策費の関係でございま

すが、防災活動事業として成果書の95ページに維

持管理内容が示されております。特に防災行政無

線電波使用料、これは前年度より16万7,000円も

安価になっています。それから、逆に３つ目の防

災行政無線テレホンサービス、これが26万4,000

円増えており、その下の行政無線遠隔制御器電話

料、これが14万5,000円増えております。特に変

わったというのは、この３つだと思うんですけれ

ども、これらについてのご説明もお願いしたいと

思います。 

  それから、同じく次のページ、成果書の96ペー

ジ、これも３つとも維持管理内容ですね、増えて

おります。防災情報システムの維持管理、この３

つが増えております。それぞれ理由をお示しいた

だきたいと。 

  それから、これに関連してなんですけれども、

決算書71、72ページの、昨年もあったんですけれ

ども、使用料及び賃借料でＡＥＤ賃借料が44万

1,000円、これについてのご説明をお願いしたい

と思います。 

  それから、工事請負費のＪアラート受信機更新

工事、これはどこの業者が受けたのか、新設工事

に当たって。入札状況なんかもお示し願いたいと

思います。 

  それから、19節の負担金補助及び交付金の、陸

上特殊無線技士養成課程負担金というのがありま

す。これはどういう内容なのかご説明をお願いし

たいと思います。 

  それから、同じくその下の防災コミュニティ促

進事業なんですけれども、負担金補助及び交付金

の関係で36万6,000円の増額になっております。

これについてのご説明をお願いしたいと思います。 

  同じく、71、72ページの進修館費ですが、先ほ

ど前段の議員からも言われました。談話室がよく

なりましたので、そちらのほうに行く方もあるか

と思うんですけれども、それにしても和室、茶室

が減っております。その辺の状況なんかはどうい

うふうに理解したらいいのか。 

  それから、113ページ、114ページです。衛生費

のうちの狂犬病予防費、これは委託料が減額にな

っております。その理由についてお示しいただき

たいと思います。狂犬病予防注射通知対応にシス

テムを変更したというようなところだと思うんで

すけれども、その点についてお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、続きまして、117、118ページの環境

衛生費なんですが、この中の特に委託料、13節、

62万円、これが不用額となっております。これに

ついてのご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、この環境衛生事業の委託料なんです

けれども、雑草等の除去委託料、これは例年変わ

っていないんですね。変わっていないんですけれ

ども、指導はちゃんとできているんでしょうか。

苦情等はないのか、その辺についての町としてど

のように捉えているのか。 

  それから、犬猫路上死骸運搬委託料、これも10

万8,000円と前年度より増えております。どうし

てこういう状況になっているのか、そのあたりに

ついてお尋ねしたいと思います。 

  それから、119ページ、120ページの広域利根斎

場組合負担金事業なんですけれども、利用件数が

178件の、利用率は55.4％ということなんですけ

れども、このあたりいつも論議になっているんで

すけれども、前年度と比べてどういうふうな状況

になっているのかお尋ねしたいと思います。 

  それから、143、144ページの消防費なんですが、

これはちょっと直接予算には関係ないんですけれ

ども、私の一般質問のときに町長から、今、中島

出張所の廃止の問題が出ております。これについ
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ては実施時期についても検討し、協議を継続する

ということになっているんですけれども、杉戸町

が受け入れの準備をしていますよというようなち

ょっと答弁だったんですけれども、これはこうい

った消防署の合理化について今後の方針というの

がありますけれども、これとの関係で違反という

と大げさかもしれないんですけれども、少し腑に

落ちないんですけれども、そういうものに抵触し

ないのか。 

  勝手に杉戸町がやっているということであれば、

それはそれでかもしれませんけれども、やはり町

としても、その辺ではきちっと消防組合のほうに

そういうふうな話を聞いているけれども、どうな

んだろうということで、自粛をするように要請は

できないのかどうか、それを含めて、すみません、

これは今後のことにも関係しますので、お願いし

たいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  それでは、順次お答えを申し上げます。 

  まず、一番初めにお尋ねのございました交通安

全対策費の工事請負費の関係でございますが、こ

ちらにつきましては決算書の67、68ページ、工事

請負費の不用額106万2,252円でございます。こち

らにつきましては、有料駐輪場を町のほうで管理

しているわけでございますが、こちらの駐輪場に

不備のないように工事請負費100万円のほうを予

算計上させていただいているところでございます。

有料駐輪場、姫宮、それから和戸にあるわけでご

ざいますが、こちらで大きな修繕工事がなかった

ことから100万円の不用額が生じたということで

ございます。 

  続きまして、交通安全対策事業の成果書でいき

ますと91ページの下段の表の交通安全施設の新設、

修繕の関係でございます。こちらにつきまして、

まず道路標示等工事、こちらが昨年度に比べまし

て増加しているというご質問でございましたが、

こちらにつきましては、学校のほうから上がって

きます通学路の要望に対しまして対策を講じる工

事、路面標示工事だとか、それから看板の設置工

事だとかをしているわけですけれども、その工事

箇所が増えたことによりまして、昨年度４カ所か

ら今年度７カ所ということでございます。 

  それから、続きまして、道路照明灯の工事、こ

ちらゼロということで、もうやるところがないの

か、対策がもう済んでいるのかというご質問でご

ざいましたが、こちらにつきましては昨年度も同

じお問い合わせをいただきまして、お答えしてい

るところではございますけれども、道路照明灯の

新設につきましてはまちづくり建設課のほうで新

設工事をしております。その後の維持管理につい

て町民生活課のほうで引き継いでおりますことか

ら、新設につきましてはゼロでございます。また、

球切れだとか、そういった修繕につきまして町民

生活課のほうで施工しておりますことから、修繕

で２基のほうを計上させていただいております。 

  設置基準につきましては、道路の附属物の扱い

になりますので、道路の設計のほうで設置基準が

あると思います。 

  それから、最下段の道路反射鏡の設置及び修理

工事、こちらが３倍に増えているということで、

どうしてかというご質問でございましたが、こち

らにつきましては平成30年度につきましては、要

望が17件ございました。設置検討部会のほうで現

場のほうを全て確認をさせていただきまして、結

果12基ついたわけでございますが、こちらにつき

ましては、設置基準に基づきまして現場で個々判

断しておりますので、原因というか基準に当ては
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まった箇所が12カ所だったということでございま

す。 

  それから、続きまして、成果書の93ページ、放

置自転車の関係でございますけれども、放置自転

車の撤去台数、こちらが81台増加していると。そ

のうち、撤去した場所につきましては、その他が

昨年127台から201台に増加していると。この原因

はというお問い合わせでございましたが、こちら

につきましては、毎年進修館の無料駐輪場の整理

を年１回やっているわけでございますけれども、

こちらを昨年度は２回整理のほうをさせていただ

きました。その２回整理をさせていただいたとこ

ろで、その他が127台から201台に増加していると

いうことでございます。 

  それから、放置自転車の有効活用で販売台数が

昨年度と比較して同じ台数、こちらは何でかとい

うご質問でございましたけれども、こちらにつき

ましては、宮代町自転車再利用促進会でリユース

販売をしているわけでございますけれども、その

中でリユース可能な自転車がたまたま昨年と同じ

く12台であったということでございます。ちなみ

に、平成28年度につきましては９台、平成27年度

につきましては10台を販売のほうをさせていただ

いているところでございます。 

  それから、防犯灯新設の関係でございますが、

成果書の94ページの下の方に四角く黒く囲ってあ

るところで、防犯灯の新設というのがございます。

防犯灯設置工事につきまして、今年は６カ所で９

万7,200円を計上させていただいております。昨

年度７カ所で同じく９万7,200円、これはどうし

てかということでご質問でございましたが、こち

らにつきましては、昨年度は要望に基づく防犯灯

設置が６カ所プラス町のほうでソーラー式の防犯

灯を１基設置しておりまして、それで７カ所とい

うことで計上させていただきました。金額につき

ましては、６カ所９万7,200円でございまして、

もう１カ所分、ソーラーの分につきましては下の

維持管理の中に計上させていただいておりました

ので、数字のほうが若干変わっているところでご

ざいます。 

  それから、昨年度の防犯灯設置工事６カ所につ

きましては、自治会からの要請だけだったかとい

うご質問でございますけれども、こちらにつきま

しては、平成30年度は要望のほうが９カ所ござい

ました。その結果、防犯灯の設置検討部会のほう

で現場のほうを確認いたしまして、６カ所設置し

たわけでございますけれども、昨年度につきまし

ては、ご質問のとおり、自治会からの要請だけで

つけさせていただいているところでございます。 

  それから、同じく成果書の94ページの一番下の

表でございますけれども、こちらにつきまして、

それぞれが昨年度に比べて増額しているという理

由はというお問い合わせでございましたが、まず

電気料金のほうにつきましては、東京電力のほう

に問い合わせをいたしましたところ、原油価格の

高騰により燃料調整が発生したため電気料金のほ

うが上がったということで確認をしております。 

  続きまして、器具交換、蛍光灯から一体型ＬＥ

Ｄ、またＬＥＤ改造型から一体型ＬＥＤ、その他

でございますけれども、工事請負費の執行残を確

認いたしまして、既設で設置してある防犯灯のう

ち蛍光灯のものを全てＬＥＤ化をさせていただい

た結果、工事費に増額が生じたものでございます。 

  こちらにつきましては、昨年度ご質問がござい

ましたとおり、防犯灯のＬＥＤ化率ですけれども、

昨年度95.4％でございました。平成30年度につき

ましては、防犯灯につきましてはＬＥＤ化率が

97.5％でございます。内訳でございますけれども、

防犯灯の総数が平成30年度2,601基、うちＬＥＤ

が2,537基、結果、ＬＥＤ化率97.5％でございま
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す。 

  続きまして、成果書の95ページでございます。

こちらの一番下の表の関係でございますけれども、

まず電波使用料につきまして減額した理由はとい

うことでございまして、この電波使用料につきま

しては、総務省のほうにお支払いしている電波使

用料でございます。総務省のほうで電波使用料の

改定がございまして、若干安価になったというこ

とでございます。 

  それから、また、ちょうど中段あたりの防災行

政無線テレホンサービス５回線につきましては増

額しているわけでございますけれども、昨年度が

この利用件数が2,075件、平成30年度につきまし

ては2,831件、この利用件数が増加したことによ

る増でございます。 

  それから、その下の遠隔制御器の電話料とあわ

せてお答えさせていただきたいと思いますけれど

も、成果書96ページの一番上の防災情報システム

の維持管理の関係が増額となっているということ

でございますが、こちらにつきましては、防災行

政無線のデジタル化整備工事を平成29年９月まで

実施をしておりました。９月末日までは施工者の

ほうでこういった使用料等を持っていたわけです

が、平成29年度につきましては10月以降工事が終

わりまして町のほうで支出しておりましたことか

ら、10月から３月までの支払った額と比較して、

平成30年度につきましては１年分町のほうで支払

っていますので、そこで差異が生じている状況で

ございます。 

  続きまして、ＡＥＤの賃借料の関係でございま

すけれども、ＡＥＤにつきましては役場と、それ

から町内の全小・中学校７校と、それから進修館、

社会福祉協議会、保健センター、図書館、いきが

い活動センター、資料館、はらっパーク、合計で

16台を管理しているところでございます。こちら

の賃借料として44万1,676円を計上させていただ

いているところでございます。 

  続きまして、成果書96ページのＪアラート受信

機の更新工事の関係でございますけれども、こち

らにつきましては請負業者が富士通ゼネラルとい

うところでございます。こちらにつきましては防

災行政無線を整備した業者でございまして、現場

のほうを熟知しておりまして、配線関係も全て詳

細把握しておりますので、地方自治法により安価

に契約することができるということから、業者選

定委員会のほうにかけさせていただいて、１社随

契で契約をしております。入札ではございません、

随意契約で契約のほうをさせていただいておりま

す。 

  続きまして、決算書71、72ページの19節負担金、

陸上特殊無線技士養成課程負担金でございますけ

れども、こちらにつきましては、防災行政無線を

扱う箇所につきましては、この免許を持っている

職員がいなくちゃいけないということで、私のほ

うで免許の取得をさせていただいた講習会に対す

る負担金でございます。今まではどうしていたか

といいますと、今まで町民生活課防災の担当の者

が過去にこの免許を取っておりましたので、その

方の名前をかりて総務省には届け出を出していた

わけでございますけれども、昨年度につきまして、

私のほうでこの資格を取得させていただきまして、

防災行政無線のほうを管理しているというところ

でございます。 

  続きまして、防災コミュニティ促進事業の19節

安心・安全まちづくり推進事業負担金の関係でご

ざいますけれども、こちらについては防災に関す

る資機材等を各自主防災組織で整備する場合に、

町のほうで安心・安全まちづくり推進事業補助金

として交付しているわけでございますが、こちら

の申請数が多かったということで30万円の増額と
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いうことでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  公害防止対策事業ということで、決算書の67ペ

ージ、成果書の93ページということで、こちらの

ほうからご説明のほうはさせていただきたいと思

います。 

  こちら、まず家電４品目のテレビ２台につきま

しては、圏央道とクリーン古利根の投棄、こちら

宮東側の地区からテレビが発生したということで

２台の処分のほうをさせていただいているところ

でございます。 

  粗大ごみにつきましては、町内各所で発生して

おりまして、電子レンジ、たんすや衣装ケース、

木材、布団、マット、ベニヤ板等の不法投棄が町

内各所のほうで発生しております。生活ごみにつ

きましても町内各所で発生しておるところでござ

います。その他につきましては、路盤材とか事業

系のごみが捨てられているというような状況に対

応させていただいたところでございます。 

  従前につきましては、特に決まったところとい

うことが多かったのがあったんですが、最近では

そういうことはなく、偏ったところはなく、町内

各所、不法投棄者が投棄しやすい場所に投棄のほ

うをしているような状況が確認できているところ

でございます。その場所には看板の設置等で対策

のほうを講じさせていただいているところでござ

います。 

  続きまして、成果書の94ページの野良猫対策の

ＴＮＲの関係のご説明をさせていただきます。Ｔ

ＮＲとは、飼い主のいない猫を捕獲（トラップ）

しまして、避妊手術（ニューター）を行いまして、

もとの場所に戻す（リターン）という、こういう

活動をＴＮＲ活動と呼んでおるところでございま

す。飼い主のいない猫の繁殖を防ぐために行われ

る活動でございまして、こちら準備ということで

捕獲器を５台購入をさせていただいたところでご

ざいます。従前、町のほうで保有しておりました

アライグマの捕獲器の２台がこちらのほうにも使

えるということで、踏み板式のもので使えるとい

うことで、そちらのアライグマのほうの２台も含

めて７台で野良猫の捕獲のほうの対策に対応させ

ていただいたところでございます。 

  こちら、令和元年５月21日、今年度なのですが

実施をさせていただいたところ、22匹の捕獲をさ

せていただいて、避妊手術をさせていただいたと

ころでございます。 

  こちら、ボランティアの皆さんのご協力により

対応させていただくことが非常に重要になってお

りまして、今後もこのような形で続けていきたい

と考えておるところでございます。 

  続きまして、進修館の利用件数でございます。

こちら成果書の97ページということでございます。

先ほどご説明をさせていただいたところでござい

ますが、談話室の利用件数が185件増えておりま

す。食堂、和室、茶室の減分48件、83件、31件を

足し込みますと、こちら162件ということでござ

います。従前、会議室で和室、茶室をほかの利用

する部屋がなくてお使いになっていた方が、談話

室のほうに移行されたということで、茶室、和室

の減になったという理解をさせていただいている

ところでございます。 

  続きまして、成果書の98ページでございまして、

狂犬病予防事業でございますが、こちらのシステ

ム保守の委託料の減についてでございますが、ご

質問にもございましたが、前年度は狂犬病予防の

注射の再通知対応をさせていただくためにシステ

ム変更の費用を盛らせていただいておりまして、
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それが終わった関係から、今年度減額という形に

なっているところでございます。 

  続きまして、成果書99ページ、環境衛生事業の

委託料の不用額の関係でございます。こちらの多

くの減の理由は、側溝清掃汚泥の排出量が少なか

ったということによるものでございます。 

  続きまして、同じく99ページ、雑草の委託料の

変化がないが雑草のほうの対応はできているかと

いうことでございますが、数年前に委託の件数が

増えたころから、委託料、こちら受益者負担金と

してまた入ってくるわけでございますが、こちら

の委託料のほうは少し増額のほうをさせていただ

いているところでございます。ただ、ここ数年件

数が安定している関係から金額については同じ金

額を上げさせていただいているところでございま

す。 

  ただ、通知をさせていただいておりまして、自

己処理、委託処理を含めて40％程度の処理率とい

うこととなっておりますので、今後もこちらの同

じような通知等の対応を続けていきたいと考えて

いるところでございます。 

  続きまして、同じく成果書の99ページの犬猫の

死骸処理の件数が増えているというお話をいただ

いているところでございますが、犬猫の死骸処理

件数につきましては、件数そのものが確かに増え

ているのもございます。また、職員が業務量が増

えておりまして対応できることがなかなか少なく

なっていることから、委託のほうにほとんど今、

回させていただいているということから、委託料

のほうも増えているという状況でございます。 

  続きまして、広域利根斎場組合の負担金事業で

ございます。利用率の関係ですが、今年度は、ご

質問にございましたとおり55.4％ということでご

ざいます。昨年度は54.1％ということで、若干で

はございますが増えているのは増えているところ

でございます。ただ、こちらは年によって大きく

変化がございますことから、どうしても従前から

ご説明させていただいておりますが、宮代町の地

形の関係から、こちらの利用率ということとなっ

ているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町長。 

○町長（新井康之君） 杉戸町の対応について消防

署の関係ですが、杉戸町が早過ぎるのではないか

ということでございますけれども、宮代町と杉戸

町の消防署が中島と統合した場合には、少し人員

の整理ですとか、消防車両の整理とかございます

ので、杉戸町は杉戸町サイドで議会への説明です

とか、そういうことを始めていますということで

ございますので、若干消防車両の移動もございま

すので、そういうことが始まっていますというこ

とで、杉戸町の対応としましては、改めてなくな

るとか場所が移動するとかそういうことではあり

ませんので、あくまでも内部的な処理の説明をス

タートさせたということでご理解いただけたらと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０９分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  丸藤委員の再質の前に、先ほどの唐沢委員の一

部答弁を担当課からお願いいたします。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課の山

﨑でございます。 

  先ほど唐沢議員の質問の中で、進修館に係った
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歴年の修繕の金額ということでお答えのほうをさ

せていただきます。 

  町民生活課のほうでは修繕の履歴をまとめた表

がございます。ただ、これは全部が載っていると

いうことではなく、金額の抜けているものがあっ

たり、全ての工事を網羅しているものではないと

いうことでご了解いただければと思うんですが、

この中の集計としましては２億1,500万弱の金額

の累計がされているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） では、再質問お願いいた

します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点か確認をしながら再質問をお願

いしたいと思います。 

  67、68ページの工事請負費の不用額の理由につ

いてはわかりました。 

  それから、自転車対策事業で、すみません、先

ほど質問をちょっとしはぐっちゃったんですけれ

ども、成果書の92ページの関係ですが、支出額が

570万5,000円ということで、前年度と比較して44

万7,000円増額となっています。その増額の要因

として、姫宮駐輪場においていたずらが一時的に

頻繁にあったという説明もあったんですけれども、

これはシルバー人材センターにお願いをしている

ところだと思うんですけれども、それが要因だと

は思うんですけれども、一体どんないたずらで、

これはもう既に一時的にということだったんです

が、もう解決はしているんでしょうかということ

で、現状どうなっているかも含めて、すみません、

お願いしたいと思います。 

  それから、公害防止対策事業で、特に不法投棄

の処理状況は以前はある決まった箇所にあったけ

れども、現在は固定した地域ではなく全般的だと

いうことで理解しました。そうすると、余計啓発

というのは難しいですよね。ある一定箇所だった

らその場所に啓発の看板とか立てたりすればいい

んですけれども、全町になるとつかみどころがな

くなるということで大変だと思うんですけれども、

そういう要因もあるんですかね、増えている理由

は。その辺でやはり解決していかなければいけな

い。 

  これは宮代の場合は不法投棄処理状況が22件で

４品目では２台ということなんですけれども、こ

れは各自治体では多いほうなんですかね。宮代は

面積が少ないですから、不法投棄もそんなには多

くはないと思うんですけれども、これは各自治体

との比較ではどうなんでしょうか、多いほうなの

か少ないほうか、それもあわせてお願いしたいと

思います。 

  それから、環境推進事業の成果書の94ページ、

飼い主のいない猫対策ＴＮＲということで、これ

はわかりました。それで、捕獲器も購入してとい

うことなんですけれども、そうすると、これは捕

獲して避妊手術をしてかえすわけですから、これ

は22匹ということなんですけれども、飼い主がい

ないんですよね。避妊すれば、そこから避妊した

猫については増えないとは思うんですけれども、

これはどういうふうにかえしているんでしょう。

同じ場所にかえすんですか。その辺では特に多い

とか少ないとか、役場も多いと思うんですけれど

も、付近は、面倒見のいい人がいますからね。多

いと思うんですけれども、これは地域的にはどう

いうふうな状況になっていますか。あわせてお尋

ねしたいと思います。 

  それから、同じく成果書でいきます。94ページ

の防犯活動事業の防犯灯の新設についてはわかり

ました。町のほうの関係も含めてということ。 

  実際の申請数は９カ所ということなんですけれ
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ども、もうそうしますと２カ所というのは今後あ

り得ないのか。予算の関係でこれまでだというの

もあるかと思うんですけれども、そうしますと、

もう却下された要望箇所というのはもうだめなん

でしょうか。その点お尋ねしたいと思います。 

  それから、ＬＥＤの関係なんですけれども、先

ほど平成30年度は全体で2,601基ということなん

ですけれども、そうすると前年度より３基減って

いますね。その辺はどうなんでしょうか。たしか

平成29年度は2,604基というふうに伺っていたん

ですけれども、その辺の関係もお尋ねしたいと思

います。 

  それから、防災活動事業の関係ですが、これも

理由がわかりました。結構です。 

  それから、Ｊアラート受信機の更新等について

もわかりました。これ地方自治法の関係とかって

おっしゃっていましたが。 

  進修館費なんですけれども、その進修館の利用

状況なんですけれども、やはりちょっと腑に落ち

ないんですけれども、簡単に談話室がよくなって、

その関係で和室、茶室が減ったというのは、それ

ぞれの特に茶室なんかは目的があると思うんです

けれども、最近進修館においては本当に使う部屋

がなくなって、特に食堂の本来の目的外で使って

いるという話も聞いておりますので、必ずここと

いうふうには言えないと思うんですけれども、で

も茶室というのはやはりこんなに減っちゃうもの

ですかというふうに私思うんですけれども、その

辺もう一度お願いしたいと思います。 

  それと、研修室も選挙があったということなん

ですけれども、選挙があって2,904人も利用人数

が減ってしまいますかね。その辺、もう少し詳し

くお願いしたいと思います。 

  それから、71、72ページの防災コミュニティ推

進事業の負担金の補助及び交付金の関係です。こ

れは申請数が多かったということで、これは理解

します。 

  次、117、118ページの環境衛生事業の委託料で、

空き地環境の保全である雑草等除去なんですけれ

ども、先ほども言いましたけれども、全然金額も

変わっていないし、処理状況はどうなのかという

ことでお聞きしたんですけれども、私なんかは住

んでいる近くではそういうところはありません。 

  今、一番気になっているのは中島児童公園の今

あいているところですね。でも、あそこは随分薬

をまいているのか雑草は生えていないんですけれ

ども、きちっとされているところはいいんですけ

れども、かなり迷惑な話だと思うんですけれども、

これはやはりもっともっと町としても積極的に働

きかけて、やはり処理してもらうように進めなけ

ればいけないと思うんですけれども、その点、本

当に自治体によっては、物すごく電話なり、もう

催促して催促してお願いしてやらなければ、もう

相手はわかっているわけだから、もうこちらでや

りますよという強行的にやっている自治体もある

というふうに聞いているんですけれども、やはり

それぐらいでないと本当に迷惑をかけると思うの

で、この点についてどうなのかということでお尋

ねします。 

  それから、これは成果書100ページの関係です

が、もう一つ、犬猫路上死骸運搬委託料なんです

けれども、これは処理件数がほとんど変わってい

ないのに10万8,000円も増えているんですよ。お

かしくないですか。どういうふうな状況になって

いるんでしょうか、委託業者と。その点、もう一

度お尋ねしたいと思います。 

  あと、消防費の関連で、先ほど杉戸町の準備状

況についてお尋ねしました。これは町長から直接

内部的な処理ということなのでということなので

すが、これについては非常にデリケートな問題で
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もありますので、余り私は杉戸で内部的だから勝

手にやっているということなんですしょうけれど

も、非常にやっぱり問題だなというふうに思いま

す。でも、これは杉戸の問題だということですの

で、これ以上は質問は結構です。 

  じゃ、以上の点、お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  順次お答え申し上げます。 

  まず、成果書の92ページからの自転車対策事業

の関係でございます。姫宮駐輪場におけるいたず

らの関係でお問い合わせがございました。こちら

につきましては委員おっしゃいますとおりシルバ

ー人材センターのほうに管理委託をしている駐輪

場でございます。 

  いたずらの内容でございますけれども、一時利

用者がとめておりました自転車が、頻繁に駐輪場

からフェンスの外、道路側に出されるといういた

ずらが頻発しておりました。それを受けまして、

姫宮の駐在所、杉戸警察署のほうにも相談をさせ

ていただいて、パトロールのほうを強化していた

だいたわけなんですけれども、それでも何日か連

続で自転車が出されてしまうといういたずらが発

生しておりました。それを受けまして、町のほう

の担当職員のほうで注意喚起看板を設置したり、

それから一時利用の駐輪場に出入り口が近くにあ

るわけなんですけれども、そちらをわざわざ出入

りできなくバリケードでとめたり、それから、あ

わせて防犯のためのカメラを設置して対策を講じ

たところでございます。その後につきましては防

犯カメラで監視中ですというような周知看板も一

緒につけさせていただきまして、いたずらのほう

は現在は全くないところでございます。 

  続きまして、防犯灯新設の関係でお問い合わせ

がございました。こちらにつきましては、要望９

カ所のうち６カ所つきました。結果３カ所がつか

ない場所になったわけでございますが、こちらに

ついて今後も設置することはあり得ないのかとい

うご質問だと思いますが、こちらにつきましては、

周辺環境が変われば、防犯灯の設置は条件を満た

せば可能になってくるところでございます。今回、

設置不可になったところにつきましては、理由を

見ますと、基準にございますとおり50メートル以

内に別の防犯灯があるというのが主な理由でござ

いまして、こちらにつきましても周辺環境が変わ

れば、防犯灯設置基準に基づいて基準どおりクリ

アしていれば、防犯灯の設置については考えられ

るところでございます。 

  それから、同じく成果書94ページの防犯灯の数

の関係でございますが、昨年度は総数が2,604基、

私のほうで先ほどお答えさせていただいたのが平

成30年度2,601基、３基減っているというご質問

でございましたが、こちらにつきましては、今年

度、防犯灯の台帳のほうを全て整理をいたしまし

て、精査をさせていただいた結果、2,601基とい

うことになっておりますので、今後ご報告させて

いただきます設置数につきましては、平成30年度

2,601基をベースに資料とも作成していきたいと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、成果書93ページの公害対策費の関係でご

ざいます。不法投棄の状況、町内各所にというこ

とでお話をさせていただきました。こちらの先ほ

どの質問でも回答のほうさせていただきましたが、

こちらの不法投棄が町内各所にあって、なおかつ

その頻度が多いところにつきましては、看板の設
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置をさせていただいているところでございます。

最近、子供がぎょろっと見ているような、目がぎ

ょろっとしているような看板で少し効果の高いよ

うなものに看板を変更させていただいて、そのよ

うなものをつけさせていただいているということ

でございます。 

  他市町村との不法投棄の状況ということでござ

いますが、不法投棄の関係で会議を持つことがご

ざいます。こちらでいろいろな状況を、お話を確

認させていただくことがありますが、宮代町、大

きな幹線道路がないために、大きな不法投棄がな

いというような状況のほうの確認はさせていただ

いております。ただ、件数については細かい件数

の確認までしておりませんので、件数についての

他市町村との比較というのはできていないような

状況でございます。 

  続きまして、94ページの環境推進ということで

ございます。ＴＮＲ、飼い主のいない猫の対策と

いうことでございますが、こちらのボランティア

さんが町内各所にいらっしゃるということで、町

内各所をボランティアさんが捕獲しやすい場所で

捕獲のほうをさせていただいた結果ということで

ございます。どうしても猫に餌をやる方が多い地

区は多くなる傾向にございますので、今後は地元

の自治会等と相談させていただきながら対策を講

じていきたいと考えているところでございます。 

  続きまして、成果書の97ページ…… 

〔発言する人あり〕 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） ごめんなさい、

かえすところはそうです、捕獲した場所にかえし

ています。ですので、捕まえた場所でかえすとい

うことでございます。 

  ただ、猫、避妊手術をしてしまえば、先ほどお

話しさせていただきましたが、数が増えない。そ

のままにしておくと年間相当数、32匹というお話

があったり、50匹というお話があって、いろいろ

な匹数が増えてくるんですが、そのようなものが

回避できるということでございます。 

  続きまして…… 

〔発言する人あり〕 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） あとは、猫の避

妊手術した猫の確認というために、耳をＶの字に

カットしております、耳先をです。「さくらねこ」

という表現をすることもあるんですが、桜の花び

らにように、避妊手術をした猫の耳先はカットし

ておりますので、そのような猫が避妊手術済みと

いうことでご確認いただければと思います。 

  続きまして、97ページの進修館の利用状況でご

ざいます。こちらの利用状況につきましては、進

修館のほうに確認をさせていただく中でお話をさ

せていただいているところでございまして、和室、

茶室においても、ほかの使用する部屋がないとい

うことから、和室、茶室の目的以外に使われてい

た方がいらっしゃいました。そちらが談話室が整

備されたことにより、そちらのほうを使われたと

いうことで談話室の件数が伸びていて、なおかつ

和室、茶室の件数が減っているということでござ

います。 

  あと、研修室の利用の減でございますが、平成

29年度は選挙のほかにイベント関係で大ホール等

を使われる方が、あわせて研修室を借りている方

が多かったというような利用状況の確認をさせて

いただいております。そのようなことから、30年

度が減という形になっているということでござい

ます。 

  続きまして、成果書99ページの環境衛生費の委

託料でございます。草地の関係でございます。こ

ちらにつきましては、昨年度の処理率が38.8％か

ら40.8％ということで、若干ではございますが処

理率は伸びているところでございます。 
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  ただ、お話しいただいたとおり、この草地、近

隣に影響を与えることが多いことから、町といた

しましても春、秋の一斉点検、一斉確認のほかに、

適時ご連絡があったところにつきましては、現場

に出向き、写真を撮り、その所有者の方には写真

つきで送付のほうをさせていただいているところ

でございます。 

  こちらの処理率がまだ半分にも満たないという

ことでございますので、今後もこのような形をと

らせていただく中で、少しでも処理率が上がるよ

うな方策をとっていきたいなと考えておるところ

でございます。 

  他市町村との状況を確認させていただくことが

ございましたら、そちらのほうでも有意義な方法

を確認していきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  続きまして、成果書100ページの犬猫の死骸処

理の状況でございます。お話のとおり、昨年度も

90件、今年も91件ということで、件数に変化がな

いけれども、委託料が増えているということでご

ざいます。先ほども回答させていただきましたが、

職員の業務量の増加等に伴いまして、今まで職員

が現場に出向き、犬猫の死骸処理の対応をさせて

いただいたこともあったんですが、今は委託に全

て任せているというような状況でございまして、

その分、委託料が増えているということでござい

ます。こちらの委託の金額は4,000円に税で1.08

でそういう委託料がありますので、匹数が増えれ

ばその分その金額が上がってくるということでご

ざいますが、そのような状況で増えているという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  そうですね、再々質問については放置自転車の

関係なんですけれども、成果書93ページに書かれ

ております放置自転車の撤去台数は駅ごとという

か、そういうふうに分けて書かれておりますけれ

ども、その他が201台で前年度が127台です。ここ

だけで74台も増えているんです。上のほうでは81

台増えているということなんですけれども、この

その他というのが、せっかく地域ごと、駅ごとに

なっているんですけれども、その他でくくっちゃ

っていますので、この辺の増えているんですよね、

これがね。これはどういうふうに対策をとってい

くのか。 

  しかも、リユースできるのがわずか12台と、も

うほとんどあれですよね、再利用もできない、そ

ういう状況なんですけれども。これはどういうふ

うに改善していかれるんでしょうか。その点だけ

お願いしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  成果書の93ページ、放置自転車に関するお問い

合わせでございますが、こちらの放置自転車の撤

去台数につきましては、和戸駅周辺、東武動物公

園周辺、姫宮駅周辺、その他ということで区分け

をさせていただいております。こちらにつきまし

ては、それぞれの駅周辺につきましては放置自転

車の条例におきまして、放置自転車禁止区域のエ

リアになっておりますことから、この３カ所を表

記させていただいているところでございます。そ

ちらの条例で禁止区域にされているところ以外を

「その他」ということでまとめて書かせていただ

いているところでございまして、今回、放置自転

車の撤去台数が増えた原因といたしましては、先

ほどもお答えのほうをさせていただきましたが、

進修館の無料駐輪場におきまして自転車の整理を
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２回やったことにより、増加したものでございま

す。 

  こちらにつきましては、今後どのような対策を

とるかということでございますけれども、進修館

の無料駐輪場におきましても、長期間の放置につ

いてはしないでくださいというような張り紙であ

りますとか、そういった注意喚起看板のほうは設

置させていただいているところでございますけれ

ども、同じくシルバー人材センターのほうに維持

管理のほうもしていただいておりますので、そち

らの維持管理をしている方からも情報を密にいた

だきながら、長期間駐輪している自転車につきま

しては、直接張り紙をして注意喚起をするなどし

て、放置自転車の数を減らしていきたいなという

ふうには考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 町民生活課の成果が87ペ

ージにあります。それに基づいてちょっとお伺い

しますが、第４次総合計画に関してなんですが、

まず、成果書29ページの防犯コミュニティ促進事

業というので、今回防犯マスター認定者が12人と

いうふうになっています。今、令和元年なのであ

と１年間ということで、もうそろそろ後期実行計

画も終わりますが、目標の中で、今年12人でもう

累計何名になっているのかということをお伺いす

るのと、それから、自主防災組織はもう100％に

なってもう何年かたつんですけれども、今、心配

しているのが高齢化、65歳以上が１万人以上とい

うことで、それぞれ皆さん高齢化してきちゃって

いるんですが、活動実績90％以上ということで、

それぞれの地域で活動をそれぞれやっているんだ

ろうと思うんですが、目に見えてこの90％以上と

いうか、それぞれの活動というのが、この30年度

事業の実績で資機材の購入だとか、あと防災にか

かわる講座参加者ということで理解していいのか、

この辺どんなふうに捉えたらいいのかちょっとお

伺いします。 

  あと、やはり第４次総合計画のもうまとめみた

いな形で、宮代町の魅力推進事業（里山体験事業）

というのがあります。これもホタルの夕べなんか

はもう混んでいるから私なんかは行きたくないな

というふうに思ってあれなんですが、これの交流

人口増に貢献しているかと思うんですが、この町

外だとか町内の割合で、駐車場をどんなふうにさ

れたのかお伺いします。 

  それから、成果書のほうで防災に関してですが、

96ページの上の表、防災情報システム維持管理と

いうので、真ん中の登録制メールというのがあり

ますが、この登録制メールに参加している人数と

いうのはどれくらいいるのか、お願いします。 

  今もう情報がそれで来ると安心するというのも

ありますので、95ページの行政無線テレホンサー

ビスが増えているというのは、聞こえなかった人

がかけるというのが、だんだんどこへかけていい

かというのがやっと周知されてきたんじゃないか

なというふうに、私、個人的に思いますが、そう

いう情報というので、メールを受ける人数という

のをお伺いします。 

  あと、成果書の103ページ、消防のことなんで

すが、おととい聞いたら、ちょっとこれは担当に

聞いてくださいと言われてはっきりしなかったん

ですが、決算書の188ページの財産に係るものな

んですが、このスポーツグラウンドが30減って、

詰所に30増えたのはどういうことですかという、

ちょっとわからなかったのでそれを教えていただ

きたいのと、それから成果書の103ページの第２

分団の建て替え工事ということで、町民生活課の

成果の中では、第２分団詰所建て替え工事を発注

しましたという言葉で終わっていますが、これは
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財産の中で増えた分はまだ入っていないんですが、

何平米という、もうきちんとした数で、もうこの

財産のほうに入れていないというのは、まだ入れ

られないということなんでしょうか。そこをお伺

いします。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、これより町民生活

課の審査を再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  それでは、角野委員のご質問に対しまして、順

次お答えのほうさせていただきます。 

  初めに、成果書の29ページ、防災防犯マスター

認定者の関係でございますが、昨年度の成果書に

つきましては、12名ということで記載をさせてい

ただいております。今までリーダーになった方の

人数の合計でございますが、152名でございます。 

  続きまして、活動実績、自主防災組織の活動実

績90％以上の考え方でございますが、こちらにつ

きましては、今現在、56組織の自主防災組織がご

ざいます。こちらのうち、90％以上の自主防さん

が、資機材の準備だとか、それから地区における

防災訓練、そういった活動を56組織のうち90％や

っていただければ、目標達成ということになると

ころですけれども、数につきましては51組織以上

を目標としてございます。 

  続きまして、成果書の96ページ、上段の表のち

ょうど真ん中になりますが、登録制メールの関係

でございますが、登録制メールの登録数でござい

ますけれども、昨日、９月10日現在で1,709件で

ございます。 

  最後に、成果書の103ページの消防団の詰所の

整備の関係でございますけれども、あわせて決算

書の188ページ、189ページの財産に関する調書、

こちらへ数字を乗せるということでございますが、

消防団の第２分団の詰所につきましては、成果書

の103ページにおきまして、設計業務委託と建て

替え工事の２本を載せていただいております。こ

ちらについては、消防団詰所の整備（繰越分）と

いうことで記載をさせていただいておりまして、

現在まだ施工中でございます。ですので、決算書

の188ページ、189ページを数字としてあらわれる

のは、来年度の決算書のほうで数字のほうを記載

する予定でございます。こちらにつきましては、

もともと第２分団の詰所の用地を確保した後に、

教育委員会で管理しております東粂原グラウンド

の用地30平米につきまして所管がえをして、消防

団の敷地として整備をしたわけでございますが、

その理由につきましては、お隣の方と建築につい

てお話し合いをさせていただいたときに、お隣の

家から、目の前に詰所が見えるのはちょっと嫌だ

というようなご意見もございましたので、その分

後ろに下がれるように、東粂原グラウンドの用地

30平米を確保したところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  成果書の37ページ、宮代の魅力推進事業のホタ

ルの夕べ観賞会の駐車場の関係でございます。 

  こちらは、東武動物公園の民間の有料駐車場を

２カ所お声がけをさせていただいて、そちらのほ

うにとめていただくように対応のほうをさせてい
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ただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  今の民間の駐車場で、魅力推進事業ですけれど

も、これは交流人口としては大成功という評価で

よろしいんでしょうか。それをちょっとお伺いし

ます。 

  あと、防災コミュニティ促進事業ということで、

152人が防犯マスター修了者になっている、これ

までなったということで、毎年毎年参加を募って、

しっかりと着実に増えてきているということで、

確認しました。 

  それで、あと56組織中51組織が、自主防災組織

ですけれども、この56組織、自治会は77組織あっ

て自主防災は56あるんですけれども、できていな

いところをまとめてやるとか、そういうことも考

えているのかどうか、ちょっとお伺いします。 

  あと、メールなんですけれども、1,709件とい

うことで、これは、これからもっと増やそうとし

ているとか、もうこれで終わりだとか、ちょっと

この辺はどうなるのか、お伺いします。 

  それから、消防団の詰所の話なんですけれども、

そうしますと、東粂原は借地だったような気がす

るんですけれども、これはあの東粂原からその分

だけ買い取ったということなんでしょうか。ちょ

っとそこを教えていただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  まず、１点目のご質問でございますけれども、

自主防災組織の活動につきまして、できていない

ところをまとめてやるのかというご質問でござい

ましたが、できていないところをまとめてやると

いうことではなく、こういった補助制度を活用し

て、地区の共助のために活動をしてくださいとい

うことで、自主防災組織連絡協議会の場をおかり

するなりして、活動の啓発に努めてまいりたいと

思います。 

  ２点目、メールについて、増やすのかというこ

とでご質問でございましたが、メールにつきまし

ては、登録件数最大で5,000件まで登録できる契

約をしております。そのうち、今現在は1,709件

でございます。来月10月には、地域防災訓練もご

ざいまして、そちらのブースの中で、登録制メー

ルを紹介するブースも設けて、そこで啓発をして

いく予定でございます。また、広報等も通じて、

さらに啓発活動のほうを続けてまいりたいと考え

ております。 

  ３点目、消防団の詰所について、30平米につい

ては借地を買ったのかというご質問でございまし

たが、東粂原グラウンドのうち、町所有の土地が

ございまして、そちらの土地を買ったというわけ

ではございませんで、所管がえ、所管を教育の財

産から町民生活課の財産にかえたというこで、費

用のほうは発生してございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  成果書の37ページ、宮代町の魅力推進事業の里

山イベントの表がございますが、こちらの総合計

が2,405人でございます。このうち、町外の参加

率が1,453人ということで60.4％、町内が952人と

いうことで39.6％ということとなっております。 

  成果書の38ページに、後期実行計画の成果目標

を記載させていただいているところでございます。

こちら年間1,000人以上、町外参加率50％という

ことで、この目標は達成させていただいておりま

す。そういう意味では、この事業は成功している



－９５－ 

ということになるわけでございますが、今後にお

きましても、宮代町の豊かな自然環境をより多く

の方に知っていただくために、この事業をこのよ

うな形で続けてまいりたいと考えているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  メールのほう、登録制メールが5,000件分ある

ということなので、今、スマホだとかそれだけで

も情報を得たいという方々も多くいるかと思いま

すので、これは啓発をお願いして、5,000件まで

できるならお願いしたいと思います。 

  あと、消防団の話なんですけれども、繰越分な

んですけれども、この建て替え工事3,800万、こ

れは決算なので、決算で前年度分の令和元年にし

っかりと整備ができて、そして、財産も移転する

ということでいいんだろうと思うんですけれども、

ここのかかったお金で、何平米の詰所だったのか。

それから、前の第２分団の壊すお金も入っている

んですよね。もちろんそうですよね。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  成果書の103ページに記載させていただいてい

る業務委託建て替え工事につきましては、今ご質

問がございましたとおり、今年度９月いっぱいで

完成する予定でございまして、来年度の決算書の

ほうにも記載をする予定でございますが、今年度

繰り越しをさせていただいておりますので、わか

りやすいように記載のほうをさせていただいてお

ります。 

  面積につきましてでございますけれども、第２

分団の詰所につきましては、建築面積でいきます

と45平米、それから延床面積でいきますと90平米、

敷地面積でいきますと209.47平米ということで、

建築確認申請のほうをとってございます。こちら

の数字については、財産に関する調書につきまし

ては、来年度の決算書のほうで記載をさせていた

だきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

  失礼しました。あと、取り壊し費用でございま

すけれども、取り壊し費用につきましても、成果

書103ページの第２分団詰所の建て替え工事の中

に入っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  これは質疑ではございませんが、猫の避妊の話

のＴＮＲなんですけれども、宮代町が先進的でボ

ランティアでやったということで、近隣、白岡、

久喜、幸手、それぞれ皆さんが、宮代町がすごい

ということで、宮代町を見習いたいということで、

今それぞれ説明に伺っているのかなというふうに

思いますので、すみません、それはよろしくお願

いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。何点か質問させ

ていただきます。 

  １つ目は、地域コミュニティ活性化事業でござ

います。50ページになります。それと、成果書で

は89ページになると思います。 

  そのことで、ちょっと、以前皆さんから一般質

問とかいろんなところから、このことについては

質問がありました。私は、ちょっと宮代町の人口

は今、増えたり減ったりしておりますけれども、

横ばいで今はなっています。その中でなぜ自治会
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員が減ってしまっているのか。 

  それと、自治体が１つ減って、合併して１つに

なったということで、また自治会も１つ減ったと

いう。これを見ていると、予算も毎年減っている

んですよね。３年前から比べると百何十万と減っ

ています。毎年計画的に減っているような感じな

んです。これは、どうしてこういうふうに減って

いるのか。これは自治会の会員数との関係がある

のかどうか、その辺のところ。 

  町としては、この自治会が減ったり、毎年１％

ずつ会員数なんかは減っているということで聞き

ました。そういう中で、このまま放置していくの

か。このコミュニティ活性化ということなんです

から、やっぱり自治体が活性化していかないと、

これからの自治会活動というんですか、それがう

まくいかないとなっていくんじゃないかなと思っ

て。 

  １つは原因はいろいろあると思います。いろい

ろと町のほうから自治会のほうに要請がきている。

うちのほうの自治会の人も、集団でやめた人たち

もいます。なぜかというと、町から来ると、自治

会の会長のそういう仕事が多くなる、そういう感

じだったんですよね。やはりその辺のところを、

町としてどのように考えているのか、今後どうす

るのか。また活性化事業のこういう経費なんかも

少なくなっているんですけれども、毎年同じよう

に自治会員が減っていくのかどうか。その辺のと

ころをちょっと詳しくもう一度お願いしたいと思

います。 

  それと、64ページ、市民活動推進事業でござい

ます。この中で、市民参加推進評価委員が６人に

なって、去年は11万8,000円の決算だったと思い

ます。今回は４万円の決算になっているんですけ

れども、その辺のところはどうして減っているの

か。 

  また、こういう報酬が減っているところがある

のかどうか。違うんですか、これは。町民生活課

じゃないんですか、市民参加推進評価委員会とい

うのは。 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） ごめんなさい、どっちにし

ろ、町民生活課の事業が予算が減ってきています

よね、去年と比べたら。その辺のところはどうい

うあれなのかなと思ってちょっと見ているんです

けれども、この評価委員だけじゃなくても、ほか

の事業でも報酬が減っているところがかなりあり

ます。その辺のところの、関係というんですが、

どうしたのかなと思います。 

  それと、69ページの防災活動費です。 

  これは防災活動委員が５人で、去年が２万

7,000円ついていたんですけれども、今回は５人

で１万5,000円ということなんですけれども、こ

れも減っているんでしょうか。ちょっとその辺の

ところがわからない。全体的に減っているような

感じはします。委員というんですか、こういう町

民生活課の中で全体的に減っている理由というの

はどういうことなのかなと思いまして、お聞きし

たいと思います。 

  それと、117ページになります。合併処理浄化

槽、説明書では99ページ、30年度では10件の件数

があるんですけれども、補助金額としては674万

8,000円、この件数を決めるんですよね。これは

申し込みがあって、その中から上から順番に10人

ということで決めているんでしょうか。それとも、

何かの理由があって10人というのを決めているの

か。それと、最高の補助金額というのも、１件１

件違うのかどうか。その辺のところもお聞きした

いなと思っております。みんな同等にやっている

のか。決め方を教えていただきたいと思っており

ます。 
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  最後に、消防のほうの関係なんですが、143ペ

ージになります。成果書では102ページになりま

す。 

  この、操法大会で出動した回数として42回だな

ということなんですけれども、これは訓練とは違

くて、操法大会が42回あったということなんです

か。訓練だったらわかるんですけれども、操法大

会そんなに、私も現役のときにあったわけじゃな

いなと思っているんですけれども、その辺のとこ

ろの理由をちょっとお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  ただいまお話をいただきました成果書89ページ

の地域コミュニティ活性化事業の自治会の加入率、

自治会数の減についてお答えをさせていただきま

す。 

  委員のご質問のとおり、自治会の加入率につき

ましては、減っているという現状がございます。

こちらは、各自治会の活動に、そちらに住んでい

らっしゃる方がどういう思いで入らないのかとい

うような細かなことまではわかりませんが、実際

減少しているのは事実でございます。そのことが、

区の数そのものが減っているというのは、その母

体がどんどん小さくなり過ぎてしまってきて、そ

の母体を合併しているということで、区そのもの

の数が減ってくる中では、その母体数を増やすと

いうことで合併している地区が多くございます。

議会の一般質問でもお答えさせていただいたとお

りでございまして、そのような状況がございます。

今後は、より一層そのような傾向が出てくるかな

と思います。窓口のほうにも多くのご相談をいた

だいているところでございます。 

  こちらの自治会長の報償金等の交付の予算でご

ざいますが、こちら均等割が１万円、世帯数割が

世帯数掛ける800円ということで、交付のほうを

させていただいていることから、加入世帯数が減

ってくれば、当然額が減ってくるということとな

っているところでございます。 

  続きまして、成果書の90ページ、市民活動推進

事業でございます。こちらは、コミュニティ協議

会がなくなったことから、コニュニティ協議会の

助成がなくなっております。クリーン宮代、クリ

ーン古利根につきましては、町職員が直営で行っ

ていたことから、こちらは予算の減ということと

なっているところでございます。 

  続きまして、合併処理浄化槽の補助の内容でご

ざいますが、10件というのは、国・県の補助も入

っておりますので、そちらのほうで、調整をさせ

ていただいている要求額が合併処理浄化槽10件と

いうことで、整理のほうをさせていただいており

ます。 

  こちらは、今の現状ですと、４月からやらせて

いただいていて、早いもの順で処理のほうをさせ

ていただいているところでございます。 

  こちら同じ10件ということでございましても、

５人槽、７人槽と浄化槽の人槽によって補助金額

の上限が決まっておりますので、その補助金額、

人槽の変化によりまして、補助金額が変動される

ところでございます。 

  平成30年は５人槽が３基、７人槽が７基という

ことでございました。平成29年度は５人槽が５基、

７人槽が５基ということでございますので、こち

らの補助内容によって、補助金額の変動があると

いうということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 
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  初めに、決算書69ページ、防災対策費の報酬の

関係でございます。防災会議委員５人に対して１

万5,000円の報酬を支出させていただいておりま

す。前年度２万7,000円ということで、比較して

減っているというご指摘でございましたが、平成

30年度につきましては、防災会議のほうを１回開

催しておりまして、そのときに５人に対して１人

3,000円、ですので計１万5,000円のほうを支出さ

せていただいております。 

  平成29年度につきましては２万7,000円という

ことで、平成29年につきましては、防災会議を２

回開いております。２回開いてございましたので、

２回分ということで２万7,000円のほうを支出さ

せていただいております。 

  次に、消防費の関係でございますけれども、成

果書102ページの操法大会団員の出動状況の表の

うち、操法大会42回ということで、操法大会を42

回やったのかというご質問でございましたが、こ

ちらにつきましては、操法大会が、平成30年８月

４日に埼玉県の消防学校で開催されたわけでござ

いますけれども、それに向けた訓練をやった回数

でございます。８月直近につきましては、週３回、

団員が、仕事が終わってから消防署に集まって訓

練のほうを実施させていただいておりました。そ

の積み重ねで操法大会に出る練習、訓練として42

回ということで計上させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  地域コミュニティ活性化事業なんですけれども、

確かに会員数が減ってきている、そのために予算

も減ってきているんだということになりますと、

これ自然任せでこれからもやっていくということ

なんでしょうか。その辺のところが、町としての

責任、その辺のところがどのように、宮代町の地

域活性化をしていくのか、その辺のところはちょ

っと見えてこない。私はやっぱり活性化させるた

めには、町が責任を持ってやっていかなくちゃい

けないかなと思っております。減ったから、仕方

ないから予算も減らしていく、これだったら誰で

もできますよ、はっきり言って。規則だけ決めて

おいてそのとおりにやっていけばいいんですから。

町としての責任はどうするのかということだけ、

ちょっと再質問させていただきます。 

  それと、最後の消防団の訓練のやつです。これ

は操法大会ということで、42回やっているのと勘

違いします。私はちょっと、あれ、42回もやった

のかなと。訓練は訓練と書いてありますので、こ

れは訓練のほうに入れたほうがいいんじゃないか

なという感じはします。操法大会があるというこ

とは知っていますよ、それは。１回やると。その

ための訓練が必要だということも知っています。

私は訓練と操法大会一緒にしちゃうのかなという

感じがしたんで、そういうのの仕分けの仕方とい

うのはちょっと違うんじゃないかなという感じは

するんで、訓練と。私はそう思っているんですけ

れども、その辺のところをもう一度お願いしたい

と思っているんですけれども、その辺の仕分けの

仕方というのは、どういうふうにやっているのか

なと感じがします。大したことはないんですけれ

ども、仕分けの仕方です、お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  自治会への加入率についてのお答えをさせてい

ただきます。 

  自治会へどうして加入しないかというお話をい

ろいろ地区の方とお話をさせていただくことが多

いんですが、住民の方が、班長が回ってくるのが

嫌だとか、あるいは区長になるのが嫌だとか、そ
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ういうお話をいただくことが多くて、自治会から

抜けられるというお話をよく耳にするところでご

ざいます。 

  先ほどもちょっとお話をさせていただきました

が、自治会の構成世帯数が少ないと、どうしても

班長だったり、区長だったり、回ってくる頻度が

多くなったりしてくるようになってきます。 

  そういうことから、自治会の母体数を増やして

いく。先ほど言った、区域の自治会の区の合併、

そちらを今後は区長さんとお話をさせていただき

ながら、進めていきたいなと考えるところでござ

います。母体数が増えれば、その分、そのような

状況が減ってきますので、加入される方も増えて

きていただけるんではなかろうかと、そういうふ

うに考えております。この辺は、町が一方的に区

を合併するということはできませんので、区長さ

んといろいろご相談をさせていただく中で、進め

ていきたいなと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  成果書102ページの団員出動状況の表の表現の

仕方でございますが、操法大会ということで、平

成30年度に特化した大会ということで、改めてこ

の操法大会ということで表現をさせていただきま

した。来年度以降につきましては、操法大会、今

のところ８年に一度のペースでいきますので、来

年度につきましては、全て訓練のほうに集約され

る形になります。せっかく消防団の皆様が頑張っ

ている成果でございますので、こちらで操法大会

というのを特記させていただいた状況でございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  １つ、消防団のほうはわかりました。 

  地域コミュニティ活性化事業なんですよ。先ほ

ども言いましたように、母体が減ってきているん

ですから、自治会数を少なくしていけば、やる人

も出てくるんじゃないかという意味のような感じ

がしたんですけれども、果たしてそれだけで自治

会数が増えるんでしょうか。 

  私は、確かに班長とか区長をやるのが嫌だ、こ

の嫌だという意味ですよ。なぜ嫌になってきてい

るのか。それは余りにも私は自治会に町のほうか

ら、余りあれでなんですけれども、課題を押しつ

けてきているんじゃないかな。やはり負担を少な

くするということを第一条件にしていないと、こ

れは会員だって増えないですよ。減る一方です。

しまいには50％割ります。このままで行ったら。

そしたら自治会という役割がなくなってしまいま

すよね。今からこれ対策とっていかないと、大変

なことになるんじゃないかなという感じがします

ので、その辺のところをもう一度ちょっと、町の

ほうでどのように考えているのか、もう一度お願

いします。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  区長さんへのお願い事項が多いというお話は、

従前からいただいております。そういうお話をい

ただく中で、町民生活課では、地区連絡会、ある

いは区長会で、いろいろ町のほうがお願いする案

件につきまして確認をさせていただいております。

負担がないように、各課のほうにお話をさせてい

ただいて、区長さんへのご負担の軽減につきまし

ては、そのような対応をさせていただいていると

ころでございます。先ほどお話しいただきました、

ひとえに区を合併させることイコール加入率が上
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がるということではないというお話もいただいて

おりますが、その自治会のいろいろなご事情があ

ると思いますので、その辺はいろいろお話をお聞

きしながら、町も一緒になって自治会と考えてい

きたいと思っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  成果書90ページをお願いいたします。 

  古利根川について２点質問です。 

  まず、クリーン古利根、３月３日ということで

すけれども、これは杉戸町もクリーン古利根事業

をやっているわけですけれども、同じ日にちの同

じ時間だったでしょうか。 

  ２点目、やはり古利根川です。93ページ、放置

自転車の撤去、平成30年度の３月、半年ほど前で

すけれども、古利根川の自転車を撤去したと思う

んです。大体40台。これは、この放置自転車の撤

去の中に台数は含まれているんでしょうか。 

  続きまして、97ページ、進修館管理事業、この

お金の表の中に、一般財源約3,000万、その他93

万とありますけれども、このその他というのは、

使用料ということでよろしいんでしょうか。 

  以上３点です。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、成果書90ページのクリーン古利根の関係

でございます。こちらは、町単独で行っているこ

とから、杉戸町との調整は図っておりません。杉

戸町が同じような日にち、同じ時刻でやっていた

かという確認は町のほうではしておりませんです。 

  続きまして、クリーン古利根の自転車の撤去で

ございます。こちらにつきましては、自転車対策

事業で行ったということではなくて、クリーン古

利根を実施するに当たりまして、地区の方からい

ろいろなお話をいただいておりました。その中で、

クリーン古利根、古川橋周辺の上下流のところに、

物すごい数の自転車が川の中に投棄されていると

いうお話をいただいておりましたので、町のほう

が県のほう、総合治水事務所等と調整をさせてい

ただきながら、クリーン古利根の流れの中で、自

転車の撤去をさせていただいたということでござ

います。 

  続きまして、進修館管理事業、成果書の97ペー

ジでございますが、こちらのその他につきまして

は、こちら、ふるさと納税をこちらのほうに入れ

させていただいております。こちらふるさと納税

の金額ということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） まず、クリーン古利根です。 

  ２年前か１年前、私、杉戸と同時にやったほう

がいいということをこの場で提案したと思うんで

す。というのは、２年前だったと思います。私、

杉戸のクリーン古利根の手伝いに行ったんです。

そうしましたら、川の反対側で見ていた宮代の人

が「金子さん、杉戸の人たちと一生懸命やってい

たね」と言ってくれたんです。つまり、川の反対

側、右岸が宮代、左岸が杉戸、川を挟んで２つの

町があるわけですから、同時にやれば、一遍にき

れいになる。しかも、川向こうのことの様子もよ

くわかる。例えば和戸地区ですけれども、和戸の

古利根あたりは、防災無線、杉戸の放送もよく聞

こえるんですよ。本日は何々小学校の４年生が担

当しましたとかというんで。それから、中央地区

も当然ですけれども、杉戸の放送もよく聞こえて、

宮代も聞こえる。また、宮東のほうもそうなんで
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す。今年、本郷の杉戸町の町会議員さんのお宅に

行きましたら、そこのご自宅から、宮代町の姫宮

のセキ薬品の看板が見えるんです。びっくりしま

した。あそこんち、宮代の議長の家も見えるんだ

よと。それほど杉戸と宮代は近い関係なんです。

その真ん中にあるのが古利根川。ですから、調整

はしなかったじゃなくて、なぜする努力をしない

のか、それを聞きたい。お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員、１点でよろし

いですか。 

○委員（金子正志君） まだあります。 

○委員長（丸山妙子君） じゃ、まとめてお願いし

ます。 

○委員（金子正志君） 放置自転車の件ですけれど

も、古利根川の撤去した台数は、この242台に含

まれているのかいないのか。そこの確認をお願い

いたします。 

  それから、97ページの進修館管理事業、使用料

収入というのは、全部合わせて幾らぐらいあった

のかお尋ねいたします。なぜ聞きたいかというと、

3,000万の税金を投入したわけですから、最低で

も30％の900万ぐらい収入があったんだったらい

いなと思って質問しているわけです。 

  以上お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、１点目のクリーン古利根のあり方でござ

います。クリーン古利根の実施の内容につきまし

ては、河川の区域内に入っては危ないということ

を杉戸県土整備事務所のほうからお話をいただい

ております。ここ数年そういうお話をいただくこ

とが強くなってきまして、コミュニティ協議会が

実施しているときから、そのようなお話をさせて

いただいたところでございます。 

  平成30年度は、町の事業としてやらせていただ

いたところでございますが、そのようなお話をさ

せていただく中で、地区のほうから、河川の区域

内に入らずにクリーン古利根をやることは、非常

に清掃できる区域が少なくなってきているので、

非常に無駄だというお話、あるいは、やる必要が

あるのかというお話も、強く地区のほうからいた

だくようになってきております。 

  そのような関係もございまして、今年度以降、

今、地区連絡会議のほうで、いろいろお話をさせ

ていただいておりまして、地区が必要と認める場

合、そのような形を、地区がやっていただくとい

うことであれば、町もいろいろと協力をさせてい

ただくということで、町が主導の、今までどおり

のクリーン古利根は、実施しない方向で、今検討

をさせていただいております。地区のほうでお話

をいろいろとさせていただいているんですが、地

区のほうからも、ご同意をいただいているところ

でございます。そのようなことから、今後にお

きましても、杉戸町と調整をすることはなかな

か難しいのかなと思っているところでございま

す。 

  続きまして、２点目のクリーン古利根の自転車

の撤去でございます。こちらの放置自転車の撤去

とは関係ございませんので、こちらの台数には含

まれておりません。あくまでもクリーン古利根の

河川の中の撤去ということで、こちらは県がやっ

ていただいておりますので、そちらの台数という

こととさせていただきます。 

  続きまして、進修館の使用料でございます。進

修館の使用料につきましては、指定管理者の収入

となることでございまして、今、手元に、すみま

せん、その数字を持っておりません。確認のほう

はさせていただきますけれども、そのような状況

でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） では、使用料収入は後で教

えてください。 

  それから、戻ってすみません、質問１つ忘れた

のがあるんですけれども、いいですか。だめだっ

たらだめでいいですけれども。 

○委員長（丸山妙子君） はい、どうぞ。 

○委員（金子正志君） 説明書の37ページです。 

  町ではいろんなイベントをやっているわけです

けれども、このイベントの使った税金と参加者の

人数、費用対効果というものを考えましてなんで

すけれども、ここに載っている里山イベント、大

体61万円で2,300人の参加、お金で言いますと、

１人当たり260円の経費です。 

  同じように見ますと、敬老会は392万で1,894人、

１人当たり2,000円の経費です。体育祭は幾ら使

ったかちょっと数字はわからないんですけれども、

大体1,000人の参加、そうすると単価が出るわけ

です。同じようにやっていきますと、非常に経費

のかかっているものがあるんですよ。それが35ペ

ージの「いいね！」。149万使いまして69人の参

加、２万円以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員、そこは産業観

光課になります。 

○委員（金子正志君） ですから、イベントのくく

りで言いますと、非常に差がある、単価の物すご

くかかるイベントを、今後見直す必要があるのか

どうかというのを聞きたいんです。 

  例えばトウブコフェスティバル、それなんか

200万くらい使っているわけですけれども、２万

人近く来ているから、やはり効率は物すごくいい

んです。課が違うからという話ではなくて、宮代

町にはイベントがたくさんあって、すごくいいん

ですよ。でも、どんどんイベントが増えていくと、

イベント疲れということもあるし、ですから、あ

る程度整理する必要があるんじゃないかなと思い

まして質問しているんです。 

○委員長（丸山妙子君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  町民生活課のほうでは、今、成果書の37ページ

に挙げさせていただいております里山イベントの

実施ということで、月１回程度のこちらのイベン

トをＮＰＯとかトラストの保全されている方と、

あるいは山崎山こどもエコクラブ等と、協働して

やらせていただいているところでございますけれ

ども、こちらの各会、ホタルの夕べ鑑賞会はちょ

っと人数が多いんですが、それ以外のところにつ

いては、職員が２名程度で一緒に主催団体とやら

せていただいている状況がございます。 

  このような状況の中で、これだけ多くの方の参

加をいただいているところから、町民生活課とし

ては、こちらの掲げさせていただいている事業に

つきましては、今後も継続して実施させていただ

きたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） こちらの里山イベントはぜ

ひ継続していただきたいと思います。お願いいた

します。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で町民生活課の質疑を終了いたします。 

  では、休憩します。再開は午後２時といたしま

す。 

 

休憩 午後 １時４４分 
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再開 午後 １時５９分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほどの町民生活課の件に関しまして、課長よ

り皆さんに補足説明がございます。 

○町民生活課長（齋藤和浩君） 町民生活課長、斎

藤でございます。 

  金子委員さんからのご質問の進修館の使用料、

要するに収入の関係につきまして、ここですみま

せんが、数字のほうを述べさせていただきます。 

  進修館収入といたしましては、使用料並びにロ

ッカー並びに自転車、そういうものの収入を全て

合わせまして、平成30年度決算で、872万6,195円

でございます。こちらが平成30年度の進修館の使

用料、先ほど申し上げました施設使用料またはロ

ッカー使用料等を含めた総額が先ほどの金額です。 

  以上でございます。 

○委員（金子正志君） ありがとうございます。 

○委員長（丸山妙子君） これより税務課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井です。

よろしくお願いいたします。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島と

申します。よろしくお願いいたします。 

○税務課主幹（星野靖史君） 税務課主幹、星野と

申します。よろしくお願い申し上げます。 

○資産税担当主査（鈴木健司君） 税務課資産税担

当、鈴木でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○徴収担当主査（折原 淳君） お疲れさまです。

徴収担当主査の折原でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○町民税担当主査（田原浩介君） 町民税担当の田

原です。よろしくお願いします。 

○資産税担当主査（清水頼孝君） 資産税担当の清

水です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 徴収担当の方にお伺いいた

します。 

  詳しくこの業務を説明していただきたいと思い

ます。町民に対してどのくらい厳しく集金業務に

当たるのか。我々も事業を経営しているわけです

けれども、一番大変なのが集金業務なんです。

100％集金するのがノルマなんですけれども、な

かなか不景気になると厳しい。でも、じゃ、許す

というわけにはいかない。ですから徴収業務が一

番大変だと思うんですけれども、業務の説明と、

何が大変だったか、そういった苦労もありました

ら、その辺も教えていただきたいと思います。そ

れだけです。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島と

申します。 

  徴収業務のやり方、取り組みについてご説明い

たします。 

  まず、通常の課税が入りまして、納付期限が設

けられております。納付期限までに納付がない方

に対しましては、一定期間を設けまして、督促状
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を出す状況になっております。その後、督促状に

対しまして納付がない場合には、その先といたし

まして、催告書、警告書、差し押さえ予告書など

段階的な通知をお出ししたり、場合によっては、

その方の状況をお聞きするために連絡をとったり

とか、そういったことを行っております。その際、

納付もしくは納付に関する相談をするように促し

ているような状況でございます。 

  相談があった場合には、現在の収入の状況、生

活の状況などを確認して、その中で納付可能な金

額を決定し、納付などを受けているような状況で

ございます。 

  基本的に、普通の納付期限で納付していただい

たりとか、お手紙などで納付いただければ問題な

いんですが、その先で納付がいただけない場合に

つきましては、通知が段階的に出る同時並行の形

で、預金調査、生命保険の調査、損害保険、不動

産、給与などの収入についての調査を行いまして、

そこで出てきた内容に基づいて、納付をさらに促

すようなことを行っております。 

  基本的には、そこの納付がおくれてしまってい

る、滞納が増えてしまっている方につきましては、

その調査を行った内容に基づきまして、納付をお

願いしているところなんですが、その方の状況が、

過去収入があっても、現在病気だとか収入が激減

してしまったとかという方に関しましては、今の

現状を踏まえた形で対応するように行っておりま

す。 

  いろいろな相談とか、分納の相談を受けている

状況の中で、ある一定の収入がある、納付が可能

であるという方が調査の結果でわかってしまった

場合には、例えばお給料に関しましては、最低生

活費を法令で定められていますので、それを除い

た形の部分の差し押さえを執行しているような状

況でもあります。 

  ただ、差し押さえをするに当たっては、法令で

書かれている基準だけでは判断できない部分もあ

るので、個々の実情を加味した形での差し押さえ

等を行うように対応しているところであります。 

  一方で、どうしても現状としても、今後につき

ましても、なかなか、例えば長期にわたっての病

気、今後収入が増える見込みがないというような

状況がわかるような方につきましては、滞納処分

の停止という形で、滞納処分を行わずに３年間様

子を見て、その３年後に経過すれば、不納欠損と

いう形で対応するような形もとっているような状

況でございます。 

  あとは、徴収業務のところで、一番苦労すると

いうところなんですが、やはり連絡もとれないよ

うな方、相談を促しても、なかなかこちらに来て

いただけない。逆に訪問しても会うこともできな

い、そのような方については、なかなかその先の

対応ができないことが多い状況ですので、そうい

ったところがどういうふうにアプローチをかける

というところを、ふだんから考えてはいるんです

が、なかなかそこが、本人とも会えない状況です

と、話が先に進まない状況ですので、徴収業務に

当たっては、そこの分が一番苦労しているような

状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 詳しい説明、ありがとうご

ざいます。 

  そうしましたら、まず督促状、それから、催促、

差し押さえ予告、全部文書が届くわけですね。初

めて連絡とるまでにどのぐらいの日数、何日なの

か何カ月なのか、あるいは１年なのか。 

  それから、連絡して訪問したりするのは、税務

課の皆さんが分担してやっているんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課主幹。 
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○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島と

申します。 

  初めて連絡をとるタイミングというところでご

ざいます。納付期限が過ぎますと、先ほど説明さ

せていただいた一定期間を経て、督促状が出ると

いうところが最初のアプローチになりまして、納

付期限から約１カ月以内ぐらいに、督促状が出る

形になります。 

  初めて連絡をとるということが、そこの督促状

がスタートになってきます。実際、その方の状況

によって、お手紙のみでアプローチをかけていく

パターンと、あとは、連絡をとって話をするパタ

ーンといろいろありますので、その方々、タイミ

ングとしてはずれることはあるんですが、一番最

初というところでいうと、納付期限が過ぎて、約

１カ月後ぐらいに、督促状が出るタイミングがお

くれてしまった、滞納になってしまっている方に

対する最初のアプローチになっていくところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

  すみません、あと税務課職員というところの中

では、督促状をつくるタイミングで、一応税務課

職員の徴収担当の職員がここの部分にかかわりま

して、督促状を策定して出していくことになりま

す。 

  あとは、徴収担当の職員何名かいるんですが、

徴収担当につきましては、地区担当制をしいてお

りまして、その地区担当が、その方の状況を踏ま

えてアプローチをかけていくような状況にもなっ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 詳しくありがとうございま

す。 

  なぜ質問したかといいますと、私、実家、父と

母が続けて亡くなりまして、それで相続したわけ

なんですけれども、そうしましたら、５年分以上

たまっていたんです。いろんな税金が、それで、

実家と、あと実家の会社を合わせまして1,000万

ぐらい、税金だけで。延滞金も1,000万ぐらい。

それで、相続して思ったんです。何でもっと厳し

く取り立ててくれなかったのか。何も知らずにび

っくりしますでしょう。びっくりしますけれども、

相続、納税じゃないですけれども、相続したんで

すから全額払ってくださいということになります

よね。それはそれはびっくりしますよ。ですから、

そういうことのないように、大変だと思いますけ

れども、きちんと、そんなにためないように、許

せる範囲で厳しくやってほしいなと、これはお願

いです。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 要望でよろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点か質問させていただきます。 

  まず、歳入の11ページ、12ページの町税の関係

からでございます。 

  決算書からもわかりますように、町税の占める

収入の割合、36.4％であります。大きなウエート

を持っているわけなんですけれども、このうちの

町民税、固定資産税、軽自動車税、それから都市

計画税もそうです、これについて、成果書では12

ページ、それから、それぞれ詳しく、飛んで82ペ

ージと書かれておりますけれども、もう少し詳し

くご説明をお願いしたいと思います。 

  それぞれ、前年度よりも落ち込んでいたり、ま

た増えている部分もあります。ちょっと説明では

雑駁過ぎますので、その辺もう少し詳しくご説明

をお願いしたいと思います。 
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  それから、歳出の関係で伺います。 

  これは73ページ、74ページ。まず、税務総務人

件費なんですけれども、これは、前年度は17人で

した。昨年は何人なのか。 

  それから、超過勤務手当、前年度よりも約50万

ぐらい減っていますが、超過勤務手当、まだまだ

こういう状況になっております。改善はしている

とは思うんですけれども、なぜこういうふうな状

況になっているのか、ご説明をお願いしたいと思

います。 

  ごめんなさい、歳入の関係で、ちょっとお聞き

したいんですが、それぞれ、個人、法人がありま

す。特に地域経済を支える営業のほうの所得なん

ですけれども、これは、町全体ではどのぐらいに

なっているんでしょうか。納税の関係からすると、

上向きみたいに見えるんですけれども、実際はど

うなんでしょうか。納税者は増えているのかどう

か。 

  それから、企業というか、赤字企業もかなりあ

ると思うんですが、どういった状況になっている

のか。それから、事業を廃止したところもあると

思うんですけれども、昨年度、平成30年度にはど

ういう状況になっているのか。それらについても

伺いたいと思います。 

  来月から、消費税が10％に増税されます。地域

経済の疲弊に拍車をかけることになるのではない

かなというふうに思いますけれども、さらに５年

後は、インボイス導入によって、事業の存続か、

あるいは存続できないかというのも、かなり振り

分けされると思うんですけれども、私自身も町民

から、商売をやっている方から聞いたら、もう消

費税増税されれば、廃業するしかないと。そうい

った声も聞かれるわけで、やっぱり地域経済の疲

弊に即した町政運営をやっていかなければいけな

い。しかし、こういった大きな問題もあるんです

けれども、そういう意味からも、私どもは消費税

はやるべきではないと思うんですが、その点、町

民の暮らしとか、営業はどうなっているのか。そ

ういった点ではどういうふうに見られているのか、

そういう観点からもお尋ねしたいと思います。 

  それから、今、前段の委員から滞納関係の話が

ありました。担当者も大変だと思うんですけれど

も、決算の監査委員さんからも言われているよう

に、町税、国保税、保育所保育料、学校給食等の

滞納対策については、滞納者が重複していること

も考えられることから、既に担当課相互に連携し

て取り組んでおられますが、引き続き各課での情

報共有に努め、連携を密にして進めてくださいと。

こういうふうにあるんですけれども、そういった

点では、どういうふうな連携をとられているのか、

ご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、すみません、歳入に移ります。 

  納税、総務人件費です。先ほどお聞きしました。

それと、超過勤務手当の関係でどうなっているの

か、そのあたりの状況もお尋ねします。 

  それから、不用額が需用費で17万1,000円出て

おりますが、これについてのご説明をお願いした

いと思います。 

  それと、不用額では、償還金利子及び割引料、

これで37万6,000円、大きいんですが、これにつ

いてもご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、同じく73、74ページの税務総務事業

なんですけれども、これが6,044万6,000円プラス

になっております。これは、固定資産税過誤納金

還付引当金だと思います。あってはならないこと

なんですけれども、ありました。税務課として、

成果書ではいろいろ言っています。いろいろとい

うか、例年と変わりないんですけれども、言って

おりますけれども、こういったことについては、

やはりちゃんと触れたほうがいいんじゃないです
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か。私どもは議員ですから、もちろんその都度全

協では説明も受けておりますけれども、これは決

算ですので、やっぱりどのように反省し、総括さ

れたのか、きちっとやっぱり示すべきだと思うん

ですけれども、成果書にも全く反映されておりま

せん。どういうふうになっているのか、この点お

尋ねしたいと思います。 

  それから、前後しますが、負担金補助及び交付

金の中に、資産評価システム研究センター負担金、

これが、前年度よりも３万円増になっています。

これについてのご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、次のページ、75、76ページの町民税

事業なんですけれども、賦課徴収費です。ここで

の需用費28万6,000円、それから役務費49万3,000

円、それから委託料が78万8,000円と不用額が出

ております。これについてのご説明をお願いした

いと思います。 

  それと、委託料なんですけれども、これは前年

比で75万7,000円の増額となっております。この

点でのご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、評価替え調査事業なんですけれども、

これは、逆に996万8,000円の減となっております。

評価替えの関係ですが、これについて、減の理由。 

  それから、報酬なんですけれども、徴収事務指

導員報酬１人、これは前年度なかったので、徴収

対策事業、これが報酬の大部分占めております。

これについての説明をお願いしたいと思います。 

  それから、税務課の成果書で81ページに、納税

推進事業ではいつでもどこでもスマホで決済がで

きるＰａｙＢの導入、それからコンビニエンスス

トア収納、それから、口座振替とあるんですけれ

ども、これについては、86ページにコンビニエン

スストア収納、それから、口座振替が示されてお

りますけれども、このスマホで決済ができるＰａ

ｙＢ、これはどれぐらいの比率なんでしょうか、

全体からいくと。大まかに分けてどういうふうな

収納状況になっているのか、あわせてお尋ねいた

します。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  まず初めに、１点目、町税のそれぞれの税目の

増減の説明というところでございます。 

  まず、個人町民税につきましては、決算額17億

1,730万7,308円で、前年度と比べまして、約334

万1,000円の減、率にいたしまして0.2％の減とな

ったところでございます。こちらにつきましては、

成果書の82ページに納税義務者の動向も出ておる

ところでございますが、納税義務者自体について

は、全体につきましては１万7,407人ということ

で114人増となっているところでございます。内

訳を見ますと、特別徴収が174人の増、そのほか、

普通徴収、退職所得、均等割のみの方については

減少となったところでございます。 

  納税義務者については増となっておるところで

ございますが、税額についてはわずかな減という

ところになっておりまして、こちらについて、統

計情報とかで分析をいたしますと、所得項目につ

きましては、まず、退職所得につきましてはマイ

ナスの423万円と。また、譲渡所得関係について

は811万の減少となったところでございます。 

  また、税額から差し引く税額控除について見ま

すと、住宅借入金等特別控除については、前年と

比べまして430万円の増。また、寄附金税額控除

については、前年と比べまして320万円の増とな

ったところでございまして、こちらのほうがマイ

ナスの要因になっているのかなというところです。 

  特別徴収につきまして、給与所得者自体につき

ましては、前年と比べまして1,650万円の増とい
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うことになっておりますので、そのマイナス要因

とプラス要因を加減しますと、約334万円のわず

かばかり減少というような状況になったところで

ございます。 

  続きまして、固定資産税の状況でございますが、

固定資産税については、14億7,720万3,028円とい

うところで、前年と比べまして735万2,902円、率

にいたしまして0.5％の減となったところでござ

います。 

  こちらにつきまして、主な要因につきましては、

平成30年度の評価替えに伴いまして、家屋につき

ましては、既存家屋、こちらのほうが減価により

まして大きく下がったところでございます。こち

らのほうが税額にいたしまして4,300万円ほど減

と。家屋につきましては、新増築家屋の増がござ

いますので、新増築の増が約3,300万円というと

ころでございまして、こちらの差し引きの既存家

屋の減少、こちらのほうが主な減少の要因という

ところでございます。土地については減少、また

償却資産については増加というところでございま

して、こちらの要因を加味しまして、全体として

は735万円の減少となったところでございます。 

  続きまして、決算書12ページの軽自動車税の要

因でございますが、軽自動車税につきましては、

決算額6,173万9,500円というところで、前年と比

べまして328万5,021円、率にいたしまして5.6％

の増加となったところでございます。 

  軽自動車税につきましては、成果書の82ページ

に登録台数の状況がございます。こちらのほう登

録台数の計が9,675台ということで、前年と比べ

まして76台の増加となっております。このうち、

税額全体の77％を占めます税率の最も高い軽四輪

乗用自家用でございますが、表の中段にございま

すが、こちらのほう5,482台というところで、前

年と比べましてこちらのほうが157台増となって

おりまして、税額にいたしまして、こちらのほう

が341万5,000円の増と。前年比7.8％の増。こち

らの増加の部分が占める割合が大きかったのかな

というところでございます。 

  続きまして、決算書14ページの都市計画税でご

ざいますが、都市計画税につきましては、前年と

比べまして67万5,455円の減、率にいたしまして

0.5％の減となっております。 

  こちらにつきましても、固定資産税と同様、既

存家屋の減価によりまして、家屋のほうが91万円

ほど減価、率にして1.3％の減となったところが

主な要因となっているところでございます。 

  続きまして、決算書の74ページです。税務総務

人件費の人員数でございますが、こちら税務課職

員20名のものとなっております。 

  その下、超過勤務手当でございますが、こちら

につきましては625万8,000円ということで、前年

と比べまして55万1,700円ほど減少、率にいたし

まして8.7％ほど減少となったところでございま

す。 

  こちらについては、主な業務といたしましては、

年度末１月から３月までの当初賦課までの作業及

び４月から６月までの納税通知書発送までの準備、

発送後の作業というようなところで、日中に加え

まして、時間外においても作業が生じたところで

ございます。 

  主に町民税につきましては、１月の給与支払い

報告書の整理、あとは入力というところがやはり

膨大な数になっておりまして、そちらの入力作業

等が入ってまいります。また、２月から３月にか

けましては、確定申告業務の、日中は申告業務を

受け付けした後、その終わった後、税務署に送る

までの申告内容のチェックですとか、入力補正の

ほうを行うためにやむを得なく超過勤務となった

ところでございます。 
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  また、資産税におきましても、当初賦課までに

おきまして、賦課期日現在の法務局からの税務通

知、そちらのほうの整理を行いまして、賦課期日

現在の納税義務者を確定いたします作業がありま

す。それら、土地建物の税通の整理、入力、こち

らのほうも入力した上で、固定資産税のほうに反

映するというような形になっております。 

  その後、４月、５月、６月については、町県民

税、固定資産税、軽自動車税、あと特別徴収等の

納税通知書の発送、それのための準備作業がどう

しても時間外まで及んでしまうというところにな

りまして、超過勤務手当のほうが生じてしまって

いるという状況でございます。 

  続きまして、歳入のほうで、個人町民税、法人

町民税の支えるそれらの状況がどのようになって

いるかというところでございますが、地域経済と

なるとさまざまな側面があると思いますが、あく

までも税務課におきましては、税務統計上から見

た一面ではございますが、そちらのほうの指標を

もとに見てみますと、まず、個人町民税につきま

しては、毎年県のほうに提出いたします市町村民

税課税状況調べの状況によりますと、町民の総所

得金額につきましては、平成30年度については

467億6,950万円と、前年と比べまして1.3％の増

加となったところでございます。前年、前々年に

おきましても1.4％、その前が1.7％というところ

になっておりますので、近年については、こちら

の部分については堅調に増加となったところと考

えているところです。 

  また、この総合所得金額について、個人町民税

の所得割、納税義務者で割ってみますと、ここ１

年間では１人当たり292万円から295万円というこ

とで、約0.4％ぐらいまでの所得総額の伸びと、

比較すればやや緩やかな伸びとなったところでご

ざいます。 

  なお、宮代町の生産年齢人口、こちらについて

見てみますと、総人口に占める割合は、平成31年

４月１日現在で57％であり、人数として１万

9,360人というところでございます。平成27年か

ら、こちらについては、２万人を割りまして、５

年間で734人、3.7％減少と、こちらについては少

子高齢化による減少傾向が継続しております。 

  また、道佛土地区画整理の完了に伴いまして、

人口につきましても、平成31年度から減少に転じ

たところでございます。これらのことから、町民

の総所得、地域経済に与える影響も難しい局面を

迎えているものというふうに考えるところでござ

います。 

  続きまして、法人町民税から見た地域経済とい

うところでございますが、こちらのほうも、法人

町民税の税決算額から町内の法人の景況ですとか、

地域経済の状況などを推察するということは大変

難しいところではございます。平成30年度の法人

町民税につきましては対前年度、こちらのほうは

2,588万円の増ということで、率にいたしまして

21.7％と大きく増加となったところでございます。 

  こちら法人町民税につきましては、昨年度につ

いては、税制改正による法人町民税の法人税割の

税率の引き下げの影響等によりまして、９％減と

なったというふうに推測しておりましたが、30年

度決算については、税率引き下げの影響を物とも

せず、21.7％と大きく増加したと、税率引き下げ

水準の前までの水準まで増加したという状況にな

っております。 

  個々の企業の景況を税額から分析することは困

難なところではございますが、町内の法人町民税

の上位10社で、税額を半分以上占めておりまして、

上位10社が税額の影響に多大な影響を与えている

というところでございます。上位10社の状況を見

ますと、前年と比べまして1,900万円増というこ
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とで、率にいたしまして35％増というふうに大き

く増加しておりますので、こちらのほうが大きな

要因かなというところでございます。 

  また、上位10社以外の法人について見てみます

と、それ以外においても、対前年比700万円の増

ということで、プラス11％というところで、町内

の法人につきましては、堅調な推移が見込まれて

いるというところが見えるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島と

申します。 

  私のほうからは、町税と保育料とか介護保険料

の徴収連携についてご説明させていただきます。 

  こちらのほうは、電算委託のほうがＴＫＣのシ

ステムを使っておりまして、その電算のＴＫＣの

システムのところで、町税のやっている内容だと

か、保険料のやっている内容、こちらのほうが表

示されるような形になっておりまして、どちらか

らも見られるような状況になっております。です

ので、仮に税金のほうが滞納があって、税のほう

からのアプローチがあった場合、例えば介護保険

料のほうもたまってしまっているような方であれ

ば、本人と交渉する際に、介護保険の担当職員も

呼びまして、一緒に交渉して納付を促しているよ

うな状況となっております。 

  ただ、滞納処分という形になったときには、そ

れぞれ抱えている法律がちょっと違うものですの

で、別々にやらざるを得ない状況になっておりま

す。本来であれば、一括して、例えば税のほうで

やるとかということができればいいんですが、今

の段階では、ぶら下がっている法律がそれぞれ違

いますので、そういったところで、最終的なアプ

ローチ、交渉につきましてはそれぞれの担当で行

っているような状況になっております。 

  徴収の連携については以上でございます。 

  続きまして、徴収指導員の内容についてご説明

いたします。 

  徴収指導員につきましては、平成30年４月から

平成31年３月までの１年間の勤務を予定しており

ました。ただ、本人の一身上の都合、体調不良と

いうことによりまして、平成30年９月までの半年

間の勤務ということで終了になっております。勤

務形態といたしましては、一月12日間の勤務、20

時間以内ということでやっていただいておりまし

て、９時から16時半までの勤務でございました。

この間、お昼休みも１時間ありますので、そうい

った形で、その範囲内で行っていたという形にな

ります。 

  業務といたしましては、徴収事務の指導、助言、

納税交渉、財産調査、滞納処分と差し押さえをし

た財産の換価の事務を行っていただいておりまし

た。 

  役割としては、町職員に対しての指導的なとこ

ろもやっていただきつつ、ご本人で直接動いてい

ただいて、財産調査なりをやっていただいたとい

う状況になっております。 

  宮代町で、これまでのノウハウがある部分はあ

るんですが、なかなか宮代町内だけのノウハウで

ございまして、そういったところで、深みのある

調査なり交渉なりをやっていただいたかなという

ことで見ておりました。 

  予算につきましては、全体で240万、報酬につ

きましては216万、費用弁償につきましては24万

円という内訳で当初予定していたところ、報酬に

つきましては、半年間の108万円、費用弁償につ

きましては、実績の６万8,820円、トータルで114

万8,820円の執行となっております。予算からの

執行率といたしましては47.9％という形になって

おりまして、残額につきましては、補正減という
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形で対応させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 徴収担当主査。 

○徴収担当主査（折原 淳君） 徴収担当主査、折

原です。 

  丸藤委員さんのご質問にお答えいたします。 

  ＰａｙＢの利用件数とその割合というところで

ございますが、平成30年度のコンビニ収納件数利

用、こちら、現年度滞繰で合わせまして、３万

3,163件ございます。そのうちの、現年滞繰合わ

せまして241件がＰａｙＢによる納付でございま

す。割合でいきますと、コンビニ収納件数全体の

約0.72％がＰａｙＢ利用割合でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  決算書の74ページ、税務総務費の不用額の状況

でございます。 

  まず、11節需用費につきましては、17万1,660

円ほど生じているところでございますが、こちら

については、税務課共通で使います税務窓口にお

きます税務証明の用紙ですとか、レジロールです

とか、そういったものが在庫があったところなの

で、購入に至らなかった部分があったというとこ

ろでございます。それで、不用額が生じたという

ところでございます。 

  また、23節償還金利子及び割引料でございます

が、こちらにつきましては、通常の税目の還付に

加えまして、昨年度につきましては、特に固定資

産税の調整区域の宅地に係る還付というところで、

補正予算によりまして、６月議会で6,500万円を

計上いたしまして、還付作業に当たったところで

ございますが、通常の錯誤の部分、他の税目にお

きましても、年度末に予算が不足する状況がござ

いますので、予算流用を図って対応したというと

ころもありまして、年度末、各税目において、還

付案件を抱えた結果として、最終的には37万

6,000円ほどの不用額が生じたというところでご

ざいます。 

  続きまして、76ページ、賦課徴収費の不用額で

ございます。 

  11節の需用費のほうで、28万6,000円ほどの不

用額が生じたところでございますが、こちらにつ

いては、主に町民税事業と印刷製本費、こちらに

ついては、特別徴収に関する通知ですとか、申告

書、発送に係る印刷物につきまして、全体の発送

件数の調整ですとか、個別の印刷物の節減を図っ

たことにより生じたものでございます。 

  続きまして、12節役務費の不用額でございます

が、こちらのほうで49万4,000円ほど生じたとこ

ろでございます。こちらについては、主に納税推

進事業において、公金取扱費及び町民税事業にお

いて、軽自動車税の情報提供料、こちらのほうが

当初見込みより実績が少なかったことにより生じ

たものとなっております。 

  続きまして、13節委託料でございますが、こち

らのほうで78万8,000円ほど不用額が生じており

ます。主なものについては、電算委託料のほうで

78万円というところで、主な理由といたしまして

は、町民税事業におきまして、ｅＬＴＡＸを通じ

た国税データ連携等の開始に伴う増加を大きく見

込んだところでございますが、その見込みより実

際少なかったために生じたものでございます。ま

た、引き続き各種台帳出力や印刷帳票類の見直し

節減を図ったことによりまして、生じたものでご

ざいます。 

  続きまして、74ページ、税務総務事業の19節負

担金補助及び交付金のうち、資産評価システム研

究センター負担金でございますが、こちらについ
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ては、通常の研究センター負担金に加えまして、

研修参加負担金が３万円ほど増加しております。

こちらについては、土地評価ですとか、家屋評価

に伴う実務研修が予定されていたことから、増加

としたものでございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、決算書76ページでございます。評

価替え調査事業の減の理由というところでござい

ますが、評価替え調査事業につきましては、前年

と比べまして996万8,400円、39.3％ほど減少とな

っております。こちらにつきましては、平成30年

度評価替えに向けた標準宅地の評価時点修正事業

及び評価替え基礎調査事業だけの事業費でござい

まして、前年度に評価替え業務が完了したため、

減少となったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課長。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井でござ

います。 

  ご質問がありました固定資産税の課税誤りの件、

対象者約1,000人、予算で6,000万を超える、そう

いった費用を支出してということで、成果書への

記載ということをご質問いただきました。 

  税務課の内部でも、どう載せる、どこまで載せ

るといったところも考えた上で、全く触れないわ

けにはいかないだろうということで、成果書の81

ページの本文８行目に、市街化調整区域の宅地の

一部評価誤りに対する適切な還付事務に努めまし

たという一文ではあるんですけれども、最終的に

はこのような形をとろうということで判断して、

このような形をとらせていただいたところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  丸藤でございます。 

  それでは、何点か確認をしながら質問させてい

ただきます。 

  町民税についてでありますけれども、町民税、

大きく言って増収となっておりますが、内容から

して、先ほど町民の暮らし、あるいは地域経済と

の関係で、単に税収からその動向について図るこ

とはできないみたいな、ちょっと大ざっぱな解釈

で申しわけないんですけれども、そういうふうな

中で、やはり個人住民税については、地域経済が

与える影響も大きくなっているというふうに言わ

れましたが、私もそういうふうに思いますけれど

も、どうなんでしょうね。宮代町のこれからの税

体系から言って、昨日も財政担当といろいろ質疑

もあったんですけれども、やはり一番財政力指数

を上げるのは、町税が入ってくればというふうな

話も出ましたが、それはもう一緒くたに入るわけ

はないし、当面どうなんでしょうか。 

  私は先ほどの答弁から、気になるのはやはり生

産人口です。これが２万人を切って、だんだん少

なくなってきている。そういう状況のもとで、や

はりその辺が地域経済に与える影響もだんだん大

きくなるんではないかなというふうに思うんです

けれども、これからの宮代町の状況を考えたとき

に、どういうふうになっていくのか、これは大変

難しいとは思うんですけれども、先ほど言ったよ

うに消費税の増税もあります。そういった状況で

どうなっていくのかというと、私は、必ずしもい

い方向にはいかない。先ほど言ったとおりなんで

すが、そういうふうに感じますが、町としては、

その点はどういうふうに感じているのか。 

  また、法人町民税についてでありますけれども、

上位10社、その他も含めてプラスに転じていると。

これは、プラスになっているのは、やはり、税制

改正だと思うんです。それで、辛うじてプラスに
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なっているとは思うんですけれども、これについ

てもどうなんでしょうか。先行きを考えていくと、

なかなか厳しいのかなというふうに思いますけれ

ども、その点、できればお答えいただきたいと思

います。これは歳入の関係です。 

  それから、滞納の関係で、先ほど各課での情報

共有、連携してということで、お聞きしました。

なるほどというふうに、監査委員さんはこういう

ふうに言っていますけれども、連携といっても、

やっぱり主幹が言ったように法律も違うので、最

終的なアプローチは各担当課で行っているという

ことで、これは理解するんですけれども、電算の

関係上からいろいろ知り得ることもあると思うん

ですけれども、じゃ、何を情報連携しながら共有

して連携を図っていくのかなというふうに考える

んですけれども、先ほどの答弁で、すみません、

最終的なアプローチは個々にやっていくというこ

とで承知したんですけれども、それでいいですね

ということで、確認させていただきたいと思いま

す。 

  それから、歳出の関係なんですけれども、それ

ぞれ不用額についてもわかりました。ただ、超過

勤務手当の関係なんですけれども、これは１月か

ら３月、それから、４月から６月までの納付書の

発送までの時間的作業量も多くなると思うんです

けれども、税務総務人件費は３人増えて、なおか

つ徴収事務指導員、半年ですけれども、こういう

のも増えているのに、超過勤務はわずか55万

1,000円しか減額できなかった。その辺、これは

しようがないというふうに思っているのか、じゃ、

どういう努力をしているんだろうかというふうに

気になりますので、その点はどうなんでしょうか。

それを踏まえての、職員体系になっていると思う

んですけれども、その辺についてもう少しお尋ね

したいと思います。 

  それから、固定資産税の過誤納金還付の関係で

すが、確かに１行あるんです。市街化調整区域の

宅地の一部評価誤りに対する適切な還付事務に努

めた。これは誤りに対する適切な還付事務に努め

たですよ。これは結果でしょう。なぜ一部誤りが

出たのかという、その大事な部分がないんですよ。

これだと、全部いいように書いているんですよ。

私が言っているのは、何でこういう誤りが発生し

て、どういうふうな総括をしたのか。これだと誤

りについては何ら触れないで、適切な還付事務に

努めた、これじゃ全然違います。私は反省に値し

ないと思うんですけれども、その辺どうなんでし

ょうか。お尋ねしたいと思います。 

  それから、次の75、76ページの賦課徴収費の不

用額の関係で、11節の需用費の関係では印刷物の

関係というのはわかるんですけれども、委託料の

中でも、印刷等の関係がちょっと説明されたんで

すけれども、それはどういうことなんでしょうか。

データの関係というのはわかるんですけれども、

この委託料の中にも、印刷のほうの関係とはちょ

っとわからないような説明があったんですけれど

も、その点お尋ねしたいと思います。 

  もう一つは、徴収対策事業なんですけれども、

徴収事務指導員は、これはもう半年でこういった

体制は今後しくのかどうか、その点についてもお

尋ねしたいと思います。 

  それから、すみません、前後して申しわけあり

ません。歳入の12ページの不納欠損額の関係なん

ですけれども、町税全体で575万4,000円。これは

処分の件数なんですけれども、個々にどういう状

況だったのか。これについても、先ほど漏れたの

でお尋ねしたいと思います。件数は140件と言わ

れていましたけれども、内容についても、お示し

願いたいと思います。 

  以上です。 
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○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

  再開は３時30分です。 

 

休憩 午後 ３時０４分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  まず、１点目、町民税、個人・法人と地域経済

の関係でございますが、こちらについては、なか

なか大きなテーマで難しいところではございます

が、宮代町のみならず、全国的に人口減少時代に

入っているところでございまして、国のほうでも、

租税体系、その中で、所得課税、消費課税、資産

課税と、その体系の中で地方と国の配分について、

考えているところだと思います。こちらについて

は、国の政策に沿って委ねていくものと考えてお

りまして、税務課としては、その範囲の中で、税

制改正、税法の中で、適正な事務処理に努めてま

いりたいと考えているところでございます。 

  続きまして、２点目の超過勤務手当についてで

ございますが、こちらについては、昨年度につい

ては、先ほどの固定資産税のその他の宅地法に係

る超過勤務の部分も含まれているところでござい

ます。 

  また、税の事務処理につきましては、大分電子

申告のほうとかも導入されて、事務効率化に向け

ての動きがあるところでございますが、現行につ

きましては、この電子申告もまだ途中の過程であ

りまして、また、従来の紙申告による事務処理の

ほうも残っておりまして、これを同時並行的に事

務を行うような状況でございまして、より複雑な

事務処理を求められているところでございます。

その中で、適正な課税を行うために、こちらのほ

うはやむを得なく行ったものでございますので、

引き続き削減に努めながら、適正な税の事務処理

に、税務課職員として努めてまいりたいと思いま

す。 

  ３点目の不用額におきます電算委託料の部分で、

その中に帳票印刷代という部分でございますが、

電算委託料の中に、電算の指示のほかに、帳票を

印刷する指示もございまして、通常は課税台帳等

を紙で印刷しております。課税台帳のほかにも各

種印刷物がありますので、比較増減表ですとか、

それぞれそちらの部分の帳票につきましては、現

在端末画面のほうでも見ることも可能になってお

りますので、そういったできるだけ紙に印刷しな

いでできる部分について、削減を図ったような状

況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島と

申します。 

  私のほうからは３点ほどです。 

  １点目、徴収業務の何を共有しているのかとい

うご質問です。こちらのほうは、先ほど電算シス

テムのほうで共有できる部分ということで、収入

の状況、あとは財産の状況、こちらのほうが課税

のシステムのほうで確認ができるような状況にな

っております。 

  もう一つ、こちら、徴収業務といたしまして、

滞納システムのほうを活用しております。そちら

のほうで、調査聞き取りで支出の状況を確認して

おります。そのほか、財産の状況につきましても、

財産調査を行った結果で状況がわかるようにはな

っております。 
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  あともう一つは、共有という部分で言いますと、

税のほうが主な主導的な形になると思うんですが、

納付がおくれてしまっている方、たまってしまっ

ている方、こちらの方との交渉をした結果、状況

を記載しておりまして、こちらのほうも確認する

ことができます。場合によっては、交渉の結果、

財産調査の結果、さまざまな状況を踏まえた形で、

今後の方針を記載していることもありまして、そ

ちらのほうで、今後どうするかという部分につき

ましては、それぞれの担当、介護保険料だとか後

期高齢の医療保険の担当だとか、そういったとこ

ろにつきましては、ぶら下がっている法律がやっ

ぱり違いますので、今後の方針とか、税のほうで

記入した内容を踏まえて、どのように活用して、

対応していくかというのは、それぞれの担当で行

っていただくという状況になっております。共有

という部分で言いますと、今説明したとおりにな

っております。 

  ２点目といたしまして、徴収事務指導員につき

まして、今後どうするのかというご質問でござい

ます。こちらのほうにつきましては、半年間でや

められてしまって、後任の方につきましては、探

してはいたんですが、どうしても年度途中ですと

なかなかいい人もいらっしゃらないということで、

30年度につきましては、半年間ということで終わ

りになっております。 

  今年度、令和元年度の予算につきましても、ち

ょっと計上はしておりません。なぜかといいます

と、ちょっと今後どうなるのかというのが、いい

人がいるかどうかという部分も含めて、予算計上

のタイミングでは見つかっておりませんでしたし、

目星もつかなかったような状況でしたので、予算

計上はしておりません。ただ、いい人がいれば、

徴収事務指導員として対応していただけるような

方がいらっしゃれば、そのタイミングで補正予算

等で計上させていただいて、ご承認いただける状

況があれば、徴収事務指導員については雇用して

いきたいというふうに考えております。 

  ただ、いない場合につきまして、じゃ、ノウハ

ウ的なところが足らなくなるんではないかという

ようなご心配も出てくるのかなとは思うんですが、

そういうことにつきましては、例えば県のほうに

個人県民税対策課という県民税を対策している課

があるんですけれども、そちらのほうに職員を派

遣する。あとは、春日部県税事務所の職員に随時

で町のほうに、委任をしてからの話になるんです

が、随時で来ていただいて、一緒に徴収業務をや

っていただくとか、そういった形で、近々でいい

ますと対応していこうと考えております。 

  ２点目は以上でございます。 

  ３点目、不納欠損の状況ということです。町税

全体では757万4,000円ほど不納欠損しておりまし

て、件数では140件ということになっております。

税目別でご説明させていただきますと、町民税の

個人分が76件、法人分が３件、固定資産税が17件、

軽自動車税が32件、最後に都市計画税が12件でご

ざいます。合わせて140件になります。ただ、固

定資産税と都市計画税というのは税目は別なんで

すけれども、課税上が一緒になっている兼ね合い

で、固定資産税と都市計画税が一体になっている

部分もありますので、その12件を引いた実質は

128件というところになってくるかなと思います。

税目別で分けると140件になるということになっ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課長。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井でござ

います。 

  ご質問いただきました固定資産税の課税誤りに

ついての成果書への反映という部分で、掲載が足
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りないのではないかというところの質問にお答え

いたします。 

  なぜですとか、総括、そういった部分まで記載

というか周知する必要があるのではないかという

ところで、私どもも税務課において、概要につい

て、この成果書に載せたほうがいい、それとも載

せないほうがいいというか、そこは議論があった

ところです。それについて、施策の成果として掲

載していいのかというところがありまして、最終

的には、施策の成果とするにはどうなのかなとい

った部分で、結果掲載しなかったと。それで、81

ページの文面という形でおさめたというところで

ございます。 

  広報やホームページ等におきましては、結果で

はなくて、課税誤りに関するおわびということで、

町長名で掲載とか、広報の紙面を使って一般の住

民にも周知という形をとらせていただいた経緯は

ございますけれども、ただいま申し上げた、そう

いった理由によって、成果書への掲載は取りやめ

たというよりも行わなかったというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  ２点。先ほど町税の不納欠損額と件数をお示し

いただきましたが、参考まで、これはほかの自治

体と比較してどうなんでしょうか。不納欠損額と

件数については。多いのか少ないのか、その辺の

状況がわかりましたらお示し願いたいと思います。 

  それから、最後の固定資産税の過誤納付金の関

係で、今、課長からの答弁だと、施策の成果を載

せてよいかどうかという議論をして、行わなかっ

たというんですけれども、施策の成果と言ってい

ますけれども、その割には、一部評価誤りに対す

る適切な還付事務に努めただよ。適切な還付事務

に努めたというふうに成果を載せておいて、なぜ、

やはり一部誤りがあったということについては、

さらっとしちゃっているんです。その誤りについ

て、適切な還付事務に努めた、逆に何か成果にし

ているような感じを受けるんです、さっきも言っ

たように。やはり、一般の町民からも言われるん

ですよ。あったんですねと。それについてどうな

んですかと。それは、我々にもちゃんと報告があ

りますし、でも、これは先ほどおわびもしている

ということなんですけれども、やっぱりあっては

ならないことなので、やっぱりいいことも悪いこ

とも、ちゃんと成果として、いいことばっかりが

成果じゃないです。こういうことがないようにす

るための、やはりそういうことも必要なんじゃな

いかなと、そういう意味で、再度お尋ねしたんで

すけれども、それがないということで非常に残念

なんですけれども。どうですかということなんで

すよ。それでいいのかどうか。税務課において議

論がされたんでしょうけれども、ちょっと非常に、

そういう意味では不備だと言わざるを得ないんで

すけれども、どうでしょうか。 

  その２点。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課主幹。 

○税務課主幹（小島 晃君） 税務課主幹、小島と

申します。 

  不納欠損の他市町村との比較ということでござ

います。 

  こちらのほう、まだちょっと県からの集計が、

30年度につきましては届いておりませんで、実際

比較として、宮代町が多いのか少ないのかという

ところは、ちょっとまだ集計結果がきていないと

ころで、わからないところではあるんですが、今

ちょっと私の手元にある昨年度の状況で、不納欠

損につながる処分停止の件数がどうなっているか



－１１７－ 

というところでございます。ちょっと一律で並べ

ていないので、よくわからない部分もあるんです

が、処分停止件数につきましては、宮代町はＡか

らＥ評価の中のＥ評価になっています。なので、

不納欠損としては少ないほうに該当しております。

これは、28年度もそのような状況になっておりま

して、そういう状況で、少ない状況になっている

ので、県のほうからは、先日も春日部県税事務所

とのやりとりの中では、もう少し頑張ってくださ

いと、落とす努力をもう少しやっていってもいい

んではないでしょうかというご指摘は受けている

ような状況でございます。 

  ただ、徴収の取り組みにつきましては、全体的

にはＡ評価ということで、一番いい評価を受けて

おりまして、差し押さえをする件数だとか、あと

は、差し押さえをした後の換価してお金にかえて

税金に充当するとか、そういった部分については

評価を受けているような状況でございます。 

  あとは、収入未済額、翌年度に繰り越す金額に

ついても、Ａ評価という形で徐々に減っていると

いうところの中で、取り組みとしてはいいですよ

ということでの、全体評価は受けているような状

況でございます。 

  ご質問からすると、ちょっとずれた回答になっ

てしまったんですが、以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 税務課長。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井です。 

  固定資産税の課税誤りについての還付事務、成

果書81ページ冒頭の部分で触れておきながら、概

要について掲載していないのは十分ではないので

はないかと、不備ではないかというご質問につい

てのお答えになりますけれども、確かにいいこと、

そうではないことを含めての成果であるべきだと

は思っています。なんですけれども、今回の課税

誤りの件については、概要については掲載せずに、

ただ全く触れないわけにはいかないので、81ペー

ジの一文を入れさせていただいたというところで、

最終的にはそのような形をとらせていただいたと

いうところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で税務課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４７分 

 

再開 午後 ３時５３分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより住民課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○住民課長（高橋暁尋君） それでは、住民課説明

員の自己紹介をさせていただきたいと存じます。 

  私、住民課長の高橋でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○住民課副課長（草野公浩君） 同じく副課長の草

野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。よろしくお願いします。 

○戸籍住民担当主査（海老原剛章君） 戸籍住民担

当、海老原と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○国保年金担当主査（山﨑 貴君） 年金担当、山

﨑と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 
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  一般会計分の歳入歳出一括して質疑をお受けし

ます。 

  質疑はありますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  決算書78ページ、説明書のほうは77ページにな

ります。 

  こちらの戸籍住民基本台帳管理事業の中で、成

果のほうに、こちらのマイナンバーカードを利用

した住民票の写し及び印鑑登録証明書のコンビニ

エンスストアにおけるコンビニ交付を開始し、こ

れによりマイナンバーカードの普及が図られたと

いうことになっているのですが、まず、その上の

(2)の自動交付機、今まで利用されていた自動交

付機のところで結構な数のご利用があったと思う

のですが、その下にコンビニエンスストアにおけ

る交付があって、これは31年からなので、数とし

てはかなり少なくはなっておりますが、今までの

自動交付機を使っていた方から不便だ等の声はな

いのかということと、あとはマイナンバーカード

の普及がこれにより図られたということですが、

まずは、現在どの程度マイナンバーカードが普及

しているのか、そして、今回のこのコンビニ交付

によりマイナンバーカードの普及がどのぐらい図

られたのかお答えください。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  では、野原委員からの質問に対しましてお答え

申し上げます。 

  まず、自動交付機のほうが今年の４月30日で廃

止をいたしまして、コンビニエンスストアにおけ

る交付一本になったという形でございますが、自

動交付機のほうが機械の経年劣化というのがござ

いまして、なかなかちょっと不具合等出ていた中

でコンビニ交付というものが始まったということ

で、両方を併存して使うということはやはりコス

トの面からも非常に難しい面があるということで、

コンビニ交付一本にしたということでございまし

て、実際に私ども、ちょうどゴールデンウイーク

にかかったものでございますので、皆様方から使

えなかったという苦情等があるのではないかとい

うふうに危惧をしておったんですが、特にそうい

った苦情等はございませんでした。 

  それから、コンビニ交付におけるマイナンバー

カードの普及でございますが、実はコンビニ交付

をお使いになるためだけという目的よりも、実際

にマイナンバーカードを、皆様方が、特に高齢者

の方々が運転免許証とかもないという中で、ご自

身の身分証明書のかわりになると、お写真つきと

いうことで。そういった面が非常に多いというふ

うに感じておりまして、実際にマイナンバーカー

ドの普及率でございますが、平成30年度末で

14.76％の交付率、交付者数で5,013名、交付をい

たしております。 

  こちらのほうに書いてございますとおり、後段

に、マイナンバーカードの、いわゆる申請時来庁

方式、役場の窓口のほうでお写真等撮らせていた

だきまして、マイナンバーカードをおつくりいた

だけるという方式を始めましたところ、30年度中

に940名の方にご申請をいただいたところでござ

います。今年度におきましても７月31日現在で

341名の方にご申請いただいております。皆様方

がお写真をご自分で用意して申請するということ

が、やはりかなり手間のような感じでございまし

て、写真撮ってもらえるんだったらつくりましょ

うという形でいらしていただいた。 

  それから、30年度の申請者が非常に多かったと

いうのは、１月31日付で住民カード、いわゆる住

民票がとれるカードのほうと印鑑登録証明書で、
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暗証番号をお入れになっている方が自動交付機の

機械でとれたわけでございますが、そちらのほう

をお持ちの方に、全員の方、個人に約１万2,000

通、個別通知をいたしました。そうしましたとこ

ろ、そのときにご一緒にマイナンバーカードが役

場のほうの窓口でお写真撮ってつくれますという

ご案内いたしましたところ、多数の方がいらっし

ゃったということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  かなりスピードアップして普及されているよう

なのですが、普及している間に、マイナンバーカ

ードについての何か困ったこととか、そういうこ

とはないでしょうか。町民の方から困ったとか不

安だとか、そういうことはないですか。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  不安といいますか、やはり暗証番号を使ってカ

ードをお使いになるということになっておりまし

て、実はマイナンバーカードというものは、暗証

番号、全部ばらばらにしますと４種類の暗証番号

を設定する必要がございまして、まず一つが、確

定申告ができるというｅ－Ｔａｘというシステム

を使うための暗証番号。こちらをお使いになる方

は、本当に確定申告をご自宅でパソコンでおやり

になる方がお使いになるのが現状でございますが、

それほど多くないんですが、通常の暗証番号３つ

４桁の数字がございまして、そちらは全て同じで

も特に支障ございませんというご案内しているん

ですが、そちらを忘れてしまいまして、入れた暗

証番号が、やはり銀行のキャッシュカードと同じ

ように、３回間違えますとロックがかかってしま

って使えないという現状がございます。その場合

には、お手数なんですが、役場の窓口に来ていた

だく必要があるので、忘れてしまった、やってい

て間違えて使えなくなってしまったということで、

ちょっと窓口にいらしていただくような形が、若

干、やはり不便といいますか、セキュリティーの

面から申しますと、やはりそれはどうしても必要

なことでございますのでいたし方ないかと思うん

ですが、その辺ちょっと。 

  コンビニに行ってやりました。でも結局、役場

の窓口に来なくちゃならなくなってしまったとい

うことございますので、ちょっとご不便をおかけ

しているように感じております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、何点か

質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、決算書の78ページ、戸籍住民基本台帳管

理事業の中身の中でちょっと質問したいと思うん

ですけれども、この中で住居表示案内板撤去委託

料となっておりますけれども、この中身をちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。住居表示の関係

です。 

  それから、この中で成果書のほうの76ページ、

77ページの関係になると思うんですけれども、特

に住民異動の状況の中で、数字がそれぞれここに

出ているんですけれども、この中で外国人は何人

ぐらいいるのか、比率にして、人数も含めてなん

ですけれども、そういう中身を少しお聞かせ願い

たいというふうに思います。 

  とりあえず２点、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 
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  まず、１点目の住居表示案内板撤去委託料でご

ざいますが、こちらは和戸地内の住居表示板でご

ざいまして、かなり老朽化していた分でございま

して、あとたまたまそちらのほうが古くなってお

りまして、場所的にちょうどこちらから、役場の

ほうから県道に向かいまして、須賀上の交差点の

丁字路の先の横に入っていく、線路方面に入って

いく道のところにございまして、非常にやはり道

が狭いもので、その先も道路的には車両が入って

いけないような道路でございました。そちらも老

朽化しておりましたので撤去させていただいたと

いうことでございます。 

  実際に、今の中で和戸の駅前にはまだ住居表示

板が残っております。あと、現在のところ、やは

りこれだけ皆様方がスマホとかをお使いになって、

車のほうもナビゲーションが完備されているよう

な、非常に高い状態になっている中で、やはりほ

とんど住居表示板というのも、案内板というのも

かなり必要性が薄れてきている部分があったとい

うことで、立てかえという形じゃなくて、撤去と

いう形で外していただいたところでございます。 

  それから、もう一点、外国人の比率でございま

すが、今ちょっと手元に持ち合わせてございませ

んので、後ほど報告させていただきたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  再質問というか、実は、直接、今年度の決算書

に関係ないんですけれども、昨年、道佛地区の区

画整理の中で住居表示が整備をされましたよね。

それは去年でした。704世帯ぐらいで約2,000人近

い人口のエリアの中で住居表示をしたと思うんで

すけれども、その中で道佛１丁目、２丁目、３丁

目ということでそれぞれ区割りをして、随分よく

なったなというふうな感じはするんですけれども、

この中でトラブルというか、住居表示に対しての

苦情等はこの１年の中であったのかどうか、ひと

つお聞かせ願いたいというふうに思います。 

  それから、外国人の関係、後でこれは資料を出

すの。あるのね。はい、わかりました。じゃ、ひ

とつそういうことでよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  ただいまの道佛１丁目、２丁目、３丁目地内の

住居表示にかかわるトラブルということでござい

ますが、特に私どものほうにはお話等はいただい

ておりません。非常に新しく区画整理したという

ことで、基本的には一定方向で各町名の、住居表

示の何丁目何番という、いわゆるブロックごとに

きれいに１番から順番に振っておりますので、特

にこれといった苦情等はいただいておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは、ちょっと質問させていただきます。 

  最初に、この成果書の76ページ、戸籍住民基本

台帳等の取り扱い件数ということなんですけれど

も、ちょっとわからないところがあるんですけれ

ども、不受理申し出ということで３件、６件、他

市町から４件で合計13件あるんですけれども、こ

れは主にどういうことで不受理になっているのか、

内訳だとかわかれば教えていただきたいなと思っ

ております。 

  それと、旅券事務事業でございます。78ページ

になるのかな、成果書で。 

  これ、10年、５年用で主に日本人が外国に行っ

たとき使うんだと思いますけれども、この場合、
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どこら辺のところに、みんな、パスポートなんか

は使われていたんでしょうか。それと同時に、外

国人もこの中にも含まれて、日本国籍、日本でや

っている人たちも宮代町から出ていくとき使って

いたのかどうか。その辺の成果というのはどうな

って。細かくなっているんでしょうか、この扱い

方というのは。その辺のところをお願いします。 

  それと、最後になんですけれども、国民年金運

営事業なんです。成果書じゃなくて決算書の107

ページになるんですけれども、この中で130万円

ほど増えた国民年金相談員賃金ということになっ

ているんですけれども、相談員ということになる

と、国民年金に対しての相談の人たちだと思うん

ですけれども、これは１人でいいでしょうか。そ

れと同時に、どんな相談がこの間あったのか、国

民年金について。細かいところがあったら教えて

いただきたい。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  それでは、山下委員のご質問のまず１点目、成

果書76ページの戸籍関係届け出の不受理の申し出

についてでございますが、こちらは離婚とか婚姻

とか不受理、片方の方は結婚したくない、でも私

は結婚したいというので、勝手に出されると困る

ので受け付けないでくださいということの申し出

でございます。 

  例えばご結婚なさっている方が、私は離婚した

いんだけれども、相手方は離婚したくない。離婚

したくない方が、離婚届を受け付けないでくれと、

そういった申し出ができるような制度になってお

りまして、合意がないとできないということで、

そういった申し出でございます。 

  それから、旅券事務事業でございますが、こち

らにつきましては、パスポートというのは、その

国の国籍を持つ方のみにしか発行できませんので、

外国人の方は、当然のことながら日本国籍の方だ

けでございますので、含まれておりません。日本

国籍を持つ方、帰化をすれば日本国籍を持ってお

りますので、当然、日本のパスポートは発給され

ると。 

  あと、小さいお子様につきましては、例えば外

国で生まれた、外国人との間にお生まれになった

お子さんにつきましては、例えば国籍留保で両方

持っている方で、どちらの国のパスポートをお持

ちになっている方も中にはいらっしゃいます。 

  それから、パスポートの実際の使用の用途、行

き先等でございます。 

  その辺は、私どものほうでは、申請の段階では

どこに行くとか書かなくても特に必要ございませ

んので、その辺は不明でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  ３問目の年金相談員の関係でございますが、年

金相談員のまず人数ですけれども、窓口に常時１

人おります。雇用自体は２人雇用しておりまして、

１週間をその２人で交代勤務をして、窓口に常時

１人いるというような勤務形態をとっております。 

  相談の内容でございますが、年金の免除、それ

から資格の取得、それから給付に関すること、全

般的にその手続の相談を承っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  じゃ、国民年金運営事業なんですけれども、２

人いて年金の相談なんかやっているというんです

けれども、年間どのくらいの相談があるんでしょ
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うか。まず最初にお聞きしたいと思います。 

  それと、戸籍住民のあれで、結婚の相談だって

不受理なんだということなんですけれども、それ

だけなんでしょうか。結婚だけの。これは本人が

申し込みに行くんですよね。１人でも２人でも本

人が行くんだけれども、どうやってわかるのです

か、それ。この人は相手がだめだとか、そういう

の。町役場でわかるんですか、そういうの。ちょ

っとわからないというのが一つあるんですけれど

も。勝手にこの人が決めているんだというふうに、

どうやって決めているのかなと思って。ちょっと

わからないところがあるんですよ。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、それは決算に

関係ある質問になりますか。 

○委員（山下秋夫君） 不受理の申し出の件数が入

っているんで、回答のほうで婚姻届の不受理なん

だよということで説明あったものですから、どう

してわかるんかなと思いまして。その辺のところ

教えていただきたいなと。 

  以上２点だけ、とりあえずお願い。 

○委員長（丸山妙子君） 国保年金担当主査。 

○国保年金担当主査（山﨑 貴君） 年金担当、山

﨑です。 

  先ほどの年金相談員の関係になりますが、年金

相談員さん、日によってばらつきはあるんですけ

れども、大体１日10件程度の相談、接客も行って

いただいております。手元に残る届け出と、手元

に残らない相談があるんですけれども、大体１日

約10件ぐらいの接客を行っていただいております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  先ほど２点目、不受理の申し出の関係でござい

ますが、不受理の特に離婚につきましては、当然、

現在夫婦でございますので、どなたかわかると。 

  婚姻につきましては、特に指定がなければ誰と

の婚姻も受け付けられない。Ａさんからを受けな

いでくれということもできます。大体そういうパ

ターンというのは、ほとんど相手のことが好きで

出したいというパターンが多いですので、私はあ

の人が好きなんだけれども、だから出しちゃいた

いというのは受けられないで、この人のは受けな

いでくださいというような不受理の申し出の仕方

もできます。あとは単に不受理だけ。誰からも受

けないでくれということも当然できます。 

  不受理の申し出、ほとんどは離婚でございます。

離婚を勝手にされないように不受理の申し出がほ

とんど多ございます。婚姻の不受理の申し出とい

うのは、それほど件数は多うございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  結婚の届け出を出すと、大体町役場の人は、１

人でも来て受理するわけですよね。それのところ

はどうなんでしょうかね。どうしてわかるのかな

と思って。相手がこの人は好きでもないんだから

勝手に出されたということ、ちょっとわからない

んですよ。離婚の場合は２人のサインが必要なん

でわかると思うんですけれども。ちょっとわから

ないというところがあるんですよ。どうやってわ

かっているのか。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  離婚の申し出につきましても、１人で来た場合

には、当然、本人確認を相手方にもしますし、あ

とは本籍地が宮代町でなかった場合には、そちら

の自治体のほうに不受理の申し出が出ていないか

どうかというのを電話等で確認いたしまして、そ
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れで受理するかしないかということでございます。

ですので、必ずそこは確認作業しておりますので、

片方の方が出しに来たから、署名、捺印があった

からということで、要件が整っているから受ける

ということは決してございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。結

婚と離婚のことは大体わかりました。 

  あと、年金事務なんですけれども、１日10件も

あるということなんですけれども、この10件の内

容、それと職員が２人で交代交代でやっていると

いうことになると、１人が１日10件扱っていると

いうことになるんですけれども、作業が複雑にな

って大変じゃないかなと思う。次に相談が来たと

きとか、その本人の、職員の事務量というんです

か、年間通したら。 

  その辺のところで、２人で間に合うのかなとい

う感じがするんです。１日10件もあるということ

になると。その辺のところはどういうふうに考え

ているのか、ちょっとお聞きしたいなと思ってお

ります。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  先ほどの１日10件というのは、全体で約10件と

いうことでございまして、実際には年金業務は、

町の職員２人と年金相談員１人、合計３人で１日

体制とっておりますので、その10件をその３人で

手分けをして相談に応じているという状況ですの

で、特に何か、今現在、手が足りないとか、そう

いうことは今のところはないということでご理解

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、質問ですか。 

○委員（山下秋夫君） 相談の、もう一つの答えが

ない。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  相談の内容でございますが、やはり年金の手続

のことがほとんどで、免除にしても、年金の給付

にしても、あと資格の取得のことについても、手

続のことがほとんどになります。 

  町のほうでは、これは国からの法定受諾事務で

すので、町でやれる範囲のことが決まっておりま

すので、最終的には町でお預かりした申請の書類

等は、全て春日部の年金事務所、それから日本年

金機構のほうにお渡しをして、そこで最終的に判

断が下るということですので、そういった町の業

務になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、質問ですか。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。

大体わかりました。 

  最初に年金のことについては、手続の問題だと

か、給付の問題だとかいろんな相談があるという

ことで言っていましたけれども、主に手続の問題

で、それを取り扱って春日部の年金事務所に持っ

ていくだけということですね。わかりました。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 108ページの今の国民年

金の話なんですけれども、産前産後の免除が始ま

ったと思うんですけれども、それについては何件。

これは平成30年から始まったかなと思うんですけ

れども、新しく始まったと。何件あったのかお願

いします。 

○委員長（丸山妙子君） 国保年金担当主査。 

○国保年金担当主査（山﨑 貴君） 年金担当、山
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﨑です。 

  産前産後免除なんですけれども、こちらにつき

ましては、今年の４月から始まった、施行された

制度になります。施行が平成31年４月１日になり

まして、４月から８月までの５カ月間でこちらの

申請者の方、当町では９件となっております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません。平成31年４

月、今年からだったんですね。 

  それで、産前産後免除になるということで、そ

れを申請して、そして何カ月免除になるというこ

となんですか。 

○委員長（丸山妙子君） 国保年金担当主査。 

○国保年金担当主査（山﨑 貴君） 年金担当、山

﨑です。 

  こちらの産前産後免除の対象期間なんですけれ

ども、お一人の出産であれば４カ月の免除という

形になります。多胎、双子とかという形になりま

すと６カ月間の免除という形になります。 

  全て免除期間にはなるんですけれども、年金の

受給の際には、納付済み期間として将来の年金額

に算入されるという仕組みになっております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  説明書の77ページ、証明書の発行なんですけれ

ども、自動交付機とコンビニ交付、１通当たりの

交付単価というのはどちらが安いんでしょうか。 

  それと、76ページ、住民の異動状況ですけれど

も、転入・転出、同数に近いわけですけれども、

一番多い地域はどちらからで、出ていくのはどち

らなのか。 

  以上２点、お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  まず、自動交付機とコンビニ交付、あと窓口を

含めまして、１通当たり、住民票及び印鑑証明に

つきまして300円で行っております。それに対す

るコストにつきましては、コンビニ交付につきま

しては、どうしてもコンビニのほうの、国のほう

の機関を通すものでございますので、そこの分の

コストもかかっているということでございます。 

  それから、２点目の異動状況の中で地区別の増

減ということのご質問かと思うんですが、それに

つきましても各年ごとの地区別の一覧表は手元に

あるんですが、ちょっとその中の差し引きして、

どこが増えた、転出量が多い地域というのは特に

統計はとっておりませんので、申しわけございま

せんが、現状では持ち合わせてございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） まず、手数料の件ですけれ

ども、町民が払う手数料が幾らかということでは

なくて、例えば自動交付機ですと、単価で幾らか

かるかというのは、その最初の交付の機械、機械

の償却代、それから年間のメンテナンス料、そし

て用紙が出てくるわけですから、その紙代、そし

てそこで24時間動いている電気代、それを１通当

たりで割ったら幾らになるのかという質問なんで

す。 

  同じように、コンビニの場合は最初のシステム

料金がかかっているわけですね。それから多分、

メンテナンス料もかかっていると思うんです。そ

れと、もしそれに人間が携わるんでしたら、店員

さんが。その店員さんの時給だって１分当たり

100円ぐらい、100円もかからないか、何十円かか
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っているわけですから、そういうものを考えたと

きにどちらが安いのか。 

  これ、意外と大事な問題なんですよ。何かはる

かに高いお金をかけてコンビニ交付になっている

ような気がするので。 

  それから、その次のほう、住民の異動状況。ど

ちらの地域から来ているのかとか、どこに出てい

ったかというのは出ていますよね。地区別に人数

が。ですから、どこが一番多いのかという質問で

すので、詳しい人数はいいんですけれども。意外

と東武沿線からの異動が多いとかという数字が見

たことはあるんですけれども。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  まず、コンビニ交付につきましては、１年間の

コストにしますと、Ｊ－ＬＩＳという、こちらの

ほう取り仕切っています国の機関のほうに運営費

で70万円、それから、実際にコンビニエンススト

アには１通当たり115円の手数料を払っておりま

す。こちらにつきましては、コンビニエンススト

アのコピー機のほうに出ますので、コピー機の用

紙代、それから、そちらのほうの発行のときにか

かる手数料とか。人件費はかかっておりませんの

で、紙の入れかえとかという形ではかかってくる

かと思うんですが、相対的には。基本的には１通

当たり115円のコストはかかっております。それ

プラス70万円のコスト、あとは当町のほうに置い

ています、そちらのほう電算のサーバー関係の費

用かかっておりますので。 

  これは高いか安いかというお話でございますが、

実際に全国どこのコンビニでもとれるという状況

を考えますと、果たして、役場まで来てとらなく

てはいけないという方もいらっしゃると思います

ので、昨年は統計とっている中で、一番遠かった

方が大阪で住民票おとりになっていますが、今年

は青森とかでおとりになっている方もいらっしゃ

いますので、その方のコストを考えますと、住民

のことを考えますと、やはり時間のほうも夜11時

半までと、朝６時半から動いておりますので、非

常に時間も長くなっております。ということを考

えますと、そこは役場としては、費用をかけても、

やはり住民の方のメリットになるという考えの中

で自動交付機を廃止したということでご理解いた

だきたいと思っております。 

  それから、どこの沿線から宮代まで転入してい

るかという統計は、私どものほうではなくて、企

画のほうで統計をとっている数字だと思います。

私どもデータを提供いたしまして、そちらのほう

で分析をしているものだと思います。ちょっと私

ども、そのデータのほう持ち合わせおりませんの

で、回答はちょっとできません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 雷、鳴っているから終わり

にします。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。何点か

ご質問させていただきます。 

  まず、77、78ページの戸籍住民基本台帳費の中

の不用額なんですけれども、11節の需用費と、そ

れから13節の委託料、これについての不用額の要

因についてお尋ねします。 

  それから、18節の備品購入費、これは次のペー

ジになっていますけれども、窓口業務用備品とい

うことで需用費から流用しています。それと予備

費から充用しています。倍ぐらいになっているん

ですけれども、これについての理由についてもお
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尋ねしたいと思います。 

  それから、もう一つは、117ページと118ページ

の後期高齢者疾病予防事業です。成果書にも79ペ

ージに載っております。 

  人間ドック等の総合健診を受診した後期高齢者

医療制度加入者95人の方に２万5,000円を限度と

して補助金を交付した。この冒頭の成果書に書い

てありますけれども、それはこのとおりだと思い

ます。私も要求してきましたが。これはこれでよ

いんですけれども、金額については、近隣ではも

っと高いところもあるんじゃないかなと思うんで

すけれども、近隣の動向はどういうふうになって

いますか、お尋ねします。 

  それから、順不同で大変申しわけないんですけ

れども、また79ページ、80ページの戸籍住民基本

台帳管理事業に、これ、関連なんですけれども、

最近、全国的にも自衛隊が青年の名簿提出を求め

ている状況も、それに応えている自治体もあるよ

うなんですけれども、宮代ではないと思いますけ

れども、これはどういうふうになっていますでし

ょうか。最後、お尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  戸籍住民基本台帳費に関する部分について、私

のほうから回答させていただきます。 

  まず、１点目の不用額の関係でございまして、

まず需用費でございますが、こちらにつきまして

は、先ほど出ております自動交付機等で使ってお

りました住民カードというプラスチックの磁気カ

ードがございまして、そちらのほう、ちょうど非

常に枚数的に足りるか足りないかというのがござ

いましたので、そこを見きわめて一応予算化して

あったところ、そちらのほうがつくらなくても足

りるということで、こちらのほうつくらなかった

ということでの不用額でございます。 

  それから、13節委託料でございますが、こちら

につきましては、住居システムのほうの改修のほ

うが、新年度の対応のほうの改修のほうで賄えた

ものでございますので、そちらのほうの通常の、

歴年のシステム改修が必要なかったということ、

及び街区表示板の保守を行う必要がなかったとい

うことで不用額が生じたものでございます。 

  それから、18節の備品購入費が、金額が非常に

増えているということでございますが、こちらに

つきましては、当初の予算の中で、実は窓口で使

っておりますレジスターが故障いたしまして、向

こうの製造から、もう相当年数たっておりまして

対応部品がないということで、買いかえというこ

とで、こちらの予備費のほう充用させていただき

まして購入させていただいたものでございます。 

  それから、当初の予算の中では、窓口の番号発

券機、住民の方々がそれぞれ来庁した用途に合わ

せまして番号のほう、札とっていただきまして、

お並びいただかなくても座って待っていただける

というようなシステムを導入したことによりまし

て増えたものでございまして、そちらのほう、年

度当初、内側で職員が操作するコントローラーを

１台で運用しておりましたが、ちょうど中のそれ

ぞれの窓口の業務が４項目に分かれてございます

ので、そちらのほう対応が非常にわかりにくい部

分がございましたので、中の職員がどの項目のお

客様がお待ちになっているということをわかりや

すくするために、需用費から流用させていただき

まして、コントローラーをもう１台追加させてい

ただいたものでございます。 

  それから、最後の質問で、自衛隊のほうへの住

民票の提供ということでございますが、当町の場

合には、住民票につきましては、自衛隊のほうか
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ら閲覧申請をいただきまして、通常の閲覧で対応

しております。私どものほうから、例えば二十の

方の名簿の一覧表を提供するといったことはいた

しておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  決算書117、118ページの後期の人間ドックの金

額の関係でございます。 

  近隣の状況ということでございますが、宮代町

に隣接している近隣ということでお答え申し上げ

たいと思います。 

  まず、春日部市については、人間ドック自体を

やっておりません。 

  久喜市は２万8,000円、幸手市が２万7,000円、

白岡市が２万7,000円、杉戸町が３万円というこ

とで、主に平均いたしますと２万7,400円という

ことでございます。 

  宮代町におきましては、こういった近隣の状況

を踏まえまして、今年度から２万7,000円に引き

上げさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  まず、不用額については、２件ともわかりまし

た。 

  備品購入費なんですけれども、そうしますと、

先ほど言ったコントローラーについては、対応が

わかりづらいのでということでかえたということ

なんですけれども、もともと予定していたのはコ

ントローラーのほうなんですか。それともレジス

ターのほうが急に使えなくなっての買いかえなの

か、どちらなんでしょうか。 

  それから、117、118ページのほうで、先ほど杉

戸は随分３万円で高いんですけれども、久喜が２

万8,000円、幸手、白岡が２万7,000円だと、やっ

ぱりこっちのほうに合わせたということなんです

けれども、もう杉戸も３万円なんで。この点では、

やはり補助金を交付したので足りなくなるぐらい

出てきたということは大変結構だと思うんですけ

れども、これについても、できれば隣の杉戸に合

わせていただければと思うんですけれども、その

辺の考えについて。とりあえず評価はしたいと思

います、もちろん。その上での質問でございます。 

  それから、最後に自衛隊の青年の名簿提出を求

めていることについて、通常の閲覧の範囲内とい

うことでわかりましたが、これは個人情報の関係

で、どういったことで対応しているのかどうかと

いうことでお尋ねしたいんですけれども。何も自

衛隊だからそれに応える必要はないと思うんです

けれども、それに応えないという理由もあるわけ

ですよね。それについては、どういう理由からな

のか。対応は結構なんですけれども、どういう理

由からかということでお尋ねしたいんですけれど

も。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  まず、１点目の戸籍住民基本台帳費の、戸籍住

民基本台帳管理事業の備品購入費についてでござ

いますが、当初予算の中では窓口の番号発券機の

予算を盛らせていたただいておりました。こちら

にコントローラーが１台ついておりました。実際

に運用している中でわかりにくいということで、

職員のほうで。その中で２台あったほうが非常に

操作性が上がるということで、需用費からの流用

をさせていただきまして、コントローラーを２台
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にさせていただいたものであります。 

  レジスターにつきましては、年度途中に故障し

たということで、こちら予備費の充用していただ

きまして、購入させていただいたものでございま

す。 

  あと、自衛隊の名簿の閲覧の関係でございます

が、当町にいたしましても通常の住民基本台帳の

閲覧の範囲内でございますので、先ほど丸藤委員

がおっしゃったように、町としては拒否するとい

うことも選択肢としては確かにあるのかなと、私

もそこはちょっと何とも言えないんですが、当町

といたしましては、今までどおり、ほかの自治体

様によっては名簿を出してしまっているというと

ころもあるというふうには何か伺っておりますの

で、先ほどの個人情報の関係から申しましても、

やはり名簿を提供するというのは、当然、普通に

考えれば、あるべき姿ではないというふうに考え

ておりまして、閲覧申請に対しての閲覧というこ

とでございますので、ちょっとそこまで私のほう

では、今現状では回答のほう持ち合わせておりま

せんので、以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  人間ドックの金額を杉戸町並みにということで

ございますが、今年度２万7,000円に上げさせて

いただきましたので、当面ちょっと様子を見させ

ていただきたいと思っております。 

  杉田町が３万円ということなんですけれども、

実を言いますと、宮代町では、30年度から健康マ

イレージの歩数計の購入費にも補助金として出さ

せていただいております。杉戸町は健康マイレー

ジのほうやっておりませんので、そういったちょ

っと総合的は部分で、ぜひ、高齢者、後期高齢者

の健康増進のために寄与していければなというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） わかりました。 

  １点だけなんですけれども、先ほどの自衛隊の

名簿の提出の関係なんですけれども、通常の閲覧

ということなんですが、これはいつごろ来ていま

すか。もう何回も来るんでしょうか。 

  その辺の状況と、それから、通常の閲覧でお願

いしますと。名簿は提出、もちろんしないという

ことで、それは理解するんですが、それで通常の

範囲内で名簿はもらえなかったので、ちゃんと自

衛隊の職員は写していったんでしょうか。その辺

の状況はわかればお示し願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  私が今のこちら担当になりまして３年目でござ

いますが、ここ３年間については閲覧申請はござ

いません。また、以前に閲覧があったと聞いてお

りますと、私どものほうも、例えばコピーを当然、

渡せませんので。例えばよくあるのが、写真を撮

っていいかという申し出等ありますが、それもお

断りしておりますので、全て必要があれば手書き

で名簿を写していっていただきたいということで、

一般の閲覧の手続として対応していただいており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） じゃ、ないようですので、

以上で住民課の質疑を終了いたします。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月13日金曜

日午前10時から委員会を開き、引き続き福祉課関
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係の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ４時４３分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月11日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５０号の審査（福祉課・子

育て支援課・健康介護課・産業観

光課） 

○委員長（丸山妙子君） これより福祉課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○福祉課長（吉永吉正君） 皆様、おはようござい

ます。 

  福祉課長の吉永です。本日は、よろしくお願い

いたします。 

  それでは、出席職員を自己紹介させていただき

ます。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） おはようございま

す。 

  福祉課副課長の宮野と申します。よろしくお願

いいたします。 

○福祉課主幹（伊東浩二君） おはようございます。 

  福祉課障がい者福祉担当の伊東と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○福祉課主査（関根雅治君） おはようございます。 

  福祉課社会福祉担当の関根と申します。よろし

くお願いします。 

○福祉課主査（中村淳一君） おはようございます。 

  福祉課の障がい者福祉担当、中村と申します。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） おはようございます。 

  唐沢でございます。よろしくお願いします。 

  何点か質問させていただきたいと思います。確

認も含めて、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  まず１点でございますけれども、決算書の84ペ

ージ、成果書の106ページにわたっての質問なん

ですけれども、まず１点ですけれども、社会福祉

事業費の関係で、主な実施内容ということで、大

幅に社会福祉精神事業補助金が減額されているん

ですけれども、まずこれの理由をお聞きしたいと

いうふうに思います。 

  それから、同じく社会福祉事業の中で成果の関

係なんですけれども、特に民生委員、児童委員の

活動によっていろいろと成果が上がっているわけ

なんですけれども、特にこの中で、安心して暮ら

せる地域社会づくりに寄与したということになっ

ておりますけれども、ひとり暮らし等の実態はど

うなっているのか、また具体的な成果というもの

を上げてもらえればありがたいなというふうに思

っております。 

  それから、３点目でございますけれども、成果

書の108ページ、決算書の86ページなんですけれ

ども、この中で、自立支援医療費の関係なんです

けれども、更生医療ということで大幅に減額をさ

れておるんですけれども、これのひとつ理由をお
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聞かせいただきたいと思います。 

  それから、決算書の88ページ、成果書の110ペ

ージなんですけれども、この中で障害者地域生活

支援事業の中で、また新しくこの中で基幹相談支

援センター事業というのが新たに立ち上がってお

るんですけれども、これの中身をひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  それから、成果書の111ページの中で若干名称

の変更があるんですけれども、「意思疎通支援事

業」ということで、事業の名前が変わっておるん

ですけれども、ちなみに昨年は「コミュニケーシ

ョン支援事業」ということで、同じ中身だと思い

ますけれども、これの名称が変わった理由はどう

いう理由で変わったのか、ひとつお聞かせ願いた

いと思います。 

  それから、成果書の112ページ、在宅超重症心

身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助

金ということで、昨年の成果書と29年度Ｂの関係

で数値が変わっておるんですけれども、この変わ

った理由、ちなみに昨年の成果書を見ると、２と

なっておるんですけれども、これでいくと７なん

ですけれども、変わった理由をひとつお聞かせを

いただきたいと思います。 

  それから、同じく成果書の112ページのほうな

んですけれども、成果ということで、それぞれ成

果が上がっておるんですけれども、特にここの成

果の下段に当たる利用者の日常生活環境を改善し、

身体的負担が軽減されたということで、成果が上

がっておるんですけれども、具体的な改善面、特

にどのようなものが軽減をされたのか、具体例を

挙げて一つ説明をいただきたいと思います。 

  とりあえず、以上７点になると思うんですけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  それでは、お答えさせていただきます。 

  まず、１点目の成果書106ページ、決算書84ペ

ージの社会福祉推進事業の補助金の減額理由とい

うところでございますけれども、こちらにつきま

しては、社会福祉協議会への補助金の減額でござ

います。 

  町の財政状況を勘案しまして、社会福祉協議会

が福祉法人として自立を促すため、社会福祉協議

会と協議を行いまして、平成27年から平成31年度、

今年度まで５カ年において毎年150万円程度の削

減を行うというような形で、社会福祉協議会と協

議が調ったところでございまして、それに基づき

まして、年々補助金額が150万円程度減額されて

いるというような状況でございます。 

  続きまして、２番の民生委員等の活動で、安心

して暮らせる地域づくりに寄与したと、こちらの

成果というところでございますけれども、民生委

員におかれましては、日々高齢者、それから障が

い者、地域の見守り活動をやられております。 

  具体的には、そこの家庭の中で、例えばちょっ

と虐待的なことがあったりとか、近隣のちょっと

トラブル等について町等につないでいただいて、

その辺につきまして町のほうで対応を行っている

と。それから高齢者の見守り等も行って、安心し

て暮らせる地域づくり、見守り活動を行いながら

そういったものをやっているというところでござ

います。 

  それから、３点目の成果書108ページ、決算書

86ページの自立支援医療の更生医療が大幅に減額

になったというところでございますけれども、こ

ちらにつきましては更生医療というところで、人

工透析をやられている方の費用が主に占めてござ

います。 

  それで、平成29年度から大幅に減額されている



－１３４－ 

ところでございますけれども、こちらの理由とい

たしましては、生活保護の受給者が人工透析で平

成29年度は入院をされていたというところであっ

たんですが、平成30年度におきましては、そうい

った方が退院されるなり、申しわけございません

が、亡くなられるといったり、転出といった形で、

その辺の金額が大幅に減額されたものでございま

す。 

  生活保護の方に関しては、100％その医療費が

支給されるということになりますので、金額がそ

の分大きくなるというところでございます。 

  それから、４点目の決算書88ページ、成果書

108ページ、基幹相談支援センターの中身という

ところでございますけれども、こちらにつきまし

ては、障害者総合支援法により障がい者の地域に

おける日常生活、社会生活の支援をするために、

事業を市町村が実施するものでございまして、宮

代町では、埼葛北地区自立支援協議会として近隣

市町と共同実施による事業の効率を推進している

ところでございます。 

  その中で、近隣市町、蓮田市、幸手市、白岡市、

宮代町、杉戸町、この３市２町によって共同実施

を行っているところでございます。 

  基幹相談支援センターの業務の内容といたしま

しては、地域に暮らす障がいのある方やその支援

者、家族、関係機関などの相談支援の中核的な役

割を担うものとなってございます。 

  具体的には、総合的・専門的相談の支援、それ

から地域の相談支援体制の強化、人材育成、地域

移行・地域定着の促進、権利擁護、差別解消法に

よる相談支援、それから虐待防止業務といった内

容を、地域の中核的な役割を担うものを立ち上げ

たというところでございます。 

  それから、５点目の成果書111ページの意思疎

通支援事業の名称変更でございますが、こちらの

件につきましては、議員おっしゃられたとおり、

内容は一緒のもので、町の事業としては一緒のも

のでございます。 

  なぜ名前が変わったかというと、国のほうで制

度の名前が変更されました。それに基づきまして、

町のほうでも名称を「コミュニケーション支援事

業」から「意思疎通支援事業」というような形で

変更してございます。 

  国のほうでは、どういった理由でということで

言いますと、これまで障害者自立支援法では、通

訳・手話などを行う者の派遣、または要請という

表現を用いていましたが、障がい者と障がいのな

い人の意思疎通を支援する手段は聴覚障がい者へ

の手話通訳や要約筆記に限られず、ろう者、盲ろ

う者への触手話や点字、視覚障害者への代読や代

筆、知覚障害や発達障害のある人とのコミュニケ

ーション、重度の身体障害者に対するコミュニケ

ーションボードによる意思の伝達などもあり、多

様に考えられます。そのために、新たに「意思疎

通支援事業」というように名称を変更したという

ような形になってございます。 

  続きまして、６点目の質問、成果書112ページ

でございます。レスパイト事業におきまして、昨

年が２だったものが７に変更された理由というと

ころでございますけれども、こちらにつきまして

は、昨年は利用件数という形で表示をさせていた

だいておりました。ちょっとわかりづらいところ

もあったかと、今年は、すみません、30年度は利

用日数という形で項目を変更させていただいて、

その理由というのは、こちら１日利用すると２万

円という補助金なわけでございますが、去年の２

件というのは、施設に宿泊をされるということで、

３泊と４泊ということで、２回に分かれて申請が

あったものですから、申請件数としては２件とい

うところでございまして、件数という表示で２件
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14万円という形で、実際は７日間利用したところ

でございますので、14万円というところでござい

ます。今年も件数にすれば、たしか６件から７件

ぐらいの件数というところだったんでございます

が、ちょっと表示をわかりやすくするために、１

日利用当たり２万円ということで、今年は20日障

がいの方が利用されたということで20日という形

で変更をさせていただきました。 

  最後、成果書112ページの具体的に改善された

という内容でございますが、こちら、例えば今の

障害者更生援護事業におきましては、レスパイト

事業で、そういった重度の障がい児をお持ちの家

族の方が日常の何か用事があったときに、その障

がいの方を施設に預けやすいような体制づくり、

それから重度障害者居宅改善整備事業補助金にお

きましては、こちら住宅の改善、こちらは昇降機

とか、それから流し・洗面台の改修とかをされて

おります。それから、小児慢性特定疾患日常生活

用具費におかれましては、そういった小児慢性の

日常用具の、こちら電気式のたん吸入引器などを

購入の補助となっております。それから聴覚障が

い、そういった補聴器の補助、こういった面で障

がいのある方が生活をする上での生活しやすいよ

うな形での改善を図っているというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  唐沢ですけれども、何点か確認をさせていただ

きたいと思います。 

  まず第１点目ですけれども、社会福祉事業費の

関係の中で民生委員さん、本当に大変にいろいろ

と活躍をされているんですけれども、現在、民生

委員さん欠員はいないのかどうか。また同時に、

民生委員さん、それぞれの地域で頑張っているわ

けなんですけれども、年齢的な関係、特に平均年

齢と申しますか、できたら一番高齢者の方、高齢

者が高齢者を支援しているような状況もあります

ので、年齢構成をもしわかるのならひとつお聞か

せ願いたい、男女も含めてひとつお願いしたいな

というふうに思います。 

  それから２点目なんですけれども、意思疎通支

援事業の名称変更、これは了解しました。わかり

ました。 

  この中で特に中身の関係、手話通訳者の関係な

んですけれども、１件当たり、昨年はちなみに単

価が１万1,000円、時間的に４時間以内というよ

うな、去年そんな答弁があったというふうに思い

ますけれども、この単価は変わっていないのか、

時間も含めてどうなのか、ひとつ確認をさせてい

ただきたいと思います。また、この54万円という

のは何件ぐらいを想定しているのか、あわせてひ

とつ確認をさせていただきたいと思います。 

  とりあえず、２点、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  民生委員の欠員というところでございますけれ

ども、今年の11月いっぱいまで、12月から全国的

に一斉改選が行われる予定になってございます。 

  現在は、民生委員、児童委員、合わせて全員で

53名の定数があるわけでございますけれども、現

時点では定数割れはしていないというところでご

ざいます。 

  ただ、来年12月からの民生委員の改選につきま

しては、若干、若干というか十数地区において欠

員が生じて、欠員というか、まだ定まっていない

状況でございまして、現在、申しわけございませ

ん、今年の12月に一斉改選が行われるわけでござ

いますけれども、まだ十数地区において、次の改
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選される方の民生委員の地区がまだ決定というか、

そこの段階で、退任希望がおられるところに対し

てまだ見つかっていないというのが現状でござい

ます。 

  それから、ちょっと男女構成等については、今、

詳細に資料がございませんので、ちょっとその辺

について正確な、おおむね女性のほうが多いのは

多いんですけれども、今ちょっとこちらに何％と

かというのが数字がないものですから、後でお答

えさせていただければと思います。名簿ございま

すので、そちらでちょっと集計させていただいて。

すみませんです。 

  それから、高齢者ということであれば、今、78

歳の方が年齢が一番上というところでございます。 

  それから、２点目の意思疎通支援事業の単価で

ございますけれども、平成30年におきましては、

１名１万2,000円４時間まで、単価が１万2,000円

になってございます。 

  それから、54万円につきましては、こちらはそ

の派遣をしている障がい者のその情報センターの

ほうの事務管理費となってございます。それにプ

ラスその１名当たり１万2,000円を足した金額が

決算額となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  先ほどの前段者の質問にちょっとかかわります

けれども、105ページの成果のところの埼葛北地

区基幹相談支援センタートロンコというのを設置

したということで、３市２町での相談支援体制が

できたということでお話がありましたが、成果書

の110ページですよね。それで、これまでの相談

というのは埼葛北地区広域事務というか、それで

やっていて４市２町というふうに思っていたんで

すが、久喜市が抜けて、このトロンコというのが

白岡市に常設になったということになったのかな

というふうに思うんですけれども、その辺の違い

と、久喜市が抜けて、その埼葛北地区広域のと、

４市２町と３市２町になったその影響というか、

それで110ページの上の相談支援事業というのは

延べ人数で600人減っていますよね、この辺のこ

の絡みというか、この辺の違いというのだけ教え

ていただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員、１件だけでよ

ろしいですか。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  角野委員おっしゃられたとおり、平成29年まで

は４市２町という形で行っておりましたが、久喜

市からの意向により久喜市のほうで脱退させてい

ただきたいというような申し出がございましたの

で、久喜市を除いた３市２町で、その自立支援協

議会のほうを広域で実施するというような形で、

新たに30年度から枠組みが変わり、行っていると

ころでございます。 

  トロンコにつきましては、こちらの３市２町で、

そこの事務所を置かなくてはいけないというよう

なところで協議しておりました。どちらにそちら

を置くのかというところで協議した結果、白岡市

のほうで、はぴすしらおかというところの事務室

のほうがあいてございまして、そこで事務所を開

設できるということになりましたので、３市２町

合意のもと、そちらの白岡市のはぴすでそのトロ

ンコのほうを立ち上げたところでございます。 

  それから、成果書のこの110ページの延べ利用

人数が減っているところでございますけれども、

実際、おっしゃられたとおり、久喜市のほうが抜

けているところも、久喜市の相談支援事業所がご
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ざいまして、そちらも抜けていってしまったもの

ですから、そちらに相談をされていた方たちが減

っているというところではございますが、実際に、

成果書においてはこのような実態を書かせていた

だいているんですが、そうすると、今まで宮代の

方が久喜市にある事業所に相談をしていた方はど

うなるのかということが問題になったところでご

ざいますけれども、それについては引き続きそれ

は当面の間はそういった費用とかは関係なく、そ

の相談支援体制に当たっていただくというような

久喜市、それから３市２町の合意のもと、利用者

にできるだけ不利にならないような形での移行と

いう形でやっております。 

  そういった面で、こちらの相談、成果書におい

ては実際の数字を書いてはいるところでございま

す。当然、そういった面で４市２町が３市２町に

減ったものですから、パイが減っているというと

ころでございますけれども、実態についてはその

ような形で、利用者には不利にならないような形

でやらさせていただいているというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません、ありがとう

ございます。 

  久喜市は障がい者支援をしっかりやっているな

とは思っていたんですが、ということは、その自

立支援ということで、埼葛北地区というのは全て

が３市２町になって、委託、お金が入ってきたり

出たりも、今まで順番で事務所をやっていたんで

すが、もうこれからは３市２町でやっていくとい

うことですか。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 現状のところは、

議員おっしゃられたとおり、３市２町で行ってい

くというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  まず、決算書の83、84ページの13節委託料162

万円、それから19節負担金補助及び交付金2,671

万7,000円、それから20節扶助費125万9,000円と

ありますけれども、それぞれについてご説明をお

願いしたいと思います。 

  それから、同じく83、84ページの関係でありま

すけれども、重度心身障害者医療費支給事業とあ

ります。これは、登録者は、申請件数がふえたと

いうことなんですけれども、登録者数はやや減っ

ているという説明がありましたけれども、この辺

についてはなぜ減っているのか、その点お尋ねし

たいと思います。 

  それから、85、86ページの19節負担金補助及び

交付金ですが、成果書の107ページにありますけ

れども、介護給付訓練等給付費について、前年度

と比較して5,819万円増えております。この増え

ている理由についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく85、86ページの自立支援医療

費についてでありますけれども、これについて、

入院費の減少によって1,272万円減額となってお

ります。この辺についてもご説明をお願いしたい

と思います。 

  それから、同じく23節償還金利子及び割引料な

んですけれども、これは国・県とも返還金が生じ

ておりますけれども、この辺について、実績に伴

って返還するということなんでしょうけれども、

その辺についての実績との関係でどうなったのか

ということでご説明をお願いしたいと思います。 
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  それから、同じく85、86ページのその下の福祉

交流センター運営事業で、成果書の109ページに

ありますけれども、福祉交流センター陽だまりサ

ロン、そこで特に小・中校生の利用が減少してい

ると。945人も減った理由についてお尋ねしたい

と思います。 

  それから、89ページ、90ページの障害者更生援

護事業なんですけれども、これについては、まず、

これまで成果書の112ページを見てわかるように、

重度障がい者だとか、小児慢性特定疾患、それか

ら難聴児補聴器補助、これは28年、29年となかっ

たんですけれども、そういう意味では件数は少な

いにしても、これは成果だと思うんですよね。少

しずつではあるけれども、成果となっております

ので、その点は評価したいと思うんですけれども。 

  特にこの中でショートステイとか、デイサービ

スを実施する事業者、超重症心身障害児レスパイ

トケア事業補助金ですよね。これは業者というの

はどこなのか、これについてお願いしたいと思い

ます。補助金を交付していますよね。 

  それから、同じく福祉タクシー等利用料金助成

事業なんですけれども、これについて、それほど

変化はないんですけれども、ほかの自治体との比

較ではどうなっているんでしょうか、お尋ねした

いと思います。 

  それから、その下の宮代町災害見舞金等支給事

業、町内で発生した火災に対する見舞金というこ

となんですけれども、これは40万円となっており

ます。この内訳についてお尋ねしたいと思ってい

ます。 

  それから、93、94ページの墓地埋葬等取扱費で

す。これで、昨年は遺族が取引を放棄したという

事例があったんですけれども、昨年の決算のよう

なことはないですねということで、やはり１件死

亡された方があって、遺体を引き取る遺族がいな

いということなんですけれども、この辺について

もお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  それでは、お答えさせていただきます。 

  まず、不用額の関係でございますけれども、13

節委託料約160万円の内容でございますけれども、

こちらにつきましては、障害者総合支援事業、地

域生活支援事業において主な不用額が出てござい

ます。 

  その主な事業の内容といたしまして、まず決算

書の86ページの障害者総合支援事業におきまして、

措置入所等委託料、こちらが予算現額74万3,000

円に対しまして支出済額が５万5,622円、不用額

が68万7,378円となってございます。 

  理由といたしましては、こちらの措置入所委託

料につきましては、緊急的に本人の居場所を確保

するための費用として予備的に予算計上している

ところでございます。平成30年度におきましては、

その支出がたまたま少なかったというところで、

不用額が生じたものでございます。こちら、３月

に、年度の終わりに措置をかけたところがござい

まして、その費用が当初予定した金額よりも少な

かったというところでございます。 

  それから、決算書88ページの地域生活支援事業

の意思疎通支援事業委託料でございます。こちら

につきましては、予算現額82万1,000円に対しま

して、支出金額が72万円で、不用額が10万1,000

円となってございます。 

  こちらも、過去の利用状況から予算計上をして

いたところでございますけれども、実際の見込み

より下回ったために不用額が出たと。実質、昨年

度、29年度は17人利用していたんですが、平成30
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年度におきましては８名の利用ということで、そ

ういった意味で利用者が減って不用額が生じたと

いうようなところでございます。 

  それから、決算書の88ページの職親業務委託料、

こちらにつきましては、予算現額36万円に対しま

して27万円の支出金額、こちら不用額９万円とな

ってございます。こちらにつきましては、一月当

たり３万円で行っておりまして、その利用されて

いた方が途中でやめてしまったというところで、

執行残が９万円出たところでございます。 

  それから、決算書88ページの入浴サービス委託

料、予算現額46万9,000円に対しまして支出済額

15万6,800円、不用額が31万2,200円、こちらにつ

きましても利用者が減ったというところなんでご

ざいますが、前年度から継続的に利用されていた

方が８月から入所してしまったというところがご

ざいまして、利用回数が減って不用額が生じたと

いうものでございます。 

  それから、19節負担金補助のおよそ2,600万円

の不用額でございますけれども、こちらにつきま

しては、決算書86ページの介護給付・訓練等給付

費におきまして、予算現額６億円、支出済額５億

8,460万2,709円、不用額1,539万7,291円となって

ございます。 

  当初予算では、およそ５億5,000万円の予算計

上をしておりましたが、平成30年度利用される方

が多く、３号補正により約4,900万円の補正増を

行ったところでございます。そして６億円という

形で予算になったんですが、最終的には約1,500

万円の不用額が生じてしまったものでございます。 

  介護給付・訓練等給付費につきましては、年間

１人当たり約220万円かかっております。今回の

不用額割合では、年間256人に対して、最終的に

はこの金額でいきますと、７人程度見込みが少な

かったということになります。こういったサービ

ス利用に関しましては、転出、転入、それからサ

ービス利用者の利用状況など不確定要素が多く、

正確になかなか見込むのが難しいというところが

ありますので、ご理解いただければと思います。 

  なお、執行率では97.4％と高い数値にはなって

いるところでございます。 

  それから、決算書86ページの同じく自立支援医

療費でございますけれども、予算現額3,531万

8,000円、支出済額2,566万9,005円、不用額964万

8,995円となってございます。こちらにつきまし

ては、先ほど前段の質問でございました更生医療

のほうで、生活保護の方の人工透析の金額が大幅

に減ったというところでございますので、その分、

やはり不用額が出ているというところでございま

す。 

  それから、決算書86ページの生活サポート事業

の生活サポート事業費補助金、こちらにつきまし

て予算現額135万円、支出済額98万6,100円で、不

用額が約36万円出てございます。こちらも、見込

みを700時間程度見込んでいたんですが、実際は

503時間というところで不用額が生じたというと

ころでございます。 

  それから、決算書88ページの成年後見人等報酬

助成金、こちら予算現額76万8,000円、支出済額

43万2,000円、不用額が33万6,000円となってござ

います。こちらにつきましては、成年後見人のほ

うも予備的に計上しているところがありましたが、

１名程度見込みがなかったというところで、後見

人の予備的な予算措置をしていたお金がそのまま

不用額になったというところでございます。 

  それから、20節の扶助費約125万円でございま

すけれども、こちらにつきましては、決算書84ペ

ージの重度心身障害者医療費のほうで、こちらも

予算現額6,800万1,000円、支出済額が6,711万

5,069円で、不用額のほうが88万5,931円となって
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ございます。こちらも当初見込みより少なかった

と。こちら、やはり重度医療等については多目に

予算を見込んでおくというのがありますので、今

年の年間718人に対して、10人程度見込みより少

なかったというところでございます。こちらにつ

きましても、執行率は98.7％と高い執行率となっ

てございます。 

  それから最後に、障害者支援事業で決算書90ペ

ージ、日中一時支援事業給付費、こちらにつきま

しては予算現額27万3,000円、支出済額３万2,248

円、不用額が24万752円となってございまして、

こちら前年度多く利用していた利用者が施設に入

所したため、不用額が生じたというものでござい

ます。 

  それから、２点目の成果書の重度医療登録者数

の減の理由というところでございますけれども、

登録者数が成果書の106ページの下段のほうの重

度医療のところでございますけれども、平成29年

度の736人から718人に登録者数が減少している、

こちらの理由ということでございますが、こちら

につきましては、利用した人が減ったというよう

なところでございますが、その利用したい人が何

回か当然病院にかかるわけでございますので、そ

の利用した件数につきましては、人数は減ってし

まったんですが、個人個人的に昨年に対して利用

する件数が増えているということで、実態的には

病院にかかった件数が増えたということでなって

いるものでございます。 

  続きまして、決算書85、86ページ、介護給付

費・訓練給付費の5,800万円増の理由でございま

す。こちらにつきましては、申しわけございませ

ん、介護給付費・訓練給付費の増加理由でござい

ますけれども、こちら全国的な流れでございます

けれども、障がい児に対するそのサービスにつき

まして早期療育といったところが周知されてまい

りまして、宮代町においても、もともとこちらの

介護給付・訓練給付費につきましては年々増加し

ているところでございますが、特にそういった障

がい児に対する児童発達支援事業、それから放課

後デイサービス、そういったものが増加している

ところでございます。 

  それから、年々増えている生活介護、それから

生活訓練などの費用のサービス給付費が増えてい

るというところでございます。 

  金額にいたしますと、児童発達支援の給付費に

つきましては1,219万4,000円、昨年度から増えて

います。それから、放課後デイにつきましても

677万4,000円増えております。それから生活介護

におきましても昨年度よりも約1,600万円、それ

から生活訓練においても約800万円の増というこ

とで、こちらの介護給付・訓練等給付費のほうが

増加しているところでございます。 

  それから、決算書85ページ、86ページの自立支

援医療の1,200万円の減額というところでござい

ますが、先ほどお話ししているとおり、更生医療

の生活保護の方が昨年度からなくなったというこ

とで、その分減額になっているというところでご

ざいます。 

  それから、償還金の返還金というところでござ

いますけれども、こちらについても、前年度国・

県からいただいた補助金に対しまして、余った金

額を返還しているところでございます。 

  それから、決算書85ページ、86ページの交流セ

ンターの小・中学校の減少理由というところでご

ざいますけれども、こちらにつきましては、小学

生が少なかったというところでございますが、小

学生が陽だまりサロンで行っているイベント等に

来られなかったことがあった、それから、前年度

は休み時間とか結構来てくれる子がいたというと

ころなんですけれども、ちょっとその辺来る方が
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少し減ったというようなところ、それから１月に

繭玉と初午をサロンで行っていたんですが、平成

30年度は各教室にそういった出張して行ったとい

うところで、こちら、きらりびとみやしろのほう

で指定管理で業務を行っているところでございま

すけれども、きらりびとのほうに確認したところ、

そのような形で小学生のほうが減っているという

ような理由を伺っております。 

  それから、決算書89ページ、90ページのこちら、

レスパイトの事業所がどこかというところでござ

いますけれども、こちらの事業所につきましては、

さいたま市の岩槻区にございますカリヨンの杜と

いうところでございます。 

  それから、福祉タクシーの他の自治体との比較

というところでございますけれども、申しわけご

ざいません、こちらちょっと近隣のデータがござ

いませんで、改めてご報告させていただければと

思います。 

  それから、災害見舞金の40万円の内訳というと

ころでございますけれども、こちらにつきまして

は、昨年度中島地区、それから川端地区で火災が

多発してございました。その関係で中島地区にお

いて３件の方に災害見舞金として10万円ずつ30万

円、それから川端の火災で１件10万円ということ

で、計40万円となってございます。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課担当主査。 

○福祉課主査（関根雅治君） 社会福祉担当主査の

関根と申します。 

  墓地埋葬法の30年度の19万5,000円の関係で、

個人情報についてはちょっと控えさせていただき

ますが、64歳の男性の方が自宅で亡くなっている

ところが見つかり、警察のほうが入りまして親族

等を探していただいたところなんですけれども、

葬祭のほうはできないという報告がありましたの

で、墓地埋葬等取扱法にのっとって町のほうで火

葬のほうをさせていただきました。お骨につきま

しては、その警察が連絡をしたご兄弟の方がお骨

だけは引き取るということで、遺族のほうにお渡

ししております。 

  19万5,000円につきましては、本人の所持金と

それから国保税の還付のほうで19万5,000円全て

収納されておりますので、一般財源の持ち出しは

ございませんでした。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

した。 

  ちょっと項目がいっぱいあったので大変申しわ

けありませんが、それでは確認しながら何点かお

尋ねしたいと思います。 

  まず、民生費の83、84ページの不用額の関係で

ありますが、特に85ページ、86ページにある処置

入所等委託料ですが、これは先ほど緊急的にとい

うことでありましたけれども、随分68万7,000円

も不用額出ているんです。実際は５万5,000円で

すから、それにしても不用額が随分多いなと、そ

ういうふうに思いますが、その点で見込み、見積

もりはどうだったのかなと、それぞれそれなりの

理由もあるんですけれども、特にこの点について

は大きいのではないかなというふうに思いました。 

  それから、88ページの入浴サービス委託料です

が、これも実績が15万6,000円で、31万1,000円と

言いましたね、利用者が減ったということで、こ

の辺はどういうふうに見ていいのか。 

  それと、90ページの上のほうの日中一時支援給

付費、これは利用者が施設へ入所したため、これ

はもう、じゃ、ある方がそういうふうな状況にな

ってしまうと、がたっと減ってしまう、そうする

と、これの給付は何人もいないわけですね、そう

いうことになりますよね。その辺の見積もりのあ
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り方、これも支給が３万2,000円なのに、先ほど

24万円と言いましたよね、不用額が、ちょっと大

きいと思うんですが。この３点について、もう少

し詳しくお尋ねしたいと思います。 

  それから、扶助費についてはわかりました。 

  それから、83ページ、84ページの重度心身障害

者医療費支給事業なんですけれども、これも申請

件数は増えているということで理解はするんです

けれども、先ほどの答弁ですと、病院にかかった

件数に比例しているように伺ったんですけれども、

これもそんなに、そうしますと登録者は全体で何

人でしたか。すみませんが、その点もう一度お尋

ねしたいと思います。 

  それから、85、86ページの19節負担金補助及び

交付金で、これは介護給付・訓練等の給付費につ

いて581万9,000円の増ということなんですけれど

も、これは中身を見ると、ほとんど介護給付・訓

練等給付費５億8,400万円ですので、随分、１割

以上の増となっているんですけれども、この点で、

すみません、先ほど内訳を教えていただいたんで

すけれども、生活介護が1,600万円で、児童の発

達支援が幾らと言いましたか、すみません。 

〔「1,219万4,000円」と言う人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） 1,200、はい、わかりまし

た。それが主な理由ということですよね。生活訓

練が800万円ということで、わかりました。 

  それから、自立支援医療費、これもわかりまし

た。 

  85、86ページの同じ23節償還金利子及び割引料

の、国・県への負担金の返還金なんですけれども、

これは、すみません、前年度の介護給付・訓練等

給付費などに対する負担金の返還金ということな

んで、これは増えていて、なぜ負担金を返還する

のか、増えていても、まだ国・県から負担金をも

らい過ぎたということなんでしょう、増えている

のに。それでもまだ国・県からのほうの負担金の

ほうが多いわけですか。そういうふうに理解する

んですけれども。この辺の関係ですね、すみませ

ん、もう一度お願いしたいと思います。 

  それから、85、86ページ、成果書が109ページ

の福祉交流センター運営事業なんですけれども、

先ほど、特に小学生が少なくなったと。これ全部

カウントしているんですよね。ですから、こうい

うふうになっているのかもしれませんが、イベン

トだとか、休み時間等々言っておりましたけれど

も、945人というふうになっているんですよね。

それにしても随分多いなと。比較すれば、前年度

に戻ったというような言い方も、成果書から見れ

ば、するんですけれども、この辺随分多いなとい

うふうに思うんですけれども、この辺はどうして

そうなったんでしょうかね、小学生だけ。その辺

の状況についても、すみません、もう一度お願い

したいと思います。 

  それから、89、90ページの障害者更生援護事業、

事業者は、これはずっと岩槻のカリヨンの杜、こ

れは従来からずっとこういう形でここの業者にず

っと依頼しているんでしょうか。 

  それから、89、90ページの宮代町災害見舞金等

支給事業、確かに昨年は大きな火災がありました。

しかし、町民生活所管では火災発生が７件という

ふうになっているんですけれども、その辺の見舞

金の支給事業の支給する基準ですか、これはどう

いうふうになっているのか。中島の３件といいま

すとホウセイさんのところが移っちゃったりしま

したね、その関係、その前の倉庫のほうは関係な

いか、その基準について伺いたいと思います。 

  それから、93、94ページの墓地埋葬等取扱費、

これはひとり暮らしだったんですね。病死か何か

で、どういうふうにこれはひとり暮らしの方の死

亡が確認されたんでしょうか。その点についても
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う一度お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ここで休憩いたします。 

  再開は11時30分といたします。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時２６分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、全員がそろいまし

たので、再開いたします。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  まず、措置入所等委託料の件でございますけれ

ども、こちらにつきましての見積もりでございま

すが、見積もりにつきましては１人３カ月、施設

等に入所を行う場合については、おおむね約26万

円かかります。それで、その３カ月分ということ

で、78万6,000円、当初予算で見込んでございま

した。しかし、昨年度は実績がなかったので、そ

のまま不用額というところだったんですが、今年

におきましては１件、年度末に３月の途中からそ

ういった案件がございまして、１名の方を措置い

たしました。そういったことで約５万5,000円と

いう支出で、約68万円の不用額が出たというとこ

ろでございまして、あくまでもこれはいつ起こる

かわからないものに対して措置的に、予備的に予

算を措置しているものですから、それも３カ月分

ということで措置しております。そういった内容

で、今回、そういった不用額が生じているところ

でございます。 

  それから、決算書88ページ、入浴サービスでご

ざいますが、こちらも主に特定の方が利用されて

いた、１名の方が利用されていたというところで

ございまして、先ほど説明いたしましたが、８月

から施設に入所したということで、こちらの入浴

サービスのほうが利用される方がいなくなったと

いうことで、減額しているところでございます。 

  それから、日中一時支援につきましては、こち

ら４名の方が利用してございまして、昨年も４名

でございますが、昨年は376時間の利用があった

わけですが、30年度につきましては71.5時間と、

大幅にこちらの利用者の環境等によっても変わっ

てきますので、そういった形で日中一時支援を行

う、利用する日数が減ったということで減額とな

っているところでございます。 

  それから、重度医療の登録人数でございますけ

れども、こちらは成果書に書いてあるとおり、

718人というところでございます。 

  それから、返還金の件でございますけれども、

こちらは多くもらうのかというようなご質問でご

ざいましたけれども、当然、予算に不足が生じて

は給付等ができなくなってしまうので、あらかじ

め、やはり、どこでも多目に予算措置をしており

ます。それでその予算に応じて、こちら補助事業

でございますので、それに、予算に基づいてその

割合で補助金も来ますので、執行残が出た場合に

つきましては、当然補助金のほうも余ってくると

いう形になりますので、前年度余った補助金につ

いて、翌年度返還しているというものでございま

す。 

  交流センターの人数が、小学生が減っていると

いうところでございますが、先ほどもご説明した

とおりの内容なんですけれども、小学生のイベン

トがあったときに、たまたま出られなかったとか、

あとはふだんの昼休みと休み時間等に利用されて

いた方が減ってしまったとか、そういった理由で

ございまして、今後、指定管理を行っているきら

りびとみやしろ等々と、その辺についても、利用
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状況について、今後どういった形で行えば改善で

きれば、そういった利用も増えていくのか等につ

いて調整してまいりたいと思いますので、ご理解

いただきたいと思います。 

  それから、カリヨンの杜でございますけれども、

こちらにつきましては29年度に開設されていると

いうところでございます。こちらの事業所につき

ましては、町がここに行きなさいとかというもの

ではなくて、利用者のほうが相談支援事業所等々

そういったいろんな相談をして、その施設等を決

めて、そこに入っていると。そこの施設に対して、

町のほうが補助をするというような形となってご

ざいます。 

  それから、見舞金の基準でございますけれども、

見舞金につきましては、宮代町災害見舞金等支給

条例に基づきまして支給しているものでございま

す。こちらにつきまして、基準につきましては重

症の方については、災害を受けた町民に対して重

症の方について１人につき３万円、住居の損害・

全焼・全壊または流失につきましては１世帯につ

き10万円、半焼または半壊につきましては１世帯

につき５万円、それから床上浸水１世帯につき２

万円というような基準となってございます。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課担当主査。 

○福祉課主査（関根雅治君） 社会福祉担当主査の

関根と申します。よろしくお願いします。 

  先ほどの墓地埋葬法取り扱い事業につきまして、

亡くなった方についての状況ということだったん

ですけれども、発見時は福祉課のほうではなく警

察のほうで通報がありまして、郵便配達員の方が

異臭とハエが多いということで不審に思って警察

のほうに通報し、アパートの大家さんと警察のほ

うで立ち会って発見したという状況を聞いており

ます。死後一月ぐらいたっていたということで、

警察のほうから身元がわかったけれども葬祭する

親族がいないということで、役場のほうに連絡が

入りまして、うちのほうで手配のほうをさせてい

ただいたところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  前段で唐沢委員さんのほうからご質問の民生委

員の構成でございますけれども、男性が15名、女

性が38名、率にいたしますと男性が約28％、女性

が72％となってございます。 

  平均年齢は66.4歳というところでございます。 

  それから、あと前段の質問でタクシー利用券の

近隣の利用状況についてのご質問がございました。

ちょっとこちら29年のデータでございますけれど

も、杉戸町におきましてはタクシー券の利用率が

65％、ガソリン券、燃料券のほうが96％、白岡市

ではタクシー券が71％、燃料、ガソリン券のほう

が94％、幸手市のほうではタクシー券が65％、燃

料券が91％、宮代町でございますけれども、宮代

町につきましてはタクシー券が61.6％、ガソリン

券のほうが91％ということで、若干少ないところ

もあるんですが、ほぼ同率というか、同じような

率で他市町村、近隣市町とも、こちらの圏域にお

いて同じような利用傾向があるのかなというとこ

ろがと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

した。 

  宮代町災害見舞金等支給事業なんですけれども、

89、90ページ、これについては支給条例というこ

とでわかりましたが、そうすると半壊、全焼で、

半壊というのは全然対象になっていないんですね。

全焼か半壊かという意味では。４件で40万ですか
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ら、その半壊というのはなかったと。先ほど言っ

たように、火災発生は７件あったんだけれども、

対象、支給条例に当たらないということだという

ことでわかるんですけれども、平成29年度はさら

に15件ぐらいだったか、成果書を見ればわかるん

ですけれども、じゃ半壊も全然ないと。ゼロだっ

たわけだから、平成29年度についてはそういうの

もなかったということですよね。そういうふうに

理解しました。 

  それから、最後の墓地埋葬等取り扱いで、まだ

まだ若いんですけれども64歳ということで、横の

つながりというか、何かこういう話を聞くと、本

当に寂しい気がするんですけれども、郵便配達員

さんの関係でわかったということなんですけれど

も、やはりもっと隣近所同士のつき合い、交流と

いうのはどうだったのかな、そういう人なくさな

いと、こういう事故をやっぱりなくしていかなけ

ればいけないと思うんですけれども、そういった

点では昨年もそうだったんですけれども、今年の

場合は非常に残念なんですけれども、こういった

点での改善といいますか、それはどういうふうに

やっていかなければいけないと思うのか、その点

だけ、最後お尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  今回の墓地埋葬の件につきましては、今回の方

については働いている方が突然の病気で、しかも

30年４月に転入されてきた方ということで、なか

なか全ての方に対して把握は難しいところがござ

います。 

  ただ、高齢者とかそういったものについては包

括支援センターとか介護担当のほう、健康介護課

のほうでそういったこともやっております、見守

り等をやっておりますし、また民生委員も地域の

見守りということで、やっているというのが現状

で、なかなか全てに対して、こういった健康だっ

た方が突然死をされる場合とかにおいて対応する

というのはなかなか難しいところだというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  ４点ほど質問させていただきます。 

  １つ目は、この83ページですかの委託料、そし

て、あと19節の負担金補助及び交付金についてち

ょっとご質問させていただきます。 

  この説明の中では、障害者地域生活支援事業の

入浴サービスや職親業務に関する利用がなかった

ということで、少なかったということで、入浴や

職親業務に関する利用実績の見込みが少なかった

ということなんです。 

  そして、負担では給付費の質が見込みを下回っ

たということなんですけれども、私はこれは介護

保険との関係でちょっとお話ししたいと思ってい

るんですけれども、17年に行われた介護保険等の

改定法の成立と３年ごとの制度の見直しを受けて、

18年度では流用上の３割負担、年収が383万円以

上の導入、福祉用具のレンタル制導入による毎年

の上限価格設定、そして、介護保険と障害者福祉

の事業所による共生型サービスの創設など始まっ

たところなんです。 

  そして、あと介護報酬の改定の影響ということ

で、通所介護事業では基本報酬が最大7.3％もの

引き下げとなり、その影響で通所や短期入所事業

が18年１月から12月に41件倒産しているのを初め、

老人福祉や介護業界の倒産件数は過去３番目のこ
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とで、これは東京商工リサーチが調査した結果で

す。 

  それと、特養本部ではどういうことがあったの

かというと、排せつ支援褥瘡マネジメントなどの

加算が新設されたものの、６割から７割の特養が

加算算定をしていません。その最も多かった理由

がかかるコスト、手間にくらべて単位数が割に合

わない、そういうことを言われています。 

  宮代町の先ほどいいました入浴サービス、委託

料、28年では54万予算がありました、使いました。

29年度では49万円、30年度では15万円に極端に減

ってきています。手間のかかる事業をやらないの

がいろんなところからの情報としてあります。そ

ういう影響が私はあるんじゃないかなと思ってお

ります。 

  町としてはその辺のところ、この制度が変わっ

たことによって、そういう生活支援にかかわる皆

さんが受けてこなかった制限が設けられたという

ことであるんじゃないかなと思って、その辺のと

ころ、町としてはどういうふうに考えているのか

お答えください。 

  それと、86ページの障害者総合支援事業でござ

います。 

  総合支援システムの改修委託料がなくなったと

いうことなんですけれども、この支援システムの

改修によって、どのような事業で簡素化されてき

たのか、その辺のところをお答えください。 

  それと、宮代町生活サポート事業、これは86ペ

ージです。 

  この33万円ほどの増となっていますけれども、

こちら説明書を見ると、109ページです。利用時

間数が503.5時間で13人が受けています。29年度

は336時間で13人、利用申請が12人です。これを

ちょっと時間的に見たんです。そうすると30年度

では１時間当たり1,958円になっております。29

年度では2,001円、28年度では2,066円。これ毎年

下がっているんです、１時間当たりが。どういう

わけかなと思いまして。使っている人数は横ばい

といえば横ばいなんですけれども、時間数で計算

していくと単価が下がっている。これはどういう

ことなのか、ちょっとお聞きしたいなと思ってお

ります。 

  それと、あと皆さん聞いたからあれなんですけ

れども、あと最後です。先ほども言いました行旅

病人取扱費です。最後に墓地や埋葬等の取り扱い

ということで上がっているんですけれども、これ

はあと、無縁仏だと思いますけれども、ここに埋

葬されているんでしょうか。順番にこれは寺に埋

葬されるんでしょうか、それともどこかに預けち

ゃう、その辺のところがちょっとわからないんだ

けれども、お答えください。お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） １点目のサービス

が使いにくくなっているんではないかというよう

な質問でございますけれども、こちらについては、

特に毎年、同じような入浴サービスにおいては訪

問と、それから訪問して入浴サービス、それから

搬送してから入浴サービスを受けるようなサービ

スでございまして、ここ、特に欠いているとかと

そういったことはございません。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課担当主査。 

○福祉課主査（中村淳一君） 障害者福祉担当主査、

中村と申します。 

  質問のありました総合支援システムの改修費の

件でございますが、平成30年４月１日から新たな

サービスが加わるですとか、報酬改定とかござい

まして、それで円滑に国保連から上がってきたも

のを支払いするという改修の内容が主なものでご

ざいまして、30年度以降の請求に応じて、速やか

に支払い事務を行うように、また利用者の管理を
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するような改修を行ったところで、30年度の改正

に対応したものでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課担当主査。 

○福祉課主査（中村淳一君） 生活サポートについ

て引き続きご説明させていただきます。 

  単価が毎年違うということでご質問があった件

なんですが、生活サポート事業というものは、利

用者が利用１時間に対して、埼玉県が950円、市

町村、宮代町が950円、利用者が950円を負担する

というものなんですが、利用者が18歳未満である

場合は、利用者の所得に応じてゼロ円から950円

までの単価設定がありまして、そこの950円に満

たない部分は宮代町、市町村が差額の補助をして

いるということでございますので、利用者の年齢

ですとか、その構成において若干平均の単価が変

わってくるというものでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課担当主査。 

○福祉課主査（関根雅治君） 社会福祉担当主査の

関根と申します。 

  墓地埋葬法の質問に対してなんですけれども、

今回につきましては葬祭のほうはできませんが、

遺骨だけは親族の方が引き取るということで、取

りにこられたということなので、引き継ぎをして

おります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 入浴サービス、これは訪問、

何も制度は変わっていない。１人当たりなんじゃ

これも、値段も変わっていないということなんで

すね。全然変わっていないということで、じゃ受

けとめてよろしいんですね。 

  総合、この宮代町生活サポート事業なんですけ

れども、950円、全部で４つのところからいただ

くということですから、4,000円いかない、3,000

円幾らですね。これ、時間数とあれで、年齢によ

って、最後の18歳未満ということは何人ぐらい、

これ利用しているんでしょうか、18未満の人は。

収入によってみんな違うということなんですけれ

ども、ちょっとわからないところがあるんで、そ

の辺のところがきちんと何人利用しているのかお

願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 生活サポートの18

歳未満の人数の件についてお答えいたします。 

  こちらにつきましては、18歳未満につきまして

は５名となってございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課担当主査。 

○福祉課主査（中村淳一君） 福祉課障害者福祉担

当、中村です。 

  入浴の関係でございますが、毎年、毎年度１年

単位で訪問入浴及び搬送入浴、それぞれ１社に契

約をしておりまして、その単価、毎年度、若干ず

つ上昇しておりますが、大きくは変わっていない

です。9,000円、１万円ちょっと欠けるぐらいの

金額で契約をしているところです。 

  利用者の負担なんですが、夏場は５回目、６回

目についてはそれぞれ1,000円ずつの利用者負担、

夏以外は４回以上利用した場合は１回当たり

1,000円の利用者負担、こちら全く変わってござ

いませんので、利用者負担としては一定になって

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  夏場は５回か６回、それ以上になると、５回か

６回以上になると1,000円負担ということなんで

すけれども、これは１週間にするとやっぱり１日
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プラス２週間に１回ということなんですよね。１

週間に１回プラスそのほかに、２週間ごとに１回

ぐらいに大きくするということなんですけれども、

今年みたいな夏の暑いときにこういう５、６回で

１万円でやるということ、これ、大変じゃないで

すか、利用者からすると。 

○委員長（丸山妙子君） 質問１点でよろしいです

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） １万円で毎月、夏場だと５、

６回ということなんですけれども、１万円ずつ払

ったら入浴だけで、５万円とか６万円、これじゃ

利用者が少なくなるのも当然じゃないですかとい

うことを言っているんです。どう思いますかとい

うことなんです。 

○委員長（丸山妙子君） 福祉課担当主査。 

○福祉課主査（中村淳一君） すみません、では改

めて説明させていただきます。 

  その１万円という契約は、町が事業者に払う金

額でございます。利用者については、制度上、夏、

７月、８月、９月は１カ月当たり６回まで利用で

きます。４回超える部分ですので、５回目、６回

目の利用に関しては、１回当たり1,000円ずつを

町に納入いただくということになっております。

夏場以外に関しましては、４回までの利用という

制度になっていまして、４回目に関しては1,000

円の利用者負担をいただくということです。１万

円掛ける金額というのは事業所に町が支払うとい

うものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 以上で、福祉課の質疑を

終了いたします。 

  休憩に入ります。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより子育て支援課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 改めまして、皆

様、こんにちは。 

  子育て支援課長の小暮でございます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

  それでは、出席させていただいております職員

の自己紹介をいたさせますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 皆様、こん

にちは。 

  子育て支援課副課長の横内でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○保育担当主査（松岡祥哲君） こんにちは。 

  子育て支援課保育担当、学童保育所の事業を担

当しております松岡と申します。よろしくお願い

いたします。 

○子育て推進担当主査（石井 栄君） 皆さん、こ

んにちは。 

  子育て支援課子育て推進担当の石井と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○子育てひろば担当主査（清水邦江君） 皆様、こ

んにちは。 

  子育て支援課子育てひろば担当の清水と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） こんにちは。 
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  子育て支援課みやしろ保育園所長、吉田と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○保育担当主査（小野美保君） こんにちは。 

  子育て支援課保育担当の小野申します。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  では、質問させていただきます。 

  最初に95、96ページをお願いします。 

  委託料、この子育て支援事業実施計画の策定に

当たって、2,044万円で調査をしたということな

んですけれども、この調査結果をどう生かしたの

か、それを詳しく、まず最初に説明をお願いしま

す。 

  それから、19節の負担金です。補助金及び交付

金のことです。予算では２カ所分を整備、計上し

ておったが、１カ所ということなんですけれども、

もう１カ所は本年度はやったのかな。その辺のと

ころ、もう一度お願いします。 

  あと、20節の扶助費です。こども医療費の実績

が見込みを下回ったということなんですけれども、

この子供の医療費というのは宮代町内にかかった

病院だけを指しているのでしょうか、それとも埼

玉県、全国を指していっているのかどうか、その

辺のところを詳しく、何で下回ったのかもまた含

めてお願いしたいと思います。 

  それと、今度は事業のほうに入るんですけれど

も、学童保育の運営事業でございます。これ、職

員の問題なんですけれども、今、進修館なんかで

も募集の広告が書いてあったと思います。須賀の

かえでクラブでも児童、先生が入らないというこ

とで問題になっております、そういうことを聞い

ております。そういうことで、職員の処遇という

んですか、待遇というんですが、そういうのはど

ういうふうになっているのか、ほかの町の待遇と

違うのか、違いがあるのかどうか、すぐやめてい

ってしまうというのが現状というのが、私聞いて

います。なぜ長続きしないのか、その辺のところ、

処遇も含めてお答えください。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、ページ数を示

して質問をお願いいたします。 

○委員（山下秋夫君） 学童保育は96ページです。 

  それと98ページの説明書では118ページです。 

  民間保育所の充実支援を図ると言っているんで

すけれども、民間保育所は当然に充実拡充をして

いかなくちゃいけないと思っておるんですけれど

も、公立保育所の充実拡充というのは考えていな

いんでしょうか。その辺のところも、民間保育所

とともにどうなっているのか、お答ください。 

  先ほども言いました、最初に言いました調査、

心のどこかの中ではニーズ調査については、就学

前の障がい児のある児童がいる世帯の中に調査を

しているというんですけれども、48％でこれから

策定を進めていくんだということなんですけれど

も、これは、48％ぐらいで策定を進めていってし

まうのかどうか、ニーズ調査をしたということな

んですけれども。 

  あと、98ページになります。 

  19節の小規模保育施設の整備に当たることなん

ですけれども、満６カ月から２歳児の低年齢児を

対象にした定員18名の民間施設を開設するに当た

りということなんですけれども、これ18名、なぜ

18名というふうに、そういう小規模というのに定

義あるんだと思いますけれども、これ18名じゃな
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くてもいいんですよね、人数あればね。何で18名

にしたのかなという感じで、これは条例との関係

だと思うんだけれども、これ18名にするとやりや

すいのかどうか、そういうところ詳しくお願いし

ます。 

  それと、子育てひろばです。ページ数でいうと

124ページから127ページになります。 

  子育てひろばの利用が下がっていると思うんで

す。その下がった理由というんですか、下がって

いる理由。これは分析をして、どういうふうにな

っているのか、124ページから127ページになって

おります。説明書です、説明書、成果書。下がっ

ているということなんですけれども、これは詳し

く分析をして生かしているのかどうか、平成31年、

令和元年、今年の予算に生かしていかなくちゃい

けないと思っているんです。平成30年度の分析を

しているのかどうか。 

  それと、100ページなんですけれども、賃金の

ほうなんですけれども、この100ページの賃金、

臨時職員の賃金と一番上に書いてありますよね。

みんなで子育て！子ども未来事業ということで、

これは何人ぐらいの賃金になっているのか。これ、

子育て支援課ですよね、みんなで子育て！子ども

未来事業、予算書の100ページ、賃金。決算書の

臨時職員賃金ということで、560万8,515円。これ

は何人分ぐらいの賃金なんでしょうか。昨年度よ

り雇用賃金は10万円ほど、10万円もいっていない

のか、８万円ほど上がっているんですけれども、

何人分でなっているのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

  それと、未熟児養育医療費というんですか、説

明書の120ページです。 

  未熟児養育医療費給付事業なんですけれども、

対象者が７人と述べて、件数が25件となっている

んですけれども、これは対象者は１人１件じゃな

くて、かかった件数をいっているのかどうか。ち

ょっと、この辺のところ、わからなかったんで、

説明をお願いします。要するに７人で25件ぐらい

使ったのかということなんです。 

  あと、決算書の102ページになります。 

  緊急サポート運営、ファミリーサポートセンタ

ー運営事業です。これは、有償活動で子育てを助

け合うというということで説明ではしたんですけ

れども、今年はゼロだというふうに聞いています。

平成30年度はゼロの決算だということでいってい

るんですけれども、やはりこれは子供の病気だと

か、そういう責任という問題が出てくるんじゃな

いかなと思っているんです、私は。その辺のとこ

ろを何かあったとき、どういうふうに対処してい

るのか。やはりこれは公的な保育所とかそういう

ところでやらないと、すぐに医者にかかれないと

いう問題もあるし、誰が責任とるんだということ

になると思いますので、その辺のところはどうな

っているのか、お答えくださればありがたいと思

っております。 

  それから、児童手当ですか、支給事業になるん

ですけれども、これは成果書で121ページです。

324万円の減額だということで言っているんです

けれども、これについては何が対象になっている

のか、あと６月、10月、２月に支給するんだとい

うことも言っているんですけれども、やっぱり児

童手当を支給するというのは、これでいいものか、

３回に分けてやっているということなんですけれ

ども、例えば国民健康保険なんかでは７回か９回

ぐらい集めていますよね、町では。そのように細

かくやったほうがいいんじゃないかなと私は思っ

ております。その辺のところ、なぜ３回なのか、

３回に決めているのかお答えくえださい。 

  それと、保育所関係になります。104ページで

す。 
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  この定員と、参考、説明書では保育所のこと定

員とかそういうのが書いたところあったね。定員

数です、各保育所の。何か変わったような感じが

しないでもないんだけれども。定員数が平均する

と、何か毎月変わっているような気がするんだけ

れども、その辺のところの定員数の関係、保育所

の、どうなっているのか、違い。 

  それと、これ、あと、みやしろ保育所も国納保

育所も共通しているんですけれども、臨時職員の

数です。これも平均して何人ずつ使っているのか。

また、途中でやめていってしまう先生方はいるの

かどうか。お願いします。 

〔「民営ですか」と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 民営じゃなくて保育所、国

納保育所とみやしろ保育所です。 

  あと、この保育所事業の中で共通して言うんで

すけれども、みやしろと国納保育所の医療医薬費

が何か少ないような感じがするんですけれども、

これだけの人数で１年間持っていくのかどうか。

例えば、けがしたとか、いろいろあると思うんで

す。１万幾らか２万ぐらいだと思うんですけれど

も、各事業所で。だから、これだったら委託料じ

ゃなくて医薬品材料費です、6,438円。これ、み

やしろ保育所の。去年は１万1,000円ありました。

その半分になってしまったんですけれども、例え

ばの話、僕、1,000円ぐらいで家庭でもこんな

6,000円というのはあり得ないなと感じがする、

ちょっと風邪引いたぐらいで1,000円、2,000円は

飛んでしまう。保育所で何十人、何百人と集まっ

ておいて、こういう金で間に合うのかどうか、そ

の辺のところ、お願いします。 

  あと、最後になりますけれども、市町村は民間

保育所を整備する側、責任があると思うんですけ

れども、町が定める民間保育所は全部、公立に匹

敵する同等の制度でやって、運営しているのかど

うか、違いがあるのかどうか、民間保育所と公立

の保育所との。職員の待遇なんかも含めて、ご回

答願えればお願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査

でございますが、こちらは決算額が129万6,000円

となっております。 

  こちらが今後、今年度に行われます子ども・子

育て支援法に基づく宮代町子ども・子育て支援事

業計画の改定に当たり、町民の皆様の教育、保育、

子育て支援に関する制度やサービスの現在の利用

状況、今後の希望などを把握するために、昨年度

アンケートを実施させていただいたものでござい

ます。 

  今年度の計画策定においては、こちらのアンケ

ート結果をもとに課題を抽出いたしまして、必要

となるサービスのニーズ量の設定とか、施策の設

定に生かしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  また、結果が48％程度で大丈夫なのかというご

質問もあわせてお答えさせていただきますが、一

応、こちらの調査を行う際には専門のコンサルタ

ント業者と契約を結びまして、有効数、実際に調

査を行って結果が出せる有効数を確認した上で対

象者を設定しております。実際には就学前児童と

就学児童、それぞれ800ずつ抽出して、合計で

1,600で行わせていただいて、この内容で傾向が

把握できるということでございましたので、それ

でやらせていただいております。 

  次に、小規模保育所の整備に係る予算から決算

の内容でございますが、議員ご指摘のとおり、小
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規模保育所は予算の段階においては２カ所分整備

するということで予算を計上させていただいてお

ります。しかしながら、実際に30年度に整備でき

たのは１カ所でございまして、こちらは公募とい

う形で募集を行ったところではございますが、現

実的に整備を事業計画、整備の計画を実施できた

ところが適切な事業者が１社であったということ

で、１カ所ということになっております。 

  続きまして、こども医療費の関係でございます

が、こちらはこども医療費の実績は、町内か全部

かというご質問でよろしいでしょうか。 

  こちらは、こども医療費の決算額につきまして

は、町内だけではなく、全部、県内及び県外にか

かった分について、全部計上させていただいてお

ります。 

  続きまして、学童保育所の職員の関係でござい

ますが、こちらの募集、議員ご指摘のとおり、進

修館等にポスターを張りまして、職員の募集を行

っておるのとあわせまして、ハローワーク等にも

募集を出して、指導員を集めている状況でござい

ますが、確かに応募がそんなにたくさんあるかと

いったら、なかなか厳しい状況はございます。 

  処遇につきましては、他の市町村と違いがある

のかということでございますが、現在のところ、

そんなに賃金とか報酬額が他の市町村に比べて高

いということではないんですが、大体同じぐらい

の内容で処遇は設定させていただいております。

また、これは会計年度任用職員等の意向とかも今

後は変わってくる可能性は考えられます。 

  続きまして、特別保育事業補助金等による内容

でございますが、民間保育園を充実させるための

費用ということで、補助金を交付しておりますけ

れども、公立保育園も、当然内容、保育の質の向

上や充実を図っているところでございまして、例

えば民間保育園と共同して研修を開いたり、公立

保育園の２園で職員の研修を行ったりして、保育

の質の向上を図っているところでございます。や

はり、どの保育園に行っても同じように質が高い

保育が受けられるということをまず町としては念

頭に、対応を行っているところでございます。 

  続きまして、小規模保育園、今年度４月１日に

オープンしましたカインド・ナーサリー本田２丁

目園というところでございますが、こちらの定員

が18名と設定されております。こちらは小規模保

育園という形式の種別の保育園でございまして、

こちらは制度上、６名から19名以内で定員を設定

することとなっております。 

  実際に18名となった理由でございますが、こち

らは面積要件がございまして、園児１人当たりの

面積要件を計算したところ、18名ということで、

最大18名が可能ということで、今回の小規模保育

園の整備が決定した次第でございます。 

  続きまして、成果書の124から127ページ、子育

てひろばの利用が現在下がってきているというお

話でございますが、実績を見ますと、若干、今現

在、減少している傾向にはございますが、子育て

支援センターという単位では国納のげんきっ子の

利用は上がっているところでございます。 

  こちらはＰＲもちょっと、もっとしていったほ

うがいいのかなということも町として感じている

次第でございまして、また新たな事業等や催し物

を開催する必要も感じているところでございます

ので、今後は利用者の向上のためにいろいろ催し

物や企画等もあわせて考えていくべきであるとい

うふうに認識はしているところでございます。 

  続きまして、決算書100ページです。こちらの

みんなで子育て！こども未来事業の賃金でござい

ますが、こちらは子育てひろば等の臨時職員の賃

金でございまして、人数は４名分ということにな

っております。 
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  続きまして、成果書120ページも未熟児養育医

療費給付事業でございますが、対象人数が７名で

延べ件数が25という実績になっておりますが、こ

ちらは延べ件数、件数ですので、支給件数は一月

ごとに決定をしておりますので、例えば１人の方

が３カ月、この対象になって利用した場合は３件

というふうにカウントしておりますので、延べ件

数のほうは多くなっているということでございま

す。 

  続きまして、決算書102ページです。緊急サポ

ート事業の利用が平成30年はゼロ人であったとい

うことでございますが、こちら、委員のご指摘の

とおり、実際に利用の相談はあったところではご

ざいますが、最終的に利用をしようということに

至らなかった次第でございます。 

  こちらは業務を委託して実施しているところで

ございますが、緊急サポートは十分ノウハウを持

っているところ、ＮＰＯ法人の病児保育を作る会

というところの緊急サポートセンター埼玉という

ところに業務委託をして実施しております。こち

らの法人は県内の市町村のかなりの市町村から業

務委託を受けている次第でございますので、ノウ

ハウは十分あるのかなというふうに考えておりま

す。このため、一番安心して事業をお任せできる

ものと考えて、こちらに業務委託をさせていただ

いているところでございます。 

  続きまして、成果書121ページの児童手当でご

ざいます。 

  児童手当の支払い、120から121ページです。児

童手当の支払いが年３回というふうに設定されて

いるところでございますが、これは全国的に制度

の運用が決められているものでございまして、全

国で年３回の支払い、年に３回、４カ月分を支払

いさせていただいている状況でございます。 

  なかなかちょっと、独自では変えることができ

ませんので、このような運用とさせていただいて

おります。 

  続きまして、保育所の定員数のご質問でござい

ますが、定員数は、こちらは、これは去年、おと

としとも変わっているものではございません。こ

ちらは変わっていないです。定員は変わっている

ものではございません。ただ、利用の定員という

ものは、実際に利用している人数は若干月によっ

て変動がございます。やはり転出等で減ったり、

また、あきがあればという話になってしまいます

が、転入されて、入所希望される方等もいらっし

ゃいますので、利用人員、利用人数は若干月によ

って変動があるところでございます。 

  続きまして、公立保育園の臨時職員の数でござ

いますが、こちらは現在２園合計しまして、32名

の臨時職員がおります。 

  入れかわりがあるのかというご質問でございま

すが、若干の入れかわりは確かにございますが、

比較的公立保育園の場合は安定して、長期にわた

って勤務していただける方が多いので、頻繁に入

れかわるというようなことは、現在起こっており

ません。 

  続きまして、公立保育園の医薬品代がちょっと

少ないのではないかというご質問でございますけ

れども、こちらは医薬品といいましても、ちょっ

としたすり傷とかこういったところに対処できる

ようにバンドエイド等を、あと、こういったもの

を常備している分の医薬品代でございます。これ

が全部ということではなくて、必要に応じて追加、

買い足しているところでございますので、現状に

おいては不足しているということはございません。 

  また、当然、大きなけがや病気が万が一あった

際は、当然救急要請とかで対応させていただきま

すので、あくまで臨時的な処置ができるようなも

のということでご理解いただければと思います。 
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  続きまして、認可保育所の関係でございますが、

こちらが民間の認可保育所と公立の認可保育所、

基準等が違うのかというご質問でございますけれ

ども、こちらは認可保育所におきましては、全部、

一律の基準で運営、運用等が行われております。

設備基準や運営基準等も全部同じものでございま

すので、民間と公立の差ができるというようなこ

とはないものと認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、質疑に際しま

してはページ数を言っていただいて、そして簡潔

明瞭にお願いいたします。 

○委員（山下秋夫君） はい。 

  それでは、95ページ、96ページの13節委託料で

ございます。 

  結果を今年度に生かしていくんだということで

言っていますけれども、これはいつごろまで調査、

ニーズの調査というんですかができるのか。そし

て、今年度に生かすのか、それがちょっとなかっ

たような感じがしたんで、お答えください。 

  あと、19節の負担金です。それと補助金及び交

付金の不用額というのはいいんですけれども、こ

の１カ所の整備で、そういう適切な事務所がなか

ったんだということで、１カ所になってしまった

というんですけれども、これは整備する必要があ

って２カ所を選んだと思うんですけれども、その

辺のところはなぜ急いでやらないのか。最初から

１カ所ということで、それとも諦めてしまったの

か。ちょっとその辺のところが、理由がわからな

いんです、１カ所にした理由が。今後どうするの

か、その辺の説明をお願いしたいと思います。 

  あと、学童保育所の説明書の117ページです。

なかなかならない。先生のなり手がいない、これ

はどこの学童保育所でも同じだと聞いております。

入っても、すぐにやめてしまう。これはやっぱり

待遇をよくしていかないとだめな問題じゃないか

なと思っているんですけれども、町としてはその

辺のところ、どのように考えているのか、ほかと

同じぐらいですよとだけじゃなくて、なぜやめて

しまうのか。私は待遇だと思っているんです、職

員の。ただ預かればいいという問題じゃないんで

す、これは。子供の安全もありますから。やはり

待遇をよくしていかないと、なり手がいない。ま

すます学童保育は需要が高まっております。ぜひ、

その辺のところを、もう一度、考えがあるのかな

いのかも含めてお答えください。 

  それと、98ページの公立と民間の充実というと

ころなんですけれども、公立も一緒にやってみた

ということで了解をいたしました。そして、公立

のほうも一緒に充実させて、一緒に宮代町の保育

を立派な保育にしていってほしいと思っておりま

す。 

  それと、同じニーズ調査なんですけれども、先

ほども言いました1,600世帯調査をして、48.8％

の調査の回答が来たと。これ、コンサルタント会

社がこれだけで大丈夫だということでやっている

ということなんですけれども、あと残りの半分は

本当にいいのか、大丈夫なのかどうか。 

  私はちょっと、調査したからいいんだというん

じゃないと思います。働いて、一生懸命働いてい

て、忙しくて、調査にも応じられなかった人、そ

ういう人たちの意見も大事だと思っております。

ぜひ、この辺のところを町のほうでも調査できな

かった方も含めて、十分な意見を取り入れてほし

いと思っております。これはこれで結構です。 

  それと、98ページの同ページなんですけれども、

あと民間の施設です。面積の容積率の問題で18名

ということでやられたということなんですけれど

も、これ、需要等の関係では18名で本当に間に合

っているのかどうか、町としてはどういうふうに



－１５５－ 

把握しているのか、19名の施設なんだけれども、

本当にこの18名だけで間に合っているのかどうか、

お願いします。 

  それと、98ページ、説明書の119ページのこど

も医療費については、これは全国的な統計をとっ

ているんだということでわかりました。 

  それと124ページからの説明書です、124ページ

から127ページに書いてあると思うんですけれど

も、子育てひろばの利用者が最近、見ていると、

やっぱり少なくなっているなという感じが、当初

から比べたら、見ています。その辺のところで、

催し物をいろいろと考えるからと、本当に催し物

だけで、解決できるのかどうか。やっぱり工夫、

それと保育所の需要です。そっちのほうに行っち

ゃっているのか、幼稚園のほうへ行っちゃってい

るのかわかりませんけれども、やっぱりそこから

外れた人がここを利用しているんだと思います。

お母さんも含めて、お父さんも含めてですけれど

も、利用度が高くなるようにやってほしいなとい

う感じはします。これは、あと要望だけで終わら

せていただきます。 

  賃金のほうはわかりました。４名分ということ

で、これは配置された人が交代、交代でやるとい

うことでよろしいですね。了解いたしました。 

  あと、120ページです、説明書の。未熟児の医

療費の関係です。この対象者は７人で、延べ件数、

１カ月、１カ月とっているんで、その合計が７人

の中で25回やったよということなんです。そうい

うふうに受けとめてもよろしいということで、わ

かりました。 

  あと、この決算書の102ページです。緊急サポ

ート運営事業です。ＮＰＯ法人の緊急サポートセ

ンター埼玉ですか、かなりの市町村がと言ってい

るんですけれども、これ、どのぐらいの市町村が

利用しているんでしょうか。それと同時に、こう

いう民間の保育所ではこういうことをやらないの

かどうか、いや、民間じゃなくて公立の保育所で

は。例えば、みやしろ保育所だと、この隣に病院

もあるということで、いざというときは緊急にも

対応できると思うんです。やはりゼロということ

はあり得ないと、皆さんいろいろな問題で預ける

んだと思います。一時預かりということは、やは

り件数は、置いてもらいますよ、相談する件数は。

こう考えた中でも利用の相談があったということ

で言っていますけれども、その辺のところはどう

なのか、町として責任を持って預かるということ

はできないんですか。 

  私はこれを要望として言っているんですけれど

も、要望だけじゃないんです。これ、答えてほし

いんです。お願いします。 

  あと、児童手当の支給月数、これ、全国的に制

度が、運用が決められているんだということで言

われました。確かに、運用は決められているとも、

条例とかいろんな問題で決められているんだと思

いますけれども、要請とかそういうのはしてもい

いんじゃないかなという感じはするんですけれど

も、その辺のところ、これは要望で終わらせてお

きたいと思います。 

  健康保険では９回から10回ぐらいに分けてとっ

ているわけですから、やはり支給するときも便利

なように支給させるということが大事じゃないか

なという感じはします。 

  それと、職員のリカバリーとか、最後になりま

すけれども、これは総括的なあれなんですけれど

も、職員の入れかえが余りないということで、宮

代町はじゃ優秀なんだなという感じはします。そ

の辺のところで、やっぱり臨時職員でも職員でも、

やめないような職場待遇をしていく必要があるん

じゃないかなと、やっぱり経験。若い人だけでも、

これは保育園でも預かっている子供さんたちの命
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とか健康に一番出てきますので、やはり経験して

いる人がやめていってしまうと、それは安全性の

問題で心配も出てきます。ぜひ、その辺のところ

はやめないような職員の待遇をお願いしたいなと

いう感じはします。これは要望です。 

  あと、最後なんですけれども、転移数です。ち

ょっと疑問に思ったんですけれども、この入所の

児童数というんですか、わからないんですけれど

も、これ、どういう意味なのかなと思って、122

ページになります、説明書の。転移数じゃなくて、

園児童数と書いてあるんです。どういう意味なの

かなと思って。これで１カ月でせんと12カ月で割

ると、公立の国納保育所は１カ月113.5人、みや

しろ保育所は104.4人、私立の姫宮保育が74.75人

かな、百間保育所が70.9人、本田保育所が74.9人、

カインド・ナーサリー、赤ちゃんですね、これは、

18.3人となっているんですけれども、定員数との

関係でこういう半端が出ているのか、先ほど説明

はされたんですけれども、定員は、ここはもう一

度聞きます。定員は国納、みやしろ、姫宮、百間、

本田、カインド・ナーサリー、定員は何名なんで

しょうか、はっきりとおっしゃってください。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 支援課長の小暮

でございます。 

  その他、何点か先にお答えをさせていただきた

いと思います。 

  まず、子ども・子育て支援事業計画のアンケー

トがいつまでなのかということでございますけれ

ども、今後のお話をさせていただきますが、調査

は30年度で終了しておりまして、報告書もできて

いるところでございます。今現在、計画策定に向

けて作業を進めているところでございまして、こ

れから一般の住民の方も交えた審議会を設置して

おりますので、そこにまずお諮りしながら素案を

つくっていくというところでございますので、先

ほどの調査して終わりかというところではお話が

ございましたが、そこの審議会で保育園の園児を

持つ親御さんもいらっしゃいますし、幼稚園に通

わせている親御さんもいらっしゃいます。そうい

った方々のご意見をいただきながら、計画策定を

進めていく。今年度中には策定を終えるというと

ころでございます。 

  あと、小規模保育所の関係でございますけれど

も、小規模保育所につきましては、先ほど副課長

のほうで申し上げましたとおり、定員というのは

もう私どもの条例が定められておりまして、それ

以上の定員というのはできないというところでご

ざいますし、施設要件に面積要件がございますの

で、それに応じて定員というのを民間の方が事業

所のほうで定めているところでございます。 

  この小規模保育所につきましては、実際、ゼロ

歳から２歳児が対象なので、それが終わると卒園

という形になるわけです。宮代町につきましては、

その方々がスムーズに、当然、保育の継続性の重

要性を鑑みまして、スムーズに次の保育所または

幼稚園に移行できるように努めているところでご

ざいます。 

  ですから、もちろん小規模保育所がたくさんあ

れば、それはありがたい話、一番保育ニーズが高

いゼロ歳から２歳児に対応できれば一番いいんで

すけれども、その後、抜けたら合わせて考えて設

置していかないと、結果的にまた待機児童を生ん

でしまうというところも、私どものほうで今、調

査をしながら子ども・子育て支援事業計画の中で

きちんと確保策を位置づけていきたいというふう

に考えているところでございます。 

  それと、学童保育の支援員のお話が出たかと思

います。待遇のお話でございますけれども、ご承

知のとおり、学童保育につきましては、指定管理
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者制度に移行させていただくということで、今、

進めているところでございます。その募集要項に

当たりましては、支援員さんの処遇につきまして

も明記しているところでございまして、きちんと

常勤の職員として、所長、副所長を配置して対応

していくというようなことで募集をさせていただ

いておるところでございますので、現在の町水準

の処遇が維持されるとは考えていないところでご

ざいます。要は、処遇改善は図られていくという

ふうに考えておるところでございます。 

  そのほかはまた副課長のほうで答弁をさせてい

ただきます。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  私のほうからは、決算書102ページ、緊急サポ

ート事業でございます。こちらを公立ではやらな

いのかというご質問でございますが、こちらはみ

やしろ保育園におきましては、今、病後児の保育

は実施しているところでございます。これは病気

が治った後の子供を対象として、やはり一般の保

育にはまだちょっと一緒にすることは厳しい状況

の子供に対しては、病後児保育というものを実施

しております。 

  ただ、病児保育につきましては、やはりノウハ

ウや医療機関等の連携が必要になってくるもので

ございまして、また、公立の福祉医療センター六

花におきましては、小児科医が毎日いるわけでは

ございませんので、なかなかあそこの場所で、み

やしろ保育園等で実施するのは難しい状況にござ

いますので、ご理解をいただければと思います。 

  また、実際にこちらのＮＰＯ法人病児保育を作

る会の緊急サポートセンター埼玉を県内で利用し

ている市町村は26市町村になります。 

  続きまして、成果書122ページの保育所の利用

定員についてでございますが、こちらをまず定め

られました利用定員のほうを申し上げます。 

  国納保育園が90名、みやしろ保育園が70名、公

立はこちら合計で160名になります。 

  私立園でございますが、百間保育園が60名、本

田保育園が60名、姫宮保育園が60名で、カイン

ド・ナーサリーの平成30年度でいいますと、カイ

ンド・ナーサリーは本田５丁目園というところが

１園ございましたが、こちらは19名の定員でござ

います。合わせて、私立の保育園管内199名とな

っております。 

  また、成果書の122ページにおきましては、こ

れは延べ人数で、議員おっしゃるとおり、月の利

用人数を１年分合計したものでございます。確か

にこれを月数で割りますと、定員を超えているよ

うな状況ではございますが、こちらが制度上、弾

力化という対応ができますことから、ニーズをな

るべく吸収する、対応するという意味で、各園に

弾力化をお願いしまして、利用定員を超えて利用

させていただいている状況でございます。 

  ただ、もちろん、利用定員につきましては、面

積基準は守った上で、また人員配置基準も守った

上で行わせていただいておりますので、保育の質

の低下があるということがございませんので、ご

理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最後のことからちょっと伺いたいと思います。 

  成果書の122ページ。今、おっしゃいました公

立では90名と70名、私立が60名、それと赤ちゃん

のほうが19名ということで、定員数はわかったん

です。しかし、毎月末の先ほども言いましたが、

40人も、約40人ちょっとオーバーしている。これ

は定員数、面積とか人員の配置などオーバーして
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いないから大丈夫なんだと言っておりますけれど

も、これいつまで放置しておくんですか、定員と

の関係で。それ、もう一度お願いします。 

  それと、102ページの緊急サポートです。26市

町村で取り組んでいるというんですけれども、宮

代町は今回ゼロでした。何でこれゼロなのかな。

全部の市町村もやっぱり使っているんですか。一

応指定はしましたけれども、この利用度というの

はどういうふうになっているのか、ちょっとわか

らないなという感じがするんですけれども。 

  種類だけは公立で、やっぱり小児科がいないと

いうことなんですけれども、宮代町の六花には。

いても少ないと。毎日来ているわけじゃないとい

うことなんですけれども、民間だってこれは同じ

だと思います。この小児科は宮代町にやっている

場合は、毎日やっているところはないですから。

六花にしろ。ほかにあるんだったらほかの病院と

対応すればいいことであって、その辺のところは

考えていないんでしょうか。これは民間でも公立

でも同じ対応だと思います、病院の問題は。 

  それと、117ページの学童保育所の問題です。

これは民間に指定管理制度に切りかえていくんだ

と言っていますけれども、これ切りかえて、処遇

改善が行われると言いましたけれども、これはお

金を出すということですよね。処遇改善というこ

とで、はっきりと出すんですか。それとも、どの

ような制度でお金を出すのか。 

  今、見ますと、学童保育では全体で、公立では

何千万でしたっけ、3,000万か、4,000万ぐらい増

やすということなんですけれども、それほどわか

っているなら、公立にしておいても、かなり処遇

改善はできると思いますよ、私は。なぜこれを民

間に移さなくちゃいけないのかなと。今、答えて、

民間に移すから大丈夫なんだよと、処遇改善でき

るんだよと言っていましたけれども、それだった

ら、上げるんだったら公立でもできるということ

じゃないですか。同じ値段でやるんだったら。さ

すが民間だなという感じはしますよ、それは。 

  町のお金を余分に出しておいて処遇改善という

のは、処遇改善でどのぐらい出すんですか。例え

ば3,000万円受けたら300万、１割なんですか、そ

れとも２割なんですか。わかりません、それは。

あれにこれだけの金を出すんだったら、やっぱり

民間じゃなくて、公立で責任持ってやるというの

があるんじゃないんですか。半分でもかなり改善

されますよ、民間に出すよりか。お答えください。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 支援課長の小暮

でございます。 

  順不同になりまして申しわけございませんが、

学童保育のことを少しお話しさせていただきたい

と思います。 

  一般質問でもお答えをさせていただきましたと

おり、学童保育所の指定管理の導入に当たりまし

ては、まず一番の目的というものが、学童保育に

つきまして児童数が増加してきていると。それに

見合った指導員の確保であるとか、事業の内容で

あるとか、そういったものはやはりノウハウや経

験がある、実績のある指定管理者にお願いをして、

サービス向上に努めていただくということが大前

提で、指定管理を今回入れさせていただくわけで

ございます。 

  それに当たって、指導員の処遇改善をあわせて

位置づけさせていただきまして、対応していただ

くということでご理解をいただきたいというふう

に思っております。 

  それから、先ほどから出ている保育所の定員の

お話がございました。こちらにつきましては、委

員、ご心配になると言うとおり、確かに定員をオ
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ーバーして、今、弾力化で受け入れをしていると

ころでございます。もちろん、これは法の範囲内

で行わせていただいておりますので、問題が生じ

ているわけではございません。また、こういった

弾力化を図らなければ、宮代町におきましては、

待機児童を大幅に出すということになってしまう

わけでございます。 

  そこにつきましては、町のほうでも非常に重要

視しているところでございまして、今、公立の保

育所の定員につきましては、認可定員の見直しを

させていただこうと考えております。今、施設に

つきまして、用途変更、用途をきちんと保育所と

して、保育士として位置づけまして、運用で弾力

化をしているのではなくて、きちんと認可定員の

ほうを見直しをさせていただいて、その中で利用

定員というのもきちんと受け入れていきたいとい

うところで、今年度、その作業を進めているとこ

ろでございます。 

  いずれにいたしましても、当然、安心・安全の

中で行われる保育というのが一番でございますの

で、そこはきちんと遵守した上で、この定員とい

うものを管理していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  緊急サポートの町での今後の対応という点につ

いてお答えさせていただきます。 

  委員ご指摘のとおり、緊急サポート事業、今、

平成30年度の利用実績がゼロ人ということでござ

いまして、なかなかやはり実際に病気になってい

る状態の子供を他の人に預けるということで、正

直、利用者にとってもかなり決心が要ることなの

かなと認識しておりまして、やはり利用者の方も

ご家族等と調整ができれば、やはりそちらをご家

族等に対応をお願いするといった傾向があるのか

なと認識しているところではございます。 

  ただ、どうしてもやはり必要な方もいらっしゃ

ると思いますので、町といたしましては、こちら

のＮＰＯ法人に委託するということだけではなく

て、今後、もっと近いところとかで実施ができる

ような状況があれば、当然、そちらのほうも模索

していきたいというふうには考えているところで

ございまして、現状で満足しているということで

はなくて、いろいろと対応策を検討している最中

でございますので、ご理解をいただければと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  最後になります。 

  定員数です、保育所の定員数。現在は90、70、

60ということで定員数は決められていますけれど

も、これを定員数を変えてしまうんだということ

なんだと思いますけれども、弾力的に運用をする

ということは。そうすると安全性に気を使ってや

るんだということを言っていますけれども、変え

ることと安全性というのは結びつかないんじゃな

いかなという感じがするんですけれども、やっぱ

り安全に子供を預けたいというのは、これは親心

です。事故があったら誰が責任とるんだというこ

とになりますから。やっぱり安全に、安心して預

けて、仕事なりどこでも行きたいなと、用事を足

したいというのが、これは誰でも思うことだと思

います。 

  そこで定員数を変えているんだということで、

保育所が足らないのをカバーしていくんだという

ことになると、町の責任というのはどうなのかな

という感じがします。これは条例で変わっている

から、そっちを運用するんだというんだったらそ
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れまでです。これは国の政策ですから。しかし、

町としてどうなのかという、考え方が。それをも

う一度お願いしたいと思うんですけれども。 

  それと、先ほど言いました病後児保育を、病児

保育をどうするのかということなんですけれども、

そのように子供を預けるお母さん、お父さんもこ

れは必死の思いで預けるんだと思います。どうし

ても抜けられない用事があって、どこにも頼めな

いということで預けるんだと思います。やっぱり

そういうニーズがあった場合は応えてやるという

のが、ただ、いないからというんじゃなくて、や

っぱり応えてやるというのが最大のあれじゃない

かなという感じはしますので、ぜひその辺のとこ

ろは含めて、今後の町のそういう病後児保育の立

場でやっていただきたいなと思っております。こ

れは最後に要望です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 支援課長の小暮

でございます。 

  では、最後の１点の保育所の定員のお話でござ

います。議員のご指摘もごもっともな部分もある

のかなというふうには思います。ただ、町といた

しましても、高まる保育ニーズにきちんと応えて

いくということも、町の使命でございます。それ

のため、きちんと法を遵守し、基準を遵守した上

での変更というところで受け入れをして、安心・

安全な保育に努めてまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０７分 

 

再開 午後 ２時２４分 

 

○委員長（丸山妙子君） では再開いたします。 

  質疑の前に、子育て支援課長より１点訂正がご

ざいます。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） まことに申しわ

けございません。 

  先ほどご回答させていただく中で緊急サポート

センターの登録している市町村数を、私どものほ

うで26市町とお答えを申し上げましたが、32市町

でございます。まことに申しわけございませんで

した。訂正しておわび申し上げます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） では、質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  決算書の100ページ、成果書のほうが119ページ

と120ページで、障害児デイサービス事業につい

てお伺いいたします。 

  こちらのほうは平成30年度の受け入れ児童が３

人ということでございますが、デイサービス事業

の職員さんがお１人、臨時職員ということですが、

何人いらっしゃるのか。そして、資格は保育士さ

んでいいのか。 

  その下に言語聴覚士謝礼とありますが、この言

語聴覚士というのがその職員さんの中にいらっし

ゃるのか、別口で委託されているとか、非常勤、

常勤ということをお聞きしたいです。 

  もう一つ、成果書127ページ、128ページの緊急

サポート運営事業とファミリーサポートセンター

事業、決算書が102ページになります。こちらに

ついては、先ほど前段議員のほうからもありまし

たけれども、こちら緊急サポートのほうは平成30

年度の利用実績はなかったということですが、も

しわかるなら、平成31年度、今まで全くなかった
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のか、それだけでもお聞きしたいです。やはり実

例がないと、なかなか始まらないのかなと思いま

すので、それをお聞きしたいです。 

  あと、ファミリーサポートセンターのほうなん

ですけれども、こちらマッチングをされてやって

いるとは思うのですが、こちらのほうはかなり利

用されているようですが、こちらのマッチングに

おけるクレームやトラブルはなかったか、マッチ

ング解消などはなかったか、お聞かせください。 

  以上です。お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長、横内でございます。 

  まず、１点目の障がい児デイサービスの職員数

についてでございますが、専従の職員は１名おり

まして、これに臨時職員のサポーターの職員が２

名ついて事業を実施している状況でございます。 

  また、言語聴覚士でございますが、こちらは常

勤ではなくて、定期的に来ていただいて事業を実

施していただくというものでございますので、謝

礼という形でお支払いしている状況でございます。 

  職員は３人とも保育士の資格を有する者をつけ

ている状況でございます。 

  続きまして、緊急サポートでございますが、平

成31年度の利用実績でございますが、こちらはや

はり相談が１件ございましたが、最終的に利用に

は至りませんでした。このため、利用実績は現在

もゼロ人という状況でございます。 

  続きまして、ファミリーサポートのマッチング

等におけるトラブルでございますが、こちらは特

に今のところ、大きなトラブルがあったという報

告は受けてはございません。マッチングにおいて、

やはりお子様と提供会員の方等がもし合わないよ

うであれば、別の方にかえていただいてという対

応をしているところでございますので、こういっ

た対応のおかげで、今のところ大きなトラブル等

は発生していない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。何点か再質問させていただきます。 

  こちらの障がい児デイサービス、受け入れが３

人となっているんですが、いろんなところの情報

とか聞いていると、潜在的に普通の保育のほうに

いるお子さんの中にもそういう発達障害的な症状

がある方々は結構な方いらっしゃると、ちょっと

お聞きしているところです。例えば、通常保育の

ほうで保育士さんのほうが見て、この子はそちら

のほうに行ったほうがいいのかなとかというとき

に、その対応ができるのか。あと、言語聴覚士さ

んのほうも、例えば常勤になっていただいたりす

ると即対応していただけるのかなとも思ったりし

ます。 

  発達障がいの療育というのは、早ければ早いほ

うがいいと言われておりまして、前段の福祉のほ

うで放課後デイサービスのほうが結構支出のほう

が上がっておりましたけれども、やはりこの保育

の段階からそういうところを発見して療育するこ

とで、そのときには少しよくなっていたりするの

かなとも思いますので、こちらのほうは考察され

ていたりしますでしょうか。 

  あと、ファミリーサポートのほうなんですけれ

ども、こちらのほうで保育園や幼稚園の開園前、

終了後の想定というところのご利用も結構な数に

なっているんですけれども、私のほうで聞いたお

話で、連絡の行き違いとかで、サポートしてくだ

さる方のお名前とかが保育園のほうにいっていな

いと、なかなか難しいということで、そんなこと

が割と起っているのか、ちょっとそのあたりをお

聞きしたいです。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園所長、吉田です。 

  再質問の１つ目のデイサービスのお子さん、受

け入れは30年度は３名でしたが、今年度は６名い

るというふうになっております。その中で、潜在

的に各クラス、私たちが日々保育していてもどう

かな、なかなか集団になじめないですとか、言葉

の発達が緩やかであるとかというお子さんは、や

はり研修等でも、学校で言う、クラスで言う10％

ぐらいは発達障害のお子さんがいる傾向があると

いうふうに聞いておりますので、保育園でも同じ

ような傾向はあるかなというふうには見ておりま

す。 

  その中で、私たちがどうかなと思ったときには、

保護者の方にまず日々の生活をお話ししまして、

おうちでどのような生活をされているかというふ

うにお伺いをして、もう発達障がいですよという

ふうに私たちも言い切れるものではありませんし、

子供の発達というのは、どのように育っていくか

というところがありますので、そのようにおうち

の方と話をしていく中で、このような施設があり

ますよとか、まずは保健センター等で健診のとき

に何か指摘はありましたかとかということで話を

進めていくというふうにしております。 

  その中で、やはり小集団のほうが、そのお子さ

んにとっての育ちがいいのではないかとなった場

合には、おうちの方が療育の事業のほうに行きた

いというふうなお考えを示していただくというふ

うになっております。療育の流れとしてはそのよ

うになっております。 

  言語聴覚士の先生の常駐なんですが、療育に今

かかられているお子さんは、ほとんど保健センタ

ーの個別の言語指導ですとか、あとは個別に療育

施設にかかられて、身体ですとか、言葉のほうで

かかっているお子さんがほぼ皆さんそのようなふ

うになっています。 

  その施設にいた中での指摘を私たちのほうに教

えていただいて、日々の生活の自立、小集団の中

での生活の自立ということを目指していますので、

そこに生かしていく保育をしているというような

内容になっていますので、言語聴覚士の先生は常

駐というふうには、今のところしていこうという

ふうにはなっておりません。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  ファミリーサポート事業のお迎えの際の連絡の

行き違いという内容についてお答え申し上げます。 

  議員ご指摘のとおり、まれにではありますが、

保護者等から連絡がいってなくて、いつもと違う

人が迎えに来たということが学童保育等において

あったということは聞いております。ただし、そ

の際も、口頭での確認だけで引き渡すことはせず

に、必ずまずは保護者に連絡をとって、「きょう

は代理、代行の方にお願いしていますか」という

連絡をとって引き渡しを行っているところでござ

います。 

  また、このようなことが起こらないように、現

在、学童保育所の迎え及び保育所の迎えにおきま

しては、迎えに行く方の顔写真つきのリストを事

前に保育園、学童保育所に渡しまして、なおかつ

この方が迎えに行きますということを保護者から

の連絡の上に確認、現地では迎えに行った方が身

分証を提示して本人である旨を確認した上で引き

渡しを行っているところでございまして、こちら

の引き渡しについては対応を慎重に行っていると

ころでございます。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  すいません、先ほどちょっと聞きはぐっちゃっ

たんですが、緊急サポート会員のほうなんですけ

れども、ご相談は１件あったけれども、やはり利

用はゼロだったということで、結構もう時間がた

っている割に、ご利用されないんだなと。これ本

当に利用できれば便利なものだと思うんですけれ

ども、何か今の状況からして、これをもう少しＰ

Ｒというか、皆さんに信用していただくための対

策というのはとっておられますか。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  緊急サポート事業の利用者が現在のところゼロ

人ということでございまして、議員ご指摘のとお

り、なかなかＰＲが行き届いていないのかなとい

うところを実感しているところでございます。 

  今後は、ファミリーサポート事業につきまして

は、実は保育所の入所案内の中に、昨年度、チラ

シを同封してＰＲをさせていただいたところでは

ございますが、昨年度は緊急サポート事業につい

てはそれをちょっと行っていなかったので、今年

度につきましては、そういったチラシをなるべく

配布するというようなことも検討しておりまして、

より一層のＰＲを図った上で事業を広めていきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  前段の議員も言われていましたけれども、公的

な幼児保育だったら結構利用されるのかなとは思

うんですけれども、やはりなかなかなじめないと

ころだと思いますので、今後もＰＲ、入ってくだ

さっているサポート側の会社のプロフィールとか、

そういうものを詳しく載せていただいたりとか、

そういう感じで検討していっていただけたらと思

います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。 

  前段の議員から質問が出た部分については、ち

ょっと割愛して、残りだけお願いしたいと思いま

す。 

  ただ１点だけ確認をしたいところがございます

ので、順次質問させていただきます。 

  まず、95ページ、96ページの不用額の関係です。 

  93、94ページの児童福祉総務費では、支出済額

については前年度に比べて2,731万円増えており

ます。いろいろやっていますからね。しかし、一

方で不用額が出ております。７節の賃金86万

6,000円、それから、これについては勤務時間の

関係だと思うんですけれども、もう少し詳しいご

説明をお願いしたいと思います。 

  それから、13節の委託料でありますけれども、

これはニーズ調査委託料でございます。この不用

額の関係と、入札によって安価でできたというこ

とだと思うんですけれども、ここら辺についても

お尋ねしたいと思います。 

  それから、19節の負担金補助及び交付金の不用

額、前段でも聞いておりますけれども、確かにこ

れは２カ所予定していたけれども、１カ所で済ん

でしまったということなんですけれども、これは

現状はどうなのかということでお尋ねをしたいと

思います。 

  それから、100ページの一番下の市立幼稚園就
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園奨励費補助金なんですけれども、これは児童手

当支給事業の扶助費から202万5,000円を流用して

おります。これは新制度の関係で上回ったんだと

思うんですけれども、その辺での内容についても

もう少し詳しくご説明いただきたいと思います。 

  それから、101ページ、102ページの一番上です。

緊急サポート運営事業、中身については、これま

で前段の議員の中で説明がありました。これはい

つごろからの制度化なのか。 

  それから、先ほど言われたＮＰＯ法人緊急サポ

ートセンター埼玉、埼玉県にはどこにあるのか、

この自治体名ですよね。設置されている場所。お

願いしたいと思います。 

  それから、同じくファミリーサポートセンター

の運営事業なんですけれども、昨年度は188件の

利用があったというんですけれども、これはこれ

から子供たちの増員によって、さらに需要がある

のかなというふうに思いますけれども、現状でど

ういうふうな状況になっているのか。さらに増え

た場合はどういうふうになっていくのか、その点

についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、最後なんですけれども、101、102ペ

ージの保育園費になるのか、先ほど保育所の受け

入れ人数等も示しておりましたけれども、実際、

平成30年度での定員はわかりましたが、受け入れ

枠との関係で、最終的にはどういうふうになって

いるのか。また、町長も公約の中で保育所の待機

児童数はゼロにということを言っておりますけれ

ども、平成30年度決算においての待機児童数につ

いて、どういう状況になっているのか、確認の上

でお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  決算書95、96ページの不用額が発生している件

でお答えさせていただきます。 

  まず、賃金が86万6,494円です、不用額が生じ

ているところでございますが、こちらは予算のと

きにこちらの希望していた時間数を計上させてい

ただいているわけでございますが、やはり実際に

勤務をしていただける方の働きたい時間等がなか

なか一致してなくて、ちょっと時間が少なくなっ

てしまいまして、不用額が生じている状況でござ

います。 

  続きまして、13節の委託料でございますが、こ

ちらの委託料は、議員ご指摘のとおり、ニーズ調

査における入札を執行しましたところ、安価に落

札できたこと等がございまして、執行残という不

用額が生じております。 

  続きまして、19節の負担金補助及び交付金でご

ざいますが、こちらも議員ご指摘のとおり、小規

模保育所整備事業の補助金につきまして２カ所分

の補助金を計上しておりましたところ、実際の整

備は１カ所となりましたことで、不用額が生じて

いるところでございます。 

  現状はどうなのかということでございますが、

こちらは小規模保育園を２カ所整備すれば、かな

り余裕を持って受け入れができるところであると

いうことで計画をしまして、公募を２カ所したと

ころでございますが、保育園につきましては、適

切な場所で適切な運営ができるということがまず

第一条件でございますので、なかなか宮代町内で

適切な場所がなかったこともありまして、最終的

には１カ所の整備ということになった次第でござ

います。 

  計画していた２カ所ができなかったことにより

まして、確かに受け入れの人数に余裕はない状況

でございまして、こちらは前段の議員でも説明し

ましたとおり、弾力化によりまして、基準を満た
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して安全を維持できる範囲内で定員を超えて受け

入れをしていただいて、しのいでいるというよう

な状況でございます。 

  年度末の段階での待機の数でございますが、こ

ちらは16人の待機者が生じている状況でございま

す。やはり新規で希望される方については、４月

の段階では待機数が、平成30年度は９名おりまし

たけれども、新たに希望される方がどんどん累計

をされていきますので、平成30年度末では16名の

待機が生じてしまったという状況でございます。 

  続きまして、決算書100ページの幼稚園就園奨

励費の事業で202万5,000円流用を行っておる内容

でございますけれども、幼稚園就園奨励費につき

ましては、１人当たりの補助額が高額でございま

して、所得や子供の数等によりまして変わります

けれども、基本的には６万2,200円から30万8,000

円の範囲で１人当たりの助成を行っておりまして、

予算を立てるときは、見込みの幼稚園の入園数を

確認をいたしまして予算を立てている状況でござ

いますが、実際に入った人数がそれをちょっと上

回ったり、あと年度途中で入園をした人などが生

じますと、金額的にかなり大きな変動が生じると

ころでございまして、このため、不足した分は流

用して対応しているという状況でございます。 

  続きまして、決算書101ページの緊急サポート

の事業はいつから開始されているかということで

ございますが、町の事業開始は平成30年７月とい

うことになっておりますが、この制度自体が開始

になった時期は、ちょっと今、手元に資料がござ

いません、申しわけございません。 

  続きまして、緊急サポートセンター埼玉の所在

地でございますが、川口市に所在しております。 

  続きまして、ファミリーサポート事業へのニー

ズの増加に対する対応でございますが、議員ご指

摘のとおり、ファミリーサポート事業につきまし

ては今、だんだん定着してきている状況も見られ

まして、希望者が増加している状況にございます。

このため、提供会員につきましても町として募集

をかけているところでございます。提供会員、利

用会員ともに、なるべく多くの方に登録していた

だくために、今後もＰＲを兼ねて募集を続けてい

きたいというふうに考えております。 

  続きまして、101ページ、102ページの保育園の

実際の利用数でございますが、平成30年度末現在

での受け入れ数を申し上げます。国納保育園は受

け入れ数が108名でございます。みやしろ保育園

は受け入れ数が102名でございます。公立は合計

で210名の受け入れを行いました。 

  百間保育園でございますが、こちらは76名でご

ざいます。本田保育園でございますが、74名でご

ざいます。姫宮保育園でございますが、こちらは

75名になります。また、カインド・ナーサリー本

田園ですが、こちらは現在、本田５丁目になって

おりますが、18名の受け入れとなっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁ありがとうございました。 

  それでは、確認しながらお願いしたいと思いま

す。 

  まず、１点目、95、96ページの不用額の関係で

す。 

  まず、賃金の関係ですが、町のほうの希望時間

数と働く時間との関係ということなんですけれど

も、これはどれぐらいの差があったんでしょうか。

金額で出ておりますけれども、そうしますと、実

際どれぐらいの時間の差なのか、わかればお示し

願いたいと思います。 

  それから、13節の委託料なんですけれども、入

札により予定額より安価で落札できたということ
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で、これはどこが落札しているんでしょうか。 

  続きまして、19節の負担金補助及び交付金の不

用額の関係で、理由はわかりましたが、やはり現

状は適切な場所で受け入れに余裕がない、定員を

超えてしのいでいるというお答えで、大変だと思

うんですけれども、このままだと、これからの子

供たちの数からいって、道佛土地区画整理事業も

できて増えております。ただ、もう人口は頭打ち

になりましたが、子供たちの状況においてはまだ

だと思うんですね。そういった面からも、それか

ら待機児も16人だということですよね、これは平

成29年から不承諾通知は保留通知書と全国統一で

変更となっての通知ですから、こういった状況の

中で、やはり大変だと思うんですけれども、この

あたりをどういうふうに乗り切ろうとしていると

いうか、その辺の見通しをお願いしたいと思いま

す。 

  それから、小規模保育施設なんですけれども、

カインド・ナーサリーの評価というんですか、こ

れは親からすれば、どういうふうな評価をされて

いるのか、その辺の声なんかは把握していると思

うんですけれども。以前は小規模保育施設より、

やはり普通の施設がいいというような声も聞いて

はおりましたが、現状、どういった評価を受けて

いるのか、その点についてもお尋ねしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 支援課長の小暮

でございます。 

  １点目の賃金の不用額で、こちらの見込みとど

れぐらい差があったのかというところでございま

して、この中で子育て広場の不用額が一番大きく

なっているところでございまして、約48万円近く

ございます。それを単価等で割り返しますと、実

際430時間の差ということが想定できるものでご

ざいます。 

  １点目の賃金につきましては、以上でございま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  ２点目のニーズ調査のアンケートの委託先につ

いてでございますが、こちらは株式会社サーベー

リサーチセンターというところが入札の結果、落

札いたしまして、業務委託を行いましたところで

ございます。 

  続きまして、小規模保育園の整備が２カ所から

１カ所になって余裕がない状況で、対応はという

ご質問でございますが、こちらは先ほどご説明い

たしました弾力化による受け入れに加えまして、

やはり今後、またここ数年は子供の数が増加する

というふうに見込まれておりますので、町といた

しましては、やはり保育所の整備も含めて検討し

ているところでございます。実際に整備を行いた

いという具体的なお話もありますところから、よ

い内容のものにつきましては積極的に整備に向け

て、町として考えていきたいというふうに考えて

おります。 

  またあわせまして、整備には多少時間がかかり

ますところから、直近の対応といたしましては、

現在ある保育園のクラス数を増加してもらう等の

対応も現在考えているところでございまして、極

力ニーズに対応できるような努力はしていきたい

というふうに考えております。 

  続きまして、小規模保育所のカインド・ナーサ

リーの評価についてでございますが、こちらの小

規模保育園につきましては、やはり定員が19名と

いうことで、本田５丁目園につきましては19名、

また本田２丁目園につきましては18名ということ
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で小規模の保育を実施しているところでございま

して、きめ細やかな対応はしていただいていると

いうことで考えております。 

  また、議員ご指摘のとおり、継続して同じ保育

園に入れたいという希望も実際にはございますと

ころですが、受け入れ先がなかなか余裕がない状

況でございますので、２歳までということになっ

てしまいますが、カインド・ナーサリーのほうに

受け入れをしていただいて対応しているところで

ございます。 

  特に父兄のほうからは、この園がだめだよとか

というような、特段問題があるような評価は今の

ところ聞いていないところでございますが、町と

いたしましては、年に１回必ず現地に出向きまし

て実地検査を行っているところでございまして、

また何かちょっとしたことでもお話があれば、そ

の都度対応をしてまいって、保育の質が低下しな

いように努めていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か確認を含めて質問したいと思います。 

  若干、前段者と重複する面があろうとも思いま

すけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  まず、第１点でございますけれども、決算書の

98ページの関係なんですけれども、小規模保育所

を２カ所つくったということなんですけれども、

現在のカインド・ナーサリーの小規模保育園の面

積が何平米あるのか確認をしたいと思います。１

人当たりどのぐらいな平米になるのか、参考まで

にお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、２点目になりますけれども、成果書

の123ページのほう、私立幼稚園振興助成金のコ

ースということでここに数字が載っておるんです

けれども、この振興助成金の交付する基準はある

のかどうか、一律なのか、含めて確認をしたいと

思います。 

  それから、姫宮成就院幼稚園、若干減額になっ

ておりますけれども、これの理由をお知らせ願い

たいと思います。 

  それから、成果書の125ページ、決算書の98ペ

ージに当たる中身でございますけれども、事業名

が年々増加をしている。まさにバラエティーに富

んだ事業を展開しているなというふうに思ってお

りますけれども、この各事業のかかわっている職

員は何名なのか、できましたら期間、時間、場所

等を含めて確認をしたい。昨年よりも事業が４つ

ほどふえておりますので。トータルすると人員的

には若干減っておるんですけれども、中身につい

てひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、成果書のほうの126ページ、子育て

相談の実施ということで、これも恐らく毎年聞い

ていると思いますけれども、昨年度の子育て相談

の中身はどういうものだったのかお聞かせを願い

たいと思います。 

  それから、決算書の102ページ、成果書の128ペ

ージの関係なんですけれども、前段者からもやは

り若干質問がありましたけれども、ファミリーサ

ポートセンターの活動状況ということで、ここに

回数が載っておるんですけれども、活動内容も載

っておるんですけれども、この中で送迎というこ

とで、とりあえず送迎の中身が多いんですけれど

も、この送迎の具体的な中身、車なのか、どこで

送迎しているのか、その中身についてお聞かせを

いただきたいと思います。特に学童保育所の開始

前、終了後の送迎ということが数が111件と多い



－１６８－ 

わけでございますけれども、これどういう形で送

迎しているのかお聞かせ願いたい。 

  またあわせて、時間帯も聞きたいなというふう

に思っていますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  以上。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 支援課長の小暮

でございます。 

  まず、１点目につきまして私のほうからご回答

させていただきます。 

  カインド・ナーサリーの本田５丁目園の床面積

でお答え申し上げますと、99.90平方メートルで

ございます。 

  本田２丁目園につきましては68.62平方メート

ルでございまして、先ほど１人当たりがどうなる

のかというご質問でございましたけれども、実は

ゼロ歳児から１歳児は１人当たり3.3平方メート

ル、２歳児につきましては1.98平方メートルとい

う実は基準が違って、一律に割り返しすることが

できないところでございますけれども、ただ、各

部屋ごとに、例えばゼロ歳児はこの部屋だという

ことが私どもに報告されていまして、その面積を

きちんと3.3で割ると、間違いなく基準の中で部

屋がつくられているということを確認した上で認

可をしているというところでございますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

  １点目は以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  ２点目の成果書123ページ、私立幼稚園振興助

成金の内容でございますが、こちらは幼児教育の

向上及び障がい児教育の充実ということを目的と

しておりまして、まず基本額が15万円ということ

になっておりまして、こちらは幼児教育の向上を

図っていただく内容につきまして、各園にまず15

万円が交付されるものでございます。また、それ

にプラスしまして、障がい児教育ですね。障がい

児を受け入れた場合は、その人数によって加算を

行っていく次第でございまして、平成30年度は、

以前もそうなんですが、障がい児を現在受け入れ

を行っているのは姫宮成就院幼稚園でございまし

て、こちらが障がい児を受け入れた分が加算され

ている状況でございます。この受け入れた人数に

よりまして、年によって変動が出ているというこ

とでございます。 

  続きまして、決算書98ページ、成果書125ペー

ジの子育てひろばの各事業等でございますけれど

も、まず、子育てひろばについては担当の正職員

が２名おります。非常勤職員が２名と臨時職員が

６名という体制で、合わせて10名で事業等に対応

している状況でございます。もちろんお休みの関

係等もございますので、ローテーションを図って

事業に対応している状況でございます。 

  続きまして、成果書126ページの子育て相談を

実施しておりますが、その内容についてでござい

ますけれども、子育て相談を受けた場合は、いろ

いろ記録等を行ってございまして、その中の記録

では、やはり子供を初めて育てている母親等から、

自分の対応が合っているのかどうかとか、例えば

離乳食について、与えているものが間違っていな

いかとか、あと、私の子供は時々かんしゃくを起

こしてしまうんだけれども、こういったときはど

ういった対応をしたらいいのかとか、かなり現実

的な子育てについての悩み等を相談される方が多

くいらっしゃいまして、その都度、相談員がアド

バイスを行って対応している状況でございます。 

  続きまして、決算書102ページのファミリーサ

ポート事業でございますが、学童保育の送迎の利
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用が一番多くなっているところでございますが、

基本的には車での送迎を行っているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  何点か、確認も含めて再質問したいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、みんなで

子育て！こども未来事業ということで、先ほど言

ったとおり、本当に多種彩々の事業を展開してい

るんですけれども、これは昨年より４つの事業が

増えているんですけれども、これからもこの事業

はいろいろともちろん展開していくんでしょうけ

れども、延べで4,130人ぐらい実績上上がってい

るんですけれども、先ほど答弁で10名体制で対応

しているということなんですけれども、これ全部

10名で対応しているのかどうか。例えばこの参加

延べ人数が随分ばらつきがありますよね、大小含

めて。一番少ないところで44名なんですけれども、

この事業は全てこの10名で対応しているのかどう

か、そこら辺、若干増減しているのかどうか、臨

機応変に対応しているのか、その辺をもう一回お

尋ねをしたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  それから、今、ファミリーサポートセンター活

動状況ということで、学童保育の関係でほとんど

車で送迎しているということなんですけれども、

この送迎している保険の関係、それから例えば運

転手さん、年齢的に何歳ぐらいの人が送迎をして

いるのか。特に事故があった場合はどのような対

応ができるのか、そういうのも含めて確認をした

いというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課担当主査。 

○子育てひろば担当主査（清水邦江君） 子育てひ

ろば担当の清水と申します。 

  先ほど唐沢委員さんからご質問いただきました

子育てひろばの事業について回答したいと思いま

す。 

  先ほど、いろんな事業があるとお褒めの言葉を

いただきましてありがとうございます。先ほど横

内副課長のほうが10名とお話しさせていただいた

んですけれども、申しわけございません、８名に

訂正させていただきたいと思います。子育て指導

員が３名、それから臨時職員のＯＳが５名になっ

ております。 

  申しわけございません。私たち職員を入れまし

て全部で10名になっておりますので、先ほどの数

字で正しいです。職員を入れさせていただいて全

部で10名でございます。 

  その事業によってかかわる人数が違っておりま

して、ほとんど毎月行っている事業は大体３名か

ら４名の保育士で行っております。運動会とかハ

ロウィンパーティーなど大きなイベントにつきま

しては全員で行っている状況でございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、ファミリーサポート事業の送迎の

関係なんですけれども、事故などがあった場合に

つきましては、保険に入っておりますので、そち

らで対応させていただいております。 

  提供会員の平均年齢をちょっと確認させていた

だいたんですけれども、平均年齢は60歳になって

おります。子育てが一段落した方が提供会員に登

録していただいて活躍していただいているような

状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  大変ですね、これはね。子育てひろばの事業の
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関係で対応する職員の数、わかりました。本当に

少数の職員でこのような事業を展開しているわけ

なんですけれども、例えばこの事業を中身によっ

て打ち切るような事業があるのかどうか。また、

できたらこういうものを取り入れたいなというも

のがあったらお知らせ願いたい。 

  16ぐらいありますか、この事業はね。もう飽和

状態だよというふうな感じがするのかどうか、そ

こら辺を、これからの取り組みも含めてお聞かせ

いただきたいと思います。 

  それから、ファミリーサポートセンターの活動

状況ということで、平均年齢60歳、一応平均で60

ですから、恐らくもっと高齢者もいるのかなとい

う感じがするんですけれども、特に高齢者の車の

事故が多発しているというふうな状況の中で、あ

る程度年齢制限的なものは設けているのか、希望

があれば、極端な話が80歳の人もメンバーになっ

て協力願うことも可能なのかどうか。ある程度年

齢制限的なものも考えていいのかなという感じが

しますので、その点をまず確認したい。 

  それから、時間帯、送迎する時間、春夏秋冬に

よって、もちろん、日が短くなったり、夏の場合

は長いということで、いろいろとあろうかと思う

んですけれども、時間帯なんかはどうなっている

のかお聞かせ願いたいというふうに思います。 

  以上よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 支援課長の小暮

でございます。 

  私のほうから１点目の今後のひろばの方向性的

なものをお話しさせていただきたいと思います。 

  先ほど来からお話しさせていただいているよう

に、今、ひろばのほう、保育士の資格を持った職

員でさまざまな事業を展開しているわけでござい

ますけれども、そのほかにもいろいろ技術を持っ

た方々がかかわっていただいて講演会とかも行っ

ています。もっともっと地域の市民活動団体であ

るとか、そういったグループの方々に事業を応援

していただいて、本当に地域ぐるみでひろばを盛

り上げていっていただけるような事業を展開して

いきたいというふうに考えておりますし、また一

方で、できればそれぞれの子育てをしている方々

のネットワークと申しますか、お互いに支え合っ

て、お互いに子育てを乗り切っていく、そういっ

たもののグループ化というものも、今後できれば

展開していきながら、それこそ孤立しない子育て、

地域の中で子育てをみんなで見守っていけるよう

な、そんなひろばで発信していきたいというふう

に考えているところでございます。 

  １点目は以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  ２点目のファミリーサポート事業の高齢者の車

の送迎の件でございますが、こちらは基本的には

マッチングを行うときに、その業務に適している

かどうかというのをまず選ばせていただいて、そ

れで安全に送迎ができる方の中からマッチングを

行っております。 

  また当然、利用者側も、その方ではちょっとと

いう場合は、マッチングにおいてまた別の方にと

いう要望も出せますところから、このような対応

で行っております。 

  また、安全運転については、当然ながら細心の

注意を図るように、提供会員には指導を行ってい

るところでございます。 

  また、利用の時間帯でございますが、学童保育

所におきましては18時30分、学童保育所自体が午

後６時半に終わりますので、この時間までにご両

親等が迎えに行けない場合はファミリーサポート
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事業で対応していただいているということになり

ますので、６時半ちょっと前ぐらいから家に到着

するまでの間、今、例えば塾まで届けてくれとい

う要望も多々ありますところから、６時半から大

体到着するまでの時間が活動時間ということでな

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  確認したいんですけれども、先ほどファミリー

サポートセンターの活動状況、保険は入っている

と。もちろんこれは当然のことなんですけれども、

保険の中身はどういう中身で入っているのかお聞

かせ願いたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  実際に入っている保険の内容でございますが、

まず傷害保険でございますが、こちらが地域子育

て支援補償保険というものに入っております。子

供の障害やサービス会員の障害も対象になってい

るところでございます。事故が発生して、万が一

けが等された場合は、こういった保険で対応でき

るようになっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  成果書の117ページの学童保育所運営事業なん

ですが、この成果として学童保育所において放課

後や学校の長期休暇等に児童の余暇指導を行い、

児童の自主性・社会性・想像性を養いながら健全

育成を図るということができたというふうに書か

れております。これまでも指導員の処遇改善をし

ているけれども、なかなか人が集まらないという

大変な人材不足というのもあるのかなというふう

に思いますが、今後の学童保育の、今、指定管理

一つやっていますが、全部指定管理になるんじゃ

ないかということでちょっとお伺いしておきたい

というのが、近隣でも、例えば白岡市さんだった

らシダックスだったり、春日部市だったら家庭学

習のトライが請け負っているというので、町とし

ては、指導員を確保することも目標ですし、あと

内容も、請負の相手によって内容がどうなのかな

というふうな、そんな心配もあったりするんです

が、町として学童保育を健全育成をするためにど

んなふうにするかという、決算を踏まえてちょっ

と聞いておきたいなと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮雅代君） 支援課長の小暮

でございます。 

  学童保育所の今後というところかと存じますけ

れども、今まさに指定管理者を募集させていただ

いております。そこに私どもが求める保育の水準

というところを明記させていただいているところ

でございます。 

  １番は、まず安心・安全な第２の家庭としての

居場所づくり、これはもう基本的なことでござい

ますけれども、今、議員がおっしゃっていただい

たように、近隣の市町村におきましては指定管理

者によりまして新たな付加価値のサービスという

ものが提供されています。その一例を申し上げま

すと、もちろんさまざまな行事でございますけれ

ども、ただ、行事が全てだとは全く思ってはおり

ませんが、学童保育に来て楽しいと思っていただ

けるような、もちろん付加価値のあるサービス事

業、今、指定管理者のほうの募集においでいただ

きましたところの申し込みの内容を見させていた

だいておりますと、さまざまな教室の展開という

のもありますし、新たな行事としてお出かけにい

ったり、体験をしたりといったようなご提案もい
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ただいております。そういったものも新たな事業

の展開として、今後の学童保育の付加価値のサー

ビスとして提供していただければ、より一層児童

の新たな健全育成につながっていくのかなという

ふうに思っております。 

  ただ、繰り返しになりますけれども、第１は、

やはり児童が学童保育に来て安心・安全に過ごせ

る場所づくり、ここを念頭に置いた上で新たな事

業の展開をしていただきたいというふうに私ども

は今、考えて、指定管理者のほうを募集していき

たいというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  例えばシダックスだったりすると、普通は放課

後で、あと長期休暇の夏休みは、ふだん給食をつ

くっている人たちも夏休みで、人がちょうど余る

数ここへ持ってこれるという、人のプラス・マイ

ナスをうまくやっているという話もちらっと聞き

ました。特に子育て保育というのは夏休みは日中

全部です。ふだんは放課後だけという大変時間の

ずれというか、勤務形態が大変なんだろうなとい

うふうに思うんですけれども、それに合うという

か、それも安心・安全の居場所づくりということ

で、その辺もしっかり考えて、安心して指定管理

ができるようにお願いしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございませ

んか。 

（発言する者なし） 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で子育て支援課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時５２分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいですので、

再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより健康介護課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○健康介護課長（小島 修君） 改めましてこんに

ちは。 

  健康介護課長の小島でございます。 

  出席している説明員につきましては順次自己紹

介ということで進めさせていただきたいと存じま

す。 

  よろしくお願いいたします。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 皆様こんにち

は。 

  健康介護課で高齢者支援と介護保険を担当して

おります副課長の岡村でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（齋藤俊美君） こんにちは。 

  健康介護課高齢者支援担当、主幹の齋藤と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○健康増進室長（竹花 治君） こんにちは。 

  健康増進室長の竹花と申します。よろしくお願

いいたします。 

○健康増進担当主査（野口延寿君） 健康増進担当

の野口と申します。よろしくお願いします。 

○健康増進担当主査（浜津恵津子君） 健康増進担

当主査、浜津と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○健康増進担当主査（岡本知佳子君） 健康増進担

当主査、岡本と申します。よろしくお願いします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

の小林と申します。よろしくお願いいたします。 
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○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。よろしくお願いい

たします。 

○健康介護課長（小島 修君） 職員につきまして

は以上でございます。 

  大変恐縮なんですが、この時間をおかりいたし

まして主要な施策に関する説明書にミスがござい

まして、訂正とおわびをさせていただきたいと存

じます。 

  主要な施策に関する説明書は136ページになり

ます。 

  保健衛生総務事業でございますが、上のほうの

表でございます、保健センター改修等工事、工事

は全部で３つございますが、真ん中の「敷地内地

番沈下箇所」、「地番」の番、実は「地盤」沈下

のほうの漢字でございまして、番ではなくて。申

しわけありませんでした、この場をおかりして訂

正をさせていただきたいと存じます。 

  よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出、一括して質疑をお受け

します。 

  質疑はありますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か質問させていただきたいと思います。 

  まず最初なんですけれども、成果書の136ペー

ジ、保健衛生総務事業ということで、今、課長が

冒頭、誤字を訂正したんですけれども、これを手

始めに質問しようかと思ったんですけれども、こ

の保健センターの改修等の工事の中身なんですけ

れども、ことしはこの成果書によると、55万何が

しかの工事をやったという中身なんです。ちなみ

に昨年は120万ほどの工事を実施しているんです

けれども、保健センター、ご存じのとおり、地盤

の非常に悪いところなので、それに伴う修繕が毎

年毎年行われているんですけれども、今までに保

健センターの改修等の工事、どのぐらい工事費を

投入しているのか、参考までにお聞かせ願いたい

と思います。 

  保健センターができて何年になるのかちょっと

思い出せないんですけれども、できてから地盤沈

下の関係で、どのぐらいな工事補修費がかかって

いるのか、参考までにお聞かせ願いたいと思いま

す。 

  それから、成果書の関係、決算書で116ページ

の関係なんですけれども、健康教育事業というこ

とで、それぞれこの中で健康教室等が実施をされ

ております。いろいろと教室が行われているんで

すけれども、若干の事業の教室の増減はあるんで

すけれども、この中の実績を見た中で、もうこの

教室は終わりにしようかなというものがあったら

お知らせ願いたい。また、新たにこういう教室を

考えているというものがあったら、お聞かせ願い

たいと思います。 

  またあわせて、この教室の関係で、その他とな

っておりますけれども、このその他の教室という

のは、具体的にどういう教室なのか、お聞かせを

いただきたいと思います。 

  それから、決算書の120ページ、成果書の145ペ

ージの関係なんですけれども、福祉医療センター

運営事業ということで、それぞれ実績の中身がこ

こに載っておるんですけれども、例えばこの中で

目につくのは、小児科の関係が大分来ているのか

なという感じがするんですけれども、この減少の

理由はどういう理由なのか、お聞かせ願いたいと
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思います。 

  またあわせて、その他という事項があるんです

けれども、その他の関係はどういう中身なのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、成果書の146ページのほうなんです

けれども、毎年質問していると思いますけれども、

(4)の運営懇話会、管理運営協議会ということで

定期的に開催をされているわけなんですけれども、

この中で特に目につくのは、改善点を協議したと

いうことになっております。恐らく各懇話会にし

ても運営協議会にしても、いろいろと活発な意見

交換は行われているというふうに思っておるんで

すけれども、具体的にどういう改善点が指摘をさ

れているのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

  それから、同じく成果書の146ページのほうな

んですけれども、成果の中で、ふれあい音楽会を

行っているということで、成果を上げたというこ

とでこの中に上がっておるんですけれども、具体

的にふれあい音楽会はどういう音楽会であったの

かお聞かせ願いたいと思います。 

  以上、よろしくお願いをいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、保健衛生総務事業の修繕費ができてから

どれぐらいかかっているかというご質問だったと

思いますけれども、細かくとっておりますけれど

も、それを全部申し上げたほうがよろしいのかと

いうところがまずあるんですけれども、例えば平

成21年度等につきましては、腐食している部分の

改善、取りかえの工事ですとか、浄化槽のほうの

同じような形の工事ですとか、駐車場の応急の修

繕だったりとかというところで支出額が58万

6,320円ございました。また、平成22年には、そ

の他もろもろの細かいブラインドの修繕工事です

とか空調の修理工事ですとか、震災による漏水の

工事ですとか、あと周りの陥没修繕工事というこ

とで160万2,454円、平成23年度におきましては、

同じように駐車場の塗装の改修工事ですとか、流

し台の給水管の漏水の工事ですとか、そういった

もので101万3,058円、平成24年度におきましては、

やはりタイルの補修工事ですとか、浄化槽のポン

プの配線の地盤工事ですとかというところで140

万5,550円、同じ平成25年におきましては、流し

台の排水管工事の敷設工事、屋外の排水管の敷設

工事というところで327万5,475円、同じく26年に

おきましては、ガスの給湯工事ですとか、自動火

災報知器の修繕というところで110万4,990円、平

成27年度におきましては、合併処理の施設とか、

ポンプの取りかえ工事ということで56万5,920円、

28年度おきましてはエアコンの修理というところ

で141万1,441円、29年度におきましては、２階の

湯沸かし器ですとか、エアコンの取りかえ工事等

を行いまして120万4,373円でございます。平成30

年度は、先ほどのところで55万6,524円というと

ころの工事の大がかりなところではかかっており

ます。 

  またさらに、保健センターの改修工事の大きな

ところというところでは、エアコンの工事ですね、

ほぼ全館を１回行っているんですけれども、これ

は平成22年度に行いまして2,200万円ぐらいかけ

て館内の全部のエアコンの工事のほうを行ってお

ります。また、27年度におきましては、屋上の防

水工事ということで外壁の修繕工事ということで

2,853万3,600円の費用がかかっているところでご

ざいます。 

  続きまして、116ページ、教育の増減、終わり

にする事業等はあるかという内容だったかと思い
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ますけれども、こちらについては、今現在行って

いる事業については、まだ現段階でこの事業を終

了するというものはございません。ただ、平成30

年度に健康増進計画を策定させていただいており

ますので、そちらをもとに、どういった事業を今

後重要として考えていかなければならないかとい

う部分も含めまして、現在行っている事業等も反

省点を踏まえまして、今後こういったものを充実

させていくかという整理はしていく必要があると

いうふうに考えております。 

  開始したいものにつきましては、先ほど申し上

げたような形で、健康増進計画の中でこの部分が

重要というところが何点かございますので、そこ

を整理しながら、今後どこの部分をやっていくか

というところを考えたいというふうに考えており

ます。 

  その健康教育の中のその他というところは何を

指しているのかというところでございますけれど

も、その他につきましては、各種団体さん等から

出前講座的なご依頼等がございました場合に、出

向いて、そこでいろいろお話のほうをさせていた

だいているんですけれども、平成30年度におきま

しては、ナノハナ会というところからご依頼がご

ざいまして、あと食生活改善推進委員さんのとこ

ろからのご依頼があって、２件で42件という実績

でございます。 

  あと、145ページ、六花の小児科が減っている

というところでございますけれども、小児科とし

ての数というのは若干減ってはいるようなんです

けれども、総合診療というところで、センター長

ですとか、非常勤の先生方とかも小児科の方々を

結構診ていただいているような状況になってきて

いるということでございますので、小児科の医師

のワダ先生のところで受けた方は若干減ってはい

るようでございますが、全体的に見ると、そんな

に減っていないという報告を受けているところで

ございます。 

  あと、六花の部分、その他というところ、145

ページかと思うんですけれども、初診と再診とそ

の他のところの「その他」というところでの理解

でよろしいのかなというところで回答させていた

だきますが、こちらにつきましては予防接種とか

健診とかドック、こちらの通常の診療科目ではな

い部分がその他として掲載させていただいている

ところでございます。 

  続きまして、146ページの協議会、懇話会の改

善点というところでございますけれども、こちら

につきましては特に大きなものというところはな

く、過去においては、通常の方々がどんどん入っ

てきて、安全性の確保が保たれているのかという

ところで防犯カメラをつけたりとかという話は聞

いております。あとは、実際に使っていらっしゃ

る利用者さんのほうから、外で少し楽しむ機会が

ほしいとかというところで、外に食事会に出たり

とか、遠足ではないんですけれども、そういう外

でのイベントを開催したりとかというところを改

善したというところで報告は受けているところで

ございます。 

  また、ふれあい音楽会というところでございま

すけれども、こちらにつきましては、みやしろ保

育園に行きながら六花の入所者の方がみやしろ保

育園のホールに集まって、そのほかには、ひまわ

り作業所さんの方ですとか、あかりの方ですとか、

あとフレンダムの方、そういった方々がこちらの

ほうに一堂にお集まりいただいて、そこで皆さん

がふだん練習してきた歌ですとかというところを

発表していただきながら、皆さんで楽しめる時間

を持っているというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 
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○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  何点か確認も含めて再質問をしたいと思います。 

  まず、第１点ですけれども、保健衛生総務事業

の関係の中で、保健センターの改修等の工事なん

ですけれども、今報告いただきまして、維持管理

というのはなかなか大変なのかなと、そんな感じ

がするんですけれども、今後、保健センターで大

きな改修をするといったらどこがあるのか、現時

点で。それをお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、細かい話なんですけれども、２階男

子トイレ洋式便器取りかえとなっておりますけれ

ども、これは額からいえば１基なのかなというふ

うに思いますけれども、その辺を確認をしたいと

思います。 

  それから、福祉医療センター運営事業のほうで

お聞かせを願いたいと思いますけれども、現在、

あそこの六花の職員体制、昨年も質問したと思い

ますけれども、現時点で診療所、老健共通という

ことで合計94名の職員体制であそこを運営されて

いるのかなというふうに思います。細かい数字は

上げませんけれども、この職員の体制は今もこの

94名の体制で実施をされているのかどうかお聞か

せ願いたい。 

  特にまた、あわせて、六花整形外科のドクター

が月に何回か知りませんけれども、常駐体制では

なくして、月に何回かということであそこに来て

いると思うんですけれども、医師のローテーショ

ン、科がいろいろとあるんですけれども、内科を

含めて。どういうローテーションで動いているの

かお聞かせ願いたい。常駐は何名なのかも含めて

お聞かせを願いたいと思います。 

  それから、運営懇話会、管理運営協議会の開催

なんですけれども、これずっと同じ体制、内容で

実施をしているのかなというふうに思います。特

に患者さん、あそこに来る人たちの声はどのよう

な形で吸い上げているのか、お聞かせ願いたいと

思います。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問にお答え申し上げます。 

  まず、保健衛生総務課のところで、今後、保健

センターのところでどういった工事が考えられる

かというところでございますが、委員さんご存じ

のように、地盤沈下が非常に激しくなっておりま

す。アスファルトで今、駐車場のほうやっている

んですけれども、そこも全体的に下がってきたと

いうところで、そこの部分を下がりを少しでも危

険性がないようにというところで、昨年度に行っ

たスロープの工事がこれだけの金額がかかってい

るんですけれども、また地震等があると、すぐ地

割れがして、中を見ると空洞になっていてという

のを繰り返しているような状況でございます。 

  周りのところも、やはり職員が常に毎朝、水道

のメーターを見ながら、地盤沈下によって水道管

の接続のところが外れてということで、過去にか

なりの水道料金が発生したということがございま

すので、毎日その部分も確認しながら、そういっ

た危険がないかというところを確認しているとこ

ろでございますので、多分、まず地盤沈下による

工事というところが一番発生してくるのではない

かと思っております。 

  ２点目の男子トイレというところでございます

が、委員さんおっしゃったとおり、１台だけの交

換になっております。 

  六花の職員体制についてというところであった

かと思いますけれども、こちらにつきましては、

平成31年４月１日現在の職員数でいきますと、一

応、常勤と非常勤と合わせて98名という報告を受
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けております。この中に常勤医は、まず内科が１

名、小児科が１名、あと非常勤、先ほど委員さん

がおっしゃったように整形外科の先生が１名、こ

ちらは隔週の土曜日になっておりますので、月に

２回しか来ていただいていないという状況でござ

います。また、この非常勤は内科医が３名がほか

におりまして、この方々は今度月、水、木、金の

ところで診療のほうに入っていただいているとい

う状況でございます。 

  また、介護老人保健施設のほうには常勤の医師

ということでセンター長のイシイ先生のほうに入

っていただいているという状況でございます。 

  そのほかの薬剤師が、非常勤が１名、放射線技

師が常勤が１名、理学療法士が常勤が２名、作業

療法士が常勤が７名、言語聴覚士においては常勤

が１名と非常勤が１名というふうに、あと管理栄

養士が常勤で１名と、看護師においても、常勤が

13名と非常勤が３名、准介護士においては常勤が

１名、介護福祉士が常勤が28名、非常勤が４名、

介護士が常勤が６名、非常勤が１名、相談員が常

勤が５名、事務員が常勤が７名と非常勤が２名、

リハビリの補助が非常勤が２名、運転手が非常勤

が５名ということでの内訳であるというふうに報

告を受けているところでございます。 

  住民の方々に対する意見というところでは、意

見ボックスではないんですけれども、町でもある

ような形で、何かあったときにはそちらのほうに

書いていただいたりとかしているものを、一応皆

さんのほうにも返せるようにしているという報告

は受けたことがございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  確認も含めて、何点か質問したいと思いますけ

れども、保健センターの今後、地盤沈下が問題だ

というふうに今ご答弁をいただきました。恐らく

地盤沈下はこれから永久的に問題になるんだろう

なというような感じがします。お金もかかるのか

なという感じはしますけれども、できる限り維持

管理を十分にやってもらいたいなというふうに思

います。 

  ちなみに保健センターの駐車場、現在、何台確

保しているのかお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、六花の職員体制でございます。今報

告いただきました、若干ふえているのかなという

ような感じはするんですけれども、この中で今、

ご存じのとおり、宮代町は高齢化率が32％になっ

ております。ちなみに65歳以上の人が１万750名

強になっているかと思います。75歳以上の人が

5,432名、ちなみに95歳以上の人が100人、そんな

今、宮代町は高齢化社会の真っただ中にあるんで

すけれども、特に高齢者がいつも聞くのは、六花

に整形外科のドクターが常駐していないと、行っ

たら、きょうはいませんよというような声がたび

たび聞かれるわけです。高齢化社会の中で整形外

科というのは一番今大切なポジションなのかなと

いう感じがしますので、前、質問したら、整形外

科が不足しているというふうな答弁をいただきま

したけれども、整形外科は何としても六花に常駐

してもらいたい。これは多くの町民、特に高齢者

の声がありますので、よろしくお願いしたいなと

いうふうに思います。これは要望になると思うん

ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  ちなみに、六花の駐車場も何台あそこ確保でき

ているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいたご質問にお答え申し上げます。 
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  まず、保健センターの駐車場何台確保している

かということでございますけれども、大変申しわ

けございません、今、正確な数が出ませんので、

後ほど報告のほうさせていただきたいと思います。 

  保健センターにおいては、多分、委員さんもご

存じだと思うんですけれども、隣に図書館と一緒

の駐車場がございまして、こちらについて各それ

ぞれが行事があるときには、それぞれでお話しの

ほうをさせていただきながら、これがあるので申

しわけありませんけれども、今回ちょっととめさ

せていただくようになりますというお話をさせて

いただきながら、図書館のほうにもそちらを両方

で使いながら、一応多くの方にご利用いただける

ようにというところは気をつけているところでご

ざいます。 

  大変申しわけございません、六花においても、

六花の送迎用の車もございますので、それを考え

て何台あるかというところも、後ほど報告させて

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  もう一つ、今、駐車場の話はどこでも出ている

んですけれども、十分な駐車場を確保してもらい

なというふうに思っています。 

  それから、職員の関係なんですけれども、運転

手ということで５名、老健の関係だと思いますけ

れども、送迎の車が町内を行き来しているんです

けれども、この５名の運転手さんの年齢をお聞か

せ願いたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  先ほどのご質問と同じような回答になってしま

うんですが、今この年齢層等について把握してお

りませんので、こちらについても後ほど報告のほ

うさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、92ページの19節負担金補助及び交付金の

不用額の関係で、いつも決算においては不用額の

大きいものについては当初見込みとの関係でどう

だったのかという意味でお聞きしております。ぜ

ひ詳しい説明をお願いしたいと思います。 

  続きまして、92ページの地域敬老会支援事業で

ございます。これについては26ページの成果書に

も載っております。いつも問題になるのは、やは

り成果としては町内自治会の協力によって開催し

た地域では、対象となる高齢者の約４割となる

1,894人の参加をいただいたということで言われ

ているんですけれども、やはり参加できない人も

いるわけで、そういった方に対してどのような参

加をアップするための方策、それと参加できなか

った人はできないで終わっているわけなんですけ

れども、その点について。 

  これは自治会に対して参加を促す意味で、自治

会の協力も必要なんですけれども、やはり町とし

てその辺どのように考えているのか、お尋ねをし

たいと思います。 

  それから、地域敬老会の運営費補助金の見直し

に向けたアンケートを実施したということで、結

果をまとめたということなんですけれども、これ

についてどのように町としては把握し、評価して

いくのか、その点お尋ねしたいと思います。 

  それから、92ページ、高齢者日常生活用具給付

事業なんですけれども、これは非課税高齢者世帯
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を対象に電磁調理器の給付が１件と。これは１件

なんですけれども、なぜこのようになっているの

か。周知のほうはどのようにされているのか、そ

の点についてお尋ねしたいと思います。 

  続いて、同じく低所得者利用者負担対策事業で

ございますが、これは低所得者を対象として負担

軽減の措置ということで対応しているわけなんで

すけれども、前年度より５万円ということですと、

低所得者がふえていないのか、その点どうなって

いるのか。対象者は何人なのか、その点もお尋ね

したいと思います。 

  それから、94ページの災害時要援護者見守り支

援事業というのがありますけれども、具体的にど

のように地域への情報提供をしているのか、その

点についてお尋ねをしたいと思います。 

  それから、衛生費の関係で、決算書109ページ、

110ページの保健衛生総務事業の中で、町医の報

酬が５名から１名に減ったということなんですけ

れども、この辺の理由についてお尋ねしたいと思

います。 

  それから、112ページの予防費の中の不用額が

賃金138万円ございます。それから委託料が303万

3,000円、負担金補助及び交付金87万1,000円とそ

れぞれ出ております。この不用額についてもお尋

ねしたいと思います。 

  それから、116ページの健康相談事業がありま

すけれども、毎週水曜日に保健センターで実施し

ているようですけれども、129件の相談というこ

となんですが、これについてどういった相談が多

いのか、またそれらの解決も含めて、どのような

状況になっているのかお示し願いたいと思います。 

  それから、119ページ、120ページの負担金補助

及び交付金の運営健全化交付金が当初見込みより

下回ったために生じた不用額ということなんです

けれども、これについてももう少し詳しいご説明

をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんのご質問にお答えを申し上げます。 

  まず、決算書の92ページ、特に19節の負担金補

助及び交付金の不用額についてでございますけれ

ども、こちらの263万544円の不用額のうち199万

3,940円は低所得者利用者負担対策事業の介護サ

ービス利用者負担助成金の不用額でございます。

残りの約63万円が地域敬老会支援事業の敬老会運

営費の補助金でございます。こちらの不用額が発

生をしたことについて、見積もりでございますけ

れども、いずれの補助金につきましても、その年

度によって、例えば低所得者の介護サービス利用

者負担の助成であれば、どのくらいな対象者、も

しくはどのくらいのサービス給付利用があるかど

うかということがあらかじめ予測がなかなか困難

だというような状況がございます。 

  また、地域敬老会についても、開催月数や参加

者の見積もりにつきまして、前年度では確実に把

握をすることが難しいということがございまして、

安全なところで見込み額を積算をしている関係で、

これだけの不用額が生じたものでございます。 

  ほかの不用額の大きなところでは、13節の委託

料の74万2,566円でございますけれども、こちら

につきましては備考のところには掲載されており

ませんけれども……。 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） いいですか、

すみません。 

  続きまして、地域敬老会支援事業についてでご

ざいます。成果書では26ページになりますけれど

も、こちらにつきまして昨年度の実施状況という
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ことで、実施自治会数は67自治会で、参加人数が

1,894人ということで、開催した地区の約４割の

方が参加をいただいた状況でございます。 

  その中でも、まだ実施されていない地区が約10

カ所、10自治会ございます。もしくは参加者も全

体にならしますと３割程度ということになります

ので、約７割の方たちがまだ参加をしていただけ

ていない状況でございます。その中には、参加を

したくてもできない人、もしくは地元の自治会が

開催をしていないので、地域敬老会には参加をで

きないというような地区もございます。その人た

ちへの参加することへの支援もしくは参加率をア

ップするための方策ということでございますけれ

ども、健康介護課といたしましては、地区連絡会

等に参加して各区長さん、自治会長さんにお願い

をして、できるだけ早いうちに未実施の自治会に

つきましては地域敬老会を実施できるような方向

で進めていただけるようにお願いに上がっている

ところでございます。 

  また、そのほかの未実施の地区につきまして何

が問題なのかということでアンケートを実施をさ

せていただいたところでございます。そのアンケ

ートの評価ということにもつながりますけれども、

これまで地域敬老会を開催されていない地区につ

きましては、どうして敬老会が開催できなかった

のかという理由をお尋ねをしております。その中

では、「地域敬老会を開催するということで地元

の機運がなかなか盛り上がってこない」、「地域

敬老会を開催しなければならない理由が理解でき

ていない」、もしくは「理解をできていないから

地区の皆様にも働きかけがなかなかできない」と

いうようなことがございます。もしくは「開催を

する適切な場所がない」や、「準備をする人手が

足りない」というような意見が出されております。 

  そのようなことを解消するために、なるべく近

隣の自治会と共催で開催する、もしくは少し離れ

たところの自治会館等を借りて開催するような方

法もご案内を申し上げて、地区の自治会への働き

かけもしているところでございます。 

  そのようなことをしていって、なるべく早いう

ちに未実施の地区につきましても敬老会が実施が

できるような状況に、支援を引き続きしていきた

いというふうに考えております。 

  続きまして、高齢者の日常生活用具の給付事業

でございますけれども、昨年度は電気調理器の１

件の給付がございました。こちらにつきましては

給付として電磁調理器がおおむね65歳以上であっ

て、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要

な低所得の方が対象になります。また、給付で、

ほかの品目といたしましては、火災報知器や自動

消火器がございます。こちらにつきましてもおお

むね65歳以上の所得の少ない高齢者世帯の方が対

象でございまして、その中でも要介護及び要支援

の認定を受けた方がいる低所得の高齢者世帯に対

して日常生活の給付をするものでございます。そ

のようなことから、ここ何年も利用状況がなかな

か上がってこないということでございます。 

  26年に１件の給付、また貸与が１件、27年度は

給付が１件、28年度も１件でございました。29年

度は給付の実績がございません。30年度が１件と

いうことで、ずっとそのような状況で来ておりま

すけれども、こちらにつきましても、ほかの事業

と同様に、パンフレットや窓口での案内、もしく

はホームページ等に掲載をして、サービスの推進

をしているところでございますけれども、なかな

か事業利用の対象になる人がいないというような

状況が続いております。 

  続きまして、低所得者の利用者負担対策事業で

ございますけれども、こちらにつきましては平成

30年度は支給対象者282人で、支給総額520万
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6,060円ということで、平成29年度に比較して支

給総額は４万5,710円増えて、支給者数は１人減

っているという状況でございます。こちらにつき

ましての周知方法でございますけれども、ほかの

サービスと同様にホームページ等で周知もしくは

パンフレットの配布にあわせて、前年度の対象者

の方への個別の通知を行っております。申請の勧

奨をしているところでございます。 

  こちらにつきましては、事前に対象者になるか

どうかということがなかなか把握できないという

関係がございますので、前年度の対象者への個別

勧奨通知もしくは全体への案内というような方法

をとるしか方法がないということで、そのような

方法で実施をしているところでございます。 

  続きまして、災害時要援護者の見守り支援事業

でございますけれども、こちらにつきましては平

成30年度、昨年度から平成25年の災害対策基本法

の改正を受けて実効性のある避難支援等がなされ

るように、平成30年４月に避難行動要支援者の支

援制度として全体計画を策定して、本人の同意を

得て避難支援関係者等に情報の提供をすることと、

改めて平成30年度中に要配慮者になった1,213人

の対象者に意向確認を行って、555人の方から情

報提供への同意をいただいて名簿を作成をしたと

ころでございます。 

  それにつきましては、事業の周知といたしまし

て、各地区の地区防災会が一堂に会する地区防災

会の連絡会議に出席をさせていただいて事業の説

明をさせていただいて、または個別避難の支援プ

ランの策定を推進するために自主防災組織連絡協

議会で代表者に説明をさせていただいたところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問にお答え申し上げます。 

  まず、１点目、保健衛生総務費のところで委託

料、町医の分が減った理由というところでござい

ますけれども、こちらにつきましては町の予防事

業というか、乳幼児健診のときに４カ月児、10カ

月、１歳６カ月、３歳児健診のときに医師会の先

生方に来ていただいて診察のほうをお願いしてい

るんですけれども、今まではその医師会の先生方

を輪番で回していただいていたんですけれども、

かなり診療の合い間に来ていただくのが大変とい

うことがございましたので、六花のイシイセンタ

ー長のほうに今１人でお願いしているという状況

になりましたので、今までお支払いしていた年額

の報酬というのが払わなくてよくなったことによ

って生じた不用額でございます。 

  あと、112ページからの予防費のところの不用

額というところでございますけれども、まず賃金

なんですけれども、賃金におきましては、昨年度

から子育て包括支援センターを開設させていただ

いたところでございますけれども、こちらに常に

保健師ですとか助産師とかを常駐、フルにいてい

ただくような形での賃金のところを予算で確保さ

せていただいたところだったんですけれども、た

だ、お願いしている方々がいらっしゃれる日にち

が思ったより少なくて、結果的には、そのいらっ

しゃらない日にちについては常勤の保健師が対応

させていただいていますので、穴をあけていると

いうことではなく、不用が生じた不用額でござい

ます。 

  あと、委託料につきましては、成果書の142ペ

ージのところにもあるんですけれども、子宮頸が

んと乳がん検診というのが平成28年度から平成29

年度に結構ふえてきて、その自然増で、やはり平

成30年度に多くなるんではないかと見越していた
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ところだったんですけれども、結果的にはここで

減ってしまったので、各検診においても若干平成

29年度の実績から減ってしまっていることによっ

て生じた不用額でございます。 

  負担金のところの不用額というところでござい

ますけれども、こちらにつきましては、母子保健

事業のところでお支払いしているものなんですけ

れども、妊婦健康診査の委託料の補助金というこ

とで、契約している医療機関以外のところで妊婦

健診を行った方々においては、後ほど償還払いで

補助金としてお支払いしている部分があるんです

けれども、そちらが予想より下回っていたことに

よって生じた不用額でございます。 

  あと、相談件数の129件の内訳というところで

ございますけれども、まずこちらにおいては、主

な相談というところでは精神保健に関する相談が

非常に多い内容になっております。こちらにつき

ましては面接ですとか電話が多かったりとかとい

うことで、非常に解決は難しい状況なんですけれ

ども、医療機関とか福祉サービスにつなげたりと

かということで、面談等を繰り返して問題解決に

向けているところでございます。 

  また、そのほかにも毎週水曜日の健康相談とい

うところがございますけれども、こちらについて

は乳幼児の相談が非常に多くて、身体計測ですと

か、子育ての栄養ですとか発達とか、そういった

ところが非常に多いんですけれども、あとまた、

お母さんの子育て期のメンタル面というんでしょ

うか、精神的な部分についてのご相談だったりと

かというのがあるんですけれども、平成30年度に

おいてはここが43回あったんですけれども、実人

数が312名で、延べ人数としては913名の方がご利

用されている状況でございます。 

  あと、健全化交付金というところでございます

けれども、こちらについては算出したときの計数

のミスでございまして、結果的には、後から正式

なものを出させていただいたときに金額のほうが

少なかったというところでしたので生じた不用額

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤です。 

  それでは、確認しながら質問させていただきた

いと思います。 

  まず、地域敬老会支援事業の件であります。こ

れは92ページ、成果書では26ページです。 

  地区連絡会にお願いをして参加を促すようにし

ているということなんですけれども、アンケート

を実施しての関係ですけれども、大変ですよね。

参加できない方は病気だとか、あと、こういう皆

さんのいるところに出られない方もいらっしゃる

かもしれませんが、それ以外だけでも地元の機運

がないとか、理解がされていない、それから場所

とか人手がない、そういう理由なんですよ。これ

は共催と言ってもなかなか難しいんじゃないでし

ょうか。近隣とはいうものの、ほかの自治会と共

催というのはなかなか難しいと思うんです。これ

は成果としては高齢者の約４割というふうに言っ

ているんですけれども、うちの自治会もやはり半

分ぐらいなんですよ、参加対象の。なかなか難し

いし、やはり主催するほうは、何回も決算のたび

に出ますけれども、もう自分たちがお祝いをして

もらいたい方がお祝いをしなければいけないとい

う、そういった状況がある中で、これをさらにど

うやって増やしていくのかという問題なんですけ

れども、先ほどの答弁では、これといった答弁が

なかったんですけれども、これだけアンケートを

とってこういった実態があるわけなので、それを

さらにどうすればいいのか、その点ではどうなん

でしょうか、もう一度お願いしたいと思います。 
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  それから、もう１点は、節目、節目に商品券の

贈呈があります。これをもらった方がお金ではな

くて商品券を贈呈されるんで、これに対する不満

みたいのは、もちろん町とか、私どもも、地元商

店街の活性化もありますし、そういう点からも考

えての商品券の贈呈だと思うんですけれども、こ

れに対する評価はどういうふうに把握されていま

すでしょうか。 

  中には、商品券で買いたいものを買えないとい

ような、そういった方もいらっしゃるようなんで

すけれども、それはもうごく少ないのでしょうか。

どういうふうに把握していますでしょうか、お尋

ねしたいと思います。 

  92ページの高齢者日用生活用具給付事業、低所

得者利用者負担対策事業、これ以上の答弁はない

と思いますので、これについては結構でございま

す。 

  それから、94ページ、災害時要援護者見守り支

援事業なんですけれども、現在、550人の方から

情報提供を受けて、これは先ほどの答弁ですと、

代表自治会というか、各地区防災会に参加して代

表者に説明しているだけということなんですけれ

ども、そうすると、平成25年の法改正では実効性

のあるというようなことも求められている中で、

ただ代表者の説明をしているだけ、こういう方か

らこういう方がいるというだけで、情報提供だけ

町のほうからしている。しかも、個人情報の関係

からも非常にデリケートな問題だと思うんですけ

れども、かといって実際災害が起きた場合は現状

のままでいいのかという課題もあると思うんです

けれども、そういった点では実効性のある情報提

供になっているのかどうかという点では、これは

自治会のほうも、こういう方がいると言われても、

多分聞き置き程度だと思うんです。実際そういう

ふうな声も聞こえるんですけれども、じゃ、いざ

という災害が起きたときには、本当にこういう

方々は助けられるのかどうか。本当に実効性があ

ると言っちゃうと、一人一人に誰がついてとか、

そういうふうにしなければ。そういうことも求め

られるんだと思うんですけれども、現状のままで

いいのかどうか、もう一度お尋ねしたいと思いま

す。 

  それから、衛生費のほうで110ページの報酬の

不用額なんですけれども、町医が５名から１名に、

いろんな事情でこういうふうな形になったという

ことなんですが、そうすると、先ほど六花の個人

名も言いましたけれども、今後は六花にこれはず

っとお願いしていくということで理解してよろし

いんでしょうか、その点だけお尋ねしたいと思い

ます。 

  あと、予防費についても結構です。 

  それから、116ページの健康相談事業について

でありますけれども、延べで129件の相談で、延

べ人数913なんですけれども、そうすると、乳幼

児と個別健康相談を実施している割合というのは

どういうふうになっているんでしょうか。両方合

わせて雑駁に延べ129件、913人ということなんで

すけれども、内訳については、先ほど精神検診、

これについては医療機関へということなんですけ

れども、この辺はどういうふうになっているんで

しょうか。乳幼児が312人、この913人から312人

について相談を引けば、あとのものになるんでし

ょうか、その点もう一度、すみません。 

  それから、119ページ、120ページの19節負担金

補助金及び交付金、これは単純な計数のミスとい

うことですと、見積もりがミスによって違ってい

たということになってしまうんですけれども、な

ぜこういうふうな計数のミスになったのか。珍し

いと思うんですよね。普通は、先ほどから前のほ

うに不用額については予期できないものがあると
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いうことなんですけれども、計数のミスというこ

とを随分言われましたけれども、どうしてそうな

ってしまったんでしょうか、その点、最後にお尋

ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４８分 

 

再開 午後 ５時１３分 

 

○委員長（丸山妙子君） では再開いたします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんからの再質問にお答えを申し上げ

ます。 

  まず、地域敬老会支援事業についてでございま

す。 

  アンケート結果の課題をどのように解消してい

くのかということでございますけれども、アンケ

ートの中にはいろいろな先ほども申し上げたよう

な、機運が盛り上がらない、もしくは場所や人手

が不足しているというような意見がございました。 

  地域敬老会支援事業につきましては、後期実行

計画の成果目標の中で、成果目標の中でというか、

成果目標を何らかの敬老事業を全ての地区で実施

していただくということを成果目標にしておりま

す。そのことから、アンケートの中でも地区で独

自のお祝いをやっているかとかいうことも聞いて

おります。それの結果につきましては、地域敬老

会を開催した上で独自のお祝いもやっているとい

うようなところが15カ所、地域敬老会は未開催だ

けれども、独自のお祝い、記念品の配付等をやっ

ているというところが４地区ございました。また、

開催をして独自のお祝いは特にしていないという

ところが52地区、敬老会もお祝いもなしというと

ころが６地区ということになっております。 

  そのような関係から、今後は全ての自治会にお

いて何らかのお祝いをしていただけるような形に

支援をしていく必要があるのかなというふうに考

えていることから、できる限り地域敬老会の開催

並びに独自のお祝いができるようであれば、やっ

ていただければということでご案内をして、また

支援もしていきたいというふうに考えております

ので、そのような支援もこれからどのような支援

をしていくのかということで検討していきたいと

いうふうに考えております。 

  また、節目の年の祝い金についての不満等でご

ざいますけれども、買いたいものが買えないとか

いうような委員さんがおっしゃったような、特に

不満というのは今まで直接受け付けたことはござ

いません。逆に、どちらかというと好意的な反応

が幾つか寄せられておりまして、ことしの祝い品

の交付につきましても、先日、99歳になる方の息

子さんからお手紙をいただきまして、その方が敬

老祝い金を送っていただいてありがとうございま

すと。またその99歳のおばあちゃんにつきまして

は、今、介護が必要というような状況なので、介

護用品の購入に充てたいと思っておりますという

ようなお手紙もいただいております。ほかにも電

話で祝い金が届いたということについてお礼をお

っしゃられる方が数件ございました。 

  続いて、災害時の要援護者見守り支援でござい

ますけれども、昨年度から災害時要援護者制度か

ら避難行動の要支援者要支援制度ということで制

度を変えまして、全体計画を策定して対象者の情

報提供の意向確認を行ったところでございます。

それで地域の自主防災会の代表者会議に参加をし

て、これからはその情報提供の名簿を活用して個
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別支援プランを策定していただくようにというこ

とでお願いをしたところでございますけれども、

なかなか代表者の方だけの説明だと、地域への浸

透もしくは自主防災会の会員の方たちまで行き渡

らないということもございます。そのようなこと

から、今後は自主防災会のほうにお声をかけてい

ただければ、ぜひ行って、そちらの自主防災会の

ほうで説明もしくはご案内をさせていただきたい

というふうに考えております。 

  一番最近では、結構熱心に取り組んでいるとこ

ろもございまして、和戸地区の自主防災会につき

まして、11月になりますけれども、自主防災会の

集まりに行って個別支援計画の策定の方法等の説

明をさせていただきます。同じように、今後は各

地区に出向いていって、できる限り早い段階で個

別支援プランを策定していただけるような状況が

つくれるように働きかけをしていきたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問にお答え申し上げます。 

  まず、保健衛生総務費の報酬でございますけれ

ども、こちらにつきましては基本的にはお１人で

お願いできるような状況であれば、継続してお１

人にお願いしたいとは思っておりますけれども、

いろいろな事情が出てきて難しいとなってきたと

きには、改めて町の医師会の先生方にご協力を仰

いでいきたいというふうに考えております。 

  あと２点目ですけれども、健康相談のところな

んですけれども、こちらちょっと１点修正をお願

いしたいと思います。先ほど私がちょっと数のほ

うで実人数が312名、延べ人数が913名というふう

に申し上げたんですけれども、ちょっと私、手持

ちの資料のほう段のほうを間違えておりまして、

実際には304名の実人数に対して延べ人数が888で

ございます。こちらのほうに訂正をお願いしたい

と思います。 

  あと実際の相談のところでございますけれども、

委員さんのほうがおっしゃった129件というとこ

ろなんですが、こちらについては大人の方々とい

うところになります。先ほどの304名と888名とい

うのはお子さまの方々になりますので、あとはま

た…… 

〔発言する人あり〕 

○健康増進室長（竹花 治君） 成果書が、大変失

礼いたしました。141ページですね。 

  こちらのところで、上から２つ目のところの健

康相談というところが304名と、延べ人数が888名

というふうになっております。こちらにつきまし

ては、お子様方が身長とか体重とか先ほど乳幼児

の相談というところでいらっしゃる方々の人数に

なりますので、実が304名ですので、延べに換算

するとお１人で何回もいらっしゃっている方々も

いらっしゃいますし、そうでなく１回とかで終わ

っている方々もいらっしゃるというところでご理

解いただきたいと思います。 

  また、健全化交付金のところでございますけれ

ども、こちらにつきましては、地方交付税に計数

を掛けてというところで計算する方法で行ってい

るんですけれども、その計数のほうの更新がなさ

れていなかったことによって生じたものでござい

ます。今後、二度とないように気をつけてまいり

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再々質問をお願いしたいと思います。 

  まず、地域敬老会支援事業、92ページの関係で
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す。 

  これについて、今後の計画では、自治体独自の

お祝いを開催できるように支援していきたいとい

うことなんですけれども、なかなかさっき言った

理由などもありますし、特に場所については、

年々増えているわけですよね。また、増えるよう

にしているわけですから。こういった点では時期

をいろいろ変えてやる自治会もあるんですけれど

も、そういった点では大丈夫なんでしょうか。そ

の辺も心配されますし、それから支援したいとい

うことなんですけれども、具体的にはどういうふ

うに支援をしていくのか。例えば、もう進んでい

るところ、それから大変喜ばれているところもあ

ると思うんです。そういった点での教訓なんか町

のほうできちんと押さえているから、そういうふ

うな支援というか指導というかをやっていくのか。

その点では、やはり参加をどうかち取っていくか

というところでの知恵を発揮していかなければい

けないと思うんですけれども、その点では何らか

の独自のお祝いをできればいいんだということで

やっていくのか、それか全くこういうふうに６地

区は全くないわけですよね。こういうところの自

治会長さんのやはり負担というのも、すごく重い

と思うんですけれども、やはり地域の知恵も図れ

ない、そういうところへの支援というのはどうい

うふうにやっていくのか、その点もあわせてお尋

ねしたいと思います。 

  それで、ちなみにこの75歳以上の対象者、これ

は決算では成果書でわかるんですけれども、現時

点、今年度はさらに増えていくのかなと思うんで

すけれども、対象人数、それから100歳以上の人

数も複数、十何人いるというふうな話も聞いてい

るんですけれども、正確な現時点での人数も参考

まで、あわせてお示しいただきたいと思います。 

  続きまして、94ページの災害時要援護者見守り

支援事業なんですけれども、現状のままでいいの

かということでお聞きしたんですけれども、具体

的な支援を出向いていって働きかけたいというこ

となんですが、これも大変ですよね。例えば代表

者だけにしか説明をしていないような自治会ある

いは防災会。この代表者も大変だと思うんです。

個人情報の関係から、自分だけで抱えるわけにい

かないし、かと言ってみんなにも周知しなければ

いけない、それは先ほどから言っているように、

いざ災害が起きたときに実効性のあるような行動

にしていかなければいけないし、そういう点では

非常に難しいのかなというふうに思います。具体

的な支援というのは、自治会のほうから言われて

出ていくのか、それとも町のほうから積極的に出

向いていくのか、その点もどうなっているのか。 

  これまでは、いざという災害がありませんので、

幸いあれですけれども、そういった点ではどのよ

うに考えているのか、具体的にお示しいただきた

いと思います。 

  続いて、保健衛生総務費の町医については、当

面そういうふうな考えということでわかりました。 

  それから、健康相談事業についてもわかりまし

た。数字が違っていたようなんですけれども。 

  ちょっと待ってください。はい、わかりました。 

  それから、最後の19節の負担金補助金及び交付

金についても、計数の単純なミスだったようです

ので、わかりました。 

  では、今の以上の点について、もう一度お尋ね

いたします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再々質問にお答えを申し上げます。 

  まず、地域敬老会支援事業でございますけれど

も、これからの具体的な支援の方法でございます
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けれども、やはりどうしても敬老会を開催するた

めに場所の問題等があって、なかなか参加できな

い、しにくい地区があることも承知しております

ことから、できる限りその近くの地区で使えそう

な集会施設等の案内を町のほうで、町をして開催

をできるような状況、もしくはその開催について

のいろいろな具体的な方法がなかなか計画できな

いというような地区につきましても、具体的に余

興を請け負ってくれる方等の案内等も、今よりも

積極的にしていきたいというふうに考えておりま

す。また、独自の何らかの敬老事業につきまして

も、敬老会は開催できなくても、それなりの対象

者の方に配付をするというようなことであれば、

その辺についての補助金の見直しも図っていかな

ければいけないのかなということでございます。

その辺に具体的に取り組んでいって、そういうふ

うな改善を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  次に、災害時要援護者の支援制度でございます

けれども、こちらにつきましてももっと具体的な

支援ということで、地域に出向いていって、今も

う既に個別支援計画、個別支援プランを策定して

いる地区も18地区ございます。また、名簿の提供

をしている地区も38地区に名簿を既に提供してい

るわけでございますけれども、なかなか個別支援

プランの策定まで至らないというような地区、こ

の辺をもう一度整理をして優先順位をつけて、名

簿は提供は受けているんだけれども、まだ個別支

援計画の策定に着手できない、もしくはまだ名簿

の提供も受けていないというような地区に優先順

位をつけて、積極的に町のほうから声がけをして

いきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

  すみません。答弁漏れがございましたので、追

加をさせていただきます。 

  現時点の敬老会の対象者でございますけれども、

正確な人数についてはちょっとあれなんですけれ

ども、平成30年度5,241人ということで、平成29

年度は4,894人、その前の平成28年度が4,559人、

その前の27年度が4,222人ということで、毎年300

人程度増加をしてきております。今のところ傾向

としては、このような傾向が何年か続くというこ

とから、平成31年度、現年度は、5,500人程度の

対象者になってくるかと思います。また、100歳

以上の高齢者につきましても、現時点で10名の方

が100歳以上という状況でございます。一時は14

人くらいまでふえたことが…… 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 10名でござい

ます。現在100歳以上が10名でございます。 

  一番多いときは16、７人になったときがあるん

ですけれども、やはり増減がございますので、本

年度は10人ということでございます。 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 今年度の100

歳以上の対象の高齢者でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。丸藤でございます。 

  １点だけなんですけれども、災害時要支援者見

守り支援事業、94ページ、これは大変だなと思い

ます。いざという災害が来たときには、来なくて

も、現状のままではいいのかというとやはり心配

ですし、それは各自治会によって、防災会によっ

てもまちまちだとは思うんですけれども、やはり

代表者、現状は代表者が町のほうから言われて把

握して、それをどうしたらいいかというのは、や

はりいいところではまだ役員に分散して、個人情

報だからきちんとしてほしいということは言いつ
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つも、役員さんに言っても、それ以上はまだでき

ないのかな、それが普通なのかなというふうに考

えた場合、やはりいざ災害が起きたときにはどう

したらいいのか。 

  東北では、大きな火災があって、食堂から出た

火災で、あそこの事故では１人も被害者がいなか

ったと。どういうふうにされているんだろうかと

思うくらいなんですけれども、これから災害、よ

く言うんですけれども、向こう30年以内に70％く

らいの確立で首都圏直下型の地震が来ると言われ

ています。それを地域でというのも難しいのかも

しれませんけれども、そのための見守りだと思う

んです。やはり少しでも被害者が出ないようにと

いうことから出ていると思うんですけれども、現

状では町のほうがどういうふうに出向いていくの

かということなんですけれども、その末端のこと

を考えれば、それらについては本当にどういうふ

うにしていくのか、これ以上の答弁あるんでしょ

うか、先ほどの答弁以上。その点だけ、あればお

聞きします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんからの質問にお答えを申し上げま

す。 

  まず、災害時の避難行動の要支援者支援制度で

ございますけれども、本当にいつ来るかわからな

い災害に対応するために、地域での顔の見える関

係づくりを引き続き進めていく所存でございます

けれども、具体的に地域への説明につきましては、

今後ぜひ出前講座等も設定をして、地域の自主防

災会やそのほかの地域での集まりに行って、避難

行動の要支援者支援制度、また個別支援プランの

策定について具体的な方法等について皆さんに説

明がしていけるような体制を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 簡単なもので、すぐ終わ

ります。 

  健康教育事業の116ページ、成果書143ページの

宮代健康マイレージ事業ということで、1,893人

参加者人数とあります。その中で健康教育のその

他報償費63万円というのがございまして、これ具

体的にわかる数字があったら教えていただきたい

のと、それから19節の負担金補助及び交付金41万

8,000円、これはどんなふうでこの額になったの

か、お伺いします。 

  それから、決算書120ページの福祉医療センタ

ー運営事業、13節の医療介護環境調査業務委託料

というのが入っていますが、これの結果というか。

これがどうなっているか、お伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  まず、いただいた質問にお答え申し上げます。 

  まず、マイレージ、健康教育の成果書の143ペ

ージのところなんですけれども、その他の報償費

のところでは、参加者の方々に歩いた歩数8,000

歩以上で健康診査を受けられた方々に2,500円の

券、8,000歩以上で健診未受診者の方に2,000円の

券、5,000歩以上で8,000歩未満の健診を受診され

た方に1,500円の券、5,000歩以上8,000歩未満の

健診未受診者の方に1,000円の券というところで

お配りさせていただいたところですけれども、合

計が716名の方々にお配りしております。 

  内訳でございますけれども、健診を受けて

8,000歩以上歩かれた方々が340名、健診は受けて
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いないけれども8,000歩以上歩いた方が147名、

5,000歩以上8,000歩未満の健診の受診をされてい

る方が135名、5,000歩以上8,000歩未満の未受診

者の方というのが94名でございます。 

  あと、２点目の負担金のところ、41万8,000円

はどういう計算なのかというところでございます

けれども、こちらにつきましては、県のほうのマ

イレージに参加した段階で、利用者割、均等割、

人口割というようなところでの計算式がございま

して、こちらが決められた金額として出てまいっ

た金額でございます。 

  こちらについては、大もとの金額というのが埼

玉県とドコモとの契約があるようでございまして、

その金額によって上下はするんですけれども、宮

代の場合は利用者割というところではもう既に

1,000人を超えていますので、基本的には上限額

というのは決められた金額になってはいるんです

けれども、ただ委託料の金額が毎年若干変わって

きてしまいますので、同じ金額で推移するかとい

うと、そこは若干毎年微妙に変わってくるという

ところがございます。 

  あと、３点目、決算書の120ページのところ、

福祉医療センターの運営事業のところの環境調査

というところですけれども、こちらにつきまして

は一応昨年度において実際に近隣の状況とかいろ

いろな医療環境とか介護環境とかの調査が全部終

わりましたので、それをまとめていただきながら

今年度はその結果をもとに、今後どういうふうな

方向性に決めていくべきかというところを検討す

るという状況になっておりますので、今回の定例

会の中でその結果、こういった形の結果になって

おりますというところをお示しできるように今、

準備を進めているところですので、ご理解いただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  今、医療センターのほうは今回の定例会、この

９月定例会が終わるくらいのときに見せていただ

けるというか、それと今のは健康マイレージのほ

うなんですが、1,893人のうちの716人がそれぞれ

何かしらの報償をいただいたと、意欲が、頑張れ

るなというふうな結果がよくわかりました。それ

で、これ国保のほうでも負担金というのを出して

いるかと思うのですが、国保と一般会計との出し

方というか、どういう予算というか決算もそうで

すけれども、どんなふうに立て分けているのかと

いうことをお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  まず、いただいた質問にお答え申し上げます。 

  クオカードのところにつきましては、まず国保

の加入者の方々というのは国保連合会との調整も

あるんですが、中に加入者であるか加入者でない

のかというのがわかるような仕組みになっており

ます。ですので、申し込まれた段階で保険証を添

付したりというところで、国保の方なのかそうで

ないというところは確認もとれておりますので、

それをもとに国保と、どれぐらいの割合で参加し

ている方々がいて、どれぐらいの方々が多分クリ

アできるだろうというところで案分をさせていた

だきながら、予算のほうについては確保させてい

ただいたところでございます。 

  もう一つが、福祉医療センターの環境調査でご

ざいますけれども、こちらについてはこの定例会

の最中に昨年度に実施した結果というところをお

示しできるように準備をしているところでござい

ます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  国保との関係というのは、ごめんなさい、負担

金、県のほうに出す健康マイレージ負担金の割合

というか、その予算上そっちのほうです。クオカ

ードじゃなくて。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  そちらの負担金のところでございますけれども、

実際の国保の方々と社保の方々というか、それ以

外の方々の割合というのも全部わかっていますの

で、そこをもとに決められた町に負担金として請

求が来ている41万8,000円というところの前の段

階の金額を負担して計算をさせていただいて、そ

れぞれがお支払いするというような形で行ってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最初に、決算書の90ページ、13節の委託料の不

用額についてでございます。 

  説明では、養護老人ホーム等への入所措置など

を行うとなっているということで、平成30年度が

該当する事案がなかったということなんですけれ

ども、該当する事案ということなんですけれども、

これは申し込みもなかったんでしょうか。申し込

み人員がもしわかれば、その中で該当しなかった

ということなんでしょうか、そのことをちょっと

まず最初にお願いします。 

  それから、92ページになりますが、高齢者の健

康づくり支援事業でございます。 

  町民グラウンドゴルフ大会を５月に開いた、こ

れは当然高齢者の健康づくりのために大切な事業

だと思います。ただ、３年間見ていると189人か

ら184人、そして今回は156人と、ゲートボールの

ほうでは平成28年が23人、平成29年が16人という

ことですか、今年は雨で、平成30年度は雨ででき

なかったということなんですけれども、これ年々

減っていますね。これは町のほうの宣伝というの

はどういうふうに、こういう大会を開くにも、積

極的にそれは加担しているんだと思いますけれど

も、どのような宣伝の仕方というか、やっている

のかどうかお願いします。 

  それと、131ページになります。説明書の131ペ

ージ、宮代健康福祉プラン策定事業でございます。 

  この平成27年から平成29年を期間とする第６期

の宮代健康福祉プランの事業評価を行ったという

ことなんですけれども、それと平成30年度から令

和２年度の計画期間とするのをやるということな

んですけれども、この評価というんですか、どの

ようにやって、どのようにこの評価を次のあれに

持っていったのか、できれば教えていただきたい。

詳しく説明をしていただきたいと思っております。 

  それと、これは県の仕事なんですけれども、ア

クティブシニアの社会参加支援事業です。 

  いろんなコンピューターのあれだとか、いろい

ろやっていると思います。これ、埼玉県の100％

の事業だと思うんですけれども、これは予想で結

構です、埼玉県としてずっと続けていくものなの

かどうか、これから先も。宮代町はどのように考

えていますか、それ県のことだからわからないよ

と言われればそれまでなんですけれども、どうい

うふうに考えているのか、お願いします。 

  それと、衛生費のほうなんです。決算書の110

ページになります。 

  町医の報酬はわかりました。ただ、保健センタ

ーの電気事業者、供給業者、変更ということで説
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明されたんですけれども、このなぜ変更したのか、

また、これ安くなったからだと思うんですが、ど

こからどこの業者に移ったのか。聞いたことある

ような感じするんですけれども、ちょっと物忘れ

したので、もう一度お願いしたい。 

  それから、電話料が当初の見込みより上回ると

いうことで説明はされました。しかし、平成30年

度で23万1,760円、しかし平成29年度では22万

9,000円なんです。１万円くらいですか。１万円

ちょっとですね。これで上回ったという、予算と

の関係でどうなのかなと思って。これ説明するよ

うなことがあったのかなという感じがするんで、

ほかに利用したということですけれども、どうな

んでしょうか、その辺の説明をお願いします。 

  それと、健康診査、114ページ、健康診査事業

でございます。 

  これでいろんな病気、再診されて、もう一度診

てほしいということでいろんなことやっています

けれども、これによって病気の早期発見というの

がどのくらいになっているのか、ちょっとお聞き

したいなと思っております。特にがん検診で何人

くらいが見つかったのか、お願いします。 

  それから、116ページになります。不妊治療費

助成事業です。これも埼玉県の事業だと思います

けれども、この不妊治療に対しては時間とお金が

かかるんですよ。いろんな人から聞きましたけれ

ども、時間とお金がかかる。５年間で本当に大丈

夫なのかと不安に思っている人がいます。実際に

５年間治療を受けても子供ができなかった。子供

が欲しい人にとっては大変なことだと思います。

このことについて、ほかの自治体ではどういうふ

うにこの制度、県だけではなくて町としても、市

としてもやっているのかどうか、町はどういうふ

うに思っているのか、その辺のところをお願いし

たいと思います。 

  この予算というのは大事なことだと思います。

ぜひ、もしほかの自治体で予算を組んで特別にや

っていますよというんだったら、増やしてほしい

なと、これは私の希望です。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんからの質問にお答えを申しあげま

す。 

  まず、老人福祉施設措置委託事業でございます

けれども、こちらにつきまして平成30年度も措置

の必要なケースがなかったことから、実績がゼロ

ということになったものでございます。 

  こちらにつきましては、65歳以上の者であって

環境上の理由及び経済的理由により居宅において

養護を受けることが困難な者を措置入所をさせて

養護をするというものでございます。そのような

ことから、特に申し込みがあれば、そのままスト

レートで入所できるというようなものではござい

ません。 

  昨年度１件の相談がございました。その結果、

措置委託という方向で進んだわけでございますけ

れども、その方については透析をしているという

ことで、医療的なケアが必要な方について、養護

老人ホーム等で受け入れることが困難だという理

由で措置入所ができなかったという状況でござい

ます。 

  続きまして、高齢者健康づくり支援事業でござ

いますけれども、昨年度まで町民グラウンドゴル

フ大会と町民ゲートボール大会を開催してきてお

りました。昨年度の実績は成果書にあるとおりで

ございます。昨年度はいずれの大会とも参加者が

減少したということになったわけでございますけ

れども、こちらのＰＲにつきましては、それぞれ
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大会の運営を、グラウンドゴルフ大会は町のグラ

ウンドゴルフ協会、ゲートボール大会につきまし

てはさわやか連合会、老人クラブ連合会のほうに

運営を委託いたしまして、高齢者の意向が反映さ

れるような大会にしていくということでやってい

るものでございます。こちらの参加の受け付けと

いうかＰＲでございますけれども、広報等で町民

に広くお知らせをして参加を募っているわけでご

ざいますけれども、去年はゲートボール大会は雨

のため中止というような結果になりました。グラ

ウンドゴルフにつきましても、その近くに近隣の

協会の大会があったりすると、なかなか参加者が

減ったり、もしくは個人的な都合によって参加者

については影響を受けることもございます。ゲー

トボールについては、年々競技人口が減少してお

りまして、なかなか参加をするチームがないとい

うことがございましたので、さわやかクラブ連合

会と話し合いの結果、本年度、令和元年度からは

競技を変えまして輪投げ大会ということで、進修

館を会場に開催したところでございます。そちら

のほうにつきましては、140名ぐらいの方に参加

をしていただいて、またにぎやかな大会が戻って

きたなというふうに感じております。 

  続きまして、宮代健康福祉プランの策定事業で

ございますけれども、こちらも成果書にあるとお

りでございますが、昨年度は第６期計画、平成29

年度の最終評価と新たな第７期計画の平成30年度

の目標設定と中間評価を実施したところでござい

ます。こちらは、上にある宮代健康福祉事業運営

委員会の高齢者部会で進行管理を行っていただい

ておりまして、そちらの委員さん方からいろいろ

な意見が出されてきております。その意見につき

ましては、町のほうでその後確実に処理を行いま

して、次期の計画の策定に生かしていくというよ

うなサイクルで進めております。 

  続きまして、アクティブシニアの社会参加支援

事業でございます。 

  こちらにつきましては、元気な高齢者がこれか

ら地域活動への参加をすることによって地域の担

い手として活躍していただくために、県の10分の

10の補助金、アクティブシニア社会参加支援事業

費の補助金を活用して29年度から実施したもので

ございますけれども、こちらにつきましては、県

のこれからの事業の継続ということについては、

町としては今のところ把握してございませんけれ

ども、町といたしましては、補助金を活用してや

る事業は３カ年の限定の事業でございますので、

平成29年、平成30年と令和元年度という３カ年は

補助金を活用して実施をしていきますけれども、

その後は引き続きできる限り継続性を持って事業

を継続していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問にお答え申し上げます。 

  まず、１点目、保健衛生総務費の電気料のとこ

ろなんですけれども、こちらにつきましては町の

ほうで一括で契約という形にはなっておりますの

で、東京電力のほうから丸紅のほうに変わったこ

とによって金額のほうが抑えられているというと

ころでご理解いただきたいと思います。 

  ２点目、電話料についてというところなんです

けれども、こちらにつきましては昨年度健康増進

計画等を策定しているというところと、あとはま

た、先ほど委員さんからの質問にございましたよ

うに、成果書144ページのところ、健康相談事業

129件、精神保健に関する相談が非常に多いとい

うところでお話をさせていただいたんですが、や

はりこういう方々については１件当たりの時間等



－１９３－ 

も結構かかったりしますので、そういったところ

で増えているというふうな認識をしているところ

でございます。 

  あと、がんの発見数というところでございます

けれども、こちらについては固まっている数字と

いうのは、がん統一集計というところの数字にな

るんですけれども、それでいくと、最新版が平成

29年度になります。こちらにつきましては、平成

29年度が乳がん検診でがんが見つかった方が４名、

大腸がんの方が８名、平成28年度におきましては

肺がんの方が１名、胃がんの方が１名、大腸がん

の方が３名、乳がんの方が２名、平成27年度にお

きましては胃がんの方が１名、大腸がんの方が６

名、乳がんの方が２名となっております。 

  以上でございます。 

  もう１点でございます。すみません。 

  不妊治療に関して、他市町の状況というのは大

変申しわけございません、どういうふうなお考え

を持っているのかというところはわからないんで

すけれども、町においては、今までと同様、継続

して県の補助金に対する上乗せ分として継続して

事業のほうは実施していきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  じゃ最後に、不妊治療のあれなんですけれども、

これはじゃ５万円、県からは５万円もらっていま

すよね。１回につき５万円、１年につきですか。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。質問をきちん

と言ってください。 

○委員（山下秋夫君） 86ページの不妊治療です。

県のほうの助成金というのはどのくらいなんでし

ょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 質問は１点だけでよろし

いでしょうか。 

○委員（山下秋夫君） 一遍でいいですか。一遍に

やります。 

○委員長（丸山妙子君） 一遍でお願いします。 

○委員（山下秋夫君） 不妊治療の県と町の助成の

仕方、やり方、あと額をおっしゃってください、

１つ目は。 

  それから、最初に言った90ページの委託料、該

当する事案はなかったということでおっしゃった

んですけれども、これは毎年、平成30年度は該当

するところがなかったんですけれども、平成29年、

平成28年もこれはどんな数字になっているんでし

ょう。数字のあれというのを教えていただければ

ありがたいと思います。 

  それから高齢者づくり、これ支援はわかりまし

た。今年、平成31年、今年から輪投げ大会やって

140名の方が参加したと。このようにいろいろと

変えていただければ、いろんな人が出てくるんじ

ゃないかなというふうに私は思っております。や

はり一つ一つでやっていると、なかなかマンネリ

化してしまうというのがあるので、いろんな立場

のいろんなクラブの人、あとは健康づくりにこれ

が適しているなと思ったやつをこれからもお願い

したいなと思っております。 

  それから、131ページの健康福祉プランの策定

の事業なんですけれども、これはわかりました。

今やっていることでわかりました。 

  それから、92ページの老人福祉事務事業なんで

すけれども、さっき言ったかなと思ったんだけれ

ども言い忘れたのかなという感じがするので、こ

れは減っているんですけれども、予算的には。こ

れシルバー人材センターは何人くらい今登録され

ているのか、それと老人クラブのクラブ数です。

幾つくらいあるのか、お願いします。 

  アクティブシニアについてはわかりました。県
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のほうで３年契約だということで100％補助を受

けていると、そのほかはちょっとわからないよと

いうことなんですけれども、できるだけ、利用者

がいればの話ですよ、続けてほしいなという感じ

はします。また、利用者というのは何人くらい今

いらっしゃるんでしょうか、利用している人が。 

  それと、決算書の110ページです。 

  保健衛生費、保健センターの電気供給業者を変

えたということなんですけれども、先ほどどこで

ということで聞いたら、要するに電気料とかそう

いうのが安くなったということなんですけれども、

これは保健センターだけそういう契約なんでしょ

うか。ほかのところはどうなるのかなという感じ

はするんで、安くなるんだったら、どうなんでし

ょう、その辺のところは。私はわかりません、そ

の辺のところが。変えた理由がわからない。安く

なったからということで理由をおっしゃったんで

すけれども、保健センターだけなのか、ちょっと

答えてほしいんですけれども。 

  それから、早期発見につながったということで、

これは本当にすばらしいことだなと思っています。

町民の健康を願うということについては、やはり

こういうことを続けてほしいなという感じがしま

す。それで医療費も安くなるし、すてきなことだ

なと。これは全国的なことなんですけれども、や

はり町独自のやつも進めていってほしいなという

感じは私は感じております。これについてはわか

りました。 

  さっき言った不妊治療ですね。その辺のところ

をもう一度お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんの再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、老人福祉施設措置委託事業でございます

けれども、こちらは昨年度の実績はございません

でした。過去からの経過につきましては、介護保

険制度が開始された平成12年度の時点で養護老人

ホームへの措置をしている方が４人いらっしゃい

ました。それで、平成16年度に新たに措置をした

方が１名、平成23年度に１名、その後なくて現在

に至っている状況でございます。 

  また、健康づくり、高齢者の健康づくり支援事

業につきましては、本年度から輪投げ大会にゲー

トボールから競技を変えて実施したところではご

ざいますけれども、今後も高齢者の方々のニーズ

に合わせた、皆様が参加しやすい大会の開催に向

けて努力をしていきたいというふうに考えており

ます。 

  続きまして、老人福祉総務事業でございますけ

れども、シルバー人材センターの会員数及び老人

クラブの団体数ということでございますけれども、

シルバー人材センターにつきましては、大体会員

数は160名から180名の間で推移をしているところ

でございます。老人クラブの団体数でございます

けれども、全部で13団体になっております。 

  続きまして、アクティブシニアのメンバーとい

うことでございましたけれども、エンジョイメン

バーということでよろしければ、そちらの登録状

況につきましては、成果書の129ページの中ほど

にございますけれども、昨年度新たに168名の方

がエンジョイメンバーに登録をしていただき、現

在の年度末の登録者数は363名となっている状況

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問にお答え申し上げます。 
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  まず、電気料なんですけれども、電気料につい

ては保健センターが独自で契約をしているわけで

はなく、町の管財のほうで契約をしていて、今度

からここから請求が来ますというところに対して

のお支払いをしているところでございますので、

全体としてほかのところがどれくらい削減してい

るというところまでちょっと保健センターのほう

では把握していないところでございます。 

  ただ、ふだんから昼休み等消灯したりとか要ら

ないところについては極力電気を消したりという

のはここ数年ずっと行っていますので、そういっ

たところから考えると、多分委託先が変わったこ

とによって金額のほうが抑えられているんじゃな

いかなというところで判断させていただいたとこ

ろでございます。 

  ２点目の不妊治療に関してですけれども、県の

ほうは補助事業として15万円です。それに町のほ

うが上乗せ分として５万円というところを交付し

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最後のことなんですけれど

も、不妊治療なんですけれども、県のほうでは５

万円を３年に分けて５年間ですか、埼玉県では１

年で５万円で、通算で５年間ということでやって

いると思うんですけれども、それのところが違う

んでしょうか。通算で５年間ということで聞いて

いるんですけれども、私の勘違いかな、じゃそれ

は。 

  一応県のほうでは15万円しか補助しないという

ことになっているんですけれども、私の調べた結

果は１年で５万円で通算で５年間と聞いているん

ですけれども。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、１点のみの質

問で。 

○委員（山下秋夫君） はい。 

○委員長（丸山妙子君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  私どもが把握しているのは県のほうが15万円、

初回だけが30万円、あとは原則として40歳未満の

方は６回までで、40歳から43歳未満の方は３回ま

でというのが昨年までの事業として県のほうから

実施しているというふうに把握しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） わかりました。 

  じゃ一応町のほうでは５万円と県のほうで15万

円ということでやっているということなんですけ

れども、やはりこれは赤ちゃんが欲しいという希

望を持っている人からすると、本当に大変だとい

うことを聞いているんです。治療に時間がかかる、

お金もかかる、本当に町のほうとしてももう少し

これ考えてやったほうがいいんじゃないかなとい

う感じは私はしているんですよ、いつも。一度こ

れを不妊治療のことで相談受けた人がいたんです。

町のほうはちょっと少ないんじゃないかというこ

とで言っていた人がいたんです。もう少し何とか

ならないかということで、これでも町の制度とし

てずっとやっているんですけれども、やはり子供

が欲しいという、で、人口もふやさなくてはいけ

ないということもありますけれども、確かに６名

の方が今回、この治療費のおかげで赤ちゃんが授

かったということなんですけれども、こういうこ

とをもう少し時間をかけるというんですか、３年、

５年じゃなくて、それをじゃ７年にしてみようか

ということで、そういうことを考えてほしいなと

いう感じは、私のこれは希望です。よく考えて、

その辺のところは制度を改正するなりしてほしい

なと私は思っております。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で健康介護課の質疑を終了いたします。 

  休憩といたします。 

 

休憩 午後 ６時１６分 

 

再開 午後 ６時３０分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより産業観光課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 改めまして、皆さ

ん、こんばんは。 

  産業観光課長、長堀でございます。 

  以下、職員につきましては、自己紹介させます

ので、よろしくお願いします。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。よろしくお願いします。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。よろしくお願いします。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 同じく副課長、

野口です。よろしくお願いします。 

○商工観光担当主査（山内一生君） 商工観光担当

の山内と申します。よろしくお願いします。 

○農業振興担当主査（鈴木 功君） 農業振興担当

主査の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○農地調整担当主査（長瀬昇之君） 農地調整担当、

長瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。よろし

くお願いいたします。 

  何点か質問させていただきたいと思います。特

に成果書を中心にして質問をさせていただきたい

と思います。 

  まず、第１点でございますけれども、決算書の

126ページ、成果書の151ページの中身でございま

すけれども、質問します。 

  新しい村管理運営事業の中身の中で、若干細か

くなると思いますけれども、よろしくお願いした

いと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、農家農業

支援事業ということで、これ昨年もゼロ円という

ことなんですけれども、今年もゼロ円ということ

になっていますけれども、この理由をひとつお聞

かせ願いたいと思います。 

  それから、成果の関係の中で、特に高齢で、出

荷困難になった生産者への出荷及び買い物が困難

になった方への配達事業を実施しましたとなって

おりますけれども、これの実績はどのようなもの

なのかひとつお聞かせ願いたい。 

  また同時に、地元農産物を使った弁当、村弁。

実はきょう、昼弁当、村弁をいただきましたけれ

ども、年々、随分販売個数が上昇しておるんです

けれども、この弁当はスタッフ、担当は何人で調

理をし、そしてどのようなエリアの中に配達をし

ているのか、販売しているのか、ひとつお聞かせ

願いたいと思います。 

  それから、同じく下段のほうに移りますけれど
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も、園内施設修繕ということで載っておりますけ

れども、具体的な工事箇所も載っているわけでご

ざいますけれども、新しい村の園内の施設の管理

面積、お聞かせ願いたいと思います。現状の維持

管理をしている面積はどのぐらいあるのか、ひと

つお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、決算書の132ページ、成果書の152ペ

ージのほうなんですけれども、商工業振興事業と

いうことで、具体的に実績内容、成果も含めて載

っておるんですけれども、この中で何点か確認も

含めてお聞かせ願いたいと思います。 

  まず第１点、宮代町商工会の補助金ですけれど

も、ここ数年、1,100万ということで、ずっと同

額で載っておるんですけれども、この補助金の経

緯、何年前からこの1,100万になっていたのか、

以前は、どのぐらいにさかのぼって変化をしてき

たのか、変わってきたのか、お聞かせ願いたいと

いうふうに思います。 

  それから、店舗・住宅リフォーム補助金という

ことで、それぞれ実施内容、成果ということで載

っておるんですけれども、ここに17件という件数

も載っておるんですけれども、どのような改修、

改築だったのか、１件当たりの補助額はどのぐら

いになっていたのか、ひとつお聞かせをいただき

たいと思います。 

  とりあえず、以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  お答えさせていただきます。 

  まず１点目、成果書151ページの新しい村管理

運営事業の農家農業支援事業、これの委託料がゼ

ロ円ということについて、お答えさせていただき

ます。 

  まず、農家農業支援事業につきましては、株式

会社新しい村の設立、目的の大きな一つでありま

す農業の受託サービス、稲作ですとか、ソバの刈

り取り等が主な事業となっておりまして、こちら

につきましては、会社の設立当初から、自分たち

の入ってきたお金で自分たちの経費を賄うという

ような形で、第三セクターを立ち上げておるもの

ですから、町からの支出はゼロとなっております。 

  ですので、第三セクターの本来の目的ですので、

契約行為をする必要まではないのですけれども、

毎年、一応町と第三セクターの覚書といった形、

毎年こういったきちんとした仕事をやるんだよと

いう意味を込めまして、ゼロ円ではありますけれ

ども、お互いに約束事を決めているような状況と

なっております。 

  続きまして、２点目の集荷・宅配事業の実績に

ついてでございます。こちらにつきましては、出

荷ができなくなった高齢の方へのまず、集荷につ

きましては、14人の生産者と契約をしておりまし

て、合計273件、平均すると月に22件お伺いをさ

せていただいております。 

  また、宅配につきましては、高齢者や子育て世

帯への宅配ということで、お米、弁当、野菜を中

心に183件ということで、平均して月15件宅配を

させていただいているところでございます。 

  続きまして、村弁をつくっている惣菜部門の人

数、それからエリアということでございますが、

まず、人数につきましては、注文の数によって大

幅に人数ちょっと異なっておりまして、正職員、

正社員につきましては１人です。また、パート従

業員につきましては２人から４人が、注文数ある

いはイベントの前後等に合わせて変化をしており

ます。 

  エリアにつきましては、基本的には町内限定と

いうふうにさせていただいているところです。 

  それから、新しい村の維持管理の面積というこ
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とでございますが、町の町有地、あるいは個人が

所有しているところも含めまして、草刈り等を行

っている面積は10万945平方メートルということ

で、約10ヘクタールとなっております。 

  農業振興部につきましては、以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  商工会への補助金について、いつからかという

ことなんですが、申しわけないんですが、今、手

元に資料がなくて、正確に何年からとわかりませ

んので……。失礼しました、平成20年度から今の

1,100万円の補助金となっております。 

  続いて、リフォーム補助金17件ということです

が、こちらについては、金額については大小ある

んですが、単純に17件で平均しますと７万円ぐら

いとなります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  何点か確認を含めて再質問をさせていただきた

いと思います。 

  まず、第１点のほうですけれども、新しい村の

管理運営事業ということで、決算書の126ページ、

成果書の151ページの関係なんですけれども、こ

の中で若干漏れた面があるものですから、ひとつ

確認を含めて質問をしたいと思います。特に園内

施設修繕ということで、一応額から載っておりま

すけれども、具体的に園内施設の修繕は何カ所で、

どのようなところを修繕したのか、細かいことで

申しわけないんですけれども、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

  その他、この中に木製の橋の屋根の修繕、ほっ

つけの看板、いいものができたということで、利

用者にとって好評なので、これからもできる限り

一つ一つ頑張ってもらいたいというふうに思って

いるわけでございます。 

  その中で、園内の歩道というか遊歩道というの

か、若干老朽化して、足元が極めて悪いところが

多々あるんですけれども、ここらは確認をしてい

るのかどうか、具体的なものは上げてもいいんで

すけれども、もちろん職員さん専門的な関係なの

で確認していると思いますけれども、この遊歩道

の関係を確認しているのかどうか、ひとつよろし

くお願いしたいというふうに思います。 

  それから、商工業振興事業の中で、もう少し確

認したいんですけれども、例えば店舗・住宅リフ

ォーム補助金ということで、平均７万円というふ

うなご答弁をいただきました。７万円で果たして

どのような改修、改築があったのか、リフォーム

ということですから、少なくともお店の改修等々

の内容ということで理解をしているんですけれど

も、平均７万で、どのようなリフォームがなされ

たのか、この点についてはチェックをしているの

かどうか、ひとつ再度お聞かせ願いたいと思いま

す。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まず施設、新しい村の施設修繕につきましては、

昨年度につきましては、１年間で17カ所、ベンチ

ですとか木製のスロープ、それから農の家のエア

コンですとか、育苗施設のエアコン等、それとほ

っつけ看板ですとか、駐車場の看板、そういった

細々したものまでも含めまして、17カ所の修繕を

行っておりまして、トータルが決算書に記載させ

ていただいております314万556円ということにな

っております。 

  それから、遊歩道の状況ということについてで
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ございますが、現場のほうにつきましては、巡回

等もさせてはいただいているんですけれども、遊

歩道の、例えばレジーナの下の枕木が少し腐って

いるところですとかは、おととし１カ所は直した

んですけれども、まだちょっと何カ所か残ってい

たりします。それ以外について、ちょっともしか

すると気がついていないところもありますので、

ちょっとご指摘いただければとは思います。 

  ただ、昨日もちょうど新しい村の従業員を集め

て話はしたんですけれども、必ず毎朝巡回をして、

そういった危険箇所のチェックをするようにとい

うことで、ちょうど昨日、話をもう一度改めてし

たところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 産業観光課副

課長、野口でございます。 

  リフォーム補助金のもう少し詳しい内容はとい

うことなんですが、リフォーム補助金につきまし

ては、まず、店舗と住宅が対象となっております。

平成30年度につきましては、店舗が２店舗、住宅

が15件が今回は合わせて17件のリフォームの補助

のほう支出しております。 

  住宅が多いんですけれども、住宅につきまして

は、対象経費の５％が補助枠になりますので、そ

れで上限額が対象事業費が最高200万になります

ので、最高でも10万が１件当たりの補助額になり

ます。これは少ないかもしれませんが、多くの方

に補助を受けていただきたいという気持ちもござ

いますので、上限が10万ですので、そのうちの多

少高い低いございますが、平均すると７万円ぐら

いということになっております。 

  内容につきましては、これはさまざまなんです

が、屋根、壁等の塗装だったり、台所、あとはト

イレ等のリフォーム等、いろいろな中身はござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  わかりましたけれども、しつこいようですけれ

ども、確認をさせていただきたいと思います。 

  まず、園内の施設、修繕、それなりに17カ所ほ

ど修繕をしたということでございますけれども、

大分年々、新しい村の管理、行き届いてきて好評

です。きれいになった最近はという話なんですけ

れども、年々本当に修繕をして、きれいになった、

整備されたという声は聞くんですけれども、やは

り12ヘクタールというこの園内を隅々まできれい

にするというのは、なかなか大変なのかと感じは

するんですけれども、やはりできる限り園内を多

くの方に気持ちよく回れるようなそういう施設に、

なお一層、努力してもらいたいというふうに思い

まして、ちなみに東武動物公園の南側の金網のネ

ット、あの周辺の足元が極めて、高齢者にとって

は滑る、つまづくというような状況がありますの

で、ひとつそこらは一日も早く整備してもらえれ

ばいいというふうに思います。要望ということで

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それから、商店会の関係なんですけれども、平

成20年からこの額でもう一定してる、固定してる

といっていいと思うんですけれども、今、商工会

の会員数、何名なのか、できたらこの推移もひと

つお聞かせ願いたいというふうに思います。若干

の減少だというふうな声も聞いおるんですけれど

も、現時点の会員数は何名なのか、お聞かせ願い

たい。 

  また同時に、商店会で今、街路灯の電気料の補

助金を出しているわけですけれども、この成果表

を見ると、２団体ということなんですけれども、

具体的にどこの団体なのか、また、何灯分なのか
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ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  まず、商工会の会員数ということなんですが、

直近ですと、令和元年度、今年度は554人という

か554になります。 

  推移なんですが、５年前の平成27年でいきます

と555ということで、ここのところ加入数は余り

変わっていない状況です。昨年が549、その前が

558ということで、ちょっと若干出っ張って引っ

かかってという感じで、そんな形で550ぐらいを

前後しているという感じになっております。 

  続いて、商店会の街路灯の補助金の関係なんで

すが、今、受けているのが２団体ということで、

大学通り商店会のほうがまず１つ、こちらが設置

数が53基ございます。もう一つが商店会ではない

んですが、すずらん会、学園台のところ、すずら

ん会のほうが補助金を受けていまして、12基とい

うふうになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  この商店会の街路灯も、つけて何年もたって、

この学園台もしかり、すずらん会もそうだと思い

ますけれども、結構老朽化している面もあろうと

思うんですけれども、できましたらＬＥＤ化は考

えているのかどうか、もう現在もＬＥＤのところ

ももちろん導入されていると思うんですけれども、

今後、何らかの形で補助金を出すんだったら、そ

ういうものを一つ目指して、補助してもらえれば

というふうに思うんですけれども、その考えがあ

りやなしや、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  街路灯のＬＥＤ化ということなんですが、まず、

すずらん会のところは今、ＬＥＤになっておりま

す。それ以外はＬＥＤのところはわからないんで

すが、あと補助金の関係だと思うんですけれども、

今、新しく……。 

  失礼しました、ちょっと訂正お願いします。大

学通り商店会のほうが全部ＬＥＤになっていると

いうことで、すみませんでした。申しわけござい

ません。 

  補助金なんですが、ＬＥＤ化のための補助金と

いうのは特別、今、用意はされていないんですが、

今度……。 

  補助金については、商店会の今の活性化補助金

ということで、今度、商工業の振興事業の補助金

に変わりますが、そちらのほうで商店街環境整備

事業というその中で、街路灯のほうの修繕という

ことも対象になります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 産業観光課副

課長、野口でございます。 

  先ほどのＬＥＤの関係はもうちょっと調べて、

ちょっと曖昧な回答をしてしまいましたので、調

べまして、後ほどご回答させていただきます。申

しわけございませんでした。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  今、商店会の明かりが消えそうなところも何カ

所かあるんですけれども、できる限り防犯灯の役

割も果たしているこの商店会の街路灯、ぜひとも

ひとつできたらＬＥＤ化にすれば、もっと明るく

なると思うし、商店会の活性化の一つの道筋にも

なるのかというふうに思ってますので、一つ要望
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ということで、以上をもって質問を終わりにした

いというふうに思います。何か答弁があったら、

はっきりと答弁してください。よろしくお願いし

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  決算書の126ページ、新しい村管理運営事業の

地産地消モデル事業のところで、成果書のほうは

151ページです。こちらの新しい村の年間営業日

数322日で、年間来客数、レジ通過者数が15万

9,620人ということで、計算すると、日に495人来

客、レジを通過しているということになるんです

が、こちらの客単価を教えてください。 

  あと、先ほどの前段議員の質問にもありました

が、村弁が好調だということで、こちらも1.11倍、

大体225個ぐらい去年より増えているんですけれ

ども、こちらの先ほどにもちょっとかぶるかもし

れないんですけれども、販売先がさっき町内とい

うことだったんですけれども、これは基本的に個

人に販売なのか、例えば団体に結構頻繁に販売さ

れているのか、あと、こちら販売を強化しとあり

ますが、どのような強化をしているのか教えてく

ださい。 

  あともう１点、成果書の153ページ、決算書が

134ページの消費者対策事業のところで、こちら

成果のところに消費者被害防止サポーター養成講

座を開催し、６人の消費者被害防止サポーターが

誕生しましたとありますが、こちらの誕生した６

人のサポーターはどのような活動をしているのか、

もしくはこれからしていくのか教えてください。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まずは、新しい村管理運営事業の森の市場「結」

への客単価ということについてでございますが、

１円単位までではなくて概算になってしまうんで

すけれども、大まかに言いますと、１人1,000円

という形になっております。 

  それから、村弁の販売につきましては、本来は

あそこはカフェと惣菜、コロッケをつくったりで

すとか、そういった皆さんがプラスアルファで村

弁をつくり始めたというところもございますので、

弁当の宅配屋ではないので、なかなかその細かい

ところまではできないんですけれども、今はやれ

る範囲でということで、個人３個以上、団体は当

然のこと、個人でも３個以上であれば宅配はしま

すというような形で対応はさせていただいている

ところです。 

  販売強化につきましては、地区の集まりですと

か、そういったところの口コミが今、一番多くは

なっているんですけれども、チラシの配布と、あ

とホームページ、それからメニューを今まで１種

類しかなかったものを２種類、これはすみません、

議員の皆さんからそういった要望があったという

ことがスタートになっていまして、一応２種類つ

くり始めたというふうに伺っております。そうい

った形で広めているのと、あと視察でよその市町

村から来た皆さん、農協の方々ですとか、議員の

方々が来たときには、ぜひ村弁を食べていってい

ただきたいということで、そこら辺のあっせんを

させていただいておりまして、そういった口コミ

も広がっているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 
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  消費者被害防止サポーターの活動はということ

なんですが、こちらのほうのサポーターさん、昨

年度12月からスタートさせておりますので、最初

の事業としましては、桜市の中で啓発活動のほう

をさせていただいております。 

  今年に入りまして、県のほうの研修会に１回参

加させてもらうのと、あと11月に教育委員会の事

業なんですが、みやしろ大学がありますので、そ

この中で消費者のための講座というか講義がござ

いますので、そこに一緒に参加して、研修を受け

るということで、啓発活動、あとは研修の機会と

いうことで今のところは進めさせていただいてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  まず、客単価が1,000円ということで、もう少

しいかないかと、2,000円ぐらいいってくれると

いいかと思っています。そうすると大分違うんで

はないかと思いますので、努力していただければ

と思います。 

  あと、村弁なんですけれども、きょうも本当に

出ておいしかったんですけれども、ただ精進料理

かなという感じの内容で、でも本当に食べた後に

もたれなかったりとか、物すごくヘルシーなのは

すばらしいと思いますので、できればこれから先

の課題として、例えばカロリー表示をしていただ

くとか、あとヘルシーのお弁当と、もう１種類そ

うではないお弁当にしてもらうとか、そういう感

じにしていただけたらいいと思います。 

  あと、消費者対策事業のほうのこちらのサポー

ターさんは、これからもどんどん増やしていく予

定でしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  サポーターの数を増やしていくかということな

んですが、町としては増やしていきたいと思って

おります。ただ、今年については、ちょっと養成

講座のほうの数、県のほうで開催できる数は限ら

れておりますので、ちょっと今年は対象にならな

かったもので、養成講座が開催できないんですが、

また来年は申し込んで養成講座開催をさせていた

だいて、増やしていきたいと思っております。 

  また、サポーターではないんですが、民生委員

さんのほうと一緒に研修をしていたとか、サポー

ターだけではなくて、いろんな意味で多くの方々

が消費者対策というんですか、そういうところに

かかわっていけるようにしていきたいと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  本当に今、こちらのいろんな犯人のほうはすご

く狡猾で、いろんなタイプのがあると思いますの

で、ぜひもっと増やしていただいて、各地区のほ

うとかに入っていって、いろんなお話を、いろん

なタイプのお話とかしていただけたらと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。 

  質問させていただきます。 

  まず、１点目は、予算書132ページ、成果書152

ページということで、産業おこしモデル事業につ

いてお伺いをいたします。 

  産業おこしモデル事業については、これまでの

やってきた事業に対する評価というか町が見てき

て、これずっと商工会に100万近く毎年毎年出し

てきて、昨年度の平成30年度分もそうなんですけ

れども、そのコスプレも含めて、これまで出して
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きた事業に対する評価をまずお伺いしたいと思い

ます。 

  続いて、２点目は、宮東のほうで農地集約やっ

ているかと思うんですけれども、ちょっとどこに

どうというのが私わからなかったもので、その進

捗を平成30年度までの進捗をお伺いしたいと思い

ます。 

  続いては、成果書151ページの地産地消集荷宅

配支援事業についてなんですけれども、これが集

荷が何件で、配達が何件というのをお伺いいたし

ます。 

  続いて、メイドインみやしろ、これも成果書が

153ページになりますが、まず、このメイドイン

みやしろの制度として機能しているかどうかとい

う点。というのは、41件中41件認められていて、

新しいものは成田畳店さんとか、鈴木鉄工所さん

のバーベキューコンロとかは出てきてるんですが、

聞き取った範囲でしかないんですけれども、この

メイドインみやしろ推奨品というマークがあった

り何かあったりして、売り上げが上がっているの

かというと全く影響がないということで伺ってい

るので、41件申請して41件認められていれば、や

はり何の意味があるのかとか思ってしまうので、

昨年度言っていたメイドインみやしろのさらにワ

ンランク上の制度を設けますというお話あったん

ですけれども、それがどうなったかという点、ち

ょっと予算書とか決算書とかから見えないもので、

その点についてお伺いいたします。 

  あと、次が、スタンプラリーの参加者、その下、

成果書の下のところにあるスタンプラリーの実施

ということで、この参加者がどの程度いたのかと

いうところをお伺いいたします。 

  続いて、あと新しい村の件なんですけれども、

全協の中でお話いただいて、ボーナス赤字でも払

いましたというお話があったんですけれども、そ

れに対する町の評価、そのことにどう考えている

のかという点と、そういうやり方を一般論で構わ

ないんですが、銀行がどう評価するか、それをど

う認識しているかということをまずお伺いしたい

と思います。 

  あと、最後になりますけれども、例えば今回、

新しい村にコンサル入れたということで、これ昨

年度の決算ではないから……。その件については、

ちょっとやめておきます。 

  今、お話した以上で質問をお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。 

  まず、宮東・中島地区の農地集約事業について

お答えします。宮東・中島地区につきましては、

水田農業を継続していくための対策として、圃場

整備事業の取り組みを今、進めております。 

  平成30年の12月に、地元が５地区あるんですが、

若宮地区、内野地区、中須地区、柚の木地区、松

の木地区、この地区の方がエリアで農地を所有さ

れておりまして、その５地区ごとに代表者を２名

から３名出していただいて、全体で17名の委員が

選出されまして、宮東・中島地区圃場整備事業準

備委員会というのが、平成30年12月に設立されま

した。 

  最近の取り組みといたしましては、４月から５

月にかけまして、このエリア内の農家や耕作者に

準備委員会の名前でアンケートを実施いたしまし

た。対象者142人です。108人の方から回答をいた

だきました。主な回答の内容といたしましては、

あくまでも検討はこれからも進めていく必要があ

るという方の回答が多く、実際にこれから進めて

いくには現地調査などを行って、地形がどうなっ

ているとかを確認する調査があるんですけれども、

その調査に「賛成ですか、反対ですか」という問
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いについては、108名のうち104名が賛成するとい

うご回答をいただきました。 

  この回答をもちまして、今後、進めていくに当

たっては、県の補助金を活用していく必要がある

ため、６月に、埼玉県春日部農林振興センターに

宮東・中島地区の調査について、採択の要望を出

しております。その採択の決定は、年度末、ほか

の地区と宮代町以外の地区も要望があるというこ

とで、必ず採択されるかというのが、県のほうで

費用対効果を確認しながら、採択されるわけなん

ですけれども、その採択を今、待っているという

状況でございます。 

  そして、先ほど言いましたアンケートの結果に

つきましては、10月に発行される農業委員会だよ

りで、結果について掲載して、農家の皆さんに配

付される予定となっております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まず、地産地消集荷宅配事業の件数について、

お答えします。 

  集荷につきましては合計273件でございます。

それから、宅配サービスにつきましては183件で

ございます。 

  続きまして、株式会社新しい村の従業員に対す

る一時金、賞与、一時賞与金でございますが、こ

ちらにつきましては、取締役会におきまして、会

計参与、それから外部取締役のアキヤマ先生に会

社の健全性等について伺っておりまして、流動比

率等も高いということで、現金を多く持っている

という部分、それから、今回の理由というのが高

齢化が進んでいる従業員の中で、いつかはやはり

若い従業員を入れる、重なる人件費が重なるタイ

ミングがどうしてもあるということで、思い切っ

て今回そこにチャレンジしたという部分もあるの

で、問題がないと言ってしまえばあれなんですけ

れども、大丈夫でしょうというお言葉もいただき

まして、町としてもそれであればということで、

同意をさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  まず１点目、産業おこしモデル事業についてで

ございます。 

  現在、30年度につきましては創業セミナーと宮

代の竹あかり事業やラブコスみやしろという３事

業のほうを行っております。 

  平成29年度につきましては、それに対して、日

工大寄り道マップということで事業を進めてまい

りました。 

  まず、創業セミナーにつきましては、これは近

隣の商工会と合同でやっているということもござ

いますので、毎年、定員の参加がございまして、

宮代町も平成30年につきましては、全員で30人の

中で10人が宮代町の方で、そのうち４人が創業で

きたということで、創業につきましては、これは

長くというかやっていって宮代町の商工会の会員

さんがどんどんと増えていくということにつなげ

ていきたいと思っていますので、創業セミナーに

ついては、これは価値があるものだと思っており

ます。 

  宮代竹あかり事業につきましては、平成30年度

からスタートしたものでございます。議員おっし

ゃるとおり、毎年毎年同じ事業ということも効果

があればそれもいいんですけれども、評価をしな

がら見直していくということも必要だと思ってお

りますので、また、竹あかり事業につきましては、

平成30年度初めて行った事業でございます。宮代
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の竹とＬＥＤ電球ということで、イルミネーショ

ンとあわせまして、宮代町を活性化していこうと

いうことになっております。 

  昨年度から始まったんですが、今年につきまし

ては、流灯祭のときに６基先につくりまして、飾

ってのＰＲをするということを進めていっており

ます。 

  あとは、にぎわいづくりプロジェクトの寄り道

マップにつきましては、平成29年度を最後に一応

終わったんですが、今年度、令和元年度につきま

しては、日工大のほうで独自に寄り道マップのほ

うは進めているということですので、きっかけは、

町からの委託事業だったんですが、それから自分

で独自で大学のほうが事業を進めていくという、

そういう波及効果が出たかと思っております。 

  ラブコスみやしろにつきましては、何年かやっ

ていたんですが、なかなかコスプレと商店会の活

性化というのがもうちょっとうまく結びつけばよ

かったんですが、ちょっと成果が乏しかったとい

うこともございまして、平成30年度をもって一度

やめさせていただいております。 

  そういうことで、見直しをしながら、商工業の

活性化になるような産業おこしモデル事業のほう

進めてまいりたいと思っております。 

  続きまして、スタンプラリーについてですが、

スタンプラリーの参加者は36名いました。 

  あと、メイドインみやしろにつきましてですが、

メイドインみやしろ事業、昨年見直してスタート

したわけでございますが、41品目申請をして、全

部が通っているということなんですが、審査基準

といいますか、その申請の基準がある程度つくっ

てございますので、そこに達したものはよほどな

ことがない限りは認定という形にさせてもらって

ます。 

  ここはまずは第１歩ということで、まずメイド

インの数を増やして、こっちのメイドインみやし

ろのほうをＰＲするという意味もございますので、

今後はどんどん増やしていきたいと思っておりま

す。 

  特選につきましては、昨年度は特選というくく

りをつくったんですが、その前は殿堂入りと、３

年間いると殿堂ということで、そういう制度が前

あったもので、それを引き継いでいますので、ち

ょっと今年いっぱい、来年か再来年か……。本当

で言う特選の審査がまだちょっと殿堂入りのもの

が相当数残ってしまっているので、現実にはもう

ちょっと先になると、本当でいう特選の審査が今、

できていないという状態になっておりますので、

特選が41中三十幾つという特選の数が出てしまっ

ている、そういう状況になっておりますので、一

度殿堂入りが終了しましたら、本当の意味での特

選というものの賞が出てくると思ってますので、

もうちょっとお待ちいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。 

  幾つか再度質問させていただきます。 

  まず、ちょっと質問した順番にまた質問させて

いただきますが、まず、１点目の産業おこしモデ

ル事業なんですけれども、この事業100万前後ぐ

らいを毎年、商工会に渡すというのが、そもそも

の経緯というのが、以前にこの町が団体に出す補

助金を一律何パーセント下げますよという政策を

やって、商工会も例外なくそのパーセントにはま

って補助金が下がって、その下がった分をこの

「産業おこしモデル事業」という名目を変えて

100万円をまたプラスして出しているというのが

起源です。何かというと、それで一つまたお伺い

したいのが、補助金を毎回毎回出す事業で、何か

補助金を出すからやってくださいというやり方と
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いうのが、今後、ふさわしいかどうかという点と、

あとは商工会のみならず、公募制のような形で、

どうせこの100万前後があるんであれば、何かそ

れを使ってやりたいという希望がある中からいい

ものを選んででも、そこに投資をすべきかという

考えもなくはないなというふうに思ってるんです

が、その点について、この産業おこしモデル事業

の少し先を考えると、どのような考えを持ってい

るのか、お伺いをさせていただきます。 

  宮東の件については、大分詳しく説明いただい

てわかりました。この事業も必要な大切な事業だ

と思っていますので、継続して地道に取り組んで

いただければというふうに思います。 

  次の宅配支援事業についても、件数をお聞きま

したのでわかりました。 

  次のメイドインみやしろについても、特選につ

いてはまだということでお伺いましたので、わか

りました。 

  スタンプラリーもわかったんで。 

  あとは、最後のこの赤字でボーナスという点で

お伺いしたんですけれども、いろんな専門家の方

に聞いて、人件費がちょうど育てるという意味で

重なるというタイミングの問題だという、それだ

とどの程度続いていって、その状況になっている

のかと、この先のことを少し心配なので、その点

について、お伺いできればと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まず、人件費についてですが、従業員の中で60

歳を超えて今、再雇用になっている従業員が３名

おりまして、今年60歳、間もなく60歳になる従業

員も１名おります。あと65歳が定年と今はなって

おりますので、短い方であと２年、長い方でもあ

と５年でサイクルが変わるということもございま

して、やはり若い従業員、今回、昨年度３名入社

いたしましたけれども、最低限必要だったのかと

いうふうに思っております。 

  また、その中でも経営赤字を出さないような取

り組みということで事業計画は立てておって、年

内いっぱいぐらいまではうまくいっていたんです

けれども、イレギュラーといいますか、ふるさと

納税のお米の関係で、総務省のほうからやはり急

激に締めつけが厳しくなった12月がありまして、

そこで急遽、返礼品の割合を３割以内に落とさな

ければいけないということで、とは言っても寄附

金額を上げれば米は在庫として全て残ってしまう

ということもあったので、新しい村としてもやむ

を得ず米の値段を下げて、ほかの新潟ですとか東

北等勝負ができるような形での返礼品の扱いを行

いました。その結果、当初見込んでいた利益が

140万円ほどショートいたしまして、残念ながら

下半期頑張ったんですけれども、50万ほどの赤字

になってしまったという経緯がございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  産業おこしモデル事業についてでございますが、

当初、設立のその経緯というのは議員おっしゃっ

たとおりかもしれませんが、その後、商工会のほ

うで、商工業の活性化に必要な事業で考えて委託

事業として町は進めていくという、そういうもの

で今、実施しています。 

  公募制というものは、町で市民団体の公募制補

助金というのは前にやっていて、それをやめたと

いう経緯もございます。商工業については、公募

制というのは言葉としてふさわしいかどうかはわ

かりませんが、今年度から始める商工業活性化事
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業補助金の中では、一般に個店さんのほうが申し

込める新商品を開発するための補助金ですとか、

今まで団体だったものが、個々の事業者のほうが

申し込めるという、そういう補助金も整備させて

いただいて、９月から実際に施行して、10月の広

報でお知らせする予定でございますが、そういう

形で申請も受け付けをさせていただきたいと思っ

ています。 

  またもう一つ、にぎわいづくりプロジェクト和

ｅ輪ｅということで、これもちょっとストレート

に一応いってはいないんですが、こういうことも

商工業者のほうがいろんな事業を自分のところで

企画しながら、そこで宮代町にぎわいをつくって

いこうというそういう趣旨の事業でございますの

で、そういういろんな事業のことの中から、商工

業者がみずから何か新しいことをやってみようと

いうそういう気持ちを掘り起こす、そんなことを

していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 大分理解できました。 

  最後、１点だけなんですけれども、今、宮代町

は結構補助金を入れて事業を成り立たせているも

のがすごく多くて、その補助金を引き上げたら成

り立たなくなるイベントがすごくいっぱいあって、

そのやり方でこの先ずっといくのかというのがあ

るんですけれども、どこかでそれが自立できるよ

うな活動ではなくて、事業にしていくようなこと

がこれから話し合いの中でもいいんですけれども、

考えていかなくてはいけないのかと思ってるんで

すが、産業観光課としてはその点どう考えている

のか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 産業観光課長、長

堀でございます。 

  議員おっしゃるとおり、ヨーロッパなんかにお

きましても補助金は３年までとかいうところもあ

るわけでございますが、補助金につきましては、

ずっと出していればいいということはないという

ことは理解はしております。ただ昨今の経済状況

とかも考えますと、やはり本当に補助金がないと

なかなか難しいだろうという事業もございますの

で、その辺はやはり経済状況なども見ながらやっ

ていかなければならないと思います。 

  ただ、そうは申しましても、何ていいますか、

事業の創意工夫によっては、補助金ではなくて、

ある程度自立してやっていけるようなそういうも

のもありますし、また、そういう方向に誘導とい

いますか、支援をしていくというのも町の行政の

仕事でもあると思いますので、事業の内容といい

ますか、そのものによって、ちょっとメリハリと

いいますか、そういうものをつけて、ずっと補助

金を出し続けていくということではなくて、最終

目標としましては、議員がおっしゃるような形で、

段階的に進められればというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは質問させていただきます。 

  最初に122ページになります。説明の中で、農

業委員会事務事業なんですけれども、報酬につき

てのとき説明されたんですけれども、毎月開催さ

れている農業委員会総会ということなんですけれ

ども、これらは毎月開催されて、どういうことを

話しているのか、そして、何回ぐらい年間で開い

ているのか、毎月ということなんですけれども、

１回なのか２回なのか、ちょっとわかりませんけ
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れども、年に13回なのか14回なのかわかりません

けれども、どういう内容で話し合いをしているの

か。 

  それと、この農業委員会で決定された事項、町

の事業にどんな効力、影響があるのか、特にまち

づくりの計画などというのは影響などあったら教

えていただきたいと思っております。 

  それと同ページ、農業年金事務事業委託事業で

ございます。これ毎年出ているんですけれども、

何人が平成30年度では加入しているのか、お願い

します。 

  それから、124ページになります。124ページの

農業振興費の繰越明許費です。これは農業施設の

被害に対する支援補助金ということなんだけれど

も、繰り越すことになっているんですけれども、

なぜこれが繰り越されているのか、ちょっと理由

をおっしゃってください。 

  あと、同じページの報償費の不用額、食と農の

研究会の会議回数が少なかったということで説明

はされているんですけれども、これなぜ少なかっ

たのか、町の指導はどのようになっていたのか、

お願いします。 

  あと、124ページなんですけれども、委託料で

す、新しい村の。新しい村から手数料という入っ

てくる歳入が入ってこなかったということなんで

すけれども、ということは、新しい村のもうけは

余り少なかったから、委託料としてその分差し引

いてやらなかったということなんですけれども、

こういう状況の中で、やはり新しい村を独立させ

るというわけではないんですけれども、任せると

いうことはまだまだちょっと時期が早いのではな

いかと私は感じているんです。ぜひその辺のとこ

ろは、よく考えてやらなくてはいけないんではな

いかと感じがするんで、もう少し様子を見たほう

がいいのではないかと私は感じております。その

辺のところをお答えください。 

  それと、農業基盤の強化対策事業です。149ペ

ージになります。本事業は、宮代町の農地プラン

の更新や認定事業者の担い手農家への農地の利用

集積や農業経営の改善による農業の振興を図って

いくことが目的、それと、農業経営の規模拡大を

目指す農家への交付する農地流動化奨励補助金や

耕作放棄地への再生利用を推進する耕作放棄地再

生利用対策補助金ということで説明はされたんで

すけれども、この農地の荒廃を防ぐためにやって

いるんですけれども、これの今、何名が補助金を

使ってやっているのか、それと同時に、契約の先

ほどは３年で契約というのが普通はなくなるんだ

とか、補助金というのはなくなるとか言っていま

したけれども、こういう補助金を何年やっている

のか、何年まで支給しないのか、ちょっと教えて

いただきたいと思っております。 

  それから、説明書53、54ページ、農業生産基盤

整備推進事業なんですけれども、これ、写真なん

か載ってます、コンクリートでやっている、こう

いうのは私も基盤整備というのは農家の人はいつ

も泣いてます。いろんなところで泣いてます。必

要性あるのかという感じはします。 

  今回は姫宮地区内の水路288メートルの工事を

したということなんですけれども、このほかにこ

ういう整備してほしいという要請箇所があるんで

しょうか。私、ちょっと地元農家のほうなので、

そのほかにも聞いているんです。須賀小、須賀中

学校の体育館の後ろ側、後ろ側というか県道より

か外れた後ろ側です。そこの水路があるんです。

道路がおととし修理して、それを体育館の脇に小

さな水路があるんです。そこがＶの字に曲がって

しまっているということで、流れるのは流れるん

だけども、逆の道路挟んで逆のほうに行く農地の

ほうが、水路が水が流れたり流れなかったりして
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いるということなんです。泣いている人がいるん

です。これ修理しなくちゃだめなんだというんで。

これまで地元の人がちょこっとやって、修理した

んだけれども、修理が個人的でやるのが不可能だ

ってことで、ちょっと相談に来たことがあるんで

す。そういう箇所が宮代町は何カ所ぐらいあるの

かと思って、ちょっと質問をさせていただきまし

た。修理する、こういう農業基盤を整備すること

は大事なことだと私は思っております。ぜひお答

えください。 

  それと、最後になりますけれども、説明書の

153ページになります。消費者対策事業のことで

ございます。この杉戸町と相互利用に週４日の相

談日を設けてということで説明されてますけれど

も、この中に生活相談とかいろんなものがあると

思いますけれども、消費者相談が。何件ぐらいあ

ったのか、また、内容としてはどういうことが主

にあるのか、宮代町いろいろ詐欺事件だとかなん

とかということで放送されていますけれども、ど

ういうことが主にあったのか、お願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。 

  まず、農業委員会の総会のご質問にお答えしま

す。 

  総会は毎月１回、大体月末25日に開催しており

ます。会議の内容につきましては、農地法による

申請に対する許可や内容についての審議でござい

ます。 

  例えば、農地を売買する場合には、農地法第３

条の許可、また、農地を持っている方が農地転用

する場合は農地法第４条の許可、また、農地を第

三者に譲って転用する場合の許可が農地法第５条

の許可になりますが、そういう申請が上がってき

たものに対して、慎重審議を行っているものでご

ざいます。 

  許可に対しましては、残る農地に被害が及ばな

いように、あるいは隣接する農地や農家さんに被

害が及ばないように慎重に審議をしておりまして、

こういう内容で審議することが、ひいては農家の

ためのまちづくりに役立っているものと思います。 

  続きまして、同じく130ページの農業者年金の

加入人数ですが、今現在５名の方が加入しており

ます。 

  続きまして、ちょっと飛んでしまいますが、農

業基盤整備の水路改修でございますが、要望があ

るのかというご質問等でございますが、こちらに

つきましては、決算書の130ページ、一番右の需

用費の３個目です、施設修繕料、こちらが農業用

水路の修繕の大まかな費用でございます。 

  日々、農家の方からは水路に穴があいたとか、

流れないとかという要望がございまして、それに

対しましては迅速に対応しておりまして、決算書

をごらんのとおり流用もして、農家さんに迷惑が

かからないような対策で水路の修繕をしておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原でございます。 

  まず、繰越明許費146万1,000円についてでござ

いますが、こちらは昨年３月の議会のほうに上程

をさせていただいております。昨年の台風、９月

30日に来ました台風24号におきまして、町の農家

さんのほうで果樹棚と、それからハウスのほうが

被害を受けた農家さんがおりまして、国のほうが

補正予算で年度末になりまして、そういった方に

対して補助金、助成金を出すということで、３月

のほうに補正予算を上げさせていただいておりま
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す。補助金のお話があったのが３月ということで、

事業としては到底間に合わないということがござ

いましたので、全額町負担分、それから国補助分

を含めて繰り越しをさせていただいているところ

でございます。そして、その額が146万1,000円だ

ったということでございまして、ちょうど先日３

件とも修理のほうは終わったということで、実績

報告させていただいております。 

  続いて、報償費の58万8,000円の執行残につい

てでございますが、こちらにつきましては、確か

に食と農の研究会の委員の借金が、その半分を執

行残の中で占めております。 

  当初、５回、年度当初から行う予定だったもの

が、なぜ年度下半期になってしまったかというこ

とについてでございますが、２つほど理由がござ

いまして、理由といいますか、言い訳的になって

しまうのですけれども、１つは、アドバイザーの

方との調整に少し時間を要してしまって、非常に

お忙しい方、オレンジページの編集長をやってい

た方で、非常にお忙しい中で今回アドバイザーを

受けていただいたということもございまして、そ

れで時期が少しおくれたということと、もう一つ

は、昨年の４月の段階になって、竹内園芸様の法

人の参入が決まりまして、急遽そちらのほうで説

明会ですとかで、すみません、私のほうもかなり

ばたばたと予定がとられてしまいまして、業務の

ほうがこちら遅れてしまった、この２点が大きな

理由となってございます。申しわけございません。 

  それから、地産地消モデル事業、決算書の126

ページ、地産地消モデル事業委託料で執行残が出

て、少しお金が戻したということは、予算に対し

て決算の額が少ないのだから経営状態がというこ

とでお話いただきましたが、予算につきましては、

平成29年度の決算額に対して、８％ほど売り上げ

が増えるということで、安全率を見込んで立てて

おります。予算割れすることをおそれておりまし

て、やはり少し安全率を見て、８％売り上げが増

えるのではないかということで予算を組んだんで

すけれども、実態としては３％の売り上げ増とい

うことでございまして、決して売り上げが減して

いるわけではないのですけれども、安全率を見た

ところまではいかなかったということで、執行残

が出たというふうにご理解いただければと思いま

す。 

  続きまして、成果書149ページ、こちら農地流

動化奨励補助金制度の内容と年数についてのご質

問だったかと思います。こちら平成30年度につき

ましては、成果書記載のとおり、新規の交付決定

件数が３件となっております。こちらは農業経営

基盤強化促進法に基づく利用権の設定をして、規

模を拡大した農家さんに対して、要件の設定で５

年以上の規模、契約をされた方に対して10アール

当たり借りる方には２万円の補助金がいく事業で

ございまして、補助金の額といたしましては、単

年度平成30年度１度きりの補助というふうになっ

てございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  消費者相談の件数と内容はということでござい

ますが、平成30年度件数は72件になります。平成

29年度は56件でしたので、件数のほうは増えてい

るという状況でございます。 

  内容なんですが、売買契約とか不当請求という

ものが多くて、ちょっと詳しくいいますと、不審

なはがきがポストに入っていたとかというそうい

うことの相談、不審なはがきによる詐欺という相

談、また、インターネットによるものの相談、あ

とは、さっき電話回線の工事とか、そういうとこ



－２１１－ 

ろの相談、そんなことまで今、増えてきておりま

す。全部で平成30年度72件という内容になってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  農業委員会ではいろいろな土地の売買だとか、

そういうことを検討しているんだということです

けれども、これは農業委員会で決定したことが優

先される、それとも埼玉県のそういう農業の感じ

の春日部にあります農業なんていうんですか、あ

っちのほうが決定が、農業委員会、宮代の農業委

員会が決定したことが覆されることもあるんでし

ょうか。それのところをもう一度ちょっとお聞き

したいんですけれども。 

  農業年金、今年は５名が加入しているんだとい

うことでわかりました。 

  あと、この繰り越し、124ページの農業振興費

繰り越しされたということなんですけれども、現

在は解消されたということなんですけれども、や

はり災害とか、そういうのはお金が必要なんです。

やはり迅速にやってほしいなという感じはするん

で、今年ですか、これは解消されたのは。普通だ

ったら30年で解消ということです。遅かったのも

理由の一つになると思いますけれども、迅速にや

ってもらいたいというのがあります。 

  それから、同ページの不用額のことなんですけ

れども、みんな忙しいからということで、最終的

な答えとしては忙しかったことなんですけれども、

忙しいというのは一つの理由かという感じがする

んで、この辺のところももう少し、食と農の研究

会、一つ事業として立ち上げているんですから、

きちんとやってもらいたいという感じはします。

これは答えなくても結構です。やってほしいとい

うことで、こちらもあれです。 

  あと、新しい村委託料です。予算も８％で、入

ってくるのはもうけたのは３％だったということ

で、決して赤字ではないのだということなんです

けれども、やはり町としては８％という契約を持

ったわけです、安全を見たとしても。今年はもし

かしたら10月から消費税が上がります。また、売

り上げがどうなるかわかりません。はっきり言っ

て。その辺のところを見ても、やはりもう少し様

子を見るということは私は大事ではないかと感じ

はします。町として責任を持つということで、そ

の辺ところは３％もうかったからいいですという

ことでやるんではなくて、やはりもう少しちょっ

と様子を見るということは大事だという感じはし

ます。 

  決して、やっている人たちが怠けているという

わけではないんです。様子を見るという、町で責

任を持つことも大事ではないかという感じはしま

す。もう１年、少なくとも、私はそう思っており

ます。そのところも町としてはどういうふうに考

えているのか、もう一度お願いします。 

  あと、農業基盤、すぐに迷惑をかけずにやって

いますということなんですけれども、要請箇所も

いろいろと迷惑かけずにやっているということな

んで、わかりました。私どもも、これは町のほう

に言えば、言ってごらんということで、言っても

大丈夫だとことなんですね。よろしいですね、そ

れで。わかりました、よろしくお願いします。 

  それと149ページの農地プランの作成だとか、

いろいろなやってますけれども、契約年数が５年

ということで、今、聞いたんですけれども、これ

契約年数５年、基盤を整備するのに、せっかくそ

ういう荒れ地をなくすという考えを持っている人

たちが一生懸命やっているんです。実際にはお米

は30キロ当たり7,000円とか6,000円とかにしかな

らないんです。１反で１俵で60キロで１万ちょっ
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とです。やはり一生懸命耕作しようと思ってやっ

ているのに、ちょっと５年では短過ぎという感じ

はします。私のあれだとすれば、やはりそれを倍

にするとか、考えてもいいんではないかという感

じはしますので、ぜひ宮代の「農」のある町、荒

れ地にしないで、頑張っている人たちにもう少し

頑張る姿勢を見せたほうがいいんではないかと私

は思ってますので、ぜひその辺のところは、これ

は要望も含めてです。もしそういうことがあるん

だったら、ないというんだったらないで結構です。

答えてください。 

  最後に、消費者ですか、わかりました、72件の

相談事があって、平成29年度は56件、どんどん増

えているんだと。やはり皆さんで気をつけながら

やっていかなくてはいけないと感じはします。い

ろんな詐欺が来ます。うちにもいろんな電話が来

ます。でも、無視しています。やはり町のほうで

ももう少し放送とかいろんなので、注意喚起をし

ていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員の答弁をもらい

ます。ほかに質疑をされる方いますか。 

  では、休憩といたします。 

 

休憩 午後 ７時４９分 

 

再開 午後 ７時５８分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。 

  農地法の許可について、お答えします。 

  農地法第３条、農地を農地として売買する許可

につきましては、許可権者が農業委員会になりま

すので、県にはいきません。 

  そして、農地法４条、５条、農地転用につきま

しては、許可権者が埼玉県知事でございます。農

業委員会では総会でその申請に対して、許可相当

であるということで意見を付して、県に送りまし

て、最終的に県知事の許可になるものでございま

して、それが覆るのかというご質問につきまして

は、覆ることはほぼないということで考えており

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  決算書126ページ、地産地消モデル事業委託料

についてでございますが、こちらは予算のほうで

安全率を見て、８％ほど増やしておるものの、実

質は３％の売り上げ増にとどまったことでござい

ます。それをもって経営が悪化しているというふ

うには町としては判断しておりませんで、経営自

体は健全経営を続けていただいているというふう

に判断をしております。 

  また、指定管理になることによって、町から責

任が離れるのではないかというご不安でございま

すが、町としては、指定管理というのはあくまで

も制度でありまして、町との関係についてはこれ

まで同様近い距離を保っていきたいと思っており

ますし、管理責任については町であるというふう

に法的にも認識しているところでございます。 

  続きまして、成果書149ページの農地流動化の

奨励補助金で、利用権設定の５年は短いのではな

いかということでございますが、こちらにつきま

しては、町独自の補助でもありますが、５年とい

う期間を設定するのは、農家さん側の意向でござ

いまして、農家さんが10年ということであれば10

年でも全然やれるような契約となっております。
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あるいはその補助体制となっております。あくま

で農家さんの意向で年数は決めていただければと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。 

  まず１点目は、決算書119、120ページの労働費

ですが、次のページに春日部地域雇用対策協議会

負担金がございます。負担金なんですけれども、

町にとってのメリットはどういうことなんでしょ

うか、第１点。 

  それから２点目なんですけれども、121、122ペ

ージの１目農業委員会費なんですが、この中の賃

金について、不用額が出ております。12万5,000

円。それから委託料が17万1,000円となっており

ます。これについての説明をお願いしたいと思い

ます。 

  それから、123、124ページの３目農業振興費の

中の委託料でありますけれども、ここに不用額が

出ておりますが、ここでいつも議会において説明

されているんですけれども、手数料として入る歳

入と、新しい村の関係で委託料として支出する歳

出が一致してるということなんですけれども、こ

れは具体的に歳入ではどこに当たるんでしょうか。 

  それから、123、124ページの農業経営基盤強化

対策事業に絡んでとしか言いようがないんですけ

れども、私はいつも産業観光課の成果書で、私は

成果としていつもより遊休農地の解消、それから

後継者不足についてということで、３年前か４年

前か農業委員さんと議員との懇談会のときにも、

これが一番の問題だということで、これは宮代だ

けの問題ではないんですけれども、冒頭にいつも

このことについて、成果書では書かれているんで

すが、もう少し具体的に書けないんでしょうか、

成果ですから。この農業経営基盤強化対策費、こ

れだけではないんでしょうけれども、ここにいっ

ぱい入っているんですけれども、特に遊休農地の

解消、それから後継者不足、これを正面から言っ

ているんですけれども、このことについてお尋ね

したいと思います。 

  それから、131、132ページの商工振興費の中に、

店舗・住宅リフォーム補助金の申請がございまし

たが、これはいつから始めたんでしたか。私は年

度初めからと思っていたんですけれども、年度途

中ということなんですけれども、その点について

お尋ねいたします。 

  それから、決算書134ページの中小企業融資事

業なんですが、これ、いつも話をするんですけれ

ども預託金300万円、これは融資の実績はありま

せん、全く。それなのになぜ、融資事業として、

預託金をのせなければいけないのか、この点につ

いて、見通しもないと思うんです、今のままでは。

その点についてお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  まず、労働費のほうの春日部地域雇用対策協議

会についてでございますが、こちらについては、

学生と企業のかけ橋というものをまずスローガン

としてできている協議会でございます。その中で、

民間企業、ハローワーク、商工団体、あとは行政

ということで構成されているものでございますの

で、地域の中小企業者とその新規卒業予定者のか

け橋になるということで、そういう協議会である

と認識しておりますので、町としても一緒に加入

して活動を進めていきたいと思っております。 
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  続いて、リフォーム補助金がいつからスタート

したかということなんですが、平成30年の７月か

らスタートしております。 

  最後に、中小企業のほうの預託金の関係ですが、

委員おっしゃるとおり、平成18年を最後にその後、

申し込み者がいないということで、平成30年度を

もって一応新規の申し込みは終了とさせていただ

きました。今は、平成31年度は、預託金は予算上

は計上しておりますので、預託はしてございませ

ん。平成30年度で終了となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（秋谷裕章君） 副課長の秋谷

です。 

  決算書122ページ、農業委員会事務事業の不用

額について、ご説明します。 

  まず、賃金でございますが、こちらにつきまし

ては、毎年行っている農地の利用状況調査、こち

らを現地確認したり、その結果を集計するという

作業が臨時職員にお願いしているところなんです

が、作業がはかどって早く終わったことから賃金

が不用額として残ったということです。 

  同じく委託料でございますが、こちらにつきま

しては、農業委員会の総会は全て議事録を起こし

て公開する義務になっておりますが、その議事録

作成の業者委託をとっていたんですが、こちらに

つきましても、職員がちょっと残業してつくって

委託料を削減した結果、不用額が出ているもので

ございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 副課長の菅原

です。 

  決算書126ページ、地産地消モデル事業委託料

の3,321万971円が歳入のどこに入っているかとい

うことでございますが、決算書20ページ、新しい

村使用料、こちらの3,428万6,271円、こちらの内

訳といたしまして、歳出と同額の森の市場結使用

料の3,321万971円が入っておりまして、残りの金

額につきましては、農の家、村の集会所、芝生広

場等の使用料が17万7,300円、それと市民農園結

の里の使用料が89万8,000円、これら３つを合算

いたしまして、歳入額の3,428万6,271円となって

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 産業観光課長、長

堀でございます。 

  それでは、ご質問にお答えします。 

  議員ご指摘のとおり、この成果書の149ページ

におきまして、遊休農地の問題であるとか、担い

手といいますか後継者の問題についてもう少し詳

しく書けないかということでございますが、事業

別予算でやっているものですから、農業経営基盤

強化対策事業でもこの遊休農地の問題につきまし

ては、若干関与しているわけなんですが、遊休農

地の解消につきましては、事業でいきますと、農

業委員会事業でも当然関与しておりますし、あと

は担い手といいますと、明日の農業担い手対策事

業のほうでも関与しているといいますか、かかわ

っていることでございますので、ちょっとその表

記の仕方につきましては、検討の余地はあるかな

と思いますが、一応事業別予算ということになっ

ているものですから、今のところはそのような形

で表記をさせていただいているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員（丸藤栄一君） いいです。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 
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〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようでしたら、前段

者の質問の中の、ＬＥＤについて、担当者から説

明がございます。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長の野口

でございます。 

  ＬＥＤ化のことでちょっと調べましたので、そ

の結果のほうをご報告させていただきます。 

  今、大学通り商店会とすずらん会、両方とも今、

ＬＥＤのほうになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で産業観光課の質疑を終了いたします。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月17日火曜

日、午前10時から委員会を開き、引き続きまちづ

くり建設課関係の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ８時１４分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月13日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５０号の審査（まちづくり

建設課・教育委員会） 

○委員長（丸山妙子君） これよりまちづくり建設

課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） おはようご

ざいます。まちづくり建設課長の石塚です。どう

ぞよろしくお願いします。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 皆様お

はようございます。まちづくり建設課で都市計画

と都市整備を担当します副課長の室田です。よろ

しくお願いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） おはよ

うございます。まちづくり建設課道路担当副課長

高橋と申します。よろしくお願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 皆様おはようござ

います。まちづくり建設課上下水道室長の成田と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） おはようござ

います。まちづくり建設課上下水道室主幹の忽滑

谷です。よろしくお願いいたします。 

○道路担当主査（和田光春君） まちづくり建設課

道路担当の和田と申します。よろしくお願いいた

します。 

○道路担当主査（冨田満晴君） 同じく道路担当の

冨田といいます。よろしくお願いいたします。 

○都市計画・都市整備担当主査（島村明子君） 都

市計画・都市整備担当島村と申します。よろしく

お願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（花澤 勉君） 都市計

画・都市整備担当の花澤です。よろしくお願いい

たします。 

○まちづくり建設課主幹（髙橋勝己君） 同じく都

市計画・都市整備担当の髙橋です。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出、一括して質疑をお受け

します。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） おはようございます。 

  改めて質問をさせていただきます。山下です。 

  それでは、決算書の131ページ、132ページです、

まず。 

  農業集落排水事業の有機物汚濁物質濃度を計測

する装置ということで説明されましたけれども、

これは能力を発揮して、今現在も使われているの

かどうか、その辺のところをもう一度詳しくお願

いします。 

  それから、133ページ、134ページの道路橋梁費

なんですけれども、決算書だけを見ると、道路橋

梁のことについて何もやっていないということじ

ゃないんですけれども、事業展開というのは具体

的にどういうことをやったのか、詳しくお願いい

たします。 
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  それと136ページです。 

  委託先です。道路台帳の委託先です。これはど

この会社にどんな方法で委託をやったのか、その

辺のところを詳しくお願いします。 

  あと、同ページかな、町道の移管ですけれども、

委託料が大幅に増額となっておるんですけれども、

136ページです。町民要望とかそういうのは何件

くらいあったのか、町道の問題で。 

  あと、道路維持費で修繕とかそういうのがあっ

たと思うんですけれども、これの要望ですか、一

般住民とか区長さんとか、町の人たちからどんな

要望があったのか、ひとつよろしくお願いします。 

  あと同じ136ページなんですけれども、委託料

の不用額162万9,443円と書いてあるんですけれど

も、これの13節の委託先の決め方、先ほども言っ

たんですけれども、お願いします。 

  あと138ページです。道路新設改良費です。当

初予算が6,142万何がしなんですけれども、これ

のところ、減額して不用額が2,551万出たんです

けれども、この辺のところの地区生活道路の整備

要望等あったのかないのか、この辺のところを詳

しくお願いします。 

  それから、不用額の同じ138ページなんですけ

れども、町道12号線の用地交渉が進まなかったと

いうことで説明を受けたんですけれども、これは

なぜ進まなかったのかどうか。もう何年目になる

のかどうか、ちょっとわかりませんけれども、そ

の辺のところの理由、もう一度詳しくお願いしま

す。 

  あと17節です。公有財産購入費の不用額687万

4,509円という説明がありました。12号線の用地

交渉及び町道251線の契約交渉が難航しというこ

とで説明されたんですけれども、この難航理由と

いうか。 

  あと、これ町道12号線に関しては、いつごろま

でに買収が済む予定なのかどうか、予定している

のかどうか、残りの買収を。お願いします。 

  それから、22節です。補償とか補塡及び賠償金

の不用額が850万440円となっているんですけれど

も、これも同じ理由ですけれども、同じだと思う

んですけれども、その中で説明をお願いします。 

  それから、ちょっと飛びます。137ページ、138

ページです。 

  橋梁維持費、橋梁維持管理事業について予算額

1,320万円、支出額が1,319万2,200円、不用額が

7,800円と説明されました。66％減となっている

んですけれども、30年度予定していた橋梁、備前

堀川の番先橋です、これ修繕工事が最初不調だっ

たということを言っていますけれども、現在はも

う終わっているのかどうか、その辺のところをよ

ろしくお願いします。 

  あと決算書の139、140ページです。 

  東武動物公園西口周辺整備事業において用地買

収が進まなかったということなんですけれども、

この辺のところも進まなかった原因、またこれか

らどうするのか、また、どれだけ進んでいったの

か、その辺のところも詳しくよろしくお願いしま

す。 

  あと、これは最初のころになると思うんですけ

れども、決算書の21、22ページあたりの社会資本

整備総合交付金ということで説明はされたんです

けれども、２目の下水道費の排水路維持管理事業

でございます。 

  除草や樹木の消毒及び笠原周辺地区の浸水対策

として、同敷地内の排水路でしゅんせつ等を行っ

たということなんですけれども、これによって排

水路のあれがよくなったのかどうか。 

  今、昨日の台風15号のときなんか、すごく水が

あの辺一帯出たんです。その辺との関係はどうな

のか、ちょっと教えていただきたいなと思ってお
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ります。 

  あと143ページになります。 

  公園費の13節です。公園費委託料の地区公園草

刈りだとか、樹木管理委託料があるんですけれど

も、この辺のところもどうなっているというわけ

じゃないんですけれども、これの委託先ですね、

決め方、どうなっているのか、ちょっとその辺の

ところもお願いします。最後になります。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。 

  お答えいたします。 

  まず、これ、農業集落排水の特別会計になる繰

り入れ、繰り出ししているものなんですが、有機

汚濁モニターを、こちらが不具合が生じまして、

これはもう汚水の汚濁。 

○委員長（丸山妙子君） 室長、すみません。何ペ

ージかお示しいただいてから答弁お願いいたしま

す。 

○上下水道室長（成田雅彦君） すみません。 

  決算書の131、132ページです。農業集落排水事

業特別会計繰出事業の4,307万9,000円、この中に

農業集落排水事業特別会計で行いました工事、要

は処理場の修繕工事が入っております。有機物の

汚濁モニターに不具合が生じまして、こちらは汚

水を監視する装置でございますが、こちらが不具

合が生じまして修繕をさせていただいております。

修繕費は313万2,000円ほどかかっておりまして、

武蔵野環境整備株式会社というところに発注して

おります。修繕をいたしましたので、今は正常に

動いている状態でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） まちづ

くり建設課都市計画担当の室田と申します。 

  では、質問に答えさせていただきたいと思いま

す。 

  139ページの東武動物公園駅の西口の中央通り

線の用地買収の状況でございますけれども、昨年

度までは何回お話をしても取り合っていただけな

かったんですが、その後ちょっと状況が変わりま

して、今年４月から３回ほど地権者の方と調整を

とりまして、何とか契約までいけるかもしれない

という状況になってきていまして、今、鋭意努力

中でございます。面積的には83.96平米になるん

ですが、そちらのほうの買収を鋭意進めていると

ころでございます。 

  次に、公園の関係の委託料でございます。 

  ページは143、144です。公園環境管理費の中の

委託料の金額でございますけれども、草刈りにつ

いてはシルバー人材センターにお願いしていると

ころでございます。また、公園の樹木管理につき

ましては入札をしまして、そちらのほうで決めさ

せていただきます。また、倒木ですとか緊急のも

のについては、町内業者の方に見積もりをとって

早急に対応するように心がけております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 高橋で

す。よろしくお願いします。 

  まず、道路台帳の関係で決算書で申しますと

135から136ページにかけまして、道路台帳整備事

業に関するお答えでございます。 

  道路台帳整備事業につきましては、委託先は昨

年同様パスコということで委託先でございます。 

  本年度の補正業務の委託内容につきましては、

通常分、例年道路に一定改良等ございますので、

そういった通常分とあわせて、昨年度につきまし

ては、道佛区画整理地内の分が増えたということ
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で、前年度より額が増えているものでございます。 

  続きまして、同じページです。道路維持管理事

業の関係でございます。 

  道路維持管理事業の関係で、修繕内容につきま

しては、例年いろんな道路側溝の清掃とかいろい

ろ行っているところでございますが、委託料の中

では側溝の清掃業務の委託につきましては、安住

環境のほうに側溝であるとか集水ますの清掃をお

願いしているところでございます。 

  また、樹木の管理、道路除草の管理につきまし

ては、大植であり、Ｊパーク、シルバー人材セン

ターにお願いしているところもございますし、除

草に関しましても、シルバー人材センター及び単

価契約で幸和組と結んでいるところもございます

のでお願いいたします。 

  また、ページがかわりまして、137、138ページ

の生活道路等、いろいろ地区要望に関するもので

ございますが、こちらにつきましては、生活道路

の舗装の修繕等、いろいろ多数要望をいただいて

いるところでございますが、全て道路を修繕して

いくことは難しいことでありますので、ポイント

ではなく面を、路線の面から確認をして判断をさ

せていただきまして整備を行っているところでご

ざいます。 

  ただ、ほぼ要望をいただいているところにつき

ましては対応をさせていただいているところで考

えておりまして、できないところにつきましては、

また今後いろいろ判断をしながら進めさせていた

だければと思っております。 

  続きまして、同じく決算書137、138ページの都

市計画道路整備事業に関してでございます。 

  こちらのほうにつきましては、成果書でいうと

43ページの土地区画整備周辺事業の関係で、周辺

道路整備ということで該当してくると思われます

が、議員ご承知のように、都市計画道路春日部久

喜線、町道第12号線につきましては、平成26年度

から用地取得の事業を着手して、平成30年度末ま

での取得面積に対する進捗率というのは約72.5％

ということでございます。 

  改良工事につきましても平成28年度より着手し、

主に軟弱地盤でございますので、その対策として

地盤改良等いろいろ進めておるところでございま

して、なお、先ほどご質問をいただきました補償

費も、いろんな用地購入費も関連すると思うんで

すが、こちらにつきましては、平成30年度末では

７件が未買収ということで72.5％を除いたところ

が未買収ということになっているところでござい

ます。こちらにつきましては、未相続が２件、納

税猶予が１件、相続間もない方が１件、物件補償

が絡む方が２件ということと、極小用地の方が１

件あります。こちらのほうにつきましても、昨年

度はこういった概要でございましたが、今年度に

入り、決算ではないのですが、今年度に入り、納

税猶予のかかった箇所につきましては、もうそろ

そろ免除の抵当権が抹消されるということを地権

者の方からお伺いさせていただいていますので、

こちらにつきましては、なるべく早く進めていく

予定でございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

  最後に、決算書の137、138ページ、最後の橋梁

維持管理事業につきましては、先ほどお話をいた

だいたように番先橋の不調ということがあったと

ころでございますが、今年度、平成30年度に行い

ましたただいま策定しております橋梁長寿命化修

繕計画の中で、番先橋の整備につきましてもスケ

ジュールに合わせて検討をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成
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田でございます。 

  お答えいたします。 

  決算書の141、142ページの排水路維持管理事業、

こちらで汚泥のしゅんせつ業務委託というのを発

注しております。 

  場所はそこの冠水対策ということで、笠原１丁

目地内の役場のちょうど隣のパールの脇の大通り

です。町道94号線の歩道に口径が１メートル掛け

る１メートルと１メートル掛ける１メートルの断

面のボックスカルバートが歩道の中に埋まってお

りまして、これのヘドロをしゅんせついたしまし

た。大体15センチぐらいたまっておりまして、こ

れ、しゅんせつによってきれいに断面がとれてお

ります。水もきれいに流れるようになっておりま

す。 

  先日の台風15号では、こちら道路冠水がありま

せんでした。というのは、それだけの断面がとれ

たということで排水能力が発揮できているのかな

と考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  一番最後のところからやっていきたいと思いま

す。 

  冠水、ここのところがなかったところなんです

けれども、役場の県道春日部久喜線、あそこはす

ごかったですね、帰り。会議の帰りに通ったら、

もう川みたいになっていました。その辺のところ

全体として、今後どうするのか。笠原地区だけは

やったけれども、ほかの地区はどうなのか。その

辺のところは検討しているのかどうか。まず、最

初にお聞きしたいと思います。 

  それから、排水作業、有機物の汚濁モニターを

取りかえて故障もなくスムーズにやっていますと

いうことなので、それは安心しました。ぜひ正常

に作動するようにお願いしたいと思います。 

  それから、ますの清掃委託、13節です。道路維

持管理費、136ページのますの清掃をシルバーセ

ンターに頼んでいるんだということを言っていま

す。 

  先ほどの関連も同じなんですけれども、いろん

なところで汚泥がたまってきている。町の人たち

ではできないところもあると思います。特に、県

道近くはみんな水がちょっと降るだけで、先ほど

も言いました。その辺のところを、ますの清掃と

かそういうのは今後どうするのか、お願いしたい

と思うんですけれども。 

  それと138ページです。道路新設改良費です。 

  地区生活道路の修繕とかそういうのとか全部や

るのは難しいんだということを言っていますけれ

ども、皆さんが生活していく道路、そこの修繕、

雨が降ると水がたまるとか、いろいろあります。

やはり道路ですから、皆が気持ちよく道路として

できないと、これはなかなか生活していくのに困

難がつきものじゃないかなと思うんですけれども、

個々の要望によって、面によって判断をしていく

んだと言っていますけれども、やはり皆さん大変

なことなんだと思います、生活していくのに。特

に、通学、通勤、皆さん、朝、大丈夫だったけれ

ども、夕方は雨降ったとか何かで水浸しになった。

やっぱり大変な思いをしている。その辺のところ

はやっぱり少なくても最初には通勤、通学、通勤

といってもメイン道路ですね。そういう生活道路

は優先的に直していく必要があるんじゃないかな

と私は思っております。ぜひ、その辺のところを

もう一度、判断をするんだと言っていますけれど

も、どういう判断なのか、詳しくお願いしたいと

思います。 

  それから、12号線ですか、それの買収ですね。

72.5％が、７軒が未買収だということで言ってい
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ますけれども、これいつごろまでに終わるのかど

うか。もう一度お願いしたいと思うんですけれど

も。そういう予定が、いろいろとこういう人がい

るので何だかんだと言いましたけれども、いつご

ろまでに終わるのかどうか。その辺のところをは

っきりと目標を持ってやっていかないと、やはり

なかなか進まないんじゃないかなと私は思ってい

るんです。話し合いはしているんだということを

言っていますけれども。例えば、来年、再来年ま

でには必ず100％終わらせて工事を進めていくん

だという、そういう意気込みですね。そういうの

があるかどうか、いつごろまでやるのかどうか、

もう一度お願いします。 

  以上、お願いしたいと思うんですけれども。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 排水路維持管理事

業の関係で、道路のしゅんせつというご質問なん

ですが、県道春日部久喜線、こちらは県の管理と

いうことでして、この間の台風15号で冠水された

ということなんですが、冠水のまず第１の原因と

いうのは、道路にはますがございます。道路に蓄

積されているというか、たまっているというか、

そういうごみとか葉っぱとか、それが大雨によっ

て、ますのほうに一時的に流れてきちゃうんです

ね。それがまず排水能力が落ちる原因となってお

ります。これに関しても県のほうで定期的に道路

の清掃というのは行っております。その道路側溝

の中のしゅんせつはどうかというか、ちょっと私

のほうも把握していないのですが、こちらにつき

ましては、県のほうに要望というか、こういうご

意見があったということで伝えていきたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 高橋で

す。よろしくお願いします。 

  先ほど、決算書137、138ページにかけて道路新

設改良費の関係で、要望等の関係でお尋ねをいた

だいたところでございます。 

  先ほど、要望件数等をお伝えするのをはぐって

しまったんですけれども、個人で要望をいただい

たのは昨年度44件いただきました。その中で対処

させていただいたのは38件、残りが６件になりま

すけれども、令和に入って３件対処はさせていた

だいております。予算の都合であり、段取りであ

ったりということで、要望に対する対処はさせて

いただいているところでございます。 

  ただ、要望の中で対処できないものというのが

農道の舗装であったり、なかなか急には進まない

冠水対策であったり、側溝の構造上とか、ふたが

かからない場所への側溝のふたかけであったり、

今回のケースではないんですが、一般的にはそう

いったことでなかなか進めさせていただけないと

いうところがございまして、また早急に対処する、

こちらの判断ではもう少しお待ちいただくという

経過観察をしているケース等もございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

  同じく137、138ページ、都市計画道路整備事業

の関係でございます。 

  買えない用地のほうの賠償が進まないため、今

後の計画はというお話でございます。町道第12号

線用地については、先ほど申し上げましたように

未相続の土地であったり、いろんな契約の相手方

が未確定であるため、交渉が進まないという方も

ございます。その中で、数名の方で未相続につい

ては、相続人が数名予定されるということでござ

いますが、ただ未相続で対象者が確定していない

ところもございますので、そういったところでも

確定次第、こちらのほうは当然お話をさせていた

だくところでございまして、もちろん相手様がい
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らっしゃることなので、粘り強く交渉をさせてい

ただく予定でございます。 

  あと、冠水対策で県の事業で、こちらのほうと

は直接町の事業ではございませんが、学園台から

須賀の小学校というんですか、踏切に向かって通

学路として低い土地があったと思うんですけれど

も、こちらのほうといたしまして県のほうに数回

要望をさせていただきまして、９月、先週、整備

が終わったということで、県道に関しましても町

道に関しましても、いろいろ要望の箇所は確認を

させていただきまして、できるところから進めさ

せていただく予定でございますので、よろしくお

願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原洋子でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  決算書の138ページ、説明書の45ページ、やは

り都市計画道路整備事業なんですけれども、そち

らのほうで、こちら買収のほう、１つ、すみませ

ん、聞きはぐっていたら申しわけないのですが、

支出済額が18万6,560円は、こちらはどちらのも

のなのかということと、あと説明書のほうにあり

ます西口のほうの中央通り線の舗装工事、一部未

買収と書いてありますけれども、こちらがまだ買

収できていないのかなと思うんですが、先日発表

があったように無印良品が来るということで、こ

ちらの道路もこれからもう少し活用されていくの

ではないかなと思うんですけれども、こちらの買

収の見通しをお聞きしたいです。 

  あともう１点、決算書の144ページの公共下水

道事業特別会計繰出事業なんですけれども、説明

書のほうの44ページ、工事実行計画の目標の中に、

上下水道管の布設がえがございまして、こちらは

もうずっとやっていくものだと思うんですが、私、

たしか予算のときにもお聞きしたと思うんですけ

れども、宮代町内の水道管がどのくらい布設され

ているのか、年にどのくらい修繕できているのか

ということをお聞きしましたが、また今回も今年

度の決算上で、その修繕、下水管のほうがどのく

らいの長さ修繕できたのかお答えください。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員、水道管に関し

ては特会のほうだと思うんですけれども、ほかの

質疑をいただきます。 

  答弁お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 高橋で

す。よろしくお願いします。 

  137、138ページの先ほどお尋ねいただいた地区

生活整備事業の18万6,560円は、こちらのほうは

都市計画とは違うところが移設補償費の関係でご

ざいますので、成果書158ページの関係でござい

ますので、直接都市計画道路の整備の関係ではご

ざいませんので、ご理解いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 都市計

画・都市整備担当の室田です。 

  成果書の45ページを見ていただきまして、先ほ

ど山下議員から質問があったところの都市計画道

路の中央通り線、こちらのほうの絵が描いてある

かと思いますけれども、この幅が16メートル、長

さが67メートル、この中で１筆が未買収だったん

ですが、今年度買収ができるように進めていまし

て、鋭意進めておりますので、何とかなるように

努力していきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 
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○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  そちらのほうが進んでいるようならよかったで

す。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは何点かご質問させていただきます。 

  まず、135、136ページの道路台帳の整備に関し

ての町道の道佛土地区画整理事業に伴っての道路

の移管があったのでということなんですけれども、

これは道路台帳の整備ですので、道佛土地区画整

理事業とほかの町道の関係で分けて、特に道佛土

地区画整理事業に関する道路の委託料、これは道

路の線、何本くらいあるのか。これが主な理由だ

とは思うんですけれども。その他、認定、廃止が

あったと思うんですけれども、どのような状況な

のかということでお尋ねしたいと思います。 

  それから同じく135、136ページの工事請負費、

15節なんですけれども、これは宮東地内と字百間

地内の舗装修繕工事ということなんですけれども、

これは国庫補助金953万円です。なぜ国庫補助が

受けられたのか、この点、お尋ねしたいと思いま

す。 

  それから、同じく138ページの３目の道路新設

改良費で関連でお尋ねしたいんですけれども、都

市ガスなどによる道路の終わった後、改良してき

れいにされるんですけれども、これについての苦

情だとか、そういうのはなかったのかどうか、お

尋ねしたいと思います。 

  議員懇談会のときにも出されたんですけれども、

宮代台で水道だったですか、下水道関係の工事が

あって、その後のやはり舗装の改修の後、どうい

うふうにきちっと見ているのかというような内容

の質問というか、そういうのがあったんですけれ

ども、これらについてはどういうふうに対応され

ているのか、その辺お尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく137、138ページの道路新設改

良費の不用額なんですが、これは先ほど前段の山

下委員も質問されましたが、随分、不用額が多く

なっております。これらについては、ある程度、

用地買収ができなかったとか、いろいろおっしゃ

っていますけれども、その辺の状況なんか、よく

まちづくり建設課ではご承知ですよね。だとすれ

ば、こんなに不用額、ここからこの程度はできる

ということで、不確定でも、ある程度、できる部

分とできない部分というのは仕分けできると思う

んです。こんなに不用額が出ていると、予算のつ

け方はどうなのかなという感じがするわけです。

そういう意味では、ほとんどが12号線にかかわる

問題ですので、その点、お尋ねしたいと思います。 

  それから、17節の公有財産購入費の不用額もあ

りますが、これは12号線と町道第251号線の関係

だと思うんですが、これはどういうことで難航し

ているのか、その理由について、もう少し詳しく

お尋ねしたいと思います。 

  137、138ページの橋梁維持管理事業なんですけ

れども、ここで、先ほど前段でも出ておりました

が、予定していた備前堀川の番先橋というんです

か、この橋梁の修繕工事なんですけれども、なぜ

これ不調に終わったんでしょうか。予定価格と入

札、落札価格というか、それの単純な違いなのか、

その辺についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく東武動物公園西口周辺整備事

業ですよね。先ほど中央通り線の買収を進めてい

るということなんですけれども、これはここまで

来たいきさつというのがある程度あると思うんで

すけれども、これは去年もたしか私も質問をした

んですけれども、もう少し正面から、町長なども

直接行って地権者と交渉をしたりしたらどうかと
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いうふうな話もした記憶があるんです。これは先

ほどの答弁だと、ある程度好転しているような感

じに聞こえたんですけれども、今までと違うと思

うんですけれども、その辺の変化というのは何が

あったんでしょうか。その辺、聞かせていただけ

ればお願いしたいと思います。 

  それから、139ページ、140ページの一般住宅耐

震対策事業なんですけれども、耐震診断に対する

補助が２件、それから耐震改修工事が２件という

ことで、成果書の159ページにも載っております

けれども、これはどこなのかお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、これについては、歳入の21ページに

もございますが、住宅建設物安全ストック形成事

業補助金、聞きなれない交付金なんですけれども、

これについてもご説明をいただきたいと思います。 

  それから、同じく139、140ページの土地区画整

理推進事業なんですけれども、これは、昨年の１

月に換地処分が終了したということで、組合解散

に向けた清算業務を進めているということなんで

すが、それでの管理経費が残っているわけなんで

すけれども、これはいつ組合を解散し、清算業務

が全部終わってしまうのか、これはいつになるの

か。感じとして、いつまでも随分、換地処分が終

わった割にはまだやっているのかなという、そう

いった感じも受けなくもないんですけれども、そ

の点の見通しについてもお尋ねをしたいと思いま

す。 

  それから、東武動物公園東口周辺整備事業、同

じく139、140ページなんですけれども、これにつ

いては、現在、駅前広場の買収予定面積が約

3,100平方メートル、そのうち平成30年度でどの

程度、用地買収ができたのか。 

  そのことと、駅前広場の整備に要する費用とし

て概算、どれぐらいになっているのか。あわせて、

国と県のほうのこれまでの概算の金額についても

お示し願いたいと思います。 

  それから、ちょっと待ってください。 

  すみませんでした。成果書の162ページのこれ

は決算書では144ページなんですけれども、公園

等環境管理事業の中の公園管理協定に基づく住民

主体の維持管理ということで、苦情等への対応が

ありますね、町に。これはどういった苦情なのか

ということでお示し願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。 

  お答えいたします。 

  まず、宮代台の舗装の本復旧についてお答えい

たします。 

  こちらは、ちょうど宮代台の北遊水池というん

ですか、北側の道路になるんですけれども、平成

29年度に水道工事を行いました。本来ならば、次

年度、平成30年度に舗装の本復旧のほうをやると

ころでございますが、道路担当のほうで、こちら

の道路、台風が来ると冠水してしまうんですね。

それで令和元年度、今年なんですけれども、道路

をかさ上げするということで、今、予定しておる

んですが、それにあわせて、道路担当のほうで舗

装工事を今年度やっていただく。それで水道とし

ては、その半分、負担金を払うような形で現場の

ほうは対処をしたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 道路担

当、高橋です。よろしくお願いします。 

  それでは、決算書の135、136ページの道路台帳

の関係でお答えいたします。 

  先ほど申し上げましたとおり、道路台帳の整備
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につきましては、通常分と、昨年度につきまして

は道佛土地区画整理地内分ということで増えてい

るというお話をさせていただきましたが、具体的

には道佛土地区画整理地内区分の中では、改良路

線が263.5メートル、認定路線分が8,440メートル、

廃止路線分が148メートルです。あとは、通常分

であれば、改良路線分が373メートル、廃止路線

分が７メートル、認定路線分が65メートルといっ

た内訳で業務委託のほうを発注してございます。 

  続きまして、同じページの道路維持管理事業の

関係の工事請負費の関係でございます。 

  こちら6,500万円近く支出があるわけでござい

ますが、こちらのほうで国交省の関係でお話を申

し上げますと、成果書の17ページ、歳入の国庫補

助金ということで中段以降に内容がございまして、

その中で社会資本整備総合交付金の中で、都市計

画道整備等ということで、平成30年度の中で

2,000万円を超える金額が歳入されております。

その中で、町道第18号線、宮東に係る分というこ

とで、昨年度につきましては290メートルの整備

をしています。ここが国庫補助の対象ということ

になりまして、今年度につきましても３年目とい

うことで270メートルの整備がセブンイレブン近

くの交差点までの舗装修繕が終わっているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、同じ137、138ページと道路維持管

理の関係で、ガス、水道の施工業者が本復旧した

後の苦情等に関してのご質問をいただいておりま

すが、実際、本復旧、施工終わった後に数カ月後

に本復旧を業者さんのほうでしていただくわけで

ございますが、業者さんによって少し粗いという

か、雑なところがございますので、そういったと

ころは完了届け出をいただいておりますので、そ

の後に確認をして、不備があれば再度やり直しを

いただくようなことで強化をさせていただければ

と思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  続きまして、137、138ページの道路新設改良費

不用額2,500万を超えるということで、主には17

節公有財産購入費であったり、22節補償、補塡及

び賠償金であったりということで金額が多くあり

ます。実際、年度途中で用地買収が進まないとか

という状況は当然確認できると思いますので、こ

れにつきましては財政担当とも調整をして検討さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  続きまして、同じく137、138ページの橋梁維持

管理事業につきましては、番先橋の不調の関係で

お尋ねをいただいております。 

  番先橋の入札の不調の関係でございますが、橋

梁の修繕工事というのはかなり工種がとても細か

かったり、主に工事の期間というのは、水のない

秋以降の渇水期が時期となるわけでございますの

で、いろんな業者さんも余り多くない中で、塗装

等断面修繕修復といろんな工事が入ってくるわけ

でございますが、これはただ発注できないからと

いって見過ごすわけにいきませんので、ほかの自

治体さんの事例等も参考に、また再度検討させて

いただければと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 都市計

画・都市整備担当の室田です。 

  では、ご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、140ページの東武動物公園駅西口の関係

の用地買収の関係でございますけれども、やっと

契約までいけるかなという状況までなってきまし

たけれども、もともともう10年ぐらい前から交渉

をしていて、この方については一番後で用地買収
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はいいよという話があったんです。その後、粘り

強い交渉をしまして、その後、金額掲示をした中

で本人が思っている額と掲示した額が開きがあっ

たということで、金額的な折り合いがつかなかっ

たということがあります。 

  そのうち、交渉している中で交渉もできなくな

っているうちに、最近その方本人がちょっと体調

を悪くして、今、交渉相手はその奥さんとやって

います。奥さんのほうと話をしている中について

は、奥様のほうについては地価公示だとか、そう

いったものもご自身でお調べいただいている方な

ので、相場というものが少しわかっていただいた

中で、徐々に軟化していただいて、何とか今年、

去年までは交渉もできなかったんですが、今年何

回か、直接現地に赴いてお話に行って、それで何

とかなりそうな形になってきているということな

ので、ここで契約にこぎつけるように努力してま

いりたいというふうに考えております。 

  続きまして、一般住宅の耐震対策事業でござい

ます。 

  こちら２件の場所ですけれども、山崎地区が１

件と、それから学園台２丁目が１件でございます。 

  それぞれ耐震診断については10万円、それから

補強工事については50万円というお金を補助して

おります。 

  すみません。耐震補強については１件当たり５

万円です。耐震補助の工事については50万円と、

１人頭55万円ですので、２件で110万円になるか

と思います。 

  都市計画補助金の22ページを見ていただきまし

て、住宅建築物安全ストック形成事業の補助金で

ございますけれども、こちらの事業につきまして

は、市町村が一般の住宅の耐震診断とか、それか

ら工事につきまして補助する場合について、国か

ら補助していただける金額でございます。こちら

については、２分の１の補助金ということで、宮

代町については110万円の２分の１の55万円の補

助金をいただいているような状況でございます。 

  続きまして、土地区画整理事業でございます。 

  こちらは140ページになるかと思います。こち

ら、区画整理事業につきましては、平成30年１月

26日に換地処分公告を行いまして、現在清算業務

を行っていますが、清算金の分割が５回まで可能

ということでお話しをしていまして、最終の徴収

時期につきましては、令和２年７月を予定してい

ます。それでございますので、最終的な収納とい

うのは、平成２年度中を予定しているんですが、

組合の解散につきましては、今年度中、３月ぐら

いに解散の総会をしたく、今、準備を進めている

ところでございます。 

  続きまして、東口の関係で同じページになるか

と思います。 

  駅前につきましては、駅前広場でございますけ

れども、平成29年に34.62平米、それから平成30

年度に132.67平米、合わせて167.29平米が買い取

り面積でございます。駅前広場は3,700平米ある

んですが、既存道路等の公共地を除きますと

3,100平米が買収する面積になりまして、こちら

の合計面積167平米なものですから、駅前広場の

用地確保率としては5.3％になるところでござい

ます。 

  また、費用の関係でございますけれども、駅前

広場の関係につきましては、全体で約17.8億円か

かる予定でおりまして、国のほうが8.9億円を予

定しています。市町村の支出でございますけれど

も、約8.9億円を予定していまして、うち杉戸町

のほうから1.78億円いただく予定で、今、進めて

いるところでございます。 

  次に、144ページの公園等環境管理事業でござ

います。また、成果書につきましては162ページ
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でございます。 

  真ん中に公園管理協定に基づく住民主体の維持

管理ということで表をつけていまして、左側のほ

うにつきましては地区にやっていただこうと、右

側のほうにつきましては町がやっていることとし

て、苦情等の対応というのがございまして、主に

苦情等の中で多いものは、やはり草が生えて困る

とか、それから公園灯切れる、それからあと水道

の関係ですね、一番修繕の多いのは水道の関係な

ので、蛇口が壊れたとか、水が流れないとか、と

ういった苦情を言われる方が多いので、苦情が入

った場合につきましては、町ではすぐに現場を見

に行って、しかるべき対応をとって対応するよう

に努力をしているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） すみま

せん、道路担当、高橋です。 

  先ほどご質問をいただいたお答えの中で答弁漏

れがありましたのでお答えします。 

  決算書137、138ページ、道路新設改良費の中の

公有財産購入費、こちらのほうはトータルで不用

額が687万4,509円ありますが、こちらは町道12号

線とは別に、生活道路整備事業ということで、東

姫宮の町道第251号線の関係で地権者の方と交渉

をさせていただいたんですが、土地所有者の方の

個人的な理由ということで賠償まで至らなかった

という点もご説明申し上げなかったんですが、漏

れてしまいました。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  それでは、確認しながらお願いしたいと思いま

す。 

  まず、道路台帳の関係です。135、136ページの

関係で。 

  これ、内容はわかったんですけれども、道路台

帳の整備の単価ですか、これはどういうふうにな

っているんでしょうか、すみません、今になって

伺うのはおかしいんですけれども。予算のつけ方

ですね、決算ですが、この単価で支払われるのか、

その辺の道路台帳についての整備の支払いの件に

ついて、すみません、もう一度お願いしたいと思

います。 

  それから、同じく135、136ページの15節の工事

請負費なんですけれども、宮東地内と百間地内の

舗装修繕工事ですね。これは、宮東地内の町道18

号線についてはお聞きしましたが、百間地内のほ

うはどうなっているんでしょうか、私、聞き漏れ

したんでしょうか。すみません、もう一度、この

件についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、137、138ページの道路新設改良費に

関連してお尋ねしました。 

  そうしますと、宮代台のほうは今年度まだ、先

ほどの答弁ですとやっていないような話だったん

ですけれども、これからやるということで、今年

度完成ということでよろしいでしょうか。 

  それから、都市ガスによる道路改良の苦情はと

いうことなんですけれども、これは町のほうには

不備があればということで対応するということだ

ったんですけれども、苦情はありましたか、なか

ったのか。 

  向こう側から来た完成したものの処理でやると

いうんじゃなくて、この苦情はどうだったのかと

いうことでお尋ねしたんですけれども、あったの

かなかったのか。あるとすれば、どういうのがあ

ったのかということ。 

  それから、町道第12号線の関係の用地、不用額

が多いということで、これについては次年度から、

ある程度、もう少し確定的なものというか、そう
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いうものをのせていったほうがいいと思います。

そういうふうな努力をするということですので、

結構でございます。 

  それから、町道251号線の契約についても、個

人的な理由ということでわかりました。 

  決算書の137、138ページの橋梁維持費の番先橋

の改修工事の関係ですが、理由はわかりました。

そうすると、これは、いまだ、平成30年度にやる

べきだったものなんですけれども、水のない渇水

期だとか、そういう時期にやらなければいけない

条件もあるだろうにしても、いまだ業者発注はで

きていないのかどうか。だとすると、これについ

ての完成はいつごろになるのか、その点について

もお尋ねしたいと思います。 

  ただ、執行額ができなかっただけでは済まない

と思いますので、どういう状況なのかも含めてお

尋ねいたします。 

  それから、東武動物公園西口周辺の中央通り線

なんですが、そういう状況だということで詳しい

内容がわかりましたので、奥さんと折り合いがよ

く進めばいいと思いますので、これについては注

視するということで理解しました。 

  それから、139、140ページの一般住宅耐震対策

事業、これについてもわかりました。 

  同じく139、140ページの土地区画整理推進事業

ということで、そうしますと、令和２年７月に終

了するということで確認したいと思います。あり

がとうございます。 

  最後の東武動物公園駅東口周辺整備事業なんで

すが、これの駅前広場の整備にしても、まだまだ

ほど遠いわけなんですけれども、そうしますと、

これは事業費として17.8億ということでしたが、

わずか5.3％の進捗なんですけれども、これはこ

れまでにかかった町として事業費、これはトータ

ルでどれぐらいになりますか。 

  それと買収に当たってのいろんな対応もなさっ

ていると思うんですけれども、用地買収に当たっ

ては同意しない方もいらっしゃると思うんですけ

れども、その辺の状況なんかはどうなっています

でしょうか、あわせてお願いしたいと思います。 

  あと公園管理協定に基づく維持管理費の関係で

は理解しました。 

  じゃ、以上の点、再質問をお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２３分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さんおそろいですので、

再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 道路担

当、高橋です。よろしくお願いします。 

  まず１点目、決算書135、136ページ、道路台帳

整備事業の関係の委託料の関係、道路台帳補正業

務委託料の関係でお尋ねをいただいたところです。 

  先ほど委員のほうで申されたとおり、台帳の整

理ついては、メートル掛ける単価というものでは

なくて、さまざまな作業、具体的には採納による

道路幅の修正であったり、隅切り設置であったり、

側溝の修正であったり、いろんなものがございま

す。当然、道路の認定、廃止も含まれるものでご

ざいますが、その中で積算につきましては、歩が

かりに積算をさせていただいております。そうい

ったところで計算して委託料のほうの設定をさせ

ていただきまして、１者随契ではございますが、

そういったところを確認しながら委託料の金額の

決定をさせていただいているところでございます
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ので、よろしくお願いします。 

  同じページの道路維持管理事業の工事請負費の

中の国庫補助事業の該当する分ということでござ

いますが、先ほど申し上げましたところの町道第

18号線の舗装修繕工事のみが補助事業の該当とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、先ほどお尋ねいただきましたガ

ス・水道の復旧工事に係る不備等の件数について

はというご質問でございますが、こちらにつきま

しては、当然住民の方から「いつ、これは復旧す

る」とか、「この内容は」という問い合わせはい

ただいているところではございますが、大きな不

備についてはございませんので、ご理解いただき

たいと思います。 

  続きまして、決算書137、138ページの橋梁維持

管理事業に係るものでございます。 

  先ほどお尋ねいただきました番先橋の今の進捗

状況につきましてのご質問をいただいたところで

ございます。番先橋の修繕計画につきましては、

平成31年２月に宮代町橋梁長寿命化修繕計画とい

うのを、平成30年度に更新をいたしまして、その

中で番先橋の修繕につきましては、令和４年を対

策の時期ということで設定をしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 都市計

画・都市整備担当の室田です。 

  では、ご質問の中でちょっと確認をさせていた

だければと思いますが、区画整理推進事業でござ

いますけれども、こちら、道路整備区画事業につ

きまして、少しスケジュール的な話をさせていた

だきたいと思います。 

  まず、平成30年１月26日に換地が確かに終わり

まして、今現在、清算事務をやっていまして、分

割が終わるのが令和２年７月ですね。ごめんなさ

ん、その前に、組合の解散というのが今年の２月

か３月に解散総会をやって、解散して、今の理事

の方を「清算」と名前を変えて残っていただいて、

一応、組合としては解散は今年度中にを考えてい

ます。 

  清算の方が残って、令和２年７月に分割が終わ

って、事務所の関係を片づけたりですとか解体を

したりして、全て事業を終わらせたいと思ってい

るのが令和３年３月までというふうに考えていま

すので、よろしくお願いいたします。 

  次に、東武動物公園駅の東口駅前広場の関係の

費用のことについてなんですが、こちらの事業、

今現在始まっている事業の駅前広場の用地買収の

費用と、それから支障物件等の移設の補償金、合

わせまして約１億3,500万というお金をかけてい

ます。詳細のお金につきましては、ちょっと差し

控えさせていただきますけれども、用地の代金と

支障物件、合計約１億3,500万円というお金が今、

かかっているという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 道路担

当、高橋です。 

  すみません、答弁漏れがありまして申しわけご

ざいませんでした。 

  先ほど来の宮代台の道路の補修修繕工事につき

ましては、昨日９月16日からの工期で、おおむね

数週間で終わる予定でございますので、よろしく

お願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  すみません、決算ですので、一つ聞き漏れがあ

りました。笠原地区の冠水対策なんですけれども、
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現在、姫宮落川の改修の完了が求められているん

ですけれども、当然、姫宮落川の河川改修、でき

るだけ早く進めていただくように県にも要請とい

うことになると思うんですけれども、現状、どう

いうふうになっているのか。今回の台風15号につ

いては、本当に幸い大きな被害がなかったわけな

んですけれども、今後のこともありますので、そ

の点だけお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 道路担

当、高橋です。 

  笠原地区の浸水地域解消検討基本設計業務委託

というのを平成28年度に策定したところで、標高

７メートルまで上げれば冠水しないというお話、

この計画の中ではそういったところでございまし

て、平成30年度におきまして、町道第96号線、百

間地内の道路のかさ上げを行ったところでござい

まして、長さ、延長が75.2メートル、幅6.5メー

トルのところで、そこの地区につきましてはかさ

上げ工事を行ったところでございます。 

  あわせまして、もちろん、こちら姫宮落川につ

きましては県事業でございますので、埼玉県にお

きましては、姫宮落川の鉄道より下流のほうはほ

とんど終わっていると思うんですけれども、これ

から鉄道の上流からみずほの橋まで改修工事を進

めていくということはお話を聞いております。た

だし、具体的なスケジュールはまだお伺いしてい

ません。もしかしたら補正のほうで通るかという

お話はいただいております。 

  そのことによりまして、改修によって、最終的

には３年に１度の確率で、時間雨量50ミリ程度の

雨量に対して対応できるのではないかというよう

なお話は聞いておりますので、以上でございます。 

  あと、あわせてご説明申し上げますと、宮代地

内において姫宮落河川改修の関係では、用地買収

のほうで１件、１筆、まだ残っているところがご

ざいますので、こちらのほうも県と協力して、早

目に用地交渉のほうを進めて、その後の工事がス

ムーズに進むようにはご協力させていただければ

と考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、１点だ

け質問したいと思います。 

  決算書のほうの143ページ、144ページにかけて

の、公園費の関係の中身で質問したいと思います。

成果書では162ページなんですけれども、この中

身について幾つか質問したいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  まず第１点でございますけれども、はらっパー

ク宮代の利用状況ということで、ここに数字が上

がっておるんですけれども、特にこの中でグラウ

ンドゴルフが若干減少しておるんですけれども、

何か原因があるのかどうか、ひとつお聞かせ願い

たいというふうに思います。 

  それから、利用状況の中で、はらっパークが

「家族連れやグループで伸び伸びと自由に楽しん

でもらうはらっパーク」となっておりますけれど

も、現実的に、あそこはいろんな意味で規制がし

かれているというふうな感じがするんです。気楽

に行って、芝生の上で遊ぶことがでないような状

況が今、あるのかなというふうに思っていますの

で、その規制について、現状をひとつお聞かせを

いただきたいというふうに思います。 

  特にあの中で、フリー、一般町民が年間どのぐ

らいあそこを利用しているのか、わかりましたら、

ひとつお聞かせ願いたいなというふうに思ってお



－２３４－ 

ります。 

  それから、この中で２点目のほうなんですけれ

ども、公園管理協定に基づく住民主体の維持管理

ということで、前段者が若干質問していますけれ

ども、地区、自治会と町の要するに役割分担、管

理する役割分担がちょっと不透明なところが幾つ

かあるかなというように思っておりますので、そ

の点、ちょっと確認をしておきたいというふうに

思います。特に自治会、地区の関係については、

その他簡易な施設修繕等々となっておりますけれ

ども、これがちょっと不明確。 

  それから、町のほうは、その他公園全般の維持

管理等々となっておりますけれども、ここら辺が

ちょっと不明確なのかなというふうに思っていま

すので、そこら辺をどのように判断していいのか、

ひとつお聞かせ願いたいというふうに思っており

ます。 

  それから、街区公園等の維持管理ということで、

町内では57カ所の街区公園があるわけですけれど

も、定期的に職員が公園をパトロールしていると

いうふうな、ここに載っておるんですけれども、

具体的にここの職員、年間どのぐらいなパトロー

ルをしているのか、定期的にどのような形で実施

をしているのか、ひとつお聞かせ願いたいという

ふうに思います。 

  それから、この中で公園環境の整備ということ

で載っておりますけれども、例えば整備に当たっ

ての高額な整備事業はどのぐらいな額なのか、ひ

とつお聞かせ願いたい。 

  以上、この３点をひとつお聞かせ願いたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 都市計

画・都市整備担当の室田です。よろしくお願いし

ます。 

  まず、ご質問の中で、はらっパークで減少して

いるんじゃないかと言われているグラウンドゴル

フでございますが、確かに数字的には少しずつ落

ちている感じもあるんですが、大会をやったりで

すとか、いろんな親しんでいただけるようなこと

をやったりだとか進めていますので、大体これぐ

らいの維持ぐらいでいけるのかなと思っています。 

  また、全体的な利用の人間の数は減っていませ

んので、増えるものと減るものと、その年の天候

とかによっても変わりますので、その辺は心配し

ていないです。 

  続きまして、公園の管理協定でございますけれ

ども、公園の管理協定、成果書の162ページにあ

るように、33の公園を対象として管理協定を14の

自治会でやっているんですが、実際、決算書を見

ていただく中につきましては、144ページでござ

いますけれども、18万6,000円というお金を地元

に支払っているんですが、割っていただくとそれ

ほどのお金ではないんで、地元のほうにつきまし

ても、できる範囲の中でお手伝いいただいている

部分あるかと思いますので、その中で通常的に、

ずっとそこに役場職員がついているわけにいかな

いんで、比較的地元の方であれば目が届く部分が

ありますので、危険行為だとか、そういった行為

をしている方がいれば、例えば警察に電話してい

ただくだとか、小さな子供であれば注意とかして

いただくこともありますけれども、危ないような

方であれば警察指導しかありませんので、そうい

うことをしていただいたりだとか、それから公園

の中で小さなごみ程度あった場合についてのごみ

の収集だとかもお願いしたいなと思っているとこ

ろです。もちろん、大きいごみを捨てられたりだ

とか何かある場合については役場のほうで対応い
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たしますので、また草についてもそういう部分が

ありますので、その他簡易な施設修繕等というの

もできる範囲ということなので、手に負えないと

いうふうに判断されるのであれば、役場のほうで

対応します。 

  また、樹木の軽微な剪定というのも、あくまで

もほとんど家庭用の器具でできるようなものを想

定していまして、大量の剪定とかにつきましては

役場のほうから業者を入れてやりますので、無理

をしない程度で大丈夫というふうに考えています。 

  続きまして、公園のパトロールでございますけ

れども、宮代町のほうにつきましては、公園につ

きましては、街区公園につきましては、うちのほ

うの都市計画と都市整備担当のほうで担当させて

いただくんですが、何分、兼務で担当が２名とい

うこともございますので、それほど頻繁には行き

ませんので、月１回ないし月２回程度、定期的に

パトロールで見た上で、さらに地元のほうからお

話があったときについては見にいくという形をと

っています。 

  また、台風ですとか、そういった災害があった

場合の事後パトロールもしていまして、状況がど

うなのか確認しています。今回のパトロールの中

で見た中では、一部枝が落こっているとか、そう

いうのもありましたので、そちらのほうの対応に

つきましては、職員が片づけさせていただいてい

るような状況です。 

  以上です。 

〔発言する人あり〕 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 質問の

件数の中で規制ということなんで、芝の養生の関

係もあるので、例えば芝生の中に犬を入れないで

ねという話だとか、あとは今、はらっパークだけ

じゃありませんけれども、公共施設の中で施設内

禁煙という形のものは、はらっパークは実はかな

り前から施設内禁煙という形ではさせていただい

たりだとか、そういうことをやっています。 

  また、使い方的に家族連れとかが園路とかを歩

いていただいたりだとか、そういったものをして

いただくといいなと思っているんですが、確かに

全面的に借りる方があるとなると、なかなか使え

る場所が限られるのも事実かと思います。 

  また、町内の方の利用の率ですけれども、すみ

ません、そちらのほうにつきましては統計がない

んで、ちょっと申し上げられないんで、申しわけ

ありません。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  何点か確認も含めて質問したいと思います。唐

沢ですけれども、よろしくお願いします。 

  まず、第１点のほうなんですけれども、はらっ

パークの関係なんですけれども、今、利用時間が

年間通して同じ時間なのかなというふうな感じが

するんですけれども、できたら利用時間をもう少

し見直しをする。春夏秋冬、これから日が短くな

りますから、時間はある程度早まると思いますけ

れども、春夏秋冬通して、もう少し臨機応変に利

用時間の見直しはすべきではないのかなというふ

うに思いますけれども、その点、ひとつお聞かせ

願いたい。 

  それから、規制というか、あそこの芝生の中に

入ってはいけないいうふうなロープが引かれるん

ですけれども、私もたまにあそこに散歩に行くん

ですけれども、きれいな芝生を目の前にして、外

周の歩道を１周するぐらいで帰ってくるんですけ

れども、せっかくあれだけの整った芝生、あの中

に入りたいなと思うんだけれども、規制のロープ

があって入れない。そういう状況の中で、この中

で自由に楽しんでもらいたいというはらっパーク
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なんですけれども、それに若干反するのではない

のかなと感じがするわけです。 

  そういう意味で、今、確かに有料で委託をして、

各団体にはそれなりの料金を払って利用してもら

っていますから、一般町民が行って気楽に遊べな

いという、おかしいなと感じるけれども、せっか

く我々の税金でつくった、町民でつくったすばら

しいはらっパークが、一般町民がなかなかあそこ

で自由に使えないというのはどうなのかなと、そ

ういう声が聞かれますので、その辺をもう少しち

ょっと見直しをしてもらいたいなというふうに思

いますけれども、その考えがあるやなしや。特に、

委託していますから、その関係ももちろんあるん

でしょうけれども、再度、ひとつその点をお聞か

せ願いたいと思います。 

  それから、公園管理協定なんですけれども、確

かにできる限り地域の人でできることは管理して

いきたい。特に私たちの地域のことを上げると、

大変恐縮なんですけれども、毎月第１日曜日、町

民が大体60人から、多いところで70人ぐらい集ま

って、月に１回、公園の草取りを実施しているん

ですけれども、ごみ袋だけはご協力いただいてい

るんですけれども、できる限り地域ができること

は地域でやろうということでやっておりますけれ

ども、とりあえず新道集会所、シイガシ、大木が

７本から８本、まさに物すごい大木なんですけれ

ども、あの維持管理だけはなかなか地域の人がで

きませんので、できる限り町のほうにお願いをし

ているんですけれども、なかなかこれがすぐ対応

してくれない現状があるんですけれども、その点

はどうなのか。お金がかかるからなかなかできな

いのか、業者がいないからできないのか、そんな

点をもう一つ、お聞かせをいただきたいというふ

うに思っています。 

  それから、街区の公園の関係なんですけれども、

確かにパトロールを実施して、できる限りチェッ

クをしているというようなことなんですけれども、

パトロールをして、何か問題がある箇所はその都

度チェックをしているのか。できたらチェックの

中身について、ひとつお聞かせをいただければあ

りがたいなというふうに思っています。 

  とりあえず、以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 都市計

画・都市整備担当の室田です。 

  まず、はらっパークの利用時間のことなんです

が、今確認をしたところ、夏については８時半か

ら16時半、冬につきましては８時半から15時30分

と。駐車場につきましては、その30分後に閉める

という形で、確かに冬時間、夏時間設けてやって

いるんですが、夏の16時半というのは比較的早い

のかもしれないですね。 

  また、管理協定の関係につきましては、そのと

おりかと思いますが、新道集会所のシイガシの大

木でございますけれども、今年４本、剪定予定と

いうことで、ただシイガシという木が、必要以上

に多く切ってしまうと木が傷んじゃうというのも

あるらしくて、なかなか剪定が難しい木というふ

うに聞いています。また、新道集会所の土地につ

きましては借地なものですから、地主の考えもあ

るかもしれませんけれども、地元に迷惑がかから

ないような管理の仕方をしていきたいと思います。

今年は４本、剪定をさせていただきます。 

  また、パトロールの関係でございますが、街区

公園のパトロールです。基本的には職員は目視で

見ています。遊具の関係とかにつきましては、２

年に１回、専門業者を入れて、全ての遊具につき

まして安全性を確認して、危険な遊具につきまし

ては修理ないし撤去をしているところでございま

す。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  唐沢ですけれども、確認を幾つかしたいと思い

ますけれども、はらっパークの関係なんですけれ

ども、答えをいただいていないかなと思います。

一般町民、年間でどのぐらい、あそこを利用して

いるのか、せっかくいい施設なんですね、大いに

もっと利用してもらいたいなというふうな感じが

するんですけれども、現状を見ると、なかなか。

確かにグラウンドゴルフだとかアーチェリーだと

かサッカーとかということで利用されていいんで

すけれども、それはあくまで一部団体であって、

一般町民がもう少し気楽にあそこを利用できると

申しますか、有効に活用できるような考えはない

のかどうか。 

  特に駐車場の関係もそうなんですけれども、ロ

ープで規制を張っている。とめたくても、とめら

れない。年間通してじゃないと思いますけれども、

せっかくあそこへ行って、実はロープを張って駐

車場が規制されているというふうな状況が、何回

か年間あるようなんですけれども、駐車場を規制

する何か理由があるのかどうか、ひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  それから、公園管理協定なんですけれども、確

かに町からいろいろとご協力いただいて、バック

アップを受けて管理をしているんですけれども、

やはり地域でできない問題もたくさんあると思い

ます。特に、先ほど言ったようにシイガシ、確か

にシイガシは枝を余り落とすと元気がなくなって

枯れてしまうような、業者からそんな話も聞いて

おるんですけれども、シイガシは枯れ葉がたくさ

ん落ちるんですね。物すごい量が、枯れ葉が出る

ものですから、もう少し剪定をきめ細かくやって

もらえないのかなというふうに思っているわけで

すけれども、どうなのか、お聞かせ願いたい。 

  それから、街区公園の関係なんですけれども、

パトロールは目視で回っていると。通りすがって

チェックをするだけだというふうな今、答弁をい

ただきましたけれども、例えば街区の遊具でけが

をした、何か問題を起こしたという経緯があるの

かどうか、もう少しひとつお聞かせをいただきた

いと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 都市計

画・都市整備担当の室田です。 

  質問に順次答えていきたいんですが、すみませ

ん、さっき町内利用はどのくらいあるのかという

ご質問があったと思いますけれども、資料持って

いました。あくまで申請をするときの住所で判断

するしか方法がないですけれども、これによると、

町内の利用はグラウンドゴルフでは80％、アーチ

ェリーで50％、サッカーは16％、その他が83％が

宮代町の町民が利用しているという形になります。

全体としては58％の利用という形で、申請された

方の住所から判断すると、そういう結果になると

いう形になるかと思います。 

  また、はらっパークの駐車場の関係でご質問あ

ましたけれども、実は、あそこの道路をつくって

はらっパークができたころというのは、結構、暴

走族が多くて、中で結構いろんなことをやられて、

苦情も結構あったのも事実でありまして、あとは

夜間に人がたむろすると危ないというのもありま

して、警察等の指導もあって、やはり駐車場夜間

開放というのはやめてくれという話が防犯上から

もあるので、そういったことから多分、規制して

いるのかなというふうに考えているところです。 

  あと公園管理協定の中の新道集会所のシイガシ

でございますけれども、地元の意見を踏まえて、
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あくまで予算というものがある中でございますけ

れども、できる範囲の中で地元の意見を優先して、

きめ細かく剪定ができるように努力をしていきた

いと考えるところでございます。 

  あと遊具のけがでございますけれども、幸いな

ことですけれども、今、職員が確認した中につい

ては、町の遊具でけがをしたという話は聞いたこ

とがないと。ただ、走り回っていて、実はざっく

りおでこでしたか膝だか切ったという話はありま

した。でも、これはあくまで公園は走り回れると

ころではあるんですが、そこで個人の方が自分で

ひっくり返って、小さな子ですけれども、けがし

たということなんで、管理的な責任は特にないの

かなと思っているような事故は去年ありましたか、

１件、聞きました。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  最後なんですけれども、これ、ちょっと私、勉

強不足で、恐らくどこかに載っていたのかなとい

う感じがするんですけれども、13の委託料の関係

なんですけれども、はらっパーク宮代指定管理料

ということで、年間1,000万ちょっとの一応委託

料というのか管理料が支払われているんですけれ

ども、ここの管理契約というんですか、契約の関

係がどうなっているのか。できましたら相手方も

含めて、ちょっと勉強不足で恐縮なんですけれど

も確認をしたいなというふうに思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（室田慶一君） 都市計

画・都市整備担当の室田です。 

  はらっパークの関係については、指定管理者に

つきましては日本環境マネジメントという会社が

やっています。日本環境マネジメントにつきまし

ては、平成24年から委託をしています。こちらの

ほうの関係につきましては、選定をするときに企

画提案型でやっていまして、前回につきましては、

平成29年４月からという形で３者の方が手を挙げ

ていただきまして、そちらの方々がプレゼンをし

ていただいて、それで決めているという形です。

管理期間は平成34年３月31日までという形になっ

ています。 

  それで、一応、中で、こちらのほうの金額につ

きましては４回払いにしていまして、トータルで

は、この委託料のとおりの額でございますけれど

も、４回に分けて、分割してお金を払っていると

いう形をとっています。委託金額の指定管理料は

1,094万円ですね。 

  以上です。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

でまちづくり建設課の質疑を終了いたします。 

  休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後１２時５９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより教育委員会の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） こんにちは。 

  教育推進課長の渋谷と申します。よろしくお願

いします。 
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  では、順次自己紹介申し上げます。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） こんにちは。

教育推進課副課長の大場と申します。よろしくお

願いいたします。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

こんにちは。 

  学校教育担当副課長の小山と申します。よろし

くお願いいたします。 

○生涯学習室長（飯山 武君） こんにちは。 

  生涯学習室長の飯山と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○教育推進課主幹（田中啓之君） こんにちは。 

  生涯学習室主幹の田中と申します。よろしくお

願いします。 

○教育推進課主幹（青木 豊君） こんにちは。 

  文化財保護担当の青木と申します。よろしくお

願いします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（河井伸一君）

 こんにちは。 

  生涯学習スポーツ振興担当の河井といいます。

よろしくお願いします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（荒川俊二郎君）

 生涯学習・スポーツ振興担当の荒川です。よろ

しくお願いします。 

○教育推進課指導主事（平原隆範君） こんにちは。 

  学校教育担当の平原と申します。よろしくお願

いいたします。 

○教育推進課指導主事（竹内知子君） こんにちは。 

  学校教育担当の竹内と申します。よろしくお願

いいたします。 

○教育推進課主幹（小島英樹君） 学校教育担当の

小島です。よろしくお願いします。 

○教育総務担当主査（加藤正久君） 教育総務担当、

加藤です。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原洋子でございます。 

  １点質問させていただきます。 

  決算書の158ページの小学校施設管理事業の中

の工事請負費で、東小学校支障物撤去工事が入っ

ているんですけれども、あと成果書の163ページ

で「小学校施設については、安全対策としてブロ

ック塀の総点検を行い、必要な箇所については解

消を行いました」とございます。ブロック塀のほ

うなどは視察もさせていただいたんですが、私、

たしか去年の一般質問で、歩道橋のことについて

ちょっと質問させていただいたときに、記憶が定

かであれば、もう計画していますというお答えが

あったと思うのですが、歩道橋のほうの塗りかえ

とか、そのほうはどうなっているのでしょうか、

お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） お答え申し上

げます。 

  教育推進課副課長の大場でございます。 

  まず、決算書158ページの工事請負費の中にご

ざいます東小学校の支障物件の撤去工事につきま

しては、前の道路の拡幅に伴いまして必要な撤去

工事等行ったものでございまして、またブロック

塀の改修につきましては、昨年総点検を行ってお

りまして、須賀小学校、東小学校、笠原小学校、

前原中学校等で必要な改修工事等を行っておりま

す。 

  今、ご質問いただきました歩道橋の関係につき

ましては、歩道橋の管理が県になっておりますの
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で、町のほうとして具体的に塗り直すとか、そう

いった計画については今のところございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 

  １点補足なんですけれども、今、大場のほうで

答弁させてもらったとおり、歩道橋については県

道でございますので、県の整備のほうの管轄でご

ざいますけれども、当時、１回点検をさせてもら

ったようで、特に、確かにさびてはいるんですが

緊急性はそんなに高くないと。それなりに安全性

は確保されているというふうな状況でございます。

たださびてはおりますので、今後、計画的に整備

していくという状況だというふうに伺っておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  前回、一般質問のときに、私の受け取り方が悪

かったのかもしれないんですけれども、結構、

近々に何か、塗りかえぐらいだとは思いますがみ

たいな感じで、やる予定みたいに聞いてしまった

んですけれども、実際行ってみると、本当にさび

ているだけというか、そんな危険性はないと言わ

れるんですけれども、実際、使われているお子さ

んだとか保護者の方がとても心配されるんですね。

なので、見た目だけと言われればそうなのかもし

れないんですが、できればそのあたり、考慮して

いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 要望ということですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、よろし

くお願いいたします。 

  何点か質問しますので、よろしくお願いします。 

  まず、第１点でございますけれども、決算書の

149ページ、150ページにわたっての中で、町民み

んなが先生推進事業ということで、成果書の中に

も具体的に載っておるんですけれども、例えば

「町民みんなが先生」制度によって、部活動で13

人の方々が中学校の指導に当たったという内容の

報告があるんですけれども、具体的に部活動、こ

の13名の方々がどのような部活動の指導に当たっ

たのか、ひとつ第１点、お聞かせ願いたいという

ふうに思います。 

  それから、２点目のほうでございますけれども、

決算書の156ページ、成果書の171ページのほうな

んですけれども、小学校施設管理事業という中で

ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  実は笠原小学校、今年の８月24日土曜日に親子

で校内の草刈りをしたという、そういう話を伺っ

たんですけれども、700人近い、700人以上かな。

親子が校庭内の草刈りをしたというふうなことの

報告を受けているんですけれども、例えば町内の

小中高の中で、このような親子だとか保護者だと

かいろんな方たちが校庭内の草刈りをした経緯が

あるのかどうか。たまたま笠原が８月24日にあっ

たということなんですけれども、ほかの小・中学

校ではこういうことをやっているのかどうか、ひ

とつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、決算書の170ページ、成果書の180ペ

ージの中で質問しますけれども、図書館の管理運

営事業ということでやっておるんですけれども、

宮代町の図書館、質、量ともに年々充実をしてい

るんですけれども、この中で図書館のホールを利

用して展示物だとかいろんなコーナー、催し物が

開催されておるんですけれども、年間でどのぐら

いな団体があそこのホールを利用しているのか。
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できましたら団体名も含めて、ひとつお聞かせい

ただきたいと思います。 

  それから、決算書の178ページ、成果書の186ペ

ージの関係で、町民体育祭第46回が開催されたと

いうことで、この中で実施内容の成果が載ってお

るんですけれども、例えば町民体育祭が年々、チ

ーム数の減少イコール参加者も減少しているとい

うような現実があるんですけれども、今年も間違

いなく、47回ということで開催されるわけなんで

すけれども、この減少をどのように捉えているの

か。また今後、この町民体育祭、どのような形で

内容を変えていくのか、いきたいのか、ひとつお

聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、最後になるんですけれども、成果書

の191ページ、決算書では174ページになりますか、

この中で、施設の主な工事ということで、旧加藤

家の住宅の屋根の修繕工事が行われたわけなんで

すけれども、屋根の工事といっても随分かかるん

だなというふうに、ここに数字が載っておるんで

すけれども、670万近くかかっておるんです。こ

の屋根の修理は、できたときから、移設をしたと

きから何回やっているのか、初めてなのか、ひと

つお聞かせ願いたいというふうに思います。何年

周期に屋根の修繕はやっているのか。できました

ら、この内容の中に差し茅工法ということで載っ

ておるんですけれども、具体的にどういう工法な

のか、参考までにひとつお聞かせいただきたいと

思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  失礼いたします。学校教育担当、小山でござい

ます。 

  私からは、「町民みんなが先生」制度、それか

ら親子での除草についてと２点、お話しさせてい

ただきます。 

  まず、みんなが先生事業でございますけれども、

町民の方々のすぐれた技術、あるいは技能等を中

学生の子供たちに、直接ご指導していただく機会

ということで、中学校の教員の負担軽減といった

視点からも大変助かっている、大変貢献していた

だいている事業でございます。 

  そして、中学校の部活の指導なんですけれども、

具体的に申し上げますと、剣道が４名、ソフトボ

ールが３名、卓球が２名、そしてテニスとサッカ

ーとバレーと吹奏楽、それぞれ１名ずつというこ

とで、合計13名の方々にお力添えいただいて、専

門的な技能、あるいはチームでの何か練習方法で

すとか、試合での戦い方等、ご指導していただき

ながら、子供たちが健康、安全に活動に取り組め

ているという状況でございます。 

  また、２点目の親子除草の件でございます。 

  こちらは、例年夏休み中の主に８月の第３、第

４の土日を中心に、各小・中学校で親子で除草す

るという機会を設定しております。年によっては

雨天で中止ということもございますけれども、そ

れぞれの学校で、運動会を前にして自分たちで環

境を整備しよう、あるいは保護者の方もそこにご

参加いただいて、親子での交流を図りながら環境

をよりよく改善していくということで、それぞれ

の学校で計画をして、実施をしているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長の飯

山と申します。よろしくお願いいたします。 

  まず、図書館のホールの利用者数ということで

ございます。ホールにつきましては、昨年度30年

度におきまして、全部で154件のご利用をいただ

きました。その中身につきましては、一般の団体
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の方が47件、それと図書館主催事業及び町の主催

事業といたしまして107件の事業があったもので

ございます。一般の利用団体につきましては、図

書館のボランティア団体さんのほうで行っており

ます事業のほうで使っていただいているような状

況でございます。 

  続きまして、体育祭の関係でございます。 

  体育祭につきましては、ご質問があったとおり、

年々参加チーム数が減少しているところでござい

まして、そういった状況を受けまして、平成28年

度には、体育協会が中心となって町民体育祭の活

性化検討会というものを立ち上げまして、参加し

やすい町民体育祭に向けての提案というのを検討

していただきまして、提案書をまとめていただい

たところでございます。 

  そちらの内容を踏まえまして、平成29年度の町

民体育祭から新種目の導入でございますとか、あ

るいは競技方法の見直し、あるいは予備日の設定

というようなことを提案いただきまして、順次町

民体育祭のほうでそういったものを反映させてい

ただいたところでございます。 

  予備日につきましては、平成30年度、昨年度か

ら導入したところでございますが、そういった状

況を踏まえまして、まだ減少しているような状況

がございました。そういったことから、昨年度、

実際参加していただいている各地区のご意見をい

ただこうということで、昨年の12月から１月にか

けまして、地区区長さん、あるいは自治会長さん

を対象としましてアンケート調査のほうを行わせ

ていただいたところでございます。 

  そういった結果、町民体育祭につきましては、

地域の方からは、地域コミュニティにとって重要

性があるというような意見がございましたが、実

際、参加に当たっては、少子高齢化による参加者

数の減少や、あるいは地域によっては総合運動公

園ということで、町の北部のほうにございますか

ら会場が遠いとか、あるいは交通の便が悪いとか

いうようなご意見もいただいたところでございま

す。 

  あるいは参加しやすくするためにはどういった

工夫が必要なのかというようなこともお聞きした

ところでございますが、例えば高齢者でも参加し

やすい種目をつくったらどうかと。あるいは競技

性というよりもレクリエーション性の高い種目の

設定というものがどうかというような、いろいろ

なご意見をいただいたところでございます。 

  あるいは体育祭の内容に対するご意見のほかに

会場の問題についても、総合運動公園だけじゃな

くてほかの会場というところも使ったらどうかと

いうような、さまざまなご意見をいただいたとこ

ろでございます。 

  その結果、昨年度から導入いたしました予備日

の設定につきましては、選手や役員の確保が大変

と、あるいは当日お弁当の手配も大変だというよ

うなご意見もありましたことから、今年度、令和

元年度からにつきましては、予備日のほうの設定

をやめさせていただいたところでございます。 

  なお、こちらの内容につきましては、種目の変

更などもございますことから、体育協会さんのほ

うと中身の種目につきまして、今後、順次検討の

ほうさせていただいて、少しでも多くの方にご参

加いただけるような町民体育祭へとさせていただ

くというふうに考えてございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青木 豊君） 文化財保護担当

の青木でございます。 

  成果書191ページ、決算書176ページでございま

す。 

  資料館管理運営事業、工事請負費の町指定文化

財加藤家住宅屋根修繕工事についてでございます
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が、茅ぶき屋根の傷みが激しく、雨漏りが懸念さ

れていたため、北側屋根を修繕いたしました。茅

ぶき屋根の修繕は、おおむね10年と言われており

ます。過去、同様の修繕は平成４年と平成18年に

実施しております。 

  今回の修繕工事については、過去２回と同じく、

差し茅という工法で施工いたしました。さし茅は、

傷んだ茅を抜き取って、新しいカヤを差し込む工

法でございます。熟練の職人が茅材1,400束を差

し込んでいきます。１日平均５人で、30日で完成

いたしました。 

  なお、施工業者は栃木県栃木市の島田商店でご

ざいます。この業者は、竹や茅材を取り扱ってお

ります。過去２回の実績がありまして、また移築

前から加藤家屋根の修繕を手がけていたため、加

藤家の屋根構造について熟知していたということ

と、茅ぶき職人と茅材の調達ができるということ

であったため、１者随意契約によって発注いたし

ました。契約額は669万6,000円でございます。 

  また、公益財団法人文化財保護芸術研究助成財

団から、文化財保存修復助成事業として40万助成

されております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  何点か再質問させていただきたいと思います。 

  まず、第１点目の「町民みんなが先生」制度の

中身なんですけれども、今、具体的に部活動、そ

れぞれ13人の部の指導の中身を話されましたけれ

ども、例えば、この中で13人が各学校、中学校で

すから３校ですか、どのような振り分け方で指導

をしているのか。特に現在、中学校部活動が何か

なかなか一時ほど活発ではないというか、部員が

集まらないとか、そんな声も聞かれるんですけれ

ども、今、言われた各部の活動はどういう状況に

あるのか、ひとつお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

  あと、できましたら、指導者の皆さん方にどの

ような形でお礼と申しますか、与えているのか、

ひとつ一緒にお答えを願えればありがたいなとい

うふうに思っています。 

  それから、２点目のほうなんですけれども、笠

原小学校の草刈りの実態を質問しましたけれども、

例えば今、笠原小学校、1981年（昭和56年）４月

に開校したというふうに記憶しているんですけれ

ども、ちなみに38年を経過したんですけれども、

笠原小学校の今までの維持管理費と申しますか、

特に校舎のメンテナンスはどのような形で行われ

てきたのか、ひとつお聞かせ願いたい。 

  どうしてこの質問をするかというと、宮代町の

ランドマークである笠原小学校、進修館とやっぱ

り同一扱いをすべきだろうというふうに私は思っ

ております。過日の委員会の中で、進修館が今ま

でどのぐらいな経費でメンテナンスをしてきたか

というふうな答弁で、２億二、三千万ぐらいかか

ったというふうな報告を受けておるんですけれど

も、笠原小学校、進修館と同じ扱いでやっぱり対

応をすべきだろうというふうなことで、今まで笠

原小学校にかかったメンテナンスはどのぐらいだ

ったのか、ひとつお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

  町民体育祭、わかりました。本当に少子高齢化

で大変だなというふうに思いますけれども、でき

る限り、これからも体育祭続けるようにいろんな

面でひとつ努力してもらいたいなというふうに思

っています。 

  それから、旧加藤家の屋根の修理なんですけれ

ども、今まで２回ほど、今回で３回目ということ

なんでしょうけれども、屋根だけで１回700万近

くかかる。やっぱり文化財を保護するというのは
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大変な金がかかるんだなというふうに思っていま

すけれども、加藤家、屋根以外に何か修理をする

ような現状あるのかどうか、その点をひとつお聞

かせいただきたいと思います。 

  以上、ひとつよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  町民みんなが先生推進事業につきまして、ご説

明させていただきます。 

  まず、振り分け方についてですけれども、教育

委員会のほうに、ホームページをごらんになった

町民の方が直接ご登録ということでお話しをいた

だくことがございますが、多くの場合は、各中学

校の地域の方が、こういった例えば剣道なら剣道

の剣友会のほうでご活動されていて、中学校のほ

うでもお力添えいただけるというような話を、学

校のほうが情報を得まして、学校を通して登録し

ていただくということが非常に多くなっておりま

す。ですので、各学校の要望等に沿って「町民み

んなが先生」事業のほうにご登録をしていただい

ていて、昨年ですと、百間中学校が７人というこ

とで一番多い状況でございます。 

  また、部活動につきましては、生徒数の減とい

うのがここ数年、特に中学校では現実的な問題等

にもなっておりますので、野球ですとかサッカー

については、やはり部員数がぎりぎりということ

で、なかなか練習試合とかを組むのが難しいとか

ということは耳にはしております。 

  ただ、それぞれの学校での部活というのは、子

供たちが各種目を楽しみにして小学校から入学を

するという状況もありますので、可能な限り、各

部活を存続させるという方向で、場合によっては

合同チームをつくって大会に参加するですとか、

そういったことで各学校でやりくりをしていると

ころでございます。 

  また、謝金につきましては、ご登録いただいて

各学校で活動していただいた方につきましては、

年額１万円という額を謝金としてお渡しをさせて

いただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  笠原小学校の関係についてお答え申し上げます。 

  笠原小学校については、ご指摘のとおり、非常

に町にとっては重要な建築物であるというふうに

思っておりますし、おっしゃられたとおり、町の

ランドマークの一つであるというふうに考えてお

ります。 

  これまでの維持管理費の積み上げというのは今、

資料としてはないんですけれども、昨年度、平成

30年度においては、必要な修繕等については学校

と調整をしながら行っておりまして、昨年度につ

いては、維持管理に係る費用といたしまして240

万円ほど活用させていただいております。 

  また、平成29年度におきましても同様に、各学

校と調整しながら修繕等行っておりますが、こち

らについても270万円ほどの費用をかけてさまざ

まな修繕等を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青木 豊君） 文化財担当の青

木でございます。 

  加藤家屋根の修繕についてでございますが、今

回の実施した工事ですが、北側屋根、全体の３分

の１の修繕でございました。ですから、あと西側

と南側が残っております。ですから、引き続いて

そちらの工事も予定はされております。 

  あとは、移築以来、畳交換しておりませんので、
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かなりふかふかの状態になっておりますので、そ

ちらもそろそろ交換しないといけないと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  部活動のほうの話を、これからも生徒数が減っ

てくる状況の中で大変なのかなというような感じ

がするわけです。実は７日に百間中学の運動会が

ございまして、いろんな話を聞かせていただきま

した。部活動の存続が大変だと、そういう話も聞

いておりますので、これからいろんな意味でやっ

ぱり部活動が大変なのかなと。出入り口に皆さん

活躍の成績証がのっていて、頑張っているなとい

うふうな成績証がのっているんですけれども、こ

れからもいろんな意味で、ひとつ部活動は頑張っ

てもらいたいなということで終わりたいと思いま

す。 

  笠原小学校の関係なんですけれども、笠原小学

校は先ほど言ったとおり、進修館と同じく、同じ

レベルでの価値ということで、まさに宮代町の文

化財だというふうに思います。一つの学校という

よりも、町のシンボル的な建物だというふうに理

解をして質問するんですけれども、メンテナンス、

進修館と比較して、極めて希薄だというふうに私

は思っております。 

  今、笠原小学校の敷地の面積が２万1,904平米、

校舎が4,175平米というふうなあれで記憶してい

るんですけれども、その中、笠原小学校は一つの

小学校ではなくして、町の建物として、もう少し

力を入れてもらいたいなというふうな感じで質問

するんです。 

  これは教育長、町長の考え方にもよると思いま

すけれども、そんな思いで質問をするんですけれ

ども、もう少し笠原小学校、いろんな意味でシン

ボル的な建物として力を入れてもらいたいなとい

うふうに思っていますけれども、その考えはある

やなしや、ひとつお聞かせをいただきたいという

ふうに思います。 

  とりあえず、以上、よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  笠原小学校については、今、ご指摘いただいた

とおり、まさに町の一つのシンボルだというふう

に考えておりますし、今の児童数も道佛地区が人

が増えているということもあるんですけれども、

笠原小学校を選んでいくお子さんたちも多いとい

うような状況ですから、笠原小学校については、

やはり外からの視点から見ても、非常に魅力的な

学校だろうというふうに考えております。 

  したがいまして、教育総務の担当といたしまし

ても、必要な改修等については積極的に予算要望

等行ってまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 笠原小学校の話、しつこい

ようですけれども、再質問したいというふうに思

います。 

  今、笠原小学校の先生28名ですか、教職員。こ

れ、比較しては大変恐縮なんで、誤解を生みそう

なんですけれども、例えば東小学校、笠原小学校

の半分以下の校庭、校舎の状況だと思います。東

小学校が29名でしたかな、教職員。その中、現在、

笠原小学校を維持管理しているのが、この28名の

教職員の皆さん方が汗を流して、朝早くから草取

りしたり、維持管理に努めているのかなというふ

うに思っていますけれども、現実的には先生方が

維持管理しているのか、例えば町として何らかの

フォローをしているのか、その点ひとつお聞かせ
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いただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  もちろん日常的な管理につきましては、笠原小

学校の教職員の方が状況を見ながら管理はしてい

ただいておりますけれども、当然、教育委員会の

ほうにもさまざまな情報が来ますし、その中で

我々のほうも現場に行って中身を確認させていた

だいて、必要な修繕等についてはいろいろ調整し

ながら行っておりますので、十分現場の教職員と

教育委員会については連携をしながら対応できて

いるというふうに思っております。 

  ただ、やはり維持管理の面でご苦労かけている

というところもありますので、これからも積極的

に教育委員会と密に連携を図りながら行っていき

たいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  今、笠原小学校のことだけで集中して恐縮なん

ですけれども、先生に対する負担が非常にやっぱ

り笠原小学校の場合は大変なのかなと。28名の先

生であれだけの大きな敷地、立派な校舎を管理し

ているのは大変なことだろうというふうに私は思

っているわけです。 

  進修館と比較しては大変恐縮なんですけれども、

進修館は実に小まめに、丁寧に管理されているわ

けですけれども、それに比較して、同じランドマ

ークであるこの笠原小学校が極めて貧弱な町のバ

ックアップかなというふうに私は思って、質問す

るんです。 

  これからも、あれをつくった時代を、斎藤甲馬

さんです。斎藤甲馬さんが、いみじくも進修館と

笠原小学校は50年後に評価されると、50年後評価

されますよと。今、とやかく言う人がいっぱいい

ますけれども、つくったときにいろいろ批判はあ

りましたけれども、唐沢さん、50年後を見てくだ

さいと、必ずこれは評価されますからということ

を言った記憶があるんですけれども、そういう意

味で、進修館と同じように笠原小学校をもう少し

丁寧に、いろんな意味でやっぱりバックアップし

てもらいたいなというふうに思って、これは要望

ですけれども、よろしくお願いしたいというふう

に思います。 

  以上、終わりにしたいと思います。ありがとう

ございました。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは、何点か質問させていただきます。 

  最初に147ページの就学支援委員会事業でござ

います。この予算書の中では29万円となっており

ます。説明では、特別な配慮を要する児童・生徒

に対する適切な教育ときめ細かな支援を行うため

ということで、必要な措置や就学のときの健康診

断を行ったということなんですれども、この29万

円、その中で需用費は９万円、役務費が15万円、

委託料が４万円、ほとんどそれだけで使ってしま

っている。 

  先ほど説明された中では、児童・生徒に対する

適切な教育ということで言っているんですけれど

も、具体的に、そういう具体的な教育上に使われ

たというお金というのはどういうところなんでし

ょうか、どういう方針でやっているのか、ちょっ

とわからないというのが。事務費とか、そういう

設備費だとか健康診断とかそういうのはわかりま

すよ。そのほかに何を使われて教育といっている

のか、ちょっとわからない点があるなという感じ

がするんで、その辺のところも詳しく説明をお願
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いします。 

  それと、特別な児童・生徒に対する健診という

のを言っているんですけれども、これは小・中学

校でやっている健診とは特別違うということで、

特別に健診をやるということなんですけれども、

これは父兄さんも了承の上でやっているんだと思

いますけれども、その辺のところはどんなふうに

やっているのか、お答えください。ひとつよろし

くお願いします。 

  それと、150ページになります。交通安全防犯

活動です。いろいろと皆さん、父兄の方に協力し

てもらって、子供の通学のとき防犯活動、交通安

全なんかでお手伝いしてもらって、本当に子供の

安全のためには必要だなとか思っているんですけ

れども、この指導員の立哨指導の方々から、通学

のとき、要望とかそういう意見なんかがあって、

どうやってその意見とか要望を取り入れているの

か、例題があったら教えてください。 

  あと、同じ150ページなんですけれども、説明

書では168ページ、不登校対策でございます。801

万2,984円の予算がついているんですけれども、

これ、いつも問題になるんですけれども、今年も

マスコミ等でにぎわせて、夏休みが終わったころ、

子供たちの自殺が多いということで、かなり問題

になっております。 

  そういうところ、宮代の対策というか特別にや

っているのか。これも学校の先生とか相談員の方

は大変な思いをしてやっているんだと思いますけ

れども、何か宮代でもそういう動きがあったのか

どうか。なかったらないでいいんですけれども、

ないようにするのが仕事だと思うんですけれども、

どういう対策をとっているのか。22名、不登校対

象者がいるということなんですけれども、そうい

う人たちの解決策に対してはどのようにやってい

るのか、ひとつお答えください。 

  それと、決算書の151ページです。教育課程特

例校指定事業についてでございます。 

  文部科学省の拠点指定校として研究活動が終了

したということで説明されたんですけれども、今

後、宮代町、この指定校が解除された後、宮代独

自でやっていくのかどうか。進め方というのはど

ういうふうにやっていくのか、ちょっと、そのこ

とについてお答えください。 

  それと、あと講師謝金となっていますけれども、

今後、講師はどうするのかも含めてお願いします。

お答えください。 

  それと、同じ151ページですね。３目です。教

育振興費の奨学金支援事業でございます。決算額

は７万4,690円ですけれども、補助した人が減っ

たというふうに聞いているんですけれども、これ

は違うんですね。失礼しました。 

  高等学校や大学の進学の際に必要な入学金準備

金を充てるということを言っているんですけれど

も、補助要件に該当する方ということで言ってい

るんですけれども、補助要件に該当するというの

はどういう意味にしているのか、ちょっとわから

ないところがあるので、その辺のところを詳しく

お願いします。 

  それと、決算書の157ページ。２目教育振興費

でございます。２節の賃金についてだけれども、

270万円ほど不用額が生じているということなん

だけれども、町の臨時職員賃金において、当初の

見込みより雇用人数が少なくなったということな

んですけれども、何で少なくなったのかなと。途

中でやめられたのか、それともほかに異動したの

か、ちょっとわからないところがあるので説明と、

ちょっとわからないところがあるので、その辺の

ところも。 

  それと、小学校だけじゃなくて、小・中学校で

も何か教員のあれが動いたということで聞いてい
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るんですけれども、その辺のところの説明という

のがちょっとわからないというのが、何で動いた

のか、その辺のところもちょっとお願いします。 

  あと、決算書の161ページ。これは小・中学校

も言えるんですけれども、生徒・教職員の健康管

理等対策事業でございます。これによって要観察

の指導を受けた人が見つかったのかどうか、小・

中学校とも。その辺のところもよろしくお願いし

ます。 

  先ほども言いました165ページです。要準特別

支援教育就学援助事業でございます。17名減少し

たということで言っているんですけれども、この

制度というのが変わったんですか。ちょっとよく

わからないんですけれども、減った理由です。な

ぜ17名支援する人が減ったのか、自然減なのか、

それともそういう制度が変わったのか。 

  あと、もう一つお聞きしたいんですけれども、

この制度をいわゆる実行するに当たっての支給方

法ですよね、どういうふうになっているのか。手

渡しなのか、それとも銀行振り込みなのか、本人

に直接なのか、学校長でやっているのか、ちょっ

とわからない。どこにやっているのか、その辺の

ところの説明をお願いします。 

  それと、先ほども言いました166ページになり

ます。 

  中学校学力推進事業、須賀中学校の理科及び音

楽の科目において一時的に県費の教員がというこ

とで、欠けたということなんですけれども、先ほ

ども小学校の面で言いました。逆の現象なんです

けれども、町のほうでこっちは財政がやった、向

こうは県費のほうでやったということなんですけ

れども、その辺のところをちょっと説明をお願い

します。 

  最後になります。179ページです。学校給食費

の学校給食運営事業でございます。説明書で174

ページになります。 

  子供の健康とか食の安全ということは皆さん、

当然として思ってやっていると思います。ただ、

この間、テレビのニュースだとかマスコミ上の新

聞だとかで載っていたんですけれども、アメリカ

産、カナダ産の強力粉のほうなんですけれども、

パンの材料から除草剤が入った成分が検出された

ということなんです。この辺のところで、宮代町

のそういう食の安全についての考え、宮代町では

そういうあれを検査しているのかどうかわかりま

せんけれども、食べ物というのは目に見えません、

中の成分というのは。やっぱり大人が、またそう

いう専門性を持った人たちが調べてやらないとわ

からないところがあると思います。その辺のとこ

ろ、町としての考え方、これからの進め方だとか

も含めて、お答えくださればありがたいなと思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  順に申し上げさせていただきますが、まず通学

路等の危険箇所等の保護者から要望が上がったり

ということについてでございますけれども、こち

らは７月から９月にかけまして、通学路の危険箇

所について保護者、学校、それから杉戸警察や生

活安全担当、道路担当とともに現地の合同の点検

を行いまして、その状況に応じて改善等を進めて

いくということで、その改善要望書の中には保護

者のご意見も踏まえた上で、各学校が要望書を提

出しているという、そういった状況でございます。 

  それから、２点目の就学支援にかかわる予算の

使用状況についてなんですけれども、まず就学支

援にかかわっては、新入学児童・生徒全員につき

まして就学時健康診断を行います。その際に発達
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検査を行いまして、子供たち一人一人がより望ま

しい就学、学校での通常学級ですとか特別支援学

級ですとか、あるいは特別支援学校ですとか、そ

ういった適性について診断をしていきます。 

  そのためには、専門的な言語聴覚士という、タ

ジリ先生ですとか、あるいは調査をするための発

達検査の用紙ですとか、あるいは視力検査をする

ためのカードですとか、あるいは就学時の健康診

断票ですとか、そういったさまざまな用紙ですと

か講師の依頼等を行って、適正な就学についてを

判定してまいります。 

  ですので、子供たち一人一人がより望ましい就

学というものを検討していくために、さまざまな

事務用費あるいは講師への謝金といいますか、そ

ういったものを使用しておりますが、全ては子供

たちがより望ましい就学をするためにということ

で予算を使わせていただいております。 

  そして、子供たちの自殺についてということで、

昨今、新聞等でも話題になっている悲しい事件で

ございますが、宮代町におきましては、幸いこう

した命にかかわるような事例、あるいは報告等は

受けてはおりません。ただ、どの学校でもこうし

た危機意識は持って、夏休み中、特にお休みの多

い家庭、児童・生徒につきましては担任が家庭訪

問して、連携を切らさないように家庭の状況ある

いは学校からの連絡等絶やさないようにというこ

とで連携を図っております。 

  校長会において、自殺については県からの通知

をもとに、特に９月１日がやはり一番小・中学生

の自殺が多くなるというデータ等もありますので、

十分、始業式を迎える前の特にお休みの多い子た

ちへの指導ということで、教育委員会から校長会

に指導して、学校のほうで各生徒について担任か

ら丁寧な指導をしているという状況でございます。 

  そして、教育課程の指定についてでございます。 

  こちらは、教育課程特例校指定事業につきまし

ては、平成30年度と平成31年度に、特に弾力的に

教育課程を変更しまして、宮代町で特に重点的に

取り組んでいる英語の授業実数を小学校３、４年

生、あるいは５、６年生で授業実数を確保すると

いった視点から委嘱をいただいております。ただ、

実際のところ、既に今年度、新学習指導要領の

2020年度からの実施を前にしまして、各学校で工

夫をしまして、授業のこま数を増やすなどして、

英語の授業実数を確保しつつございます。 

  ですので、今年度、教育課程の指定事業が終わ

りましたら、一旦、委嘱につきましてはそこまで

とさせていただいて、あとは各学校が2020年度か

らの新学習指導要領に基づいた授業実数というこ

とで実施をしてまいる予定でございます。 

  そして、学力向上推進事業の中で小・中学校の

不用額ですとか、そういったことでご指摘をいた

だきました。 

  まず、小学校につきましては、町費で勤務の方

が、例えば１カ月間、教育実習を行いたいという

ことで、一旦、町を退職して勤務をしなかったり

ですとか、あるいは町費の勤務をしていた方が、

お子さんができた先生がいらっしゃって、その産

休の代員として県費で勤務することになったとい

うことで、町費だった方が県費で勤務をしたりだ

とか、ある期間だけ町費を退職されたりというこ

とで、小学校については不用額が増えたという状

況がございます。 

  その逆に、中学校のほうでは、理科の先生がち

ょっとお休みしてしまうという状況がございまし

た。しばらくの期間、お休みをしてしまうという

状況がございました。本来は、そこに県費の先生

が入ればいいんですけれども、なかなか週５日間、

フルタイムで理科の授業をやっていただくという

県費の方が見つかりませんでした。 
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  そこで、午前中だけ理科の授業ができるという

方がいらっしゃいましたので、町費での先生とい

うことで、午前中勤務をして、特別な任用形態と

いうことで勤務をしていただいたりしたというこ

とがございます。 

  同様に、音楽の先生も中学校のほうでどうして

も見つからないといったことがございまして、県

費の先生を任用するためには、どうしても見つか

ってから１カ月ぐらいかかるという事務的な手続

の期間も必要でしたので、緊急的に町の非常勤講

師として音楽の先生に、見つかった時点で町の先

生として勤務をしていただいたということで、中

学校のほうは逆に予算よりも多くなってしまった

という、そういう状況でございます。 

  それから、特別支援教育の就学奨励費等の事業

についてでございますけれども、支給額が減って

しまったということについては、年度ごとの自然

減といいますか、年度ごとの増減の中の範囲で減

ってしまったのではないかというふうに認識をし

ております。この通知につきましては、それぞれ

の家庭に送付をしまして連絡するとともに、年度

がかわった当初も、学校からこの制度については

確認の連絡をしておる状況でございます。 

  また、援助の支給につきましては、設定してい

ただいている銀行口座のほうに振り込みという形

で金額を納めさせていただいております。 

  私からは以上になります。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  私からは、入学準備金の関係と学校給食の関係

の２点についてお答え申し上げます。 

  まず、入学準備金の関係でございますが、決算

書152ページにございます、負担金、補助及び交

付金の関係でございます。こちらの入学準備金の

補助金につきましては、高等学校や大学への進学

に必要な入学等の準備に係る経費について、金融

機関から融資を受けている世帯に対して、その利

子について補助金を交付させていただくという制

度になっております。平成30年度につきましては、

実績としては３件ございまして、こちらの決算額

ということで６万4,485円を交付させていただい

ております。 

  入学準備金の限度額については、所得等により

ますけれども、最大３万円になっておりますので、

利子が３万円を超える場合は、条件によって異な

りますが、３万円まで補助ができるということで、

利子が３万円に満たない場合は、その額が補助さ

れるということになります。そういう制度でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

  また、次に、決算書の180ページにかかわりま

す、あと成果書の174ページに係わります学校給

食の運営の関係でございます。 

  食の安全につきましては、ご指摘のとおり、こ

れは最大限配慮しなくてはいけないというふうに

考えております。宮代町の学校給食の運営に関し

ましては、毎月、栄養教諭と、それと、あと学校

の現場の職員と、あと教育委員会の職員と、それ

と給食センターの職員が、翌月の物資、どういう

食材を使うかというような検討会議というのを毎

月実施しておりまして、その中で実際に使う食材

を確認しております。そういう中で、問題がない

かどうかという部分についても把握をしながら、

学校の食の安全というものに対して対応している

ということもございます。 

  また、学校給食の関係の研究委員会というのを、

これは各学校の給食主任ですとか、あとは養護教

諭、そのほか保護者、ＰＴＡの代表等も集まって

研究するというようなことも行っておりまして、

その中でもさまざまな情報交換を行いながら、学
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校給食の運営については検討しているということ

になっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 学校教育課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  失礼いたしました。教職員、それから児童の健

康診断について申し上げます。 

  まず、教職員ですけれども、検査を行いまして、

もし何か治療等が必要といった場合には、次の精

密検査等を各自で受診をして、すぐに対応すると

いうことで行っております。 

  また、児童・生徒につきましては、内科、眼科、

あるいは他の検査等で、もし何か、視力でしたら

治療が必要ということであれば、治療勧告書を各

学校のほうから保護者のほうへ通知をしまして、

各家庭のほうで必要なお医者さんのほうで診てい

ただく、治療していただくということで対応して

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  最初に117ページの就学支援事業でございます。

一人一人の発達、適性を見て、専門的な立場で支

援をしていくんだということで、その事業なんだ

ということでわかったんですけれども、この健康

診断というのは年に１度、最初に就学のとき以外

はやってないんでしょうか。 

  それと、この委員の人が１人ということなんで

すけれども、１人で全部の学校の問題点とかそう

いうのをやっているんでしょうか。就学援助委員

会委員１人ということでしか書いてないんですけ

れども、ちょっとわからない。これは、宮代町の

全学校を１人で検討したり見たりしているのかど

うか、ちょっとわからない点があります。その辺

のところをお答えください、もう一度。 

  あと指導員とか学校の安全パトロールですよね。

そういう人、７月、９月にやったということなん

ですけれども、何か問題点とかそういうのがあっ

たんでしょうか。なかったなら、ないということ

で結構なんですけれども、何か問題点でもあった

ら３つぐらいほど出していただきたいなと思って

おります。そういう具体的な、こういうところが

ちょっと問題だったという、あるんだということ

があれば。 

  それと不登校の問題です。これは子供さんの命

がかかっていることだと思います。私、質問して

いますけれども、９月、夏休みが終わると自殺が

多いんだと。これはマスコミでも大いに流されて

おります。具体的に宮代町はないんだということ

で言われていますけれども、22名の方が不登校に

なっていることを考えると、いつ起きてもおかし

くない状態だなという感じがします。 

  不登校問題については、私も学校の先生やそう

いう相談員の方だけに任せるべきじゃない問題だ

と思っております。本当に日本全国、今、この問

題は問題になっていると思うんですけれども、や

はり命を救うためには大人が気をつけてやらない

と、これはなかなか解決できない問題があると思

います。 

  ぜひとも、このことについては学校の先生やＰ

ＴＡ、それと周りの地域の人たちですね、全員で

見守っていかなくちゃいけないかなとかも思って

いるんですけれども、なかなかそういう情報が一

般市民の方には回ってこない。専門家に任せっ放

しということになっていると思うんですけれども、

そういう点では、やっぱり一般の人も協力できる

人は協力はしなくちゃいけないんじゃないかなと

いう感じはするんで、時たま、そういう情報を、
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固定の人間の名前じゃなくても、この地域にはい

るとかいないとか、そういう情報も流してほしい

なとかも思っておりますので、ぜひとも一般の人

が協力できる範囲の中で協力したいので、ぜひ情

報もお願いしたいなと思っております。 

  教育振興費ですね。１件最大３万円の補助の限

度としてやるということで言われております。こ

れ、３件あったということなんですけれども、補

助対象者にやるのに、個人が町のほうに情報とし

て入っていないと申し込みができないということ

を思うんですよね。これ、宣伝とかそういうのは

しているんでしょうか。その辺のところをどうい

うふうにしているのか、お願いしたいんですけれ

ども。 

  教育振興費のほうはわかりました。ただ、先生

の異動、やめたとかいろんなことで異動があった

ということで、なかなか見つからないんだという

ことを言っているんですけれども、これは急にこ

ういう話というのは出てくるんですか、学校の中

で。やめたいとか異動したいとか、そういう先生

の話というのは。よくわからないんだけれども、

急に出てくるものかなと思って。学校の先生が急

にやめたいとかなんとかというのは、ちょっと教

育上、おかしいんじゃないかなという感じはしな

いでもないんですよ。原因とかそういうのはある

んでしょうか、お産とかそういうんじゃなくて。 

  普通、学校の先生というのは、子供に指導する

立場ですよね。学校をやめたいというのも、民間

でも３カ月前から言わなくちゃいけない。そうい

うあれになっているんですけれども、学校の先生

というのはそういうのはないでしょうか。２件も

出てきたということになると、３件ですか、全部

で。音楽の先生と理科の先生と小学校のほうです

か、あとは。何かそういうのがあるのかないのか、

ちょっとわからないというのが。じゃなくて、学

校の先生として、３カ月前とかそういうのを決め

られているんじゃないですかということで、突然

やめるわけじゃないですよね。その辺の理由をち

ょっとおっしゃっていただければありがたいなと

思っております。 

  あと、最後になります。学校給食の問題です。

これは食の安全ということで本当に検討しなくち

ゃいけないと思っております。いろんな人が研究

会でやっているんだということを言っているんで

すけれども、アメリカ産、カナダ産の小麦粉、学

校給食に使われているんでしょうか、使われてい

ないんでしょうか、その１点だけでもお願いしま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩に入ります。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１９分 

 

○委員長（丸山妙子君） それでは、再開いたしま

す。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  私から４点ほど順にご説明させていただきます。 

  まず、就学支援委員会についてでございますけ

れども、こちらは合計20名の委員がおります。そ

の中には、医師会の代表の方、それから特別支援

学校の先生、そして先ほど申し上げました言語聴

覚士の方、それから子育て支援の課長さん、そし

て各学校の校長先生や特別支援教育担当の先生方

ということになります。 

  就学に関しての子供たちの健康状態は、特別支

援学校の先生や、それから各学校の先生、あるい
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は教育委員会の指導主事等が分担してそれぞれの

子たちの様子を観察した上で、診察といいますか、

診断等を専門的な先生のご助言をいただきながら、

何回かの就学支援委員会の中で、繰り返し検討を

進めているという状況でございます。 

  続きまして、２点目の通学路等の危険箇所につ

いてでございますが、平成31年度につきましては、

計28カ所の危険箇所等を教育委員会のほうにご報

告いただいております。その中で、例えばなんで

すけれども、注意喚起のための路面標示。子供た

ちが通学している道を減速しないで通る車がある

のでということで、通学路という路面、あるいは

看板の標示を要望している。あるいはグリーンベ

ルトの設置を要望している。あるいは「とまれ」

の標示ですとか、あるいは路面標示が薄くなって

しまったところを再度塗り直し等、そういったこ

とで要望しておりまして、今年度につきましては

既に対応済みのところもございますし、ただいま

検討中というところもございます。 

  そして、３点目の不登校の子供たちについての

いろいろな地域の方への情報提供ということなん

ですが、こちらについては、なかなかプライベー

トな子供たち、それぞれご家庭の課題等もありま

すので、なかなかその情報を地域の方にまでとい

うと難しいところがございます。 

  ただ、教育委員会のほうで、いじめ不登校対策

会議という会議を年に３回開いておりまして、そ

の中で生徒指導担当ですとか養護教諭ですとか校

長ですとか、その中には警察経験者の方ですとか、

あるいは学識経験者の方ですとか、さまざまな立

場の方からご意見をいただきながら、不登校の改

善等にご意見をいただき、解決策等について検討

しているところでございます。年３回そちらを開

きまして、さまざまな子供たちに個別にどんな支

援をしたらいいかということで検討しながら、よ

りよい支援について、子供たちそれぞれに対して

フォローしているところでございます。 

  そして、４点目の教職員がお休みしてしまった

というところについてなんですけれども、病気で

すとか、あるいは出産に伴ってお休みを年度途中

でする教員がおります。特に出産関係は事前にわ

かっていることではございますが、なかなか年度

途中で教科の先生を見つけるというのが難しい状

況があります。教育委員会としても大学やいろい

ろな関係機関に問い合わせ等しながら、後任を見

つけようと努力はするんですが、それが見つから

ずにぎりぎりになってしまったりといったことが

生じている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  ２点ほどお答え申し上げます。 

  まず、入学準備金の関係でございます。 

  決算書152ページになりますが、こちらの補助

金につきましては、広報、ホームページで周知を

させていただいております。 

  次に、決算書の180ページ、成果書の174ページ

の関係の学校給食の運営の関係でございまして、

先ほどアメリカ産の小麦の使用の有無についてご

質問受けておりますが、アメリカ産の小麦につい

ては使用させていただいております。こちらにつ

きましては、安全性については委託先であります

全農の品質管理部で確認をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 学校給食のことだけちょっ

と再質問させていただきます。 

  アメリカ産の小麦粉、これはアメリカ産、カナ

ダ産が含まれていると思うんですけれども、全品
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目に、アメリカ産の小麦粉の中に除草剤がまじっ

ていた。このことについては、やはり学校給食は

安全を考えなければいけないんで、大丈夫だと言

っているんですけれども、何の根拠があってこれ

大丈夫だというふうになっているんでしょうか。

まさか例えばですよ、この給食食べるのに放射能

入っていますよと言って、これは安全基準にマッ

チしているから大丈夫なんですよと言われて、そ

れをいい気分で食べる人いるのかどうか。それの

トーンの基準というのはどういうふうになってい

るのか。宮代町の給食に対する考え方。それのと

ころ、もう一度詳しくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 今、お答え申

し上げたとおりなんですが、小麦については、な

かなか何というんですか、日本の国産だけの需給

というのは、多分非常に難しいような食材の一つ

だというふうに思っております。実際にパン食で

すとか、麺なんかに小麦粉を使うというのは、こ

れは学校給食に限らず、日常的な食材についても

同様だと思うんですが、学校給食については、委

託先である全農が品質管理部を持っておりますの

で、そちらでしっかり検査を行っているというこ

とでございますので、その対応で今のところは十

分ではないかというふう考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） この輸入小麦粉からグリホ

サトというんですか、除草剤の成分が入ったとい

うことで、これ2017年度に残留基準を大幅に緩和

したというふうに聞いて、国がやったということ

で。やっているんですよ。これと、輸入食品を大

量に仕入れて緩和しなければ、それは入ってこな

いし、使用もできない。 

  それをあえて緩和したやつを農協のほうでは、

安全管理部のほうでは大丈夫だと。それをうのみ

にして子供たちに食べさせるのかどうか。その辺

のところが基準の最大のあれじゃないかなと思う

んですよ。 

  さっきも言いました。これが大丈夫だからと、

基準が緩和されて、それまでいっていないから、

また、じゃ基準が緩和されてそれ以上いっていな

いから大丈夫なんだと。それ基準を緩和したから

大丈夫なんだというんではなくて、やはりお子さ

んや県の皆さんは、子供の食の安全というのは気

にしているんだと思います。その辺のところを基

準が緩和されたから大丈夫なんだよ、それだけじ

ゃちょっと納得いかないなという感じがするんで

すけれども、学校として教育委員会として、基準

緩和されたから、これはもう大丈夫だと思ってい

らっしゃるんですか。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  基準が緩和されたから大丈夫かどうかというよ

うなことを考えているわけではございませんで、

必要なカロリー等を計算して栄養教諭が献立等を

つくり、それ応じて給食というのを提供させてい

ただいております。その中で必要な食材というも

のを調達をして、学校給食の一環として提供させ

ていただいております。 

  先ほどご指摘にありました除草剤の関係につい

ては、私もホームページで確認をしておりまして、

発がん性の物質があるというようなことで、民間

のところで検査をしているというのも見ておりま

すが、現在のところは委託先である全農のほうで

品質管理を徹底して行っておりますので、現状と

してはそれを使ってパンなどを、必要な給食につ

いては提供していくということで行っていきたい

というふうに考えております。 
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  ただ、もちろん食の安全というのは十分に気を

つけなければいけないことでございますので、そ

の点については、教育委員会としてもさまざまな

観点で情報収集しながら、また、委託先である全

農さんとも情報交換しながら、適切に対応してい

きたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  幾つかお願いします。 

  154ページの18節備品購入費、ことばの教室備

品購入費ということで、予備費から充当されてい

ますが、これについてお伺いします。 

  それから158ページ、15節工事請負費の小学校

の校舎等工事請負費の予備費充当86万円、これに

ついてお伺いします。詳しくお願いします。 

  それから、164ページの中学校施設管理事業、

13節の委託料、施設劣化診断委託料が839万円と

いうことになっていますが、決算のご説明のとき

に、不用額のところで委託料の話の557万のとき

に、劣化診断の話が出たかと思うんですが、それ

との絡みでちょっとお伺いします。 

  それから、176ページ総合運動公園管理事業な

んですが、施設修繕費が147万円になっています

が、流用になっているということは、多分突然か

なというふうに思うんです。 

  それから15節のほうの予備費充用というのがあ

ります。これについて。それと備品購入もありま

すので、この絡みでちょっと具体的にお願いした

いと思います。 

  それから、180ページの18節備品購入費、給食

センターの予備費充用。これもお願いします。 

  それから、成果書のほうの174ページに絡みま

すが、学力向上ということでちょっとお伺いした

いんですが、委員会の事務に関する点検評価報告

書というところの35ページで、学力に関する学力

調査ですよね。全国平均を上回るパーセントとい

うことで、中学校50％となっているんですが、こ

れは目標ということなのか、これ現状が平成30年

度こうだったということなのかちょっとお伺いし

ます 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  ご質問いただきました、ことばの教室の備品購

入費についてでございますけれども、こちらは言

葉について吃音ですとか、さまざまな課題を抱え

る子供たちが、かなり多くの子供たちが現状いる

ということで、この教室自体を２部屋に改築をし

ております。 

  そして、それに伴いまして、子供たちがそれぞ

れの部屋で言葉の課題についての状況を指導でき

るようにということで、備品として机や椅子、そ

れから発話するときの口の形等が見られるような

モニター等を設置をしまして、個別に子供たちの

状況をより細かに見取って、指導ができるように

ということでの環境整備として使わせていただき

ました。 

  それと、平成30年度の全国学力調査についての

この数値につきましては、あくまで目標値という

ことで設定をさせていただいております。 

  平成30年度についてはですけれども、県の平均

については、小学校でかなり全国学力テストを上

回るような形で成果としてあらわれているんです

けれども、中学校のほうでは平成30年度に行った

Ａ問題、基礎基本のところでは県の平均は上回っ

ているんですが、なかなか応用的なＢ問題では、
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それを上回ることができなかったというのが平成

30年度でございます。 

  全国の基準とする目標をクリアできるようにと

いうことで、各学校が学力向上検討委員会という

委員会を、年３回行っているんですけれども、問

題結果の分析、あるいは今後の授業の改善等にこ

の学力テストの分析結果を生かした取り組み等を

進めて、この課題をクリアできるようにというこ

とで取り組んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  まず、決算書の158ページでございますが、こ

の中の工事請負費の予備費のほうを活用させてい

ただいている件についてお答え申し上げます。 

  まず、この関係につきましては、東小学校の使

用物の撤去工事の絡みもございますが、ブロック

塀の改修を行っておりまして、その際に民間のご

自宅と隣接するブロック塀が東小学校にあったん

ですが、そこが大分劣化が進んでいたという状況

がございまして、その際に隣の家と同様にセット

バックをするような工事をした際に発生した経費

ということで、予備費を使わせていただいており

ます。 

  次に、決算書の164ページにございます中学校

施設管理事業の中の劣化診断の委託料でございま

すが、こちらは決算額839万1,600円ということで

ございましたが、予算上は1,200万円ほど見込ん

でおりまして、これを入札で行った結果、安価で

対応できたということで、不用額が発生をしてい

るという状況でございます。 

  続きまして、決算書180ページでございます。

学校給食費の給食の管理事業でございますけれど

も、こちらの18節の備品購入費の中で予備費を充

当させていただいております。こちらにつきまし

ては、前原中の牛乳の保冷庫が機器不良のために、

これは17年間使用してきたものなんですけれども、

前原中の牛乳の保冷庫が経年劣化によって機器不

良になったということで、３月の段階で予備費を

充当させていただいたということになっておりま

して、そちらのほう購入させていただいていると

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長の飯

山と申します。 

  決算書の176ページ、総合運動公園管理事業の

需用費、それと工事請負費、備品購入費、それぞ

れに充用及び予備費のほうを使わせていただいた

件についてご説明させていただきます。 

  まず、需用費の施設修繕料でございます。こち

ら、総合体育館の室内プールの関係でございます

が、室内プールに水質モニターというものがござ

いまして、そちらのほうで残留塩素濃度でござい

ますとか、あるいは水温でございますとか、そう

いったものを測定し、塩素につきましては自動的

に塩素を投入するようなシステムになってござい

ますが、そちらのほうが故障により機械が正常に

動かなくなったということから、緊急的に直す必

要があったことでございまして、流用により対応

させていただいたものでございます。 

  続きまして、工事請負費でございます。予備費

充当ということで439万4,000円充当させていただ

いてございます。こちらにつきましては、こちら

の決算書の176ページをごらんいただきますと、

まず１点目に、総合運動公園の加圧給水ポンプ更

新工事というのがございます。それと１点飛ばし

まして、総合運動公園プール改修工事、それと総

合運動公園側溝修繕工事というふうに３点ほどご
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ざいます。それぞれ経年劣化によりまして、緊急

的に修繕する必要があったものから対応させてい

ただくために、予備費を流用させていただいたも

のでございます。 

  まず、加圧給水ポンプでございますが、こちら

体育館のほうに水を供給するためのポンプという

ものが２台設置されてございますが、そのうち１

台が故障したことで、残り１台は稼働する状況で

あったんですが、プールでございますとか、ある

いはシャワーというものに、それぞれ水を供給す

るようなシステムになってございましたので、故

障した１台を緊急的に交換するために充当させて

いただいたものでございます。 

  また、総合運動公園プール改修工事でございま

す。こちらは、すみません。室内プールろ過器が

ございますが、こちらもやはり故障によって、プ

ールの水を循環ろ過することが自動的にできない

状態になったことから、水質が汚濁するというこ

とが懸念されましたことから、早急な対応をした

いということで、予備費のほうを使わせていただ

いたものでございます。 

  ３点目の総合運動公園側溝修繕工事でございま

す。こちら体育館の北側に側溝があるんでござい

ますが、そちらのほうが地盤沈下によって、側溝

の一部が歪んでしまったと。陥没してしまってい

るという状況がございまして、プールの排水など

をした場合に、その水が側溝から漏れてしまって

いるという状況がございましたことから、そちら

のほう修繕に使わせていただいたものでございま

す。 

  最後に、備品購入費の施設備品購入費でござい

ます。こちらトイレの中に小さいお子様と一緒に

親御さんとかがトイレに入れるような、そのよう

なことをしていただきたいということで、利用者

の方からご意見いただきまして、それは確かにそ

ういうようなことが必要であるということで、ト

イレ内にチャイルドシートを設置させていただく

ために、流用のほうさせていただいて対応したも

のでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  今の総合運動公園のほうからお願いします。 

  今、修繕の内容を説明いただきました。今年度

は、野球場のネットを直すとか、ちょっと予算で

見に行ったような気がしますが、総合運動公園も

経年劣化でこんなふうに工事請負修繕、施設修繕

が毎年毎年かかるというのが、何となく私たちも

見てわかりつつありますので、こういうの指定管

理料が5,700万円入っていますが、施設修繕が故

障を前提にするわけではないですけれども、やは

り予算建てとして、毎年毎年かかってくるという

ので、予備費充用でなくて当初予算でしっかり計

画、総合公園の維持管理にはどれくらい、これか

らここが悪くなるとか、そういう耐久的な年数が

それぞれわかっているかと思うので、その辺計画

的にきちんと予算を、当初の予算でこれだけかか

りますということで、ここが悪くなったからこれ

をお願いしますみたいな、そういう言い方をいつ

もされていますけれども、計画的にやらないとや

っていかれないんじゃないかなというふうに思い

ます。特にこういうしっかりした施設というのは、

その辺お願いしたいなというふうに思います。 

  それから、中学校の劣化診断は、これは大変安

くできたということ、委託先は小学校と一緒とい

うことでよろしいのか、お伺いします。 

  それから、さっき一つ出し忘れてしまったんで

すが、176ページと182ページなんですが、176ペ

ージの資料館費です。176ページは19節の負担金、

補助金及び交付金の中の防火管理資格取得講習会
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負担金というのがここに流用されて出ています。

あと182ページの給食センターにも負担金、補助

金及び交付金で防火管理資格取得講習会負担金と

いうのが入っています。これは流用、両方ともそ

うなんですが、どうして流用で出したのか。最初

から当初予算で入れられなかったのかどうかとい

うことを聞きます。 

  それから、学力に関してですが、ちょっとこれ

定住促進にもかかわる問題ですが、宮代町の学力

は、小・中学校は基本的に学力試験が全国的にや

られていて、今、発表されていますけれども、学

力的にはどうなのかということをちょっとお伺い

します。 

  学力向上推進事業ということで、基礎学力定着

ということで、宮代町単独で加配をずっとしてき

ているわけです。もう10年以上やってきて、その

中でその成果というか、そういう意味で子供たち

の数も少なくなっていますし、その辺で、毎年毎

年加配していますよ、町単独でやっていますよと

聞いていますが、実際成果として本当にあらわれ

ているのかどうかということをお伺いしたいと思

います。 

  保護者から心配されて、塾へ行ってくださいと

言われた、中学校なんですが、言われたのかちょ

っとわからないですが、塾へ行くようになったら

勉強できるようになったというか、学校では授業

にならなくて、そして困っちゃって塾に行くよう

になったんですという話を聞いた。一つの中学校

ですが、そんなふうな授業が成り立っていないと

ころもあるのかなというのはちょっと聞いてしま

ったもんで、その辺もちょっとお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長の飯

山でございます。 

  決算書176ページ、総合運動公園管理事業、修

繕の関係で予備費、あるいは流用等の関係でご質

問いただきました。 

  当方といたしましても、緊急度の高いものから

毎年予算要望のほうはさせていただいている状況

でございます。ただ、全部が全部予算要望しても

つくかどうかというのは、ちょっと財政的な事情

もございまして、なかなかうちのほうで要望した

ものについて、全て予算化されるということには

なかなか厳しいような状況でございます。 

  平成30年度こちらのほうの修繕につきましても、

予算要望しているものもございますし、急に突発

的に故障が発生しまして、予算要望していないよ

うなものでも直さなければいけないようなものも

あったような等がございます。今後も、指定管理

者のほうと毎月定期的に定例会のほうで、今後の

修繕とか、こういった維持管理のことについて話

し合いをさせていただいてございますので、そう

いったことから、必要に応じて予算要望のほう、

今後もさせていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

  それと同じく176ページ、郷土資料館における

負担金の関係でございます。防火管理者資格取得

講習会の負担金でございます。こちら、人事異動

に伴いまして、こちらのほう資格取得が必要にな

ったことから、当初予算のほうでは人事異動とい

うようなものにつきましては、当然、予算のほう

では計上することができませんでしたことから、

急遽充用によって対応させていただいたものでご

ざいます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  まず、中学校の劣化診断の関係で、入札の結果、

金額が安価にできたというようなご説明をしたと
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ころ、小学校も同じ業者なのかということでお聞

きいただきましたけれども、小学校については、

今年度の予算で執行しておりますが、今年度も同

じように入札を行っておりまして、今年度はまた

違う業者に入札の結果、お願いをするということ

になっております。 

  また、決算書の182ページの防火管理者の資格

取得の講習会の負担金の関係でございますが、こ

ちら、充用費から流用させていただいております

が、先ほどの生涯学習室長と同じ答えになります

が、人事異動によって必要な費用が発生したとい

うことで、昨年度については流用で対応させてい

ただいたというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育長。 

○教育長（中村敏明君） すみません。 

  学力向上のことについて、私のほうからお話を

させていただきます。 

  まず、ご心配をいただきました授業が成り立た

ないような状況ということがあったようですけれ

ども、確かに昨年、ある中学校の中でなかなか落

ち着かないという状況でご心配をかけたところが

あったと思います。各学校鋭意努力して、今年は

非常にその学年も落ち着いた状況で１学期を終え

て、２学期がスタートできたというふうに聞いて

おります。 

  続いて、学力向上についてですけれども、全国

学力学習状況調査と、それから県の学力学習状況

調査と、埼玉県では２つの学力状況調査を行って

おります。 

  １つは、県のほうはどれぐらい子供たちが伸び

てきたかというような、伸びの状況をはかってい

るものでございます。 

  これにつきましては、各学校、昨年よりは今年

ということで、学力の伸びが見られるという状況

でございます。 

  それから、全国の学力学習状況調査につきまし

ては、小学校６年生と中学校３年生が行っている

ところです。 

  私が教育長になっての考えといたしましては、

小学校で培われた学力が、やはり中学校に大きく

影響するということです。それが、実は形として

は小学校のときの順位だけではないんですけれど

も、全県63市町村、さいたま市を含む63市町村の

中で大体何番目だったかということが、小学校６

年生と中学校３年生、ほとんど変わらないんです。

ですから、それが維持されていて、一気に中学校

３年間で伸びたかというと、それぞれが努力して

いますから、それを飛び越えてやれないというと

ころがあると思います。 

  そういう意味では、いかに小学校で基礎学力を

つけるかということが重要な課題だというふうに

捉えています。 

  そういった意味では、この４年間で、私が来て

すぐのときは、全県で47番でした。ですから、63

市町村中47番。次の年が27番。次の年が去年です

けれども18番。今年は、今年はというのは、去年

１年の取り組みです。７月にテストやっています

ので。全県63市町村の中で２番です。ですので、

着実に学校も努力をして、いろいろな制度をもっ

て子供たちの学力を上げるように現場では努力を

しているというふうに思っていますし、教育委員

会のスタッフも、環境や、それから人的なものも

含めて、いろいろと努力をしているというふうに

私は評価をしているところです。 

  そういう意味では、これから３年間、その子た

ちが中学校で努力した中で、いかに学力をキープ

して卒業を迎えるかということが次の課題になっ

てくると思いますけれども、そういった意味では

成果が上がっているというふうに考えております。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 

  １点補足でございますけれども、176ページの

総合運動公園の管理事業の工事請負の予備費の関

係でございますが、今、委員さんご指摘のとおり、

ちょっと予備費の流用が多くて、場当たり的な印

象を与えてしまって大変申しわけないんですけれ

ども、総合運動公園25年経っておりまして、結構

老朽化しておりまして、年度当初に気づかないも

のもございまして、年度途中に発見されて、緊急

的に修繕を行うケースもございます。 

  ただ、おっしゃる点は十分理解しておりますの

で、今後、計画的に、できれば当初予算に盛り込

むべきものは盛り込んでいきたいと思っておりま

すので、ご理解いただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  総合運動公園は本当、当初予算でできないとこ

ろは補正で出していただいて、わかるようにして

いただきたいなというふうに思います。 

  それから、学力向上の話なんですけれども、今、

教育長が言われたみたいに順位が目に見えてよく

なっているのがよくわかります。 

  これが中学校までキープできるようにというこ

とで、先日、中学校の運動会のほう見させていた

だきましたが、今はチームで頑張るという、そう

いう種目がすごく多くて、私も大変感動しました。 

  チームで頑張るから自分は手を抜いてもいいの

かといったら、そうでなくて、チームで頑張るけ

れども、自分も一生懸命やんないとできないとい

う、そういういろいろな種目ができていて、それ

が目に見えて頑張れるよう、あの姿見たら、子供

たちは健全育成されているなというふうな感じが

しましたので、今のこの小学校の学力をキープし

ながら中学校３年間過ごしていただいて、そして、

宮代から出た中学生はみんな健全育成されて、学

力もあるという、そんなふうな定着をお願いした

いなと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問したいと思います。 

  まず、145、146ページの１項教育総務費、１目

教育委員会費の教育委員会活動事業なんですけれ

ども、これは主に、教育委員会の定例会の開催と

同時に、説明では、教育委員と若手教員との意見

交換会なども行ったという説明がございました。

どのような内容なのか、ご説明をお願いしたいと

思います。 

  続きまして、150ページの不登校対策事業でご

ざいます。この点については、前段の山下議員も

質問しておりましたが、まず、不登校とはどのよ

うな状態を言うのか、ご説明いただきたいと思い

ます。 

  それから、不登校になる原因については、さま

ざまな原因があると思いますが、どういった原因

なのか、主なものについてお示しいただきたいと

思います。 

  それから156ページ、これはわかりました。な

るべくダブらないようにお聞きしますので。失礼

しました。 

  158ページです。小学校要準特別支援教育就学

援助事業でございます。これについては171ペー

ジ、成果書に書かれております。 

  特別支援教育就学援助支給者は132人と、特別

支援教育就学奨励費支給者は14人と。入学準備の
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ための学用品費の事前支給を昨年度から開始した

ということで、事前支給者は41人、こういうふう

に書かれておりますけれども、この小学校要準特

別支援教育就学援助事業費、これの人数等につい

ては、県の中ではどれぐらいの位置にあるのかと

いうことで、わかればお示し願いたいと思います。 

  それから、小学校学力向上推進事業なんですけ

れども、同じく171ページ。前年度比で77万円ほ

どの減額となっております。これは非常勤講師の

年度途中の件だと思うんですけれども、この点に

ついての詳しいご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、162ページの生徒教職員の健康管理

等対策事業でございます。 

  この件につきましては、労働時間の把握とか健

康管理ということで、次年度には労働時間の把握

が使用者、つまり首長、行政側、それから、学校

側の校長の法律上の強い義務となったということ

なんですけれども、こういった点で変わる部分、

どういうふうになっているのか、その点お尋ねを

したいと思います。 

  特に教職員の健康管理ということで、関連でお

尋ねをしたいんですけれども、今、働き方改革と

かと言われておりますけれども、異常な長時間労

働を強いられているというふうに言われておりま

すけれども、その一つに国が教員の授業負担を増

やした。 

  それから、２つ目は、業務の増大ということで、

学校の抱える課題の増加による負担の増大。 

  それから、もう一つは、残業代ゼロの法律が長

時間労働を野放しにしたという。こういうことも

言われておりますけれども、今、教職員、先生方

の置かれている状況、大変だと思うんですけれど

も、この点についても、どういうふうな状況にな

っているのかお尋ねしたいと思います。 

  それから164ページ、成果書では173ページの中

学校施設管理事業なんですけれども、中学校３校

の劣化診断を実施したということなんですけれど

も、結果は成果書に書いてあるように、劣化診断

を実施して、校舎電気設備、機械設備等の劣化状

況について調査しましたということなんですけれ

ども、調査して、その結果、どういうふうにする

んですか。把握だけでいいんですかというふうに

ちょっと思うですけれども、その点、調査結果ど

うするのかという点についてお尋ねしたいと思い

ます。 

  続いて168ページの４項社会教育費の１目社会

教育総務費の社会教育活動事業で、成果書では

175ページなんですけれども、この中のみやしろ

大学の開催ということが示されておりますけれど

も、この県外研修ですよね。これは随分参加者は

多い少ないというのはあると思うんですけれども、

これはどのように行っているのか。昨年の場合、

茨城県の土浦市方面ということなんですけれども。

これは１人当たりの予算は上限は決まっているの

かどうか。その辺の予算の割り当て等も含めて、

この内容についてお尋ねいたします。 

  それから170ページの２目公民館費、公民館管

理運営事業なんですけれども、成果書では178ペ

ージ。特に百間公民館の利用人数、それから、川

端公民館の利用人数です。これは、着実に増えて

いるという状況なんですけれども。和戸公民館に

ついては若干減っています。もちろん、外壁等の

改修工事もあったと思うんですけれども、この辺

の理由についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、昨年も私は特に百間公民館について、

駐車場の確保ということで要望しましたが、やは

り川端公民館、和戸公民館に比べて駐車場が非常

に狭いと。百間公民館の前だけですから。その点

のやはり駐車場の確保、どうなっているのか。 

  それから、これは共通なんですけれども、１階
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から２階へのやはり体の不自由な方、お年寄り、

障がい者。こういう方が、２階を使いたいと言っ

たときにエレベーターがあればいいと思うんです。

その辺の見込み、考えです。どのようになってお

りますか、お尋ねしたいと思います。 

  それから169，170ページの３目図書館費、図書

館管理運営事業なんですが、成果書の180ページ、

図書館の利用状況なんですけれども、貸出者数、

それから貸出冊数、これは減っている傾向にあり

ます。確かに広域対象、町外の方も変わってきて

はいるんだとは思うんですけれども、傾向として

非常に下降ぎみになっております。その辺につい

ての理由です。お尋ねしたいと思います。 

  それから176ページの総合運動公園管理事業の

中の総合運動公園の利用状況なんですけれども、

テニスコート、一番上の。成果書では183ページ

のテニスコート、それからメインアリーナ。これ

が減少傾向にあると思います。その点についてお

尋ねをしたいと思います。 

  それから同じく、成果書の185ページの町内グ

ラウンド、テニスコートの利用状況で、前原グラ

ウンドと東グラウンド、宮東グラウンド、これも

特に東グラウンドについては非常に少なくなって

おります。昨年までは、ある程度減ったりはして

いるんですが、どうして極端にこういうふうに減

ったのか、その点お尋ねをしたいと思います。宮

東グラウンドについても、このお願いしたいと思

います。 

  それから、先ほど前段で、町民体育祭の関係も

話が出ました。私は確かに学校でやる運動会とま

た違った体育祭ですから、町民挙げての。各自治

会、自治会参加とか個人参加もありますけれども、

それなりの意義はあると思うんですけれども、や

はり参加者が少なくなっている。前段の議員もお

っしゃっておりました。それなりに対策、協議、

検討し、改善を図るようにやっているんですけれ

ども、このままの状態で、よしとはしないと思い

ます。このままの状況で参加者が少なくなっても

いたし方ないと、そういうことなのかどうか、も

う一度その点についてお尋ねをしたいと思います。 

  それから180ページの学校給食費、成果書の174

ページの関係でありますけれども、先ほど前段の

山下議員、輸入小麦粉の中に除草剤の成分とか入

っているということの議論がありましたけれども、

私もやはり子供たちの安全ということで、全農で

品質管理はしているので、大丈夫とは言っており

ませんけれども、そういうふうに聞こえてきまし

た。これについては、もうこれ以上の答弁ないと

思いますが、やはり情報交換をしていくというこ

となんですけれども、ぜひこの点については、全

農ともう一度話し合っていただきたいと、こうい

う声はないのかどうか、そういった点からもお願

いしたいと思います。 

  それと、献立についてもいろいろ考えていると

思いますけれども、今、好き嫌いの傾向というの

はあると思うんですけれども、どのように克服さ

れているのか、その点と、アレルギーを持ってい

る児童・生徒に対するアレルギー対策を実施して

いるということなんですけれども、これは成果書

にも書かれていますが、どういうふうにやってい

るのか。私たちも年に１回、学校給食食べに行き

ます。そのときにも説明されました。苦労してい

る一つかなというふうに思いますが、どういうふ

うにされているのか。また、アレルギーを持って

いる児童・生徒、どれぐらいいるんでしょうか、

その点、お尋ねしたいと思います。 

  それから、その下の宮代農産物の使用状況とい

うことで、平成30年度は野菜等10.9トンというこ

とで、随分平成28年度から平成29年度は下がって

おり、また急に上がっているんですけれども、こ
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の辺の増えた理由です。お尋ねしたいと思います。 

  それから176ページ、これは言いました。すみ

ません。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○委員長（丸山妙子君） それでは再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  私からは、決算書の146ページの教育委員会活

動事業の関係と、それと中学校の劣化診断の関係、

さらに学校給食の関係についてお答え申し上げま

す。 

  まず１点目の決算書146ページの教育委員会活

動事業の中で、教育委員と教職員との情報交換会

の関係についてご質問受けております。 

  こちらにつきましては、夏休みの時期に学校の

先生をお招きして教育委員との懇談の場というの

を設けさせていただいておりますが、昨年度につ

いては、前原中学校区ということで、前原中学校

の先生と百間小学校の先生５名にご参加をいただ

きました。 

  ご参加は20代の職員の方ということで、若い職

員の方から現状についての情報交換を行うという

ことで行っております。 

  昨年度は宮代町の教育の印象ですとか、感想に

ついてお聞きをしておりまして、その中で宮代町

の教育の印象ですとかということになりますと、

各活動において子供たちにめり張りがあって切り

かえができているですとか、あとは学び合おうと

する意識が、意欲が高いというようなご意見をい

ただいております。そうしたようなことを行って

おります。 

  次に、中学校の劣化診断の関係でございますが、

今後、その劣化診断の結果を受けてどうするのか

というご質問でございました。 

  中学校の劣化診断については、平成30年度の事

業ということで行っておりまして、結果の概要に

ついては全協などでも説明をさせていただいてお

りますけれども、今後30年間ちゃんと修繕をして

いけば使えますよというような診断の結果にはな

っておりますけれども、今後は具体的には、やは

り改修等行っていくに当たっては財源の確保とい

う部分が重要になってまいりますので、今年度、

小学校の劣化診断も行っておりますけれども、こ

れらも踏まえて、来年度以降については個別の施

設計画というものを策定をして行っていきたいと

いうふうに思っております。 

  これが、今、文科省の、これは文科省から県を

通じた情報提供ということになっておりますけれ

ども、やはり個別の施設計画がないと、財源の特

財が確保できないというか、補助金の支給対象に

ならないというような話も出ておりますので、ま

ずは個別施設計画というところをしっかり策定を

して、その上で必要な修繕等行っていく、改修等

行っていくというような流れになっていくという

ふうに考えております。 

  続きまして、学校給食の関係でございます。 

  決算書180ページ、あとは成果書の174ページ等

になりますけれども。 

  まず１点目の前段の議員さんからもございまし

たアメリカ産の小麦の関係については、先ほど申

し上げたとおりでございますけれども、こういう

意見交換というのが、議会の中でも行われたとい
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うことについては、委託先であります全農にもし

っかりと伝えて、そういう懸念があるというよう

な声については、ちゃんと伝えて話し合いを行っ

ていきたいと思いますので、ご理解をいただけれ

ばと考えております。 

  また、宮代の給食の献立の関係で、いろいろ工

夫をいただいているということでご評価をいただ

いておりますけれども、好き嫌いの関係があった

場合どうするのかというような、そういうご質問

もいただきました。 

  当然、好きなもの嫌いなものというのが、子供

たちなので、多少あるのはやむを得ないところだ

とは思うんですけれども、学校では、学校の給食

の研究委員会などの意見交換の中では、一口だけ

食べてみようかとか、そういうような促しとかは

行っているというようなことですが、無理に食べ

させたりとか、そういうようなことは行っていな

いというふうに聞いております。 

  また、喫食率といって、どれぐらい食べている

かというようなそういう率についても統計をとっ

ておりまして、非常に高くなっております。 

  これは平成30年度の小学校でいきますと、これ

栄養教諭よりいただいたデータということになり

ますけれども、小学校の全体の平均では98.4％、

中学校の全体の平均では94.5％ということになっ

ておりますので、かなり給食については、皆さん

食べていただいているかなという印象がございま

す。 

  また、次に、アレルギーの関係でございますけ

れども、こちらは一番直近の８月現在のアレルギ

ー対応ということになりますと、小学校では59人、

中学校では31人という状況になっております。 

  アレルギーがあった場合の対応なんですが、ま

ず一つは、除去食といって、そこのアレルギーに

対応する部分だけを除去するというやり方と、あ

ともう１点は、代替食ということで、アレルギー

で食べられないもののかわりのものを出すという

ようなやり方で、それはそれぞれ現場のほうで対

応してやらせていただいているというところでご

ざいます。 

  それともう１点、宮代産の地場産の活用につい

てもご質問いただいておりまして、昨年度につい

ては野菜が増えているというようなお話をいただ

きました。 

  地場産の活用につきましては、教育委員会と、

あとは給食センターと新しい村等と定期的に話し

合いの場を持って、活用するために、地産地消の

一環でもございますし、農業の振興にもつながる

ことなので、そういう話し合いの場を持たせてい

ただいております。 

  平成29年度から平成30年度で見ますと、最も一

番、使用が増えたというのがキャベツでして、キ

ャベツについては１トン以上増えております。ニ

ンジンについても１トン以上増えているというふ

うなことで、そういった情報交換を行う中で、供

給については増やしていただいているというのが

現状でございまして、これはやはり食の安全にも

つながる面もありますので、地産地消という部分

については、積極的にこれからも情報交換をしな

がら進めていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  私のほうから４点、ご回答させていただきます。 

  まず１点目が不登校についてでございます。不

登校につきましては、いわゆる一般的な捉え、定

義としましては、何らかの心理的、情緒的、身体

的あるいは社会的要因背景により児童・生徒が登
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校しない、あるいはしたくともできない状況にあ

り、年間30日以上の長期欠席者というのが、不登

校の捉えということでございます。 

  この不登校の要因、原因につきましては、個別

にさまざまな原因があるかと思いますが、私ども

のほうで認識しておりますのは、やはり人間関係

による何かつまずき、トラブル、あるいは学習に

対する何かこう、やはりつまずき、そして家庭環

境等の課題あるいは退学、そういったことが、ど

れか一つというよりは複合的に関係し合って、こ

ういった長期のお休みというふうになってしまっ

ているのかなというふうに認識しております。 

  これまでも教育委員会では各中学校のさわやか

相談室、相談員、あるいはボランティア相談員、

あるいは教育委員会内の相談員の各学校への訪問

等を通して、連携した長期欠席者への対応をして

いるところなんですけれども、今後も学校と連絡

を密にとって、一人一人の児童・生徒の課題に寄

り添った連携を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

  ２点目の要保護、あるいは準要保護等の児童・

生徒数等についてなんですけれども、他市との比

較につきましては、こちらは平成29年度の資料に

なるものなんですけれども、要保護及び準要保護

の児童・生徒数については、平成29年度、こちら

は268人という人数で、児童・生徒数の比率でい

きますと約１割という比率です。他の市町との関

係でいきますと、県内の63市町で46番目という位

置にありまして、比較的割合としては真ん中より

も低い状況にあるのかなというふうに捉えており

ます。 

  続きまして、３点目、小学校の学力向上推進事

業の不用額についてでございますが、こちらは先

ほども関係するところで少しお話をさせていただ

いたんですが、町非常勤講師をやられている方で、

教育実習等によりお休みをとる、あるいは産休の

方、これは本来であれば県費でどなたかほかの方

がいれられればいいんですけれども、そういった

方が年度途中でなかなか我々努力しても見つから

ないという状況がございまして、町非常勤講師か

ら県費に切りかえていただいたということで、不

用額が増えてしまったという状況がございます。 

  最後、４点目でございますが、教職員の負担軽

減についてでございます。 

  こちらは町教育委員会としましても、教職員の

負担軽減としましては、これまでもパソコンの事

務軽減ということで、Ｃ４ｔｈというパソコンソ

フトを導入することによって、いろいろなデータ

を共有して進路や成績関係のそういうデータを

一々ゼロから各資料をつくり直すのではなくて、

共有して、有効に活用して、事務の作業が少しで

も負担できるようにといった取り組み、あるいは、

これは平成31年度からになりますが、ＩＣカード

を導入した勤務状況を各先生方が把握して、今月

はちょっと仕事し過ぎたから、じゃ来月はこんな

ふうにちょっと仕事の働き方を見直してみるかと

いったことを、管理職はもちろんですが、それぞ

れの先生方が自分の働き方について振り返ること

ができる、そういったＩＣカードの導入、また、

教育委員会としましても、教育委員会が設定する

研修の日程を、できるだけ同じ週ですとか、ある

いは夏季休業中も同じ日に研修会を設定して、先

生方がまとまったお休みがとれるようにといった

ことで努力をしております。 

  なかなか、例えば朝の出勤時間、これも先生方

は朝の登校指導等、子供たちの安全を第一に登校

指導を輪番制で行っておりまして、朝も早目に登

校する、出勤するといった先生方多くいらっしゃ

います。 

  また、中学校ですと、朝練ですとか部活等で早
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目に出勤する先生もいらっしゃって、急激な改善

といったことはなかなか難しい状況ではございま

すが、教育委員会のほうで把握している資料とし

ましては、平成28年度に教職員の勤務時間外の在

校時間が、勤務時間以外に在校時間として、３時

間８分という時間が平成28年度は記録としてある

んですけれども、平成31年度は２時間58分という

ことで、各学校、あるいは先生方の意識、あるい

は努力等によって、平成28年度から10分程度在校

時間が短縮されているといったこともデータとし

て把握をしている次第でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  それでは、私のほうから何点かご質問に対して

ご答弁させていただきます。 

  まず、成果書で見ますと、成果書の175ページ、

社会教育活動事業におきますみやしろ大学、こち

らの関係で県外研修の関係についてご質問いただ

きました内容についてご回答させていただきます。 

  こちら、みやしろ大学につきましては、県外研

修も含めまして、４月から12月まで、合計８回の

講座のほうを行っております。こちら全て内容に

つきましては、受講生が中心となった運営委員会

というものを立ち上げまして、そちらのほうで内

容のほうを検討していただいているところでござ

いまして、こちらの県外研修、昨年度におきまし

ては茨城方面牛久大仏、土浦城、予科練平和記念

館等３カ所の施設見学を行いましたが、こちらの

内容につきましても、運営委員さんが主体となっ

て、企画検討のほうしていただいたところでござ

います。 

  こちらの研修経費につきましては、参加者の中

から参加者の負担金といたしまして、お１人当た

り6,200円を参加負担金という形でいただきまし

て、こちらの経費をもとに、バス代及び施設見学

代、あるいは食事代というものを全て賄っている

ような状況でございます。 

  続きまして、公民館の関係でございます。 

  成果書でいいますと、178ページでございます。 

  公民館のそれぞれ百間、川端、和戸公民館の利

用人数の関係につきまして、和戸公民館、昨年度

よりも、平成29年度よりも減少しているというよ

うな状況でございますが、こちらにつきましては、

ご質問の中にもございましたが、和戸公民館につ

きましては、昨年度、雨漏り対策といたしまして、

外壁等の改修工事のほう行わせていただきまして、

その工事期間中、利用に支障を生じる日につきま

しては、臨時休館という形で７日間休館させてい

ただきました。 

  利用人数につきましては、178名の減少となっ

ておりますが、この減少となった理由といたしま

しては、工事に伴う臨時休館が主な要因というふ

うに考えてございます。 

  ちなみに７日間で178人、単純計算いたします

と、１日当たり25人の利用という形になりますが、

平成30年度につきましては、そもそも１万5,843

人のご利用をいただきまして、１日当たり平均い

たしますと52人の方がお使いになっていただいた

ということから減少になってございますが、工事

がなければ、前年度よりも利用人数的には増加し

ていたのかなということがうかがえるような状況

であると思います。 

  続きまして、百間公民館の関係で、駐車場のご

質問でございます。 

  確かに、議員のご指摘いただきましたとおり、

百間公民館につきましては、駐車場自体が手狭な

ような状況でございまして、現在、一般の駐車場

が２台、障害者用の駐車場が１台、合計３台のラ
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インを引いてございますが、利用されている方の

中では融通し合って、７台から８台分ぐらいの駐

車をされているような状況でございます。 

  ただ、問題としては、手狭であるという状態は、

町のほうとしても認識しているような状態でござ

います。 

  しかしながら、町の公共改革の一環で、新たな

借地は増やさないという方針がございます。そう

いったことから、限りある駐車場ですが、利用者

同士で乗り合わせていただくなど、ご協力いただ

くなどしているような状況でございます。 

  そういうような状況もございますが、可能な限

り、新たな駐車場を借地をするということは難し

いような状況でございますが、近隣地域の民間駐

車場で、あいていて、なおかつ安価に借りられる

ようなところがございましたらば、そちらのほう

探していくなど、そのような対応を今後もさせて

いただこうというふうに考えてございます。 

  それと、エレベーターの状況でございます。 

  エレベーター、ご存じのとおり、町内の公民館

３カ所につきましては、エレベーターについては

設置はございません。 

  利用者の高齢化が進んでいる状況の中で、エレ

ベーターの設置というものは、バリアフリー化と

いうことを考えますと、公民館全てに共通した課

題であるというふうに認識してございます。 

  いずれの公民館も耐震補強を行ってから、もう

既に20年近くが経過しておりまして、大小さまざ

まな修繕へ対応を終えているような状況でござい

まして、こういった状況の中で、エレベーターを

設置するということは、多額の経費が考えられま

すことから、財政的にはすぐに対応するというの

は厳しいような状況であるというふうに考えてご

ざいます。そういったことから、今後も検討課題

とさせていただければと思います。 

  また、財政的な面もございますし、全ての公民

館につきまして、新たにエレベーターを設置する

となりますと、敷地的な問題としまして、敷地自

体も大変手狭なような状態でございまして、ある

いは老朽化もしているような状況でございますの

で、そういうようなことも踏まえて総合的に検討

のほうをさせていただければというふうに考えて

ございます。 

  続きまして、成果書の180ページ、図書館管理

運営事業でございます。 

  図書館の利用状況といたしまして、貸出者数、

それと貸出冊数、それぞれ昨年度と比べまして減

少しているような状況でございます。 

  この減少傾向というのは、近年続いてございま

して、その減少要因につきましては、減少につき

ましては歯どめがかかっていないような状況もご

ざいます。 

  平成30年度の状況といたしましては、全国的な

図書館離れというような要因もあるとともに、近

隣市町におきまして、白岡市のほうに昨年の10月

に新たに大きな図書館がオープンされたといった

ことから、そちらからの利用者数も減少している

というような状況が一つ要因として考えられると

ころでございます。 

  そういうような状況の中で、近年の図書館、読

書離れというものとともに、公民館の利用者の方

に、アンケートをいただいた中で、いただいた内

容といたしましては、「図書が古い」でございま

すとか、あるいは「ＡＶ資料が古い」、あるいは

「文庫本がない」、あるいは「趣味の本が少ない」

などというようないろいろな意見をいただいてご

ざいます。 

  そのようなことも利用者数、貸出冊数が減って

いるというような状況であるのかなというふうに

考えてございます。 
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  こういったことから、図書館としましては、初

心に立ち返り、まずは町民の皆様に図書館の存在

や魅力を知っていただくために、ＰＲに現在も取

り組んでおるところでございまして、具体的にお

話しいたしますと、新着の図書コーナーを設けさ

せていただいたり、あるいはスタッフによって季

節や時事に関する特集コーナーで関連図書を展示

紹介するということも行ってございます。 

  また、毎月発行しております図書館だよりとい

うものがございますが、そちらに新着図書の情報

を掲載したり、あるいは各種行事予定を掲載する

ほかに、そういったものを役場のチラシラック、

あるいは子育て広場、あるいは保健センター、あ

るいはぐるるというような各公共施設のほうに配

付させていただいて、多くの町民の方々に、まず

は図書館の情報を知っていただくというような取

り組みを現在進めておるところでございます。 

  続きまして、成果書の183ページでございます。 

  総合運動公園管理運営事業でございます。 

  こちらの中で施設ごとに利用人数のほう計算し

てございますが、テニスコートと、メインアリー

ナ、そちらのほうがそれぞれ減少しているという

ようなご質問をいただきました。 

  まず、テニスコートにつきましては、こちらは

天候等の問題もございますが、テニスコートのほ

うが１カ所人工芝のグラウンドでございますが、

経年劣化により大分損傷しているというような状

況もございまして、そちらのほうは指定管理者の

ほうで修繕のほうはしておりますが、その修繕す

るまでの間、利用いただけないような日数があり

ましたことから、そういったことが要因としまし

て、利用人数が減少しているというふうに考えて

ございます。 

  また、メインアリーナにつきましては、利用さ

れている団体さんの中で、大会等をやっておる団

体さんなんですが、団体さんの諸事情によりまし

て例年利用されているんですが、昨年度について

は利用をキャンセルしたというようなことがござ

いまして、そういったことが減少につながってい

る要因かなというふうに考えてございます。 

  続きまして、成果書の185ページでございます。 

  社会体育施設維持管理事業の町内グラウンド、

テニスコートの利用状況でございます。 

  こちらのほうで、東グラウンド、それと宮東グ

ラウンド、こちらのほうが減少しているというよ

うな状況がございます。 

  こちらの減少した要因として考えられるのは、

屋外施設でございますので、天候によって予約を

されましたが、当日使えなかったという要因がま

ず一つ考えられます。 

  また、東グラウンド、宮東グラウンドですが、

それぞれ地区の自治会さんのほうで、夏祭りのほ

うを例年実施していただいているところでござい

ますが、たしか昨年の夏祭りの時期に、雷雨等で

当日使えなくなったというようなことがございま

して、そういったことが一つの減少になった要因

というふうに考えてございます。 

  それと、町民体育祭の減少の関係でございます。 

  ご質問いただきましたとおり、町民体育祭につ

きましては、年々参加者数が減少しているような

状況でございます。 

  そういったことから、平成28年度に体育協会が

中心となって、町民体育祭の活性化検討会という

ものを立ち上げましてご検討いただいて、そちら

のほうからいただきました提案書をもとに、平成

29年度の体育祭から新種目の導入でございますと

か、競技方法の見直し、あるいは予備日の設定と

いうものをさせていただいたところでございます。 

  しかしながら、少子高齢化の影響は大きく、

年々体育祭の参加人数につきましても、見直しを
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行ったものの、年々減っているというような状況

もございまして、町のほうといたしましても、こ

のままにしておくわけにはいかないということで、

昨年12月から今年１月にかけて、地区自治会の区

長さんを対象にしまして、町民体育祭に対するア

ンケートというものを実施させていただきました。 

  その結果、参加について、「地区内の参加者が

集まらない」でありますとか、「高齢化が進んで

いる」、あるいは「会場までの距離が遠い」とい

うようなご意見をいただきまして、それのことが

原因で参加をされていないというような状況が把

握できたところでございます。 

  また、参加するに当たって、どのような体育祭

がよいのかというようなご質問に対しまして、

「高齢者が参加しやすい種目があったほうがいい」

でありますとか、あるいは「レクリエーション性

の高い種目があったほうがいい」というようなご

意見もいただきました。 

  そういったことを踏まえまして、今年度、令和

元年度につきましては、予備日については廃止を

させていただきました。 

  予備日につきましては、ご意見いただいた中に

は、練習してきたのだから、雨が降って中止とな

るよりも予備日があったほうがいいというような

ご意見もいただきましたが、大多数の意見としま

して、選手や役員の都合がつかず、弁当の手配も

大変ということから、予備日自体はなくしたほう

がいいというような回答を多くいただいたところ

でございます。そういったことから、本年からは

予備日については廃止という形にさせていただき

ました。 

  また、いただいたご意見の中で、種目の新設、

変更でございますとか、あるいは会場の問題につ

きましては、今後、体育協会さんとともに、内容

のほう検討させていただきまして、なるべく早い

うちに、実現に向けて取り組んでまいろうかとい

うふうに考えてございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁ありがとうございます。 

  それでは確認もしながら、何点か質問させてい

ただきます。 

  145、146ページの教育委員会活動事業の教育委

員と若手教員との意見交換の内容については、答

弁でわかりました。 

  それから、不登校対策事業についてであります

けれども、先ほど、不登校そのものの定義につい

ても答弁がありました。それは文科省のほうの定

義ですよね。要するに、病気や経済的な理由以外

で学校に１カ月以上行かなくなった子供、不登校

として定義しているんですが、じゃ、宮代の場合

にはどういうことでということでお聞きしました。 

  １つは、人間関係なんでしょうか。それから、

家庭、それから不安要素である退学だとか、そう

いうことも言われましたけれども。 

  確かに、マスコミ等でも特に夏休み終わった後、

期間的には一番多いということなんですけれども、

そういうことがあるんですけれども、やはり一番

心配なのは、いじめの状況はどのようになってい

るかということなんですよ。特に人間関係、やは

り人間関係のもつれから不登校になってしまった

ケース。 

  最近では、そういう意味ではまた、以前とは違

った要因があると思うんですけれども。スマホと

か携帯、こういったものでいろいろ発信されて、

それが苦になって行けなくなるということも、や

はり大きな要因でもあると思うんですが。 

  宮代では、168ページ、成果書では。 

  宮代の全児童・生徒に対する不登校の児童・生
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徒の割合は小学校では0.2％、中学校においては

2.69％ということで、これだけいるわけですから、

これについて、不登校の要因というのはいろいろ

あるんですけれども、宮代での要因、大きな順と

してはどういう内容になっていますか。 

  それから、先ほど宮代での不登校の割合という

のが出ているんですけれども、多分、いつも例年、

県の平均からすればどういう状況なのか、その点

についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、158ページの小学校要準特別支援教

育就学援助事業なんですけれども、これについて

は、63市町村中46番目ということで低いほうだと

いうことで答弁ありました。これについてはわか

りました。 

  それから、決算書164ページの中学校施設管理

維持事業の中学校劣化診断業務委託ですね。 

  確かに、答弁のように財源もありますし、これ

から補助金をもらう上でも、どういった計画にな

っているのかというのは必須なんだと思います。 

  これは、そうしますと、やはり劣化の状況もあ

るんですけれども、その優先度というのもあると

思うんですよね。これは、もう早くやらなければ

いけないとか、そういったものもあるかと思うん

ですけれども。 

  この劣化状況の調査をして、じゃ、いつごろか

ら始めるのか。これは昨年度ですので、今年度あ

りますけれども、これについてはいつごろから、

早ければ来年度から始めるとか、そういうのもあ

るかと思うんですけれども。その辺の状況につい

ては。 

  それからこれは、どのぐらいのスパン、計画、

年数でやっていかれるのか。そういった点では、

見積り等も出さなくちゃいけないと思うんですけ

れども、どれくらいになるのか、その辺の見通し

というのは、どういうふうになっているのか、そ

の点、お尋ねしたいと思います。 

  それから、決算書166ページの社会教育活動事

業のみやしろ大学の開催ということなんですけれ

ども、個人負担が参加費6,200円ということは、

これは町とのタイアップで、町としては１人当た

りどれくらい見ているんでしょうか。１万ぐらい。

１万ぐらいで残り。 

  例えば、昨年6,200円であれば、3,800円が町の

ほうで見ているのか。110人ですので、これはバ

スですか。そうすると、結構な人数で行くように

なると思うんですけれども。その点、どのように

なっていますか、お願いしたいと思います。 

  それから、公民館の利用状況、決算書170ペー

ジの関係ですが、和戸公民館についてはわかりま

した。７日間の臨時休館ということで、それがな

ければ、もっといっていたということだと。 

  駐車場の確保の関係なんですが、余り宮代の方

針としては借地はしていかないという方針なんで

しょうけど、宮代でわずか３館しかない。そうい

う中で、特に百間公民館が手狭になっております

ので、ぜひ、この辺は、その辺の状況も加味して、

民間の借地でも結構ですから進めていただきたい

と思います。それが結果的には、利用を促進する

状況にもなりますので、お願いしたいと思います。 

  それから、エレベーターの関係については、多

額の経費もかかるということなんですけれども、

やはり、入り口も全てバリアフリーにして、障が

い者や高齢者も使えるような状況になっているん

ですけれども、いかんせん急な階段になっており

ますので、やはり下だけで使わない状況がありま

す。２階が使えればという声もありますので、ぜ

ひこれは検討課題ということなんですが、前向き

にお願いしたいと。これは要望で結構でございま

す。 

  続いて、決算書、同じく170ページの図書館管
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理運営事業。 

  図書館の利用状況なんですけれども、先ほど、

減少傾向にあるということは認識しているような

んですけれども、全国的な図書館離れということ

なんですけれども、これは要因としては、やはり

白岡、杉戸なんかは図書館もできて、そういった

要因が大きいと思うんですけれども。それにして

も、減少傾向にあるので、これは先ほども言われ

ました町民にＰＲ、それから、新着図書など拡充

をしていくということなんでしょうけど。 

  せっかくアンケートをとっているんですから、

そのニーズに合わせる、合致させるというのが大

事だと思うんです。その点については、先ほど答

弁にありませんが、やはりせっかくとったアンケ

ートですよね。それにあわせていくのも大事なの

かなと思いますが。その点について、再度お願い

したいと思います。 

  それから、決算書175ページの総合運動公園管

理事業で、総合運動公園の利用状況なんですけれ

ど、先ほど、テニスコートについては、人工芝の

修繕ということで、これは年間通してほとんど使

われていないのか、それとも一定期間なのか、そ

の辺わかりませんが、そういう要因で1,372人も

減るんでしょうかというふうに思うんですけど、

その点。 

  それから、メインアリーナは団体さんが利用の

キャンセルがあったということで、その辺ではわ

かりましたが、テニスコートについて、もう一度

お願いしたいと思います。 

  決算書176ページの社会体育施設維持管理事業、

成果書185ページなんですけれども、町内グラウ

ンド、テニスコートの利用状況。 

  どうも先ほどの答弁ですと、屋外なので天候の

関係だとか言われました。これも、それだけの要

因なのか、ちょっとわかりませんので、もう少し

はっきりした要因はわからないんでしょうか。わ

からなければ、後で伺わせていただきたいと思い

ます。 

  特に、東グラウンドは7,701人減っています。 

  それから宮東グラウンドも3,733人、次に、前

原グラウンドが2,310人、こういうことになって

おりますので、それ以上の答弁が出なければ、後

で結構ですので、教えていただきたいと思います。 

  それから、決算書178ページの生涯スポーツ振

興事業の中の町民体育祭ですが、前段の議員と同

じ答弁でありました。 

  それはそれで、ここでもアンケートをとってお

りますね。高齢者が参加できるようとか、レクリ

エーションの多いそういった参加ができるような

内容にしてほしいということなんですが、アンケ

ートに応えていくとは思いますけれども、ぜひそ

の辺考慮していただきたいと。 

  それからもう１点なんですけれども、この86万

9,000円なんですが、これは、すみません、どこ

に載っていますか。これは、どれとどれとどれを

足した金額でしょうか、すみません。これだけ確

かめさせてください。 

  それから、学校給食費、180ページ、成果書で

は174ページなんですけれども、学校給食の好き

嫌いの傾向はということで、一つには答弁の中で

無理に食べさせないという答弁もあったんですけ

れども、ちょっとそれは意外だったんですけれど、

今、子供たちはごまかして、いろいろな調理のや

り方、工夫をして、これは例えば、ピーマンの形

をしないように、例えばです、そういうものを入

れてごまかすというとおかしいですけれども、そ

ういうふうな調理の仕方をして工夫をして克服し

ていくのかなというふうに思ったんですけれども。 

  だとすると、こういうふうに地産地消の農産物

の増えているものもあるんですけれど、逆に残飯
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の量というか、それらはどういうふうな傾向にな

っているんでしょうか、その点もお尋ねしたいと

思います。 

  以上。 

  ごめんなさい。 

  先ほど、教職員の健康診断の関連とあわせて、

長時間労働が強いられているという問題、言った

んですけれども。答弁はパソコンのデータなどを

共有して有効に活用していくとか、それから、Ｉ

Ｃカードを利用して働き方の見直し、それから研

修の日程の工夫だとかというふうに言われたんで

すけれども、先ほど私が言った国が教員の授業負

担を増やしたこととか、業務の増大、学校の抱え

る課題の増加による負担の増大、それから残業代

ゼロの法律が長時間労働を野放しにした、こうい

った要因もあると思うんですけど、これらについ

ては触れていないんですが、そういうことなんで

しょうか。もう一度伺いたいと思います。 

  労働時間の把握と健康管理については、先ほど

もちょっと言ったんですけども、これは行政、あ

るいは学校長の法律上の強い義務と来年からなる

というふうにお聞きしているんですけれども、そ

ういった点では、健康管理の責任ある体制は、こ

れはもっともっと何て言うんでしょうか、とるべ

きだというふうにこれからなると思うんですけれ

ども、そういった点では、どういうふうに宮代で

はなっていくのか、その辺についてもお尋ねした

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  まず、決算書の164ページの中にあります劣化

診断を受けてということで、個別施設計画のお話

をさせていただきましたが、いつぐらいからこれ

をスタートさせるのかというようなご質問だった

と思いますが、これについては、できれば来年度

からスタートさせたいというふうに思っておりま

す。 

  また、計画の期間については、県等とも調整を

していきますけれども、５年から10年程度の計画

を立てて、計画的に進めていくのがいいのではな

いのかというふうに今考えていますが、これは今

後調整していきたいというふうに考えております。 

  それと、決算書の180ページ、成果書の174ペー

ジの学校給食の関係でございますけれども。 

  まず、嫌いな食べ物に対する対応ということで、

学校の先生のほうから一口でもどうかというよう

なそういうような促しですとか、そういうふうな

ことで、チャレンジをさせているという話をさせ

ていただきましたが、調理の工夫なんかについて

も、細かいところまでは把握しているわけではご

ざいませんが、行っているというふうに思います

ので、そういったこともあって、喫食率というの

は、今、非常に高い状況になっているというふう

に認識をしております。 

  また、食品ロスの関係の残飯の量については、

これについて、ちょっと今、細かい数字はないん

ですけれども、学校給食センターのほうで、衛生

組合のほうに、この残飯のものについては廃棄を

させていただいているんですけれども、そこから

廃棄量についてはデータとして情報が来ることに

なっておりますけれども、これについては減って

いるというようなことは確認をしておりまして、

ただ、何トンだったのが何トンになったのかとい

うのは、ちょっと今、具体的にはお答えできない

んですけれども、減っているという傾向について

は確認をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 生涯学習室長。 
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○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  まず最初に、成果書の175ページ、社会教育活

動事業のみやしろ大学、こちらの県外研修の関係

についてお答えさせていただきます。 

  県外研修に係る経費としましては、参加者１人

当たり6,200円の参加者からの負担金のほういた

だいてございます。その一方で、県外研修に係る

経費といたしましては、貸し切りバス３台分、そ

れと施設の入場料金、それと参加者の昼食代、そ

れぞれかかってございます。 

  そういったものを全て合計いたしますと、約73

万円ほどの費用がかかってございます。それにつ

いて、参加者からの負担金、参加負担金6,200円

だけですと、不足する部分がございますので、そ

ちらの差額分については、町のほうで負担のほう

をさせていただいているような状況でございます。 

  基本的には、参加者からの負担金で全て賄うと

いうことで計算してございますが、ただやはりど

うしても当日キャンセルされるとかいった部分も

ございますので、そういったものについて、いた

だけないものとかもあったりしますのでそのよう

なことから町のほうとしても一部支援のほうさせ

ていただいているような状況でございます。 

  それと、図書館の関係でございます。 

  先ほど、減少している傾向といたしまして、全

国的な図書離れというような要因のほかに、近隣

のほうで新たに図書館ができたというようなこと

でお話しさせていただきました。 

  また、利用者の方からいただいたアンケートと

いたしまして、新しい本を導入していただけると

か、そのような意見のほういただいてございます。 

  その利用者からいただいたアンケート、ご意見

につきましては、当然、生の声として頂戴してご

ざいますので、そういったものを図書館の運営の

ほうに生かさせていただくために、指定管理者の

ほうに、そのアンケートの内容について示すとと

もに、指定管理者のほうにつきましても、そのア

ンケートでいただいた意見をもとに管理のほう、

運営のほうに反映させていただくように努めてい

ただくように依頼のほうしているような状況でご

ざいます。 

  続きまして、成果書の183ページ、総合運動公

園管理運営事業におきます利用状況でございます。 

  こちらのほうでテニスコートの利用人数が、平

成29年度と比べて1,300人ほど減少しているとい

うような中で、その要因といたしまして、人工芝

のテニスコートの劣化というものをご説明させて

いただきました。 

  人工芝、やはりどうしてもやられている方の立

ち位置というんですか、どうしても立っているよ

うな位置が定位置化されているような状況もござ

いまして、このような状況で部分的に人工芝がは

げてしまっていると。 

  そういったことが利用には足りないというよう

な利用者の方からご意見いただきまして、それに

ついては指定管理者のほうで対応しているところ

のような状況でございますが、やはりその対応す

るまでの間、利用ができないというような状況か

ら、利用人数については減少しているというよう

なことが主な要因ということで、指定管理者のほ

うから報告のほういただいているところでござい

ます。 

  続きまして、成果書の185ページ、社会体育施

設維持管理事業、こちらのグラウンドの状況でご

ざいます。 

  東グラウンド、宮東グラウンド、それぞれ大幅

な利用人数の減というのがございます。 

  先ほど、要因といたしましては、天候あるいは

自治会さんのほうにおける事情の中で、使えなか
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った日があるというようなご説明をさせていただ

きました。 

  そういうようなものが主な要因というふうに捉

えてございますが、あとは、考えられる要因とい

たしましては、団体さんで利用されているという

ケースがほとんどでございますが、１団体当たり

の利用人数というものが、昨年度と比べて減少し

ているというような状況がございます。 

  例えば、宮東グラウンドですと、利用件数につ

きましては、昨年度よりも25件ということで増加

しておりますが、その一方で利用人数については

大きく減少しているというような状況もございま

して、考えられるものといたしましては、使って

いただいている件数自体は多いんでございますが、

使っている人数自体が、１団体当たりの人数が減

っているというようなことが、まず一つ考えられ

るのかなということで考えてございます。 

  そのほか、要因といたしましては、細かい部分

については、町のほうとしては把握していない部

分でございますので、答弁についてはこれで。 

  あと、それとですね、すみません。 

  成果書の186ページでございます。生涯スポー

ツ振興事業でございます。 

  こちらのほうで、町民体育祭に係る経費といた

しまして、86万9,151円という数字を計上させて

いただいてございます。 

  こちらの経費につきましては、決算書のほうで

は、体育祭分として明確に計上は記載してござい

ません。ですが、決算書でいいますと、決算書の

177ページ、178ページ。こちらのほうで生涯スポ

ーツ振興事業といたしまして、事業合計では208

万1,343円計上してございますが、例えば、町民

体育祭に係る経費といたしましては、この中では、

例えば需用費の消耗品費、あるいは食糧費、ある

いは役務費の仮設トイレし尿処理手数料、あるい

は13節委託料の体育競技体育祭設備設置委託料。

このようなものを全て足し込みますと、成果書の

86万9,151円になるというような状況でございま

して、あくまでも事業としましては、町民体育祭

の事業という形で予算計上、あるいは執行のほう

をしてございませんので、ちょっとその辺がわか

りづらい部分があるかと思いますが、内容につい

ては、そのようなことで行ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当小山でございます。 

  私からは、不登校対策事業、そして教職員の負

担軽減ということでお話しさせていただきます。 

  まず、不登校についてでございますが、こちら

は県の平成29年度の平均値なんですけれども、小

学校で不登校の割合が0.37％、それから中学校で

2.84％ということで、数値を下回っていればいい

ということではもちろんないんですけれども、県

の平均数値でございます。 

  また、宮代町でいじめの認知につきましてです

けれども、これは、いじめの認知方法が平成29年

度から平成30年度において変わりまして、一定の

人間関係がある友達から嫌だなと思う、いじめだ

なと思うようなことをされたときには、もうそれ

がいじめであるということで、例えば、「ばか」

とか悪口を言われた、それによって、その子がや

はり傷つくということがあれば、それをいじめと

して早期発見、早期対応ということで、それが重

大的な事案に発展しないようにということで、教

職員のほうで対応しているところでございます。 

  ですので、いじめの認知件数は増えてはいるん

ですけれども、ただ、いじめを要因とした不登校

については、宮代町ではゼロであるというふうに

認識しております。 
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  さまざまないじめについては、冷やかし、から

かい、あるいはＳＮＳでの書き込み等も対応しな

くてはいけないところかと思っておりますが、宮

代町としましては、不登校の傾向として、小学校

の低学年のうちから、やはり休みがち、長欠であ

るといった傾向、早目の小学校の低学年のうちか

らの対応が大切であるということ。 

  それから、平成29年度については、よく中１ギ

ャップということが口にされることがありますが、

平成29年度については、新中学１年生の中で５名、

残念ながら不登校ということで該当する生徒がお

りました。 

  そういった反省も踏まえまして、小・中での連

携、あるいは不登校での対策会議等での情報共有

等を通しまして、平成30年度については、その新

中１での不登校は１名ということで、中１におけ

る不登校の人数は平成30年度は減少しているとい

う状況がございます。 

  そして、教職員の負担軽減についてでございま

すけれども、こちらについては、新学習指導要領

に基づいて、授業実数の増ですとか、さまざまな

教育課題等に対応するということで、教職員の負

担、何を負担かというそれぞれ捉えもあるかもし

れませんが、一般的には負担が多くなっていると

いうふうに言えるかと思います。 

  適正な勤務状況を、やはりきちんと管理する、

あるいは教職員の健康・安全といったことについ

ては、教育委員会としても大切な課題だと認識し

ておりますので、今後、宮代町でどのような負担

軽減が図れるかといったことについては、引き続

き研究してまいりたいと思っておりますし、これ

は平成31年度でございますが、夏の教職員の全体

研修会においては、教職員のメンタルヘルスとい

うことで、それぞれの先生が、やはりご自身で何

か教育に係る課題等をため込んだりしないで、う

まくご自身、あるいは教職員で連携して、心に何

かため込んでしまったものが健康状況等に影響し

ないようにといったことで、そういった研修会の

設定等もしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） １点だけ、再々質問させて

いただきます。 

  不登校の問題なんですけれども、先ほど答弁伺

っているんですけど、もう平成30年の決算ですか

ら、22名の不登校が実際いるわけですよね。です

から、これの要因、原因についてはもう明らかに

なっていると思いますので。 

  私はやはり人間関係、子供たちの関係、あるい

は先生との関係、そういうのが一番多いのかなと

いうふうに感じるんですけれども。そのあたりは

ちょっと明らかになっていないんですけれども。

原因について多い理由、要因ですね、それについ

てもう一度明らかになっていると思いますので、

お願いしたいと。 

  それから、先ほど言った不安型の一つだと思う

んですね、中１ギャップ。これも平成29年ですか

ら、５人だったのが、平成30年、昨年は新中学１

年生１人になったと。これは、入学だの転入時の

やはり適応ができていない、そういうものの一つ

だと思うんですね。あとは、考えられるのは無気

力、何となく登校できないとか、理由、原因がわ

からない、そういうのもあるというふうに聞いて

おります。 

  あと、もう一つは、非行型ということで、遊び

や非行に走ったまま不登校につながったというケ

ースも聞いております。そういった理由が、先ほ

ど理由がわからないというのもありますけれども、

そういった意味ではほとんど明らかになっている

んじゃないでしょうか。 
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  先ほど、平成29年度の県の平均ですね、これも

平成29年度なんですけど、平成30年度の平均も出

ているんでしょう。だとすれば、教えていただき

たいと。 

  各自治体決算時期ですから、全部出ていると思

うんですけども。資料がなければ後で結構なんで

すが、その１点だけ。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  まず、不登校の県の平均値なんですけれども、

すみません、これはホームページ等でその数値が

公開されて我々も把握をしているところなんです

が、今、手持ちの資料では、すみません、平成29

年度までの平均値しかデータがないという状況で

ございます。 

  それから、それぞれの個別の子供たちの不登校

の原因についてなんですが、これは教育委員会の

教育相談員のほうでも毎月各学校を訪問して、そ

れぞれの学校の子供たちの状況を把握して、その

課題に沿った支援の方法等を学校と共有して働き

かけをしているところなんですけれども。 

  それぞれ子供たちのほうでは、なかなか人間関

係がつくれずに、学校に足が向かずに、例えば登

校しようとすると体調が悪くなってしまうですと

か、人とのかかわり自体にやはりなかなか課題が

あって、そういう友達関係がつくれないですとか、

やはり個別に課題を抱えている状況がございまし

て。その課題については、今一言で、すみません、

申し上げることができないんですけれども、学校

と、それから関係の相談員等と連携、協力し合い

ながら、それぞれの子供たちへの支援を継続して

まいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  これ以上の答弁は出ないと思うんですけれども。 

  やはり、先ほど前段の山下議員の中でも、視察

ということが言われました。宮代、幸いありませ

んが、やはり不登校になる原因をちゃんと把握し

ていないと、やはりいざといったときに、教育委

員会だって対応できないし、そういう点では、私

はそういう意味からも、必要だと思うので。 

  ましてや、163ページの成果書の中で、不登校

対策事業では、さわやか相談員、ボランティア相

談員云々で、登校状況が改善されたケースも見ら

れましたと言っているんだから、私は、不登校に

なる原因ちゃんとつかんで、我々の前に明らかに

していただきたい。後でも結構ですので。あと、

残飯の量もね、よろしくお願いします。 

  ありがとうございました。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３８分 

 

再開 午後 ４時５３分 

 

○委員長（丸山妙子君） 皆さん、おそろいになり

ましたので、再開いたします。 

  先ほどの丸藤委員の再々質問に対して、再答弁

お願いいたします。 

  教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（大場崇明君） 教育推進課副

課長の大場でございます。 

  先ほど、給食の残量についてのご質問がありま

したが、平成30年度は22.55トンなんですけれど

も、これだけだと数字がわからないので、比較可
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能な平成25年度が26.99トンということで、率に

すると、この５年間の中では16.5％減っていると

いう状況を確認しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  先ほどのいじめの主な原因について、お話しさ

せていただきます。こちらはいじめじゃないです

ね、すみません。不登校の理由についてでござい

ます。失礼いたしました。 

  平成30年度の文科省の問題行動調査という調査

において、児童・生徒の不登校の人数と、その主

な要因等について調査を行っております。 

  小学校におきましては、「家庭にかかわるもの」

が２、それから「友人関係」が１ということで、

主な要因としてはこの３名でございます。 

  それから、中学校につきましては、「いじめを

除く人間関係」、これが５、それから「教職員と

の関係」が２、それから「家庭環境・家庭にかか

わるもの」１、それから「学業にかかわる悩み等」

が２、それから「項目に該当しないもの」が１で、

「その他」のところで５という数値が今、確認で

きております。 

  これらは、１つの項目に対して必ずしも１では

なくて、複数回答可能ということで、ちょっと合

計の数が一致しないところがございますが、こう

いったところが主な要因として認識をしておりま

す。 

  すみません。小学校の先ほどの要因ですけれど

も、「家庭にかかわる要因」が１で、「友人関係」

が２ということで、先ほど逆に申し上げてしまい

ました。すみません。訂正させていただきます。 

○委員長（丸山妙子君） 質疑がございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  今回初めての質問で大変申しわけないんですけ

れども。何点か質問させてもらいたいと思います。 

  前段者とダブる点が多いんですけれども、ひと

つお願いしたいと思います。 

  まず、１点目が、予算書の150ページの小・中

学校一貫教育の問題ですよね。大分、先ほど教育

長が学校の成績が県下でも相当上がっているとい

う話がありましたけれども、この一貫教育によっ

ての成果かどうか、これをもう少し、一貫教育の

成果であったら具体的内容を教えてもらいたいと

思います。 

  ２点目が、先ほどからも話題になっております

同じ150ページの不登校の問題なんですけれども、

理由は不明だということでありますけれども、私

が心配するのは、確かに不登校というのはいろい

ろ内容的にあると思います。これは大変難しい問

題だというのもわかりますけれども、私が端的に

聞きたいのは、学校内の荒れというのはないのか

どうか、学校内の荒れがあると、やっぱり不登校

につながる可能性あると思いますので、それは絶

対ないのかどうか。 

  次は、公民館のやっぱり、ページ数は戻ってし

まうかな、そうではないね、170ページの公民館

の使用の問題なんですけれども。 

  前も私は、例えれば月曜日に使用しちゃえばど

うだとかいう質問したことありますけれども、例

えれば先ほども出ていましたけれども、百間公民

館は駐車場がほとんどない。先ほどから質問者の

答弁からいって、例えればバリアフリー化の問題

とかいろいろ出ているようですけれども、そこま

でやるんなら、あそこはもう相当それなりの狭い

場所でありますので、中央公民館をもう思い切り

つくるべきだと思うんですよ。現在のあの土地の

評価、どのぐらいするか知りませんけれども、中
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央公民館、どこかバンとつくって、３階ぐらいの。

そういう宮代町の時代だと思いますよ。ああいう

ちっちゃなところは、こちょこちょバリアフリー

化で直して、あと何年もつんですか。 

  また、みんながどのぐらい需要、希望者がどん

どん増えていく中では、高齢者が特に増えていく

中では、もうほかのサークル等の人の考える場で

すよね、もう中央公民館の時代ですよね。バリア

フリー化も必要だとは思いますけれども、それ思

い切り大きなことを考えるべきだと思いますよ。

どう思っているのかどうか。 

  あとは、町民体育祭。 

  私も第１回目の町民大会から手をつけて、ずっ

と手伝ってきた１人です。あれの歴史を知ってい

るのは多分、この中で私が一番知っていると思い

ます。どういう形で町民運動会が生まれてきたか、

それからどんどん増えてきて、今から４年か５年

前はもう、あの総合運動公園が狭くなってしまう

ぐらい参加者が増えてきた、そういう時代だった

んですよ。今になったら少子高齢化、そういうこ

とで参加者が減ったと。 

  そこで聞いておきたいのは、何か先ほどからア

ンケートを区長からとってどうのこうのと説明あ

りましたけれども、アンケートとって参加者が増

えるんだったら、誰でもできますよね。皮肉言う

わけじゃありませんけれども。 

  というのは、町民運動会は地区で誰が中心にな

ってやっているかというの、わかりますか。確か

に区長が中心になって一生懸命やっている地区も

ある。そこの地区の部を特別につくって、一生懸

命集めてやっている地区もある。または、その地

区にいろんな競技団体があって、それが中心にな

ってやっているところもあります。そういうのど

のぐらいあるか知っていますか、教えてもらいた

いと思います。教えてください。区長がやってい

る地区は、何ていうの、区長じゃない人が集めて

やっているのが何地区あるか、それが大事なんで

すよ。 

  区長さんがほとんど逃げて歩いているのに、ほ

とんどそうですよ。もう今、やっていなくなって

いるのは、区長さんが集めるの大変だというんで

すよ。そういう人にアンケートとったって、いい

アンケートは出ないですよ。それ、ちゃんと教え

てもらいたい。そうでないと、本当の対応はでき

ない、対策はできないと思います。 

  それで、あと、自治会であれ開催すると、各自

治会はどのぐらいお金かかるか知っていますか。

自治会費出しているんですよ、相当。最近は、バ

スで来るということはないね。前はバスで来たり、

そういう時代もあったんです。何しろ駐車場が入

り切らないんだから、今の総合運動公園じゃ。ほ

かへ見つけて駐車場をつくったぐらい集まった。

それにはバスを自治会で借りて、そのぐらい熱く

やっていた時代があったんですよ。それがなぜそ

うなったかというと、今言ったように、誰が中心

でその地区でやっているかというのを忘れている

んですよ、もう。 

  あと、もう一つは、ごみ袋かい、あそこへ行く

ぞというのは。前はもうちょっといいの、するわ

けじゃないよ。ほうきだとか、幾つかちょっと変

わったのくれたよね。今はごみ袋。いけないとは

言わないですよ。ごみ袋も各家庭使いますから。

でも、ほとんどごみ袋。だから、ごみ袋大会だっ

て言っている人いるんだよ。そういうふうに言わ

れている大会で増えるわけがないですよ。そこら

辺はどう思っているか、もう１回、納得できる説

明をお願いしたいと思います。 

  もう１点あったんですよ。小・中学生の交通安

全、150ページの。それで、私は今、宮代町は監

視カメラ、地下道にあることはわかっています。
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それ以外は監視カメラあるのかどうか。特にこの

小・中学生の交通安全対策の監視カメラ、あるの

かどうか。 

  なかったら、そのぐらいはもう、我々から言わ

れる前につくるべきだと思いますよ。宮代町、今、

ほとんどそういう事故がないからいいけれどもね。

もう、我々が言わなかったらつけない。本当に交

通安全を、また、小学生の安全を、防災というか

安全を考えているのかどうか、私はそういつも思

っているんですよ。我々が言わなくちゃ動かない

か、そういうものじゃないですよ。こういうのは

どんどん教育長中心になって設置すべきですよ。 

  事故があってからじゃ遅いんですよ。どう思う

んですか。事故があるのを待っているようじゃだ

めですよ。何百人の中の１人でも、けがでも何か、

事故でもあったら、これはもう取り返しがつかな

いんですよ。そのぐらい考えないと。どう思って

いるんですか、それ、はっきり考え方聞かせてく

ださい。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  まず、私、これは３点、順に申し上げます。 

  まず、小・中一貫教育と学力向上とのかかわり

についてでございますが、まず、学力向上につき

ましては、一番は各学校がこの調査結果をもとに

した学力向上のための計画の策定、方策の検討、

そして授業改善、子供たちへの指導改善といった

ことで、例えば校長みずから校長賞を設定して、

子供たちに直接課題をクリアできるかどうかとい

う、学年別に課題を与えて、例えば百人一首を暗

記ですとか、掛け算九九が言えるようになったと

いうのを校長先生が直接それを見取って指導した

り、あるいは学習の強化週間等を設定して、朝の

学習の時間を特別に確保したりですとか、各学校

それぞれの工夫した取り組みが大きいのかなとい

うふうに感じております。教育委員会としまして

も、基礎学力の向上がまず第一であるということ

で、校長会等通しても、その基礎基本の徹底とい

うところを指導させていただいているところでご

ざいます。 

  一方で、この小・中一貫教育につきましても、

各中学校区で特色ある教育活動を展開しておりま

して、小・中学校の教員が合同の研修会を通して、

学力向上ではどういったところを重点的な課題と

して取り組めばいいのか、また、子供たちの育成、

規律あるその学校生活等の生活面での育成といっ

た視点からも、学校生活の決まりについて小・中

学校で共有をして、滑らかな接続等を図ったりで

すとか、こういったことも大きな視点から考えま

すと、学力向上に寄与しているものとして、教育

委員会としても認識をしております。 

  また、２点目の学校での荒れというところでご

ざいますが、昨年、一部の学校で、また、一部の

学年において、やや落ち着かないですとか、生徒

同士での人間関係等でトラブルがといったことを

教育委員会のほうで報告を受けることがございま

した。 

  ただ、本年度につきましては、教職員が連携し

て、校長のリーダーシップをもとに、学校の生活

面での指導の充実徹底を図りまして、非常に改善

が図られたということで報告を受けております。 

  個別の生徒につきましては、それぞれの学校の

中で、やはり課題を持つ生徒というのはおるかと

思いますが、学校全体あるいは学年としての荒れ

といったことについては、教育委員会としてはな

いものと認識をしております。 

  そして、３点目が防犯に係るカメラの設置でご

ざいますけれども、現段階で各小・中学校に防犯
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用のカメラ、校門ですとか各学校で設定したその

場所に４台ずつのカメラが設定してあります。主

に職員室にそのモニターがありまして、例えば外

部から侵入した者、校門から入ってきた者や、あ

るいは職員玄関等に、あるいは体育館の前ですと

か、そういったところに何時に誰が入ってきたか、

通ったかといったことは、そのモニターの画面を

通じてリアルタイムで、あるいは録画機能がござ

いますので、場合によっては昨日の夜のその画像

等をチェックするといったことも可能な状況にな

っております。そういったところから、防犯体制

といったものを各学校で徹底しているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  まず、公民館のご質問についてご答弁させてい

ただければと思います。 

  ご存じのとおり、町内には現在３館の公民館が

ございまして、いずれの公民館とも建設につきま

しては、昭和40年代に建設されたもので、その後、

耐震診断の結果、耐震補強ということで、平成11

年及び平成12年度にそれぞれ耐震補強工事のほう

実施してございますが、それから数えても20年近

くが経過してございまして、建物や設備の経年劣

化による修繕等が多くなっているというような状

況でございます。 

  また、高齢社会あるいは人口減少社会に向かい

まして、地域の人口構造でございますとか地域住

民の皆様の生活スタイルなどが大きく変革してい

る中で、地域住民の皆様の公民館に対しますニー

ズ、公民館に求められる役割というものも、これ

までのものと違って、大きく変わってきているも

のというふうに考えてございます。 

  そのような状況ではございますが、ただ、厳し

い財政状況の中で、新たな施設を整備するという

ことは非常に難しいものがございまして、今後は、

こういった状況の変化でございますとか、あるい

は見直しを念頭に置きながらも、公民館と同じく

地域住民の皆様の拠点的な教育施設であります

小・中学校の再配置の検討状況というものを踏ま

えながら、しかるべき方向性について検討を図っ

てまいりたいというふうに考えてございます。 

  それと、体育祭の関係でございます。地域の中

で体育祭に参加をなさって、どのような取り組み

といいますか、どのような方が中心となってやら

れているかというようなご質問をいただきました。

また、昨年の12月から今年１月にかけまして、地

区に対しましてアンケートというものを行います

というようなご答弁を先ほど来からさせていただ

いているところでございます。 

  まず、アンケートの方法につきましては、地区

自治会長さんということで、先ほど来から説明し

てございますが、回答に際しましては、必ずしも

地区自治会長さんが行うということではなく、そ

の地区内におきまして、体育祭の関係について中

心的に携わっていらっしゃる方がいた場合につい

ては、その方に回答をいただくというようなこと

でお願いしてございます。 

  ただ、各地区でどういった方々がそれぞれの地

区で回答しているかということにつきましては、

細かい内容までは把握してございませんが、それ

は回答に当たりましては、体育祭についてわかる

方という方で回答をいただいているというような

ことで伺ってございます。 

  また、参加賞につきましても、ごみ袋が中心と

いうことでご質問いただいたわけでございますが、

確かにご指摘のとおり、体育祭におきましては、

参加賞につきましては、日常で使用できるという
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ことで、また、大量に配ると、配付するというこ

とから、安価だというものを考えまして、ごみ袋

を中心として行ってきてございます。また、そう

いったことで状況でございますが、同価格で安価

で日常的にもお使いいただけるようなものがほか

にございましたらば、見直しすることも問題ない

かというふうに考えてございますので、今後の検

討課題とさせていただければというふうに考えて

ございます。 

  また、参加に当たりまして、地区ではどのよう

な、どのぐらいの経費がかかっているかというよ

うなご質問もございました。ただ、そちらにつき

ましては、町といたしましては、参加に当たって

経費というものについては、そこまでは地区のほ

うから伺ってはございませんので、そこについて

は申しわけございませんが、把握していないとい

うような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  順番変わるかもしれませんけれども、今、答弁

していただいた内容、繰り返し質問したいと思い

ます。 

  まず、小・中一貫教育について、確かに教育の

ことは、私たちは、私なんかは専門家ではありま

せんので、とやかく言える立場ではありませんが、

今の教育の学校の課題を整理しながら学生生活の

問題をちゃんとすると。それが向上につながって

いると。それはいいことだと思いますので、これ

についてはひとつ、小・中学校の一貫校としての

今までの流れをちゃんと、成果がどんどん上がる

ように、またよろしくお願いしたいということで、

これはわかりました。 

  ２番目の150ページのいじめというか学校校内

の荒れの問題についてお聞きしましたけれども、

教育委員会としては、ないものと考えていると。

これは間違いないですね。もう一回確認しておき

ますから。間違いないですね。うそ言ったら大変

ですからね。それを確認しておきたいと思います。 

  次の公民館の問題ですね、来年は何かあったり

してね、日本は。オリンピックありますよね。こ

ういう時代に、宮代町の体育祭が減少していると

いうのは悲しいですよね。熊谷市みたく、ああい

う有名なスポーツをやるとかそういうことじゃな

くて、宮代町もアーチェリー大会まで国体でやっ

ていますよね。力を入れてやっていましたよね、

いろいろ。オリンピックも何か、聖火が走るんで

しょう。宮代の端のほうだとは思いますけれども。 

  そういう時代に宮代町の体育祭は何だいと。何

か悲しく思わないですか。 

  確かに商品、私は先ほどきついこと言いました

よ、ごみ袋大会だなんて。そりゃ言っている人１

部だったけれども。それは確かに、景品のいいの

つければいいというものじゃないけれども、ほと

んどもらってくるのがごみ袋ですから、そこら辺

少し、もうちょっとうまく、何か考えるとは言っ

ていますけれども、安価の問題だって、金の問題

らしいけれども、ひとつ、これは商売どころとい

うんじゃないですけれども、100円ショップ、行

けばいろんなの売っているようにね、安いのは、

いろいろ考えれば、皆さん頭いいんだから、教育

委員会で常時考えているんでしょうから、座って。

考えたほうがいいですよね。 

  来年オリンピックですよ。それを頭離れないで、

離れないようにして。何だよ、宮代町はオリンピ

ックの前の年とオリンピックの年は、あれは何な

んだよと言われますよ。本当にそこら辺考えて、

もう一回聞かせてもらいたいと思います。 

  もう一つは、公民館の問題。 
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  財政状況というのはわかりますよ。前段者も大

分、バリアフリー化の問題だとか、今まで、今日

じゃなく一般質問も何回か、何人かの方もやって

いましたよね。私もやった記憶があるんですよ。

私は最近では、月曜日の使用者が困っているとい

うのがありますから、月曜日も幅広くしたらとい

うことでやりましたけれども。 

  ここまで来たら、もう公民館の時代ですよ。宮

代町の公共施設は２階までしかないんですね。し

かし、土地が狭くても３階をつくれば、４階まで

というと大変だから、３階をつくれば、結構大き

な公民館できると思いますよ。あそこの例えば百

間公民館の下の土地をお金にかえるとかというこ

ともできますよね。財政が厳しいというけれども。

幾らで売れるか、それは私はわかりませんけれど

も、そういういろんなやり方あると思いますよね。

そこら辺もう本当にそういう時代だと思いますよ。

もう一回、そこら辺をどう考えているのか。 

  最後は、学校の監視カメラの問題。 

  学校にあるというのはわかりましたよね。だけ

れども、私が言いたいのは、通学路。わかります

か、通学路。問題はそこなんですよね。確かに学

校内にあるのも必要かもしれないけれども、私は

通学路をどうするんだというんですよ。 

  確かに、見守り隊だとか、あとは交通指導員だ

とか、交通指導員は道路の危険から、車との危険

箇所だよね。あと、ＰＴＡの方も立っているけれ

ども、学校行くまでの中間に何かあったら困るな

というのもあると思いますよね。それを言ってい

るんですよ。通学路。教育長は通学路ってわかり

ますよね、すごい人なんだから。どう考えるか。

我々から言われる前に設置したほうがいいという

のは、そこを言っているんですよ。それをもう一

回答えてもらいたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  私のほうからは、学校の荒れということについ

て答弁させていただきます。 

  １つは、平成31年度の全国学力調査の質問調査

の中で、「学校の決まりを守っていますか」とい

う質問がございます。こちらは、小学校のほうが

97.1％、そして、中学校のほうが98.3％というこ

とで、いずれも国や県の数値を２ポイントから３

ポイント程度上回っております。あくまでこれは

自己評価ではありますけれども、子供たち自身が

学校の決まりを守っているということで自覚をし

て生活をしているといったことがうかがえます。 

  また、県の学力調査におきましても、例えば

「登校時間を守る」ですとか「授業の開始時間を

守る」、こういった項目において、例えば登校時

間につきましては、全ての学年で県の平均を上回

っているという状況で、授業の開始時間につきま

しても、学年によって若干県を下回っているもの

がありますが、４つの学年で県を上回っておりま

す。 

  また、挨拶や返事ですね、こういったところに

つきましても、それぞれ県の数値を３ポイントか

ら４ポイント程度上回っているという状況で、こ

うした生活状況を県の調査からも、非常に宮代町

としては落ち着いた、学校の決まりを守って生活

をするといった状況が見てとれるのではないかと

いうふうに教育委員会としても判断をしておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 

  まず、体育祭の関係でございますけれども、委
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員のご指摘のとおりでございまして、年々参加地

区も減っていますし、参加人数も減少傾向にござ

います。要因につきましては、近年の少子高齢化

を初めといたしまして、やはりその自治会の加入

者の減少ですとか、あるいは地域コミュニティの

希薄化、そういったものが減少化というふうに分

析はしております。 

  そこで、繰り返しにはなりますけれども、平成

28年度に町民体育祭の活性化の検討会を設置いた

しまして、活性化に向けた提案をいただいており

ます。そういった提案を尊重しながら、いろんな

形で創意工夫を凝らしながら、競技種目の変更で

すとか地区対抗種目等のルールの変更ですとか、

あるいは宮代高校の方々に協力をしていただきな

がら、アナウンスですね、見直しですとか、そう

いった活性化策に取り組んではきてはいるんです

が、やはりなかなか参加人数の減少傾向がとまら

ないというふうな状況でございます。 

  したがいまして、これは粘り強くいろんな創意

工夫を凝らして、活性化に向けて引き続き取り組

んできたと思っておりますし、ご指摘のあった参

加賞につきましても見直し等図っていきながら、

少しでも多くの方に参加していただけるような、

また、オリンピックの年ということも意識しなが

ら、引き続き活性化策に取り組んでいきたいとい

うふうに思ってございます。 

  それと、中央公民館の関係でございますけれど

も、３館ございますけれども、全て老朽化してい

まして、百間公民館につきましても昭和44年、川

端公民館につきましても昭和46年に建てられてお

りますし、和戸公民館は昭和50年代でございます

けれども。いずれにいたしましても、この３館が

大分老朽化が進んでおりまして、耐震補強等も行

っていたり、あるいはエアコンの改修ですとか外

壁の改修なんかを繰り返しながら、この３館でず

っと運用してきております。 

  当然、今後いろんな形で町民の皆様の生活スタ

イルも変わっていきますし、公民館に対するニー

ズですとか求められてくるもの、そういったもの

も今後変わってくると思われます。 

  したがいまして、現在、令和３年度からの第５

次の総合計画ですね、策定しておりますけれども、

今後のそういった宮代町の未来、将来を描いてい

く過程におきまして、引き続き町民の皆様ととも

に公民館のあり方を含めた公共施設の今後の形を

引き続き検討していきたい、考えていきたいとい

うふうに思っております。 

  それと、通学路の関係でございますけれども、

現在、ご提案があったその防犯カメラでございま

すが、私どもが把握しておりますのは、町内に51

台ございまして、庁舎ですとか小・中学校ですと

か保育園あるいは郷土資料館、六花、はらっパー

ク、そして、新しい村、あと、ご指摘のあった地

下道ということで、51台設置してございます。 

  そのご質問にございました通学路についても、

確かに必要性も十分認識しておりますので、今後、

防犯担当でございます町民生活課と協議あるいは

意見交換をしながら、どういった形で子供たち、

児童・生徒を守っていくかというふうなことにつ

きまして、防犯カメラの設置も含めまして考えて

いきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  公民館の問題は、３館耐震工事は終わっている

と、それは前々からわかっております。 

  それでいながら、バリアフリー化をどうするん

だとか駐車場が狭いんじゃないかという話がどん

どん出ているわけですよね。私も利用日を増やし
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てくださいって話ししたことありますよね。そう

いう意見がいろいろ出ているんですから、もう全

館を、中央公民館をつくったから全館をどうのこ

うのするんじゃなくて。 

  特に百間公民館については駐車場がない。私も

年に一、二回あそこを利用することありますけれ

ども。だから、自転車で行きます、あそこだけは。

または、電車乗って行きます。そういう場所、余

りこれだけの町で、３万2,000人もいる町でそう

いう公民館、特にあそこが一番初めにつくった公

民館でしょう。もうそろそろ考えるべきだという

ことなんですよ。申し上げて、これは終わります

けれども。 

  何しろ西原公民館は潰しちゃうしさ、潰れてい

ないんだよね。あれは危ないからって、ちっとも

危なくない。あれだけの地震があったって何にも

びくともしない。どういう理由であれなくしたか、

私、今になっても不思議でしようがない。頭いい

なと思って、宮代町は。使わなくするの、利用し

ないようにするのは本当に頭いい。あそこ、びく

ともしないし、ヒビも割れていないでしょう、周

りの壁見て歩いて。 

  そういう、ああいうところを廃止するからどん

どん違うところの公民館を利用しようと思って競

争になるわけですよね。そういうことも頭に入れ

ながらも、中央公民館の時代で考えてやったほう

がいいと思いますよ。じゃないと、宮代町の教育

委員会が笑われますよ。宮代町の公民館活動は、

社会活動はどうなっているんだといったら、これ

実は駐車場もほとんど、特に真ん中にあるもとも

との、私たちが言う真ん中の公民館は駐車場もな

いんですよと。階段で年寄りはやっと上がってい

くような公民館ですと。こんなことで自慢できな

いですよ。公民館活動というのは大事なことです

からね。今から考えてやったほうがいいと思いま

すよ。これもひとつ、そういうことで申し入れと

いて、やめたいと思います。 

  ２つ目が終わって、荒れの問題は何か話、質問

した内容から、答弁が外れた答弁しているんです

よね。国や県のアンケートだか何か知らんけれど

も、それの説明をして終わらせている。私は宮代

町、あるのかないかだよ。それだけ簡単に聞いて

いるんですよ。なけりゃないでいいです。若干あ

るんならあるんだと。あると言えば、どういうの

があるんだというのは聞きたくはなるけれども。

県のポイントが上回っています、ほかの市町村よ

り。そういうこと聞いているんじゃないんですよ。

１人でも２人でもいれば荒れになる場合があるん

ですよね。そういうこと、大事なこと聞いている

のを、国とか県のポイントは上回っています、そ

うやって答弁をはぐらかすというんですね。そん

な教育委員会でいいんですか、何かあったとき、

また、国や県の指導のもと、随時やっておかげだ

けれどもだめでしたなんて逃げるという腹がわか

るじゃないですか。そんな教育委員会じゃ、教育

任せられないですよ。もう一回答えてくださいよ。 

  監視カメラについては何か、51台設置されてい

ると。もうちょっと具体的に、通学路はどことど

こに、どこの学校には何台、どこの学校には何台

と、ちょっと教えてもらいたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（小山裕之君） 

  学校教育担当、小山でございます。 

  すみません。学校の荒れについてでございます

けれども、学校が正常な教育活動を行うというこ

とに対して支障があるような荒れといったことに

ついては、ないというふうに認識をしております。

失礼いたしました。 

  学力向上はもちろんですけれども、豊かな心の
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育成というところで、道徳教育を初め、教育委員

会としましても心の教育に関しては力を入れてお

りますし、今後も大切にしていきたいというふう

に考えております。 

  失礼いたしました。 

○委員長（丸山妙子君） 教育推進課長。 

○教育推進課長（渋谷龍弘君） 教育推進課長の渋

谷でございます。 

  防犯カメラの台数でございますけれども、私ど

もが把握しておりますのが、全部で51台でござい

まして、具体的には、公共施設でございますけれ

ども、庁舎に４台、小・中学校７校で合計27台、

保育園に４台、郷土資料館に１台、六花に３台、

はらっパークに１台、新しい村に３台、そして、

須賀地区と百間地区の地下道等に８台ということ

で、合計51台でございます。 

  委員ご指摘の通学路につきましては、まだ設置

がされておりませんので、先ほども申し上げたと

おり、防犯担当の町民生活課のほうと協議をさせ

ていただいて、本当に必要な箇所につきましては、

その必要性について検討させていただければと思

っております。 

  51台の内訳はそういった形でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。 

  防犯カメラについて１つ、私、聞いているのは、

通学路。校内とか公益事業やっている場所の設置

は当然だと思っていますので。私が心配している

のは、通学路で何かあった場合の防止として申し

上げておりますので、早急に通学路にも設置して

もらいたいということを強くお願いしたいと思い

ます。 

  あと、荒れはないと自信を持って言ったようで

すから、それを信じていきたいと思っております。 

  以上、そんなところで、長い質問になってしま

いましたけれども、終わりたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） ないようですので、以上

で教育委員会の質疑を終了いたします。 

  これをもちまして、議案第50号 平成30年度宮

代町一般会計歳入歳出決算の認定について、本件

に対する質疑は全て終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時３９分 

 

再開 午後 ５時４２分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第50号 平成30年度一般会計決算の認定に

ついては、改めて今日、まちづくり建設課、それ

から教育推進課の所管のところが終わったばかり

ですので、それらを合わせまして本会議の中で討

論をしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 本件に対する賛成討論の

発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 反対討論なしと認めます。 
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  これより採決いたします。 

  議案第50号 平成30年度宮代町一般会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第50号 平成30年度宮代町一般会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定されました。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月19日木曜

日午前10時から委員会を開き、引き続き住民課の

国民健康保険特別会計の審査から始めたいと思い

ます。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ５時４４分 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ５ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、直ちに決算特別委員会を

開会します。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５１号の審査（住民課） 

○委員長（丸山妙子君） これより本委員会に付託

されました議案第51号 平成30年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定について審査

を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○住民課長（高橋暁尋君） おはようございます。 

  それでは、本日出席の住民課説明員のほうを自

己紹介させていただきたいと思います。 

  私、住民課長の高橋でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○住民課副課長（草野公浩君） おはようございま

す。 

  同じく住民課副課長の草野と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○国保・後期担当主査（村山善博君） おはようご

ざいます。 

  同じく住民課主査の村山と申します。よろしく

お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） おはようございます。山下

秋夫です。 

  それでは、質問をさせていただきます。 

  合わせて６問ほど質問させていただきます。 

  １つ目については、確認なんですけれども、

203ページです。説明では、一般会計から繰入額

が１億5,000万円、これは予算のときの繰入額だ

と思います。そして、決算では一般会計へ9,916

万5,300円を返還したということになっています。

繰入額は実際には8,777万152円でよろしいのかど

うか、お願いします。 

  それと、２つ目です。これも確認なんですけれ

ども、説明書197、198、国民健康保険加入者は宮

代町人口の24.4％の人が加入をしています、健康

保険です。医療保険の中で国民健康保険が一番高

いと言われています。この辺のところは間違いな

いのかどうか、お答えください。 

  ３つ目です。国民健康保険の収入でございます、

保険者の収入でございます。今年の３月議会で資

料によると、宮代町での国民健康保険加入者の30

年度所得で115万5,000円以下が全体の51.77％に

なっていますが、これは間違いないでしょうか。

確認の上でもう一度お聞きします。 

  ４問目として、説明書198ページになります。

不納欠損額です。昨年と比べ324万6,625円多くな

って、1,560万6,216円となっていますが、あと、

軽減世帯数も加入世帯の51.06％、2,706世帯とな

っています。この軽減世帯数51％になったという

のは、この近年では初めてです。町はこれらの事

実を見て、国民健康保険税を払いたくても払えな

い現状があるのではないか。町の見解をひとつお

聞かせください。 
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  ５つ目として、今年の３月議会説明では、所得

300万円で４人家族の場合、保険税は46万9,200円

になると説明をされました。所得ですから、これ

から健康保険税を初め数々の税金や、ものが引か

れていきます。手取りとしてどのくらいとなるの

でしょうか。町はこの現状をどのように見ている

のか、お答えください。 

  最後になります。６つ目として、説明書204ペ

ージになります。国民健康保険賦課徴収事業でご

ざいます。主な実施内容として、資格管理の徹底

や未申告者の申告解消等の、また適正かつ公平な

賦課徴収に努めたと言われております。その結果、

説明書198ページです、29年度決算と比べ、２割、

５割世帯数が減り、収入未済額が2,432万9,320円

も減ってきたと思います。 

職員も住民との軋轢の中で徴収したよとなりま

す。大変な仕事と私は思いますが、保険税徴収作

業の中で、保険税を払えない人に対する健康保険

の取り扱いはどうなっているのか。資格証明書の

発行や短期保険証の発行などありますが、町はど

のような規定と取り扱いをしているのでしょうか。 

  また、徴収でございます。まさか昔の住宅ロー

ンの取り立てのようなまねごとはしないとは思い

ますが、具体的に徴収をどのようにしているのか

お答えください。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。 

  順次お答え申し上げます。 

  まず、１問目の203ページの繰入金の額でござ

いますが、8,777万152円でございます。 

  続きまして、197、198ページの国民健康保険は

ほかの健康保険と比べて高いのかということでご

ざいますが、ほかの保険といいましても、数多く

ありますので、それを全て比べたわけではござい

ませんけれども、よく出てきます協会けんぽとか

組合健保、それから健康保険組合と比べますと、

１人当たりの保険料は高くなっているというふう

に認識をしております。 

  それから、３問目の198ページ、不納欠損額と、

あと軽減世帯の状況を踏まえて、町はこういった

状況をどう捉えているのかということでございま

すが、確かに被保険者の方の所得が少しずつ減少

しておりまして、大変厳しい状況にあるというふ

うに考えております。 

町といたしましては、そういった方に適正な滞

納対策を行いまして、担税能力のない世帯の方に

はいろんな財産調査とかを適正に行いまして、払

う見込みのないようなものは時効という形で不納

欠損していくというふうに取り扱っているところ

でございますので、極力不納欠損等、適正に取り

扱っていきたいというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

  それから、続きまして、４問目の所得が400万

の場合の手取りが…… 

〔「300万」と言う人あり〕 

○住民課副課長（草野公浩君） 所得300万。これ

につきまして、ちょっとこの場ですぐ出ませんの

で、改めてお答えさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それから、賦課徴収事業の保険税が払えない人

の取り扱いの関係でございますけれども、委員さ

んからもお話がありました、１つは短期証の発行

を行っておりまして、短期証の発行は、滞納額が

30万円以上あって、６カ月以上何も相談がない場

合に、いきなり短期証を出すということではなく

て、予告を一度させていただいて、それでも何の

返答もない方に短期証を出させていただいて、あ

くまでも納税相談をぜひ行っていただきたいとい
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う趣旨で行っていますので、ぜひ納税相談につな

げるようにアプローチをさせていただいていると

ころでございます。 

  もう一つは、資格証明書の発行というのがござ

いまして、この方は、短期証を出したにもかかわ

らず、何のアプローチもなく、さらに１年間相談

がなく、また、それでも医療にかかっている場合

の方を短期証ということで、一度、医療機関の窓

口で10割負担していただいて、かかった分を後で

役場のほうで精算していただくというようなやり

方をしております。 

  そのほか、短期証と資格者証を行っております

けれども、そのほかにチラシとかを定期的に配布

させていただいて、ぜひ納税してくださいという

ような促しをしているようなところでございます。 

  ３点目の関係で、所得が適正なのかというよう

なご質問でございますが、ちなみに国保の被保険

者だけの１世帯当たりの平均所得でございますが、

30年度が１世帯当たりの所得が120万1,980円とい

うことでございまして、年々所得が減っていると

いうのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） １つ目の質問です。繰入額

8,777万152円ということでやったんですけれども、

これは、すると、これが約半分ですよね、最初の

予算のときの。なぜこれ半分なのか。 

それと、加入者１人当たりいったい幾らぐらい

になるのか、その辺のところの説明を、なぜ半分

ぐらいになってしまうのか。 

もともと予算１億5,000万円つけておいて、毎

年これ不思議でしようがないんですけれども、半

分近く残ってしまうんですよね。どうしてこうい

うことが起きるのか。ほかの予算だと半分しか使

わないのに何でということになってしまうと思う

んですよね。ちょっとその辺のところの理由をお

っしゃってください。 

  それから、国民健康保険が一番高い、これは町

のほうでも認めている。全国の市町村や県知事会

でも、国に対して安くしろということで言われて

いると思うんですけれども、公費を投入しろとい

うことで言っていると思うんですけれども、その

辺のところも町としての考えというんですか、町

としても積極的にその公費投入に対して、国に対

して求めているのかどうか。 

ただ、高い、だから、町民に保険税としてそれ

を転嫁していくというんじゃなくて、やはりもと

を正していかなければ、これはいつになってもイ

タチごっこになってしまうんじゃないかなと私は

思っているんですよ。その辺のところ、町として

はどういうふうに考えているのか、お願いします。 

  それから、国民保険者の収入でございます。そ

ういう中で一番高い中で所得がどんどん減ってき

ている。115万5,000円以下が全体の51.7％、平均

では120万と言っていますけれども、115万5,000

円以下の人が全体の51％いる。私はこの辺のとこ

ろが、収入が落ちているということは現状がある

わけなんですよ。ですから、払いたくても払えな

い、国民健康保険税を。 

  やはりこういうことをきちんと把握してやって

ほしいなという感じが、その結果、いろいろと言

われています。町としても大変な時代、国民健康

保険税が入らないんだから、徴収のほうを厳しく

しているというわけじゃないですけれども、昨年

より2,432万円、収入未済額を減らした。はっき

り言えば、強めたということですよね、納税を。 

やっている人も大変です、これは。職員の方も。

本当は徴収の係へ入りたくないというのが本音だ

と思います、やっている人も。やはり、そういう

徴収作業をやっているということに対して、町民
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はもっと大変だと思います。払いたくても払えな

い現状があるんだということで。 

  やはりこれを国に対して、先ほど言いました、

強く求めていかなくてはいけないんじゃないかな

という感じはします、町としても。本当は町の議

会としても、町としても議決を上げて、本当はも

う少し何とかしろということで、言うべきじゃな

いかなという感じはするんです。その辺のところ

はどういうふうに考えているのか、全体としてお

願いしたいと思います。 

  ４番目の説明は不納欠損額の議決の件は、その

言う中での不納欠損額がこれだけ多くなったとい

うことで了解をいたしました。 

  ５番目の、それと300万円で４人家族の場合は

保険税は幾らになるのかということで、私は春に

３月議会で聞いたのが46万9,200円になるという

ことで聞いたんですよ。300万円で46万9,200円、

保険税だけですよ、健康保険税だけ。４人家族で

すから、夫婦と子供２人ですよね。やはりその辺

のところの仕組みというんですか、一律に取ると

ころがありますよね、子供、家族が多ければ多い

ほど取られると。そういう仕組みをやっぱりなく

す必要があるんじゃないかなという感じがします。 

その辺のところも町としてはどういうふうに考

えているのか、このまま、ずっとそのまま所得の

低い人までこれだけの高い保険税、１割以上です

よね、46万円といったらね。300万で46万といっ

たら。相当の金額だなと思います。４人もいて。

子供を産めない理由にもなりますよね。 

  この辺のところ、町でもこのまま続けていくの

かどうか、このままだったら本当に中堅の方から

取らないと、取りようがなくなってしまう、保険

税を。町が全額、県のほうに払えと言ったらね。

今後、500万、600万の人から今度は余計に取らな

くちゃいけない、そうなってきます、将来的には。

このままにしていくのかどうか。 

  それと、徴収世帯数、２割、５割世帯数は減っ

てきたという理由はどういうことなのか。もう一

度この辺のところを、その辺の条件というのが厳

しくなってきたのか、２割、５割やる制度に対し

て。減税する制度に対して。これ結果、説明書で

書いてあるんですけれども、２割、５割が昨年度

よりか減っている。２割、５割軽減の人が減って

きている。その辺のところがどういうふうになっ

ているのかちょっと、もう一度おっしゃってくだ

さい。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  まず、１問目の法定外繰り入れが精算でなぜ半

分になってしまうかという理由でございますが、

当初予算を組むときは、単純にその不足額を出し

ていますので、前年度決算で繰越分とか見ていま

せんので、当初予算のときには全額不足額を見て

おります。それで、決算を精算した結果、前年度

の繰越金とかが発生しますので、そういったもの

が発生する関係上、たまに半分になったり３分の

１になったりすることはございますので、その辺

のところで差が生じているものでございます。 

  これを１人当たりの法定外の繰り入れの額にい

たしますと、30年度ですと１万7,953円となりま

す。 

  続きまして、２問目の国に対して町として求め

ているのかということでございますが、町として

も、やはり国の財政負担をもう少し増やしていた

だきたいという要望がございまして、町村会、も

しくは埼玉県国保協議会の要望等を通しまして、

国の財政負担を増やすように現在要望していると

ころでございます。 
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  次に、均等割をこのまま続けていくというのか

というようなご質問かと思いますけれども、今、

町では所得割と均等割による２方式で負担をして

いただいているところでございますが、29年度の

税率改正のときに改正をしたものでございます。 

  均等割につきましては、被保険者全体の方に一

定の金額を任せるというような仕組みになってご

ざいまして、この均等割の考え方ですけれども、

確かにおっしゃるように、中には高齢者の方とか

子供の方とか、納税できない方も実際にはいらっ

しゃるわけですが、そうはいっても、高齢者であ

っても、子供の方であっても、医療サービスは平

等に受けるわけでございまして、それを世帯主の

方が、そういった方も含めて負担をしていくとい

うような考え方で均等割というのは成り立ってご

ざいますので、そういった高齢者の方等もいます

けれども、ぜひ町としては、均等割として世帯の

方にそういった方の分も含めてご負担いただきた

いというような趣旨で制度運営はしております。 

  埼玉県の運営方針でも、所得割と均等割の２方

式が標準になっていますので、町としては運営方

針にのっとって当面は２方式で運営していきたい

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課担当主査。 

○国保・後期担当主査（村山善博君） 住民課、村

山でございます。 

  一番最後のご質問の成果書198ページ、軽減世

帯数の７割、５割、２割軽減の５割、２割世帯が

減った理由というようなところでございますけれ

ども、軽減世帯のこの５割、２割につきましては、

近年、国の政令のほうで拡充が進んでおりますの

で、制度上は幅が広がっているというのが実情で

ございます。ただ、そこに該当する町の被保険者

の方が減っているというのが実情かなと思ってご

ざいまして、一番大きいのは、やっぱり被保険者

数の減が全体数のパイが減っているというところ

で、減になっているのかなというところでは考え

てございます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） じゃ、最後のことから聞い

ていきます。 

  被保険者、制度上にということで、２割、５割

が減っているんじゃないかということなんですけ

れども、しかし、減っていたのにかかわらず、

2,432万9,320円も、これが昨年度よりか減ること

になるんでしょうかね。その辺のところがちょっ

とわからないんですけれども。 

  それと、最初に言いました、国民健康保険の収

入が減ってきて、町としても利用サービスを、町

も国に対して財政負担を少なくするよう要望をし

ている、市町村会を通じて要望しているというこ

とで、ぜひこれはただ言っただけじゃなくて、強

く言ってほしいんですよね。そうしないと、わか

らないんじゃないかなと思うんです、現状は。 

国のほうでも矛盾を感じているということでは、

今回の答弁の中で言ったみたいですけれども。や

はり言っただけじゃなくて実行に移さなければ、

これはいつまでたっても国民に負担がかかってく

る。もう払えませんよ、本当に。これ以上上げて

も何にしても。 

  これから消費税も上がります。ますます払えな

くなりますよ、これ。そうすると、払えるところ

から取るということになりますよね、このままい

ったら。そうしたら国民全体、健康保険に入って

いる加入者全体が苦しくなっていく。しかし、さ

っきも収入が減っている、年々減っているんです

よ、収入が。もう半分以下になったんじゃないか、

ピークのときの。 
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先ほど見ました、町の平均では120万、115万以

下が全体の51％いる中で、それで子供がいる、家

族がいると30万だ、40万だと。先ほども言いまし

た、２割、５割制限がなくなると少なくなってい

く、制度上の問題だと言われも。これじゃ払いた

くても払えない。これは現状があるんじゃないか、

町はその辺のところをもう少ししっかりと現状を

把握して、国に対して物事をはっきりと言わない

といけないんじゃないかなと私は感じております。 

ぜひその辺のところを言いまして、私はこの質

問を終わりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  成果書の198ページの国民健康保険税の収入未

済額の30年度と29年度の増減額が前年度より

2,432万9,320円減っていると。それがその２つ下

の表のほうの軽減世帯数の減少とどう関係をして

いるのかということで、これが原因ではないのか

というご質問かと思いますけれども、直接は、軽

減世帯が減ったからといって、収入未済額もそれ

に比例して減るということではございませんので、

その辺ちょっとご理解いただきたいというふうに

思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 改めて、おはようございま

す。丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問します。 

  今、前段の山下委員からある程度質問が出まし

たので、私はちょっと確認の意味でお尋ねしたい

と思います。 

  国民健康保険、病気やけがをしたときに医療機

関で３割負担で治療を受けられる、町民の命と健

康を守る国民健康保険です。全世帯で35.5％、

5,229世帯、それから8,305人、これが24.4％です、

が加入しております。４月から埼玉県内、昨年で

すよね、４月から埼玉県内63市町村を一つにした

国保の広域化に制度が変わっています。 

その目的は、国保税を軽減している一般会計の

繰り入れを廃止し、国保加入者の国保税を大幅に

引き上げる、そういう方向に動いていると思うん

ですね。軽くなるんであればいいんですけれども、

だんだんと負担が重くなっている、それが実態で

はないでしょうか。 

  そこでお尋ねします。昨年度の１人当たりの医

療費は幾らだったか。それで、これは県内でどれ

ぐらいの位置になっているのか。それから、１人

当たりの保険税ですね、これは宮代町、どのよう

になっているのか、念のために。それで、県内の

宮代町の位置ですね、それもお願いしたいと。 

  それから、１世帯当たりの保険税、これが今も

言われましたが、どのようになっているのか、ま

た県内での位置、それから全体の収納率ですよね。

これについても報告がありますけれども、一応念

のために収納率、どのぐらいになっているのか。

また、県内での位置ですよね、どのようになって

いるのか。 

  それから、１人当たりの法定外繰入額。これは

今１万7,953円ということです。これは県内でど

れぐらいの位置になっているのか、まずお尋ねし

たいと思います。 

  それから、国保の加入者なんですけれども、構

造的な問題があると言われておりますけれども、

まず高齢者、あるいは低所得者が多いということ

なんですけれども、これについてどのような比率

になっているのか、その点についてもお尋ねした
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いと思います。 

  それから、加入者１世帯当たりの平均所得です

ね、これについてもお尋ねしたいと思います。 

  それで、滞納もあるわけなんですけれども、滞

納世帯はどのようになっているのか、お尋ねした

いと思います。 

  それから、国保の広域化によって宮代町の保険

税も上がってきました。先ほど言ったように、県

のほうでは６年間で国保の赤字を解消していく、

そういうことでございます。現状では、来年も引

き上げられました。これは、あと解消までどれぐ

らいを見込んでいるんでしょうか。その点につい

てもお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  まず、30年度の１人当たりの医療費でございま

すが、宮代町は１人当たり36万874円でございま

して、これは県内で21位でございます。 

  それから、税金の収納率でございますけれども、

現年と滞納分合わせての全体の収納率ですけれど

も、宮代町は85.2％ということで、県内12位でご

ざいます。 

  それから、１人当たりの法定外繰り入れの額で

すが、宮代町は、先ほど額については申し上げま

したけれども、県内で７位となっているところで

ございます。 

  それから、２問目の高齢者の比率でございます

けれども、30年度につきましては、65歳以上の方

が50％となっております。それから、加入者の平

均所得でございますが、30年度が１世帯当たり

……、今、世帯当たりの所得しか手元にございま

せんので、１世帯当たりの所得が120万1,980円と

なっているところでございます。 

  それから、滞納世帯でございますが、30年度に

つきましては、今年の３月31日末時点で626世帯

となってございます。 

  それから、すみません、同じく解消までどれぐ

らいの見込みでいるのかということでございます

が、昨年度、議員の皆様にもご説明しましたとお

り、31年度改正を行いまして、あと、33年度、そ

れから35年度を今予定しておるところでございま

すけれども、町といたしましては、国が考えてい

る６年間で全て解消しようというのはちょっと難

しいというふうに判断をしておりまして、その後、

35年度以降にそのときの赤字額を見ながら、どこ

までかかるのかというのは、改めて試算をしてい

きたいなというふうに思っておりまして、35年度

までに全て解消するという考えはないということ

はぜひご理解いただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  １人当たりの保険税の調定額でございますが、

こちら現年分でございますけれども、宮代町は県

内で45位となっております。 

  それから、１世帯当たりの保険税の調定額、こ

ちらも現年分ですけれども、宮代町は県内で49位

となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  それから、先ほどもう一度ね、確認したかった

んですけれども、質問漏れなんですけれども、不

納欠損なんですけれども、保険税の関係で、不納

欠損処分件数が146件あったということで、これ

の内訳、もう一度お願いしたいと思います。 
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  それから、今１人当たりの医療費ということで、

これは宮代町36万874円ということで、県内21位

ということなんですけれども、これはなぜこうい

うふうになっているのか。 

これまでも医療費がかさむというのは、よく健

康診査を受けて、やはり病気が重くならないうち

に済んでしまうということで、健康診査を受ける

ように、これも医療費を下げるための重要な政策

だと思うんですけれども。一方、やはり受けない

方、重症化で病気がかさんで、医療費もかさむと

いうようなことも言われておりますけれども、宮

代の場合は、その辺、難しいとは思うんですけれ

ども、どのように評価されているんでしょうか、

まず１点伺いたいと思います。 

  それから、先ほど国保の広域化によって国保の

赤字は今後どれぐらいになっているのかというこ

とで、先ほど６年間で解消は難しいということか

ら、その時々の状況によってということなんです

けれども、やはり、これ赤字解消、じゃ６年間で

なくても７年、例えば８年、もう数年過ぎており

ますけれども、これで赤字解消というのは確実に

保険税にかかってくるわけですよね。これは、で

すから、つまり保険税が上がっていくと。少なく

ても今後33年、35年、２回上げると。それで最終

的にはどうなるかまだわからないと。そうなると、

やはり間違いなく言えるのは、国保税の引き上げ

ですよ。 

ですから、今でも大変なのに、今後さらに引き

上げる。かといってね、それについて引き上げな

いようにしたいと言ったものの、先ほどから県の

運営方針にのっとってということですから、それ

はあり得ないわけで。その辺については、これ本

当は首長に聞かなくちゃいけないんですけれども、

担当としてはどのように感じているのか、一つお

尋ねをしたいと思います。 

  それから、もう一つ、それを聞くんですけれど

も、国民健康保険に加入している人に、均等割な

んですけれども、やはり先ほどから高齢者や赤ち

ゃん、子供がいる、増えた場合とかということで、

均等割ですから、かかってくるわけで、国保税を

課税するという、特に赤ちゃんが生まれると、国

保税を課税する。現在３万2,800円ですか、現状

ね。それが１人増えるごとに課税されるわけなん

ですけれども、これは今の少子高齢化の波からい

っても、逆光ですよね。むしろ赤ちゃんの誕生を

祝福するべきだと私は思うんですけれども。 

ほかの全国的な自治体でも、杉戸町でもそうで

すけれども、こういった県への広域化によって、

国保税が引き上げられて、そのかわりに均等割を

軽減する、そういった自治体では増えているんで

すけれども、そういった考えはないのか、あるの

か。もう一点、その点伺いたいと思います。 

  滞納世帯の答弁をいただきました、626、これ

を割ればいいんですけれども、これは率でいうと

何％ですか。それから、確認の上で、金額もお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  １問目の不納欠損の内訳でございますが、まず

倒産が140件、それから生活困窮が３件、所在不

明が２件、死亡が１件で合計146件となってござ

います。 

  それから、医療費が高い理由でございますが、

もちろん宮代町は高齢化率が高いということで、

被保険者の方が高齢化というのが一つ理由はござ

いますけれども、病気の状況で見ますと、30年度、

一番多かったのが慢性腎不全、それから糖尿病、

高血圧、関節疾患、いわゆる生活習慣病と言われ



－２９６－ 

る病気が大半を占めておりまして、やはり生活習

慣病の改善をしないと、宮代町の場合は特に医療

費が削減されないというふうに分析をしていると

ころでございます。 

  これについても、慢性腎不全につきましては、

生活習慣病の重症化予防対策事業を今行っており

まして、徐々に透析の方を今減らそうということ

で努力をさせていただいております。 

  糖尿病、高血圧につきましても、特定健診を受

けて、積極的に受けていただいて、早期発見、早

期治療に努めていただくようにお願いをしている

ところでございます。 

  それから、続きまして、国保税を今後上げるこ

とについてのお考えということでございますが、

現状、県の標準保険税率と町の今の税率を見ます

と、やはりまだ開きがあるところでございまして、

少しずつ上げていかなければいけないのは認識を

しております。 

ただ、先ほどからありますように、被保険者の

方の所得の状況とか、町の高齢化の状況等を踏ま

えて、なるべく少ない税率でいきたいと。それに

は県にも財政負担を要望したりとか、町として医

療費の削減に積極的に取り組ませていただいて、

なるべく上げる率を低くしていきたいというのが

今の考えでございます。 

  それから、子供の均等割の関係でございますが、

今、全国で25市町村が均等割をされているという

ようなことでございますけれども、以前から、町

といたしましては、やはり子供のことですから、

全国的な問題というふうに捉えておりまして、で

きれば国のほうで一つの制度としてつくり上げて

いただければというふうに考えておりますので、

引き続き国のほうに制度の構築の要望をしていき

たいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  それから、滞納世帯の割合でございますけれど

も、全体の11.8％でございます。滞納額ですが、

滞納額につきましては、後ほど資料としてお示し

したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁、ありがとうございま

す。 

  それでは、ご質問させていただきます。 

  まず、１人当たりの医療費、これは私が聞いて

いる中では、県の平均が33万7,864円ということ

で、宮代はそういった意味では県平均よりも高い

と、県内21位ということですので。特に生活習慣

病を下げなければ、やはり医療費は下がらないと、

そういう認識ですので。 

私も国保ですからね、どうしても忙しいので早

目に受けられない。でも、いつも六花さんで受け

ていますので。でも、すごく最近、よくね、わか

りやすいように、受けるように郵送で来るんです

けれども、そういった意味では、そういう努力も

あって、少しずつではあるけれども、増えている

ところは評価したいと思うんですけれども、引き

続き人間ドックも含めてぜひ頑張っていただきた

いと。やはり医療費を下げないと、保険税にもど

うしても反映しますので、そこはお願いしたいと。 

  もう一方なんですけれども、先ほどから国保税

広域化になっても、冒頭、私が言ったようにどん

どん引き上げられるということなんですけれども、

先ほどから聞いているように、国保の加入者は65

歳以上、つまり高齢者が50％、半数もいるわけで
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すよね。それで、低所得者も多く加入しています

し、賃金が低い非正規労働者が、これも多分３割

ぐらいはいるんじゃないかなというふうに思いま

すが。こうした加入者１世帯当たりの平均所得が

120万で、１世帯平均の国保税が12万7,000円です

から、所得の１カ月分が国保税という、こういっ

た過酷な税なんですよ。 

それで、滞納世帯は11.8％ということなんです

けれども、前段で国保保険証の取り上げだとか、

そのあたりはどういうふうになっているんでした

か。すみません、確認したいのと、ですから、国

保税はこれ以上引き上げるのは過酷だということ

で。やはり一般会計からの法定外繰り入れですよ

ね、これをやはりすべきだというふうに思うんで

す。 

  現に国や県の方針だからといって、先ほども言

っているように、じゃ、国保の赤字を国や県では

６年間でやってくれと言っているわけだけれども、

町としては６年間では解消できないという。それ

と同じようにね、やっぱり一般会計からの繰り入

れも増やさなくちゃ大変だという、そういうこと

から、国や県に要請はしていても、やはり態度で

示すべきだと思うんですけれども、その辺、なぜ

できないのかと思うんですけれどもね。 

  それともう一つは、先ほどから言っているよう

に、子供が増えるたびに国保税も増えていくと。

これは国のほうにやっぱり要望していくというこ

となんですけれども、既に引き下げて、引き上げ

ないと、増えてもね、そういう自治体も増えてい

るわけですから、私は、やっぱり少子高齢化、少

子化を考える上でも、これをすべきだというふう

に思うんですけれども。 

これを言うと、必ず全体の子供の政策で、全体

から考えるべきだといつも言うんですけれども、

それは変わらないのかどうか。これだけ少子高齢

化と言われている中でね、私はすべきだというふ

うに思っているんですけれども、国がやってくれ

るまで待つのか、自主的にやろうとしないのか。

これ担当者に聞いてね、ちょっと酷だと思うんで

すけれども。町長、どうでしょうか、その点では。 

  多分ね、答えが同じ答えなんじゃないかなと思

うんですけれども、そういった点で、町長にかわ

ってね、こういう点では少しは変わったという、

そういう面も見せていただきたいなと思うんです

けれども、どうでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず１点目の短期証と資格者証の状況でござい

ますが、まず30年10月に発行したものでございま

すけれども、64件発行してございます。それから、

資格者証につきましては、同じく30年10月に２件

発行してございます。 

  それから、２点目の一般会計の繰り入れを増や

さないことについてどう考えているのかというこ

とでございますが、国保もそうですけれども、町

の財政も大変厳しいというふうに認識をしてござ

いますし、また、法定外繰入金というのは、国保

以外の保険者の方の税金も投入することになりま

す。 

国保制度で医療費の50％は税金で賄うというふ

うになっておりまして、そこの50％の中で既に国

保以外の方は税金を投入しているわけですね。残

りの50％を本来であれば国保税で賄っていくとい

うのが制度の趣旨なんですけれども、そこでさら

に、国保以外の方の税金の投入をさらにしなけれ

ばいけないというのは、どうなのかなというふう

に思っておりますし、また、一般の国保以外の方

からも不公平感を感じているというようなご意見
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もいただくところでございますので、やはり将来

的には法定外を徐々になくしていくというのが国

保運営の安定化につながるのかなというふうに考

えております。 

  それで、広域化で、今後の取り組みになります

けれども、今、埼玉県のほうで税率の均等化を検

討しております。要は、埼玉県内であればどこの

市町村でも同じ税率を払うというような仕組みを

今検討しておりまして、その税率を一本化するに

当たって、やはり各市町村の法定外繰り入れをな

くしていくのが前提になっておりますので。税率

の一本化がいつになるか、まだはっきりはしてお

りませんけれども、やはり町としても、県の税率

の一本化に向けて法定外繰入金を減らしていくこ

とが大事なことかなというふうに考えております。 

  それから、子供の均等割についてでございます

が、国の全体の制度として取り組むことが大事か

なと思っておりまして、今、県内の税率の一本化

の話をしましたけれども、それをやるに当たって、

やはり子供の均等割の取り扱いとかも全ての市町

村で同じ制度でやらないと、なかなかこれできな

いことなんですね。そういったことからも、子供

の均等割については、今慎重に推移を見守ってい

るところでございまして、ぜひ県内の税率の一本

化がスムーズに進むように、町としては環境を整

えていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 決算ですのでね、特に担当

からあれですけれども。またこれについては聞く

機会がありますので、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

  答弁、ありがとうございます。 

  子供の均等割については、今、全国でも始まっ

ていますけれども、そういった中で推移状況を見

守るということで、ここではその程度しか答えが

出ないでしょうからあれですが、よしとはしませ

んけれども、ただ、国保税については、やはりほ

かの方から、税を納めている方との不公平感とい

うふうにおっしゃっていますけれども、国保税が

払えるだけの保険税であればいいんですけれども、

実態はだんだん政府管とかね、それから協会けん

ぽだとか、こう分けられて、国保税が一番大変な

んですよ。 

ですので、宮代の場合は深刻な実態というのは

ないというふうには聞いているんですけれども、

やっぱり全国的にはもう痛ましい、そういったこ

とで、深刻な実態があるわけで。ですから、そう

ならないようにということで、私どもも声を上げ

ているんですけれども。 

  ですから、私は、こうしたむしろ国保税が高く

なっている不公平感を国のほうでも公費１兆円を

投入して、国保税をやはり少なくてもけんぽ並み

に引き下げてほしいというふうに言っているわけ

で、それは何もね、ここだけの話じゃなくて、全

国知事会も市長会、町村会もみんなそういうふう

に言っているわけですよね、公費投入による引き

下げを。ですので、それが一番私もいいことだと

いうことで言っているわけでね、ぜひその点、理

解していただきたいと。 

  そのことで、町民はね、何だ国保だけにという

ふうにはならないと思いますよ、そういう実態を

見ればね。ぜひそういった点でお願いしたいと思

います。 

  この公費投入については引き続き、町でも国・

県に上げていくと思うんですけれども、その点に

ついても、最後、お願いしたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 
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  町といたしましても、財政が大変厳しいと感じ

ておりますので、引き続き国や県に対し、公費の

投入を要望していきたいというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  平成30年から県が国保財政の責任主体となって、

町は税金を収納することと、あと健康事業にしっ

かり取り組みなさいという話で、初年度だったと

思うんですが、決算の説明の中で202ページの新

しく県の支出金というか、普通交付金というのが

新設されました。 

あと、特別交付金、町の取り組みに対して評価

されたということで、ご説明があった中の1,981

万円とかと決算の説明の中で言われたんですが、

これは、ちょっとそんなふうに私は聞いて、赤い

字で書いてあるんですが、それについてちょっと、

この辺の保険者努力支援分とかいろいろあります

が、これについてちょっと具体的に教えていただ

きたいと思います。 

  それから、218ページの、県は健康寿命を延ば

すための事業ということで、保険事業費というと

ころでたくさん入っていますが、健康マイレージ

についての国保がかけたお金というか、負担金が

19節にありますし、それから報償費とかあります

が、これ何名というか、一般会計のほうでも聞い

たんですが、健康マイレージでクオカード、それ

がこっちにも入っているかなというふうに思うん

です。その辺、人数がわかったら教えていただき

たいと思います。 

  それで、健康マイレージに使うお金というのは、

この中のどれなのかをお願いします。 

  それから、220ページの保健衛生普及費ですか

ね、かかった医療費について、年６回発送、２万

6,182通、あと、ジェネリックに関して554通発送

していますという説明がございましたが、年６回

送っているというのは、これ県内全部そうなんで

しょうか。ちょっとそれお伺いします。 

  それから、成果書の197ページなんですが、被

保険者数の状況というので、29年度から30年度、

保険者数が480人減っているんですが、この480人

減ったのは、後期高齢者に行った数とのその割合

というか、その減った人たちのどっちへ行ったと

いうか、それを教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○委員長（丸山妙子君） じゃ、皆さん、おそろい

ですので再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  まず１点目の、1,981万8,000円の内容の関係で

ございますが、成果書の201ページの県の補助金

の表の中に、特別交付金（県繰入金２号分）とい

うのがございますが、こちらの30年度と29年度の

増減が1,981万8,000円増えたということでござい

まして、この特別交付金につきましては、都道府

県化になる前に、埼玉県の特別調整交付金という

のがあったんですけれども、こちらはそれぞれ市

町村の医療費の適正化の状況に応じて配分をする

というような制度でございまして、それがこの特
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別交付金という形で市町村に来ているものでござ

います。 

  今回、2,000万ほど増えたわけですけれども、

その要因につきましては、評価項目が37項目ござ

いまして、そのうち18項目に今回該当いたしまし

て、2,000万円増えたということでございます。 

  特に、特定健診の受診率につきましては、対前

年度の伸び率が県内でも大変高くて、30年度につ

いては、今現在ですと50％を超えるようになりま

した。これについて、県のほうから950万円ほど

交付金をいただけるということで、今回評価をい

ただいたところでございます。 

  それから、２点目のマイレージの関係でござい

ますけれども、決算書の218ページのほうです。 

  疾病予防事業になりますけれども、この中でマ

イレージの経費としてかかわっていますのが、７

番の賃金の臨時職員賃金でございまして、こちら

と、その下の８番の報償費のその他報償費のほう

で、クオカードを支出してございます。クオカー

ドにつきましては、国保の被保険者といたしまし

て396名の方にクオカードを贈呈させていただい

ております。 

  それから、その下の11番の需用費の消耗品のと

ころで、マイレージの歩数計をこちらのほうで購

入をさせていただいております。 

  それから、ずっと下のほうに行きまして、19番

の負担金補助及び交付金で、県の健康マイレージ

システムの負担金ということで41万8,000円を負

担しているところでございます。 

  続きまして、３点目の医療費通知の年６回の関

係でございますが、県内の各市町村ばらばらでご

ざいまして、比較的年６回やっているところが多

いというふうに聞いております。 

  それから、４点目の国保の被保険者の増減の

480の内訳でございますが、この480についての内

訳は、ちょっとデータとしてないんですけれども、

全体の増加、入りと減で、減少の内訳は出してお

りますので、そちらをご参考までに発表させてい

ただきます。 

  一番多いのが、やはり社会保険への加入、国保

をやめて社会保険への加入が51％ございます。続

いて、後期高齢者の加入が25％。次に、宮代町外

への転出が15％となっておりまして、おおむね

480人も、これに比例しているというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  特定健診受診率がもう50％を超えるようになっ

たというので、計画を立て、着実にやってもらい

たいなというふうに思います。 

  それから、健康マイレージのクオカードを396

人ということで、皆さん取り組んでくださってい

るんですが、このクオカードの8,000歩以上とか

その内訳、ありますでしょうか。 

  それから、国保は高齢者と事業者、低所得者と

いうことで、減少の内訳、社会保険へ加入した人

が半分くらいいるということで、これは喜ばしい

のかなと思うのですが、医療費通知の話なんです

が、高齢者が多い中で、この年６回医療費通知を

送るという、高齢者はもう持病というか、もうず

っとかかりつけ医にかかっているという現状があ

るかと思うのですが、それを６回も送られるとい

うか、その辺はどうなのかなというふうに思うの

ですが、その辺の効果というか、あなた、これだ

けかかっていますよという、それを発送するんだ

ろうと思うんですが、６回送るのがいいのか、４

回なのか、３回なのかという、その辺もあるかと

思うんですが、その６回送る意味というのをお願

いしたいと思います。 
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○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） まず、１点目のク

オカードの内訳でございますが、今ちょっと手元

に国保の参加者の内訳がございませんで、全体の

やつはございますので、国保については改めて資

料提供させていただきますので、全体のだけ申し

上げたいと思います。 

  まず、8,000歩以上で検診を受診された方が339

名おりました。8,000歩以上で検診を受診しなか

った方が148名。 

  5,000歩以上8,000歩未満の検診受診者の方が

134名で、5,000歩以上8,000歩未満で検診を受診

しなかった方が95名で、全体で716名おりました

ので、改めて国保の数字に直したいと思っており

ます。 

  続きまして、2点目の医療費通知の６回の効果

でございますが、被保険者の方からは多過ぎると

いうようなご意見もありますし、また、まめにい

ただきたいというような数字もありまして、さま

ざまなんですけれども、今後、回数についてはち

ょっと検討を加えまして、被保険者の方、また、

運協の皆さんのご意見を伺いながら、ちょっと検

討していきたいなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  町で保健事業に力を入れて、健康寿命を延ばす

というところの思いというのが、今年、国保が県

が財政の責任主体となって、そして町は保健事業

をしっかりとやって健康寿命を延ばしますよとい

う、そういう１年目の効果としては、頑張ってい

るんだろうなというふうなことがわかりましたの

で、あと、法定外繰り入れが減ったというのも、

やはり安定的な財政運営というか、医療費をそん

なにかけないで、町だけ単独でやっているという

よりも、少しはよくなってきているな、保険税の

こともありますが、やはり持続可能な制度をつく

っていくというのには必要不可欠なことなので、

仕方ないなというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 反対討論というよりか、今

終わったばかりなので、本会議のところで一緒に

したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 本件に対する反対討論な

しと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号 平成30年度宮代町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第51号 平成30年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

委員会において原案のとおり認定されました。 
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  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３４分 

 

再開 午前１１時３７分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５３号の審査（住民課） 

○委員長（丸山妙子君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第53号 平成30年度宮代町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○住民課長（高橋暁尋君） それでは、本日出席の

住民課説明員につきまして、自己紹介のほうをさ

せていただきたいと思います。 

  私、住民課長の高橋でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。よろしくお願いいたします。 

○国保・後期担当主査（岡安英之君） 失礼します。 

  後期高齢担当しております主査の岡安と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは、何点か質問させていただきます。 

  最初に歳入、保険税です。 

  これ最初に導入されたのが、たしか2008年に導

入されたわけなんですけれども、今回で、見直し

なんかも含めて何回行われたのか、保険税ですね。

何回ぐらい保険税が見直しされたのか、そして、

どのくらい上がったのか、宮代町の保険税。まず

最初にそれをお聞きしたいと思います。 

  それと、成果書の252ページになります。 

  保険徴収事業でございます。決算書では276ペ

ージとなるのかな。保険税の見直しを令和元年度

から行うとしています。現在はどんな見直しが行

われるのか、最初にお尋ねします。 

  それと、２つ目、高額療養費が改正され、引き

上げられました。影響を受けた人数と金額はどの

くらいになるのか。 

  それと、３番目としては、低所得者の軽減措置

が見直され軽減措置がなくなりました。それの影

響額ですね、どのくらいになるのか。 

  あとは、これは私は毎年言っているんですけれ

ども、後期高齢者、国の制度としてやっているん

ですけれども、年齢で区切る、これ何か意味があ

るのかどうか。おかしいなという感じがするんで

すよ。 

80になっても90になってもぴんぴんしている人

がいます。前期とか後期、私なんかは前期という

ことで言われています。後期は、75歳になると後

期と年齢で区切る。これちょっとおかしいんじゃ

ないかなと感じます。どこが違うのか。健康でぴ

んぴんしている人たちがいますよね。自動的に後

期に入れてしまう。年齢で区切るというのはおか

しいと思います、私は。 

今、皆さん長生きしてぴんぴんしている人はい
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ますよ、本当に。自信ない人はいるかもしれませ

んけれども、見直す必要があるんじゃないかなと

私は感じでおります。これは国に対して言うべき

じゃないかなという感じがしますので、ぜひその

辺のところを町としても国のほうに、年齢で区切

るというのはおかしいということで。 

  国際的な比較で、こういう制度を持っている国

はあるんですか。ひとつよろしくお願いします。 

〔「決算と関係が離れているんじゃないの」

と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 決算ですから聞いているん

ですよ。よろしくお願いします。それだけです。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  まず、後期制度発生以来、何回、保険料率の見

直しが行われたかということでございますが、後

期制度は２年に１回見直しすることになっており

まして、少なくても５回見直しが行われたところ

でございます。 

  保険税率につきましては、当初からどれぐらい

上がったかということなんですけれども、上がっ

たときもありますし、下がったときもありますの

で、単純に、なかなか比較はできないんですが、

税率については改めて資料をお持ちしたいと思い

ます。 

  それから、30年度ですね、どんな見直しが行わ

れたかということなんですけれども、まず、保険

料の所得割の関係ですけれども、所得割の軽減措

置が、総所得金額が58万円以下の被保険者につき

まして、５割軽減が見直しをされました。29年度

は２割だったものが、30年度は廃止されたもので

ございます。 

  それから、均等割の軽減も行われまして、被用

者保険の元被扶養者であった方の保険につきまし

ては、９割軽減措置を例年行っておりましたけれ

ども、こちらが、30年度が５割軽減に変更されて

おります。 

  それから、あと３点目、高額療養費の見直しに

よる影響でございますけれども、高額療養費は、

毎月毎月同じように受診して、同じ人が受けると

いうわけではございませんので、仮に30年の７月

と改正があった８月が同じ状態で受けたとしての、

仮の試算ということでご理解いただきたいと思い

ます。そうしますと、８月に影響があったと思わ

れる方が88件ございまして、金額にしますと50万

7,327円の減額となったというふうに考えられま

す。 

  それから、次の質問の年齢区分の関係でござい

ますが、後期制度ができた当時、平成20年度に、

高齢者世代と現役世代の医療費の負担が不明確だ

ったというような理由から、この負担を明確にし

ていこうということで、今回このように後期高齢

者医療制度というのができたというふうに考えて

おります。 

  高齢者の方に１割ないしは、所得がある方は３

割という方もいらっしゃいますけれども、そうい

った負担をしていただくことで、制度の安定した

運営を図っていくというふうに考えております。 

  海外につきましては、特に調査はしておりませ

んので、こういった制度があるのかどうかという

のは、ちょっと今わかりませんので、ご理解いた

だきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 成果書の252ページ、５回

の見直しが行われたということです。 

  この５回におかれて、今回が30年、31年は、１

人当たりはわずか３円引き下げられたんですけれ

ども、その以前はずっと上がっていたんじゃない
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かなと思っております。見直しといっても、これ

は３円ですから、上げなかったというのが本音だ

と思います。 

  後期高齢者導入で本当に皆さん、値上げ、値上

げが続いて、現在はこの埼玉県では今幾らになる

んですか。均等割額が現行４万2,070円から４万

1,700円、所得割が8.34％から7.86％引き下げら

れてということで、７万4,018円、７万4,000円で

すよね。 

  これは健康保険と同じなんですけれども、所得

がない人から取っているということなんですよ。

国民年金からも取っている、７万円ぐらい。１割

ですよね、国民年金の。収入の１カ月分がなくな

ってしまう。こういうことで、やっぱり後期高齢

者をいじめるというのは、ちょっと私には納得で

きないなという感じがするんです。 

  これは国のせいですから、町に言っても仕方な

いと思っているんです。こうやっていても、やっ

ぱり言わざるを得ないというのが本音です。 

  その辺のところでは、やっぱり国に対して、こ

の後期高齢者制度そのものを見直せということで

言うべきじゃないかなという感じはします、これ

については。答えは要りません。どうせ答えは返

ってきませんので、これについては。 

  それと、高額療養費、仮にということで88件見

直しのために行われたということなんですけれど

も、その中で50万何がしの影響が出た。１人約１

万です。１万までいかないけれども、約、そのく

らいの影響は出るんだということで、これ値上げ

ですよね、早く言えば。 

  仮にですけれども、なくなるわけですから、引

き上げられちゃう、今までは保険で賄えたものが

賄えなくなるんですから。 

やはり、先ほど言いました、本当に後期高齢者、

保険税も払えない、健康保険税も、さっきのほう

も質問しましたけれども、払えない人がどんどん

増えてきている。ましてや、後期高齢者になると

収入はない。年金だけです。そういう人たちから

制度を改正するというのはおかしいなという感じ

がします。やはり収入に応じて、こういうものは

やるべきじゃないかなという感じ。 

  私は、もとの老人保険に、健康保険の中ですか、

入れるべきじゃないかなと感じておりますので、

それ以上は質問しません。私の思った意見を述べ

て終わりたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、１点、

細かいことになるんですけれども、決算書の276

ページ、後期高齢者医療保険徴収事業の中で、こ

の中で11の需用費の関係なんですけれども、印刷

製本費となっているものですけれども、額は極め

て少額なんですけれども、この製本の中身をちょ

っとお聞かせ願いたいと思います。 

  あわせて、関連するんですけれども、成果書の

252ページのほうの後期高齢者医療保険徴収事業

の中なんですけれども、被保険者に対して保険料

額決定通知書を送付したとなっておりますけれど

も、これの関連があるのかどうか、この製本費の

関係と。ひとつお聞かせいただきたいと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  276ページの保険料徴収事業の需用費の印刷製

本費でございますが、内容につきましては、口座

振替依頼書の印刷と、あと預貯金調査、滞納者へ

の財産調査を行う際に、預貯金調査表というのが

あるんですけれども、そちらの２つを印刷させて
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いただいております。 

  特に、委員さんがおっしゃっていた保険料の関

係とは特に関係ございません。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  もう１件、ちょっと確認したいんですけれども、

印刷製本費、これの中身、どういうものの印刷を

したかということで、大変細かいことで恐縮なん

ですけれども、中身を教えてください。どういう

製本をしたのか。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  中身でございますが、口座振替依頼書の印刷製

本でございます。それから、預貯金調査の用紙の

印刷でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  実は、国民健康保険高齢受給者証ということで、

案内が高齢者に送られていると思うんですけれど

も、その中身が極めてわかりづらい。例えば、こ

れ持ってきたもの。読めますかね、これ、高齢者

に。こういうものを高齢者に送ってきている。送

ってきているというのかな、事実、製本して、送

ってきているんですけれども。 

  実は、うちの近所でサロンをやっているんです

けれども、サロンをやっている方で、唐沢さん、

我々こういうのはとても中身がわかりませんよと。

これ、我々もちょっと読めないです、こんな小さ

い字。もう少し高齢者にわかりやすい案内とか、

そういう関係を、活字も大きくしてわかるように

してもらいたいなというのが、これ要望なんです

けれども、これ、一つの例で、今後ともいろんな

意味で高齢者にはわかりやすい案内を、ひとつ出

してもらいたいという要望で終わりにしたいとい

うふうに思います。 

  ありがとうございました。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  簡単な質問をしたいと思います。 

  この予算書の説明書を見たんですが、大体ほか

の予算は……、決算書か。ごめんなさい。決算書

は、いろいろな年間の事業を記載されております

けれども、この後期高齢者の事業は特に収納のこ

とに力を入れているようなんですね。何かもう年

寄りは金だけ出せばいいというふうにとれるんで

すけれども、どうなんですか、これ。収納だけに

力入れているようで。 

  あと、もう一点は、ちょうど聞いておきたいな

と思ったんだけれども、75歳以上の者が5,234人、

毎年増えているようですけれども、増えているの

はやむを得ないと思いますけれども、この中で施

設利用者は何人いるのか。施設を利用して入院し

ているというか、完全に施設へ入りっぱなしの人

と、あと、１週間に３回ぐらい通っている利用者

もいますよね。これは何人ぐらいいるのか、ちょ

っと参考のために教えてもらいたいんですが。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  成果書のほうには保険料の取り組みが載ってい

るわけでございますが、保健事業も、実は大変力

を今入れておりまして、１つは一般会計のほうで

人間ドックの取り組みと、成果書のほうでありま

したけれども、人間ドックの補助金を２万7,000
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円に引き上げさせていただいたこともございます

し、保健事業は、基本的に広域連合さんが主催に

なってやりますので、この成果書には実際載って

こないんですけれども、実際には保健事業といた

しまして、30年度、生活習慣病の重症化予防対策

事業を新規で行いましたり、あと、フレイル対策

といたしまして、75歳の誕生日を迎えた方にフレ

イルのチラシを全員に配布をさせていただきまし

た。 

  それから、健康相談といいまして、虚弱な高齢

者の方に保健師とか看護師の方が訪問をさせてい

ただいて、最近の様子をお伺いするというような

ことも始めておりますので、あわせて保健事業の

ほうも充実しているというご認識をいただければ

ありがたいと思っております。 

  それから、施設の入所者ですけれども、今ちょ

っと手元に正確な数字はないんですけれども、今

年の３月31日現在で、約300名の方が施設入所を

されていたかと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

  質問はないですか。いいですか。 

○委員（小河原 正君） はい。 

○委員長（丸山妙子君） では、丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  １点だけお尋ねします。 

  275、276ページの徴収費の関係で、12節の役務

費なんですが、このうち不用額が28万5,000円と

なっております。これについてはコンビニ収納手

数料の執行残ということなんですが、成果書でも、

コンビニエンスストア収納の導入等、納付しやす

い環境整備を推進し、効果的な収納対策に努めた

ということなんですけれども、この辺の予算との

関係で、どうしてこういうふうに不用額が生じた

のか、その点だけお尋ねいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  276ページの不用額の関係でございますが、こ

のコンビニ収納につきましては、介護保険料と同

時に、後期保険料と同時に導入をさせていただき

ました。 

  その際に、毎月かかる基本料と、あと実績に基

づく手数料をコンビニのほうにお支払いするとい

うことで、当初、契約が進んでおりまして、最終

的に介護保険のほうで基本手数料のほうはお支払

いすることになりまして、それが年度入ってから

ということでございましたので、コンビニの手数

料の基本料の部分が執行残として残ったというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） すみません。 

  そうしますと、介護保険料のほうで毎月の基本

料の手数料が、介護のほうで納められたので、そ

の分が執行残ということなんですか。 

  それはなぜなんでしょうか、システム的に。 

○委員長（丸山妙子君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  まず、当初、基本料につきましては、介護保険

料と後期保険料、それぞれかかるという認識でい

たんですけれども、銀行さんとの交渉の中で、基

本料は１個でよろしいというお話になりまして、

それであれば介護のほうでお支払いをするという

ことで、後期のほうが、その分がなくなったとい

うことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 
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〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 本会議で一緒にしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 賛成討論の発言を許しま

す。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号 平成30年度宮代町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 賛成多数であります。 

  よって、議案第53号 平成30年度宮代町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定されました。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時０４分 

 

再開 午後 １時０４分 

 

○委員長（丸山妙子君） では、再開いたします。 

  質疑の前に、介護保険課から先日の答弁に際し

ての回答がございます。お願いいたします。 

○健康介護課長（小島 修君） 改めましてこんに

ちは。 

  貴重なお時間をいただきまして恐縮です。 

先般、決算特別委員会一般会計の中で唐沢委員

からご質問いただいておりました保健センター並

びに公設宮代福祉医療センター六花の駐車場の台

数、さらに六花における運転士さんの年齢につい

てお尋ねをいただいておりました。年齢の確認に

ちょっと時間を要してしまった関係で、ご報告が

本日になってしまいました。大変申しわけありま

せんでした。 

  お手元にご配付させていただいております資料

のとおり、保健センターの駐車場につきましては

30台とめられるようになっております。障害者専

用の駐車場がそのうち２台確保しております。 

  なお、お隣の福祉作業所ひまわりの家でござい

ますけれども、８台分の送迎事業用の車両がこの

中で駐車をしているということでご理解をいただ

きたいと思います。 

  それから、公設宮代福祉医療センターにつきま

しては、65台、うち障害者専用が３台確保してあ

ります。正面のゲート式の駐車場という形でご承

知かと思いますが、そういった形をとっております。 

  また、公設宮代福祉医療センターの運転士さん

の年齢のお尋ねでございますが、50歳代が１名、

60歳代が３名、70歳代が１名、合計５名となって

おります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） それでは、引き続き会議

を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５２号の審査（健康介護 

 課） 
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○委員長（丸山妙子君） 本委員会に付託されまし

た議案第52号 平成30年度宮代町介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○健康介護課長（小島 修君） 改めましてこんに

ちは。 

  健康介護課長の小島でございます。 

  説明員につきましては、自己紹介という形をと

らせていただいて進めさせていただきたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 皆様、こんに

ちは。 

  健康介護課で介護保険と高齢者支援を担当して

おります副課長の岡村でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 同じく健康介

護課介護保険担当の小林と申します。よろしくお

願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） こんにちは。 

  健康介護課高齢者支援担当主査の齋藤でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（齋藤俊美君） 皆さん、こんに

ちは。 

  健康介護課高齢者支援担当主幹の齋藤と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最初に218ページ、これは成果書です。介護保

険料は特別徴収保険料は給料や年金等で100％徴

収される仕組みとなっておりますが、普通徴収保

険料はどのように徴収されているのか、また、何

人の方が普通徴収なのかお答えください。 

  そして、同ページです。収入未済額が普通徴収

で514万7,400円あります。保険料未納者の実態を

わかる範囲でおっしゃってください。また、徴収

はどのようにしているのかお示しください。 

  ３番目として、これはページ数はないんですけ

れども、介護保険設立以来、平成30年現在まで、

国の介護保険改正によってどんな影響が出ている

のか。特養に入れる条件や入所者数の変化があっ

たのか。あと、補足給付は支給されているのかど

うか。それと、利用料は現在幾らなのか、利用料

はどのように変化しているのか、わかる範囲でご

答弁をお願いします。 

  それから、235ページです。成果書は220ページ、

自立支援、重度化防止に取り組んで介護費用を抑

制した自治体に対し、国の財政的支援、インセン

ティブを厚くするとしました。宮代町では493万

9,000円支給されていましたが、どんなところが

国から評価されたのかおっしゃってください。 

  それから、213ページです。要支援者等に対し

て市町村が中心となり、地域の実情に応じ、効果

的かつ効率的な支援等を行うとしているが、これ

を介護保険で使ってやっているのか、それとも町

の負担でやっているのか、財政的な裏づけはどん

な支援なのかお答えください。 

  また、同ページ、213ページです。 

国からの財政的支援を受けた国庫補金は高齢者

の自立支援や重度化防止に関する取り組みを支

援するとしていますが、しかし、これは国や自治

体の公的責任を大幅に後退させて、地域住民の

自立・互助に押しつけるものではないでしょう

か。 
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住民の助け合いについては公的介護保険の受け

皿ではなく、現行サービス、今のサービスの利用

を前提に、地域における支え合いや地域づくりの

促進と考えるが、町の考えをおっしゃってくださ

い。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  まず、成果書の218ページということでおっし

ゃられたかと思いますけれども、介護保険料の特

別徴収と普通徴収についてでございます。 

  介護保険料につきましては、年間の保険料を公

的年金から徴収をする特別徴収と個人の方にそれ

ぞれ納付通知書を交付いたしまして、自主的に納

付をしていただくものが普通徴収ということにな

ってございます。 

普通徴収につきましては、年間６期に原則は納

期を分割いたしまして、６月から偶数月ですね、

２月までの６回で銀行もしくは郵便局の窓口で納

付をしていただくということでございます。 

昨年度からコンビニ徴収を開始をいたしました。

また、ペイビーによる納付といういろいろなチャ

ンネルを設けて、各自納付をしていただいている

ところでございます。 

  普通徴収の対象者でございますけれども、平成

30年度は６期に分けて、合計をいたしますと延べ

で5,392件の納付をいただいております。 

  続きまして、保険料の未納者の実態ということ

でございますけれども、平成30年度末現在、保険

料の段階別の滞納者数が出ております。30年度末

現在、127人の滞納者がいたということになって

おりますけれども、ほとんどの方が第１段階から

第４段階の間の方が特に多くなっているという状

況でございます。 

  続きまして、介護保険制度の改正の影響という

ことでございますけれども、介護保険制度、大幅

に制度が改正されたのは平成27年の介護保険制度

の改正というのがありました。 

それでは、委員さんおっしゃったような特別養

護老人ホームの入所要件の厳格化ということで、

それまで要介護の方であれば入所ができたわけで

すけれども、27年度からは要介護３以上の方が入

所ということになりましたけれども、入所要件は

厳格化されましたけれども、その中で特例要件と

いうか、どうしても特養に入所しなければ生活が

困難という方については、その４特例要件に該当

すれば要介護１からでも入所ができるということ

になっております。 

その関係で、特に介護保険の影響を受けて入所

ができなくなったというような意見は町のほうに

は寄せられていない状況でございます。 

  あと、補足給付でございますけれども、補足給

付につきましても給付されておりまして、成果書

で233ページ及び234ページにまたいでおりますけ

れども、233ページの下段でございます、特定入

所者介護サービス事業ということで、こちらにつ

きまして、施設に入所もしくは短期入所に際して

自己負担される居住費及び滞在費と食費について

一定の要件を満たす方について、限度額を超えた

部分を特定入所者介護サービス費として保険給付

をしているところでございます。 

  また、介護予防につきましても、234ページの

上段にございます給付をしておるわけですけれど

も、30年度は介護予防につきましては実績はござ

いませんでした。 

  続きまして、介護保険の、いわゆるインセテン

ティブ交付金の交付もしくはその使い道について

でございますけれども、こちらは決算書の235ペ
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ージ、236ページの４款国庫支出金、２項国庫補

助金の４目の保険者機能強化推進交付金というこ

とで、493万9,000円の国からの交付がございまし

た。 

こちらにつきまして各種事業に充当をさせてい

ただいたところでございますけれども、基本的に

インセンティブ交付金の充当先ということにつき

ましては、被保険者の自立支援と介護度の悪化防

止に資する事業ということで、介護予防事業やい

ろいろな給付事業に充当をさせていただいたとこ

ろでございます。 

  続きまして、地域支援事業の負担割合というこ

とでよろしいかと思うんですけれども、介護保険

給付と地域支援事業の財源構成ということになる

かと思いますけれども、基本的に保険給付の場合

は公費から50％、また保険料から50％ということ

で賄われるわけでございますけれども、そのうち

地域支援事業につきましては、公費のほうの国が

25％、県と町が12.5％で50％になります。それで

第１号被保険者の負担が23％と第２号の被保険者

の負担が27％ということで、合わせて50％という

負担割合になっております。 

  続きまして、自立支援事業につきまして住民へ

の押しつけではないかということでございますけ

れども、自立支援事業につきましては、成果書の

239ページ以降になりますけれども、地域自立生

活支援事業ということで、さまざまな事業を実施

しております。高齢者等の給食配食サービス事業

や介護相談員による訪問相談と緊急時通報システ

ムの機器の設置や運営、また家族介護の継続支援

として介護用品の給付などがございますけれども、

こちらにつきまして、決して住民への押しつけと

いうことでやっているような事業というものでは

ございません。それぞれ自宅において自立した生

活ができるような支援をしているものでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初に介護保険料です。特

別徴収保険料はわかりました。いろいろなところ

から100％、これは徴収される仕組みになってい

るんですけれども、普通徴収、年６回で銀行や郵

便局、コンビニ、窓口とか、そういうところで払

っているんですけれども、平成30年、5,392人を

６回で割れば出るんだと思いますけれども、何件

の人が、まず最初にちょっとこれを６で割ればい

いんだけれども、計算機がないんであれなんです

けれども、何人の方なんでしょうかね。 

  それと同時に、この中で127人が滞納している

ということなんですけれども、この滞納、第１段

階から第４段階だということで言っております。

この中では第１段階、第４段階では30年度では

1,141から499、440人、1,807人、9,711人中3,000

人ちょっとですね。三千二百、三百人が滞納して

いる。その中の普通徴収の方が滞納しているとい

うことなんですけれども……、普通徴収は右側で

すか。276人、16人、17人、251人、中の127人が

滞納しているということなんですけれども、これ

の原因というのは、まずは収入がないということ

だと思うんですけれども、その辺のところは把握

しているんでしょうか。どういう状況で滞納して

いるかということ。その辺のところ、ちょっと答

えがなかったので、もう一度お聞きします。 

  それから、介護保険設立以後、27年以降大幅に

変わってきたということなんで、入所が要介護か

ら３以上になってしまった。しかし、その中で４

条件が当てはまれば、いつでも入れますよという

ことなんですけれども、この４条件に当てはまっ

た人数というのは何人ぐらいいるんでしょうか。 

  また、３以上ですから、１、２の人が何人ぐら
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い入れなくなってしまったのかおっしゃってくだ

さい。 

  あと、インセンティブ、財政的支援をどんなと

ころが国に評価されたのかということで聞いてい

るんですけれども、その辺の答えがなかったんで、

どんなところが、やっていることはわかりますよ。

国が評価したところというのはどういうところが

言われているのか、わかる範囲でいいですよ、お

っしゃってください。 

  それから、要支援者等に対して公費で50％、そ

の中で国が25％ですか、そのほか市町村でやって、

あと残りが、これ負担というのは介護保険料の中

から負担をするということを意味しているんです

か、それとも個人負担ということなんですか。ち

ょっとわからない。要するに、介護保険から抜け

たということなんですか、これは。その辺のとこ

ろもおっしゃってください。町の財政でやるのか、

国の財政でやるのか、個人負担もあわせてやるの

か。介護保険から抜けたということなんですか。

その辺のところがわからなかったので、もう一度

お願いします。私はちょっとこの辺のところが引

っかかってしようがないんですけれどもね、本当

に。 

  それから、最後のことなんですけれども、地域

住民に自立を押しつけてはいないということを言

っているんですけれども、いろいろと見ていると、

住民自治の自立支援、重度化防止に取り組んだと

ころには国も出すと言っていますし、町も自立支

援とか、そういうのに応援をしている。それはそ

れでいいんですよ。私もそれは賛成です。自立支

援、重度化防止だとか、そういうのは賛成ですけ

れども、ただ、介護保険から外れたやり方という

のはおかしいんじゃないかなという感じはするん

で、その辺のところはどうなのか。介護保険の制

度の中でやっているのかどうか。そういうところ

をもう一度お願いしたいんですけれども、よろし

くお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、普通徴収の被保険者数の人数でございま

すけれども、成果書では225ページにございます

普通徴収対象者の保険料段階ごとの人数というこ

とで、第１段階から第11段階まで、合わせて

1,056人、こちらの方が普通徴収の対象者という

ことになっております。 

  それで、先ほども申し上げましたけれども、滞

納者の数でございますけれども、127人というこ

とで、第１段階から第４段階に特に多く、そうで

すね、第１段階と第４段階に多く分布していると

いうことで、127人のうち第１段階が51人で、第

４段階が31人ということで、多くその段階にいる

ということでございます。 

  その方たちの滞納となった理由でございますけ

れども、窓口等、もしくは電話等の相談の向こう

の、滞納をしている方の納付をできない理由とい

うことにつきましては、やはりなかなか年金の収

入額が少ないために納付をできないというような

ことをおっしゃられるケースが多いという実態に

なっております。 

特に第１段階につきましては、生活保護受給者

の方であったり、非課税世帯で、前年の年金収入

額が80万円以下の方ということになっております

ので、無年金の方や年金が少額の方が多数おりま

すので、なかなか納付が困難だというような理由

を述べられる方が多い状況でございます。 

  続きまして、制度改正による影響ということで、

その４要件に特別養護老人ホームの入所、要介護

３以下の方の４要件に該当しないで入所できなか
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った人と入所できた人ということでございますけ

れども、基本的に入所できなかった方ということ

につきましては、ちょっと把握のしようがござい

ませんので、そちらの数は把握しておりません。

特例要件の４要件に該当して入所した方は、平成

31年の３月月報によりますと、合計で６人の方で

すね。要介護１で２名、要介護２で４人の方が入

所をされております。 

  続きまして、インセンティブ交付金ですね、保

険者機能強化推進交付金の交付について、どんな

ところが国から評価されたのかということでござ

いますけれども、こちらの評価のポイントという

のが多岐にわたっておりまして、100を超えるよ

うな評価項目がございます。それを点数化をして、

こういう事業はやっている、このような事業はま

だ十分にできていないというような調査票を提出

いたします。その中で全国の自治体を順位づけし

まして、全体のパイの中からその順位に応じて交

付をされるというような仕組みになっている関係

がございます。 

評価項目が本当に多岐にわたるので、ここで１

つずつちょっと述べるのは難しいんですけれども、

特に当町につきましては、要支援の方たち、もし

くは元気な高齢者の社会参加や要介護、要支援の

方たちへの自立支援、もしくは重度化防止への取

り組みが認められて、ある程度の順位、点数が確

保できたのかなというふうに感じております。 

  続きまして、介護給付の負担割合でございます

けれども、保険料から50％を負担していただくと

いうことで、先ほど申し上げましたとおり、介護

保険料のほうから第１号被保険者については23％

ですね、全体の。それと第２号被保険者からは

27％の負担ということで負担をしていただいてお

るものでございます。 

この負担につきましては、保険給付の分の負担

割合でございまして、介護サービスを利用した場

合に、利用料が個人負担が利用者の負担が１割、

もしくは２割、３割というような負担がございま

すので、その残った保険給付のほうの額を公費と

保険料で負担をするという割合でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） １つ目が介護保険料普通徴

収、人数はわかりました。1,056人いる、普通徴

収。その中で127人が滞納しているんだ。その中

では第１段階が51人、第４段階が31人いて、実態

としては窓口相談で、年金の収入が少ないとか生

活保護だとか、80万円以下だとか、あとは無年金

者、これはわかるんですよ。その実態はわかりま

した。ただ、この未納者が介護保険を使うとすれ

ば、これは使えるんですか、使えないんですか。

その辺のところをもう一度お願いします。 

  それから、介護保険の改正、これも改正の中に

入ってくると思うんですけれども、先ほどの２番

目の問題はね、そういう中でちょっと補足という

ことで、もう一度お願いしたいと思います。 

  それと、国のほうで100を超える……、３番目、

自律支援だとか取り組んだインセンティブですか、

厚くしたということなんですけれども、宮代町は

この調査項目に書いて国に提出したと思うんです

けれども、100を超える評価表ということで、一

つ一つは言えないと思いますけれども、これはや

はり国が成果を見るということで、これは国が勝

手に宮代町のあれを見るということで、成果書と

かそういうのは、答えとかそういうのはないんで

しょうか、こういうのは。国のサイドによって決

まってしまうんでしょうか。もうこちらから計算

することは不可能ということでよろしいんですか。 

  それから、要支援者に対してのことなんですけ

れども、経費としては保険から50％、介護保険か
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ら23％、２号保険から20数％給付されるんですけ

れども、個人負担で１割、２割、３割負担がある、

その中で。この１割、２割、３割負担の個人負担

の条件というのは、まず最初におっしゃってくだ

さい。どういうところが１割負担なのか。収入に

応じてだと思うんですけれども、収入だけなのか。

１割負担、２割負担、３割負担、それだけをお願

いします。 

  あとは地域住民のことはやっているということ

なんですけれども、私からすれば、だんだん地域

住民に押しつけてきているなという感じはしない

でもないので、それはこちらの考えですから、き

ょうはちょっと質問はこれで終わりたいと思いま

す。最初の問題だけお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再々質問にお答えを申し上げます。 

  まず、介護保険料の未納者、滞納者の介護サー

ビスの利用についてでございますけれども、基本

的に介護保険サービスが使えないということはご

ざいません。介護保険の被保険者であれば、皆様

等しく介護保険のサービスは利用できるという状

況でございます。 

  ただし、給付制限というのがございまして、介

護保険料を２年以上滞納すると、保険給付の償還

払いや利用者負担の３割を負担しなければいけな

い。１割の人でも３割を負担しなければいけない

というようなペナルティーを受けることになりま

す。 

  続きまして、インセンティブ交付金の評価指標

の公表ということだと思いますけれども、こちら

につきまして、評価指標から点数化されたものは

それぞれの自治体において確認をすることができ

ます。また、全国の平均点等も確認をできます。

その中でどのくらいの率で交付をされたのかとい

うことについては、具体的には知ることはできま

せん。 

  続きまして、介護サービスの利用者負担金の自

己負担の割合でございますけれども、先ほど申し

上げましたとおり、１割、２割、また３割という

自己負担があるわけでございますけれども、その

要件につきましては、３割の方につきましては65

歳以上で本人の合計所得が220万円以上の人で、

本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入

プラスその他の合計所得金額が１人の場合は340

万円以上、２人以上の場合は合わせて463万円以

上の方につきましては３割負担。 

２割負担の方につきましては、65歳以上で本人

の合計所得金額が160万以上220万未満ということ

ですね。それと本人を含めた同一世帯の65歳以上

の方の年金収入プラスその他の合計所得金額が１

人の場合は280万円以上340万円未満、２人以上の

場合は合わせて346万円以上463万円未満の方。 

それ以外の方につきまして１割負担ということ

になります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 年金が１人で200万円以上

もらっている人というのは本当に少ないと思いま

すよ。働いている人で年収600万以上にならない

とこのぐらいにはならないんじゃないかなという

感じはします、年金もらう人たちで。 

  やはりこのような介護保険、私は持続的にやる

場合は、やっぱり負担がちょっと重た過ぎるんじ

ゃないかなという感じがしますので、ぜひ国のほ

うにもこの介護保険の要請を強く町としても言う

べきじゃないかなという感じはしますので、ぜひ

その辺のところもよろしくお願いしたいと思いま

す。これは要望です。 
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  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  １点だけ聞いておきたいなと思うのは、認定す

る時間、介護認定、これをちょっと教えてもらい

たいんですけれども。人によってはいろいろ時間

もかかるだろうけれども、基本となるような時間

を、中には大分時間がかかって困るという話も聞

いております。介護認定を受けるような人という

のは困っているわけですからね。これ行程表とい

うのか、そういうのがわかったら教えてもらいた

いと思います。 

できるだけ早く認定を受けるにはどうしたらい

いのかというのも、ひとつ教えてもらいたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  小河原委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  介護認定の認定がおりるまでの期間にどれくら

い要するかということでございますけれども、介

護認定のまず申請をしていただいて、その後、そ

の方のかかりつけ医、これまでに直近で通院した

医療機関があれば、そちらの医療機関のほうに医

師の意見書というのを請求します。その期間に、

請求をしてから交付をされるまでに大体１週間か

ら２週間程度かかります。 

その後、その医師の意見書を確認するとともに、

同時に日程調整を行いまして、町の認定調査員が

自宅もしくは入院施設のほうに認定調査にお伺い

をいたします。認定調査も１時間程度の、実際に

顔を見ながらいろいろな質問をしたり、介護者の

方から状況を確認したりして、１時間程度、時間

を要します。それも大体医師の意見書が出てきた

ころにお伺いできますので、申請から１週間から

２週間ぐらいの間には認定調査にお伺いをするこ

とができます。 

認定調査員がその認定調査の結果をまとめたも

のを電算のほうに入力をいたしまして、電算の一

次判定というのをいたします。一次判定が出まし

たら、すぐに今度は認定調査会のスケジュールに

合わせて、毎週金曜日に認定審査会を行っており

ますので、認定審査会のほうで審査をしていただ

いて、その場で結果が出るというような状況がご

ざいます。 

  ですから、基本的には長くても１カ月ぐらいの

間には皆さん、認定結果が出て、中には医師の意

見書が遅れたり、なかなか入院している方で状態

が安定しなかったりすると、やっぱり認定調査に

お伺いする時間がかかったりしてしまうことがあ

りますので、その方たちについては、ちょっと１

カ月では認定がおりないというようなケースもご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 今、おおよその認定を受

けるまでの方法というか、時間を聞きましたけれ

ども、この１カ月が長いと言うんですよね。これ

詰めることはできないんですか。問題はそこなん

ですよ。 

これね、今までの基本にはまったやり方をやっ

ているから１カ月もかかるんですよ。これを半分

ぐらいに、短期間にどんどん仕事はできないんで

すかね。もう認定を受けたい人は１カ月も待てな

いというのがあるんですよ。認定している人は健

常者だから、そんなに困ったことはわからないで

しょうけれども、される方は健常者じゃないんで
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すよ。これ何とかならないですかね。 

これ延ばして１カ月もかかったら本当に認定を

受けた方は嫌になりますよ。私も何人かに言われ

たんですよ。何とかならないのかと。本当に認定

を受ける人は、もう一日も早く受けたいから、も

う首を長くして待っているわけですよ。それがい

つになったってなかなか進まないような感じで捉

えているんですよ。 

  これ認定を受けるまでの期間を詰める方法はな

いんですか。考えたこともないんですか。それは、

よく言う、私は悪いことを言うわけじゃないけれ

ども、いかにどうするかというのは、その先は言

わないけれども、わかるでしょう。いかに早くや

ろうという考えは持っているんですか。俺、どう

も持っていないような気がしますよ。いつになっ

ても同じようなペースで決めていると。それを何

とか、たとえ１週間でも、もうこれ半分に縮めた

ら本当にみんな喜びますよ。何とかならないんで

すかね。私は余りやらない理屈は聞きたくないん

ですよ。やる理屈を聞きたいんですよ。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  先ほど申し上げました認定に要する期間でござ

いますけれども、これは標準的な期間でございま

して、いろいろなケースがございます。今、委員

さんおっしゃられたように、一日でも早く認定が

欲しいという方も中には当然いらっしゃいまして、

これまでにもがんの末期であったり、もうすぐに

でも認定が欲しいというような方がいらっしゃい

ました。そういう方につきましては、医師の意見

書の提出を待たずに、早急に認定調査にお伺いを

して、次の認定審査会で点数に余裕があれば、当

然その中で審査をしていただいて、早急に認定結

果を出すというようなケースもございました。 

  また、サービスの利用につきましても、決して

認定がおりなければ利用ができないということで

はございませんで、決算書の247ページ以降にご

ざいますけれども、保険給付費で介護サービス等

諸費のところで居宅介護サービス給付費があって、

２目で特例という文字がつくサービスがその後に

必ずついてきておると思いますけれども、こちら

の特例がつくサービス給付につきましては、認定

結果が出る前のサービス利用をした場合に給付を

するものでございまして、認定結果が出る前のサ

ービス利用についても、全て対応できるように対

応しておりますので、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 一生懸命やっているとい

うのはわかるんですよ。今、最後にいい言葉が出

ました。特例というのがあると。全部特例にする

ようにしてもらいたいですよ。そのぐらい待って

いるんですよ。それ、一部の人はというんでは、

これは困るんですよ。もうこれから宮代町も困っ

た人を中心にどんどん高齢者が増えてくる時代で

すので、その特例をとって、全員が特例になるよ

うにしてもらいたいと思います。そのことを強く

言っておいて、それ以上言っても職員の皆さんも

大変でしょうから、本当にもう今の平均１カ月と

いうのはやめてもらいたい。たとえ10日でも詰ま

るように、全員が特例のようにやるようにしてく

ださいよ。そのことを言っておきますので、要望

というのは嫌なんです。強くやってもらいたいと

いうことで、質問はやめます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 
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○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  まず、決算書の218、219ページの不納欠損なん

ですが、458万8,000円、これについての主な理由

と、それから件数はどうなっているんでしょうか。

少ないとは思いますけれども、その点お願いいた

します。 

  それから、235、236ページの調整交付金なんで

すが、これは前年比で約1,316万円の減額という

ことなんですが、私は国のほうのさじ加減かなと

思うんですけれども、とりあえず高齢者の所得状

況等を勘案してということだと、宮代はそれらを

含めると、じゃ、よくなっているのかなという感

じもするんですけれども、その辺の調整交付金の

状況を伺いたいと思います。 

  それから、決算書の245、246ページの介護予防

支援事業、介護予防ケアプランの作成委託料とい

うふうになっているんですけれども、国保でも言

ったんですけれども、やはり国保税が高くなって

おります。やっぱり医療費を削減するためにも健

康が何よりだと思いますが、介護サービスにかか

わる費用を抑制するためには、介護状態にならな

いようにすることが一番肝心かと思います。それ

には介護予防なんですけれども、この介護予防、

健康づくりをどういうふうにつくっていくのかと

いう意味で、関連でお尋ねしたいと思います。 

  それから、次のページの247、248ページの趣旨

普及費なんですけれども、これは制度改正に伴う

変更点を含めた皆保険制度を知らせるパンフレッ

トということなんですけれども、これについても

お尋ねをしたい。執行していないということなん

ですけれども、それについてのご説明をお願いし

たいと思います。 

  それから、最後ですが、今、少子高齢化で宮代

も高齢化も非常に進んでおります。団塊の世代が

75歳以上となる令和７年以降ですかね、医療、介

護、介護予防、住まいの自立した日常生活の支援

ということで、こういった高齢者が住みなれた地

域でどう暮らしていくか大事なことだと思うんで

すけれども、地域包括支援ケアシステムの構築を

進めていかなければいけないと言われていますが、

どういうふうに現状を捉え、どういうふうにその

構築を進めていくのか、その点について最後お尋

ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  まず、不納欠損でございますけれども、平成30

年度の不納欠損につきましては、決算書の233ペ

ージ、234ページにございますとおり、不納欠損

額、上段の介護保険料総額で458万8,200円という

ことでございますけれども、不納欠損の件数につ

きましては、合計で510件でございました。26年

度の保険料が５件、27年度が23件、28年度が479

件、そして29年度、これは即時欠損でございます

けれども、１件ございました。こちらの方につき

ましては、滞納理由が低所得であったり介護保険

制度についての理解が不足していたり、もしくは

本人が死亡、もしくは国外等に転出をされて、か

わって納める方がいらっしゃらないというような

ケースでございました。 

  続きまして、決算書の235ページ、調整交付金

でございますけれども、こちらにつきましては、

第１号被保険者の所得状況等にもよるんですけれ

ども、比較的宮代町はこれまで第１号被保険者の

所得が高い自治体に分類をされておりましたけれ

ども、最近はほかの自治体ともそれほど遜色がな

いような状況になっていることから、ここ何年か
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は調整交付金が交付されているというような状況

でございますけれども、昨年度は3,197万2,000円

ということで、前年と比較して約600万減額とな

っている状況でございます。こちらにつきまして、

国のほうで一定の基準に従って交付をしてくるも

のでございますので、できるだけ町としても確実

な申請をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  続きまして、決算書の245、246ページの介護予

防支援事業費の介護予防ケアプラン作成事業の委

託料でございますけれども、こちらは住所地特例

で介護予防のサービスを利用されている方のケア

プラン作成を町外の居宅の事業所に委託をした場

合に、町のほうから委託料として支払いをするも

のでございます。 

それに関連して、介護予防と健康づくりについ

て、今後どのように進めていくのかということで

ございますけれども、成果書のほうにもございま

すけれども、成果書では230ページ以降にござい

ます介護予防サービスの給付費から、その後の地

域支援事業まででございますけれども、さまざま

な町支援事業では、住みなれた地域で引き続き安

心して安全に暮らせるように介護予防の事業を進

めていく、もしくは一般会計のほうの事業になり

ますけれども、健康づくりの事業もさらに充実を

して進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  続きまして、決算書の247ページの上段の趣旨

普及費でございます。当初予算として42万2,000

円の趣旨普及費が計上されておりましたけれども、

昨年度は執行がございませんでした。こちらにつ

きましては、通常、制度改正があったときにパン

フレットやリーフレットの刷りかえを行いまして、

趣旨普及に努めてきたところでございますけれど

も、30年度中は大幅な制度改正がなかったという

ことで、パンフレット等の…… 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） そうですね。

前年度は保険料改定があったことから、大幅な刷

りかえを行ったところでございましたけれども、

そちらの印刷の残がございました関係で、制度改

正もなかったということで執行はしなかったもの

でございます。 

  続きまして、少子高齢化に伴う地域包括ケアシ

ステムの構築についてでございますけれども、地

域包括ケアシステムにつきましては、先ほど委員

さんおっしゃったとおり、介護、介護予防、医療

と住まい、そういうような柱がございます。そち

らの柱を充実するために、当町では成果書の242

ページの在宅医療・介護連携推進事業や生活支援

体制の整備事業、または地域支援事業としての介

護予防の普及啓発事業、成果書の236ページ以降

になりますけれども、介護予防の普及啓発事業と

いうことで、さまざまな事業を展開しております。 

こちらの事業を今後も充実していくことによっ

て、一日も早い地域包括ケアシステムの構築に向

けて努力をしていきたいというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  まず、再質問なんですけれども、235、236ペー

ジの調整交付金なんですけれども、これは先ほど

も言ったように、国のほうのさじ加減というふう

に思っているんですけれども、国で一定程度交付

するものなんですけれども、ただ、高齢者の所得

状況なども勘案すると言われると、やはり宮代町

の高齢者の所得状況はどうなのかなというふうに

思うわけですよ。 

減らされているわけですから、そういう点では
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一時は高かったけれども、今はそうでもなくなっ

た。じゃ、何で調整交付金、減額されるのという

ことになるので、その点どうなのかとお聞きした

んですけれども、どうなんでしょうか。 

ちょっと先ほどの答弁では、これにかかわる、

所得状況にかかわる減額は600万ということで説

明されたんだと思うんですけれども、この辺につ

いてのご説明、もう一度すみません、お尋ねした

いと思います。 

  それから、247、248ページの１目趣旨普及費な

んですけれども、制度改正に伴うパンフレットと

かリーフレットの作成なんでしょう。それが説明

では在庫を活用したということなんですけれども、

制度をそのものが改正されたのに、それに合った

普通パンフレットを作成だと思うんですけれども、

それが何で在庫で済んでしまったのか。金額は大

したことありませんけれども、その辺がよくわか

らないんですよ。お願いしたいと思います。 

  それから、介護サービスに係る費用を抑制する

ためには、今後何に力を入れなければいけないか

という趣旨でお聞きしたんですけれども、そうい

った点では介護予防、健康づくりが必要だという

ふうに思うんですけれども、現状の状況の中でど

ういうふうにそれをつくり上げていくのか。 

それから、先ほど言った団塊の世代がこれから

もっともっと多くなる中で、地域包括支援ケアシ

ステムの構築、決算ですので、成果書をもとに先

ほど言っていただいたんですけれども、そういっ

た点では、どういったところに力を入れて今後い

かなければいけないか、そういう意味での質問な

んですけれども、そういった点では、今後のこと

ですけれども、やはり新年度予算にも反映してい

くわけですし、もうはっきり団塊の世代、これか

らもっともっと進んでいくわけで、現状のままで

いいのかなという思いもしますので、その点どう

いうふうに計画を立ててやっていくのか。そうい

うことでお聞きしたつもりなんですが、よろしく

お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

  再開は２時25分といたします。 

 

休憩 午後 ２時１２分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  先ほどの住民課の答弁がございますので、お願

いします。 

○住民課副課長（草野公浩君） はい。 

住民課副課長の草野と申します。 

  先ほどの国保と後期の委員会におきまして、デ

ータを後ほど出させていただくというのが幾つか

ございましたので、提出をさせていただきます。 

  まず、国保のほうでございますが、まず、１番

の所得が300万円で４人家族の年間の税額は幾ら

かということでございまして、46万9,200円でご

ざいます。 

  ２問目に、30年度の滞納世帯の626世帯の滞納

額ですけれども、7,594万6,401円でございます。 

  それから、３点目、健康マイレージの国保のク

オカードの贈呈数ですが、8,000歩以上で検診受

診者が235、未受診者が44。5,000歩以上8,000歩

未満で健診受診者が87、未受診者が300で、合計

396名となっております。 

  続きまして、後期の委員会におきましての質問

でございますが、保険料の変遷ということで、平

成20年、21年初年度が均等割が４万2,530円、所

得割率が7.96でございます。 

  現在は平成30年、31年度の均等割４万1,700円
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の、所得割率が7.86％となっております。 

  以上でございます。大変申しわけありませんで

した。 

  失礼いたしました。5,000歩以上8,000未満の未

受診者が30名でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、調整交付金の交付でございますけれども、

調整交付金につきましては、町のほうから国に対

して、諸係数等の調べというのを提出させていた

だいております。こちらにつきましては、介護給

付の額と前期・後期高齢者の人数、それと、後期

高齢者と前期高齢者の認定者数、それに加えて、

所得段階別の被保険者数という数値を提出させて

いただきまして、こちらを係数にいたしまして、

全体の国の予算をその率に応じて交付をしていた

だくものでございます。 

  その関係がありまして、先ほど申し上げました

600万円の減額、もしくは他市町村との比較もで

きないということもありまして、ちょっと理由に

ついてははっきりと申し上げられない状況でござ

いますけれども、調整交付金につきましては国の

ほうの予算額から、先ほど申し上げました諸係数

を掛けたもので順位づけをされて、交付もしくは

不交付ということが決定されるものでございます。 

  続きまして、趣旨普及費の未執行ということで

ございますけれども、先ほど申し上げたんですけ

れども、残部利用という言葉が適切ではなかった

ということでございます。 

  制度改正に対応するパンフレット、もしくはリ

ーフレットを、29年度予算で30年度の保険料改定

についてのパンフレットを作成していただきまし

た。その関係で、30年度はもう当初から予定して

いた印刷をしたパンフレットの配布をしてきたた

めに、残部ではなくて、そのもので対応をさせて

いただいたということでございます。30年度、年

度途中に制度改正がなかったということで、予算

執行はしなかったということでございます。 

  続きまして、介護給付費の抑制のための介護予

防、健康づくりということでございますけれども、

これから少子高齢化によって、ますます高齢者が

増加する、もしくは介護給付費も増加をすること

が見込まれております。 

  そんなようなことから、先ほども申し上げまし

たとおり、特に介護予防に力を入れていきたいと

いうふうに考えております関係から、成果書の

236ページ以降の介護予防についての普及啓発や

成果書の239ページにある地域自立生活支援事業

や242ページの在宅医療・介護連携推進事業、も

しくは生活支援体制整備事業及び認知症総合支援

事業等に力を入れていきたいというふうに考えて

おります。 

  続きまして、地域包括ケアシステムの構築に向

けて、どのようなところに力を入れていくのかと

いうことでございますけれども、今の答弁にも関

連するんですけれども、今後、当町におきまして

は高齢者の人口がますます増えていって、かつ前

期高齢者と後期高齢者の数が逆転をすることも推

計されております。 

  現在、2025年、令和でいいますと令和７年度に

は全体の高齢者人口が１万803人、そのうち後期

高齢者が6,690人、約７割です。前期高齢者が

4,113人ということで、３対７の割合に後期高齢

者のほうがどんどん増加してくるというふうに推

計をされております。 
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  一般的に言われるところでは、後期高齢者にな

ると前期高齢者のときよりも７倍程度、介護状態

に陥る可能性が高くなってくるというようなこと

も言われております。 

このような人口動態に対応すべく、地域包括ケ

アシステムの構築が急がれるところでございます

けれども、特に宮代町につきましては、先ほど申

し上げました地域包括ケアの柱であります医療と

いうようなところで、社会的な資源に恵まれてい

ないというような状況もございますので、近隣の

市町と力を合わせながら連携を図って、在宅医

療・介護連携を推進していく、また、元気な高齢

者が引き続き地域の中で社会的な役割を持って社

会参加ができるような生活支援体制の整備等に力

を入れていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません。簡単に１点

だけお願いします。 

  247、248の保険給付費の施設介護サービス給付

費の説明がありまして、5,141万円の増で、計画

値を上回ったというご説明がございました。 

  それで、第７期介護保険事業計画の平成30年度

は１年目だったんですね。ちょっと忘れてしまっ

ていたんですけれども。１年目に施設介護が、居

宅介護ももちろん増えていますけれども、施設介

護が上回っているということは、今、2025年の推

計をお話しされていましたけれども、後期高齢者

が多くなってきて、そして、介護予防のほうを一

生懸命やらなきゃいけないという流れにはなって

いますけれども、宮代においては、こういう施設

介護のほうが推計値を上回ったということは、今

までも推計値を上回るということはよくあるとい

うか、当たり前のことなんですかね。この辺の評

価というか、をお伺いします。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  角野委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  まず、介護保険の特別会計の予算の設定につき

ましては、基本的には介護給付につきましては、

介護保険事業計画の計画値から数値を持ってきま

す。なかなか直近の実績等に基づいて予算を加味

するということは難しいというような状況があり

まして、３年スパンの介護保険事業計画から持っ

てくる関係で、どうしても見込みを上回ってしま

う件数、もしくは大幅に下回る件数というのが出

てきます。 

  特に、施設介護サービスの給付につきましては、

近隣に特別養護老人ホームが新たにできたりとか、

圏域内に施設が整備されたりというような状況が

ございますと、急激に給付が伸びたりするという

ことがありまして、事業計画の計画値を上回ると

いうような状況が発生するというのは、通常よく

あることでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  では、第７期の事業計画でいくと、初年度でこ

れだけ上回っていますので、次の年も次の年も、

令和元年度、令和２年度も上回るという予想でい

いというか、施設介護ですから、もうそうなって

いくということはほぼ確定みたいな形で判断して

いいということですか。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えを申し上げます。 
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  やはり、介護保険事業計画は３年スパンで計画

値を設定しております。今のところの見込みでご

ざいますと、30年度初年度から大幅に上回ってい

るということもございますので、予測としては令

和元年度と令和２年度についても、引き続き上回

る可能性はないというふうに考えられます。 

  大幅に上回るのがあらかじめ予測できる場合は、

事業計画の見直しということもできるということ

もございますので、それの必要性があるというこ

とであれば、計画の見直しもあり得るというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  １点だけお聞きしたいんですけれども、第７期

介護保険事業計画というものがありますよね。こ

れは高齢者の尊厳が守られる、自分らしく生き生

きと生きていく、そんな目的を持っておるんです

けれども、例えば団塊の世代、75歳以上になるの

が令和７年だというふうに言われておりますけれ

ども、これに向けて地域包括支援システムの構築、

これをどのように進めていくのか、ちょっと大き

な質問になっちゃうんですけれども、どのような

目標を持って進めていくのか、その点１つお聞か

せ願いたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  唐沢委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  ますます少子高齢化が進んで、介護を必要とす

る高齢者の増加も懸念されるところでございます

けれども、先ほど来、申し上げますとおり、地域

包括ケアシステムの、一日も早い構築が望まれて

いるわけでございますけれども、先ほども申し上

げましたとおり、なかなか、当町におきましては

医療に関する社会資源に不足が生じているという

こともございますので、医療・介護の連携につき

ましては、近隣市町と引き続き連携を図りながら、

在宅医療・介護連携の推進、そして、独自で生活

支援体制の整備で介護予防、もしくは高齢者の社

会参加ということで進めていく必要があるという

ふうに考えております。 

  また、高齢者の尊厳が守られ、安心して安全に

生活が持続できるように、認知症の高齢者の方々

についても、引き続き生活が安定してできるよう

に、認知症の総合支援事業等についても進めてま

いりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 反対とか賛成とかというわ

けじゃないですけれども、これをまとめて本会議

において…… 

〔「反対なのか」と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） まとめて反対討論を本会議

で言いたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号 平成30年度宮代町介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数。 

  よって、議案第52号 平成30年度宮代町介護保

険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４４分 

 

再開 午後 ２時５０分 

 

○委員長（丸山妙子君） それでは、再開いたしま

す。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５４号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸山妙子君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第54号 平成30年度宮代町公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長の石塚でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） 主幹の忽滑谷

です。よろしくお願いします。 

○下水道担当主査（高澤 学君） 下水道担当主査、

高澤と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か質問させていただきたいと思います。特

に成果書のほうを中心に質問させていただきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  成果書の255ページの関係で、本年度の中川流

域下水道建設負担金の関係なんですけれども、こ

の中で、負担金、建設負担金が3,247万円、維持

管理負担金ということで１億1,064万円というこ

とで、トータルして１億4,311万7,000円ですかな、

この額なんですけれども、そこでお聞きしたいん

ですけれども、現在、11市４町でそれぞれ負担金

を出していると思うんですけれども、この各市町

村の負担金の額をひとつお聞かせいただきたいと

思います。 

  そして、この負担金というのは何か基準的なも

のがあるのかどうか、ひとつお聞かせをいただき

たいと思います。 

  それから、もう一点でございますけれども、地

方債の関係でございますけれども、成果書の258

ページの関係なんですけれども、昨年よりも約３

億近く地方債が減っているんですけれども、まだ
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まだ45億何がしの債が残っておるんですけれども、

この今後の見通しはどうなのか、何年ぐらいでこ

れが俗に言う償却されるのか、それをひとつお聞

かせいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田と申します。お答えいたします。 

  まず、１点目の中川流域下水道建設負担金と中

川流域下水道維持管理負担金についてでございま

すが、まず中川流域下水道建設負担金につきまし

ては、流域を利用している15市町の市町が汚水の

処理、流域下水道の処理場の建設に関する負担を

しているわけでございます。 

これは、施設建設の全体事業費から国庫補助金

を除いた分を県と流域の市と町で折半しまして、

流域市町の負担分をそれぞれの市町の計画汚水量

割で負担額が決まっております。ちなみに、宮代

町は全体の1.69％となっております。それで、そ

の全体の事業費から1.69％掛けますと、3,247万

6,713円という負担をしております。 

  この流域の各市町の負担額でございますが、ま

ず、さいたま市が割合的に8.01％ですね。さいた

ま市の一部が中川の流域を利用しているというよ

うな感じになっています。それで、負担金が１億

5,392万8,090円です。続きまして、川口市が

7.99％になっています。負担金が１億5,354万

3,751円です。続きまして、春日部市が13.65％の

負担率になっておりまして、負担額が２億6,231

万1,914円です。続いて草加市でございますが、

負担率16.08％、負担額が３億900万9,199円です。

続いて越谷市、負担率18.08％で、負担額が３億

4,744万3,179円となっております。続いて八潮市、

負担率8.42％、負担額１億6,180万7,056円。続い

て三郷市、8.27％で１億5,892万4,508円。続いて

蓮田市、3.5％、6,725万9,465円。続いて幸手市、

3.03％で5,822万7,479円。続いて吉川市、3.27％、

6,283万9,557円。続いて伊奈町、2.22％、4,266万

1,718円。宮代町、1.69％で3,247万6,713円です。

白岡市、2.2％、4,227万7,378円。杉戸町、

2.06％、3,958万6,999円。松伏町、1.53％で2,940

万1,994円となっております。 

  以上が中川流域の建設の負担金ということでご

ざいます。 

  続いて、中川流域下水道維持管理負担金でござ

いますが、こちらは５年間の処理水量や所要の維

持管理費ですね、修繕費とか電気料、運転管理の

人件費とか薬品代、こちらを積算しまして、１立

米当たりの処理単価というのを決めております。

それが40円となっております。それで県と流域の

15市町が覚書を締結しておりまして、この維持管

理負担金は下水道法31条の２でうたわれておりま

して、県の議会の議決を経て決定しているもので

ございます。 

ですので、こちらはほかの市町の負担額はどれ

くらいというのを県のほうに公表しておりません

ので、ちょっとうちのほうも把握していないんで

すが、宮代町は平成30年度は276万5,999立米掛け

る40円という計算で、１億1,063万9,960円となっ

ております。 

  以上でございます。 

  次、２点目の地方債の関係でございますが、地

方債につきましては、工事をやるたびに地方債、

起債を起こしておりますので、今後も引き続きず

っと続いていく、借りて工事をしていく以上はず

っと続いていくと理解していただければと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 
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  文化的生活というのはお金がかかるもので、

年々大変だというふうに思います。 

  そこで、何点か再質問させていただきたいと思

いますけれども、一番新しい数字で、例えば宮代

町の処理区域内の人口は何人か、それから、水洗

化の人口は何人か、それから、水洗化率は何％か、

それから、管路の総延長、113キロかな、だと思

うんですけれども、これには間違いないのか、動

きはないのか、それから、年間総処理水量という

ことでございますけれども、これはどのぐらいな

量になっているのか。参考までにひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  処理区域内人口、処理人口でございますが、処

理区域内人口が２万4,767人です。 

  水洗化人口でございますが、２万3,578人です。 

  管路延長は、成果書の260ページですね、管路

延長は113キロメーターになります。 

  年間の処理汚水量というのが先ほど申しました

とおり、 

〔「成果書」と言う人あり〕 

○上下水道室長（成田雅彦君） そうですね。成果

書の261ページ、ごらんいただきまして、228万

5,708立米となっております。 

  以上でございます。 

  水洗化率でございますが、95.2％になっていま

す。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  確認をしたいんですけれども、今の数字はほぼ

もう飽和状態なのかなというような感じがするん

ですけれども、これから健全な公共下水道事業を

進める上で、毎年毎年いろんな面で補強したり、

修繕したりしているわけですけれども、今後、計

画的に進める事業というのはどういうものがある

のか、参考までにひとつお聞かせいただきたいと

思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  今、下水道の長寿命化計画というものを作成し

て、平成27年に作成しまして、平成28年から令和

２年度までの５カ年でポンプ場のほうを耐震なり、

あと電気機械施設の更新を行っております。これ

が完了いたしましたら、その後、今度は管路のほ

うの維持管理に入ってきます。 

これについては、ストックマネジメント計画と

いうものを作成して、これ全国的にもう国の主導

で作成しなさいよというふうに今言われておりま

して、これを、計画をつくらないと工事するに当

たって補助金がもらえませんので、まずこのスト

ックマネジメント計画というものを作成してから、

令和２年度にポンプ場が終わりますので、その後、

まずどの路線を、何をするかといったら、下水道

管というのは50年ぐらいもちますので、強度的に

はもちます、平成５年に供用開始しておりますの

で。ですので、まだ物はもつんですけれども、耐

震的には耐震化にはなっておりませんので、その

耐震化を進めていくということで、幹線道路を、

幹線管渠になると思うんですが、それをどこから

やっていくとか、そういうものを今後検討してい

きたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

唐沢ですけれども。 

  もう一個、ひとつ確認したいんですけれども、
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ご存じのとおり、宮代町の公共下水道、平成５年

の３月に一部供用開始をして以来、二十七、八年

たつんですけれども、今後、この事業認可拡大、

当時スタートしたときが247ヘクタールだという

ふうに記憶しているんですけれども、今後、これ

がどのぐらいになっていくのか、現時点で今どの

ぐらいな事業認可を得ているのか、ひとつそれを

確認したいと思います。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  現時点での認可区域というのは353.4ヘクター

ルございます。それでご承知のとおり、横町の区

画整理が始まりますので、その分が21.5ヘクター

ル拡大しなくてはなりません。これはこれから行

う作業でございますが、まずは新市街地ができま

したので、横町を編入すると。 

そのほかといいますと、全体計画では747.6ヘ

クタールという数字を持っておりますが、今の状

況ですと、この計画を立てたときにまだ合併浄化

槽というものが普及されておりませんでした。今

の汚水処理に関する考え方というものは、調整区

域は合併浄化槽、あとは農業集落排水というのも

ありますが、農業集落排水ですらも公共に取り入

れないかという話も出てきておりますので、やた

らその人口が少ないところに管路を布設しても、

工事費ばっかりかかってしまいますので、効率よ

く汚水処理をするためには、やはり調整区域は合

併処理浄化槽がいいのかなと。新たにまた市街化

区域を拡大するようなことがある場合には、そこ

を区域に入れていくような考えでおります。 

  以上でございます。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

終わります。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  私は、この下水道、維持管理に多額の資金が必

要だということは認識しているんですよ。そして、

公衆衛生の立場からも普及を進めるべきだという

ふうに考えております。しかし、町の収入からし

たら、今お答えになったんですけれども、決算で

１億4,300万円、そして、平成31年度の予算の中

では１億6,500万の約2,200万の増額が予定されて

いる。予定ということで予算の中に使われていま

す。 

毎年毎年これだけ値上げしている。これは町の

税金の負担も大変なことになってきているんだと

思います。これは町の税金が負担するということ

は、町民の税金が使われるんですから、町民負担

が多くなる。これは大変な状況だと思いますよ。 

やはりこれに対して町のほうは、黙って値上げ

に対してそのまま県の言うとおりに従っているの

か、それとも、これちょっと安くしてくれよとい

う要請をしているのかどうか、ひとつその辺のと

ころをお聞かせ願います。１点だけです。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  今のご質問は、県への負担金のことだと思いま

す。こちらは先ほど、中川流域下水道建設負担金

と維持管理負担金ですね、こちらの根拠というの

をお話しいたしました。負担金はこのように根拠

をもとに決められております。県のほうはその試

算に当たっては、あの手この手で経費削減に努力

しておりますので、流域下水道接続までは町の負

担、それで、流域下水道は県の負担、流域処理場

は県と町の負担という役割分担がもう決まってお

りますので、このようなことから負担軽減を求め
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るというのは難しいと思います。 

負担軽減て、これが、何ていうんですか、軽減

されるというのは、ここの事業費に県の補助金か

何かが入ってくるということしか考えられないん

ですね。県のほうもなるべく地元負担ということ

も話しておりますので、これ以上の負担は難しい

ものと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それはわかるんですよ。や

はりそれでも町の97億5,000万円ですか、予算、

今年の。決算ではね。その中で十何％ものこの下

水道費、負担がこれからますます上がっていくん

だと思います。私が入ったときは何千万という負

担だったんですけれども、今は議員になってから

８年になりますけれども、毎年上がっているんで

すよね。この中川流域やるたびに、流域負担金が

ね。来年の予算では１億6,500万ですか、今年の

予算では。 

毎年2,000万、1,000万ずつ上がっていったら町

の財政はパンクするんじゃないですか、そのうち。

そこら辺で、もし余り上がり過ぎたら、これは町

民負担になりますよね、利用料が高くなる。目に

見えていることじゃないですか、その辺のところ

は。 

その辺のところもやっぱり県のほうにきちんと

県のほうで助成金を出すなりしてもらうように要

請するべきじゃないかなと私は思っているんです

よ、町の負担を少なくするということではね。そ

れ以外には考えられません。ぜひ要請してほしい

んですよ、私は。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） １点だけなんですけれども、

昨年質問させていただいたマンホールカードにつ

いて、進捗がどうなったかお伺いをさせていただ

きます。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  マンホールカードですが、現在、デザインの調

整、基本的なマンホールのふたのデザインは決ま

っているんですけれども、それに色をつけるわけ

なんで、デザインの調整が終わりまして、これか

ら申し込むところでございますが、受け付けが年

３回しかないんです。その受け付けが今度は１月

になります。 

これに申し込む予定でございますが、この１月

に申し込み団体数が多い場合は、何か抽せんとな

ってしまう、何か印刷のその部数の上限というの

が決まっておりまして、もし多い場合は抽せんと

なる可能性があるということです。それで、もし

落選した場合には次回に優先されると聞いており

ます。 

このカードの発行が４月と８月と12月、これは

基本なんですが、年３回に発行を予定していると

聞いております。 

  あと、直近では白岡市さんがつくっておりまし

て、１ロット2,000枚発行したそうなんですけれ

ども、何かすぐになくなってしまったらしいんで

すね、結構評判がよくてですね。ですので、一応、

発行部数的には２ロットの4,000枚ぐらいで考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 進めていただいているとい

うことはわかったんですけれども、感じとして、

ちょっとえらい遅いなという感じがあるんですけ
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れども、このデザインの調整、色を塗るというの

がここまで時間がかかった理由というのは何かあ

るんでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  これはデザインをつくるに当たって、やはりこ

のマンホールの制作会社といろいろやりとりがあ

りまして、その中で色の検討とかやっていた結果

ですね、今になってしまったというご理解をいた

だければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） デザインというのは、今ま

まであったマンホールのふたを活用したものであ

るのか、新たにデザインを起こしたのか。１種類

なのか。それで、自治体によっては何枚かデザイ

ンを出していたりするんですけれども、これは１

つですけれども、例えば片桐仁さんのホワイトタ

イガーの絵柄とか、ああいった絵を追加してとか、

２種類とか３種類とか、３種類はあれですけれど

も、２種類ぐらいまでとか、そういった検討はさ

れたのかどうかお伺いをいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  このマンホールというのは基本的に今使われて

いるものを全国的にＰＲするという基本的な考え

がございます。新たなデザインのものをつくると

いう考えはございませんので、今あるものを、宮

代町は巨峰ですので、紫色で巨峰を塗ったりとか、

それで、町章の周りを何色にするかとかですね、

そういうことを検討しておりました。ですので、

新たなデザインというのは検討しておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ２点お伺いいたします。 

  まず、地方債の関係なんですけれども、地方債

の残高が平成30年度末現在、45億3,800万になっ

ております。一般会計からも繰り入れもしており

ますけれども、この利率ですよね。 

これまでも利率の借りかえというか、そうして

低くしてきているんだとも思いますけれども、一

般会計のほうを見てみますと、1.5％以下という

のが大部分なんですよ。ところが、公共下水道の

ほうは5.0というのもあるんですけれども、２％

から５％まで利率の内訳が出ておりますけれども、

これについてはやはりこれまでも努力はなさった

と思うんですけれども、これについてのこれまで

の経過と、それから、やはりこれは負担になって

いる要因の一つでもありますので、どういうふう

に推移させていくのか、それが１つ。 

  それから、普及状況ということで、普及率が平

成30年度は72.9％で、これは行政区域内の人口と

処理区域内の人口で割った数なんですけれども、

若干減っていますが、この未接続世帯、あるんで

すけれども、現状ではどういうふうになっていて、

これをどういうふうに改善していこうとしている

のか、この点についてお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  地方債につきましては、258ページ、259ページ

で示してあるとおり、1.5％以下から５％以下と

いうことで今現在借りているところでございます。 

  過去の経緯でございますが、金利が高い５％を

超えるものについて、以前、国の制度により借り
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かえが認められまして、全て５％以下にしたとい

う経緯がございます。５％以下については現在そ

の制度が、たしかないようなことを聞いておりま

すので、借りかえはできないという状態でござい

ます。 

  あと、未接続世帯につきましては現在、683世

帯ございます。こちらにつきましては、毎年全世

帯に通知をするとちょっと多くなりますので、昨

年は、本田１～５丁目で59世帯ございます。あと、

笠原１、２丁目で７世帯、中央２、３丁目で21世

帯、国納で８、須賀が11、和戸が３、姫宮23、中

島19の合計151世帯に接続のお願いということで

通知を出しております。これは毎年毎年地区を変

えてお願いをしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 地方債の関係なんですけれ

ども、これはもう国のほうから一度、5.0％超え

については借りかえをする要請があって、それに

応えてということなんですけれども、実際これだ

け今金利が低くなっている状況で、これはやはり

昔借りた利率もあると思うんですよね。そういっ

た状況で、みんな他市も同じなんでしょうかね。

今の説明だと同じになるんですけれども、やはり

この辺の矛盾というのはあると思うので、当然借

りかえていかないとやはり財政への負担がありま

すので、その点、国との関係もあるんですけれど

も、どういう状況になっていますか。全くないん

でしょうか。特に財務省のはこんなに残っている

んですよね。その辺でもう一度お願いしたいと思

います。 

  それから、未接続世帯なんですけれども、これ

までどのような状況で改善してきているのかとい

うこともお聞きしたかったんですけれども、ずっ

とここのところ、未接続世帯というのは横ばいな

んでしょうか。着実に減っているんでしょうか。

その辺の状況。 

  それから、先ほど、地域を決めて郵送して、接

続をしていくように促していくという答弁だった

んですけれども、これはどうなんでしょうか。

683世帯もあるので、そういった点では、そうい

うふうにするとなると何年に１回来るんでしょう

ね。５年に１回になるのか、世帯数でいけば10分

の１以下ですので、10年に１回になるのか、その

辺、よくわからないんですけれども、その辺の対

応は必要かと思うんですけれども、どのように今

後。同じように繰り返しでやっていくのか、その

点、お願いしたいと思います。 

  それから、先ほど１点お聞きするのを忘れたん

ですけれども、新たな公営企業会計を導入すると

いう状況があるんですけれども、これはいつごろ

になるんでしょうか。公営企業会計への移行です

よね。言われておりますけれども、その点につい

てもどういうふうになっているのかお尋ねしたい

と思います。 

  以上。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  地方債につきましては、先ほどご説明したとお

りなんですが、今後、借りかえとかできるそうい

うチャンスがあるかどうかとか、そういうものは

またちょっと勉強して、借りかえられるものでし

たら借りかえたほうが有利になりますので、でき

るものならそういうふうにしていきたいと考えて

おります。 

  未接続世帯の状況なんですけれども、ずっとこ

れは家作であったりとかアパートですね、そうい

うものであったりとか結構ありまして、なかなか

横ばいというんですかね、状況でございますが、
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何かきっかけがないと接続はされませんので、例

えば建て替えとかですね。皆さん接続されていな

い方は、建て替え時にはもう必ず公共下水道区域

でしたら接続しなければなりませんので、接続し

ていただいております。 

  あと、この接続促進ですか、683世帯なんです

が、これは３年に１回通知のほうを出しておりま

す。これが少ないかどうかはちょっとまだよくわ

かりませんが、今のところは３年に１回通知を差

し上げております。 

  あと最後に、公営企業の状況ですけれども、法

適化に向けて、今、下水道事業、作業していると

ころでございます。令和２年の４月、来年の４月

にもう法適を行う予定でございます。 

  現在の進捗状況でございますが、下水道事業の

地方公営企業法適用業務委託というものを株式会

社パスコに委託しておりまして、現在、固定資産

の評価が終了しまして、今、条例等の法規の制定

とか改正作業ですね、あと財務会計の構築作業を

進めているところでございます。12月の議会には、

またその条例のほうを出す予定でございますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 地方債の関係については勉

強してということですので、ぜひお願いしたいと

思います。 

  それから、未接続世帯については、答弁が先ほ

どなかったですよね、３年に１回は通知を出して

いると。その結果、ほとんど動きはないんでしょ

うかね。その辺の状況はということで、先ほど聞

いたんですけれども。建て替えとか、そういう時

期じゃないとなかなかという答弁もありましたけ

れども、ほとんど動いていないということで、じ

ゃ、理解してよろしいでしょうか。その辺の推移

状況はどうなっていますかということでお尋ねし

ました。 

  それから、公営企業会計に移行ということにつ

いては、一部でもう12月議会からそのための条例

改正をするということで、これはわかりました。

公営企業会計はそうしますと、埼玉県は全部公営

企業に移管するということで理解してよろしいん

でしょうか。その点だけお尋ねします。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  未接続世帯の動向でございますが、正直言って

余り変動がないと。ただ、下水つないでいない方

の周辺にお住いの方でにおいに困っているとか、

そういう苦情もたまに担当のほうに入ってきます。

そうした場合に、その建物の持ち主の方に周りが

においで困っているということをお伝えすると、

近々じゃ接続するよという回答もいただいており

ます。それがいつになるかはわからないんですけ

れども、そういうふうに地主さんとは接触して、

お願いはいつもしておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

  あと、公営企業なんですが、埼玉県内全市町が

やるわけではなくて、処理人口で３万以上をしょ

っているところがまずやりなさいと、その３万未

満のところも速やかにやりなさいというふうにな

っておりますので、とりあえずは法的にはもう今

度の４月からは３万以上のところは全て法適化に

なります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原ですが、簡単な質
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問をしたいと思います。 

  前段者とちょっと似たような質問なんですけれ

ども、公共下水道というのは使っている人は当然

使用料、使っていない人は町民税はどのぐらい公

共下水道に入っているのか、使っていない人。幾

らかは入っていると思うんですよね。今は都市計

画税でどうのこうのとごまかしているようですけ

れども、昔はないときには、じゃどこから入って

いたんだと。町民税にどのぐらい、個人からどの

ぐらい公共下水道の予算に入っているのか、使用

していない人。それを教えてもらいたい。 

  というのは、前段者も質問していたけれども、

多分、多分だよ、同じとは言いませんけれども、

似たようなもんですけれども、前も私は質問しま

したけれども、公共下水道の拡大、これらも要望

があるわけで、そういう人たちも言っているわけ

ですよ。幾らかは私たちの税金が今でも入ってい

るんですよと。そうしたら問題ですよね。だから、

どのぐらい入っているのか金額を教えてもらいた

いと思います。簡単な質問で申しわけないが、１

点お願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  使っていない方というのは市街化調整区域等に

お住いの方の町民税ということでよろしいんでし

ょうね。それが下水道のほうにどのくらいという

のは正直把握してございません。一般会計のほう

から４億8,937万8,000円を繰り入れているわけで

ございます。この中の幾らというのはちょっと、

申しわけございませんが、把握していないところ

です。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） それが知りたいんですよ、

それが。じゃ、今出なければ、後で教えてもらい

たい。 

  というのは、本当なんですよ。公共下水道を使

いたくても使っていなくても、使っている人の有

利なような税金を払っているということですから。

だから、拡大してくれりゃいいですよ、公共下水

道を。それはやりませんと、県の何とかどうので。

そこが私は前々からどういうことなんだとは思っ

ているわけです。だから後でいいですから、１人

当たり幾らぐらい、調整区域の人が下水道予算に

出しているのか教えてもらいたい。 

○委員長（丸山妙子君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時５１分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  先ほどの健康介護課の答弁について、副課長よ

り報告がございます。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  先ほどはありがとうございました。 

  申しわけございませんけれども、先ほどの介護

保険特別会計の決算の認定についての際の丸藤委

員さんからの質問で、調整交付金の29年度に比較

して30年度、約600万円の減額というふうに私の

ほうから申し上げたんですけれども、誤りでした。

正確には、調整交付金は、前年比で約1,316万円

の減額ということでございます。 

  訂正をさせていただくとともに、おわびを申し

上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり
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建設課長、石塚でございます。 

  小河原委員のご質問に対して、明確な数字が出

せればよかったんですが、今、計算の仕方を含め

て担当内で考えてはみたんですが、なかなかこれ

だという数字が出せません。 

  特に歳入につきましては、町税を含めて103億

円の歳入がある中で、個人の町民税となりますと、

現年滞繰合わせて17億4,000万円でございます。

歳入に対する個人町民税の割合とすると、16.8％

になります。 

  これを市街化調整区域内で桃山台を含めて、給

水公共下水道に接続されている方の人口とそれ以

外の人口を見ますと、区域外の方が27.1％ほどに

なりますので、これを単純に計算をすれば、個人

の町民税の分が計算はできてくるんですが、ただ、

調整区域の中でも０歳児から計算が入ってしまい

ますので、当然、町民税は納税義務はないはずな

ので、そういうことで、27.1％という数字を使っ

てしまうと正確な数字はそもそも出てこないと。 

  また、個人によっては高額な納税の方もいらっ

しゃいますし、非課税の方もおりますので、その

点も含めて、細かく正確な数字ということで答弁

をさせていただけるような状況にはないというこ

とで、とりあえずご理解をいただきたいと思いま

す。 

  これに関しては、税務課の資料も見させていた

だかないとできませんし、また住民課の住民情報

なども含めて、いろいろな観点から細かく分析を

していかないと正式な数字というのは出せるかど

うかもちょっと不安な点はあるんですけれども、

非常に難しい問題ですので、ちょっとこの場での

回答は、すみませんけれども、差し控えさせてい

ただきたいと思います。 

  すみません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございます。

まあ、わかりましたよ。 

  そんなことでえらい時間を使うと、事務費がえ

らい時間を使ったと言われるのも、それもちょっ

と問題だから、ここら辺でよしておくけれども、

ただ、私が聞きたいのは、調整区域でも一般の町

民が、下水道を使っていない人も出しているとい

うことは事実だね。そこなんですよ。 

  だったら、私は前も質問しましたけれども、目

の前に下水本管が通っていて、つなぐことはでき

ませんと。だから、そこが問題なんですよ。出し

ていないならいいよ、下水道に一銭も、調整区域

の人が。出していて、今度は下水道も利用できな

いと、それはないよね。公平性がないよね、考え

方は。私はそこが言いたいんですよ。差別だよね。

金はとる、使うのはだめ、それはないと思います

よ。それが通るんだったら、何でもめちゃくちゃ

にできるということだよね。私はそれが言いたい

の。それ、頭の中に入れておいたほうがいいと思

いますよ。これからも、これは公平か。下水道を

使っていない調整区域の人も金は出しているんだ

と、下水道に。それを忘れないでくださいよ。 

  だから、要求どおりできるだけやってもらうの

が町の仕事だと思いますよ。それを初めから県の

指導ができませんからどうのこうのやって逃げて、

それで場合によっちゃ、いや、地域の人が金出せ

ばできますよなんて言ったときもあるんだよね。

言ったと思ったら、じゃ、本当にいいんだねと言

ったら、いや、今度は、本管が深いからできませ

んと。何だかんだ逃げようと考えるんだよね。と

ころが、深くたってあそこの利用者があそこ深い

のをつないだよね、老人ホームへ。あれだって調

整区域だよ。だから、できないことはないんだよ

ね、今の技術で。やる気がないんだよねと思う。

私もしようがない。 
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  そのことを一言言って、これはもう絶対、町の

調整区域の人は許せないと思いますよ。もう税金

を下水道につぎ込んでいるんだから、利用してい

なくても。そのことは強く言っておきます。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ただいま終わったばかりな

ので、本会議で意思表示をしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸山妙子君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号 平成30年度宮代町公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第54号 平成30年度宮代町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５９分 

 

再開 午後 ３時５９分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５５号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸山妙子君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第55号 平成30年度宮代町農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長の石塚でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） まちづくり建

設課の忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○下水道担当主査（高澤 学君） 下水道担当主査

の高澤と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 
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○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、１点だけご質問させていただきます。 

  農業集落排水事業も、処理区域内人口が893人、

これに対して接続人口が714人ということで、接

続率が80％です。公共下水道と同じように、未接

続世帯があるわけですが、20％で、これに向けて

の解消の取り組みについて、どういうふうにこれ

までおこなってきたのか、今後どうするのかお尋

ねいたします。その１点だけ。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  普及促進についてでございますが、接続率80％

ということで、未接続世帯、今71件ほどになりま

す。こちらについては、農業集落排水というもの

は組合でやっておりますので、西粂原の農業集落

排水組合が普及促進をやるという役割分担になっ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 未接続世帯は、先ほど71と

言いましたけれども、79じゃないのか。間違いで

すか。では、処理区域内人口と接続人口をお示し

ください。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  件数で、人口じゃないんですよね。件数でいく

と71件ということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 件数と言ったんですが、じ

ゃ、人口についてお尋ねします。件数でも、じゃ、

言っていただけますか。処理区域内件数と接続件

数、紛らわしいので。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  まず、件数でお答えいたしますと、326件ござ

いまして、そのうちの255件が接続されていると

いうことになります。 

  人口にいたしますと、893人中714人というふう

になります。 

  以上でございます。 

  未接続人数なんですが、179人です。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） わかりました。ありがとう

ございます。 

  この未接続世帯の解消なんですけれども、それ

はもちろん組合なんですけれども、どういうふう

に、やっぱり解消は必要ですよね。まだ71件ある

わけですから、その点ではどういうふうに解消に

向けて取り組んでいくのかということでお尋ねし

ます。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  接続促進につきましては、組合と今後、今まで

は組合に任せて、組合のほうであそこの処理場を

利用して盆踊り大会とかやっておりまして、そう

いうのを契機に接続率アップを図っているという

こともお聞きしております。 

  今後は、町も連携して、先ほどの公共と同じよ

うに通知を出すなり、ちょっと検討していきたい

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、１点だ
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け、１つ質問させていただきます。 

  実は、公営企業会計への移行が今、準備をされ

ていると思うんですけれども、時期的にはいつご

ろ予定しているのか。よろしくお願いしたいと思

います。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  公営企業の移行につきましては、農業集落排水

も公共下水道と一緒に令和２年４月１日を目標に

公営企業法適化をしていく予定でございます。 

  あと、今、一般会計で下水道担当が持っている

排水路も公営企業のほうに回しまして、そちら町

が行うべきものなので、町から負担金という形で

お金をいただいて執行するような形になると思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号 平成30年度宮代町農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

〔起立全員〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立全員であります。 

  よって、議案第55号 平成30年度宮代町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時１０分 

 

再開 午後 ４時１１分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

  引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第５６号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸山妙子君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第56号 平成30年度宮代町水

道事業会計利益の処分及び決算の認定について審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長の石塚でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） 主幹の忽滑谷

です。よろしくお願いします。 

○上水道担当主査（宮下義樹君） 上下水道室主査

の宮下です。よろしくお願いします。 

○委員長（丸山妙子君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入
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ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。よろし

くお願いいたします。 

  決算報告書24ページ、修繕費のところで１点お

聞きしたいんですけれども、今現在、宮代町内に

水道給水管のほうが全部で何キロぐらいあるのか

と、この30年度に修繕された長さ、こちらを教え

てください。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員、１点だけです

か。質問は１点だけですね。 

 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  まず、管路延長でございますが、配水管、導水

管、送水管合わせて14万6,749メートルです。約

146キロほどございます。宮代から大体、栃木県

の那須町ぐらいですね、約150キロですから。そ

のぐらいの管が宮代町内に布設しております。 

  あと、修繕の距離といいますか、修繕というよ

りかなり布設がえを行っておりまして、その延長

ですが、162.4メートルほど、30年度は行ってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） では、再質問させていただ

きます。 

  30年度に布設がえされた162.4メートルについ

ては、こちらはお幾らだったのでしょうか。こち

らの布設がえだけの金額を教えていただければ。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  ちょっと先ほどお答えした修繕の延長をちょっ

と訂正させていただきまして、1,110メートルで

す。申しわけございません。 

  あと、配水管の整備費なんでございますが、１

億6,560万2,001円ということです。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  こちら、全長に比べるとかなりなかなか進まな

い布設がえだと思うんですけれども、今、こちら

の布設がえをしなくても、こちらの管を長持ちさ

せられるような工事があるということですが、そ

ちらの工事などは検討されているのでしょうか。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  布設がえしなくても修繕できるというのは、そ

れは、公共下水道のほうは口径が大きいので、修

繕するときに中にぐるぐる巻いていっちゃうんで

すね、パイプみたいなのを。ビニールのやつをぐ

るぐる巻くような工法が今、主流になっているん

ですが、水道の場合ではそういうことが、口径が

小さいものですから、それで材質も違いますので、

ちょっとできませんので、どうしても修繕となる

と布設がえ。 

  それに、今、修繕の考え方は耐震管になってお

ります。地震が来たときにソケットが抜けてしま

うのが大きな原因になっておりますので、今、町

のほうで布設している管も、はめたらもう抜けな

いという、そういうタイプの管を使用しておりま

すので、修繕はそのような管に布設がえするよう

な工事をしております。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸山妙子君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  では、布設がえのみということでよろしいでし

ょうか、これからの工事は。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  修繕の工法的には布設がえということでやらせ

ていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは、何点か質問させていただきます。 

  まず、最初に、水道の事業には多額の費用が必

要だということで、私もそのことについては認識

をしております。 

  しかし、質問ですが、30年度の、まず最初に、

これは確認なんですけれども、損益計算書で、こ

れは５ページになるのかな、損益計算書を見ます

と、純利益が１億1,760万2,072円となり、あと、

平成30年度の貸借対照表、これは９ページになり

ますね、それを見ますと、流動資産合計で現金貯

金などで13億263万5,989円となっております。 

  その反面、町民の水道負担はどうかというと、

平成29年度は給水原価で宮代町では165.6円、県

平均では12.9円も高い原価だということで、資料

の中では示されております。供給単価も22.1円も

高く、設定となっている。 

  また、基本料金の埼玉県比較で、口径13ミリで

宮代町は１カ月10立方、1,436円と基本計算とな

っております。10立方の基本計算では、県内高い

順番から、この資料によると２番目。10立方の計

算では、２番となっている。そのほかに、消費税

増税により10月から315万2,000円の町民負担とな

っている。これ間違いありませんか。 

  しかも、基本水量以外の水道使用量の低い利用

者、これは公平さからいったら、高い水道料を支

払わされている、1,410立方使わない人は。支払

わされることになり、公平さを主張するのであれ

ば、基本水量は使用分にすることが公平ではない

かと私は思っております。その辺のところを町と

してはどういうふうに考えているのか、おっしゃ

ってください。 

  それから、この計算書で13ページ、事業報告書。

給水配水の状況ということで、全て減になってい

るんですよね。有収率だけが0.15ポイント増とい

うことでなっていますけれども、この減の原因と

いうんですか、これどういうところにあらわれて

いるのか、ひとつおっしゃってください。やはり

控えているのかはちょっとわかりませんけれども、

どういうところにあるのか、原因が。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  議員おっしゃるとおり、水道料金につきまして

は、他の市町に比べると宮代は高いほうでござい

ます。それで、収益的収支でございますが、水道

水を供給する日常コストにかかわる費用でして、

その８割をもう給水収益ですね、水道料金で賄っ

ております。 

  30年度は１億1,760万2,072円の純利益が出てお

りますが、新水道ビジョンで施設の耐震化や老朽

管の更新等を50年間で約221億円と、これ毎回ち

ょっとお話ししているものなんですが、それの設

備投資が必要であると。年間にしてみると４億

4,000万円ほど必要になります。これらは県の補

助金だけでは賄えないので、純利益を建設改良積

立金に積み立てて補塡している状況でありますの
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で、水道料金を下げると給水収益が減りますので、

今後の設備投資に影響が出てしまうと。 

  先日の全協でもお話ししましたが、施設のほう

も耐震化をしなくてはいけないということで、今

後も多額の費用がかかってきます。施設の平準化

を図るために、今起債を行っておりませんが、来

年度からは起債を起こしまして、平準化を図って

いくということで考えております。 

  給水件数は増加しているんですね。給水件数は

増加しているんだけれども…… 

〔「年間」と言う人あり〕 

○上下水道室長（成田雅彦君） 年間総給水量に比

べ、減です。ごめんなさい。そうですね。 

  これは、要は、節水機能を有した機具とかも多

くなって、あと町民の方も節水を心がけるので、

水を使わなくなったというのも一つの要因となっ

ております。 

  あと、有収水量が前年に比べて少なくなった。

これは、もう有収水量は水道料金の対象となった

水量で、節約ということですね。あと、先ほども

申しましたが、節水意識が上がったというのも一

つの要因かと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 30年の損益計算書が、純利

益が１億1,760万何がしになっていますけれども、

今回のこの資産別のあれが載っているんですけれ

ども、水道事業余剰金の計算書ということで載っ

ているんですけれども、本年度では、利益剰余金

の合計額が８億1,809万6,119円となっております

よね、合計額で。これは、毎年の動向としてはど

うなんでしょうか。増えているんですか、減って

いるんですか。 

  確かに設備投資とかいろんなことで使われて、

取り崩したものもありますよ。今年は、30年度で

は取り崩してやっていると思いますけれども、確

かにそうなんですけれども、それと同時に30年度

の貸借対照表を見ると、13億円のあれがある。こ

れによって、30年度の予算書を見ると、8,320万

円なんですよね、この剰余金、利益のあれが。だ

から、差がかなりあるなと思って、現実と予算と

の関係が、見ると。 

  予算では8,320万円になっていて、実際には、

純利益は１億1,760万円。この差のあれというの

は、どういうふうな計算をして、予算との関係で

どのようにやっているのか、ちょっとわからない

点があるんですよ。予算では8,000万だと言って

おいて、利益が上がったら１億1,000万だと。そ

の辺のところを予算との関係でどういうふうにな

っているのか教えていただきたい。 

  それと、水道量の減になった利用ですよ、皆さ

んの節水意識がすごいんだということを言ってい

るんですけれども、29年度と30年度の使用量を見

ると、29年度が20立方までが50％ぐらいだったか

な、たしか。それが30年度では50.8％、増えてい

るんですよね。ゼロから20立方使用した人は、増

えているんですよ。20立方でも57.2％から58.1％

へと増えているんですよ。だから、節水意識じゃ

ないんじゃないかなと。 

  かといって、91から151以上ですか、それを見

ると、13ミリの人のところが2.1％から1.9％に減

っている。要するに大口が減っている。小口は増

えている。これ、20立方でも同じです。90立方以

上の人が2.9％から2.7％に減っている。だから、

大口の人が節水意識が高くて、小口の人は、それ

で、しかも76％、13ミリでは77％の人が使用して

いるところが、水道使用量が29年から30年にかか

ったら多くなってきているんだと。 

だから、節水というのは、どこを言って節水と

言っているのかなと思っているんですけれども、
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ちょっとわからないなという感じがするんです。

この資料によりますとですよ。その辺のところを、

もう一度おっしゃっていただければありがたいな

と思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  まず、使用量のほうからちょっとお答えさせて

いただきますが、山下議員のお持ちになっている

その資料なんですが、まだ平成30年度の決算は出

ていないんですけれども、どちらの資料かちょっ

とわからないんですが…… 

〔発言する人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３４分 

 

再開 午後 ４時４０分 

 

○委員長（丸山妙子君） 再開いたします。 

○委員（山下秋夫君） 今、途中だということなの

で、途中計算ということは…… 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員、ちょっと確認

をさせていただきます。 

  今の資料で今、担当課と話していただきました

けれども、ちょっと整理して、それでこの決算の

ほうにつながるものでしたら、それを確認して言

ってください。 

○委員（山下秋夫君） はい。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 29年度はこれ決算の中でだ

からです。30年度については、この下の口径別契

約件数で、30年１月１日からということで、まで

ということになっていると思うんですけれども、

まだこれは最終的なあれじゃないんだということ

で了解をいたしました。 

  ただ、増えるということでは間違いないと思う

んですよね、30年と同じで。ですから、私の計算

では、やっぱり全体、この資料の中によると、使

用量が低いところは余り節水はしていない、高い

ところが節水しているということは、私は間違い

ないんじゃないかなと思っております。 

  ぜひその辺のところは、やっぱり人口も増えて

いるし、なかなか子供さん小さいところもいます。

節水したくてもできないというところもあります。

ただ、大口利用者はやっぱり節水の可能性はあり

ますよね。いろんな事業をやっていて、どこでも

減らしていかなくちゃいけないと、そういう点で

はやっぱり大口利用者が節水しているんだなとい

う感じはします。 

  そういうことで、情勢というか現実はなってい

るんじゃないかなと私は思っております。そうい

う中で、給水単価、給水料金、基本料金ですか、

13ミリで宮代町は高いほうなんだということで、

町のほうでも認めていると思います。 

  やっぱりそういう中で、町の人口のこれを見ま

しても、他市町村の給水水道料の比較を見まして

も、宮代町は本当に２番目なんですよ、10立方で。

1,436円となっておりますね、これでは。その次、

一番高いところで1,674円となっております。隣

町の杉戸町は、５立方計算で702円です。 

  やはりこのことを考えていると、やはり宮代町

の、公平さを言うのであれば、使用した分を計算

として出すのが筋じゃないかなと私は思っている

んですけれども、その辺のところはどう思ってお

りますか。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えします。 
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  まず、水道料金なんですが、他市町との比較と

いうことで、私が持っているデータの話をさせて

いただきますと、口径13ミリで10立米使用時の料

金としては、宮代町が1,436円で、県内55団体あ

りまして、県平均が1,131円、安いほうから50番

目、高いほうから６番目です。20立米使用時は、

宮代町が2,872円で、県平均が2,466円で、安いほ

うから43番目、高いほうから13番目になります。 

  口径20ミリでは、10立米使用時は、宮代町は

1,512円で、県平均が1,385円、安いほうから42番

目、高いほうから14番目。20立米使用時は、宮代

町が3,024円で、県平均が2,722円で、安いほうか

ら45番目、高いほうから11番目となっております。 

  それで、基本水量の考え方なんですが、公衆衛

生の向上とか生活環境の改善という観点から、こ

の基本料金に通常衛生的に生活するに当たり必要

な水量を付与しまして、全てのお客様に対して最

低限の生活用水として平等に確保するという思想

に基づいたものでございます。 

  このため、一般家庭の基本料金は、実際のコス

トより大きく軽減されておりまして、この軽減分

を大口の使用者様から水道料金を補っているよう

な形をとっております。 

  基本料金は、水を全く使わない場合でも必要と

なる経費を負担してもらうものでありまして、基

本料金を維持したまま基本水量ゼロとすることは、

料金の今後の値上げにもつながります。それで、

基本料金を減額した場合は、総収入を維持するた

めに基本水量を上回っている世帯の多い子育て世

代などの負担を求める必要が今後出てくることも

考えられますので、基本水量ゼロとなるのは、今

後慎重にならざるを得ないなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 基本料金、維持管理という

ことで、そういうことも含まれている、それはわ

かるんですよ、基本料金はかかるということは。 

  ただ、使用料としてはどうなのかということを

聞いているんですよ。使わない人も使った人も使

用料が、応じてやるのが公平さじゃないかと。大

口にしろ、小口にしろ。それで、この13ミリにな

ると、76％の人が20立方以内なんですよ、この資

料を見ると。だから、ほとんど使用していない人

が高い水道料金を払っているんだと私は感じてい

るんですよ。 

  公平さを言うんだったら、本当に、基本料金は

別ですよ、あくまでも、これはかかりますから。

だから、ほかの町では０立方でも幾らだというこ

とでなっているんですよ。幸手市は０立方でも

648円払っていますよ。 

  それは基本料金のことはわかるんですよ。使用

料のことを言っているんです、私は。高いんじゃ

ないのと、使った分だけやるのが公平さじゃない

のと。それだけなんですよ。その１点だけなんで

すよ。 

  以上です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  基本料金のことは納得していただいているとい

うことなんですが、水道事業というのは、お客様

が蛇口をひねればいつでも水が使えるように、１

日も休むことなく、昼夜問わず施設が稼働してい

るわけでございます。安心・安全な飲料水をつく

るためには、浄水場や配水場などの施設の維持修

繕費や水をきれいにするための薬代、あと施設の

電気代とか管理費、あと検針とか料金徴収にかか

る人件費等がかかっています。 

  これらの経費のうち、水を全く使用しなくても、

水道メーターの検針や料金収納などにかかる必要
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な経費、メーター設置費、水道施設の維持管理費

をもとに水道管の口径別に基本料金というものを

定めさせているところでもございます。 

  先ほども申し上げましたが、使用料が高いと、

これ以上下げることは、現段階ではちょっとうち

のほうは考えておりません。 

というのは、先ほども申しましたが、これから

施設の改修費に莫大な費用がかかってきます。使

用料をこの段階で下げたとしても、いずれまた上

げなくてはならない。そのギャップを、下げた分

また今の通常の使用料より上げなきゃならないと

きが必ず来てしまう。それがもう目に見えていま

すので、今後の事業においても、不足する分は借

金をして、起債を借りて行う予定でございますの

で、財源が不足するということからも、この使用

料を下げることは考えておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） この資料を見ますと、宮代

町の給水原価、29年度ですね、30年度は出ていま

せんので、29年度でいいますと、165.6円、県平

均が152.7円、県内の類似団体では163円ですね。

供給単価になりますと、平成29年度では、宮代町

は185.4円、県平均では163.3円、県内の類似団体

では168.6円。 

  これを見ても、やっぱり宮代町は20円近く高い

んじゃないですか。設備投資はかかるというのは、

どこの市町村へ行ってもかかるわけですよ。宮代

町は特別に高いんですか、設備投資が。 

これ当然、設備投資はかかんなくちゃ、最初に、

私も莫大な金がかかるということは言ってありま

す。ただ、ほかの団体から比べたら高いんじゃな

いかと。ですから、せめて少なくても、基本料金

はわかりますよ、使用料で計算したらどうなんで

すかということを言っているわけですよ。私の言

っているのわかりますよね。 

  基本料金は、これは当然設備投資だとかいろん

なことでかかりますから、それは当然ですよ。こ

れは私もそう思っていますよ、基本料金を取ると

いうのは。だけれども、やっぱり使った分、10立

方しか使わなかったら10立方分、５立方しか使わ

なかったら５立方分を取るべきじゃ、宮代町は10

立方で基本計算になっています。このことについ

てだけですよ。 

  以上です。お答えください。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  基本料金は、先ほどもご説明しましたが、新し

いものをつくるためにいただいているお金ではな

いんです。今お配りしている水を安心・安全な水

を供給するためのお金ということで、今後の改修

費とかそういうものに充てているお金ではござい

ません。 

  その改修費に当たっては、この基本料金のほか

の従量料金になってきますけれども、そちらのほ

うの収益とかに充てているような状況で、考え方

的にはそのような考えでございます。 

  先ほどから同じような回答の繰り返しになって

しまいますが、ほかの団体、宮代町より安い団体

の中でも、逆ざやになっている団体もかなりある

んですね。今後の経営がどうなるのか、よその市

町なのであれなんですけれども、やがて料金を上

げてくると思うんですよ、そういう団体が。 

  ですので、当町は、現行の料金のまま今後も。

その水道ビジョンですと、今の体制で向こう10年

ぐらいは水道料金を上げずにいけるんじゃないか

なというような見方も出ておりますので、それを

維持していくよう今後も努力していきたいと思っ

ております。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） これ以上言ってもらちがあ

かないと思うんですけれども、予算も言いました、

先ほど予算も平成30年度の予算では8,320万の純

利益の予算。しかし、結果とすると１億1,760万

円の利益が出た。 

  そういうことで、町民の私の聞いている範囲で

すよ。宮代町は高いんだと。宮代町もそれは認め

てみえます。ただ、ですから、中でも使用した分

だけ、基本料金は仕方ない。これは設備投資だと

かいろんなところで取られるんだけれども、使っ

た分だけにしてもらえないかということを私はよ

く聞くんですよ。 

そこら辺の考えで質問しているわけなんですけ

れども、これは本当、ほかでまた質問したいと思

いますので、ぜひその辺のところも考え、今後の

水道の事業に生かしていただきたいなと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  今、前段の山下委員の水道使用量ですよね、こ

れは私というか、皆さんも議会懇談会で、この場

で町民から私も聞いていますし、町民の声だとい

うことで私も言っておきたいと思います。それ以

上の答弁が出ませんので。しかも、他市町のこと

についても言及していますので、それについては

聞きませんが、これは町民の声だということで、

とりあえず聞いていただきたいと思います。 

  それから、先ほど来から、水道管や施設の老朽

化が進む中で、更新時期を集中しないように平準

化するということで、来年度から起債もというよ

うな先ほど答弁もありましたが、これはどれぐら

いの起債を起こしていくのか。その点、お尋ねし

たいと思います。その１点です。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  工事費が約４億ですね、４億4,000万、４億円

を見込んでございますので、起債はその約半分で

２億円ぐらいを予定しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。丸

藤でございます。 

  これは、ずっと続くんでしょうか。営業的に利

益は生じていても、現金が減少しているというこ

とで、更新費用ですね、発生しているということ

からなんでしょうけれども、これは、そうします

とずっと続くんでしょうか。その辺の計画につい

てもお尋ねします。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  今後10年の計画を新水道ビジョンで、50年の計

画を立てておるんですが、そのとりあえずの10年

ということで、大体の予算というんですか、目安

となるものを組んでおります。その中で、先ほど

お答えしましたが、来年度は２億の起債で、令和

３年度も同じぐらいの起債で、それ以降は徐々に

少なくして、約半分ぐらいにしていく予定で計画

は立てております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  10年のスパンということなんですけれども、初

年度、２年度が２億円の起債というと、ずっと続

く、10年のスパンということですので、10年のス
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パンでどれぐらいの起債を起こすのかということ

でお尋ねします。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えします。 

  とりあえず10年ということで、10億5,500万で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  これは、水道管や施設の老朽化ということなん

ですけれども、主に水道管ですか、施設としては

何か予定されているんでしょうか。その点だけ。 

○委員長（丸山妙子君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  これ、水道管もそうなんですけれども、あと耐

震化に向けて施設のほうも行っていきたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸山妙子君） ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 本会議で意思表示したいと

思います。 

○委員長（丸山妙子君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号 平成30年度宮代町水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸山妙子君） 起立多数であります。 

  よって、議案第56号 平成30年度宮代町水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定されました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（丸山妙子君） 以上をもちまして、本委

員会に付託された決算の審査は全部終了いたしま

した。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、全ての決算の認定について、私にご

一任願いたいと思います。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸山妙子君） これにて決算特別委員会

を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ５時０３分 


